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第一部 【企業情報】

注(1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。

「当社」、「当行」および「ラボバンク」

：コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー

注(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」はその時々の欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合の加

盟国の単一通貨としてのユーロを指す。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がない限

り、１ユーロ＝183.85円の換算率(令和７年３月11日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売相場と買相場の

仲値)によって換算されている。

注(3) コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーの決算期は毎年12月31日をもって終了する１年間である。本書では、2025

年12月31日に終了した会計年度を「2025年度」といい、他の会計年度についてもこれに準ずる。

注(4) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

注(5) 当社のウェブサイトは、www.rabobank.comにおいて閲覧することができる。ただし、本書において言及されている

ウェブサイト、または本書において言及されているウェブサイトを通じてアクセスすることができるその他のウェブ

サイトは、本書の一部を構成するものではない。

 

 

 

 

第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

法人(会社を含む。)に関する規定はオランダ民法典に統合されている。これらの規定は第２編「法人」に記

載されている。同編の規定は、1976年７月１日に施行され、以降頻繁に改正されている。

当社は、協同組合型の銀行である。オランダ民法典第２編第３章は、協同組合型会社について取り扱ってい

る。協同組合型会社はその加盟社員との間に協同組合関係を形成する会社である。

第２編第９章は、年次計算書類および年次報告書について取り扱っている。協同組合型会社は、年次計算書

類の発行が義務づけられている。

その他協同組合型会社に適用されるものとしては、商業登記法上の開示規則がある。

さらに、オランダにおける会社法の実際的な適用の上で重大な影響を有する、法文化されていない重要な法

源(判例法および法理等)が存在する。

協同組合型会社は「大」および「小」の２種類に分類される。「大」協同組合型会社と「小」協同組合型会

社の主な違いは、「大」協同組合型会社には監督委員会の設置が義務づけられている点である。「大」協同組

合型会社の監督委員会の構成員の選任手続も、「小」協同組合型会社のものとは異なる。当社は「大」協同組

合型会社に該当する。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

ラボバンク・グループの法的体制

ラボバンク・グループとは、（i）コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（オランダ国内の地方銀行な

らびに海外の支店、駐在員事務所および代理店を含む。）（以下「ラボバンク」という。）、（ii）子会社、

ならびに（iii）ラボバンクがオランダ国内外両方において支配権を有するその他の法人をいう。適用法令

（外国の法域が関係する場合など）に基づき、状況に応じて別の定義が適用されることがある。ラボバンクは

責任限定協同組合（「cooperatie U.A.」）であり、本店所在地はオランダのユトレヒトである。ラボバンク

の登記上の事務所はオランダのアムステルダムにある。ラボバンクは複数の商号を利用している。

協同組合であるラボバンクには、通常の株主ではなく、加盟者がいる。オランダにおけるラボバンクの顧客

は、ラボバンクの加盟者になる機会がある。後述するとおり、加盟者はラボバンクのガバナンスにおいて重要

な役割を果たしている。現時点で、ラボバンクには約2.3百万人の加盟者がいる。加盟にあたってラボバンク

への資本拠出を要するものではなく、ラボバンクの資本に対する請求権を伴うものでもない。加盟者および元

加盟者は、ラボバンクの損失に充当するための拠出義務から除外される。

ラボバンクは証書（以下「ラボバンク証書」という。）を発行している。ラボバンク証書はラボバンクの自

己資本の一部を構成するものの、ラボバンク証書の保有者はラボバンクにおける議決権を有しない。

ラボバンクは、法的形態が異なる複数の子会社をオランダ国内外に有している。ラボバンクが20％以上の資

本持分を保有する企業の概要は、ラボバンクのウェブサイトに掲載されている。

 

ラボバンクの協同組合ガバナンスにおける加盟者の影響力

ラボバンクは、地方レベルおよび中央レベルの両方で意思決定プロセスを有する組織である。ラボバンクの

際立った特徴として、地方組織は地方の方向性を保っている。ガバナンスは、協同組合と銀行が一体であると

いう原則を反映している。

 

オランダにおける加盟者

ラボバンクの加盟者（個人および法人）は、地理的要件（地域（「leefgebieden」））に基づき、部門

（「afdelingen」）に分けられている。現在、78の地域が存在し、それに応じて78の部門が存在する。各地域

内で、部門に加え、地方銀行および地方取締役が存在する。

地方取締役は、地域におけるラボバンクの代表者（「boegbeeld」）であり、この役割において、地方加盟

者理事会および地方監督委員会の最初の連絡窓口でもある。地方取締役は、ラボバンクのオランダのリテー

ル・バンキング事業においても役職を有している。

部門に所属している加盟者は、地方加盟者理事会の構成員の任命、停職および解任について責任を負ってい

る。
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地方加盟者理事会および地方監督委員会

各部門には、ラボバンクの定款に基づいた地方加盟者理事会が存在する。地方加盟者理事会はそれぞれ30か

ら50名の構成員で構成されている。地方加盟者理事会は、耳目の役割を果たし、地域におけるラボバンクの顧

客サービスおよび社会的実績につき、地方銀行の取締役と議論する。さらに、地方加盟者理事会には複数の正

式な任務および責任があり、これにはとりわけ、一般加盟者理事会における代表者（以下、「一般加盟者理事

会構成員」という。）を含む地方監督委員会の構成員の（地方監督委員会による指名に基づく）任命、停職お

よび解任が含まれる。

各部門には、ラボバンクの定款に基づいた地方監督委員会が存在する。地方監督委員会はそれぞれ３から５

名の構成員で構成されている。地方監督委員会の構成員は、いずれかの部門に所属していなければならない。

地方監督委員会は、地域における顧客サービスおよび社会的実績の進展について議論および意見を形成するこ

とを含む、様々な任務を実行し、様々な責任を負う。機能的な使用者としての役割を地方取締役の階層的マ

ネージャーと共有する地方監督委員会は、地方取締役の任命を承認する。

 

支部

地域ならびにこれらの地域内の部門および地方銀行は、支部（「kringen」）に分けられている。現在、14

の支部が存在する。各支部には、支部レベルでラボバンクを代表する協同組合取締役がおり、エコシステムを

つなぐ役割を担っている。協同組合取締役は、ラボバンクのオランダ国内におけるリテール・バンキング事業

において役職を有している。支部は現在、５つの地域で構成されている。

各支部では地方理事会が開催され、当該理事会には１名以上のラボバンク代表者と、その地域の一般加盟者

理事会構成員が必ず出席する。複数の支部の地方理事会が合同で開催される場合がある。地方理事会または合

同地方理事会では、例えば、一般加盟者理事会で取り上げられた事項、支部における顧客サービス、ならびに

支部の社会的およびその他の実績について議論される。地方理事会または合同地方理事会は、とりわけ、支部

の加盟者とラボバンクとの間のつながりや関係を強化するためのプラットフォームとしても機能する。
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一般加盟者理事会

各部門は一般加盟者理事会の一般加盟者理事会構成員によって代表されている。一般加盟者理事会が、ラボ

バンクのガバナンスにおける最高意思決定構成員機関である。一般加盟者理事会構成員はそれぞれ１票の議決

権を有する。他の一般加盟者理事会構成員によって代表される場合、いかなる場合でも、一般加盟者理事会構

成員は、２名を超える他の一般加盟者理事会構成員の議決権を行使してはならない。一般加盟者理事会構成員

は自らの議決権を自由に行使する権利を有するものの、地方の意見も考慮している。一般加盟者理事会は、継

続性を保護し、共通の価値観を管理する者としても機能する。一般加盟者理事会は、ラボバンクの戦略的枠組

み、アイデンティティ、重要な投資、予算に係る主要な点および財務業績に焦点を当てている。一般加盟者理

事会は、これらにつき承認や採択をしたり、相談を受けたりする権利を有している。これにはとりわけ、ラボ

バンクの戦略的枠組みやラボバンクのアイデンティティに対する重大な変更の承認、ラボバンクの年次計算書

類の採択、そして他社への重要な投資（または他社との長期的な協力関係の締結もしくは終了）に関する協議

を受ける権利が含まれる。

一般加盟者理事会は、緊急事態委員会、調整委員会および人事・報酬委員会から成る３つの常設委員会を設

置している。一般加盟者理事会は、特別委員会を設置する場合もある。

 

監督委員会

ラボバンクの監督委員会の構成員は、監督委員会による指名を受けて、一般加盟者理事会によって任命され

る。監督委員会は、少なくとも７名の自然人によって構成される。監督委員会の構成員の３分の２はラボバン

クの加盟者でなければならない。監督委員会は監督の役割を果たし、一般加盟者理事会に対し決算報告を行

う。この点について、監督委員会は、経営委員会による業務の遂行ならびにラボバンクおよびその関連会社の

全般的な業務過程を監督し、法令の遵守、また、とりわけ、ラボバンクの目標および戦略の実現を監視する。

監督委員会は、経営委員会の重大な意思決定を承認する権利を有する。監督委員会は、経営委員会につき助言

を行う役割をも果たす。監督委員会は現在、リスク委員会、監査委員会、協同組合・サステナビリティ委員

会、指名委員会および人事・報酬委員会から構成される、監督委員会の準備作業および助言を行う５つの常設

委員会を設置している。監督委員会は、特別委員会を設置する場合もある。

 

経営委員会

ラボバンクの経営委員会は、ラボバンク及び（間接的に）その子会社の経営に責任を負う。経営委員会で

は、事業上の問題、優先事項および運営上の検討事項について詳細に議論が行われる。経営委員会のメンバー

は、戦略上および運営上の議論、選択および実行に関与しており、各メンバーが有する専門的知識に基づいて

意思決定を行う。各メンバーは、グループ全体かつ「一つの銀行」としての観点から緊密に協力する。
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経営委員会は、目標の設定および達成、戦略的方針および関連あるリスク特性、財務業績および企業の社会

的責任について最終的な責任を負う。さらには、経営委員会は、ラボバンク・グループの関連ある法律および

規制の遵守につき責任を負う。特定の経営委員会のメンバーは、資産負債管理委員会グループ、リスク管理委

員会グループ、中央信用委員会ラボバンク・グループといった重要性の高い委員会に参加している。経営委員

会は、一般加盟者理事会に対し説明責任を負う。経営委員会メンバーは、監督委員会によって任命される。

 

２ 【外国為替管理制度】

オランダの協同組合が発行する無記名式社債に関して外貨で支払うべき金銭と、オランダでの売却による収益

は、オランダの法的制限なくオランダから公式に持ち出しその他の通貨に転換することができる。ただし、統計

上の目的のため、かかる支払および取引はオランダ中央銀行に報告しなければならない。

 

３ 【課税上の取扱い】

(1) オランダにおける課税上の取扱い

以下のオランダにおける課税上の取扱いに関する特定の事項の要約は、本書の日付時点で効力を有する法律

および慣行に基づくものであり、法律ならびにその解釈および適用の変更（かかる変更は遡及効を有する可能

性がある。）に従う。以下の要約は、有価証券の取得、保有または処分の決定に関連し得る全ての税制につい

て、包括的な記述を意図したものではなく、また全ての投資家区分（一部の区分は特別規則の対象である場合

がある。）に適用される課税への言及を意図したものではない。

下記「収入およびキャピタルゲインに対する課税」において、「事業体」とは、法人に加え、オランダ法人

税の目的上、法人として課税対象となるその他のあらゆる者を意味する。

下記「収入およびキャピタルゲインに対する課税」において、個人の有価証券保有者および居住者でない事

業体（非居住事業体）である有価証券保有者は、当社に対して実質的持分（aanmerkelijk belang）、または

かかる保有者が事業体である場合にはみなし実質的持分を有さないこと、かつ当該保有者に関連する者

（verbonden persoon）も、当社に対して実質的持分を有さず、今後も有さないことを前提としている。

一般的に、個人は、(i)会社の発行済株式総数もしくは会社のいずれかの種類の株式の発行済株式の５％以

上に相当する株式の所有権、所有権を取得する権利もしくはこれに係る特定の権利、または(ii)会社の年間の

収益もしくは清算収入の５％以上に関連する利益分配証書（winstbewijzen）の所有権もしくはこれに係る権

利を、(a)当該個人が単独もしくは当該個人のパートナーと共同で、直接的または間接的に有し、もしくは有

しているとみなされ、または(b)当該個人のもしくは当該個人のパートナーの特定の親族が、直接的または間

接的に有し、もしくは有しているとみなされる場合に、会社に対して実質的持分を有する。
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一般的に、非居住事業体は、かかる事業体が直接的または間接的に、(i)会社の発行済株式総数もしくは会

社のいずれかの種類の株式の発行済株式の５％以上に相当する株式の所有権、所有権を取得する権利もしくは

これに係る特定の権利、または(ii)会社の年間の収益もしくは清算収入の５％以上に関連する利益分配証書

（winstbewijzen）の所有権もしくはこれに係る権利を有する場合に、会社に対して実質的持分を有する。一

般的に、事業体は、かかる事業体が実質的持分の全部または一部を非認識ベースで処分し、または処分したと

みなされる場合に、会社に対してみなし実質的持分を有する。

本要約において、有価証券保有者、有価証券を保有する個人または有価証券を保有する事業体について言及

する場合、かかる言及は、当該有価証券の法的所有権および経済的持分を保有する個人または事業体、あるい

はオランダの税務上、有価証券を所有しているとみなされる個人または事業体に限定される。オランダの所得

税、法人税、贈与税および相続税においては、受託者、財団またはこれに類する事業体等の第三者が法的に所

有する資産は、当該取決めにおける持分に応じて、（みなし）委託者、譲与者もしくはこれに類するオリジ

ネーターまたは受益者が所有する資産として扱われる場合があることに留意されたい。

本要約においてオランダに言及する場合、オランダ王国のヨーロッパの部分のみに言及する。

投資家は、有価証券の取得、保有および処分に関する課税について、それぞれの専門顧問に相談されたい。
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源泉徴収

有価証券に基づき当社が支払う元本および利息は全て、オランダまたはその行政部局もしくは税務当局に

よって課され、徴収され、源泉徴収されまたは査定されるあらゆる性質の税金の源泉徴収または控除を行うこ

となく支払うことができる。ただし、当該有価証券が、1969年法人税法（Wet op de vennootschapsbelasting

1969）第10条１項(d)の意味におけるエクイティとして実際に機能する負債として適格である場合はこの限り

でなく、当社の関連（gelieerde）会社が、(i)毎年更新される軽課税国および税制上の非協力法域に関する規

制（Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden）

に記載される法域の居住者（gevestigd）であるとみなされる場合、(ii)当該法域内に恒久的施設を所有して

おり当該施設に対して利息が帰属する場合、(iii)別の者への課税回避を主たる目的もしくは主たる目的の一

つとして、利息を受領する権利を有する場合、(iv)居住する法域において他の（下位の）事業体が利息の受領

者として扱われていることにより、当該法域において利息の受領者とみなされない場合（ハイブリッド・ミス

マッチ）、(v)いかなる場所の居住者としても扱われない場合（ハイブリッド・ミスマッチの一種）、または

(vi)リバース・ハイブリッドとして存在しており、当該リバース・ハイブリッドにおける適格利息

（kwalificerend belang）を有する参加者が居住する法域において、当該リバース・ハイブリッドが透明体と

して扱われ、かつ、当該参加者に対してその利息が直接支払われていたならば、上記(i)ないし(v)の項目の一

つ（または複数）に基づいて課税対象となったであろう場合（いずれも2021年源泉徴収税法（Wet

bronbelasting 2021）の意味による。）に、かかる関連会社に対する特定の利息の（みなし）支払いについ

て、オランダ源泉徴収税が適用される場合を除く。

 

収入およびキャピタルゲインに対する課税

 

居住事業体

有価証券を保有する事業体であって、オランダ法人税の目的上、オランダの居住者またはみなし居住者であ

り、非課税対象者でない者は、通常、その有価証券から生じる収入またはキャピタルゲインについて、一般的

な法定税率（2025年度は最高で25.8％）でオランダ法人税が課される。

 

個人の居住者

有価証券を保有する個人であって、オランダ所得税の目的上、オランダの居住者またはみなし居住者である

者は、通常、その有価証券から生じる収入またはキャピタルゲインについて、以下の場合には、一般的な法定

税率（2025年度は最高で49.5％）でオランダ所得税が課される。

(ⅰ)収入またはキャピタルゲインが、（株主以外として）当該保有者が利益を得ている事業に帰属する場合

、または
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(ⅱ)収入またはキャピタルゲインが、2001年所得税法（Wet inkomstenbelasting 2001）によって定義され

るところのその他の活動（belastbaar resultaat uit overage werkzaamheden）（通常の、積極的な資

産運用（normaal, actief vermogensbeheer）を超える活動を含むがこれに限定されない。）による利

益とみなされる場合。

(i)または(ii)のいずれの条件にも該当しない場合、当該個人に対しては、通常、有価証券から生じる実際

の収入またはキャピタルゲインにかかわらず、みなし利益に基づいてオランダ所得税が課される。2025年度に

ついては、貯蓄、負債および投資について別個のみなし利益率が適用され、投資（有価証券を含む。）の区分

には5.88％が、当該会計年度の期首時点で適用される。適用されるパーセンテージは、過去の市場利回りに基

づいて毎年更新される。一定の濫用防止規定に従って、(a)みなし利益総額を貯蓄、負債および投資の合計で

除した金額と、(b)貯蓄、負債および投資の合計から非課税控除を差し引いた金額との積が、2025年度の貯蓄

および投資（有価証券を含む。）による個人の課税所得となり、一般的な法定税率（2025年度は36％）で課税

される。

 

非居住者

オランダの税務上、オランダの居住者でもみなし居住者でもない有価証券保有者は、その有価証券から生じ

る収入またはキャピタルゲインについて、オランダ税の賦課を受けない。ただし、以下の場合を除く。

(ⅰ)収入またはキャピタルゲインが、オランダ国内において実際に経営され、あるいはオランダ国内におい

て課税対象である恒久的施設（vaste inrichting）または常駐代表（vaste vertegenwoordiger）を通

じて遂行されている事業またはその一部に帰属し、保有者がかかる事業から（有価証券の保有以外の方

法により）利益を得ている場合

(ⅱ)当該保有者が個人であり、収入またはキャピタルゲインが、所得税法（Wet inkomstenbelasting

2001）によって定義されるところのオランダ国内におけるその他の活動（belastbaar resultaat uit

overige werkzaamheden）（通常の、積極的な資産運用（normaal, actief vermogensbeheer）を超える

活動を含むがこれに限定されない。）による利益とみなされる場合

 

贈与税または相続税

有価証券保有者による贈与または当該有価証券保有者の死亡に伴い有価証券を譲渡する場合には、オランダ

贈与税または相続税の賦課を受けない。ただし、以下の場合を除く。

(ⅰ) 当該保有者が、関連する条項上、オランダの居住者またはみなし居住者である場合

、または

(ⅱ) 当該譲渡が、関連する条項上、贈与時またはその死亡時においてオランダの居住者またはみなし居住

者である者による、または同人のためになされた相続または贈与として解釈される場合
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付加価値税

有価証券の取得の対価としての支払い、有価証券に基づく元本もしくは利息の支払いまたは有価証券の処分

の対価としての支払いに関連して、有価証券保有者が支払うべきオランダ付加価値税は存在しない。

 

その他の租税公課

有価証券の作成、交付および／もしくは法的手続き（オランダの裁判所における外国判決を含む。）による

執行または有価証券に基づく当社の義務の履行について、またはこれに関連して、有価証券保有者がオランダ

において支払うべきオランダ登録税、印紙税またはその他類似のオランダの税金もしくは公租は存在しない。

 

居住

有価証券保有者は、オランダ税務上、オランダの居住者もしくはみなし居住者になることはなく、上記に定

める例外を除き、有価証券の取得、保有もしくは処分または有価証券の作成、履行、交付および／もしくは執

行のみを理由としてオランダ税の賦課を受けることはない。

 

(2) 日本国における課税上の取扱い

以下は日本において売出しの対象となった当社の社債（以下、本(2)において「本社債」という。）に関す

る日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に

応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務

顧問に相談することが望ましい。

本社債に投資した場合の日本国における課税上の取扱いは、現在以下のとおりである。

本社債の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内

国法人が支払いを受ける本社債の利息は、所得税法第11条に定める公共法人等、租税特別措置法第８条第１項

および第２項に定める金融機関および金融商品取引業者等を除いて源泉所得税（日本国の居住者の場合は国税

と地方税、内国法人の場合は国税のみの源泉所得税）が課される。日本国の居住者においては、確定申告書の

提出による20.315％（15.315％の国税および５％の地方税）の税率による申告分離課税とするか、確定申告の

対象に含めない（この場合、当該源泉所得税の徴収により課税関係が終了する。）こととするかのいずれかを

選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象

となり、また一定の公共法人等および金融機関等を除き、現行法令上15.315％の源泉所得税が課される。ただ

し、申告分離課税を選択した居住者および当該内国法人は上記源泉所得税額を、一定の制限のもとで、居住者

の場合は所得税および地方税、内国法人の場合は法人税の額から控除することができる。
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本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合は、20.315％

（15.315％の国税および５％の地方税の合計）の税率による申告分離課税の対象となり、申告分離課税の対象

となる他の上場株式等（特定公社債を含む。）の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、

当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。

本社債の償還額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の

対象となる他の上場株式等（特定公社債を含む。）の譲渡益等ならびに利子所得および配当所得と損益通算す

ることができる。損益通算により控除しきれなかった損失は、一定の制限のもとで、３年間の繰越控除が可能

である。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入され

る。

本社債の譲渡による譲渡益については、日本国の居住者の場合は、国税と地方税の税率による申告分離課税

の対象となり、申告分離課税の対象となる他の上場株式等（特定公社債を含む。）の譲渡損失と損益通算する

ことができる。内国法人の場合は、当該譲渡益は課税所得として法人税および地方税の課税対象となる。

本社債の譲渡による譲渡損については、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式

等（特定公社債を含む。）の譲渡益等ならびに利子所得および配当所得と損益通算することができる。損益通

算により控除しきれなかった損失は、一定の制限のもとで、３年間の繰越控除が可能である。内国法人の場合

は、当該譲渡損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。

 

４ 【法律意見】

当社の長期資金調達・資本部門のエグゼクティブ・ディレクターであるプラティック・ケシャブより、税務事

項に関するものを除き、次の内容の法律意見書が関東財務局長に提出されている。

(1) 当社はオランダ法に基づいて適式に設立され、有効に存続する協同組合型会社である。

(2) 本書の第一部 第１「本国における法制等の概要」の１「会社制度等の概要」、２「外国為替管理制度」、

および４「法律意見」におけるオランダ法に関する記載は全ての重要な点において真実かつ正確である。

また、上記法律意見書とは別に、当社の税務部により、オランダの税法に関する、次の内容の税務意見書が関

東財務局長に提出されている。

(1) 本書の第一部 第１「本国における法制等の概要」の３「課税上の取扱い」におけるオランダ法に関する記

載は全ての重要な点において真実かつ正確である。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

主要財務統計
単位：百万ユーロ
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２ 【沿革】

ラボバンク・グループは、協同組合の原則を基本に運営されている、国際金融サービス提供者である。ラボバ

ンク・グループは発行会社およびその子会社により構成されている。ラボバンク・グループはオランダを含む34

カ国で事業を展開している。当グループの事業には、国内リテール・バンキング（「DRB」）、ホールセール・

アンド・ルーラル（「W＆R」）、リース事業ならびに不動産開発が含まれている。当グループは、オランダにお

いてはオランダ市場におけるラボバンク・グループの地位を維持することに重点を置き、国際的には食品・農業

分野に重点を置いている。

ラボバンク・グループの中核的協同組合事業は、地方ラボバンクによって行われている。顧客はラボバンク・

ウー・アー（ラボバンク）の加盟者になることができる。2025年12月31日現在、78行の地方ラボバンクは、オラ

ンダ国内で緻密な銀行ネットワークを形成している。地方ラボバンクは、オランダ国内において約8.2百万の個

人顧客および約0.9百万の法人顧客に対し、総合的な金融サービスを提供している。

従来、ラボバンク・グループは、主にオランダ国内市場の農業・園芸セクターへの貸付に従事してきた。1990

年代以降、ラボバンク・グループは、幅広い商業銀行業務およびその他の金融サービスをオランダ国内だけでな

く、国際的にも提供している。継続中のプログラムの一環として、ラボバンク・グループは、従来の貯蓄や住宅

ローンをベースとした事業者からオランダ国内外であらゆる種類の金融商品・サービスを提供する者へと多角化

を図るために、顧客が利用可能な商品・サービスの数量および種類を拡充してきた。ラボバンク・グループは、

幅広い層の個人顧客および法人顧客の双方に、DRB、W＆R、リース事業、不動産事業および保険商品販売を主な

内容とする総合的な金融サービスを提供している。

 

日本における活動

当社は2000年５月に金融庁の認可を得て東京支店を設立し、同年８月７日に金融機関との間の国債等の売買業

務を主とした銀行業を開始した。2014年３月より、東京支店は、支店から駐在員事務所に変わり、主に、当行の

長期資金調達機会に関する市場調査を行っていた。当該駐在員事務所は、2019年７月31日に閉鎖された。
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３ 【事業の内容】

(1) ラボバンクについて
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(2) 世界展開
 

 

次へ
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(3)当行の中核的事業

 

国内リテール・バンキング
 

 

オランダにおいて、ラボバンクの国内リテール・バンキング（DRB）は、住宅ローン、貯蓄、企業への貸付、

リース、決済、投資および保険・年金にわたる商品およびサービスの広範なポートフォリオを提供している。５つ

の地域に78の地方銀行という組織的な構成が、４種の主要な顧客層を通じた顧客本位のアプローチを促進してい

る。DRBは、住宅ローン市場、中小企業部門、食品・農業セクターおよび貯蓄市場において主導的地位にある。
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業績    

単位：百万ユーロ 2025年12月31日 2024年12月31日 増減率

純受取利息 7,554 7,833 -4％

純受取手数料 1,870 1,755 7％

その他収益 68 79 -14％

収益合計 9,492 9,667 -2％

人件費 3,494 3,468 1％

その他一般管理費 1,121 1,187 -6％

減価償却費および償却費 72 96 -25％

営業費用合計 4,687 4,751 -1％

総利益 4,805 4,916 -2％

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -  

金融資産に係る減損費用 110 -166 -166％

賦課金 131 166 -21％

税引前営業利益 4,564 4,916 -7％

法人税等 1,203 1,288 -7％

当期純利益 3,361 3,628 -7％

    

金融資産に係る減損費用（単位：ベーシスポイント） 4 -6  

    

比率    

収益に対する費用の比率（賦課金を含む） 50.8％ 50.9％  

    

税引前基礎的利益の変動    

収益 9,492 9,667

収益に対する調整-公正価値項目 - -  

基礎的収益 9,492 9,667  

営業費用 4,687 4,751

費用に対する調整-再構築費用 13 41

基礎的費用 4,674 4,710

基礎的総利益 4,818 4,957

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -

金融資産に係る減損費用 110 -166  

賦課金 131 166  

税引前営業利益 4,564 4,916

合計調整額 13 41

税引前基礎的営業利益 4,577 4,957
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収益は金利マージンの減少による影響を受けた

2025年度中、ラボバンクは、オランダの住宅ローン市場および貯蓄市場においてその主導的地位を強化し、中小

企業に係る銀行業務、プライベート・バンキングおよび保険・年金においてその地位を強固にした。顧客重視の継

続により、預金および貸付の両方において成長が支えられた。この成長は、預金に係る金利マージンの減少の影響

を部分的に吸収し、結果として純受取利息は全体としてわずかに減少した。

 

純受取手数料は決済による収入の増加からプラスの影響を受け、これとあわせて住宅ローンおよび企業への貸付

の両方における取引高の増加もかかる上昇に寄与した。保険仲立人としての手数料は、自発的な成長により８％増

加して363百万ユーロ（2024年度：335百万ユーロ）となった。また、プライベート・バンキングは、高価値部門、

起業家、専門家および富裕層市場に焦点を絞ったことにより、運用資産が7.0十億ユーロ増加して73.1十億ユーロ

（2024年度：66.1十億ユーロ）となり、全体として増加した。

 

その他収益は、関連会社および共同事業への投資による収益の減少に起因して減少した。
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営業費用は減少

費用管理への注力およびFEC是正計画の完了が、当行の従業員数の削減に寄与した（30,902人から29,465人）。

従業員数の縮小が労働協約に基づく給与の増額に相殺されたことで人件費は概ね安定した状態を保っており、営業

費用はわずかな減少となった。

 

その他一般管理費は再構築費用の減少に一部起因してやや減少し、一方で減価償却費および償却費の減少傾向は

当行の不動産ポートフォリオにおける動向を反映している。

 

 

2025年度における減損費用の増加

ラボバンクの信用度の強さは、活発な経済活動と効果的な信用リスク管理の連携を反映している。金融資産に係

る減損費用は、主に当行の信用モデルの精緻化に起因して増加し、特にデフォルト・ポートフォリオに対する引当

金の上昇をもたらした。マクロ経済の変動性および地政学的緊張の高まりが主要な要因となって、減損引当金はわ

ずかに増加した。リスク費用は、平均民間セクター向け貸付ポートフォリオの金融資産に係る減損費用の４ベーシ

スポイント（2024年度：-６ベーシスポイント）に相当する。
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貸借対照表の変動（DRB）

 

住宅ローンおよび企業への貸付の成長により、貸付ポートフォリオは４％拡大

ラボバンクは、積極的な市場努力のほか、リード・タイムおよび利便性の観点で住宅ローン手続の改善を行った

ことにより、2025年度に新規に組まれた住宅ローンの22.4％という市場における主導的地位を取り戻した。

 

2025年度中、顧客の追加住宅ローン繰上返済額、すなわち、強制返済に追加して支払われた金額は、17.1十億

ユーロ（2024年度：14.5十億ユーロ）となった。当該金額の内訳は、2.3十億ユーロ（2024年度：2.1十億ユーロ）

が部分返済、14.8十億ユーロ（2024年度：12.4十億ユーロ）が主に顧客の転居を理由とする住宅ローンの完済で

あった。これらの返済にかかわらず、住宅ローン・ポートフォリオ合計は203.7十億ユーロまで拡大した。

 

　2025年12月31日現在、住宅ローン貸付ポートフォリオの加重平均指数化されたローン・トゥー・バリュー (LTV)

は48％（2024年度：48％）で安定していた。これは、LTVが高値である新規組成が、返済および住宅価格の高騰の

継続による既存のポートフォリオにおけるLTVの減少に相殺されたことによる。

 

企業への貸付ポートフォリオは、非食品・農業セクターにおける競争力のある価格戦略、自営業者・中小企業層

に的を絞ったキャンペーンおよびサステナビリティを起点とする移行期にあるオランダの農業者に可能性を与え

る、食品・農業セクター内の協働的アプローチにおける意識的選択に支えられ、４％拡大した。

 

住宅ローン貸付   

単位：百万ユーロ 2025年12月31日 2024年12月31日

住宅ローン・ポートフォリオ 203,745 195,676

加重平均LTV 48.1％ 48.3％

不良債権（金額） 962 1,649

不良債権（住宅ローン貸付ポートフォリオ合計に占める割合） 0.47％ 0.84％

90日超の支払い遅延 0.10％ 0.12％

NHGポートフォリオの割合 17.2％ 16.3％

金融資産に係る減損引当金 139 129

不良債権カバー率 2％ 4％

純増額 29 -66

純増額(単位：ベーシスポイント) 1 -3

評価減 -26 -39
 

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

 20/574



 

 

 

民間個人顧客および法人顧客からの流入額により、預金は７％増加

オランダの民間貯蓄性預金市場は、2025年12月31日現在、8.5％と大幅に増加して528.6十億ユーロ（2024年度：

487.1十億ユーロ）となった。ラボバンクは、市場シェア35.7％（2024年度：35.4％）を達成し、市場における主

導者としての地位を維持した。顧客からの預金合計は、民間個人顧客および法人顧客のいずれにおいても増加し

た。ラボ・タイドスロットスパーレンは特に強い勢いを見せ、56％増加して36.1十億ユーロ（2024年度：23.2十億

ユーロ）となった。
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ホールセール・アンド・ルーラル
 

 

ホールセール・アンド・ルーラル（W＆R）は、主要な農業地域のルーラル顧客のほか、オランダ国内のホール

セール顧客、世界の食品・農業（F&A）および一部のエネルギー移行セクターに対して、総合的な金融ソリュー

ションを提供している。ホールセール・バンキングは、収益が250百万ユーロ超の大企業にサービスを提供する。

当行は、世界のF&Aを主導するホールセール銀行であり、オランダ市場において強固な地位を有し、エネルギー移

行に関連するセクターの成長目標を加速させている。ルーラル・バンキングは８カ国の主要な食料生産国で事業を

行い、高度に個別化された関係モデルにより上位20％の農業者に注力している。
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業績    

単位：百万ユーロ 2025年12月31日 2024年12月31日 増減率

純受取利息 2,994 2,928 2％

純受取手数料 461 453 2％

その他収益 664 617 8％

収益合計 4,119 3,998 3％

人件費 1,710 1,678 2％

その他一般管理費 386 494 -22％

減価償却費および償却費 88 89 -1％

営業費用合計 2,184 2,261 -3％

総利益 1,935 1,737 11％

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -  

金融資産に係る減損費用 254 329 -23％

賦課金 82 82 0％

税引前営業利益 1,599 1,326 21％

法人税等 520 332 57％

当期純利益 1,079 994 9％

    

金融資産に係る減損費用（単位：ベーシスポイント） 20 26  

    

比率    

収益に対する費用の比率（賦課金を含む） 55.0％ 58.6％  

    

税引前基礎的利益の変動    

収益 4,119 3,998  

収益に対する調整-公正価値項目 17 32  

基礎的収益 4,136 4,030  

営業費用 2,184 2,261  

費用に対する調整-再構築費用 4 34  

基礎的費用 2,180 2,227  

基礎的総利益 1,956 1,803  

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -  

金融資産に係る減損費用 254 329  

賦課金 82 82  

税引前営業利益 1,599 1,326  

合計調整額 21 66  

税引前基礎的営業利益 1,620 1,392  
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収益合計は全体的に増加

コア貸付、プロジェクト・ファイナンスおよびバリュー・チェーン・ファイナンスにおける取引高の増加を受

け、純受取利息は増加した。この増加は主に、当行のヨーロッパ事業と、クリーンエネルギー・セクターへの注力

によるものである。また、金利デリバティブ、外国為替デリバティブおよび商品デリバティブ等のリスク管理商品

への顧客のアクセスを容易にする販売・取引部門において、収益が増加した。当該部門では、その他収益から純受

取利息への転換が記録された。金利の低下はプラスの（資金調達費用の減少）影響をもたらした一方で、ポジショ

ンの相殺によるマイナスの結果がその他収益に反映されている。

 

ルーラル貸付における純受取利息は概して安定を保っており、競争の激しい市況により北アメリカ、オーストラ

リアおよびニュージーランドでマージンがわずかに減少した。ニュージーランドについては特に、乳製品市場が順

調に成長し、当行の顧客の資金需要を減少させた。南アメリカにおける純受取利息はわずかに増加した。恒常為替

レートベースでは、純受取利息の増加は７％となる。純受取利息の動向と同じく、ホールセール貸付およびキャピ

タル・マーケッツにおける顧客の活動の増加に支えられ、純受取手数料も増加を記録した。この成長は、当行の金

融サービスで顧客を支援するための当行の継続的努力および収益を多角化するという当行の目標を反映している。

 

その他収益は、ラボ・インベストメンツにおける収益の改善により増加した。
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営業費用は３％減少

人件費は、労働協約の結果およびインフレに起因する賃上げに伴い増加した。

 

同時に当行は、当行の事業運営における継続的な効率改善により、従業員数を10,795人（2024年度：10,831人）

（常勤換算従業員数）に削減することができた。

 

その他一般管理費は、再構築費用が４百万ユーロ（2024年度：34百万ユーロ）に減少したこと、および世界的な

ITプロジェクトに関する専門家報酬が減少したことに一部起因して減少した。

 

 

モデル算定引当金の減少に伴う減損費用の減少

W&Rの減損費用は、全地域の業績が好調だったことから低い水準にあった。2025年度中、金融資産に係る減損費

用は、平均民間セクター向け貸付ポートフォリオの20ベーシスポイント（2024年度：26ベーシスポイント）に相当

した。減損費用の低さは、顧客の前向きな解決およびモデルの改善による引当金の取崩しによるものである。地政

学的不確実性およびブラジルの特定のセクターをめぐる懸念、また精緻化されたモデルの見解により、減損引当金

繰入について上向きの影響がもたらされた。
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貸借対照表の変動（W&R）

 

貸付ポートフォリオは恒常為替レートベースで７％拡大

ホールセールでは、当行のヨーロッパ事業と、クリーンエネルギー・セクターへの注力に牽引され、主にコア貸

付、プロジェクト・ファイナンスおよびバリュー・チェーン・ファイナンスにおいて成長が顕著であった。食品・

農業セクターへの貸付額は78.0十億ユーロ（2024年度：80.5十億ユーロ）となり、W＆Rの貸付ポートフォリオ合計

の59％（2024年度：63％）を占めた。この減少の多くは、外国為替のマイナスの影響、ニュージーランドにおける

需要の減少および北アメリカにおける戦略的なポートフォリオの最適化に起因する。商業・工業・サービス業セク

ター向けの貸付は、53.9十億ユーロ（2024年度：47.9十億ユーロ）に増加した。
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顧客からの預金は１％増加

オーストラリアおよびニュージーランドで稼働している当行のオンライン貯蓄性預金サービスを通じて顧客が預

金する資金は、9.8十億ユーロ（2024年度：10.5十億ユーロ）となった。オンライン貯蓄性預金口座の顧客数は、

合計約186,000人であった。

 

 

 

次へ

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

 27/574



リース事業
 

当行の世界的なアセット・ファイナンス子会社であるDLLは、25カ国を超える国において事業を展開しており、

農業、建設、エネルギーに係る移行、食品、医療、工業、テクノロジー、運輸および事務を含む、幅広い分野で

それぞれに合わせた金融ソリューションを提供している。DLLベンダー・ファイナンスは、設備製造業者、

ディーラーおよび販売業者との戦略的パートナーシップを通じた融資により、顧客に対して設備、テクノロジー

およびソフトウェアへのより良いアクセスを提供している。DLLディレクトは、資本集約型企業に対し、自社の

設備導入ニーズに合わせられる様々な金融ソリューションを提供している。このビジネスモデルは、リースおよ

び金融ソリューションを通じて、ビジネスの成長を支えている。
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財務業績
 

業績    

単位：百万ユーロ
2025年
12月31日

2024年
12月31日

増減率

純受取利息 1,380 1,425 -3％

純受取手数料 95 106 -10％

その他収益 399 358 11％

収益合計 1,874 1,889 -1％

人件費 767 743 3％

その他一般管理費 299 285 5％

減価償却費および償却費 29 25 16％

営業費用合計 1,095 1,053 4％

総利益 779 836 -7％

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -  

金融資産に係る減損費用 397 303 31％

賦課金 18 16 13％

税引前営業利益 364 517 -30％

法人税等 58 108 -46％

当期純利益 306 409 -25％

    

金融資産に係る減損費用（単位：ベーシスポイント） 87 67  

    

比率    

収益に対する費用の比率（賦課金を含む） 59.4％ 56.6％  

    

税引前基礎的利益の変動    

収益 1,874 1,889  

収益に対する調整－公正価値項目 - -  

基礎的収益 1,874 1,889  

営業費用 1,095 1,053  

費用に対する調整－事業再構築費用 6 1  

基礎的費用 1,089 1,052  

基礎的総利益 785 837  

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -  

金融資産に係る減損費用 397 303  

賦課金 18 16  

税引前営業利益 364 517  

合計調整額 6 1  

税引前基礎的営業利益 370 518  
 

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

 29/574



 

収益はほぼ安定

昨年度（2025年度）は、世界的な課題および変動性によって特徴づけられ、商業および財務業績に影響が及ん

だ。このような動向にもかかわらず、アジア太平洋およびヨーロッパにおけるポートフォリオは順調に成長し

た。一方、北アメリカおよび南アメリカでは取引高が減少した。特にブラジルにおいて、食品・農業業界におけ

る商品価格の低迷や高金利など、複数の要因が重なり、当行の事業は影響を受けた。純受取利息は、ユーロに対

する米ドルの下落によりマイナスの影響を受けた。さらに、市場金利の低下により持分利益が減少したことも、

純受取利息の減少の要因となった。

 

DLLが利益分配契約を締結しているいくつかのベンダープログラムの業績が過年度と比較して好調だったた

め、純受取手数料は減少した。これにより、各ベンダーが貢献した事業に対して支払われる手数料が増加した一

方、これらのプログラムによるDLLの総収入も増加した。

 

主に保険仲介事業と、オペレーティング・リースによる収益およびリースが終了した資産の売却による利得が

主な要因となり、その他収益は増加した。
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営業費用は４％増加

人件費の増加は、基本給の引き上げと平均従業員数が増加したことによる影響を受けた。従業員の増加（常勤

換算従業員数にして208人）は、成長するポートフォリオの業務および不良ポートフォリオの管理のために必要

であった。回復・回収費用が増加し続けたことにより、その他一般管理費において増加が見られた。無形資産の

一過性の償却により、減価償却費および償却費の総額はわずかに増加した。

 

 

厳しい市場環境の影響が大きく

商品価格の下落、現地の金利上昇および気候関連事象による農業市場の低迷が続いたことにより、ブラジルに

おける減損費用は依然として高額であった。なお、より程度は小さいものの、米国においても貸倒引当金繰入が

増加した一方、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域の業績は比較的好調であった。これは、民間セクターの平均

貸付ポートフォリオの87ベーシスポイント（2024年度：67ベーシスポイント)に一致していた。ブラジルを除い

た場合、ポートフォリオの質とパフォーマンスは依然として堅調であった。

 

リース・ポートフォリオは恒常為替レートベースで２％成長

リース・ポートフォリオは合計45.8十億ユーロ（2024年度：47.4十億ユーロ）となった。恒常為替レート

ベースでの成長は２％であった。食品・農業のポートフォリオにおけるシェアは、22.3十億ユーロ（2024年

度：23.1十億ユーロ）となり、ポートフォリオ合計の49％（2024年度：49％）で安定していた。
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不動産開発
 

 

不動産開発部門は、主にバウフォンツ・プロパティ・ディベロップメント（BPD）の事業活動によって構成され

ており、これはオランダおよびドイツにおいて活動している。2024年度において、BPDは、住宅用不動産プロ

ジェクト開発業者であるBEMOGを買収したことで、オランダにおける事業活動を拡大させ、オランダにおける市

場ポジションを強化した。BPDに加え、同部門には、オランダの住宅向けコア・ファンドであるBPDウォーニング

フォンツの財務業績が含まれている。仮設用地にてモジュール式の持続可能な中価格帯の賃貸住宅を開発するこ

とに注力しているラボ・スマートビルド部門は、2025年度において、国内リテール・バンキングからBPDに移管

された。
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財務業績
 

業績    

単位：百万ユーロ
2025年
12月31日

2024年
12月31日

増減率

純受取利息 -55 -58 -5％

純受取手数料 2 -  

その他収益 238 130 83％

収益合計 185 72 157％

人件費 124 104 19％

その他一般管理費 36 35 3％

減価償却費および償却費 9 10 -10％

営業費用合計 169 149 13％

総利益 16 -77 -121％

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -2 -100％

金融資産に係る減損費用 2 -  

賦課金 1 1 0％

税引前営業利益 13 -76 -117％

法人税等 64 -35 -283％

当期純利益 -51 -41 24％

    

金融資産に係る減損費用（単位：ベーシスポイント）    

    

比率    

収益に対する費用の比率（賦課金を含む） 91.9％ 208.3％  

    

税引前基礎的利益の変動    

収益 185 72  

収益に対する調整－公正価値項目 - -  

基礎的収益 185 72  

営業費用 169 149  

費用に対する調整－事業再構築費用 - -  

基礎的費用 169 149  

基礎的総利益 16 -77  

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - -  

金融資産に係る減損費用 2 -  

賦課金 1 -  

税引前営業利益 13 -77  

合計調整額 - -  

税引前基礎的営業利益 13 -77  
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その他収益の増加が収益にプラスの影響をもたらした

その他収益の増加は、2024年度の高水準と比較して減損が標準的な水準に戻ったこと、およびオランダの住宅

市場が堅調であったことが主な要因であった。また、経済的不確実性の継続および消費者にとって非良心的な価

格にもかかわらず、ドイツの住宅市場では取引軒数が増加した。主に開発中住宅用ユニットの平均数が増加した

ことにより、BPDウォーニングフォンツの賃貸料所得は増加した。
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営業費用は増加

BEMOGの買収およびラボ・スマートビルドの統合により、平均従業員数は常勤換算従業員にして合計710名

（2024年度：704名）まで増加した。また、オランダにおける業績連動給を含む基本給の引き上げに加え、ドイ

ツにおける一過性の退職金費用により、人件費は増加した。

 

 

取引軒数は４％増加

オランダにおける市況の改善を受け、住宅用不動産の合計取引軒数は6,256件（2024年度：6,007件）まで増加

した。年度末現在、BPDウォーニングフォンツのポートフォリオは、開発中住宅2,194件（2024年度：1,970

件）、建設中ユニット2,395件（2024年度：1,562件）、追加の開発計画進行中のユニット1,751件（2024年度：

1,917件）で構成されている。

 

一過性の繰延税金資産

2023年度および2024年度中、ドイツにおける事業活動に関連する繰延税金資産（DTA）が計上された。今年

度の再評価を受け、このDTAは減損された。その結果、67百万ユーロの一過性の税金費用が純利益に計上され

た。
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(4)　優れた顧客重視

 

当行の成功への鍵は、高い顧客満足度にある。当行は、提供している中核的商品の最適化および付

加価値サービスの拡大により、時代に即した存在であり続けることを目指している。また、地域のつ

ながりと独特の人間らしさを維持しながら、顧客に対する価値の高いアドバイスおよびシームレスな

デジタルサービスを提供している。非利息関連事業をさらに生み出すために、当行は、顧客との関係

を深め、競争力のある提案によって市場シェアを拡大し、強化されたデジタルサービスの推進を行っ

ていく。
 

 

1
　2025年度より、オンラインで活動している民間顧客のパーセンテージに関する定義が変更された。2024年度の定義には全

ての民間顧客が含まれている。変更後の定義には、当座預金口座を保有している12歳以上の顧客のみが含まれている。
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リテールNL

 

「変化に満ちた世界において、私たちはつながりと協働の力を信じている。地方に強い存在感を有する

協同組合銀行として、私たちは事業を展開しているコミュニティに深く根ざしている。」

 

経営委員会メンバー　カルロ・ファン・ケメナーデ

 

顧客、加盟者、そして従業員のために、共に未来を築く

 

2025年度は、つながりと進歩が中心となった年であった。これはまたしても、当行にとって顧客が常に

最優先であることを示していた。顧客、加盟者、そして従業員の声に積極的に耳を傾け、対話を行うこと

によるつながり。また、サービスや商品のさらなる簡素化を通じた進歩。このように、当行は全ての人の

ための協同組合銀行になるための重要な歩みを前進させた。

 

堅調な業績

2025年度中、当行は競争が熾烈な市場において堅調な業績を達成することができたと自負している。当行は、

今年度においても、オランダ最大の住宅ローンの貸主となり、仲介チャネルにおいて第１位の地位を獲得し、事

業向け貸付および民間バンキングが順調に成長した。さらに、この困難な市場にもかかわらず、様々な事業部門

において多くの目標を上回ることができた。

 

つながりの力

当行は、地域コミュニティに深く根ざし、より持続可能な世界に貢献することを目指している。スポーツ、文

化、そして音楽には人々を結びつける力があるという信念に基づいた、新たなスポンサーシップでのアプローチ

により、当行は、国内外の主要イベントおよび地域イニシアチブの支援を行った。ラボバンクは、そのスポー

ツ・スポンサーシップ・プログラムを通じて、一流スポーツおよび人材育成だけでなく市民スポーツへの投資も

行っている。例えば、一流スポーツについては、当行はチームNLのトップ・パートナーであり、ツール・ド・フ

ランスにおけるチーム・ヴィスマ・リースアバイクの共同スポンサーである。ラボ・ビッグ・タイア・レース

は、幼い子どもたちのサイクリングの普及を目的としており、これは当行がコミュニティ内の市民スポーツ活動

をどのように支援しているかを示す良い例といえる。さらに、ラボ・クラブサポートを通じて、当行の加盟者

は、数千ものクラブや協会に20百万ユーロ近くを分配し、地域コミュニティを強化した。
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地域への影響および関与

2025年９月、ラボバンク・インパクト会議において当行は、地域への影響に係る当行の目標を一致させるため

の刺激的な機会として、2026年度インパクト・プランの策定を開始した。これに引き続いて2026年１月31日に開

催された第２回「アワー・デイ（Our Day）」では、地方のメンバー評議会の加盟者が集まり、互いにつながり

地域の関与の強さを活用する絶好の機会となった。ラボバンクの評議会メンバーは、自らのコミュニティと密接

につながっており、当行のサービスの継続的な改善に役立つ貴重な洞察を提供している。

 

今後の見通し

当行は、顧客の要求が高まり、ノンバンク事業者との競争が激しくなるなど、ますます変化の激しい世界にお

ける課題を認識している。意義ある協同組合、そして強固な銀行であり続けるために、当行は、時代に即してお

り、シンプルで、顧客および加盟者にとって身近な銀行となるよう、当行の構築を続けていく。

 

当行は、チャットボット「Robin」によるスマートセルフサービスや、ラボ・スマートアシストによる当行の

チームのサポートなど、顧客の生活を楽にするためのデジタルソリューションへの投資を行っている。同時に、

物理的な拠点が付加価値となる、とりわけ主要都市、０～30歳の年齢層、そして中小事業者については、物理的

な拠点も維持する。当行は、商品のみ以上のものを提供したいと考えており、財務上の意思決定における真の

パートナーでありたいと考えている。当行は、加盟者やパートナーとともに、持続可能な経済および強固なコ

ミュニティの構築を続けていく。これは当行が、変化が激しい世界において、協働の力を信じているからであ

る。

 

ホールセール・アンド・ルーラル

 

「ホールセール・アンド・ルーラルの使命は、最も重要なときにそこにいることである。2025年度にお

いて、当行は、顧客に寄り添い、従業員に投資し、実行力を高めることで、変動の中でも顧客をサポー

トしてきた。」

 

経営委員会メンバー　エルス・カンプホフ

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

 38/574



変化に対応し、顧客に寄り添う

 

2025年度は、継続した変動によって特徴づけられた。市場、貿易の流れおよび地政学的な情勢の変化

は、当行の多くの顧客に対して直接的または間接的に影響を及ぼした。このような環境において、リー

ダーシップ、回復力、そして信頼はこれまで以上に重要なものとなった。当行の焦点は変わらず、顧客に

寄り添い、変化の中で顧客をサポートすることにあった。ホールセール・アンド・ルーラルは、食品・農

業およびエネルギーに係る移行の顧客に引続きサービスを提供し、サイクルや地域を超えて顧客に寄り

添った。

 

注力および実行を通じて成長を実現

2025年度における当行の優先事項は、成長、簡素化、そして従業員という明確なものであった。当行に対する

顧客の信頼は、堅調な業績に反映されていた。ホールセール・アンド・ルーラルは多額の資金提供により顧客を

サポートし、管理可能資産ポートフォリオ合計を前年比８％増の142十億ユーロまで拡大した。同時に当行は、

実行力を高め、顧客に寄り添う時間を増やすため、標準化やデジタルによるソリューションを活用して仕事のや

り方を簡素化した。

 

重要な移行の融資

インパクトは、ラボバンクの協同組合としてのアイデンティティの中核を成すものである。2025年度、ホール

セール・アンド・ルーラルは、エネルギーに係る移行の促進において重要な役割を果たした。インドからオース

トラリアそして米国に至る世界中にわたって、ラボバンクは持続可能なプロジェクトに対して8.2十億ユーロの

融資を行った。新規プロジェクトには、60件を超える太陽光・風力プロジェクトや、19件の大規模バッテリーエ

ネルギー貯蔵プロジェクトなどが含まれた。

 

エネルギー発電および貯蔵の両方に対して融資を行うことで、当行は、風力や太陽光が利用できない場合の脱

炭素供給を支える、より安定的で回復力のあるエネルギーシステムに貢献している。

 

今後数年間に向けた勢いをつける

当行は今後、特に食品およびエネルギーにおいて最も重要な移行に引続き焦点を当てている。ホールセール・

アンド・ルーラルは、これらの移行が実現されていく中で顧客をサポートする、長期的な資金調達パートナーと

なることを目指している。ホールセールの事業を強化するため、当行はオランダの拠点を、社会にとって基盤と

なるヨーロッパの特定セクターに拡大させている。デジタルおよびAIを利用したツールを引続き簡素化し、より

スマートに活用することで、当行は従業員が迅速かつ一貫して対応できる環境を作り出している。当行はこのよ

うにして永続的な変化をもたらす。
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DLLベンダー・リース

 

「真に大切なこと、つまり、パートナーおよび顧客、受容性のある文化、プラスの影響ならびに持続可

能なリターンに対するコミットメントに焦点を当てることで、当行はより良い、より強固なDLLの構築を

続けていく。」

 

経営委員会メンバー　ララ・ヨカリーニ

 

地政学的不確実性および継続する貿易摩擦によるリスク費用の上昇

 

今年度は、重大な地政学的不確実性および継続する貿易摩擦が多くの地域の経済見通しに影響を及ぼ

し、DLLのパートナーおよび顧客の事業にも影響を及ぼした。当行のヨーロッパ地域およびアジア太平洋地

域の業績は堅調だったものの、特にブラジルおよび米国において、両国の農業部門における重大な困難に

よりリスク費用が上昇した。

 

戦略および業績

より良い世界のために提携するという当行のミッションと一致させるため、当行は引続き中核的事業を拡大さ

せ、新たなセグメントへの展開を行った。例えば、当行は、パワースポーツ製品および推進システムの世界的

リーダーであるBRPの欧州全体でのディーラーネットワークを、包括的な在庫担保融資により支援する５年間の

契約を締結した。当行はまた、IVECOとの合弁事業であるGATEの設立を行った。この合弁事業は、エンドユー

ザー顧客向けの手頃な価格の革新的なフルサービスソリューションを通じて、低排出・ゼロ排出の商用車へのア

クセスを拡大することにより、ヨーロッパにおけるエネルギーに係る移行を促進する。さらに当行は、引続き既

存のベンダーパートナーをサポートし、30を超える新規パートナーを受け入れ、顧客基盤を１百万近くまで拡大

した。これらは全て、当行のサイクルを通じたパートナーシップへの取り組みとDLLの確固たる価値観を証明す

るものである。

 

優れた顧客中心のエクスペリエンスを創出する

2025年度の逆風にもかかわらず、当行は顧客を第一に考え、より良い世界のための提携を続けたことを誇らし

く思っている。これは、ネット・プロモーター・スコアが65から68まで上昇した、パートナーロイヤルティ調査

での反応の大きさに反映されている。
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顧客が期待するのは、迅速な「time to yes（承認までの時間）」と、スムーズな、デジタルに対応したエク

スペリエンスである。2025年度は、DLLのデジタルな未来のための強固な基盤を築く年であった。当行は、中核

的システムの近代化、コンプライアンスプロセスの合理化、そして効率性および回復力を高めるための共有サー

ビスの拡大に焦点を当てた。これらの取り組みは、単に技術に関するものではなく、当行のプラットフォームの

改善された機能に基づき、優れた顧客中心のエクスペリエンスを創出するものである。2026年度において当行

は、これらの成果を基に、あらゆる市場における変革を加速させていく。

 

今後の見通し

2026年度に向けて、当行は、真に大切なこと、つまり、パートナーおよび顧客、受容性のある文化、プラスの

影響ならびに持続可能なリターンに対するコミットメントに焦点を当てることで、将来に向けてより良い、より

強固なDLLの構築を続けていくことを確信している。データおよびAIを活用し、中核的事業および多様化の両面

において戦略的成長イニシアチブを拡大させ、また、サービス費用を削減することにより、スマートな成長を

図っていく方針である。
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(5)　意義ある協同組合

 

「協同組合銀行として、当行は、顧客とともに、変化をもたらす方法を常に模索している。」

 

経営委員会会長　ステファーン・デクラーネ

 

協同組合銀行として、当行は、加盟者、顧客およびパートナーとの協働を通じて、社会にプラスの影響

をもたらすことを信念としている。当行は、地域の強いつながりをもって、顧客が財政的に健全かつ持続

可能な生活を送ることをサポートし、より持続可能な食料とエネルギーのシステムに係る移行を推進する

上で申し分ない立場にある。さらに、当行は、様々なコーペラティブ・イニシアチブやコーペラティブ配

当を通じて、利益の一部を社会に還元している。
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2025年度において当行は、今後数年間かけてプラスの影響をもたらすことを目指す、新規および既存のイニシ

アチブに対して資金の提供を行った。

 

中小企業向けサステナビリティ拠出金
**

対象となる中小企業は、最大10,000ユーロまでの範囲で、エネルギー効率に係る投資の12.5％について拠出金

を受け取ることができる。

 

マクシマ皇太子妃センター

健康的な生活を推進し、癌の治療および研究を支援するため、当行はマクシマ皇太子妃センターとの協力を

行っている。

 

ラボ・ファウンデーション
*

1974年に独立した公益団体としてラボバンクによって設立されたラボ・ファウンデーションは、社会的に弱い

立場にある人々に対して持続的なプラスの変化をもたらすことに重点を置いている。早い段階での資金提供を行

うことで、本ファウンデーションにより、アフリカ、アジアおよびラテンアメリカの小規模農家からオランダで

雇用の障壁に直面している個人に至るまで、十分なサービスを受けられていないグループの生活を組織が改善す

ることが可能となる。この支援は、これらの組織とそれらのサービスを受ける人々が自立できるようになるため

の手助けとなる。

 

ラボ・インパクト・ファウンデーション

この独立した公益財団は、2025年にラボバンクによって設立された。インパクト・インベスティングを通じ

て、気候、自然および人々にプラスのかつ持続的な影響をもたらすイニシアチブを支援することを目指してい

る。また、エネルギー、食料、水、循環性、そして特にオランダにおいては、医療およびアクセス可能で手頃な

価格の住宅といった各分野における移行に貢献することを目指している。
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コーペラティブ配当（例）
*

ラボ・クラブサポート　当行のナレッジおよびネットワークを駆使して地元のクラブを支援することで、当行

は地域コミュニティの活性化を行っている。当行はパートナーシップ、支援プログラムおよび投票キャンペーン

を通じて、協会への支援を行っている。

ラボ・ビューアツサポート　顧客は、地域の生活環境を向上させるためのイニシアチブを、自身の地方ラボバ

ンクに提案することができる。

 

その他のイニシアチブ　オランダ

 

その他のイニシアチブ　海外

ブラック・ジャガー・ファウンデーションへの追加寄付などが例として挙げられる。

 

 

中小企業向けサステナビリティ拠出金

対象となる中小企業は、最大10,000ユーロまでの範囲で、エネルギー効率に係る投資の12.5％について拠出金

を受け取ることができる。

 

従業員向けサステナビリティ拠出金

対象となるラボバンク従業員（全世界かつ全ての子会社を含む。）は、自身の住居／生活環境におけるエネル

ギー効率向上のために1,250ユーロを使うことができる。

 

ラボ・トランジション・ファンド

再生可能エネルギーの利用促進、農業・食品システムの変革の加速や循環型イニシアチブの支援を目的とし

た、柔軟・有利な条件での補完的（劣後）融資により法人顧客を支援する基金への寄付。
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コーペラティブ断熱性向上予算

対象となる住宅ローン顧客は、住宅のエネルギー・ラベルを改善する方法について、エネルギーに関する助言

を受けることができる。条件および利用可能な予算により、2025年２月１日以降に登録された顧客は、最大500

ユーロの補助金を受け取ることができる。2024年12月31日以前に登録された、Ｅ、ＦまたはＧラベルを有する顧

客は、1,000ユーロのキャッシュバックを受けることができる。

 

コーペラティブ・サステナビリティ拠出金

社会にプラスの影響をもたらす地域プロジェクト、投資および貢献に対し、78回にわたって125,000ユーロが

加盟者および顧客に供与された。

 

住宅ローンに対するエネルギー効率割引

2025年１月１日以降、ラボバンクは、エネルギー・ラベルＡ以上の建物で、条件を満たす場合に限り、住宅

ローン金利についてエネルギー効率割引を提供している。

 

ラボ・ファウンデーション
*

1974年に独立した公益団体としてラボバンクによって設立されたラボ・ファウンデーションは、社会的に弱い

立場にある人々に対して持続的なプラスの変化をもたらすことに重点を置いている。早い段階での資金提供を行

うことで、本ファウンデーションにより、アフリカ、アジアおよびラテンアメリカの小規模農家からオランダで

雇用の障壁に直面している個人に至るまで、十分なサービスを受けられていないグループの生活を組織が改善す

ることが可能となる。この支援は、これらの組織とそれらのサービスを受ける人々が自立できるようになるため

の手助けとなる。

 

スポーツギフト

スポーツ活動に参加することは健康に良いだけでなく、人々をつなぐものでもある。スポーツへの参加をより

身近なものにするため、ラボバンクでは10歳から20歳までの若者を対象に、NOC
*
NSFに加盟するスポーツクラブ

への入会補助金として１回限りの125ユーロを支給した。

 

コーペラティブ配当（例）
*

ラボ・クラブサポート　当行のナレッジおよびネットワークを駆使して地元のクラブを支援することで、当行

は地域コミュニティの活性化を行っている。当行はパートナーシップ、支援プログラムおよび投票キャンペーン

を通じて、協会への支援を行っている。

ラボ・ビューアツサポート　顧客は、地域の生活環境を向上させるためのイニシアチブを、自身の地方ラボバ

ンクに提案することができる。
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その他のイニシアチブ

とりわけ、ブラック・ジャガー・ファウンデーションへの寄付を行っている。アラグアイア生物多様性回廊に

より、この組織は、生物多様性を促進し、気候変動に対処し、地域コミュニティを活気づけるために、野生生物

の生息地を拡大することを目指している。

 

*
　これは年間の拠出金に関するものである。

**
　これは既存予算の増額に関するものである。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社

該当なし

 

(2) 子会社

当社の重要な子会社は以下のとおりである(2025年12月31日現在)。2025年12月31日現在、ラボバンク・グ

ループが持分を有する企業は合計295社である。

 

名称 本店所在地
資本金および
準備金

(百万ユーロ)
事業内容

議決権の
所有割合

DLL・インターナショナル・ビー・ヴィ アインドーベン 4,618
ファクタリング、
リースおよび消費者
金融業務

100％

BPDヨーロッパ・ビー・ヴィ ユトレヒト 7
不動産開発、金融お
よび投資運用業務

100％

オプフィオン・エヌ・ヴィ ヘールレン 594 住宅ローン貸付業 100％

ユトレヒト・アメリカ・ホールディン
グ・インク

ニューヨーク -119
ホールセール・ルー
ラル・アンド・リ
テール

100％

ラボバンク・オーストラリア・リミテッ
ド

シドニー 39
ホールセール・ルー
ラル・アンド・リ
テール

100％

ラボバンク・ニュージーランド・リミ
テッド

ウェリントン 225
ホールセール・ルー
ラル・アンド・リ
テール

100％

 

 

(3) 関連会社

 

名称 本店所在地
資本金および
準備金

(百万ユーロ)
事業内容

議決権の
所有割合

アフメア・ビー・ヴィ オランダ
11,887

（2025年12月31日現在)
保険業務 29.20％

 

 

(4) その他の関係会社

該当なし
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５ 【従業員の状況】

 

従業員の強化

 

「人員計画、経営面での卓越性、公正性、柔軟性および生涯学習を戦略に組み込むことによって、当行は、持

続可能で受容性のある社会に貢献しつつ、将来の課題への備えもできている、魅力的な雇用主かつ高い業績を

上げる組織であり続けることに引続き取り組んでいく。」

 

CHRO　ジャニノ・フォス

 

ラボバンクでは、「働きがいのある環境」および「将来への準備ができている（フューチャーレ

ディ）組織」という２つの目標を通じて、顧客、組織、そして社会に有意義な影響を与えることがで

きるよう、従業員の強化を図っている。これらの目標は、全ての従業員にとって尊重され、安全で、

発展に注力する環境を促進するものであり、当行の全世界的な人事方針およびイニシアチブを形作っ

ている。

 

ラボバンクは、公平性、機会均等および肯定的な職場文化を促進する全世界的な基準を維持している。これに

は、ハラスメントおよび差別を防止し、開かれたコミュニケーションを奨励し、柔軟な働き方を手助けするため

の方針が含まれている。当行は、視点や経験の多様性が、当行をより強く、より革新的にし、また、当行の顧客

にサービスを提供し、「一体となってより良い世界を作る」という当行の協同組合としてのミッションを達成す

るためのより良い備えをもたらすと考えている。

 

継続的な学習および発展は、当行の文化にとって中核的な要素である

全世界的な学習基準、リーダーシップ・プログラムおよびグロー・サイクルを通じて、当行は、内省、オン・

ザ・ジョブ学習や正式な研修を奨励している。AI研修セッションなどのイニシアチブにより、従業員は、急激に

変化する環境で活躍するためのスキルや自信を確実に得ることができる。当行のコミットメントは、業界のベン

チマークを大きく上回る88％という高いエンゲージメント・スコアに反映されている。

 

2025年度、当行はラボバンク全体にわたる戦略的人員計画を完了させ、より効果的な構造および意思決定を可

能にするために、新たな組織設計イニシアチブを開始した。リーダーシップ開発は、明確な行動的影響および強

いエンゲージメントにより大幅に進展した。また当行は、自動化およびプロセス改善によって人事業務を最適化

し、数千時間分の業務負担を軽減したことにより、従業員が顧客価値の提供に注力できるようにした。
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人員計画、経営面での卓越性、公正性、柔軟性および生涯学習を戦略に組み込むことによって、当行は、持続

可能で受容性のある社会に貢献しつつ、将来の課題への備えもできている、魅力的な雇用主かつ高い業績を上げ

る組織であり続けることに引続き取り組んでいく。
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当行の従業員
 

 

戦略

 

従業員の強化

「従業員の強化」という原動力には、「働きがいのある環境」と「将来への準備ができている（フューチャー

レディ）組織」という２つの目標が含まれている。これらの目標は、ピープル＠ワーク戦略にて詳細に説明され

ている。「働きがいのある環境」は、「当行は、従業員が成果を出し、顧客に対して価値を付加し、当行の目標

に貢献することを望んでいる。それは、従業員が働き、開発し、成長するための最高の環境を当行が提供できる

場合にのみ可能である。当行にとってこれは、安全でサポートが行き届いており、従業員自らが評価されている

と感じることができ、また自らの可能性を最大限に引き出すことができる職場を意味する。そのような職場を作

るには、無理のないエンプロイージャーニーや明確な役割と責任だけでなく、協働する多様かつ一体性のある

チームが必要である。当行は、ラボバンクが働きがいのある環境であり、従業員が長く勤めたいと思える職場で

あることを望んでいる。」として説明される。「将来への準備ができている（フューチャーレディ）組織」は、

「ラボバンクは、絶えず変化する事業環境に適応して競争し、顧客の期待に応えるために、将来への準備ができ

ている組織を必要としている。将来への準備ができている当行の組織は、食料システムおよびエネルギーという

重要な移行に対応するためのスキル、知識、そして適応力を備えた人材である。当行は、未来への準備ができて

いる協同組合銀行を築くために必要な定性的、定量的、構造的な転換を促進している。当行は、当行の従業員が

成長し、またその成長を通じてラボバンクが繁栄することを可能にしている。」として説明される。

 

ピープル＠ワーク戦略の目標を支えるため、受容性のある環境、ワークライフバランスおよび従業員開発から

成る、３つの柱が存在する。ラボバンクは、これらの柱が、自らが目指す「働きがいのある環境」および「将来

への準備ができている（フューチャーレディ）組織」を実現し維持するために不可欠であると考えている。

 

受容性のある環境を実現することで、ラボバンクは、アイデア、背景、経験や視点が尊重・評価され、能力や

才能に応じてプロフェッショナルが選ばれ、誰一人として差別されない文化を促進している。個人およびチーム

ベースでの多様な人材は、革新性および創造性に貢献する思考の多様性を育むことができる。
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ワークライフバランスとは、ハイブリッドな働き方を実践し、また、従業員、チームおよび組織にとって実行

可能で共通した最適なワークバランスを見出す手助けをすることを通じて、ラボバンクが従業員に対して及ぼす

影響のことをいう。ラボバンクは、全ての従業員にとって魅力的な雇用主であるだけでなく、高い業績を出す組

織でありたいと考えている。

 

雇用主として、また従業員として、将来の環境に適合した状態であり続けるために、ラボバンクは従業員の開

発を重視しており、それが個人、チーム、組織および社会全体にもたらす利益を認識している。従業員開発の目

的は、継続的な従業員開発を通じて、将来への準備ができている組織および働きがいのある環境を築くことであ

る。継続的な開発は、従業員、ラボバンクおよび社会に利益をもたらすものである。

 

影響、リスクおよび機会管理

ラボバンクは、従業員に対するプラスおよびマイナス両方の影響を評価している。ピープル＠ワーク戦略を支

える３つの柱のうち、「受容性のある環境」の柱が重要であると特定された。この柱は、一方では手続き、方針

およびプロセス、他方では従業員の行動やリーダーシップを通じて、ラボバンク従業員の人事戦略にプラスの影

響を与えている。他の２つの柱は、プラスおよびマイナスの観点のいずれからも、包括的な戦略にとって重要と

しては分類されていないものの、ラボバンクはこれらの柱についても引続き取り組んでいる。場合によっては、

受容性のある環境を育むことが他の柱の効果的な管理に寄与することがある。

 

ラボバンク従業員のうち約75％がオランダに拠点を置いていることから、当行の従業員関連のイニシアチブに

よる影響はオランダ国内において最も強く現れることになる。そのため、オランダにおけるイニシアチブは、報

告の目的では重要とみなされた。ただし、ラボバンクはその取り組みをオランダ国内のみに限定しておらず、入

手可能で関連性がある場合には、オランダ国外で働く従業員を含むラボバンク全体に関する数値および説明を提

供している。

 

受容性のある環境に関連した方針

ラボバンクは、全ての人事方針文書をラボバンク・ポリシー・ハウス・ポータルで公開している。これは、全

ての従業員が利用できるオンライン・ライブラリーであり、グローバル、地方および地域の全ての方針文書が含

まれている。受容性のある環境のための関連方針は下記の通りである。

 

・多様性、公平性および受容性に係る世界的方針（DE&I）

・ハラスメントに係る世界的方針

・報酬に係る世界的方針
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ラボバンクは、ハラスメントのない安全な環境を提供することを目指していることから、従業員が懸念事項、

業務上の問題、好ましくない態度、不正行為およびその他違反について安心して率直に発言することが確実にで

きるよう、ハラスメントに係る世界的方針を定めている。ラボバンクは、あらゆる形態のハラスメントの防止と

対処に努めている。ハラスメントに係る世界的方針には、ラボバンクがこの方針を策定した理由、ハラスメント

の枠組みの範囲、ハラスメントに対処するための包括的な原則に関する情報が含まれている。ラボバンクは、関

係する従業員および／またはその直属のマネージャーとの間で、双方向の対話を通じて苦情を解決することを奨

励している。苦情申立手続は、容易にアクセス可能でなければならない。この方針は、各地域の方針および要件

に応じて詳細に定められ、具体化される。ハラスメントに関する苦情の対処方法は、ハラスメント防止に係る世

界的手続に規定されている。

 

ラボバンクは、多様性、公平性および受容性（DE&I）に係る世界的方針を定めており、この方針は、全ての世

界的な多様性、公平性および受容性に係るイニシアチブを包括する役割を果たしている。またこれは、全ての地

域、地方銀行および／または部門が、DE&I戦略に準拠し、世界的方針および現地の法令を遵守した独自の現地

DE&I手続を策定するための指針としても機能する。ラボバンクは、全ての従業員が安心し、評価され、尊重され

ていると感じられるべきであると考えているため、この方針は、特定のグループや特定の理由による目標や行動

を区別していない。オランダ法の「ヴェット・ディベルシタイト・イン・デ・トップ」により、ラボバンクは上

級経営陣におけるジェンダー多様性に関する目標と現状を開示し、報告することが義務付けられているため、

ジェンダー多様性に関しては例外となっている。しかし、これはラボバンクが多様性のこの側面のみに焦点を当

てていることを意味するものではない。

 

グループ報酬方針の原則は、誠実で、健全かつ持続可能な報酬制度を保証するものである。この報酬方針は、

当行にとって容認できないようなリスク引受を奨励することのない健全かつ効果的なリスク管理に貢献してい

る。さらにこれは、当行の事業戦略、目的、価値観および行動、ならびに長期的利益と一致している。ラボバン

ク・グループは、全ての従業員の平等な待遇を促進しており、全ての従業員が、同様の仕事または同等の価値の

仕事に対して均等に報酬を受けるべきであると考えている。報酬に関する詳細および指標については、下記「報

酬」の項を参照のこと。

 

さらに、ラボバンクは、オランダおよび事業を展開する国々の法令や規制を遵守することにコミットしてい

る。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

 52/574



影響について当行の従業員および従業員代表者と関与するためのプロセス

人事戦略およびその柱、そしてビジネス・モデルには、エンゲージメント・スキャンの分析、また、労使協議

会、従業員人材グループ（ERGs）、組合および受容性エージェントによる対話やインプットなど、従業員の関

心、意見および権利が様々な方法で反映されている。こうしたやり取りも要因となって影響、リスクおよび機会

が導出され、行動や割り当てられたリソースを同時に決定する。

 

従業員エンゲージメント・スキャン

ラボバンクの従業員は当行のミッションに深く関与し、当行の戦略的優先事項にコミットしている。常に改善

を行うために、ラボバンクは世界中で従業員と積極的に関わり、様々なトピックについての貴重な意見を求めて

いる。さらに、従業員エンゲージメントについての洞察は、ラボバンク内のあらゆる階層レベルで協議される。

マネージャーは全員、従業員エンゲージメントに対する洞察に関してそれぞれのチームと協議することが求めら

れる。ラボバンクは、外部企業に委託したエンゲージメント・スコア調査を活用して、四半期ごとに世界中の従

業員エンゲージメントを測定している。エンゲージメント・スコアは、従業員がどの程度自分の仕事を楽しんで

いると感じているか、仕事が自分の活力となっているか、ラボバンクで働くことを誇りに思っているか、ラボバ

ンクに馴染めていると感じているかに基づいている。2025年度第４四半期において、合計31,615人（2024年度第

４四半期においては31,585人）の従業員がエンゲージメント・スコアでフィードバックを行った。エンゲージメ

ント・スコア以外に、受容性のある文化、ワークライフバランスおよび従業員開発を測定するために他のスコア

も活用されている。

 

四半期ごとに、全従業員に対する「私のチームは、前回のエンゲージメント・スキャンの結果に基づき行動し

ました」といった質問などから、エンゲージメント・スキャンの有効性が評価される。全体として、このプロセ

スは、従業員に（匿名で）意見を共有する機会を提供することで、当行の従業員に関連する受容性のある文化、

ワークライフバランスおよび従業員開発に対する当行の（重大な）影響を管理することに貢献している。

 

従業員の声

安全な労働環境の一環として、ラボバンクは、従業員が懸念事項、業務上の問題点、好ましくない態度（ハラ

スメント）および内部通報事案について率直に発言することができるいくつかの方法を従業員に提供している。

ラボバンクは、同僚またはマネージャーとの対話を始めることから、職場における困難な状況を解決することを

目指している。委任された内部および外部の信頼できる人員を含め、これらの状況について対応するにあたって

の傾聴、指導と助言を行う専門的チャンネルが存在する。さらに、例えば、ハラスメントに係る世界的方針、労

働協約に関する手続きまたは内部通報に係る世界的方針に基づく報告または苦情申し立てを従業員が行うための

専門チャンネルも存在する。ラボバンクは、DE&Iの重大な影響と一致した、オランダ国内で働くラボバンク従業

員に関する数値のみ報告している。
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2025年度において、困難な人事関連の状況のためのオランダ国内の内部報告チャンネルは、734件（2024年

度：671件）の新規の問題に対応し、このうち589件（2024年度：507件）は労働関連の問題、107件（2024年度：

68件）はハラスメント関連であった。ハラスメントの案件のうち、23件（2024年度：11件）は差別に関するもの

であった。案件はそれぞれ、従業員の報告に基づき主題別に結びつけられる。苦情が委員会に提出された場合、

委員会はその内容を審査する。

 

労使関係紛争委員会（ヘシヒレンコミッシー・アルバイツフェルハウディンゲン）は2025年度において13件

（2024年度：６件）の公式な不服申し立てを取り扱った。ソーシャル・プラン中央不服審査委員会は、14件

（2024年度：３件）の公式な不服申し立てを取り扱い、異議申立委員会の執行役員は１件（2024年度：０件）を

取り扱った。オランダ・ローカル・ハラスメント防止委員会は14件（2024年度：８件）の報告を取り扱った。内

部通報に係る世界的方針に基づき、2025年度においてオランダに関して13件の新規の問題が報告された。

 

現在、これらの案件の金銭的和解に関する登録がないことから、ラボバンクは、当行の従業員に関連する深刻

な人権問題や事件に対する罰金、制裁金および補償について報告することができない。オランダ国内において、

当行の従業員に関連する深刻な人権問題や事件についての苦情は受けていないことから、現在そのような内部記

録も存在しない。現在の手続きおよび業務慣行に基づき、そのような事案は確認されていない。

 

従業員人材グループ（ERG）

ラボバンクには、組織内でのDE&Iを推進することを目的とし、多様なグループへの支援と支持を行う、世界的

に活動する７つのERGが存在する。これらのERGは、受容性があり支援的な環境を促進することを目的としてお

り、組織内の多様な従業員集団の特有のニーズや課題に対処するため設計されている。ERGは、女性、LGBTQ+、

神経多様性のある従業員、二文化・多文化の背景を持つ従業員、若手従業員（36歳以下）、シニア社員（36歳

超）、および国際労働者（海外勤務者など）のグループを代表している。

 

受容性エージェント

受容性エージェントとは、本来の職務とは別に追加の役割を自主的に引き受けている従業員である。受容性

エージェントは、組織内のDE&Iに関する意識を高めることに貢献し、受容性のある協働体制の改善を手助けして

いる。2025年度までに、受容性エージェントのネットワークは、世界中で100人を超えるまでに拡大した。これ

らのエージェントは、意識を高め、公平性と受容性を促進するため、様々なチームセッションを推進し、意義の

ある対話や組織全体での変化を促している。
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労働組合および労使協議会

オランダにおいて労使協議会は、ラボバンク内における従業員の参加を確保し、従業員の利益を保護する上で

重要な役割を果たしている。労使協議会は、欧州およびオランダの労使協議会法に基づき設置されている。ラボ

バンクは、オランダの従業員を対象とした労働協約について労働組合との交渉を行っている。

 

当行の従業員に対する重大な影響に向けた行動とその効果

当行の従業員におけるプラスの影響を拡大するため、行動およびイニシアチブが実施されている。以下に、当

行の従業員のための受容性のある環境を作るために実施した主なイニシアチブおよび行動のいくつかを記載す

る。これらの取り組みは、ラボバンクの継続的なコミットメントのほんの一部に過ぎない。

 

多様性、公平性および受容性戦略の更新

ラボバンクは、ラボバンクのグループおよび従業員戦略、ならびにこの分野におけるより広範な世界的動向に

沿って、多様性、公平性および受容性（DE&I）戦略の更新を行った。このアプローチは、受容性のある協働、公

正なエンプロイージャーニー、ならびに現地および地域の法律を考慮した多様性への集中的なアプローチという

３つの主要分野に焦点を当てている。

 

受容性のある協働により、ラボバンクは、同僚とであれ顧客とであれ、受容性のある働き方を推し進め、リー

ダーが公正かつ公平なプロセスを構築できるよう手助けしている。これにより、当行は複雑さの増大に対処し、

新しいテクノロジーをより効果的に活用できるようになる。ラボバンクは、公正なエンプロイージャーニーによ

り、人事商品、手続きや方針を見直すことで、全ての従業員に公正な機会およびリソースを提供することを目指

している。さらに、採用や昇進など、エンプロイージャーニーにおける重要な節目における多様性を高めること

に重点を置いている。これは、当行にとって、当行が事業活動を行っている市場を反映したチームを構築し、縮

小する労働力の課題に対応するための助けとなる。

 

国際多様性デー

５月21日、ラボバンクは、組織内で広くDE&Iを推し進め、重視し続けるため、世界的に国際多様性デーを記念

した。ラボバンクは、社会におけるDE&Iの重要性および意義を支持し強調するため、この記念日を毎年開催され

るユネスコの国際デーと合わせることを選択している。国際的に複数のランチが開催され、オランダでは４つの

ランチが開催された。経営委員会は、100人を超える従業員を対象に開催されたランチの１つに参加した。この

ランチでは、人々が持つ特権や直面する偏見を体験することによって意識を高めるために、ビジネスゲームが行

われた。世界的に、10の短い講義がライブ配信され、これらはDE&Iや生成AI、チーム内に受容性を作り出す方法

など、いくつかのトピックが取り上げられた。1,000人以上の従業員が講義をライブ配信で視聴した。
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eラーニング　ブレイク・ザ・バイアス

ブレイク・ザ・バイアスのeラーニングモジュールは、世界中の従業員に提供されており、従業員および顧客

のための受容性のある環境を強化することを目的としている。このeラーニングで、従業員は、さらなる受容性

を作り出すために、バイアスを認識し軽減することの重要性について学習する。

 

文化的多様性に係る指標

ラボバンク内の多様性、公平性および受容性の範囲を、ジェンダー多様性の監視および舵取りから多様性の他

の側面へと拡大させるため、ラボバンクは、オランダの中央統計局（CBS）と協力し、文化的多様性に関する洞

察を得た。CBSは、従業員が250人以上の組織に対し、文化的多様性指標を利用して組織内の文化的多様性に関す

る洞察を得る機会を提供している。CBSは、ラボバンクのような組織が文化的多様性を監視し舵取りするのを支

援するために、ラボバンクの組織データを分析して、オランダの法令の範囲における文化的多様性に関する洞察

を提供した。この測定は、CBSによって年に１回行われている。また、オランダに所在するラボバンクで働く従

業員が対象となっている。文化的多様性を監視するためにこのアプローチを使用することは、組織とドメインレ

ベルでの文化的多様性の現状に対する意識を作り出し、経営チーム内での文化的多様性に関する対話のきっかけ

となることから、当行の従業員に関するDE&Iへの重大な影響にプラスに貢献している。しかし、洞察は年に１回

ベースで作成されるため、この指標は現状、ラボバンク内の四半期ごとの運営サイクルには不十分である。それ

にもかかわらず、CBSが提供する洞察は経営チーム内の行動を促進する原動力となっている。

 

公正かつ公平な報酬

ラボバンクは、全ての従業員に対して公正かつ公平な報酬を保証することにコミットしており、この原則を賃

金に関連する決定の指針となる基本的なものと考えている。このコミットメントを支えるため、潜在的なシステ

ム上のおよび個人の賃金公平性問題を特定し対処するのに役立つ賃金平等分析が開発されている。これらの実行

可能な洞察は、組織全体で賃金公平性を達成し維持することに貢献する。ラボバンクはまた、賃金の透明性に対

する当行の注力に沿って、調整済ジェンダー間賃金格差を自主的に開示している。

 

指標および目標

 

受容性のある環境に係る目標

内部のモニタリング指標は、エンゲージメント調査に反映された従業員の視点に加え、受容性のある環境の柱

に関連する企業データを測定している。

 

受容性のある環境に関して、２つの項目について目標が設定されている。これらの目標は、上級経営陣におけ

るジェンダーの多様性とエンゲージメント・スキャン・スコアに関するものである。これらの目標とそれに対す

るラボバンクのパフォーマンスについては、下記「当行の従業員の指標」を参照のこと。
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当行の従業員の指標

受容性のある文化への当行の影響に対処するため、当行は、従業員、多様性および報酬に関する指標を開示し

ている。ラボバンクは、変動給与の算出方法を精緻化し、連結グループ内の全ての現役ラボバンク従業員を含め

ることにより、ジェンダー間の賃金格差を算出するための方法論を更新した。
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報酬

 

「働きがいのある環境」であり、将来への準備ができている（フューチャーレディ）組織を形成することは、

ラボバンクにとって従業員戦略の重要な要素である。これにより、ラボバンクは、競争が激しい労働市場におい

て人材を雇用し続け、発展させ、つなげ、また引きつけることができるよう確実にしている。さらに、当行は、

従業員を強化し、また、多様性および受容性を促進することを目指している。このため、当行は、公平なかつ優

位性のある包括的な報酬パッケージ（年金を含む。）、魅力的な職場環境および個人の成長機会を従業員に提案

している。当行の世界的業績管理システムである「グロー！」、世界規模の学習および成長機会ならびに個人成

長予算の提供は、当行のミッションである「Growing a Better World Together（一体となってより良い世界を

作る）」と一致して、従業員の専門的・個人的な発展に貢献している。

 

当グループの報酬方針は、ラボバンクの事業および従業員戦略、当行の協同組合としてのミッションならびに

社会における立場と一致している。

 

ステークホルダーの関与

協同組合として、幅広いステークホルダーとつながることは当行の得意分野といえる。当行は、社会全体を、

当行の商品、サービスおよび運営の全ての側面のステークホルダーだと考えている。これには、当行の加盟者、

顧客、規制当局、投資家、様々な利害関係グループ、従業員代表者委員会、そして従業員といった、外部および

内部のステークホルダーが含まれる。ラボバンク対話専門センターを含む、様々な公式および非公式のネット

ワークおよびパネルを通じて、当行はこれらのステークホルダーに対し継続的に働きかけ、その声に耳を傾け、

意見やフィードバックを求めている。

 

当行の2.3百万の加盟者は、特別なステークホルダー集団である。これらの加盟者は、地方加盟者理事会で組

織されており、各加盟者の多様な背景は、社会全体を正しく反映しているといえる。地方加盟者理事会は、一般

加盟者理事会（GMC）によって代表される。GMCは、役員報酬に関する事項に関与している。GMCの代表者で構成

される委員会が、監督委員会メンバーの報酬および経営委員会の報酬方針についてGMCに助言している。労使協

議会は、報酬に関する動向および（年次報告を通じて）オランダ国内の給与水準や賃金率について定期的に通知

される。

 

当行の従業員もまた、報酬方針の策定に関して大きなかつ重要なステークホルダー集団の一つである。当行

は、様々なチャネルを通じて従業員と関与している。オランダ国内の従業員は、労働条件交渉のために組合を通

じて組織され、労使協議会は、広範な社会的トピックについてラボバンクの従業員を代表している。労使協議会

との定期的な対話および会議を通じて、当行の報酬方針および実際の慣行について従業員からの意見を得てい

る。
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関連性があり可能である場合、当行は常に、ステークホルダーから受けたインプットが確実に報酬方針の策定

において真剣に考慮されるようにしている。様々なステークホルダーが、それぞれ異なる、また時には相反する

利害を有する場合、これは困難な課題となり得る。法令、コンプライアンスおよびリスクの変更により、当行は

常に利害と法的枠組みの間でバランスを保つよう確実にしている。したがって、様々なステークホルダーの利害

と最適に一致する報酬方針を策定するためには、全ての利害を考慮したバランスのとれた視点が必要となる。以

下の報酬原則は、ラボバンクがこの点に関して行ったいくつかの主要な選択を反映している。

 

報酬原則

 

強固なガバナンスおよびリスク管理

当グループの報酬方針は、全てのレベルおよび事業体におけるラボバンク・グループの全従業員に適用され、

毎年更新され、そして経営委員会によって採択される。これは、オランダ・コーポレート・ガバナンス法および

その報酬原則の自主的な適用を含め、あらゆる法的および規制要件を遵守したものである。当行の報酬方針は、

 

・　ラボバンク・グループのリスク選好度と一致しており、

・　環境、社会およびガバナンス（ESG）リスクを含むラボバンク・グループの長期的業績に重点を置いた、

堅固で有効なリスク管理を支持しており、

・　いくつかの特定の規制によって顧客、社会および投資家の利益を保護しており、

・　従業員が望ましくないリスク（無責任な販売慣行など）を取らないようにし、また

・　強固な資本ポジションに貢献している。

 

内部整合

この方針は、当行の報酬へのアプローチにおける公平性および一貫性を促進している。全ての従業員の平等な

待遇を促進し、同様の仕事に対する報酬を均等にすることを目指している。これは、役職を分析および測定し、

各役職に職位を割り当てる、コーン・フェリー・ヘイ役職評価方法を活用して実現される。

 

報酬水準は職位と関連付けられている。当行は、内部の公平性を確保するため、内部の給与の相対性を注意深

く監視している。オランダ国内のラボバンク従業員の平均報酬と経営委員会会長との間の過年度の報酬比率は、

依然として20:1を大幅に下回っており、これは労働組合などの外部ステークホルダーによって重要な指標とみな

されている。
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外部整合

当行は、より広範な従業員基盤について関連市場の中央値での報酬を目指している。このアプローチにより、

当行は、適切な能力を持つ適切な人材を、適切な時期に、適切な市場で、適切なコストで引きつけ、雇用し続け

ることができる。当行の給与スケールは、オランダ国内においては一般市場および金融市場に対して、また、オ

ランダ国外においては関連する現地市場に対して、毎年ベンチマークされている。

 

変動報酬に関する適度なアプローチ

変動報酬は、経営委員会メンバーの通常の報酬パッケージには含まれていない。オランダ国内の一部の従業員

のみが変動報酬を受け取る資格を有し、またこれは、説得力のある事業上の理由がある場合に限られる。変動報

酬は固定報酬の20％を上限とし、例外的に固定報酬の最大100％までの個別変動報酬が付与される場合がある。

平均して、オランダ国内の従業員に対する変動報酬は固定報酬の20％を超えていない。

 

オランダ国外の従業員については、変動報酬は固定報酬の100％を上限としている。ラボバンクは、EEA外の従

業員について固定給与の最大200％までを変動報酬として支払うことができるとする、オランダ法における規定

を適用していない。

 

この変動報酬に関するアプローチは、従業員に対して不利益となるインセンティブを低減している。変動報酬

はいかなるときも保証されておらず、失敗または不正行為について報酬は支払われないよう業績管理手続によっ

て確実にしている。変動支払全体について、事前検査、事後検査およびマルスおよびクローバックを適用できる

能力など、複数のリスク軽減措置が執られている。変動報酬を受け取る資格を有する従業員については、リスク

軽減ターゲットが各人の目標の一部となっている。例外的な場合において、前職での（繰延）変動報酬の損失を

補うため、新規採用者にサインオンまたはバイアウトが認められることがある。

 

持続可能な業績

当グループの報酬方針は、長期的業績を実現することに重点を置いている。当行の協同組合としてのアイデン

ティティおよび環境、社会およびガバナンス（ESG）目標は、当行の業績管理アプローチに反映されている。変

動報酬は全て、少なくとも50％の非財務業績目標を条件として、バランスのとれた業績目標の組み合わせに基づ

き付与される。
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トータル・リワード

ラボバンクは、給与に加えて、魅力的なトータル・リワード・パッケージを提供している。ラボバンクは、顧

客、ラボバンクおよび社会のために従業員が成果を出すことができる、従業員にとって働きがいのある環境であ

ることを目指している。ラボバンクは、従業員に対し、幅広い学習・開発の機会、従業員福祉への取り組み、良

質な年金制度、職場の柔軟性（ラボ＠エニーウェア）および豊富なキャリア機会を提供している。

 

2025年度報酬慣行

 

オランダ労働協約（CLA）

2025暦年末、従業員（オプフィオンを含む。）のうち30,884人（2024年度：30,715人）が、（オランダの）ラ

ボバンクCLAの規定に基づき雇用されていた。報酬には、固定報酬、（柔軟性および雇用条件の選択肢が提供さ

れる）従業員給付金予算、年金制度および福利厚生が含まれる。2025年度に関しては、４月において4.25％の集

団給与調整が組合と合意された。さらに、全ての従業員は、10％の従業員給付金予算（EBB）を受け取る権利を

有する。

 

執行役員ポジション（CLA対象外）

経営委員会以下の経営チームのレベルは、「執行役員ポジション」と称される。2025暦年末時点で、世界全体

で208人（2024年度：208人）の従業員が執行役員ポジションであった。執行役員の固定報酬パッケージは、ヘ

イ・ポイントに基づく職位によって決定されている。これらの職位は、執行役員のための５つの給与スケールに

関連づけられている。執行役員の大部分の人は、固定報酬のみ受け取っている。執行役員ポジションのうち、職

種および担う業種により、限られた人数が変動報酬を受領する資格を有している。

 

特定スタッフ

ラボバンクのリスク特性に重大な影響を及ぼした従業員の集団は、特定スタッフに指定されている。特定の業

績管理の要件に加え、特定スタッフの変動報酬については、特定のリスク軽減措置が設定された。これには、基

礎的な事業活動に関連したリスクについての十分な検討を可能にする、繰延ベースでの変動報酬の支払いが含ま

れている。一定額以上の変動報酬を受領している非特定スタッフにも、繰延方針が適用される。概して、特定ス

タッフへの変動報酬の支払いは、４年間にわたって行われる。しかしながら、「幹部経営陣」として特定されて

いる従業員については、繰延方針は５年間まで引き延ばされる。法律によって定められているとおり、変動報酬

は現金および手形の形式で付与（50％ずつ）されている。
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2025年度において、ラボバンク・グループ内の12人の従業員（全員が特定スタッフであり、ラボバンクが11人

（経営委員会メンバーを含む。）、DLLが１人であった。）（2024年度：ラボバンクが13人、DLLが１人）が、

1.0百万ユーロから1.5百万ユーロの間の合計報酬（拠出年金を含む。）を受け取り、また、２人の従業員（特定

スタッフ（いずれもラボバンクであり、経営委員会メンバーを含む。））（2024年度：２人）が、1.5百万ユー

ロから２百万ユーロの間の合計報酬（拠出年金を含む。）を受け取った。

 

変動給与

2025年度において、全世界のラボバンク・グループにおける変動報酬の予算額は282.7百万ユーロ（2024年

度：272.5百万ユーロ）であり、これは報酬のために確保されている合計額の約7.2％（2024年度：7.3％）にあ

たる。

 

賃金率

2025暦年末のラボバンク・グループ従業員の報酬の平均額は130,876ユーロであり、報酬の平均額と経営委員

会会長の報酬の比率は1:12.1となる。この比率は前年度と比較してやや高くなっている。

 

賃金率

単位：千ユーロ 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度

経営委員会会長の年間合計報酬
1 1,581 1,505 1,454 1,218 1,218 1,218

ラボバンク・グループ従業員の平

均年間合計報酬
2 130.8 125.1 119.2 107.0 107.4 108.2

賃金率 12.1 12.0 12.2 11.4 11.3 11.3
 

 

1
　年間合計報酬は、基本給および年金費用の合計を表している。

2
　オランダ・コーポレート・ガバナンス法に従い、従業員の平均年間合計報酬は、会計年度の賃金コスト合計および会計年

度中の常勤換算従業員の平均人数に基づき決定されている。これらの数値には、自行内外両方の従業員が含まれている。

 

従業員数概要

 

 2025年12月31日 2024年12月31日

 オランダ 海外 合計 合計

国内リテール・バンキング 14,908 0 14,908 15,109

ホールセール・アンド・ルーラル 2,249 5,134 7,383 7,460

リース 1,264 4,831 6,095 5,931

不動産開発 467 232 699 672

サポート・ユニットその他 13,891 0 13,891 13,775

ラボバンク・グループ全体 32,779 10,197 42,976 42,947

長期欠勤率 - - 4.9％ 4.4％
 

 

2025年度における従業員の平均年齢は42.5歳（2024年度：42.9歳）、2025年度の平均年間給与は74,449ユーロ

（2024年度：68,941ユーロ）であった。平均雇用年数は10.1年（2024年度：11.1年）である。
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第３ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

プロフィール

ラボバンクは、オランダに起源を持つ国際的な協同組合銀行である。125年以上にわたり、当行の全ての活動

の根幹にはコラボレーションが据えられてきた。今日、当行は34カ国にまたがって48,000人超の同僚を雇用して

いる。オランダにおいては、個人および商業顧客の双方に、金融商品およびサービスを提供している。世界的に

は食品・農業セクターに焦点を当てている。当行の基本理念は、共に取り組めば個別に取り組むよりもはるかに

多くを成し遂げられるというものである。

 

当行の概要

ラボバンクは、単なる銀行にとどまらない。当行は協同組合であり、それが他の銀行との違いである。当行は

株主ではなく加盟者および顧客協議会を有する銀行である。当行の顧客のうち2.3百万人超が既に加盟者となっ

ている。各地において存在感を有することで、当行は当行の加盟者および顧客と緊密に連携することができる。

何が起き、人々が何を懸念しているのかを教えてくれる彼らの声は、何が重要であるかを当行が理解する上での

助けとなる。真摯に耳を傾けることで、彼らの目標達成を支援するために当行の知識、グローバル・ネットワー

クおよび金融ソリューションをどのように活用することが最善か見極めることができる。当行の加盟者のお陰も

あり、当行はよりサステナブルな食料およびエネルギー・システムならびに財政的に健全な共同体の実現に貢献

し、徐々により良い世界を築いていくことを目指している。

 

意義ある協同組合として、当行はその利益の一部をコーペラティブ・イニシアチブおよび当行のコーペラティ

ブ配当を通じて社会に還元している。

 

当行は株主ではなく加盟者および顧客協議会を有する銀行である

 

当行の活動

現在、当行は34カ国において事業を展開し、48,000人超の従業員を擁している。オランダ国内においては、リ

テール顧客および法人顧客に対して幅広い金融商品およびサービスを提供している。世界においては、食品・農

業セクターの起業家および企業に焦点を当てている。ラボバンク・グループは、当行の顧客に対して住宅および

リースに係るソリューションを提供する、BPD、オプフィオンおよびDLLも擁している。
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当行のガバナンス

ラボバンクは協同組合銀行である。社会と強力なつながりがあり、可能な限り顧客に寄り添って顧客向けの

サービスを考案する。オランダ国内のラボバンクの顧客は、ラボバンクの加盟者になることができる。当行の多

くの顧客は、自身の地域共同体との関わりを感じられることから当行の加盟者となる。加盟者は、ラボバンクの

他の加盟者および従業員とともに、ラボバンクの専門性、ネットワークおよび金融ソリューションを活用する最

適な方法について、アイディアや洞察を共有する。現在までに、２百万人超の顧客がラボバンクの加盟者となっ

ている。

 

加盟者の関与

19世紀末にオランダにおいて設立されて以降、ラボバンクの基盤は加盟者が作り上げてきた。加盟者は当行の

ガバナンスにおいて重要な役割を果たし、加盟者からのインプットがラボバンクの発展および社会貢献を導いて

いる。加盟者は、ラボバンクのガバナンスについて発言権を有し、交代制で代表される。

 

グループの戦略

ラボバンクは、協同組合に強力なルーツを持つ特異な銀行である。当行はローカル・ネットワークを活性化

し、共同体に貢献し、社会の移行を支援する。当行のミッションである「Growing a Better World Together

（一体となってより良い世界を作る）」が、オランダにおける主導的立場を強化すること、世界的に選ばれる食

品・農業銀行であること、およびベンダー・ファイナンス分野において世界的に市場を牽引する銀行となること

という、当行の目標を後押ししている。当行の戦略は、次の４つの戦略的要素を有する協同組合としての基礎の

上に成り立っている。すなわち、優れた顧客重視、意義ある協同組合、堅実な銀行、および従業員の強化であ

る。当行のミッション、ビジョン、価値観、姿勢および特徴的かつ協同組合ならではのステークホルダー・エン

ゲージメントは、当行の経営方針ならびに加盟者および顧客のための価値創出の基盤となっている。

 

当行のミッション

125年以上にわたり、当行の活動の根幹にはコラボレーションが据えられてきた。当行の基本理念は、共に取

り組めば個別に取り組むよりもはるかに多くを成し遂げられるというものである。当行が今後もこのやり方を続

けるのは、未来もまた助け合いによって成り立つものであると考えているからである。どの世代もその世代特有

の大小様々な課題に直面し、人々が力を結集したいと思えるような解決策を模索するのである。
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当行は株主ではなく加盟者を有する銀行である。オランダ国内の顧客のうち2.3百万人超が加盟者となってお

り、社会を幅広く代表している。世界においては、助言委員会および各地の顧客評議会を通じて顧客と協働して

いる。何が起きているのかを当行に知らせ、真に大切なことは何かを理解する上での手助けとなる彼らの存在

は、当行にとって非常に意義深いものである。意義ある協同組合および堅実な銀行として、当行は相当額をコー

ペラティブ配当および様々なコーペラティブ・イニシアチブを通じて社会に継続的に還元している。加盟者の支

えによって、当行はサステナブルな食料およびエネルギー・システムの実現に貢献し、財政的に健全な共同体を

育むことができている。

 

生活様式および事業のやり方をよりサステナブルなものにすることが、我々の時代の課題である。当行は変化

が必要であることを認識しており、それに貢献することを望んでいる。当行にとって、それは気候変動への対策

を取り、自然を尊重し、人々に可能性を与えることを意味する。当行はその知識、グローバル・ネットワークお

よび金融ソリューションを活用して、顧客の目標達成やサステナブルな成長を支援し、顧客が個別には解決でき

ない課題に対してソリューションを提供している。このようにして、当行は当行の顧客がよりサステナブルな未

来へ移行し、我々の暮らす社会を様々なレベルで改善する支援を行っている。これこそがラボバンクの特徴であ

り、この方法によって当行は一体となってより良い世界を作っているのである。

 

Growing a Better World Together（一体となってより良い世界を作る）

 

当行のビジョン

当行が思い描いているのは、前向きな変化を後押しする上で協同組合銀行としての当行の役割が中軸を担う未

来である。当行は加盟者および顧客と緊密に連携し、グローバル・ネットワークおよびローカル・ネットワーク

の双方に積極的に投資することによって、当行の取り組みが共同体および環境に対する永続的なプラスの影響に

結びつくことを確保している。革新、成長およびサステナビリティへのコミットメントは、当行の取り組みの核

となっている。当行のビジョンは次のとおりである：

 

「均衡の取れサステナブルな成長を実現するため、意義ある協同組合として、優れた顧客重視および堅実

な銀行を提供することができるよう、当行は従業員を強化している。」

 

前向きな変化をもたらし、レジリエントかつサステナブルな未来を築くというビジョンを実現するため、当行

は当行の要素および戦略的ゴールに即した明確な目標を設定している。当該目標は、当行の取り組みが当行の加

盟者および顧客の利益となり、一体となってより良い世界を作ることに貢献することを確保しながら、均衡の取

れたサステナブルな成長を促す道のりの歩みとなる。
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当行の目標

オランダにおける主導的立場を強化すること

当行はオランダにおいて、オランダの国内リテール銀行を牽引している。当行は、生涯を通じたパートナーで

あること、関係を深めること、関連するデジタル商品およびサービスを提供すること、ならびに当行の協同組合

アプローチを通じて引続き差別化を図ることによって、オランダにおける主導的立場を維持および強化すること

を目指している。

 

当行は均衡の取れた成長および経営面での卓越性を後押しする明確な優先事項に焦点を当て、当行の顧客およ

び社会にとっての長期的価値を創出している。これにはプライベート・バンキング、保険および年金における市

場シェアを拡大しながら、若年層の顧客（０～30歳）および（新規で事業を始める）起業家に対する付加価値を

創出することも含まれる。当行は、ITの標準化および継続性を確保し、顧客ジャーニーをデジタル化し、卓越し

た経営によりサービス提供コストを削減し、リスク、リターンおよびサステナビリティの三角形の均衡を取るこ

とによって、当行の経営を簡素化することに尽力している。当行が目標の達成に向け正しい能力、人材および志

を有していることは、住宅ローンおよび新規起業家（SMEおよびZZP）に係る市場の代表格に当行が返り咲いた事

実が示している。

 

世界的に選ばれる食品・農業銀行であること

当行の戦略によって、当行は世界の食品・農業セクターにおいて選ばれる銀行としての立場を強化および拡大

し、サステナビリティに係るアジェンダに沿って成長し続けることを目指している。当行は食料システムに係る

移行が進むよう積極的に手助けし、またこれに対して積極的に融資を行っており、当該セクターにおけるカーボ

ン・フットプリントの削減を支援している。当行は、当行の食品・農業に係る専門性、世界的なフード・サプラ

イチェーンにおける存在感、広範囲に及ぶネットワークおよび質の高い商品を活用することで、顧客および社会

との長期的な関係を確保している。

 

当行の重要な優先事項の一つは、食品・農業セクターにおいて、当行の主要顧客基盤を世界的に拡大し続ける

ことである。当行は、食品・農業セクターにおいて築き上げた強固なグローバル・プラットフォームを活用し

て、将来のクリーン・エネルギー・システムにおける成長を加速させ、当行のミッションおよびネット・ゼロ目

標を支え、本拠地であるオランダから社会に不可欠な特定の欧州セクター（構築環境およびテクノロジー等）へ

拡大していく。同時に、当行は経営モデルを調和および簡素化し、顧客ジャーニーを最適化し、当行の事業全体

に対してサステナビリティ実務をこれまで以上に取り入れている。
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ベンダー・ファイナンス分野において世界的に市場を牽引する銀行となること

当行の目的は明確である。それはより良い世界のためにパートナーシップを結ぶことである。当行は当行の

POS金融ソリューションを通じて事業のサステナブルな成長を可能にすることにより、代表的なグローバル・ベ

ンダー・ファイナンス・パートナーとしての立場を維持したいと考えている。業界への特化ならびに資産および

リスクに係る専門知識によって、当行は機器および技術のベンダー、ディーラーおよび利用者に対して付加価値

を提供することを目指している。DLLは、パートナーおよび顧客との既存の関係を拡大し、かつ新たな関係を構

築することで成長することが可能な好位置にいる。当行は、顧客が新たな資産クラスに係る市場機会を掴む手助

けとなるように循環型システム、食料システムおよびエネルギー・システムに係る移行を積極的に支援しなが

ら、当行の商品ポートフォリオをライフサイクル資産運用ならびに利用ベース商品およびサービタイゼーション

商品によって強化し続けている。

 

当行の優先事項は、当行のベンダー、ディーラーおよび直販チャネルにおいてスマートかつサステナブルに事

業を成長させ、サービス提供コストを最適化するための簡素化を行い、当行のデジタル変革を加速させ、当行が

事業を展開するエコシステムと連携して当行の商品およびサービスを強化することである。これにより、当行は

引続き、世界各地の当行のパートナーおよび顧客にサステナブルな成長および長期的価値をもたらしていく。

 

４つの要素

優れた顧客重視―「当行は顧客を重視し優先する」

当行の戦略は当行の顧客を理解し優先することに明確に焦点を当てるところから始まる。当行は卓越した顧客

エクスペリエンスの提供に尽力している。各地における当行の強い存在感を活用することによって、当行の加盟

者および顧客の需要やニーズを理解することができる。当行は顧客エクスペリエンスを改善し付加価値のある提

案を充実させるような革新的な金融サービスを提供することによって、生涯を通じて信用できるバンキング・

パートナーとなり、新規顧客を惹きつけ、妥当性を維持したいと考えている。当行は、均衡の取れた成長を追求

しながら、顧客に対する高品質なアドバイス、シームレスなデジタルサービス、ならびに最適な顧客および商品

ジャーニーを提供することを目指している。新たな非金利関連事業を生み出すために、当行は顧客との関係を深

めること、競争力のある提案によって市場シェアをより強固にすること、および強化されたデジタルサービスを

プロモーションすることに注力する。
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意義ある協同組合―「当行は協同組合であり、社会をつなぐ」

協同組合銀行として、当行は社会に対して意義ある変化をもたらし、よりサステナブルな世界の実現に貢献し

たいと考えている。当行は、当行の協同組合型の働き方をより強化することに意欲的であり、当行の加盟者、顧

客および当行が事業を展開している共同体にとって前向きな力となるよう努めている。当行は相当額を様々な

コーペラティブ・イニシアチブおよび当行のコーペラティブ配当を通じて継続的に社会に還元している。ローカ

ル・コネクションのお陰で、社会の中心部に存在している当行は、サステナブルな食料とエネルギー・システム

および財政的に健全な共同体の実現に貢献する上で、理想的な立場にある。それゆえに、当行は生活様式および

事業のやり方をよりサステナブルなものにするため、気候変動への対策を取り、自然を尊重し、人々に可能性を

与えている。

 

堅実な銀行―「当行はプロフェッショナルであり、簡素化する」

この不安定な世界に安定を提供し、経営上のレジリエンスを守ることを当行は目指している。当行は均衡の取

れ、収益性のある、サステナブルな方法で成長することによって、現代および将来の世代に対する価値創出を確

保している。当行は経営モデルを簡素化し、サービス提供コストを削減しながら、経営面での卓越性を実現し、

法令遵守を維持し、リスク、リターンおよびサステナビリティ・インパクトのバランスを取っている。同時に、

当行はグループ全体のポートフォリオ管理、包括的な顧客見解、ならびに強固な技術およびインフラを通じて、

管理体制を確実に維持している。当行は成功を維持し、将来にわたって顧客、人々および社会に投資することが

できるよう、より良い銀行となり、より強固な成長基盤を築き、将来に備えた組織を形作っていくことに尽力し

ている。

 

従業員の強化―「当行は責任を取り、主体となる」

当行は全ての同僚たちに誇りを持ってラボバンクをとても居心地がいい場所と呼んでほしい。当行は当行の従

業員が仕事を楽しみ、適切に評価されかつ安心できると実感することのできる文化を醸成している。当行は従業

員に対して、責任を取り、可能性を解放し、技術の活用によって将来に向けたスキルを向上させることを推奨し

ている。これは当行が将来に備えた組織および労働力を築き上げ、加盟者および顧客ならびに社会にとっての最

善を提供する一助となる。当行の助け合いの考え方は、当行の伝統に深く根付き、同僚たちによって日々伝承さ

れている。

 

サステナビリティの組み込まれた戦略

第３の２「サステナビリティに関する考え方及び取組」を参照のこと。

 

主要な移行の促進

当行はエネルギーに係る移行および食料システムに係る移行の２つの移行に焦点を当てている。誰もが食料と

エネルギーを必要とする。食料およびエネルギー・システムはいずれも依然として将来への備えが不十分のた

め、サステナブルな方法で生産された食料およびエネルギーが標準となるように、当行は必要な移行の加速に貢

献したいと考えている。
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食料システムに係る移行―「食料の責任ある生産および消費に基づく、将来を見据えたシステムを目指

し、食料システムに係る移行を促進する」

当行は将来を見据えた食料システムの実現に貢献することに尽力している。かかるシステムは、自然、農家お

よびビジネス・モデルについて、食料サプライチェーンをより不安のないレジリエントなものにすることを軸に

展開されるものである。それはサステナブルな方法で生産された栄養豊富な食料が、手頃な価格で入手可能かつ

アクセス可能となることにつながるシステムである。当行は農家から食卓まで、そして食卓から農家まで、バ

リューチェーン全体とともに取り組んでいる。

 

エネルギーに係る移行―「エネルギーの責任ある生産、分配および消費に基づく、将来を見据えたシステ

ムを目指し、エネルギーに係る移行を促進する」

当行は将来を見据えたエネルギー・システムの実現に貢献することに尽力している。かかるシステムは、エネ

ルギー会社から小規模企業まで、また多国籍企業から農家や一般家庭まで、エネルギーを節約し化石資源の代わ

りに低炭素または炭素の出ない資源を使用することを軸に力強く展開されるものである。グリーン・エネルギー

も手頃な価格で入手可能かつアクセス可能となるべきである。当行は生産者から消費者まで、エネルギー・シス

テム全体とともに取り組んでいる。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

 

ガバナンス

 

経営委員会および監督委員会の役割

 

ラボバンクのサステナビリティ・ガバナンスは、監督委員会、経営委員会、サステナビリティ推進管理チーム

およびリスク管理委員会グループで構成されている。各組織および委員会には、これらの組織および委員会の権

能、責任、範囲、階層関係、メンバー構成、権限レベルおよび運営方法を規定した内部規則が存在する。ESRSで

言及されている経営組織および監督組織は、ラボバンクでは経営委員会および監督委員会である。

 

一般的なコーポレート・ガバナンス、ならびに経営委員会および監督委員会の構成および多様性については、

ラボバンクの年次報告書の「コーポレート・ガバナンス」の「経営委員会および監督委員会の構成員」の項、な

らびにサステナビリティ報告の「当行の従業員」の「指標および目標」の項を参照のこと。

 

監督委員会

監督委員会（SB）は、サステナビリティを含むあらゆる関連する業務について、経営委員会（MB）を監督およ

び助言する責任を負っている。これには、サステナビリティ戦略（の実施）について経営委員会を監督および助

言し、新たな動きがラボバンクの戦略および目的に確実に沿うようにする責任が含まれる。さらに、監督委員会

は、経営委員会のステークホルダーとのエンゲージメントを監視している。サステナビリティ・トピックについ

ても、監督委員会の委員会（例えば、協同組合・サステナビリティ委員会）で議論され、取りまとめられる。

 

経営委員会

経営委員会は、事業戦略、リスク戦略およびサステナビリティ戦略を含む、当行のコーポレート戦略の策定お

よび実施について責任を負っている。経営委員会は、サステナビリティに係る影響、リスク、機会および依存関

係をコーポレート戦略に十分に組み込み、リスク管理枠組みを策定し、その実施状況を監督する責任を負ってい

る。また経営委員会は、サステナビリティに係る規制、期待および目標に適合するために必要な法令およびコ

ミットメントの実施について責任を負っている。
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経営委員会は、原則として毎週開催される。経営委員会は、適切な手順を踏んでいること、ならびに関連法令

および定款上の義務が遵守されていることを確保する、会社秘書役の補佐を受ける。会長は、会社秘書役ととも

に、また、チーフ・サステナビリティ・オフィサー（CSO）による指摘に基づき、経営委員会会議において議論

すべき事項（サステナビリティを含む。）に関するローリング・アジェンダを設定する。このローリング・ア

ジェンダは、グループ全体を対象とし、経営委員会およびトピックの責任者が割り当てられ、サステナビリティ

に係る報告、ダブル・マテリアリティ評価（DMA）、およびその他の重要なサステナビリティ・トピックが定例

の議題として含まれる。

 

サステナビリティ推進管理チーム

サステナビリティ推進管理チーム（IMT）は、主要分野および部署のサステナビリティ担当者によって構成さ

れ、CSOがチーム長を務める。CSOは、経営委員会の会長に対して報告を行う。IMTは、経営委員会に対し報告

し、説明責任を負い、また、ラボバンク・グループ全体におけるラボバンクのサステナビリティに係るビジョ

ン、目標、戦略、ロードマップ、規制およびコミットメントの実施を確実にする。また、サステナビリティに係

る戦略および目標に関する意思決定について経営委員会に助言も行っている。IMTの責任には、ラボバンク内の

サステナビリティ活動について指針を示し、整合させることが含まれる。方針の承認はIMTの業務範囲外であ

る。サステナビリティ方針は、IMTによって議論され、調整されるものの、RMCグループと経営委員会を通じた通

常の承認プロセスに従う。IMTは、これらの方針の承認についてRMCグループに助言を行っている。

 

リスク管理委員会グループ

リスク管理委員会グループ（RMCグループ）は、リスク管理枠組み（リスク管理方針およびリスク制限を含

む。）を策定および維持し、リスク管理枠組みの実施状況を監督し、リスク管理を評価し、ラボバンク・グルー

プが引き受けるリスクの監視者を務めるよう経営委員会から命じられている。RMCグループは、チーフ・リス

ク・オフィサー（CRO）が会長を務め、経営委員会メンバーおよび関連分野の幹部経営陣のメンバーが含まれ

る。RMCグループは、当行のリスク選好度声明（RAS）の監督を委任されている。監督の一環として、RMCグルー

プは、ストレステストや既存のリスク管理プロセスへのストレステストの統合に関する当行のアプローチを含

め、ラボバンクのESGに対するリスク管理アプローチについての最新情報を受け取っている。

 

事業部門

事業部門の経営チームは、経営委員会の監督下で、主に事業部門内の戦略の実施および詳細化（該当するサス

テナビリティおよびリスクに係る側面を含む。）、また、関連する戦略上の検討事項についての助言および提言

の提供を担当している。各事業部門のセクター×地域計画には、グループの方針およびガイダンスに沿って、こ

れらの要素が組み込まれている。
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経営委員会の事業分野メンバーは、顧客および事業成績全体を管理する役割の一環として、主にそれぞれの分

野におけるサステナビリティに係る影響、リスク、機会および依存関係の管理を担当している。

 

ラボバンクの経営委員会および監督委員会に提供される情報および同委員会が対処するサス

テナビリティに係る事項

 

監督委員会メンバーは、複数の生涯教育セッションを通じてサステナビリティ・トピックに関する知識と専門

性を深めている。2025年度において、７回の生涯教育セッションのうち３回がサステナビリティに焦点を当てた

ものであった。経営委員会メンバーは、定期的にこれらの生涯教育セッションに参加している。議論されるト

ピックは、ダブル・マテリアリティ評価から生じる影響、リスクおよび機会、ならびに内部および外部のステー

クホルダーが重要と考えるトピックに概ね沿ったものとなっている。さらに、経営委員会メンバーは、それぞれ

の分野内で関連するサステナビリティについての専門知識に直接アクセスすることができ、IMTおよびRMCを通じ

て最も関連するサステナビリティ・トピックについて報告と相談を受ける。

 

インセンティブ・スキームに対するサステナビリティ関連業績の取り入れ方

経営委員会および監督委員会の報酬は、固定報酬に限定されており、同委員会メンバーは通常の報酬パッケー

ジの一環として変動報酬を受領する資格を有しない。詳細については、ラボバンクの年次報告書の「報酬」の項

を参照のこと。

 

デュー・デリジェンスに関する報告

ラボバンクのデュー・デリジェンスに関する報告は、ラボバンクの年次報告書の「別表１：サステナビリティ

報告に係る方法および定義」に掲載されている。

 

サステナビリティに係る報告に対するリスク管理および内部統制

ラボバンクの年次報告書に含まれるサステナビリティ報告に掲載する情報の作成にあたっては、データの質に

係る検討が行われ、妥当性確認が実施され、可能な範囲で外部データとの整合性が確保される。サステナビリ

ティ報告は検討のため内部の専門家に提出され、公表の前に幹部経営陣（経営委員会、監督委員会の監査委員

会、および監督委員会全体を含む。）の承認を得る。これは重大な虚偽報告のリスクを軽減するためである。加

えて、当該情報は、限定的保証業務の実施を可能とするため、当行の外部監査人に対しても提供される。サステ

ナビリティに係る報告は依然として発展途上にあるため、サステナビリティ報告に関する当行のリスク管理およ

び内部統制手続についても依然として策定中および改善中である。
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戦略

 

サステナビリティの組み込まれた戦略
 

 

 

当行は「一体となってより良い世界を作る」ことを望んでおり、またその必要があり、そして実際にこれにコ

ミットしている。顧客が回復力を高めよりサステナブルな未来へ移行できるよう、当行がその業界知識、ネット

ワークおよび金融ソリューションを駆使して支援を行っているのは、そのためである。当行は「システム」がよ

りサステナブルな方向へ向かうための手助けも行っている。これはすなわちプラスの影響を増やし、マイナスの

影響を減らすということである。当行にとって、これは一体となってより良い世界を作ることの一環なのであ

る。

 

サステナビリティの観点からは、気候に対する影響を減らし、食品およびエネルギーについてプラネタリー・

バウンダリーの範囲内において均衡を取り、人々に可能性を与えることが、当行の主な優先事項となる。当行の

組織内、顧客との関係および当行の関わる共同体において、当行はよりサステナブルな生活および事業を金銭的

に求めやすく、利用しやすく、かつアクセスしやすいものとする動きを推進していくことを目指している。当行

は信念、コミットメントおよび規制に従って行動し、科学的根拠に基づく方法をとることを目指している。
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以下のセクションは、ラボバンクのサステナビリティに対するアプローチがいかに当行のミッションである

「Growing a Better World Together（一体となってより良い世界を作る）」に沿ったものであるか、そしてサ

ステナビリティがいかにラボバンクのグループ戦略全体に組み込まれているかについて、より具体的に説明する

ものである。

 

当行のグループ戦略全体に示されているように、一体となってより良い世界を作ることはラボバンクの使命で

ある。当行のグループ戦略は、当行のミッションから当行の目標、さらには当行の４つの戦略的要素（優れた顧

客重視、意義ある協同組合、堅実な銀行、従業員の強化）、価値観および戦略的優先事項へとつながるものであ

る。ラボバンクの年次報告書の「戦略」の項では、当行のグループ戦略についてより詳細に説明している。

 

必然的に、当行のサステナビリティに係る志（ラボバンクの年次報告書の「サステナビリティ」の項に詳述さ

れている。）が当行のサステナビリティに係る長期目標を定義づけ、ダブル・マテリアリティ評価の結果によっ

て決まる重要トピック（ラボバンクの年次報告書に含まれるサステナビリティ報告内の「ダブル・マテリアリ

ティ評価の結果」の項に詳述されている。）がこれらの目標を当行のバリューチェーン全体の中で最も関係の深

い影響、リスクおよび機会に根ざしたものにする。当行の志を実現しながら同時に重要トピックに対処すること

を後押しするため、当行はサステナビリティに係る３つの志（気候変動対策、自然の尊重、人々に可能性を与え

る）全てに対して、包括的なアプローチを採用している。

 

当行の戦略にガードレールを与えるための方針策定

受け入れ要件とは、対象の顧客または提携先がラボバンクから融資を受けまたはラボバンクと事業を行う（ま

たはこれらを継続する）ために充足しなければならない要件である。受け入れ要件は、顧客もしくは提携先レベ

ル、または「活動」レベルで設定される。受け入れ基準は、個別のトピックごとに定められており、受け入れら

れない顧客および活動に係るラボバンクのリストにその概要が示されている。当該リストはサステナビリティ方

針概要書（ https://media.rabobank.com/m/553b2f90635b055a/original/Sustainability-policies-briefing-

Rabobank-Group.pdf）の末尾に掲載されている。
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戦略の実施を優先的に行う気候変動および自然に係るセクターの見極め

当行のアプローチの見極めおよび分析段階ならびにダブル・マテリアリティ評価の結果に基づき、当行はセク

ター×地域の組み合わせ（気候変動については19組、自然については12組）に優先順位をつけ、それぞれについ

て計画を策定している。かかる具体的な計画によって、当行は気候変動およびその他の目標を達成し、関連する

サステナビリティに係る影響、リスクおよび機会を管理することを目指している。作用（顧客の移行の支援、シ

ステムを稼働させる支援、サステナビリティを目的とした当行のポートフォリオの最適化）は、計画内の行動を

分類するために用いられる。
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サステナビリティはラボバンクの戦略的運営サイクルに組み込まれている

サステナビリティ（上記各要素、当行のサステナブル・ファイナンス目標、受け入れ要件および移行計画を含

む。）は、当行の運営方法に取り入れられている。当行はリスク、リターンおよびサステナビリティ・インパク

トの均衡を取っており、ラボバンク全体において、当行の目標および重要トピックと計画およびポートフォリオ

の舵取りとを結びつけるため、６段階の戦略的運営サイクルを採用している。

 

 

１．全般的：戦略、方針およびガバナンス

当行のミッションおよびサステナビリティ目標は、当行の意思決定に組み込まれている。テーマおよびセク

ター別の方針は、気候変動、自然および人に関するトピックについて対象の顧客および提携先に課す要件を設定

する。当行のガバナンス・モデルは、一貫性のある実施および監督を確保するため、明確な役割および責任を割

り当てる。
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２．見通しおよび重要性

毎年、当行は主要な外部動向を分析し、当行のビジネス・モデルおよびバリューチェーンに最も関係の深い影

響、リスクおよび機会はどれか決定するためにダブル・マテリアリティ評価を実施する。かかる洞察は、優先順

位の決定の参考となり、サステナビリティ報告のESRSトピック基準において開示される。

 

３．サステナビリティ・インパクトおよびリスク評価

当行は、顧客およびポートフォリオ全体を通じて気候変動、自然および人に関する影響、リスクおよび機会を

分析し、そこから得られる洞察を顧客エンゲージメント、引受業務およびリスク管理の参考とする。顧客レベル

におけるサステナビリティの受容、サステナビリティに係る業績およびESGリスクに係る洞察は、一貫して顧客

ジャーニーに対して適用され、引受の判断、プライシングおよびリスク選好に係る制限、ならびにポートフォリ

オ運用に役立てるために集約される。

 

当行のヒートマップおよびシナリオ分析プログラムは、気候変動および自然に関する動向が時間の経過ととも

に顧客およびポートフォリオに対してどのような影響を与えるかを当行が理解する上で役立つ。かかる洞察は、

当行全体の活動の参考となり、気候・環境調整により（リスク調整ファクターおよび経営陣による調整を通じ

て）IFRS第９号にも反映されている。当該アプローチは、当行の観測する将来的影響が、当行の予想信用損失に

織り込まれることを保証するものである。ESGリスクスコアおよび気候変動・自然に関するデータは、日々の与

信判断および顧客との対話を支えている。

 

４．移行計画

当行のセクター×地域計画は、セクターがサステナビリティ目標および変化する外部条件に沿っていかに移行

することができるかの概要を示す。当該計画は、セクターおよび地域レベルにおいて、ポートフォリオの優先順

位を決定し、顧客との対話を形作り、移行の作用を見極める助けとなる。移行計画は、新たな洞察が生まれる度

に更新され、当行全体において一貫性のある将来への見通しを保持するための支えとなっている。

 

５．中期計画（MTP）およびリスク選好度声明（RAS）

当行はKPI、ポートフォリオ目標およびリスク選好の制限を通じて、戦略的運営にサステナビリティを取り入

れている。MTPにおいては、サステナビリティKPI、サステナブル資産目標およびポートフォリオ全体の指標（例

えば、ファイナンスド・エミッション）が、ポートフォリオ構成ならびにリスク、リターンおよびサステナビリ

ティ・インパクトの均衡を舵取りしている。RASにおいては、サステナビリティ関連リスクに係る指標および制

限が、戦略目標を、許容リスクおよび望ましいポートフォリオの方向性に係る明確なガードレールへと結びつけ

る。
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６．監視および報告

当行は、動向への統制を維持し、十分に情報を得た上での意思決定を支えるため、顧客、ポートフォリオおよ

び当行全体の各レベルにおいてサステナビリティ業績を監視している。顧客レベルにおいては、ストラクチャー

ド・サステナビリティ評価を利用して、サステナビリティ業績の変化を見極め、追加のエンゲージメントが必要

となる可能性のある部分を決定する。ポートフォリオ・レベルにおいては、サステナブル・ファイナンスの金

額、ファイナンスド・エミッション、エネルギー・ラベル・データの配信、ならびに気候変動および自然に関連

するリスク・エクスポージャーの動向といった指標を追跡している。当該監視は、当行のポートフォリオがどの

ように進歩し、どこにリスクが潜み、的を絞った行動をどこでとれば当行のサステナビリティ目標を支えること

ができるのかを当行が理解する上での一助となる。当行はラボバンクの年次報告書およびその他の外部向け開示

を通じてサステナビリティに係る進展を報告している。

 

当行の戦略を実現する手法としてのサステナブル・ファイナンス

エネルギーおよび食料システムに係る移行に要する資本の規模を踏まえ、ラボバンクはそこに戦略的機会と、

より多額のサステナブル・ファイナンスを動員する必要性があると考えている。当行のサステナブル・ファイナ

ンス商品は、当行のポートフォリオ管理の一助となっており、また当行の顧客の移行を支援することを目的とし

ている。その戦略上の重要性に鑑み、サステナブル・ファイナンスは、当行の中期計画手続、バランスシート管

理、ならびにより広範に及ぶ当行のリスク、リターンおよびサステナビリティ判断枠組みに組み込まれることと

なった。

 

サステナブル資産の目標レベル
１
は、2030年度時点において83十億ユーロに設定されている（2025年度：63.9

十億ユーロ、2024年度：48.5十億ユーロ）
２
。加えて、ラボバンクは当行のサステナビリティへの志をいっそう

後押しするため、グリーン・ボンドおよびグリーン住宅ローン担保証券（RMBS）といった、サステナブル資金調

達を行っている。当行は当行がサステナブル資産およびサステナブル資金調達として分類するエクスポージャー

を、報告されるエクスポージャーの背後にある論理的根拠とともに、毎年報告している。ラボバンクは、サステ

ナブル・ファイナンス・エクスポージャー残高（すなわち貸付実行済みの額）を報告する。

 

１　当行のサステナブル・ファイナンス目標は、最善の努力に基づくものであり、とりわけデータの利用可能性、サステナブ

ル資産の利用可能性、ならびに市場および規制の動向に左右されるものである。

２　当行の目標レベルは、DLLのサステナブル・ファイナンスが報告対象のサステナブル・ファイナンスの数値に含まれるよ

うになったことを反映し、75十億ユーロから83十億ユーロに上方修正された。
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サステナブル・ファイナンス   

（単位：百万ユーロ） 2025年度末 2024年度末

プロジェクト・ファイナンス 7,387 6,439

RVOグリーン・ローン 2,761 2,870

サステナブル住宅ローン　ラボバンク／オプフィオン 43,126 30,400

サステナビリティ・リンク・ローン 4,654 3,902

LMAグリーン・ローン 1,899 1,027

DLLサステナブル資産 4,030 3,815

合計 63,857 48,453
 

 

サステナブル資金調達   

（単位：百万ユーロ） 2025年度末 2024年度末

ラボバンクのグリーン、ソーシャルおよびサステナビリ
ティ・ボンドおよび預金

7,097 8,088

オプフィオンのグリーン、ソーシャルおよびサステナビ
リティ・ボンド

2,500 2,000

ラボ・グリーン・セービングス 3,426 3,325

DLLのサステナブル資金調達 569 701

合計 13,592 14,114
 

 

上記の概要に記載のとおり、ラボバンクのサステナブル・ファイナンスには、再生可能エネルギーのためのプ

ロジェクト・ファイナンス、LMAグリーン・ローン原則またはRVOグリーン・プロジェクト・スキーム（フルーン

レーヘリンク）に則ったグリーン・ローン、EUタクソノミーの実質的貢献に係る基準に則った住宅ローン、およ

びLMAサステナビリティ・リンク・ローン原則に則ったサステナビリティ・リンク・ローンが含まれる。サステ

ナブル資金調達には、ラボバンクのグリーン・ボンドおよびグリーン金融市場商品、オプフィオンのグリーン住

宅ローン担保証券、ならびにラボ・フルーン・バンクB.V.のグリーン・セービングスが含まれる。当行がサステ

ナブル・ファイナンスへ分類している項目の詳細は、ラボバンクの年次報告書の「サステナビリティ報告に係る

方法および定義」の項に記載されている。
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次へ
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リスク管理

 

重大な影響、リスクおよび機会、ならびにこれらと戦略およびビジネス・モデルとの相互作用

 

戦略およびリスク管理枠組み

当行のサステナビリティに係る野望（気候変動対策、自然の尊重、人々に可能性を与える）およびサステナビ

リティに係るリスクは、グループ戦略およびリスク管理枠組みに織り込まれている。気候に関する様々な目標が

設定されており、これらについてはラボバンクの年次報告書のサステナビリティ報告に含まれる「気候変動緩和

および適応」の章の「指標および目標」セクションを参照のこと。自然に関する取組みに係る目標は、ラボバン

クの年次報告書のサステナビリティ報告に含まれる「自然」の章に記載されている。サステナビリティ方針は、

ラボバンクがその使命および展望に従ってサステナビリティにつき忠実に守っていきたいと考える事業方針をま

とめるために定められたものである（ラボバンクの年次報告書の「戦略」の章を参照のこと。）。

 

ラボバンクは、そのリスク因子を毎年評価している。戦略的要素は、リスクによる影響の原因となる可能性が

あるが、機会をもたらす可能性もある。サステナビリティは戦略的リスク因子とみなされ、そのため当該評価の

重要な一部を成す。これはその後、財務上の重大性および影響の重大性を評価するダブル・マテリアリティ評価

（DMA）を通じて分析される。このアプローチにより、サステナビリティに関するリスクおよび機会が体系的に

特定され、当行のリスク管理枠組みに取り入れられることとなる。

 

サステナビリティに関する事項を全体的な（リスク）管理プロセスに取り入れる

ポートフォリオ・レベルでのリスクは、原単位ベースでの排出量目標、リスク選好度の設定、プライシングお

よび許容・引受基準を通じて管理される。

 

・　気候に関する目標：セクター×地域の組み合わせごとに、物理的な排出量に係る原単位目標が設定されて

いる。オランダの食品・農業ポートフォリオにおいては、当行はオランダ金融セクターの気候コミットメ

ントに沿った絶対的なファイナンスド・エミッション目標を採用している。詳細についてはサステナビリ

ティ報告の「環境情報」の章を参照のこと。

・　リスク選好度の設定：リスク選好度声明にはサステナビリティに関する様々な指標が含まれている。これ

にはセクターに係る制限、感応度の高いセクターへのエクスポージャー、サステナブルな資産、エネル

ギー・ラベルおよびサステナビリティ方針の遵守が含まれる。
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・　プライシング：ESGリスク・プライシングの融資、商品およびサービスへの変換はESGリスク・モデル・ビ

ジョン・ロードマップの一環として行われており、今後時間をかけて進展していくものである。プライシ

ングは既に、中期計画の策定プロセスにおいて導き出されるRAROC（リスク調整後資本収益率）目標、お

よび必要かつ適用可能である場合には脆弱なセクターを通じて取り入れられている。顧客による移行を後

押しするため、当行は金利の優遇という形で、一定のエコ・ラベルを有する顧客向け（インパクト・ロー

ン）、サステナビリティKPIを有する顧客向け（サステナビリティ・リンク・ローン）、またはサステナ

ビリティに係る具体的な投資を行っている顧客向け（グリーン・ローン）のプライシング・インセンティ

ブを導入している。

・　許容基準および引受基準：引受基準にはサステナビリティに係る具体的な指標が織り込まれる場合があ

る。例としては、サステナビリティ方針の遵守、商業用不動産のエネルギー・ラベルおよび国際的なエネ

ルギー移行顧客に関する基準が挙げられる。

 

当行のポートフォリオおよびサステナビリティ

当行が環境に対して最も影響力を有し、最も依存している分野がいずれであるかを判断する上では、まず当行

のポートフォリオの分析から始めることとなる。オランダの市場においては、当行は住宅ローン市場において大

きな市場シェアを有しており、また食品・農業（F＆A）顧客に対する大手の貸主でもある。国際的には、当行の

活動の大部分はF＆Aに焦点を当てている。地域としては、当行の活動は主に南北アメリカ、欧州、オーストラリ

アおよびニュージーランドに集中している。F＆Aセクター内では、日用品、動物性タンパク質、乳製品および生

鮮食品が当行のポートフォリオにおいて最も際立っている。当行の商品、市場、収益その他の詳細については財

務書類を参照のこと。当行は、当行がサービスを提供しているセグメント別の内訳を、財務書類に含まれるセグ

メント報告の注記において報告している。

 

サステナビリティ報告と財務書類との関連性

サステナビリティ報告と財務書類との関連性は、信用リスクおよび非金融リスクの分野において明確に反映さ

れている。ESGリスクは、複数の経路を通じてIFRS減損引当金に変換される。当該減損引当金は、IFRS第９号ECL

モデルにおいて捕捉される。これに関する詳細情報については、ラボバンクの連結財務諸表の注記4.3.9を参照

のこと。

 

影響、リスクおよび機会の管理

 

本セクションでは、ESRS基準に従って、サステナビリティに関する影響、リスクおよび機会について概説す

る。本章において、当行がどのように重大なトピックの特定、評価および管理を行い、サステナビリティ報告に

おける透明性を確保しているかについて概要を示す。
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重大な影響、リスクおよび機会を特定および評価する当行のプロセスについて

 

当行のダブル・マテリアリティ評価（DMA）の一環として、当行は人、社会および環境に関する事項に対する

当行の影響（影響マテリアリティ）、ならびに環境、社会およびガバナンスに係るリスクおよび機会から生じる

ラボバンクに対する影響（財務マテリアリティ）を評価した。当該評価によって、当行はどの影響、リスクおよ

び機会が当行にとって重要であるか、またどのサステナビリティ・トピックが報告のために重要であるかを判断

した。

 

当行のDMAは、当行自身の事業運営のみならず、当行のバリューチェーン（上流および下流）を考慮するもの

であり、以下の３つの主要ステップによって構成されている。

 

1.　当行のバリューチェーンの理解、ならびに環境、社会およびガバナンスに係る当行のトピックの特定（サ

ステナビリティ・トピック）

2.　サステナビリティに関連する重大な影響、リスクおよび機会の評価および決定

3.　経営陣対応（検証、承認および報告を含む。）

 

当行のバリューチェーンを理解し、環境、社会およびガバナンスに係る当行のトピックを特定する

ラボバンクは、資金調達・貯蓄および調達ならびにベンダー管理を、自行の上流のバリューチェーンとみなし

ている。当行自身の事業運営が銀行としての自行の事業活動に関連し、下流のバリューチェーンは、直接的な顧

客および間接的な利害関係者に提供する金融サービスで構成される。ラボバンクの重大な影響、リスクおよび機

会（IRO）を定義するにあたり、当行は、当行のバリューチェーン内で重要なトピックを定めた。当該評価にお

いて、影響を受ける可能性の高いラボバンクのステークホルダーの見解が考慮される。当行は、当行の顧客、加

盟者、投資家および従業員を当行の直接的なステークホルダーとみなし、社会（NGO、公共サービス機関、地域

社会および管理・監督機関）を間接的なステークホルダーとみなす。

 

サステナビリティ・トピックに関連する重大な影響、リスクおよび機会の評価および決定

 

影響マテリアリティ

影響の観点からサステナビリティ・トピックを評価および決定する際、当行は短期、中期または長期にわた

る、人や環境に対する実際のまたは潜在的なプラスまたはマイナスの影響を検討する。当行は、当行自身の事業

運営ならびにバリューチェーンの上流および下流に関連する影響を検討し、これには当行の商品およびサービス

のみならず、取引関係を通じた影響も含まれる。当行の影響評価において、当行はサステナビリティに関する影

響の原因の評価に注力する。
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影響マテリアリティに関する評価の基準および閾値、またデータソースおよび推定については、ラボバンクの

年次報告書の別表１：サステナビリティ報告に係る方法および定義を参照のこと。

 

財務マテリアリティ

リスクおよび機会に関する財務マテリアリティは、短期的、中期的または長期的に見た財務上の影響の発生可

能性と潜在的な重大性との組み合わせに基づき評価される。当行は財務リスク、レピュテーション・リスクおよ

び規制リスクという３つのリスク種別の平均を検討する。使用するリスクの評定尺度は、当行のリスク管理枠組

みならびにリスク特定および評価に係るグローバル・スタンダードに沿ったものとなっている。

 

 

財務マテリアリティに関する評価の基準および閾値、またデータソースおよび推定については、ラボバンクの

年次報告書の別表１：サステナビリティ報告に係る方法および定義を参照のこと。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

 86/574



経営陣対応（検証、承認および報告を含む。）

 

意思決定プロセスおよび内部統制手続

DMAは、CROエンタープライズ・リスク部門内にて、グループ・サステナビリティ部門、ファイナンス部門およ

びその他様々な部門の協力を得て実施される。サステナビリティ推進管理チーム（IMT）およびグループ・リス

ク管理委員会（グループRMC）がDMAの結果を承認した。DMAの結果については経営委員会および監督委員会にお

いて協議が行われ、経営委員会がDMAから導き出された重要なトピックを承認した。

 

DMAのプロセスは、ラボバンクのリスク管理に係るグローバル・ポリシーの一環として、ラボバンクのリスク

管理枠組みおよびラボバンクのダブル・マテリアリティ評価に係るグローバル手続きに組み込まれている。（リ

スク）管理プロセスへのサステナビリティ・トピックの統合については、ラボバンクの年次報告書の「リスク管

理」を参照のこと。

 

プロセスに係る前年度からの更新事項

サステナビリティ報告について、当行はESRSに則してダブル・マテリアリティ評価を実施した。今年度は、11

（2024年度：12）の重要なサステナビリティ・トピックを特定した。

 

当行は、当行のDMAプロセスを、リスクの特定および評価プロセスを含むラボバンクのリスク管理枠組みに一

致させた。これにより、マテリアリティ閾値が250百万ユーロ（2024年度：240百万ユーロ）に引き上げられた。

また、当行の重大な影響、リスクおよび機会を精緻化したことにより、水、土地の劣化／土地利用の変化ならび

に消費者および／またはエンドユーザーに対する情報・安全に関する影響の各トピックについてIROの説明を更

新するとともに、手頃な価格の住宅を事業体別のトピックから除外することとなった。

 

・水（ESRS E３）：当行の分析に基づくと、このトピックはリスクの観点からはもはや重大とみなされていな

い。水利用に関するリスクは、気候変動への適応の下で捕捉される。水は、マイナスの影響の観点からは引続

き重大である。

・土地利用（ESRS E４）：このトピックは、プラスの影響と機会のいずれの観点からももはや重大とみなされて

いない。当行のイニシアチブはプラスの影響をもたらすか、もたらすことを目指しているものの、その範囲お

よび影響は集中的なもので、マイナスの影響を低減するには不十分である。このトピックは、マイナスの影響

およびリスクの観点からは引続き重大である。

・消費者および／またはエンドユーザーに対する情報・安全に関する影響（ESRS S４）：金融リスクに加えて、

当行の重要なマイナスの影響も重大であるとみなされている。

・手頃な価格の住宅（事業体別）：このトピックはラボバンクにとって非常に重要性が高いとみなされているも

のの、連結レベルではその深刻度は閾値を下回っている。これにかかわらず、当行の高い志は重要であり、消

費者およびエンドユーザーに対する当行の影響の一部として報告されている。
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当行のサステナビリティ報告において網羅するESRSの開示要件

重要な各サステナビリティ・トピックについて、当行は重大であると評価された重大な影響、リスクおよび／

または機会に関する重要情報を開示している。そのため、当行のサステナビリティ報告はESRSのトピック基準に

おける重要かつ関連のある開示要件を満たしている。サステナビリティ報告の作成に際して準拠した開示要件に

ついては、サステナビリティ報告の「一般情報」、「環境情報」、「社会情報」および「ガバナンス情報」の各

セクションを参照のこと。各セクションのコンテンツ索引において参照先条文が示されている。ラボバンクのサ

ステナビリティ報告において、当行が重要な開示要件に定められる重要情報の開示を行うのは、重要なトピック

との関連において意義深いものであることから当該情報に関連性が認められる場合、または当該情報の開示が利

用者による意思決定のニーズに応えるものである場合である。

 

ラボバンクの重要なサステナビリティ・トピックの定義については、ラボバンクの年次報告書の別表１：サス

テナビリティ報告に係る方法および定義を参照のこと。ESRS２の附録Ｂに記載の他のEU法令に基づくデータポイ

ントについては、ラボバンクの年次報告書の別表５：他のEU法令に基づくデータポイントを参照のこと。

 

サステナビリティ方針

ラボバンクでは、規制、コミットメントおよびラボバンク自身の野望に沿って、当行の方針にサステナビリ

ティを組み込むことを目指している。ラボバンクでは、方針の策定および構造に関する要件を定めた方針ドキュ

メント管理（PDM）枠組みが実施されている。本セクションではサステナビリティ方針の構成および顧客のクレ

ジット・ジャーニーへの組込みについて詳述する。DMAから導き出された11の重要なサステナビリティ・トピッ

クにつき記載するそれ以降のセクションにおいては、テーマおよびセクター方針のうち、各重要トピックとの関

連性が最も高い側面はどれかという点について、より詳しく説明する。
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サステナビリティ方針（テーマおよびセクター方針）

ラボバンクのサステナビリティ方針は、当行の直接的な支配下における影響と、当行と顧客（民間の個人を除

く。）および取引相手（取引相手には、サプライヤーに加え、仲介業者や寄付金受領者等の「サプライヤーでは

ない取引相手」も含まれる。）との関係を通じて間接的に生じる影響とを区別している。そのため当行は、自行

の活動（ラボバンク自身の活動）に対する要件と、適用可能な限度において対象となる当行の顧客および取引相

手向けの要件（許容要件および実績監視）を設定している。これらは当行の事業に係る意思決定を支えるために

策定されており、必要に応じて見直され更新される。許容要件および実績監視は、「テーマ」および「セク

ター」ごとに設定される。当行は合計で４つのテーマおよび６つのセクターについてサステナビリティ方針を設

定している。これらの文書は全て、サステナビリティの許容および業績に係るグローバル・スタンダードに含ま

れている。サステナビリティ方針は、明示的な別段の記載がない限り、連結ベースのコーペラティブ・ラボバン

ク・ウー・アー（以下、総称して「ラボバンク」または「当行」という。）に対して適用される。事業体、ビジ

ネスラインまたは部門が一時的にサステナビリティ方針を遵守することができない状態に陥った場合、当該各事

業体、ビジネスラインまたは部門の経営陣は免除申請をしなければならない。サステナビリティ方針の全部また

は一部を設定された期日までに履行することができない場合、および／または（関連する）サステナビリティ方

針の構成要素が適用ある法令に抵触する場合（この場合には現地の法令が優先する。）に免除申請が必要とな

る。

 

顧客のクレジット・ジャーニーにおけるサステナビリティ

サステナビリティ方針は、顧客のクレジット・ジャーニー（顧客の受入れおよび実績）の一環として実施され

る。当行はクレジット・ジャーニーにおいて、（a）ラボバンクのサステナビリティ方針の遵守を含む、顧客の

サステナビリティに係る実績、（b）特定の融資制度をサステナブル・ファイナンスに分類できるか否か、およ

び（c）適用ある現地法制に考慮した、顧客の信用力に対してESG要素が与える影響を評価する。

 

これは、以下のステップから成る。

 

・　分析にはリスク評価が含まれ、重要なトピック、実施される措置および軽減措置を決定する。潜在的にリ

スクが高いホールセール顧客については、詳細なサステナビリティ評価が要求される。気候に係る感応度

が高いセクターの顧客については、特定の環境リスク分析が行われる。

・　その結果により、当該企業とのエンゲージメント・アジェンダおよびレピュテーション／訴訟リスク評価

が決定される。サステナビリティ・リスク評価は、信用リスク分析に明確に含まれる必要がある。これに

はビジネス・モデルへの影響（市場環境や競争力）、財務分析（収入、必要な投資およびコスト・レベル

への影響）ならびに資産評価が関係する。

・　信用リスク分析を通じて、信用リスク・パラメータへのESGの影響が間接的に確立される（信用リスク分

類、デフォルト確率（PD）およびデフォルト時損失率（LGD））。
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商品ガバナンスに係るグローバル・スタンダードは、新商品／商品の変更が顧客に対して提示し得るリスクの

徹底的な評価のほか、顧客のニーズおよび目的が、新商品の開発および既存商品の変更においてどのように考慮

されるかを詳述する。当該スタンダードはまた、イベントをきっかけとし、また定期的に行われる商品の見直し

に関する要件も定める。商品ガバナンスにおいては、特定のサステナブル商品の承認および評価が行われる。こ

れには、（a）サステナビリティの要素およびこれに係る目標を含む目標とする市場評価ならびに（b）サステナ

ブル商品に関する別個の評価および商品簿への組入れが含まれる。

 

レピュテーション・リスクの評価が行われることがあり、これはサステナビリティ方針の不遵守や、貸付を

「サステナブル」であるとする誤分類（グリーンウォッシュのリスク）に由来することがある。サステナビリ

ティ方針は当行のウェブサイトにおいて公表されており、すなわち公衆縦覧に供されている。サステナビリティ

方針の策定にあたり主要なステークホルダーの利益がどのように考慮されているかに関する説明は、ラボバンク

の年次報告書のサステナビリティ報告の「ステークホルダーの利益および見解」のセクションを参照のこと。

 

気候変動緩和および適応

 

気候変動緩和に係る移行計画

 

当行の気候目標

ラボバンク
１
は引続き、2050年度までに当行の活動を1.5℃パスウェイと整合させること、および顧客がサス

テナブルなパスウェイへの移行を上手く進められるよう支援することに尽力している。当行は、サステナビリ

ティ報告においてGHG総排出量を公表することにより、当行の進展を毎年測定し、開示している。究極的には、

当行が2050年度の気候目標を達成できるかどうかは、当行の顧客がそのGHG排出量の削減にどれだけ成功するか

にかかっている。当行は、当行の融資、ネットワーク、そしてナレッジを用いて、顧客が住宅や事業について気

候の観点で賢い選択ができるよう手助けすることに努めていく。しかし、当行は、政府の政策、技術開発、市

況、消費者心理、そしてその他多くの要因も全体的な進展に影響を及ぼすことを認識している。

 

１　
ラボバンクはEUパリ協定と整合したベンチマークから除外されていないことに留意のこと。
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当行の排出量の削減

当行は出発点として、当行自身の事業運営による二酸化炭素換算（CO2e）排出量を削減するための緩和策を

行っている。なお、顧客の活動による排出量（スコープ３のファイナンスド・エミッション）と比較して、当行

自身の事業運営による排出量（スコープ１とスコープ２）の方が少ない。当行自身の事業運営による排出量の開

示は、ダブル・マテリアリティの観点からはこのトピックは重大とみなされていないことから、自主的な開示に

当たる。経済活動を委員会委任規則2021／2139において設定された基準に則したものとする取組みに係る情報に

ついては、年次報告書の「EUタクソノミ」のセクションを参照のこと。当行は、オフィスの冷暖房のために購入

したエネルギーや、リース車両および出張移動による排出量など、当行自身の事業運営による二酸化炭素換算排

出量の削減を目指している。当行のアプローチには、出張に関する慎重な判断、リース車両の電化、オフィスビ

ルのエネルギー効率の向上が含まれる。

 

ファイナンスド・エミッションの削減

当行の排出量の大部分は、当行の顧客の活動（スコープ３、カテゴリー13と15）によるもの（すなわちファイ

ナンスド・エミッション）である。これらに対処するために、当行はラボバンクの年次報告書に含まれるサステ

ナビリティ報告の「サステナビリティの組み込まれた戦略」のセクションに概説される包括的な４段階のアプ

ローチを活用する。

 

1.　当行は（データ収集と分析を通じて、）顧客の排出量、そしてそのうち当行が促進している割合の理解を

構築する。ラボバンクでは、金融向け炭素会計パートナーシップ（PCAF）基準をファイナンスド・エミッ

ションの会計および開示に使用している。

2.　当行は、特定のセクターの顧客がGHG排出量を削減する必要のある割合に関するガイダンスを提供する、

科学的根拠に基づくセクター別の脱炭素化パスウェイを特定し、ポートフォリオ内の最も重要なセクター

×地域の組み合わせに関する排出量削減目標を設定する。

3.　当行は、設定された目標を達成するためのセクター×地域レベルの実施計画を策定する。セクター×地域

レベルの実施計画では気候に関連する物理的リスクについても対処を行い、それにより気候変動適応のト

ピックについても対処される。

4.　当行は、当行の行動の有効性を評価し、説明責任、透明性および一貫した報告を確かなものとする。

 

ラボバンクでは、ファイナンス領域がファイナンスド・エミッションの計算および報告について責任を負って

いる。ベンチマークおよび目標設定は当行の方針枠組みに含まれている。セクター×地域に基づくアプローチ

は、当行の事業戦略および財務計画に統合されている（詳細については、「重大な影響、リスクおよび機会、な

らびにこれらと戦略およびビジネス・モデルとの相互作用」のセクションを参照のこと）。
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ネット・ゼロ・バンキング・アライアンス（NZBA）

この１年で、NZBAは会員制のアライアンスを脱却し、そのガイダンスを枠組みとして定めた。投票の結果を受

け、NZBAは、2025年10月にその活動を終了した。NZBAの銀行向け気候目標設定ガイダンスは、銀行がセクター別

の1.5℃パスウェイに整合した気候目標を初めて設定する上で役に立った。当該ガイダンスおよび実施支援リ

ソースは、脱炭素化目標の設定に特に焦点を当てた世界的な銀行枠組みとして最も広く使われ続けている。これ

は、会員にならず、また公的なコミットメントを行わずとも、引続きいずれの銀行も使用し、参照することがで

きる見込みである。

 

　ラボバンクは、NZBAの発足以前から、その炭素フットプリントに係る業務を開始していた。NZBAの取組みは

かかる業務の推進力となり、当行の気候アプローチをさらに発展させる助けとなった。過去数年間にわたり、当

行は、当行の戦略的ステアリング・サイクルに気候アプローチを組み込んでいる。NZBAが会員制の「コミットメ

ント」から非会員制の「枠組み」に移行したことにかかわらず、ラボバンクの（オランダ金融セクターの気候コ

ミットメントおよび国連責任銀行原則のコミットメントによる）義務、ならびに確かな気候目標を設定、開示お

よび実行するという目標は変わらない。当行は、利用可能な最良の科学、パスウェイおよび枠組みを活用して、

当行の気候関連目標の追求を継続する。

 

優先される19のセクター×地域の焦点および目標

2050年度目標を達成するために、当行は、ポートフォリオの中で優先される19のセクター×地域の組み合わせ

についてGHG排出量削減目標を設定した。2025年度中、当行はNVBと協働し、金融機関の間のGHG排出量削減目標

の比較可能性を改善した。ラボバンクの年次報告書に含まれるサステナビリティ報告の「気候変動緩和に関する

目標」のセクションを参照のこと。これらの目標は、当行のポートフォリオのファイナンスド・エミッションの

大部分（61％）を対象としている。当行は、2022年度の「パリへの道」報告書で初めてポートフォリオ内の優先

されるセクター×地域の組み合わせについてのGHG排出量削減目標を公表し、2024年度の「パリへの道」補遺で

これを発展させた。いずれも経営委員会によって承認されている。当行は、2022年度の「パリへの道」報告書と

2024年度の「パリへの道」補遺を合わせたこれらの観点を、当行の気候アプローチの基礎を成すものであると考

えている。

 

絶対的なファイナンスド・エミッション基準（メガトン二酸化炭素換算）は、貸借対照表の変動の影響を受け

やすいため、顧客のGHG削減実績について完全に正確な情報を提供するものではない。そのため、ほとんどの場

合、物理的排出原単位基準（キロ二酸化炭素換算／キロ製品）を使用している。ただし、オランダの食品・農業

ポートフォリオについては、オランダ気候協定に沿った絶対的なファイナンスド・エミッション基準を使用して

いる。当行の見解では、物理的排出原単位基準は、特定のセクターの排出特性に対する実体経済の変化の指標を

提供するという点で、より良い基準である。さらに、物理的排出原単位基準は、顧客がより炭素効率の高い慣行

に移行するのを支援するという当行の焦点に沿った、より明確な情報を提供する。
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2030年度の進捗指標

当行は、当行の包括的な気候目標に向けた進捗を定期的に確認するために、2030年度のファイナンスド・エ

ミッションに係る進捗指標を導入した。この数値は、2024年度のポートフォリオを参考に、同一条件で（すなわ

ち、ポートフォリオの成長を考慮せずに）、当行の2030年度におけるパリ目標に向けた行程において当行がどこ

に位置するかについて、現時点での「最善の見積もり」を表す。これは、報告された顧客データが存在しない当

行のポートフォリオの部門（当行の貸付ポートフォリオの大部分を占める。）における最新のGHG排出量の推定

値、当行の優先される19のセクター×地域に係るGHG削減パスウェイの推定および帰属要因の推定を含む、多く

の仮定を組み込んでいる。ファイナンスド・エミッションに係る進捗指標は、顧客支援、ステークホルダー・エ

ンゲージメントおよびポートフォリオの整合を含む当行の戦略的介入が、測定可能な脱炭素化に貢献しているか

否かに関する見解を提供するもので、当行はこれらの間に相関関係があると考えている。これは、当行のサステ

ナビリティに係るアプローチの有効性を評価するための方向性を示すツールとなる。

 

当行が入手可能なデータに基づき、当行の最新のモデルでは、当行の同一条件での貸借対照表上の融資ポート

フォリオ全体の2030年度におけるファイナンスド・エミッション（二酸化炭素排出量と非二酸化炭素排出量の合

計）の進捗指標は、顧客のスコープ１および２排出量で約29メガトン二酸化炭素換算になると推定されている。

内訳は、約16メガトンの二酸化炭素の排出と13メガトン相当の非二酸化炭素の排出である。これは、2024年度の

推定値である32メガトン二酸化炭素換算よりも少ない。かかる変化は、データの改良および当行の融資ポート

フォリオにおける脱炭素化の継続によるものである。これらの結果は、将来のポートフォリオの成長を考慮した

ものではない。エネルギーおよび食品システムの移行において顧客を支援する当行の役割を踏まえると、当行の

貸借対照表上の融資ポートフォリオの成長が見込まれており、それにより必然的にファイナンスド・エミッショ

ンが増加することが考えられる。

 

指標および目標（自然に関連するトピックに係るものを含む。）に関する詳細情報については、2025年度年次

報告書を参照のこと。
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３ 【事業等のリスク】

 

当行が発行する有価証券への潜在的投資家は、ラボバンクの事業およびラボバンクが活動する業界に関連する

リスク要因について、本項に記載されているその他全ての情報とあわせて慎重に検討すべきである。

 

下記に記載するリスクはいずれも、当行の事業活動、財政状態、業績および将来の見通しならびにラボバンク

のレピュテーションへの著しい悪影響を及ぼす可能性があり、それにより、ラボバンクが発行または保証する有

価証券における当行の義務の履行能力に潜在的に影響を及ぼす可能性がある。当行は、下記に記載するリスクが

現在判明している重要なリスクであると考えているが、現時点では当行が認識していないか、現時点では当行が

重要でないとみなしている追加的なリスクも、当行の将来の事業、財政状態、業績および将来の見通しに著しい

悪影響を及ぼし、または当行が発行する有価証券への投資に影響を及ぼす可能性がある。最も重要なリスク要因

は、各カテゴリー内で最初に提示されている一方で、それ以外の各リスクが提示されている順序は、必ずしも、

かかるリスクが実際に発生する可能性、かかるリスクの潜在的な重要性または、当行の事業、財政状態、業績お

よび将来の見通しへの潜在的な悪影響の範囲を示すものではない。（該当する場合）下記の各リスク要因にて記

載する詳細のとおり、当行は下記に記載されたリスクのいくつかに同時に直面する可能性があり、また、下記に

記載されたリスクの一部は相互に依存している可能性がある。下記のリスク要因はカテゴリーごとに分類されて

いるものの、一部のリスク要因は複数のカテゴリーに属する可能性があり、潜在的投資家は本項に記載されてい

る全てのリスク要因を慎重に検討すべきである。複数のカテゴリーに属する可能性があるリスク要因は、当該リ

スク要因に最も適したカテゴリーに含まれている。

 

下記の記載（将来に関する事項を含む。）は2026年５月19日現在のものである。

 

セクションＡ：当行の財政状態に関連するリスク

 

1. ラボバンクは、かなりの流動性・資金調達リスクに直面している

 

資金調達および流動性リスクは、許容し難い損失を被らなければ、ラボバンク・グループが契約上の義務や偶

発債務を予定どおりに履行するための十分な流動性を得られない場合、またはその資産およびオフ・バランス・

シート活動を支える十分に分散された資金調達基盤を持続的に維持できない場合に生じる。リスク水準は、資金

調達および流動性リスクに関する管理枠組みによって制限される。資金調達および流動性における目標は、特に

ストレス時においてラボバンクを保護し、流動性バッファに係る費用を最適化することである。ラボバンクは、

平常時およびストレス時のいずれにおいても十分なバッファを維持することで流動性を提供し、また必要に応じ

て他の市場参加者から外部資金提供を受けることができるよう市場における盤石なレピュテーションを保つよう

に努める。
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資金調達および流動性管理特性は、安定的に資金供給された貸借対照表、十分かつ高品質な流動性バッファ、

多様な資金調達特性ならびに限られた構造的な通貨ミスマッチを維持する要件に支えられている。資金調達およ

び流動性リスク方針は、顧客から預託された資金や長期ホールセール資金で構成される安定した資金を用いて資

産を調達することに重点を置く。ラボバンクは、単一のホールセール資金調達基盤に過度に依存することを避け

るため、様々な対策を講じている。これには、商品、満期特性、通貨、投資家、地理および市場に関して分散さ

れた資金調達基盤、高度な無担保資金調達（とそれによる担保差入資産の制限）および積極的かつ一貫したIR方

針が含まれる。しかし、資金調達および流動性管理枠組みまたはこれらの対策が効果を失った場合には、当グ

ループの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

ラボバンクの主要な資金調達源は、顧客からの預金（2025年度：433.9十億ユーロ、2024年度：411.4十億ユー

ロ）であり、次いで、ホールセールによる資金調達（2025年度：118.2十億ユーロ、2024年度：126.4十億ユー

ロ）である。顧客からの預金は、一般的に変動性が高いため、かかる金額についての明確な予測は不可能であ

る。ラボバンクの資金需要は顧客からの預金額を上回っていることから、ラボバンクは、貸借対照表の資金供給

についてホールセールによる資金調達にも依存しており、これには資本市場および金融市場へのアクセスが求め

られる。ホールセールによる資金調達へのアクセスは、ラボバンクの信用力に対する懸念または信用格付の格下

げによる悪影響を受ける可能性がある。また、これらのアクセスは、ラボバンクが活動している市場セグメント

に関する懸念または一般的な市場の混乱によっても影響を受ける可能性がある。

 

ラボバンクは、他行と同様、他の動向の中でもとりわけ、銀行に対する広範な規制、インフレ、金利の変動、

地政学的緊張および／または混乱、潜在的な市場の変動および／または混乱、気候リスク（オランダにおける窒

素に関する議論を含む。）、サイバーリスクならびに新たな（デジタル）ノン・バンクの台頭といった、業績や

資金調達および流動性ポジションに影響を及ぼす可能性のある既存および新規の膨大な課題に直面し続けてい

る。

 

ラボバンクのホールセール資金調達戦略は、上記の要因に影響され得る。ラボバンクがそのホールセール資金

調達戦略を達成できない場合には、資本市場および金融市場における資金調達コストや借換コストの上昇を招く

可能性があり、これらの市場へのアクセスに影響を与えたり、これを実質的に制限したりする可能性もある。同

様に、上記の要因は、ラボバンクのリテールおよびその他の顧客からの預金の資金調達ポジションにも悪影響を

及ぼす可能性がある。これは、当グループの事業、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

 95/574



2. ラボバンクは、システミックリスクへの重大なエクスポージャーに晒されている

 

当グループは、他の金融機関の脆弱性または認識された脆弱性による悪影響を受ける可能性があり、これは重

大な組織的な流動性問題、損失またはその他の金融機関およびカウンターパーティーによる債務不履行をもたら

す可能性がある。かかるリスクは、時に「システミックリスク」と呼ばれ、金融機関だけでなく、当グループが

日々やりとりをしている清算機関、手形交換所、銀行、証券会社および証券取引所などの金融仲介機関に悪影響

を及ぼす可能性がある。多くの金融機関の商業上および財政上の健全性は、信用、取引、清算およびその他の関

係性の結果、密接であり、また相互に依存していることから、金融機関に対する懸念または金融機関による債務

不履行は、重大な流動性問題やその他の金融機関による損失または債務不履行につながる可能性がある。カウン

ターパーティーについて認識された信用力の欠如は、市場全体での流動性問題および当グループの損失につなが

る可能性がある。ラボバンクは様々な規制当局および監督当局の管理下にあるが、ITインフラならびにデータお

よびシステムの機密性、完全性および有用性に対する金融プロセスの依存度が高まっていることから、これら当

局はサイバー犯罪および情報セキュリティをシステミックリスクと捉えている。加えて、システムと（金融）機

関との相互のつながりが増してきているため、潜在的な違反リスクの影響はさらに高まる（例えば、サイバー・

インシデントの後には、当該サイバー・インシデントと情報セキュリティ違反に係る潜在的なシステム上のリス

クに、第三者リスクおよび／またはアウトソーシングリスクが加わることとなる。）。ヨーロッパ諸国および米

国のソブリン債および金融機関の信用力に対する懸念が存在する。複数のヨーロッパ諸国および米国における多

額の公的債務または財政赤字は、金融機関の財政状態に対する懸念と密接に関係している。一般的に、銀行は、

流動性、証券金融および担保管理のために、多額の（国家）ソブリン債を保有している。結果として、これらの

債券の価値の変動は、金融機関に直接的に影響する。ソブリン債によるデット・ファイナンスの増額は、最終的

に、ソブリン債のさらなる増加または財政赤字、ソブリン債の格付の調整につながる可能性があり、銀行にマイ

ナスの影響を及ぼす可能性が高い。当グループは、ソブリン債、銀行、金融仲介業者および証券化商品を含む金

融機関業界に対するエクスポージャーを有している。最近の銀行破綻の事例による当グループへの影響は限定的

であるものの、これらの動向を注視している。当グループの金融業界へのエクスポージャーにより、当グループ

は、シャドーバンキング事業体（１つ以上の信用仲介業務を行い、EUに適用される基準と少なくとも同等以上の

質の健全性監督の対象となっていない事業体）に対するエクスポージャーも有している。シャドーバンキングに

ついてのエクスポージャーおよびそのリスクは、信用リスク管理枠組みの一環として特定、監視および報告され

る。ラボバンクは、これらのエクスポージャーを管理するにあたり、適格資本に対する総額の上限を設定してい

る。しかしながら、当グループが、自らのシャドーバンキングについてのエクスポージャーを適切に特定および

監視できず、十分な枠組みを維持できず、または効果的な報告およびガバナンスを確保することができなかった

場合、上記のシステミックリスクの結果はいずれも当グループの新規資金調達能力ならびに事業、財政状態およ

び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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3. ラボバンクは信用リスクに晒されており、これは経済的損失につながる可能性がある

 

ラボバンクは、金銭、有価証券またはその他の資産に対して債務を負っている第三者から生じる信用リスクに

晒されている。これらの当事者には、顧客、ラボバンク内の事業体がその有価証券を保有している発行体、取引

のカウンターパーティー、スワップおよびクレジットならびにその他のデリバティブ契約のカウンターパー

ティー、清算機関、取引所、手形交換所およびその他の金融仲介機関が含まれる。当グループの借入人およびそ

の他のカウンターパーティーの信用度は、経済および市場の実勢状態（金利の上昇およびインフレを含む。）、

地政学的動向（エネルギー費用の上昇、サプライチェーンの分断および輸入関税の増加）ならびに当該市場の法

律・規制上の状況による影響を受け、かかる状態の悪化または法律・規制上の状況への変更は、借入人およびカ

ウンターパーティーの信用度を低下させ、結果として、当グループの契約上の担保権の行使能力に影響を及ぼす

可能性がある。これらの当事者は、破産、流動性の不足、経済もしくは不動産価値の低迷、経営破綻またはその

他の理由により、ラボバンクに対する債務不履行に陥る可能性があり、これはラボバンクの事業、財政状態およ

び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。かかる不履行は全て、ラボバンクの信用供与の適切性を反映する。これ

らの供与は、カウンターパーティーが貸付またはその他の金融取引から生じる債務について不履行に陥る可能性

に関連している。将来の事象またはその影響が、当グループが信用供与を決定するために使用している仮定、要

因または評価のいずれにも該当しない場合、これらの供与は不十分となる可能性がある。不十分な供与および経

済的損失は、全般的にラボバンクの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす。

 

4. ラボバンクは、自らの信用格付のいずれについても格下げのリスクに晒されている

 

ラボバンクの資本市場および金融市場へのアクセスは、その信用格付に依存する。当グループの信用格付は、

（a）信用格付機関による当グループの戦略および経営陣の能力についての評価、（b）収益性、資産の質、資

本、資金調達および流動性を含む財政状態、（c）当グループの法的構造および事業活動に適用される法律およ

び規制上の枠組み、（d）格付の決定方法の変更、または（e）当グループの主要市場における競争環境、政治お

よび経済状況を含む、時間の経過とともに変化しうる複数の要因によって悪影響を受ける可能性がある。信用格

付の格下げもしくは将来の格下げの発表、格付の撤回または当グループの財政状態に関する市場の認識の悪化

は、当グループの金融市場へのアクセスに重大な影響を及ぼし、預金基盤の規模を縮小させ、またデリバティブ

契約およびその他の有担保資金調達契約において追加担保要件もしくはその他の要件の発生またはかかる契約を

修正する必要性を引き起こし、これは、当グループの資金調達コストおよび資本市場へのアクセスに悪影響を及

ぼし、借換コストの上昇につながり、また当グループと取引を行いたいと考えているカウンターパーティーの範

囲を制限する可能性がある。さらに、これは、これらの各市場へのアクセスを制限し、ラボバンクの競争上の地

位に悪影響を及ぼす可能性さえある。これは、ラボバンクの将来の見通し、事業、財政状態および業績に著しい

悪影響を及ぼす可能性がある。
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5. ラボバンクは、金利環境の変動だけでなくその他のマーケット・リスクにも晒されている

 

ラボバンクの業績は潜在的に、マーケット・リスクによる悪影響を受ける可能性がある。マーケット・リスク

は、金利、為替相場、商品価格および信用スプレッドの水準および変動に関連する。2022年度以前には、低金利

は、ラボバンクの純受取利息にマイナスの影響を与えていた。

 

2025年度には、ラボバンクの純受取利息は2024年度と同水準を保っていた（2025年度：12.001十億ユーロ、

2024年度：12.061十億ユーロ）。一般的に、純受取利息は、とりわけ流動性預金、株式投資利益率および住宅

ローンの繰上返済に対する潜在的な影響により、金利の変動に影響されやすい。

 

収益の観点からは、2022年度以前の純受取利息の減少が示すように、金利の低下はラボバンクに悪影響を及ぼ

す可能性が高い。一般的に、金利の上昇は、純受取利息にプラスの影響を与えるが、住宅市場の冷え込みと組み

合わさることにより、ラボバンクの住宅ローン・ポートフォリオおよび資金調達コストに悪影響を及ぼす可能性

がある。潜在的な住宅購入者の住宅取得能力の低下は、取引高の減少およびそれによる住宅ローン需要の低下に

つながる可能性がある。また、資金調達コストの上昇は、ラボバンクの純受取マージンを圧縮することがあり、

それによりラボバンクの収益性に影響を及ぼす可能性がある。

 

外国為替リスクは、（外国子会社および支店における）純投資額および外貨建てのリスク加重資産（RWA）の

価値の変動の結果として銀行勘定において生じる。外国為替リスクは、外国為替に変動が生じたとき、ならびに

外国資本およびRWAがユーロ資本およびユーロの普通株等Tier 1（「CET１」）比率に変換される際に顕在化す

る。また、（一般的に小さいものではあるが、）外国通貨の純貸付マージンまたは資産と負債のタイミングのミ

スマッチなどを通じて、銀行（トレジャリー）勘定に通貨ポジションが存在する。

 

これらの要因のいずれも、ラボバンクの将来の見通し、事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可

能性がある。

 

6. 世界の金融市場および経済の状況は、当グループの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす

可能性がある

 

当グループの収益性は、オランダ国内または世界における一般的経済状況の悪化による影響を受ける可能性が

ある。金融市場は不安定である。中央銀行の決定、金利、為替相場、インフレ、デフレ、投資家心理、信用枠お

よび与信コスト、世界金融市場の流動性ならびに株価の水準およびボラティリティ等の要因は、顧客の活動水準

および当グループの収益性に著しい影響を及ぼす可能性がある。さらに、地政学的緊張、テロリズムおよび武力

紛争は、ラボバンクの財務業績または事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
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景気の低迷または顧客に対する著しい高金利は、より多くの顧客が債務不履行に陥るリスクを増大させ、当グ

ループの資産の信用度に悪影響を与える可能性がある。その上、オランダ経済または世界経済における市場の停

滞は、当グループの資産価値を減少させ、当グループのトレーディング・ポートフォリオにおける評価損の負担

の増大、資産運用における当グループの手数料収入または運用資産額の減少につながる可能性がある。さらに、

市場の停滞およびオランダ国内の貯蓄市場における競争の激化は、当グループが実行する顧客取引量の減少につ

ながり、その結果、顧客からの預金ならびに当グループが受け取る手数料および利息による収入の減少に至る可

能性がある。金融市場における混乱の継続または当グループの主要市場の長期的な停滞またはかかる変化を正確

に予測して対応する当グループの能力は、当グループの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を与える可能

性がある。

 

さらには、地政学的不確実性、貿易をめぐる緊張および経済状況全体に影響する地政学、気候および環境に係

る不利な動向が、当グループの収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

これらの要因はいずれも、当グループの業績および当行の債券価値に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

7. ラボバンクの事業は主にオランダに集中している

 

世界的には、ラボバンクは食品・農業セクターの起業家および企業に焦点を当てている。ラボバンクは、その

利益のかなりの部分をオランダで得ている（2025年度、税引前営業利益のうち68％がオランダにおける事業から

生じたものだった。）。オランダ国内では、ラボバンクは住宅ローン市場、SME部門、食品・農業セクターおよ

び貯蓄市場において、主導的な地位にある（出典：ラボバンクの2025年度年次報告書）。そのためラボバンク

は、特にオランダの経済的、政治的および社会的状況のリスクに晒されている。オランダの経済状況は、世界の

金融市場、経済および政治の動向による悪影響を受ける可能性がある。オランダの厳しい経済環境の悪化または

その長期的な継続は、ラボバンクの商品およびサービスに対する需要だけでなく、借入人の信用リスクにも悪影

響を及ぼす可能性がある。オランダ中央統計局によれば、この４年間のオランダの経済状況はその変動性が特徴

的であったものの、概して上向きの成長が見られた。2022年度にGDPが5.0％成長した後、オランダのGDPは2023

年度に急激に失速して-0.6％となったが、これは国際貿易の低迷およびECBの対インフレの金融政策を主因とす

るものである。2024年度は、インフレの長期化、人件費の高騰、ECBによる金利引下げ予想および家賃の高騰に

もかかわらず、GDPは1.7％上昇した。2025年度は、消費者支出、輸出および政府による投資に支えられ、GDPは

0.8％上昇した。2026年度および2027年度について、オランダ中央統計局では、1.4％および1.5％のさらなる経

済成長を見込んでいる。しかしながら、ベースライン予測では今後１年間における安定的成長およびさらなる金

融緩和が提示されているものの、これらの見通しは地政学的不確実性の高まりをめぐる状況に左右される。米

国・中国間の対立は激化に向かっており、貿易の再調整、サプライチェーンの分散および投資管理の厳格化をも

たらす。
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オランダを含め、ラボバンクは34カ国で事業を展開しており、これにはオーストラリア、ニュージーランド、

米国およびブラジルなどが含まれる。国際的には、ラボバンクの活動の大部分は、食品・農業、リーシングおよ

び商業・工業・サービス業に焦点を当てている。地域としては、当行の活動は主に欧州、南北アメリカおよび

オーストラリアに集中している。貿易およびサプライチェーンにおける混乱、（グローバル）マーケット・アク

セスの喪失、輸出制限および関税措置の増加、サイバー戦争、インフラの弱体化、生産のローカライゼーショ

ン、ならびに金融政策の変化は、ラボバンクの顧客および事業に関連する可能性のある事項である。米国の同盟

国は米国との貿易および投資に係るつながりを強化しており、世界経済の移行を示している。同時に、規制方針

の分断および金融政策の相違は、世界的企業に対する複雑性を増している。ロシア・ウクライナから中東にかけ

ての紛争の長期化は、国際的な安全保障を圧迫し続けている。企業は、地政学的再編の継続、ガバナンスの課題

および市場の変動性に備える必要があり、レジリエンスと戦略的柔軟性が要求される。これは銀行業界に影響を

与える可能性がある。様々な国で事業を展開しているため、ラボバンクは通常、オランダ国外の移転リスクおよ

び／または総合債務者リスクに晒されている。移転リスクは、外国政府が、当該国の債務者から外国の債権者へ

の資金移転を制限する可能性に関するものである。総合債務者リスクは、同じ国にいる多数の債務者が同一の理

由（戦争、不安定な政治社会情勢、自然災害等。ただし、政府の政策によりマクロ経済上および財政上の安定が

実現しなかった場合も含む。）により債務を返済できなくなる可能性に関するものである。移転リスクおよび／

または総合債務者リスクを増加させる、予測不能かつ突発的な事象は、ラボバンクの事業、財政状態および業績

に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

8. インフレはラボバンクの事業、業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある

 

ラボバンクの主要市場における高インフレは、ラボバンクに複数の影響を及ぼす可能性がある。

 

インフレの上昇は、ラボバンクの人件費その他の運営費用に直接的に影響する。これは、長期にわたるインフ

レ期間を受け、従業員の利益を代理する労働組合が労働協約の交渉過程で報酬のインフレ調整を求めることがあ

るためである。さらに、エネルギー価格、賃料ならびに外部委託の商品およびサービスに係る価格の上昇は、人

件費以外の運営費用の費用負担に影響を及ぼし得る。
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加えて、インフレ率の持続的な上昇は、市場金利の上昇をもたらす可能性があり、これは（i）ホールセール

およびリテールの資金調達のいずれについても資金調達コストを増加させ、資産に係る金利が同様に上昇しない

場合には悪影響を及ぼし、(ii)ヘッジが行われない場合には、ラボバンクが自らの投資ポートフォリオにおいて

保有する特定の確定利付証券および担保の見積公正価値を低下させ、（iii）資金調達コストの増加により資産

に係る信用リスクが増大し、ならびに／または（iv）貯蓄性個人預金市場における競争の激化につながり、これ

により利ざやの圧縮および／もしくは取引高の流出につながる可能性がある。概して、インフレの長期化およ

び／または価格水準の上昇は、中央銀行により適用される金利上昇を通じてラボバンクの収益性および事業継続

性に間接的に影響を及ぼす（「5. ラボバンクは、金利環境の変動だけでなくその他のマーケット・リスクにも

晒されている」と題するリスク要因も参照のこと）。

 

高インフレは、上記の経路を通じて、ラボバンクの事業、業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

る。

 

9. 全世界での感染症の流行は、ラボバンクの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性が

ある

 

感染症、パンデミックおよびエピデミックまたは衛生上の緊急事態は、それが再度発生するか否か、またいつ

どのような規模で発生するか予測不能であるものの、かかる流行によりラボバンクが活動する事業環境および経

済環境に影響が及ぶことは確かである。これらのリスクの一部は、ラボバンクが事業を展開している特定の地理

的地域だけでなく、世界的に発生するものであり、当該リスクは、ラボバンクの事業、財政状態および業績に著

しい悪影響を及ぼす可能性がある。かかる流行後に組織が被る影響は、実行およびプロセスの障害の増加、生産

性の低下ならびに従業員が在宅勤務を行う際の士気への影響から生じることがある。このような状況において、

ITインフラの継続的な可用性および情報セキュリティ要件の維持は容易ではないが、事業継続性を確保するため

には、在宅勤務を行う場合でもこれが不可欠であることに変わりはない。

 

また、世界中で感染症が流行することは、ラボバンクの信用リスク特性に悪影響を及ぼす可能性がある。かか

る流行の性質および重大性ならびにラボバンクの顧客への影響によっては、その影響は信用リスク減損額の増加

を通じて認識されることがある。ラボバンクは、強固なプロセスおよび管理を維持して感染症により生じ得るリ

スクを低減するよう努めるが、大規模な流行がラボバンクの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす

ことがないと保証することはできない。
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セクションＢ：当行の事業活動および業界に関連するリスク

 

10. ラボバンクの業績は、その大部分が国内の住宅ローン・ポートフォリオに関連している

 

ラボバンクは、積極的な市場努力のほか、リード・タイムおよび利便性の観点で住宅ローン手続の改善を行っ

たことにより、2025年度に新規に組まれた住宅ローンの22％という市場における主導的地位を取り戻した（出

典 ： 2026 年 ２ 月 10 日 付 プ レ ス リ リ ー ス 。 https://www.rabobank.com/about-

us/press/articles/011514168/rabobank-posts-a-net-result-of-eur-4-957-million-in-2025）。ラボバンクの

住宅ローン・ポートフォリオは、204十億ユーロ（2025年12月31日現在の資産残高総額の31.9％）で構成されて

いる。このため、当該ポートフォリオに影響を及ぼす重大な変更があった場合、ラボバンクにも重大な影響を及

ぼす可能性がある。景気の低迷、不動産価格の停滞もしくは下落、オランダにおける住宅ローンの利息支払につ

いての課税控除の変更もしくは廃止、金利の上昇および／もしくは低下、借入人の財務状態またはこれらの組み

合わせは、新規住宅ローンの組成数の減少および／または既存住宅ローンの貸倒率の上昇につながる可能性があ

る。住宅ローンの金利水準の低下は、とりわけ、（i）例えば、貯蓄口座の低金利水準の結果として、住宅ロー

ンの繰上返済が貯蓄よりも有益であると顧客が判断した場合における、貸付および住宅ローンのポートフォリオ

における繰上返済の増額、（ii）金利の平準化、（iii）住宅ローン（特に長期住宅ローン）の低マージン、お

よび（iv）顧客が低金利環境から利益を得ることを可能にするその他の措置を通じて、ラボバンクに影響を及ぼ

す可能性がある。住宅ローンの金利水準の上昇は、短期的には新規住宅ローンへの需要が減少し、長期的にはそ

のような住宅ローンの利息の支払いに収益のより多くの割合を使わなければならない借入人が増加することで、

ラボバンクに影響を与える可能性がある。

 

上記の要因、事象および動向は、新規および既存の住宅ローンについてラボバンクの金利マージンにマイナス

の影響を及ぼす可能性があり、その結果、既存ポートフォリオおよび／または新規住宅ローンの組成数の減少を

もたらす可能性がある。ローン収益率が高ければ高いほど、特に予想外の費用または支出が発生した場合、住宅

ローンに基づく利息および元金の支払いに必要となる借入人の収益の割合、また、インタレスト・オンリー住宅

ローンについては、元金の返済額の割合が大きくなる。かかるローン収益率ならびに収益の喪失、病気、離婚お

よびその他の類似した要因などは、借入人による延滞および破産申立ての増加につながる可能性があり、最終的

に借入人の住宅ローン返済能力に悪影響を及ぼし、ラボバンクの損失につながる可能性がある。
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2014年１月１日より、オランダの住宅保有者が住宅ローンの利息を控除できる最高税率は段階的に引き下げら

れている。2025年度について、適用利率はわずかに上昇したが、住宅ローンの利息を控除できる最高税率は

37.48％に限定されていた。かかる利率は、2026年度には37.56％にさらに引き上げられた。住宅ローンの利息の

控除の継続的減少は、住宅ローンに基づく利息および元金の支払義務を履行する借入人の能力に悪影響を及ぼす

可能性がある。また、借入人の繰上返済動向にも影響を及ぼす可能性があり、結果としてかかるローンの繰上返

済率の上昇または低下が生じ得る。このような繰上返済率の変動は、ラボバンクの財政状態および業績に著しい

悪影響を及ぼす可能性がある。

 

オランダ住宅市場に関する政府の方針または規制の変更は、当グループの事業、財政状態および業績に著しい

悪影響を及ぼす可能性がある。

 

11. ラボバンクは、国内外においてかなりの競争圧力に直面しており、これは業績に悪影響を及ぼす可能

性がある

 

オランダ国内外におけるラボバンクの事業環境は、高い競争力を有している。ラボバンクは、従来型の銀行集

団だけでなく、年金基金、保険会社、テクノロジー大手、フィンテック企業、決済専門業者、リテール業者、通

信業者およびクラウドファンディング・イニシアチブなど、何らかの形で従来の銀行業務を提供しているノン・

バンク集団との競争にも直面している。さらに、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の台頭は、その多く

が従来型の企業との提携を行っている、フィンテックおよびネオバンクを含む革新的なプラットフォームの成長

を加速させ続ける。ビッグ・テック企業のようなノン・バンクの競合企業の拡大は、競争を激化させる。これら

の集団の一部は、例えば住宅ローンの分野で、より細分化されたオファーの提供を開始している。

 

特にオランダでは、競争は高水準での統合に反映されている。これは、競合他社が市場シェアの獲得を目指す

にあたって特に価格設定に関する圧力の高まりにつながり、市場シェアおよび収益性を維持または向上させるラ

ボバンクの能力を損なう可能性がある。ラボバンクの効果的な競争能力は、ラボバンクのレピュテーションの維

持能力、サービスおよび助言の質、知的資本、商品の革新、遂行能力、価格設定、販売努力ならびに従業員の才

能といった多くの要素に支えられている。ラボバンクがその競争上の地位を維持できなかった場合、これはラボ

バンクの将来の見通し、事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。
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12. ラボバンクの財政状態は、サービスおよび商品の価格を正確に決定する能力に大きく依存している

 

ラボバンクの財政状態は、価格およびレートを正確に設定する能力に大きく依存している。レートは、資産お

よび負債に課される金利をカバーする。価格は、（とりわけ）与信に課される手数料をカバーする。費用をカ

バーし、損失を補填することができるよう十分な利益を生み出すためには、この両方について正確さが必要とな

る。しかし、かかる能力は、様々な不確実性に左右される。例えば、ラボバンクが、（ホールセールおよびリ

テールの）資金調達費用を顧客への資産価格に転換できない場合、ラボバンクの純受取利息は減少する。

 

13. ラボバンクはオペレーショナル・リスクに晒されている

 

オペレーショナル・リスクとは、社内の手続上、人為的、システム上の不備もしくはミスまたは社外の事由に

起因して損失（財務上および非財務上の影響を含む。）を被るリスクである。ラボバンクにおいて、非金融リス

クは、オペレーショナル・リスク（情報テクノロジー、情報セキュリティ（サイバーを含む。）、事業継続性、

第三者、人材、法律上の報告および税務、法務、物理的なセキュリティおよび安全性、取引の処理および実行、

規制遵守、データの質、サステナビリティ、ならびにコーポレート・ガバナンスを含む。）、コンプライアンス

リスク（品行、金融経済犯罪、記録保持、グリーンウォッシング、外部不正、内部不正）およびモデルリスクと

いう３つのリスク種別の分類を表す。これには転換リスク（影響のかなり大きいプロジェクトを並行して実行す

ることにより、組織および従業員の適応能力に過度な負担をかけるリスクであり、これは実行時の失敗および運

営上の損失につながる可能性がある。）も含まれる。「オペレーショナル・レジリエンス」は、IT、情報セキュ

リティ、第三者、物理セキュリティおよび（事業）継続性に対するリスクで構成されるオペレーショナル・リス

クの一部に言及する際に用いられる。

 

これらのリスクは日常業務において発生し、事業の全ての側面に関係するものであり、ラボバンクのレピュ

テーション、事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。国際化した現代の銀行業界にお

ける出来事を見ると、非財務リスクが（財務上、規制上およびレピュテーション上の）巨額の損失につながる場

合があることがわかる。非財務リスクの事例は様々であり、詐欺またはその他の違法行為、適用法令の不遵守事

由の防止、検知および報告に係る原則、手続きおよび管理体制の不構築、不適切な商品に対するクレーム、書類

の不備、取引処理上のミス、適用制裁の不遵守、システム障害、ならびに重要な人材を確保し惹きつける能力の

不足が含まれる。
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アウトソーシングおよび第三者サービス・プロバイダーへの依存

アウトソーシング契約および第三者との契約は、件数の増加により、ラボバンクにとってその重要性を増して

おり、より複雑なビジネス・チェーンと、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（「DORA」）によるも

のなどの規制当局の監視強化につながっている。また、クラウドサービスの件数および費用が大幅に増加してい

る。サプライチェーンのさらなる統合によりかかる増加はいっそう強まり、その結果として、業務委託に関する

リスクをより明確に評価しなければならない。

ラボバンクは調達戦略をもって活動しており、これによりITおよびその他のサービス運用のためのアウトソー

シング契約への依存に影響が及んでいる。その結果、ラボバンクは、第三者が契約上の義務を履行しないリスク

（関連する能力、商品またはサービスの欠如によるか、ラボバンクが設定したサービス水準が不十分である、も

しくはラボバンクによる監督が非効果的であることによるかを問わない。）の増大に直面している。第三者によ

る契約上の義務の不履行は、プロセスが断絶するリスクの増大につながり得、ラボバンクの（事業）継続性リス

クに影響を及ぼす主要な要因の一つとなる。

 

複雑なITインフラ

IT環境の運用はラボバンクの活動の中核である。ラボバンクは、現代技術を活用して革新的な金融ソリュー

ションを創出し、情報システムおよび情報インフラの構成要素を継続的に更新することでITの機敏性を向上させ

ている。主な課題は、長期にわたる廃止プログラムを速やかに完了することである。これは、変化するITニーズ

（機能面および非機能面（セキュリティ等）を含む。））に対処するプロジェクトと同じリソースを用いている

ためである。古いシステムの廃止およびソフトウェアの脆弱性を修正するためのパッチのインストールは、長期

的なリスクの低減に不可欠である。システムは管理された安全な方法において終了されることを確保する必要が

あり、廃止はラボバンクのライフサイクル管理において非常に重要な要素である。当該プロセスにおいては、サ

ポート対象外となった古いインフラ要素がシステム上から除去され、これにより潜在的なセキュリティ上の脆弱

性および運営上の非効率性を抑制することができる。

 

ラボバンクは現在、そのITインフラの複雑性の軽減に取り組んでいる。これは、複雑性が、維持費の高騰、継

続性に係る潜在的なインシデント、データ品質の問題および日々のプロセスにおける人的な対応の必要性をもた

らすことがあるためである。IT環境の入替えおよび簡素化ならびに市況および新たなイノベーションに迅速に対

応する機敏性の向上のために様々な改善イニシアチブが特定および実行されてきた。しかし、改善イニシアチブ

が効果的であるという保証はない。インフラに対する大幅な変更およびアプリケーションに係る状況の最適化

は、継続性の断絶につながり得る。ITシステムの大規模な移行の複雑さから、ラボバンクは廃止計画が遅延する

リスクに直面しており、継続性の途絶、データ品質の悪化およびIT費用の増加につながる可能性がある。ITシス

テムの複雑性の軽減は、（事業）継続性リスクの管理を保つための重要な手段でもある。最後に、ITシステムの

簡素化も、管理された方法で（生成的）人工知能（「AI」）の恩恵を受けるための重要な要素である。社内での

AI利用の増加は、本項目に記載するリスクを増大させる可能性がある。
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データ管理およびデータ品質

ラボバンクは、データ管理およびデータ品質に関するリスクに直面している。不十分なデータ管理および／ま

たはデータ品質は不適切な決定につながる場合があり、ラボバンクの業績または財政状態に悪影響を及ぼす可能

性がある。さらに、不十分なデータ品質は、ラボバンクの管理および手続きを無効または容易に潜脱可能な状態

とし、かかる管理および手続きの設計に影響を及ぼす可能性がある。

 

ラボバンクのデータ管理枠組みは、実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則を定める、バーゼ

ル銀行監督委員会の規制第239号（「BCBS第239号」）を基礎としている。近年、当該枠組みは規制上の報告、リ

スク報告、（リスク）モデリング、トレジャリーおよび金融経済犯罪の分野で導入されている。導入範囲をさら

に広げるため、データ管理は引続き最重要事項となっており、ラボバンクの経営委員会（「経営委員会」）レベ

ルで監視されている。

 

ラボバンクにとって最大のデータ管理リスクは、小売業顧客に係るデータ入力リスクと、枠組みが未だ全面的

に導入されていない点に起因するデータ集計リスクである。いずれのリスクも金融経済犯罪に係る報告およびモ

デリングに影響する。

 

技術的な効率および自動化は、ラボバンクの管理環境にとって極めて重要である。管理環境における技術が不

十分な場合、エラー、不正、インシデント、リスクまたはこれらの発現の検知や報告の遅延または不検知・不報

告を招き得る。これはラボバンクへの損失、罰金、請求、規制措置およびレピュテーションの悪化につながり得

る。

 

サイバー犯罪および情報セキュリティ

サイバー犯罪リスクは、顧客へのサービス提供を中断させ、機密情報を漏洩し、または信用やレピュテーショ

ンを損なうおそれのある重要かつ継続的な脅威であり続けている。これらの事象は、費用を増加させ、規制上の

捜査や制裁につながり、またはラボバンクが顧客を確保し誘引する能力に影響を及ぼし得る。これらのリスク

は、ラボバンクが依拠する第三者にも及ぶ。第三者からのサイバーリスクは契約の開始段階で評価され、定期的

に監視されるものの、これらの第三者によるサイバー犯罪の阻止が不十分である場合には依然としてラボバンク

にも影響が及ぶ可能性がある。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

106/574



ラボバンクが事業を展開するグローバルな環境においては、技術がますます複雑になり、より強く連結するよ

うになっている中で、変化する状況に常に適応することが要求される。ラボバンクは、現在および新興の脅威に

対する能力を強化するため、プロセスを発展させ新技術（生成AIを含むことがある。）に適応することによっ

て、サイバー犯罪を撲滅し、規制要件を満たすことを目的とするイニシアチブへの投資を継続する。サイバー空

間において進化する脅威からより上手くかつより速くラボバンクを守り、潜在的な侵入者を検知する能力を向上

し、またセキュリティ・チームの生産性を向上させるため、ラボバンクは現在、生成AIを活用している。生成AI

の展開および拡張は、適切なリスクの特定および管理を確保するため、プライバシー規制およびラボバンクの基

準に従って、管理された方法において行われている。

 

世界的なサイバー脅威は、地政学的緊張の長期化およびサプライチェーンの脆弱性により、2025年度中も依然

として高いままであった。生成AIの悪用を含む新興技術が、リスクをめぐる状況をさらに複雑にしている。量子

コンピューティングも間近に迫っており、現在の暗号化基準を大きく変化させ、金融データを保護するための新

たな暗号化アプローチが必要となる可能性がある。

 

サイバー脅威は進化していることから、ラボバンクのサイバー・セキュリティに係る方針、手続きおよび管理

体制への信頼性が引続き不可欠である。これらの安全対策が意図したとおりに機能しない場合、当行は、システ

ム、データまたは日々の事業運営に影響するサイバー事件に対してより脆弱になる可能性がある。これらの安全

対策が不全である場合には、顧客に直接関わるアプリケーションの停止時間の長期化、内部のリスクおよび管理

システムの喪失、（顧客）データの喪失または流出などのサイバー事件がラボバンクにおいて発生する可能性が

ある。かかる事象は、財務上の著しい損失、主要事業の混乱、顧客サービスの提供不能または機微情報の喪失

（機能停止によるものを含む。）につながり、関連するレピュテーション上の損害を引き起こす可能性がある。

防護柵はラボバンク自身のIT資産および第三者サービス・プロバイダーのいずれにも適用されることから、当該

リスクは、ラボバンクにおいて直接的に、また第三者において間接的にも発生し得る。したがって、かかる弱点

は、ラボバンクが晒されるオペレーショナル・リスクおよびコンプライアンスリスクの全てを増大させる可能性

がある。

 

特に欧州の規制当局は、サイバー・セキュリティを増加する金融業界に対するシステム上のリスクとして引き

続き認識しており、金融機関がサイバー攻撃に対する監視、監督およびレジリエンスを高め、当該インシデント

があった場合には適宜速やかに報告する必要性を強調している。これが2025年1月に効力を生じた、DORAの施行

につながった。
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結論として、ラボバンクは、上記のリスクを低減するために強固な非財務リスクに関するリスク管理枠組みを

遵守するよう努めているものの、不正、サイバー犯罪または人為的ミスを原因とする、ラボバンク内の実行およ

びプロセスの障害、第三者サービス・プロバイダーによる混乱、不適切な商品または通信システムおよび情報シ

ステムの中断、不正もしくは破損に関連する請求または補償が発生しないことを保証することはできない。また

ラボバンクは、かかる事象が発生した場合に、当該問題が適切かつ適時に処理されることを保証することはでき

ない。かかるリスクの発現は、ラボバンクの将来の見通し、事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす

可能性がある。

 

14. 当行が定量的モデルを使用することに関連するリスク

 

ラボバンクは、デュレーション分析、シナリオ分析、感応度分析およびその他のリスク評価手法のほか、様々

な領域（信用リスク管理、流動性リスク管理、金利リスク管理、マーケット・リスク管理および潜在的な金融経

済犯罪の検知など）において、定量的モデルを使用している。このような手法および／または戦略は、経済市場

環境全体に対するラボバンクのリスク・エクスポージャーを低減する上で、ラボバンクが予測できなかったリス

クを含むあらゆる種類のリスクに対して、十分な効果を発揮しないリスクがある。ラボバンクのリスク管理ツー

ルおよび測定基準の一部は、観察された過去の市場動向の利用に基づいている。これらの観察結果は、定量的ア

ルゴリズムおよび高度な分析ツールと組み合わせて、ラボバンクのリスク・エクスポージャーの定量化を行うた

めに使用される。これらのツールおよび測定基準は、将来のリスク・エクスポージャーを適切に予測できない場

合がある。ラボバンクの損失は、ラボバンクの指標が示すよりも大きくなる可能性がある。したがって、ラボバ

ンクの定性的リスク管理アプローチにおいては、モデルの使用に関する追加的な定性的側面、定期的な監視活動

およびリスク管理枠組みならびにリスク受容を含む、より広範なリスクも考慮される。さらに、AIの開発に伴っ

て、顧客へのサービスを向上させ、不正を検知し、および生成AIや機械学習等の技術を活用するために、AIシス

テムがモデルを利用することが多い。AIモデルは、偏向した結果やデータ機密性に関する懸念などの課題をもた

らす可能性があり、モデルリスクを増大させる。それゆえ、新たに利用可能となるAI技術の急速な進歩は、ラボ

バンク、取引相手および他の市場参加者がこれらの新技術に慣れ親しむにつれて、これらのリスクを悪化させる

可能性がある。AIの導入を加速することとAIの制約を認識することのバランスを取り、それに応じてリスクを管

理することが極めて重要であることから、AIへの関心が高まっている。品質保証および適正使用を向上させるた

めに、適切なガバナンス、人間による監督および管理を行うことが不可欠である。
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最後にラボバンクは、銀行勘定におけるリスクの定量化のために、顧客行動をモデル化する仮定を使用してい

る。仮定は、普通預金および当座預金の金利リスク特性を判断し、住宅ローンおよび投資ポートフォリオに組み

込まれるオプション・リスクを見積もるために使用される。顧客行動を判断するために異なる仮定を用いると、

異なるリスク数値になる可能性がある。顧客行動を判断する仮定が不適切であった場合、算出されたリスク数

値、ひいてはラボバンクの将来の業績またはレピュテーションに著しい悪影響を及ぼす可能性がある。主要な仮

定の適切性を定期的に再評価するため、管理活動が実施されている。しかしながら、顧客行動に部分的に基づく

仮定は、必ずしも将来の行動を表すとは限らない。

 

次へ
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15. ラボバンクの事業および業務は、気候変動の直接的な結果によるものを含め、物理的リスクに晒され

ている

 

ラボバンクの事業および業務は、熱波、干ばつ、洪水、暴風雨、海面上昇、その他の異常気象または自然災害

を含む、気候・気象関連事象から生じる物理的リスクの影響、また、生物多様性の喪失、水または資源の不足、

汚染または廃棄物の管理を含む、環境破壊から生じる物理的リスクの影響に晒される可能性がある。このような

物理的リスクは、ラボバンクの事業の継続性および業務に支障をきたし、またはラボバンクの施設もしくは不動

産ポートフォリオならびに顧客の財産、事業もしくはその他の金銭的利益に影響を及ぼす可能性がある。これら

のリスクは、資産価値の低下、経済的損失、顧客の信用力の低下ならびにラボバンクのポートフォリオにおける

債務不履行、延滞、評価減および減損費用の増加などを引き起こす可能性がある。

 

この状況において、2025年度の減損費用は764百万ユーロ（17ベーシス・ポイント）であった。これには、既

存の信用リスクモデルに未だ完全には反映されていない新興の気候および環境に関連するリスクを捕捉するため

の将来的な管理調整（88百万ユーロ）が含まれる。

 

このことからラボバンクは、物理的な気候リスクおよび環境リスクに関する検討事項を、そのリスク管理およ

び信用リスクモデル枠組みに取り入れている。気候および環境に関連する要因は独立したリスク分類としては扱

われず、信用リスク、事業リスク、オペレーショナル・リスクおよびコンプライアンスリスクを含む既存の金融

および非金融リスク分類に重大な影響を及ぼし得るリスク因子として扱われる。物理的リスクは、地球温暖化の

進行に伴って、頻度と重大性が増していくことが予想される。

 

ラボバンクは、気候および環境に関連するリスクの信用リスクモデル、引当金枠組みおよびポートフォリオ管

理プロセスへの取入れを継続して強化している。これには、環境リスク・ヒートマップ、シナリオ分析、セク

ター脆弱性評価および顧客レベルのESG指標の使用が含まれる。かかる強化は、関連するESGリスク因子が、信用

に係る決定、資本配分および引当金に将来を見据えていっそう確実に反映されることを目的としている。
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 ラボバンクは、ダブル・マテリアリティ評価の一環として環境リスク・ヒートマップおよびセクター感応度

分析を用いる。環境リスク因子は物理的リスクおよび移行リスクに分類することができ、これらが様々な波及経

路を通じて異なるリスク種別に影響を及ぼすことがある。これには金融リスクおよび非金融リスクが含まれる

が、信用リスク、事業リスク、オペレーショナル・リスク、およびコンプライアンスリスクのみが、環境および

サステナビリティに関連するリスク因子により重大な影響を受けるものと評価されている。資金調達および流動

性リスク、マーケット・リスク（銀行勘定およびトレーディング勘定のいずれも）およびモデルリスクは、重大

とは評価されていない。環境に関するトピックでは、ラボバンクは、気候変動、汚染（窒素を含む。）および土

地の劣化／土地活用の変化を重大であるとみなしている。水は、重大な金融リスクとは評価されていないが、ダ

ブル・マテリアリティ枠組みの中では重要な影響を有するトピックとみなされている。

 

重大性評価では、対象となるリスクおよびトピックについて、発生確率や深刻度の両方の重大性を検討する。

金融リスクの評価はラボバンクのリスク特定および評価に係るグローバル・スタンダードに沿って行われるた

め、財務的影響に関する重大性の閾値は、250百万ユーロに設定されている。

 

このように、ラボバンクは、ポートフォリオにおける気候変動の物理的リスクや、透明性に関する開示要件が

高まる中で、ラボバンク顧客がより持続可能なビジネス・モデルへと移行していることを認識している。かかる

リスクが顕在化した場合、ラボバンクの事業および業務に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

16. ラボバンクの事業および業務は、気候変動に関連する移行リスクに晒されている

 

ラボバンクはまた、低炭素経済およびよりいっそうのサステナブルな経済への移行により生じる移行リスクに

も晒されている。気候に関する規制、技術、市場力学または顧客の嗜好の変化は、ラボバンクまたはその顧客お

よびカウンターパーティーに影響を及ぼす可能性がある。ラボバンクは、そのガバナンス、システムおよびデー

タ機能が発展を続ける規制要件および開示要件を満たすよう適応させていることから、運用コストおよびコンプ

ライアンスコストの上昇を被る可能性がある。移行リスクはラボバンクの顧客にも影響を及ぼす可能性があり、

貸付その他の事業決定においてこれらの動向の検討が不十分であった場合には、ラボバンクは損失を被る可能性

がある。気候関連のコミットメント、規制上の期待またはセクター別の移行要件の履行に遅延または欠陥がある

場合には、ラボバンクの事業、財務状態、営業成績またはレピュテーションに重大な悪影響を及ぼす可能性があ

る。
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低炭素または排出量実質ゼロへの移行により、ラボバンクは、新たなコンプライアンス体制、内部統制や手続

きまたはガバナンスの枠組みを、修正または導入する必要が生じる可能性もある。ラボバンク全体の内部ガバナ

ンス、コンプライアンス、開示および報告に関する枠組みの統合および自動化は、ラボバンクの運用コストおよ

びその他の実行およびオペレーショナル・リスクの増加につながる可能性がある。ラボバンクは、この急速に発

展している分野において、事業の適応や、重複または相反する規制その他の要件への対処に努めていることか

ら、これらの体制の導入コストが短期的に特に高くなる可能性がある。さらに、ラボバンクが適切な体制、統制

および枠組みを継続的に導入するためには、（現在利用可能な標準的なアプローチや方法が存在しないことか

ら）十分な気候変動関連のリスク評価およびモデリング機能を開発し、顧客、第三者またはその他のデータを収

集することがますます必要となる。新しいリスク・モデリング方法の開発やデータ収集には重大なリスクおよび

不確実性が存在しており、その結果、体制または枠組みが、不適切または不正確であったり、誤った顧客、第三

者またはその他のデータの影響を受けやすくなったりする可能性がある。

 

ラボバンクは、開示に関する透明性要件が高まる中で、ラボバンクの顧客がより持続可能なビジネス・モデル

へと移行していることを認識している。上記記載の移行に関連した、ラボバンクの気候変動関連のコミットメン

トおよび規制要件の策定、導入または遵守の遅延または失敗、また、食品・農業セクターにおける移行の一環と

しての事業への適切な対処および適応の失敗は、その事業、財政状態、業績および評判に著しい悪影響を及ぼ

し、気候変動またはESG関連の調査、執行手続きまたは訴訟につながる可能性がある。

 

17. ラボバンクは、ESG関連事項に関して、内外の目標または期待に応えることができない可能性がある

 

ESGは、政府や規制当局、投資家、ラボバンクの顧客や従業員、その他のステークホルダーや第三者（非政府

組織（「NGO」）など）にとって、重要かつ注目度が高まっている分野である。その結果、気候変動、持続可能

性およびその他のESG関連事項に対処するために、金融セクターの業務および戦略に関連するものも含め、ます

ます多くの法規制および法的措置が導入されている。このような最近の規制には、企業に対してESGに係る影

響、リスクおよび機会の開示を義務付ける企業サステナビリティ報告指令（「CSRD」）、また、環境的に持続可

能な活動に関する開示義務、標準化された定義および分類の枠組みに広く焦点を当てているEUサステナブルファ

イナンス開示規則（「SFDR」）、EUタクソノミー規則およびEUグリーンボンド規則が含まれている。さらに、規

制当局は、ESGトピックにさらに焦点を当て、金融業界に対するガイダンスおよび期待を公表している。
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これらの法規制、法的枠組みおよび監督上の焦点は、ラボバンクが業務を行う事業環境に直接的および間接的

に影響を及ぼす可能性があり、とりわけグリーンウォッシング・リスクなど、ラボバンクを重大なリスクに晒す

可能性がある。しかし、このようなグリーンウォッシング・リスクの正確な範囲と、それがラボバンクに重大な

悪影響を及ぼすかどうかについて、ラボバンクが予測することはまだ不可能である。ESG法規制、監督当局の期

待、目標および開示要件の導入または遵守における失敗、遅延または過失は、罰金およびその他の規制上の措

置、またはその他の法的措置もしくは訴訟につながり、これら全てがラボバンクの事業を制限する可能性があ

る。また、ESG法規制、目標および開示要件の不遵守は、悪評をもたらし、当行の評判に著しい悪影響を及ぼ

し、認知されているラボバンクの持続可能性に影響を与える可能性がある。

 

国内または国際的な規制上の措置や動向により、金融機関は、ESGリスクや関連する融資および投資活動の管

理および開示に関して、内外のステークホルダーからの圧力が高まる可能性がある。ラボバンクは、自らの事業

および業務の遂行に関連して、ESG関連のイニシアチブや目標を随時開示する可能性がある。しかしながら、ラ

ボバンクが、予想される期間内に、そのようなイニシアチブを実施したり、目標を達成したりできる保証はな

い。ラボバンクは、内部または外部のESG関連のイニシアチブ、目標または期待を達成できなかったり、達成し

ていないと認識されたり、またはそのようなイニシアチブ、目標または期待に関する業績または動向を適切また

は正確に報告できない可能性がある。したがって、ラボバンクは、そのような事項に関するイニシアチブまたは

目標の範囲について批判を受けたり、責任を問われたりする可能性がある。さらに、ラボバンクは、ESG関連事

項に対処するための具体的な戦略、計画またはコミットメントを求められる可能性があり、これは、関係する内

外のステークホルダー（NGOを含む。）にとって満足のいくものとみなされない場合がある。これらの要因はい

ずれも、ラボバンクの評判およびブランド価値、またはラボバンクの事業、財政状態および業績に悪影響を及ぼ

す可能性がある。

 

18. ラボバンクは、ESG関連事項によるものを含め、顧客の行動と需要の変化に商品やサービスを適応させ

ることができない可能性がある

 

ラボバンクは、ESG関連事項によるものを含め、顧客の行動と需要の変化に商品やサービスを適応させること

ができない可能性がある。顧客またはその他のカウンターパーティーは、自らの経済的意思決定において、持続

可能性またはその他のESG関連事項を評価することが増える可能性がある。例えば、顧客は、持続可能性やその

他のESG基準に基づいて投資商品やサービスを選択したり、預金を行う際に金融機関のESG関連の融資戦略を考慮

したりする可能性がある。競争力を維持し、評判を守るために、ラボバンクは、顧客、投資家およびその他のス

テークホルダーからの、持続可能性およびその他のESG関連の需要の出現、増加または変化に対応するために、

事業戦略、商品およびサービスを継続的に適応させる必要がある。しかしながら、ラボバンクの現在または将来

の商品またはサービスが、適用されるESG関連の規制要件、顧客の好みまたは投資家の期待を満たす保証はな

い。

 

次へ

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

113/574



セクションＣ：法的リスクおよび規制上のリスク

 

19. ラボバンクはマネーロンダリング防止、贈賄防止、腐敗防止および国際制裁に係る複雑な規則に従わ

なければならない

 

ラボバンクは、金融経済犯罪に対抗することを目的とした法令（マネーロンダリング防止、テロ資金供与防

止、詐欺、制裁違反、腐敗防止および贈賄防止、ならびに数多くの制裁制度を含む。）を遵守する必要がある

が、これらは複雑かつ変更を伴うものであり、特定の相手と商業上の関係を維持する当行の能力を制限する場合

もある。さらにその結果、ラボバンクは、事業を展開している法域（欧州連合および米国を含むがこれらに限ら

ない。）の関係当局による手続きや捜査の対象となる可能性もある。

 

欧州連合および米国の経済制裁に係る規制は域外にも及ぶため、欧州連合および米国が指定する国、個人、事

業体その他に対する制裁への違反を防ぐためには、ラボバンクは効果的な統制および手続きを確立しなければな

らない。ラボバンクは、その運営ならびに提供する商品およびサービスによって当該制裁制度の対象範囲に含ま

れる。さらなる制裁が科されれば、その影響を受ける地域に関連するラボバンクの運営ならびに提供する商品お

よびサービスに著しい悪影響が及ぶ可能性がある。マネーロンダリング、贈賄およびテロ資金供与、脱税ならび

に腐敗に対抗し、または経済制裁の遵守を確保するための、適切なプログラムをラボバンクが実施および維持す

ることができなければ、罰金やレピュテーションの低下、さらには事業の混乱を招き、結果的にラボバンクの事

業、財政状態、業績および将来の見通しに著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

20. ラボバンクは複雑な規制環境に置かれているため、それらを遵守できなければ金銭的な損害およびレ

ピュテーションの低下を招く可能性がある

 

当行が事業を展開する多くの法域において、金融サービス業界は引続き規制当局による監視の焦点となってい

る。その結果、より集中的な監督および監視体制が敷かれ、期待される水準は上がり、要件は強化され、管轄権

を有する監督当局によるデータ請求および調査の頻度と量は増している。これにより全般的に、規制当局による

捜査および強制措置は増加し、罰金の件数も増加している。こうした施策の影響により、当行およびその他の金

融機関の置かれている環境は大きく変わった。

 

ラボバンクは、現在は提供していない商品およびサービスの規制遵守状況についても継続して監視する必要が

あり、これは場合によっては現在提供している商品およびサービスの監視よりも複雑となる。当行が規制を遵守

するために十分な資源を獲得、維持およびコミットすることができなければ、遅滞やミスを招き、当行は事業活

動のための事務よりもコンプライアンス事項を優先せざるを得なくなるか、または究極的には特定の商品もしく

はサービスの提供停止、あるいは事業を展開する特定の法域からの撤退までをも余儀なくされる可能性がある。
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事業を展開する法域における規制上の要求にラボバンクが応えられなかった場合、ラボバンクの事業運営方法

に対する規制当局からの信頼に悪影響が及ぶ可能性がある。これには、ガバナンス、態度および文化、関係当局

との適切な関わり、ならびに度重なる規制違反に関する事項が含まれる。規制を遵守する上で遅滞やミスが生じ

た場合、大幅な金銭的損害および罰金、重要な資産の喪失、公的な処分、ラボバンクのレピュテーションに対す

る著しい悪影響、規制当局による措置（停止命令、罰金、規制遵守要件の強化またはその他ラボバンクの事業に

対してなし得る規制上の制限、強制的な営業停止、および極端な場合は特定の事業を運営するためのライセンス

もしくは許可の取消し）、または場合により刑事訴追を招く可能性がある。また顧客が適用法令に違反して事業

または計画を運営している場合であって、その活動の監視、および適用のある場合は告発または中断につきラボ

バンクが責任を問われ得る場合も、ラボバンクは悪影響を受ける可能性がある。ラボバンクは、顧客の救済を含

むさらなる費用負担、ならびにこれらの責任および要件に対処するために追加の資源および管理のための時間を

投じることを強いられる可能性があり、これはラボバンクの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす

可能性がある。

 

さらに、適用法令につき複数の解釈が可能な場合もしくは適用法令が策定中のものである場合、法令間に齟齬

がある場合、または規制当局が従来のガイダンスを変更し、もしくは裁判所が過去の判例を覆した場合、当行は

適用法令に違反するリスクがある。法域によっては、司法制度および紛争解決制度の有効性が低く、規制の変更

を予測しにくい場合もあり、その場合当行には追加のリスクが生じる。

 

ラボバンクがバランスシート、流動性ポジションおよび資金を効果的に管理する能力の制限（例えば、市況に

起因する、利益および利益剰余金の減少、リスク加重資産の増加、特定の資産の処分の遅延または融資の提供不

能を含む。）、または資金を調達する能力の制限もしくは資金調達のコスト上昇を招く可能性のある、規制の変

更ならびに現在および将来生じるその他の変更は、ラボバンクの事業、財政状態および業績に著しい影響を及ぼ

す可能性がある。

 

規制の変更および／または監視の強化がコンプライアンス・リスクにつながる可能性のある分野および例とし

ては、他に、デリバティブおよび証券に関する規制（取引報告要件および市場濫用に係るものを含む。）、デー

タ・プライバシー、サイバー・セキュリティおよびオペレーショナル・レジリエンス、支払いサービス、融資の

組成および監視、顧客の公平な扱いならびにESG関連規制が含まれるが、これらに限らない。

 

ラボバンクの置かれている規制環境は複雑なため、多額の法務および財務コンプライアンス費用が発生し、こ

れがラボバンクの事業、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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21. 当グループは、当グループを相手とする訴訟および仲裁手続きをとられるリスクを抱えている。当該

手続きの結果は本質的に不確実であり、その財務オペレーションおよび事業オペレーションに悪影響を及

ぼす可能性がある

 

ラボバンクは、事業を展開している全ての国において広範囲の法的義務を課されている。その結果、ラボバン

クは様々な形で発生し得る、多様な法的リスクに晒されている（「ラボバンクは複雑な規制環境に置かれている

ため、それらを遵守できなければ金銭的な損害およびレピュテーションの低下を招く可能性がある」とのリスク

項目も参照のこと）。潜在的に重要性をおびる訴訟（訴訟手続き、共同訴訟および和解ならびに上記の進展を含

む。）、監督当局その他の機関による措置、法律（の変更）、業界全体を対象とした施策、ならびに顧客および

第三者のためにとられるその他の措置に係る管理の失敗および／またはこれらによって招かれる不利な結果は、

ラボバンクのレピュテーションに悪影響を及ぼし、追加の事業コストを生じさせ、その将来の見通し、事業、財

政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

22. ラボバンクの財政状態はベンチマーク金利の終了によって生ずる変更の影響を受ける

 

当グループは、主にデリバティブ、商業融資および証券を通じて、ベンチマーク金利／無リスク金利に対し大

きなエクスポージャーを有している。EURIBORのような主要なベンチマーク金利が終了した場合、代替無リスク

金利への移行ならびに移行時期および移行方法に係る不確実性は、当グループ、その顧客および金融サービス業

界全体に対して、以下を含む数多くのリスクをもたらす。

 

・ 新規および既存取引に係る書類作成要件の変更可能性に起因する法的リスクであって、当グループの事業

および見通しに著しい悪影響を及ぼす可能性のあるもの

・ ベンチマーク金利に関連する金融商品の評価の変更に起因する金融リスクであって、当グループの業績お

よび財政状態に著しい悪影響を及ぼす可能性のあるもの

・ ITシステム、取引報告インフラストラクチャーおよび運用プロセスの導入が要求される可能性に起因する

オペレーショナル・リスクであって、当グループの事業および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性のある

もの

・ 移行期間中の顧客とのコミュニケーションおよび取組みがもたらす潜在的な影響に起因するコンダクトリ

スクであって、当グループの事業および見通しに著しい悪影響を及ぼす可能性のあるもの

 

したがって、当該変更がラボバンクに影響を与えるか否か、またどの程度影響するかは現時点では確定できな

い。かかる変更による影響は、終了の具体的な性質、代替金利、ケース・バイ・ケースで決定される契約上の調

整ならびに当該変更が行われる前に見極めることができないその他の要素に左右される。しかし、代替ベンチ

マーク金利の導入により、前の段落で指摘したいずれかのリスクまたは複数のリスクがラボバンクの事業、財政

状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。
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ラボバンクに著しい悪影響を及ぼす可能性のあるベンチマークの見直しに関するその他の例については、「ラ

ボバンクの財政状態は、サービスおよび商品の価格を正確に決定する能力に大きく依存している」とのリスク項

目も参照のこと。

 

23. 単一破綻処理基金およびオランダ預金保証スキームへの当グループの参加は当グループの事業、業績

および財政状態に著しい悪影響を及ぼす可能性がある

 

2015年度以降、当グループは、決済機能の効果的な適用を確保し、規制（EU）806/2014（「SRM規制」、その

後の改正を含む。）によって単一破綻処理委員会（「SRB」）に付与された決済権限をSRBが確実に行使するため

に設置された、破綻処理基金への年間拠出金の支払いを求められてきた。2024年度および2025年度には、単一破

綻処理基金（「SRF」）への実質的な拠出金は要求されなかった。SRBは2026年度初頭に、基準日（2025年12月31

日）時点でSRFがSRM規制に基づく預金保険対象預金の最低１％という目標水準を上回る81十億ユーロ超に達した

ことを確認した。そのため、必要でない限りは、2027年度初頭に行われる予定の次回の確認作業まで、年間拠出

金の徴収は行われない想定である。SRFが使用される場合には、引続き拠出金が必要となる可能性がある。

 

さらに、SRM（以下に定義される。）（「当行が債権の償還を求める投資家への支払いに充てることのできる

当行の資産が破綻処理制度によって減少し、信用格付の低下および資金調達コストの増加につながる可能性があ

る」とのリスクの項も参照のこと。）および預金保証スキームに係る欧州内のその他新規則は、今後数年間当グ

ループに影響を与える可能性がある。これら全ての要因が当グループの事業、財政状態および業績に著しい悪影

響を与える可能性がある。

 

銀行が期限までに債務を弁済できない場合に生じる損失から預金者を保護するための事前の資金供給制度であ

るオランダの預金保証スキーム（「オランダ預金保証スキーム」）の新たな資金調達方法が2015年11月に効力を

生じた。2016年現在、銀行は四半期毎に保険料の支払いを求められている。スキームの目標水準は、オランダ国

内全ての銀行の保証付預金合計の0.8％である。2024年度は81百万ユーロであったオランダ預金保証スキームへ

の当グループによる拠出金は、2025年度は48百万ユーロとなった。

 

追加の税金または課徴金が賦課されない保証はなく、賦課された場合は、当グループの事業、財政状態および

業績に著しい悪影響を与える可能性がある。
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24. 当行はストレステストその他規制当局の調査の対象であり、その結果は当行のレピュテーションおよ

び資金調達コストに対して著しい悪影響を及ぼす可能性があるほか、監督当局による執行措置の引き金と

なる可能性がある

 

当グループを含む銀行業界は、気候リスクおよびサイバーリスクを含む好ましくない市場動向に対する銀行の

回復力を検証するための定期的なストレステストおよび規制当局によるその他の調査を受ける。当該ストレステ

ストは、欧州銀行監督機構（「EBA」）またはECBが開始し取りまとめを行う場合がある一方、内部リスク管理の

慣行における基本的な要素となっている場合もある。ストレステストおよび監督当局によるその結果の公表（２

年に一度のEU全体でのストレステストなど）は、銀行業界または金融サービス業界を不安定にし、個別の銀行ま

たは金融サービス業界全体の信用を損なうことにつながる可能性がある。ストレステストの結果は、当行のレ

ピュテーションおよび資金調達コストに対して著しい悪影響を及ぼす可能性があるほか、監督当局による執行措

置の引き金となる可能性がある。またストレステストの結果によって、当グループはより厳しい資本要件および

流動性要件の充足を強いられる可能性があり、当行の事業、業績、収益性またはレピュテーションに著しい悪影

響を及ぼす可能性がある。

 

加えて、ストレステストにより、当該テストがなければ表面化しなかったまたはそれまで当行としてはその重

要性および是正措置の必要性を認識していなかった特定の情報が開示される可能性がある。これによって監督当

局が特定の措置または資本要件および流動性要件を課しまたは講ずることにつながる可能性があり、当行の事

業、業績、収益性またはレピュテーションに著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

25. 当行が債権の償還を求める投資家への支払いに充てることのできる当行の資産が破綻処理制度によっ

て減少し、信用格付の低下および資金調達コストの増加につながる可能性がある

 

金融機関特別措置法（ヴェット・ビゾンデレ・マートレーヘレン・フィナンシエーレ・オンダネーミンゲン、

「介入法」）、信用機関および投資機関の再生および破綻処理に係る欧州全体の枠組みの設置に関する指令

2014/59/EU（「BRRD」、その後の改正を含む。）（オランダ法に基づき実施されたもの。）、ならびにSRM規制

は、当行に対して適用される介入および破綻処理枠組みを規定する。
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再生および破綻処理計画ならびに破綻処理の可能性を阻害する要素への対処能力

当グループは再生計画を策定した。加えてSRBも、破綻処理国家当局としてのオランダ中央銀行（De

Nederlandsche Bank N.V.（「DNB」））との協力のもと、毎年当グループの破綻処理計画を策定し、当グループ

が破綻した場合または破綻する可能性が高い場合にSRBがとる可能性のある破綻処理措置を定めている。当グ

ループの破綻処理計画を策定するにあたり、SRBは破綻処理の可能性を阻害する重要要素を特定することができ

る。SRBは必要に応じて、当該阻害要素の排除を要求する場合がある。これにより当グループの事業再構築が必

須となる可能性があり、その結果、高価な取引費用が発生する場合や、当グループの事業運営または資金調達構

成の最適性が失われ、もしくはこれらにつき追加の費用が発生する場合がある。

 

早期介入措置

資本要件または流動性要件に対して、当グループが近い将来違反する場合または急速に悪化する財政状態に鑑

みて違反する可能性が高い場合、ECBは当グループに対して早期介入措置を講ずる権限を有する。財政状態の急

速な悪化は、例えば当グループの流動性ポジションの悪化、レバレッジもしくは不良債権（「NPL」）の増加、

またはエクスポージャーの集中によって生じる可能性がある。介入措置には、当グループの法的構造、経営構造

または事業戦略の変更を要求する権限、ならびに経営委員会に対してラボバンクの一般加盟者理事会

（「GMC」）の招集を要求し、これに応じない場合はECBが直接当該理事会を招集する権限、およびいずれの招集

方法の場合もECBが議題を設定し特定の決定の採択につき検討を要求する権限が含まれる。さらに、これらの早

期介入措置では不十分であると判断された場合は、経営陣の交代が行われ、または臨時管理者が着任する可能性

がある。ECBによって決定された措置を実行するために、既存の経営委員会に代わり当行の経営権限を付与され

る特任マネージャーが任命される場合もある。これらの措置が実行されれば、投資家の債権に対する払い戻しに

充てることのできる当行の資産の減少につながる可能性がある。

 

破綻処理（に先立つ）措置

ラボバンクまたは当グループが、存続可能性の失われる段階にありながらも（未だ）破綻処理要件を充足しな

い場合、SRBは、破綻処理国家当局と緊密に連携し破綻処理に先立つ措置を講ずることができ、特定の条件を満

たす場合には一定の義務を一時的に停止する権限を有する。当該措置には、資本商品を対象に、元本削減または

株式や所有権に係るその他の証券に対する権利を付与する債権への転換をさせる権限が含まれる。一時的に停止

される可能性のある義務には、ラボバンクまたは一定のグループ事業体が当事者となっている契約に基づく支払

い義務や履行義務が含まれる。

 

ラボバンクが破綻処理要件を充足した場合、SRBは破綻処理措置を講ずる場合がある。破綻処理の要件は、

（i）ラボバンクが破綻するまたは破綻する可能性が高いとECBまたはSRBが判断すること、（ii）状況に鑑み、

本破綻処理措置に代わる民間セクターによる措置または監督当局による措置によって合理的な期間内にラボバン

クの破綻を防ぐことができるとの合理的な見通しが立たないこと、および（iii）公益のために破綻処理措置が

必要であることである。
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ラボバンクはとりわけ、資本要件または流動性要件に違反した場合、ラボバンクの負債が資産を上回った場

合、ラボバンクが期日までに債務および負債を返済できない場合、または近い将来このような事態に陥ると判断

するに足る客観的要素が存在する場合に、破綻するまたは破綻する可能性が高いと判断される。

 

SRBの破綻処理ツールには、破綻寸前の銀行の財政状態を強化し適切な事業再構築のもとに継続企業として存

続させることを目的とした、事業またはその一部の売却、ブリッジ金融機関ツール、資産分離ツールならびに債

務（当行の債券等）の元本削減および株式や所有権に係るその他の証券への転換を可能にするベイル・イン・

ツールが含まれる。またSRBは、破綻処理を開始した銀行に対して、資本商品を対象とした強制的な元本削減を

要求する権限も有する。かかる強制的な元本削減は、当該証券を保有する投資家に損失をもたらす可能性があ

る。

 

破綻処理ツールの適用および破綻処理権限の行使（これらの準備および実行を含む。）に際しては、SRBは問

題となっている金融商品、権利、資産または負債の譲渡につき、通常は制限や承認要件が課されている場合で

あっても、これらに関係なく権限を行使することができる。当該権限が行使されれば、投資家の債権に対する払

い戻しに充てることのできる当行の資産の減少につながる可能性がある。

 

欧州銀行規制改革に関するリスク

2016年11月23日に、欧州委員会は、とりわけ指針2013/36/EU（「CRD」、その後の改正を含む。）、規制

（EU）575/2013（「CRR」、その後の改正を含む。）、BRRDおよびSRM規制内のいくつかの規定を改正することを

発表し、当該改正は2019年４月に採用された欧州銀行規制改革パッケージ（「欧州銀行規制改革」）に盛り込ま

れた。当該改正は、特に総損失吸収能力（「TLAC」）の最終基準の導入および当該基準とMREL（以下に定義され

る。）との相互関係の明確化を目的としたものである。

 

2021年10月27日に、欧州委員会はCRRおよびCRDの見直しに係る提言を発表した。当該見直しは次の法的要素に

よって構成されていた。すなわち、指針（EU）2019/878（「CRD V」）を改正する提言、レバレッジ比率、安定

調達比率、自己資本および適格債務に係る要件、カウンターパーティ信用リスク、マーケット・リスク、清算機

関へのエクスポージャー、集団投資事業へのエクスポージャー、大規模なエクスポージャー、報告および開示に

係る要件につきCRRを改正すること（「CRR II」）により規則（EU）2019/876を改正する提言、ならびに破綻処

理の分野につきCRR IIを改正する個別かつ特化型の提言（いわゆる「デイジーチェーン」提言）である。CRD VI

およびCRR IIIと呼称されているこれらの改正の大部分は、EUの立法機関によって採択されている。CRR IIIは、

2025年１月１日以降、全てのEU加盟国に適用されている。CRD VIに含まれる規定は、2026年１月10日までにEU加

盟各国にて国内法化される必要があり、その大部分は2026年１月11日から適用される。
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介入法、BRRD、SRM、CRDおよびCRRは、当行の信用格付の低下および資金調達コストの増加につながる可能性

があり、当行の資金調達能力、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。資本不足に陥った場合、事

業再構築に係る国の救済を受ける資格を得るためには、当行はまず劣後債務およびその他の債務の自己資本への

転換を含めた、可能な限りの全ての資本増強策を自らの手で講ずる必要がある。

 

また投資を検討する者は、当グループに対して適用される破綻処理枠組みに関連するリスクの記載されている

「自己資本および適格債務の最低必要額の調達に困難が生じた場合、当グループの事業、財政状態および業績に

著しい悪影響が及ぶ可能性がある」とのリスク項目も参照のこと。

 

26. 自己資本および適格債務の最低必要額の調達に困難が生じた場合、当グループの事業、財政状態およ

び業績に著しい悪影響が及ぶ可能性がある

 

ベイル・インおよびBRRDおよびSRM規制が導入したその他の破綻処理機能の有効性を確保するため、BRRDおよ

びSRM規制は、該当破綻処理機関が規定する、個別の自己資本および適格債務の最低必要額（「MREL」）の要件

を満たすことを（ラボバンクを含む）全ての機関に対して要求している。

 

2025年12月18日、ラボバンクは、2025年10月16日にSRBにより決定された、更新されたMREL要件を（破綻処理

国家当局の立場としての）DNBより受領した。

・ 拘束力のある要件として2025年12月18日時点で達成することを求められていた、更新後の合計MREL要件

は、リスク加重資産（「RWA」）の22.37％およびレバレッジ比率エクスポージャーの7.38％であった。RWA

に対する比率にて表される合計MREL要件については、資本バッファ要件（「CBR」）とは別に、随時適用さ

れる要件を充足する必要がある（例えば、2026年１月１日時点では合計RWAの22.37＋5.28＝27.65％）。

・ 拘束力のある要件として2025年12月18日時点で達成することを求められていた、更新後の劣後MREL要件

は、RWAの13.50％およびレバレッジ比率エクスポージャーの7.38％であった。RWAに対する比率にて表され

る劣後MREL要件については、CBRとは別に、随時適用される要件を充足する必要がある（例えば、2026年１

月１日時点では合計RWAの13.50＋5.28＝18.78％）。

 

上記のMREL要件はいずれも、グループの連結ベースにて適用される。
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今後の変更によってもまた、当グループは追加的な規制上の自己資本の増加または流動性バッファの増加を求

められる可能性があり、当グループの財政状態および業績に悪影響が及ぶ可能性がある。結果として、MRELがも

たらす義務の最終的な範囲、性質、タイミング、開示および違反の影響または実施された時点でラボバンクに及

ぼす影響について保証することはできない。当グループが、MRELの適格債務を増やせない場合、その他の事業に

おける貸付または投資を減らす必要があり、これは、当グループの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を

及ぼす。加えて、上記の要件および上記の要件を満たす当グループの能力に関する市場認識は、当行の債券の市

場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

27. 「金融機関（破綻処理）条例」は、社債の契約条項に優先し、社債に悪影響を及ぼす可能性がある

 

香港の「金融機関（破綻処理）条例」（第628章）（「FIRO」）は、とりわけ、関連する破綻処理当局により

指定される、社債の発行者としてのラボバンク香港支店を含む香港における認可機関その他対象内の金融機関の

破綻処理体制の確立について規定している。かかる破綻処理体制は、経営不振に陥っている香港における認可機

関または対象内の金融機関を安定させその存続を確保するために、適時かつ秩序ある破綻処理を行う行政上の権

限を関連する破綻処理当局に与えることを目指す。特に、契約上の権利および財産権ならびに破綻処理において

債権者が受ける支払い（支払いの優先順位に関するものを含む。）に影響を及ぼす権限が、関連する破綻処理当

局に対して与えられる。これには、社債またはその元本もしくは利息の全部または一部を消却、償却、変更、転

換または代替する権限および社債の契約条項を修正または変更する権限が含まれるがこれらに限定されず、これ

らのいずれも、社債の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。また社債の保有者は、結果として自らの投資の一部

または全部を失う可能性がある。社債の保有者は、FIROの対象となり、これに拘束される可能性がある。
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28. 当グループの規制上の最低自己資本要件および流動性要件がさらに厳しくなれば、当グループの事

業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある

 

CRDの下、（ラボバンクを含む）機関は、最低でも、当グループのRWAの合計リスクエクスポージャーの８％に

相当する規制上の自己資本を保有しなければならない（そのうちの4.5％が普通株等Tier 1資本でなければなら

ない）。これらのいわゆる最低要件または「第１の柱」「自己資本」要件に加え、機関は最低「自己資本」要件

に加えて資本バッファ要件の対象であり、普通株等Tier 1資本で満たされる必要がある。CRD IV指針は、(i)資

本保全バッファ、(ii)機関特有のカウンターシクリカル資本バッファ、(iii)グローバルなシステム上重要な機

関を対象とするバッファ（「G-SIIバッファ」）、(iv)その他のシステム上重要な機関を対象とするバッファ

（「O-SIIバッファ」）および(v)システミックリスク・バッファの５つの資本バッファについて規定する。資本

保全バッファ（2.5％）、O-SIIバッファ（1.5％）、カウンターシクリカル資本バッファ（2025年12月31日現在

1.26％）および特定のエクスポージャーに関するシステミックリスク・バッファ（0.02％）は全て当グループに

適用され（DNBが課したシステミックリスク・バッファは、CRD Vの導入により、DNBによって一時的に停止され

た）、その他のバッファの一部または全ても、ECB、DNBまたはその他当該時点の管轄当局の判断に従い、随時当

グループに適用される可能性がある。第２の柱に係る要件および／または資本バッファ要件（DNBによるシステ

ミックリスク・バッファの引き上げを含む。）が増加すれば、当グループは、CET１比率（普通株等Tier 1資本

とリスク加重資産合計の比率をいう。）ならびに資本およびMRELの総額の引き上げを求められる可能性があり、

当グループの事業、財政状態および業績に著しい悪影響が及ぶ可能性がある。

 

上記の「第１の柱」および資本バッファ要件に加え、CRD IVは、最低「自己資本」要件では完全に掌握できな

いリスクに関連して（「追加自己資本要件」）、またはマクロプルーデンス要件に対応するため、管轄当局が機

関に対して追加的な「第２の柱」の資本を維持するよう要求する可能性について検討している。

 

2025年10月30日に、ラボバンクは、監督上の検証・評価プロセス（「SREP」）に従い決定された、2026年１月

現在のECB資本要件を公表した。ECBの決定は、ラボバンクが、連結ベースでRWAの10.1％および個別ベースでRWA

の8.0％の合計SREP資本要件を維持することを要求している。連結ベースでの要件は、８％の最低自己資本要件

および2.1％の第２の柱の要件（「P2R」）で構成される。P2Rの56.25％はCET１資本の形で、また、75％はTier

1資本の形で保有することが最低要件である。2026年度のP2Rは、年次のSREPプロセスの一環としてオランダのイ

ンタレスト・オンリー住宅ローンが増加したことにより、1.9％からわずかに上昇して2.1％となった。

 

合計普通株等Tier 1資本比率の最低要件は5.68％であり、これは第１の柱の最低要件（4.5％）およびP2R

（1.2％）（切り上げ）によって構成されている。
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さらに、ラボバンクは、資本保全バッファ、O-SIIバッファおよびカウンターシクリカル資本バッファ（それ

ぞれ上記のとおり）ならびに特定のエクスポージャーに関するシステミックリスク・バッファで構成され、CET

１要件に加えて適用しなければならない、複合バッファ要件も遵守することを求められている。これはすなわち

2026年１月現在の普通株等Tier 1資本要件が合計10.96％となることを意味する。2026年５月19日現在、2026年

１月現在の普通株等Tier 1（CET１）資本要件がラボバンクに引続き適用されており、当グループはこの要件を

満たしている。

 

オランダでは、カウンターシクリカル資本バッファは2024年５月31日を効力発生日としてDNBによって２％ま

で増加した。2025年９月29日に、DNBはカウンターシクリカル資本バッファを２％に維持することを発表した。

ただし、DNBおよび（オランダ国外のエクスポージャーについては）現地の規制当局がカウンターシクリカル資

本バッファをこれ以外の水準に設定する場合がある。カウンターシクリカル資本バッファの使用により、DNB

は、シクリカルなシステミックリスクの測定に固有の不確実性をより考慮することを目的としている。また、当

該枠組みに概説されているとおり、DNBは通常のリスク環境において、カウンターシクリカル資本バッファを

２％とすることを目指している。これは、シクリカルなシステミックリスクが特別高くも低くもない環境を指

す。2025年12月３日付に、DNBは、ラボバンクに対するO-SII要件を1.75％から1.5％に調整した。これについて

DNBは、オランダ銀行業の他の銀行に関連する、ラボバンクの規模の相対的な縮小によるものだと説明した。

 

ラボバンクは、個別ベースで8.5％のCET１比率を維持することを要求されている。この8.5％の資本要件は、

2025年12月31日時点で、第１の柱の最低要件（4.5％）、資本保全バッファ（2.5％）およびカウンターシクリカ

ル資本バッファ（1.44％）ならびに特定のエクスポージャーに関するシステミックリスク・バッファ（0.02％）

で構成される。

 

現在ラボバンクは、当グループに適用される複合バッファ要件よりも高い水準の、普通株等Tier 1資本で構成

される内部管理バッファを維持する考えである。資本要件に関する新たな規則につき予測される影響を見込み、

当グループはその戦略の一環として、長期目標としてCET１比率を最低14％とすることを掲げているが、この目

標比率が維持される保証はない。この目標は、規制の動向次第では見直される可能性がある。2025年12月31日付

の当グループのCET１比率は20.33％、当グループのCET１単独比率は20.7％となった。しかし、ラボバンクがこ

のような内部管理バッファを維持し続けるとの保証、またこのようなバッファが、複合バッファ要件に対する違

反とその結果生じる普通株等Tier 1およびその他Tier 1商品に対する支払制限を回避するために十分であるとい

う保証はない。
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当グループは、当グループが保有する資本資源がその規制上の最低自己資本要件、追加自己資本要件、または

資本バッファ要件を満たすだけの十分な水準に達しないリスクという、規制を受ける全ての金融事業に内在する

リスクに晒されている。経済状態または金融市場における好ましくない傾向が悪化すれば、自己資本要件はより

厳しくなる可能性がある。当グループが「第１の柱」に基づく規制上の最低自己資本比率、「第２の柱」に基づ

く追加自己資本要件または資本バッファ要件を維持できなければ、行政処分または制裁措置を受ける可能性があ

り、これは当グループの業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。利用可能な自己資本の不足は、当グループ

の機会を制限する可能性がある。

 

2017年12月にバーゼル銀行監督委員会（「バーゼル委員会」）はバーゼルⅢの改正（業界内においては「バー

ゼルIV」とも称される。）を最終確定した（「バーゼルⅢ改正」）。

 

バーゼルⅢ改正のうち、当グループへの影響が最も大きいのは信用リスクに係るRWA（リスクエクスポー

ジャー額（「REA」））につき標準化されたフロアであると予測される。信用リスクに係るRWA（REA）につき新

たに標準化された計算方法に関する基準には、(i)新たなリスクドライバーの導入、(ii)新たなリスクウェイト

の導入、および(iii)信用格付への機械的依存の軽減（銀行に十分なデュー・デリジェンスの実施を義務づける

こと、および外部信用格付の利用を望めないまたは望まない法域向けに格付に基づかずかつ十分に詳細なアプ

ローチを開発することによる。）が含まれている。先進的手法に基づく計算と新たに標準化された方法に基づく

計算とでは住宅ローンにつき算出されるRWA（REA）に大きな違いが生じることから、標準化されたRWA（REA）フ

ロアの導入は、当グループのリスク加重資産の計算に対して著しい影響を及ぼすと予測され、またラボバンク・

グループの法人に対するエクスポージャーにも影響を及ぼすと見込まれる。バーゼルⅢ改正および特に標準化さ

れたフロアの実施には、非常に大きな労力を要する。アウトプットフロアは、バーゼルⅢ改正の段階的導入後の

後半において制約となり、自己資本比率に悪影響を及ぼす可能性がある。2021年10月27日、欧州委員会は、バー

ゼルⅢ改正をEUで実施するための法制に関する提言を公表した。法制に関する提言のほとんどは、2025年１月に

その効力が生じた。この実施を見越して、DNBは、ラボバンクなどのオランダの銀行の住宅ローン貸付ポート

フォリオ（の一部）のリスクウェイトについて、当該リスクウェイトのための内部リスク・モデルを用いて最低

フロアを設定した。この措置は2024年12月１日まで有効となる予定であった。しかし、2024年10月17日、DNB

は、オランダの銀行の住宅ローン・ポートフォリオ（の一部）に対するリスク加重の最低フロアを２年間（すな

わち2026年11月30日まで）延長することを発表した。当グループに適用されている規制上の自己資本要件、流動

性制限または比率が将来的に引き上げられた場合、当グループが引き上げられた当該資本および流動性比率を維

持できなければ、行政処分または制裁措置を受ける可能性があり、当グループの事業、財政状態および業績に重

大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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29. 適格な従業員を確保し引きつける当行の能力は事業の成功に欠かせず、それを怠れば当行の事業、財

政状態および業績に著しい悪影響が及ぶ可能性がある

 

当グループの成功は、その上級経営陣およびその他の重要な従業員の能力および経験に大きく依存している。

当グループの特定の重要な従業員を失うこと、特に競合する他社に奪われることは、当グループの事業、財政状

態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。適任な従業員、特に若手のスタッフを十分に確保し、維持

しまたは意欲を高めることができなければ、ラボバンクの財務計画、成長およびその他の目標の達成が大きく妨

げられ、その事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、当グループが関連する

法律および規制を遵守する能力を阻害し、事業リスクのみならず、コンプライアンス・リスクを生じさせる可能

性もある。このため、意欲的かつ自律的な従業員を将来のために維持し続けることができるよう、次世代の従業

員のニーズや動機を評価および理解することに重点が置かれている。

 

セクションＤ：租税リスク

 

30. 租税リスク

 

当グループは、事業を展開する全ての国において当該国の税法を適用されている。該当租税は主に、法人税、

給与税、付加価値税、銀行税および源泉徴収税に分類される。租税リスクとは、税法および税法の解釈の変更に

関連するリスクである。これには税率の変動に伴うリスクおよび税務当局より義務付けられている手続きの不遵

守のリスクも含まれている。租税リスクの管理に失敗すれば、追加の課税につながる可能性がある。また、義務

付けられている納税手続きおよび税法に関するその他の事項を遵守できなければ、金銭的処罰にもつながりかね

ない。ある特定の租税リスクが実体化した結果として特定取引に関連する税費用が予想を超えた場合、当該取引

の収益性に影響を与える可能性があり、これは当グループの事業、財政状態および業績に著しい悪影響を及ぼす

か、規制上の執行措置につながる可能性またはラボバンクの評判に悪影響を及ぼす可能性がある。
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31. 当グループに対して課される銀行税が今後増加した場合、当グループの事業、財政状態および業績に

対して著しい悪影響を及ぼす可能性がある

 

2012年に、オランダ政府は、オランダにおいて銀行業を営むことを許可されている全ての事業体に対して銀行

税を導入した。かかる税は、該当する銀行の前会計年度末時点における貸借対照表の負債の合計に基づいてお

り、保証スキームの対象となる株式および預金、ならびに保険事業に関連する特定の負債は除外する。短期の資

金調達に係る負債に対する課税は、長期の資金調達に係る負債に対する課税の２倍である。2025年度中に、当グ

ループは、合計185百万ユーロのオランダ銀行税（2024年度：184百万ユーロ）を課せられた。

 

ラボバンクは、2023年度にベルギーにおいて賦課金を科せられたものの、2024年度および2025年度には、ラボ

バンクはベルギーにおいてかかる賦課金を支払わなかった。当グループに対して課される銀行税が今後増加した

場合、当グループの事業、財政状態および業績に対して著しい悪影響を及ぼす可能性がある。

 

前へ
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1)  業績等の概要

 

下記「(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照。

 

ラボバンクのCEOによる序文

 

「当年度のラボバンクを２つの単語で表すとすれば、それはレジリエンスと進展になるであろう。」

 

ラボバンク・グループ 経営委員会 会長　ステファーン・デクラーネ

 

最近、ある寒い冬の日に、私（ラボバンクCEOであるステファーン・デクラーネ）はアルメレにあるター

ミューレン・バラ農園で何百もの色とりどりのバラの花束に囲まれていた。家族経営のこの農園は30年近くにわ

たりこの花々を献身的に栽培してきた。話に耳を傾け、温室へと足を踏み入れ、社内の方々と対面するこうした

訪問の機会は、私が仕事の中でも最も大切にしている時間である。顧客がどんな人で、何に突き動かされ、何を

懸念しているのかを本当の意味で理解してはじめて、真に意義ある銀行となることができる。

 

ターミューレン・バラ農園において、私は起業家によく見られると感じている、ある側面を再び目撃した。そ

れは堅実な決断力である。一歩ずつ投資し、エネルギーを効率的に使い、人と商品を同じように大切にする。こ

れらの起業家は、エネルギー効率の高い経営を実現するため、当行のSME向けサステナビリティ拠出金を活用し

た。まさに足元にも、温室にも、周囲の共同体にもその影響を感じられるような実質的な進展である。協同組合

銀行として、当行はこれを可能にすることができる。それは当行の利益の一部（2023年度以降、１十億ユーロ

超）が社会に還元され、かつ当行の堅固な財政基盤によって顧客および共同体を本質的に強化することができる

ためである。

 

同時に、当行の協同組合としてのアイデンティティは、単に財源を社会に対して還元するのみのものではな

い。当行の特徴は、当行の加盟者が当行の顧客でもあり、すなわち当行の主要なステークホルダーであるという

点である。これは何をするにおいても、当行は彼らの長期的な利益を追求することを意味する。

 

当行の商品およびサービスを通じて、当行は顧客に力を与え、将来を見通す手助けをし、今日および未来の社

会課題に対するソリューションに貢献することを目指している。一世紀以上にわたりラボバンクの中核をなして

きたのは、まさにこの長期的な視野と、人々、企業および共同体のために価値を創出する固有の取組みである。
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レジリエンスと進展

2025年度もラボバンクの業績は堅調であったため、当行は誇りを持って2025年度の年次報告書を公表する。

2026年２月10日に当行は純利益が５十億ユーロに迫ったとの業績を発表した。地政学的緊張、経済の不確実性、

および急速な移行によっていっそう不安定さの増す世界において、当行は堅固な業績を維持した。当年度のラボ

バンクを２つの単語で表すとすれば、それはレジリエンスと進展になるであろう。

 

強固な財政的ポジションおよび協同組合基盤のお陰で、当行はまたしても当行の利益の相当部分を社会イニシ

アチブに対して割り当てながら、顧客を支援し続けることができた。コーペラティブ・プログラムを通じて、当

行は2025年度単年で292百万ユーロを社会に投資した。注目すべきは、独立したラボ・インパクト・ファウン

デーションを設立したことである。102百万ユーロの当初拠出金に支えられ、当該基金によって、当行は従来の

融資では不十分であった分野において長期的なインパクトを生み出している。

 

加えて、当行は研究および新たなイノベーション・ウィングの建設を支援するため、60百万ユーロの評価額を

有するマクシマ皇太子妃小児腫瘍研究センターとの３年間のパートナーシップを開始した。これらの投資は当行

の協同組合モデルの本質を形あるものにする。すなわち、ラボバンクの業績が上がるほどに、社会において、そ

して社会のために、一体となってより大きな変化をもたらすことができるのである。

 

オランダにおいてこれまで以上に顧客を重視

本拠地であるオランダの市場において、当行はこの一年でさらに立場を盤石にした。またしても、ラボバンク

は国内最大の住宅ローンの貸付業者であった。2025年度中、当行は58,000近くの世帯の住宅購入または住宅修繕

を支援した。また仲介チャネルにおいてもトップの座を確保し、法人向けの貸付事業も力強い成長を見せた。か

かる業績の一部は、リテールNLがこれまで以上に顧客を重視する構造（オランダ国内の民間個人および法人向け

の全ての活動が統合された。）となったことに起因する。

 

これにより、当行は住宅市場から事業拡大の野望まで、顧客のニーズにより迅速に対応することができるよう

になる。

 

ホールセール・アンド・ルーラル：揺れ動く世界における揺るぎない道

ラボバンクの業績は世界においても堅調であった。2025年度は当行の多くの顧客にとって課題の多い一年で

あったが、世界で選ばれる食品・農業銀行になるという当行の目標はこれまで以上に実現した。不安定性、複雑

な市場および限定的な予測可能性によって、顧客に寄り添い続け着実に業績をあげる銀行が求められた。
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当行のホールセール・アンド・ルーラル部門がこの課題に対して立ち上がった。世界の貸付ポートフォリオは

４十億ユーロ増加し、132十億ユーロとなった。そのうち59％は、まさに食品に係る移行が最も喫緊の課題と

なっている食品・農業バリューチェーンを支援するものである。エネルギーに係る移行も加速した。サステナブ

ル・プロジェクト（数多くの太陽光および風力プロジェクトならびに20近くの大規模バッテリー貯蔵プロジェク

トを含む。）に対して実行中の融資は８十億ユーロ超にまで増加した。

 

顧客に寄り添い続けたことで、目に見える変化が生じた。当行は企業が営業を続け、成長のための資金調達を

確保し、必要な移行を舵取りする手助けを行った。不確実な世界において、当行のセクターに対する専門性およ

び長期的なコミットメントが不可欠であることが証明された。

 

DLL：パートナーでありアクセラレーターでもある

当行の子会社であるDLLも、揺れ動く環境の中で運営されていた。欧州およびアジア太平洋においては堅調な

業績であった一方、ブラジルおよび米国においては農業セクターにおける地政学的混乱および緊張がリスクコス

トの上昇につながった。それでもDLLは、ベンダーおよびディーラーのパートナーとしてその顧客を支えるとい

う軸に忠実であり続けた。

 

それは年次のパートナー・ロイヤルティー調査においてネット・プロモーター・スコアが65から68に上昇した

ことに表れている。恒常為替レートにおいて、リース・ポートフォリオは２％増加し、DLLは既存および新規セ

グメントの両方においてその事業を拡大した。例えば、欧州全土の卸売在庫に係る融資について、BRPとの間で

５年契約が締結された。30超の新規パートナーおよび１百万近くの顧客を擁して、DLLはより強固で将来を見据

えた組織を構築し続けている。

 

コーペラティブ・イニシアチブ：耳を傾け、つなげ、行動する

当行のミッションである「Growing a Better World Together（一体となってより良い世界を作る）」は、引

続き当行の全ての活動の基本理念となっている。株主ではなく加盟者を有する協同組合銀行として、当行はより

良い社会に真に貢献することができる。オランダにおいては、当行は全国財政的健全性連合といったイニシアチ

ブやソーシャル・コレクション実務を通じて、家庭の財政的健全性を強化している。そして前述のラボバンク・

インパクト・ファウンデーションを通じて、エネルギーおよび食品システム、水の安全性、循環性、（特にオラ

ンダにおける）ヘルスケアおよび手頃な住宅など、社会的緊急性の高い分野において歩みを進めている。

 

当行はナショナル・ダイアログ期間中も含め、当行の顧客および加盟者と継続的に対話を行っている。かかる

会話が、社会および経済において何が起きているのか、そしてどういったところでラボバンクは変化をもたらす

ことができるのかについて、価値ある洞察をもたらしてくれる。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

130/574



当行の協同組合としての力を引き出すAI

当行内においても、2025年度には微妙でありながら広範囲に及ぶ変化が見られた。人工知能（AI）の急速な台

頭により当行の働き方が見直されたのである。反復的なプロセスはさらに自動化され、同僚たちは、分析を加速

し意思決定を改善するAIアプリケーションの助けを借りる機会が増えた。同時に、創造性、批判的思考、コラボ

レーションおよび共感といった、人間のスキルがこれまでになく重要となっていることが明らかになった。技術

の進展と人間の能力向上という組み合わせが、当行をいっそう機動的かつ効率的にし、顧客に対してより良い個

別的な方法でサービスを提供する手助けとなった。AIは今や単なるツールではなく、協同組合としての力を引き

出すものとなった。

 

不安定な世界における緊急性および責任

世界はいっそう不安定になった。そのため当行は、素晴らしいフランドル語で言うところのperformant（力強

く、効率よく、生産性があるとの意味）であると同時に、顧客および社会に寄り添う必要がある。近年の当行の

業績は、強い信念を持ってこの責任を全うする力を与えてくれるものである。その信念とは、オランダ国内の９

百万超の顧客にとって信頼できるパートナーであり、金銭だけでなく知識およびネットワークを通じて、社会に

利益を還元し続ける協同組合であるというものである。

 

将来の展望：簡素、スケール、および近接

当行は進んできた道のりを歩み続ける。すなわちリテールNL、ホールセール・アンド・ルーラル、およびDLL

において、可能な点は簡素化し、価値を付加できる点ではスケールし、これまで以上に顧客と緊密に連携する。

当行は、顧客ジャーニーをより簡単、迅速かつ信頼できるものとするため、デジタル化、データ主導型の経営、

および経営上の卓越性への投資を続ける。そしてアルメレでそうしたように、引続き現場へ出向いて顧客を訪ね

る。今日そして長い将来のために、耳を傾け、助言を提供し、一体となってソリューションを構築する。

 

ターミューレン・バラ農園においてバラの花束に囲まれながら、私は一見壊れやすそうなこの商品がいかにレ

ジリエントなものであるかに驚いた。一つ一つの花の裏には、職人技、適応力および日々の手入れがある。それ

はまるでこの一年間、そして当行が追求し続ける道を象徴しているかのようであった。

 

農家がバラを栽培するときと同じ献身と冷静さによって、当行は社会にしっかりと根付き、我々を取り巻く世

界とともに動き、常にサステナブルな成長に焦点を当てる、真に意義ある銀行を築き続ける。
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(2)  生産、受注及び販売の状況

上記 「(1) 業績等の概要」を参照。
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(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

 

堅実な銀行

 

「当行の目標は堅実な銀行であり続けることである。それは当行の堅調な財務業績および当行の多様なステー

クホルダーのための価値に反映されている。」

 

CFO　バス・ブラウワース

 

2025年度の当行の純利益は4,957百万ユーロであった。かかる堅調な業績が継続している要因は、底堅い収

益、営業費用のわずかな増加および安定した資産の質にある。

 

国内リテール・バンキング（DRB）においては、預金マージンが減少した。ただし、顧客からの預金が力強い

成長を続けており25.4十億ユーロ増となったこと、および貸付ポートフォリオが引続き増大し10.6十億ユーロ増

となったことによって、預金マージンの減少が純受取利息に対して与える影響は緩和された。ホールセール・ア

ンド・ルーラル（W＆R）においては貸付ポートフォリオが9.3十億ユーロ増加し、当行のリーシング・ポート

フォリオは前年度に比べ1.1十億ユーロの増加となった（いずれも恒常為替レートの場合）。

 

協同組合イニシアチブの影響を除いた場合、2025年度中の当行の営業費用に大きな変動はなかったことになる

が、これは平均常勤換算従業員数の削減（2024年度比２％減）が労働協約から生じた賃金の引き上げを相殺した

ためである。

 

貸付金の減損費用は764百万ユーロとなったが（2024年度：468百万ユーロ）、これは好条件下にあった数年間

を経てより標準的な水準に戻ったことを反映している。マクロ経済が不安定であったことおよびブラジルの情勢

が当行のリース事業に悪影響を及ぼしたことが、2025年度の減損費用を主に決定づけた。

 

ラボバンクの収益に対する費用の比率は、費用のペースが当行の緩やかな収益の増加と合っていたことを反映

し、54.5％（2024年度：54.4％）にて安定していた。自己資本利益率は9.1％となった（2024年度：10.0％）。

 

当行のCET １比率は16.9％から20.3％まで飛躍した。当該改善は主に、資本要件規制３（CRR３）が2025年１

月に施行されたことに起因する予測済みのリスク加重資産の減少、および利益剰余金に対する利益の追加による

ものである。かかる堅実な資本ポジションによって、当行は当行の成長戦略および社会に対するプラスの影響を

支えることができる。
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グループの財務業績
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業績    

単位：百万ユーロ
2025年
12月31日

2024年
12月31日

増減率

純受取利息 12,001 12,061 0％

純受取手数料 2,430 2,302 6％

その他利益 1,993 1,767 13％

収益合計 16,424 16,130 2％

人件費 6,303 6,165 2％

その他一般管理費 2,121 2,019 5％

減価償却費および償却費 286 327 -13％

営業費用合計 8,710 8,511 2％

総利益 7,714 7,619 1％

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - 70  

金融資産に係る減損費用 764 468 63％

賦課金 234 266 -12％

税引前営業利益 6,716 6,815 -1％

法人税等 1,759 1,652 6％

当期純利益 4,957 5,163 -4％

　    

金融資産に係る減損費用（単位：ベーシスポイント） 17 11  

　    

比率    

収益に対する費用の比率（賦課金を含む） 54.5％ 54.4％  

自己資本利益率（ROE） 9.1％ 10.0％  

資産利益率（ROA） 0.78％ 0.83％  

    

税引前基礎的営業利益の変動    

収益 16,424 16,130  

収益に対する調整－公正価値により評価される項目 -189 -40  

基礎的収益 16,235 16,090  

営業費用 8,710 8,511  

費用に対する調整－事業再構築費用 47 89  

基礎的費用 8,663 8,422  

基礎的総利益 7,572 7,668  

のれんおよび関連会社に係る減損損失 - 70  

金融資産に係る減損費用 764 468  

賦課金 234 266  

税引前営業利益 6,716 6,815  

合計調整額 -142 49  

税引前基礎的営業利益 6,574 6,864  
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底堅い収益

地政学上およびマクロ経済上の不確実性が続く中で、ラボバンクは堅調かつ安定的な総収益を計上した。純受

取利息は、当行の多くの事業セグメントを通じて取引高が増加したことの恩恵を受けた。なおその一部は預金に

係るマージンが減少したこと、および為替の影響（特にユーロに対して米ドル安となったこと）によって、相殺

された。年間純利息マージンは、平均純受取利息の減少が平均資産残高の増加と組み合わさったことにより、

1.87％に減少した（2024年度：1.90％）。

 

純受取手数料は、収入基盤をいっそう多様化するという当行の戦略に沿って、国内および国外の両方の営業に

おいて引続き増加した。国内営業における増加は、主に支払いおよび投資からの手数料収入が増加したことに起

因するが、運用資産が引続き増加したことによっても支えられた。国際的には、手数料収入の増加はキャピタ

ル・マーケッツ、コア貸付、プロジェクト・ファイナンスおよびバリュー・チェーン・ファイナンスによるもの

であった。
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その他利益は、ファンド投資、共同投資および直接投資によってラボ・インベストメンツからの拠出額が増加

したことに起因し、著しく改善された。さらに、BPDにおける減損がより標準的なものとなったこともその他利

益にプラスに作用した。かかる動向は、関連会社およびジョイントベンチャーならびにメキャニクス・バンクに

対する投資に係る利益が減少したことにより一部相殺された。

 

 

インフレの圧力および事業の成長にかかわらず営業費用の増加はわずか

292百万ユーロの協同組合イニシアチブの影響（2024年度：102百万ユーロ）を除いた場合、当行の営業費用合

計に変動はなかった。営業費用において占める割合の最も高い人件費の総額は、労働協約に関連するオランダに

おける賃金の増加および国外営業においてはインフレの圧力によって増加した。

 

当該影響の一部は、常勤換算従業員数が減少傾向にあり、グループレベルにおいて平均従業員数が減少し、常

勤換算従業員にして合計48,202人（2024年度：49,272人）となったことによって相殺された。
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予測不能なマクロ経済環境および地政学的環境にかかわらず、資産の質は堅固さを維持

金融資産に係る減損費用は増加したが、これは好条件下にあった数年間を経てより標準的な水準に戻ったこと

を反映している。2025年度の減損費用が増加した主因は、当行の信用リスクモデルがいっそう洗練されたこと、

およびブラジルの情勢が当行のリース事業に引続き悪影響を及ぼしていることにある。年間で見た場合、リスク

費用の合計は民間セクター向け平均貸付ポートフォリオの17ベーシスポイント（2024年度：11ベーシスポイン

ト）に当たり、景気循環全体を通じた水準である20ベーシスポイント前後を引続き下回っている。

 

実効税率は26.2％となった（2024年度：24.2％）。関連会社およびジョイントベンチャーからの収益を含む当

行の一部の収益は非課税となるが、オランダにおける銀行税およびオランダの銀行向け過少資本税制における支

払利息等、一定の費用は控除対象外となる。

 

バランスシートの動向

 

恒常為替レート
１
において貸付ポートフォリオは５％増加

依然として厳しいマクロ経済環境にありながら、当行の民間セクター向け貸付ポートフォリオはすべての事業

セグメントにおいて増加し、（恒常為替レートにおいて）合計で20.8十億ユーロ増加した。

 

1　2024年度の数値も2025年度の為替レートにおいて再計算されている。

 

貸付ポートフォリオ
単位：十億ユーロ
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セクター別貸付ポートフォリオ
単位：十億ユーロ
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預金は５％増加

預金総額は順調に増加し続けた。国内においては、オランダの預金市場全体の成長に沿って民間顧客からの預

金を増やし、程度としてはこれに劣るが法人顧客からの預金も増やすことができた。国外においては、預金額は

緩やかに減少した。

 

預金額の増加が貸付額の増加を上回ったため、当行の預貸率（LtD比率、特定の時点）は1.07に改善された

（2024年度：1.11）。

 

顧客からの預金
単位：十億ユーロ

 

 

 

発行済債券は減少

2025年度の多様化された当行の発行済債券残高（市場価格に基づく。）は110.9十億ユーロに減少した（2024

年度：116.8十億ユーロ）。これにはマイナス0.7十億ユーロのヘッジ会計調整が含まれる（2024年度：マイナス

0.7十億ユーロ）。
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自己資本の管理
 

バランスシート   

（単位：十億ユーロ） 2025年12月31日 2024年12月31日

現金および現金同等物 62.8 84.9

顧客に対する貸出金および預け金 472.3 454.5

金融資産 35.6 23.7

他行に対する貸出金および預け金 33.1 27.0

デリバティブ 19.6 23.4

その他資産 15.5 15.8

資産合計 638.9 629.3

顧客からの預金 433.9 411.4

発行済債務証券 110.9 116.8

他行からの預り金 10.2 12.4

デリバティブ 12.9 17.4

金融負債 2.5 2.8

その他負債 12.6 15.1

負債合計 583.0 575.9

自己資本 55.9 53.4

負債および自己資本合計 638.9 629.3
 

 

自己資本は増加

当行の自己資本は55.9十億ユーロに増加した（2024年度：53.4十億ユーロ）。これは純利益の大部分を利益剰

余金に追加したこと、資本証券の償還、およびその他包括利益に対する為替の悪影響を反映している。当行の

2025年12月31日現在の自己資本のうち、79％（2024年度：77％）が準備金および利益剰余金、12％（2024年度：

13％）がラボバンク証書、７％（2024年度：９％）が資本証券、そして１％（2024年度：１％）がその他非支配

持分により構成されている。ラボバンク証書の法的な建付けの簡素化が実施された。

 

(単位：百万ユーロ)  

2024年12月末時点の自己資本 53,444

当期中の純利益 4,957

その他包括利益 -903

ラボバンク証書に対する支払い -449

ラボバンク発行の資本証券に対する支払い -195

資本証書の償還 -1,000

その他 -3

2025年12月末時点の自己資本 55,851
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自己資本比率（BIS比率）   

（単位：百万ユーロ） 2025年12月31日 2024年12月31日

準備金および利益剰余金 44,323 40,942

予定される分配 -1 -2

ラボバンク証書 6,909 6,909

規制上の調整 -2,598 -3,685

普通株等Tier 1資本 48,633 44,164

資本証券 3,980 4,972

規制上の調整 -75 -73

その他Tier 1資本 3,905 4,900

Tier 1資本 52,538 49,063

劣後債務のうち適格資本として扱われるもの 4,056 5,671

規制上の調整 -90 -89

Tier 2資本 3,966 5,582

適格資本 56,504 54,646

   

リスク加重資産 239,223 261,452

   

普通株等Tier 1資本比率 20.3％ 16.9％

Tier 1資本比率 22.0％ 18.8％

総自己資本比率（BIS比率） 23.6％ 20.9％

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー単体
（発行体レベル）の普通株等Tier 1資本比率

20.7％ 16.6％
 

 

強固な自己資本ポジションの維持

2025年12月31日現在、当行の普通株等Tier 1資本（CET １）比率は20.3％となった（2024年度：16.9％）。こ

れは、当行の14％超という目標を十分に上回っている。CET １比率の動向の主因はリスク加重資産の減少であっ

たが、これに加えて純利益を利益剰余金に追加したことでCET １資本が増加したこともプラスに働いた。リスク

加重資産（RWA）は、主にCRR３（別称バーゼルIV）の施行に起因して22.2十億ユーロ減少した（261.5十億ユー

ロから239.2十億ユーロ）。2025年12月31日現在の当行のレバレッジ比率は7.7％（2024年度：7.3％）であり、

バーゼル・ガイドラインおよびCRRにおいて要求される３％の最低レバレッジ比率を十分に上回っている。当行

の総自己資本比率（BIS比率）は23.6％（2024年度：20.9％）まで増加したが、これはRWAの減少およびCET １資

本の増加が発行済みAT 1およびTier 2証券の適格分の減少により一部相殺されたことによるものであった。ラボ

バンクは、20％の総自己資本比率（BIS比率）は適切であると考えている。
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リスク加重資産

2025年度中、RWA合計は主にCRR３の導入に起因して239.2十億ユーロまで減少した（2024年度：261.5十億ユー

ロ）。その主因は基礎的内部格付手法モデルにおけるデフォルト時損失率（LGD）のインプット・パラメーター

が減少したことである（これによりマイナス14.5十億ユーロ）。加えて、基礎的内部格付手法モデルにおける与

信換算掛目（CCF）の減少によって、デフォルト時エクスポージャー（EAD）が減少した（これによりマイナス

8.6十億ユーロ）。さらにその他の影響が組み合わさり、マイナス1.7十億ユーロの効果を生んだ。一方で、RWA

は事業の発展により増加した分もある（8.2十億ユーロ）。為替がこれに5.5十億ユーロ前後のマイナスの影響を

及ぼした。ラボバンクは、規制上の観点および内部の経済的な観点の両方から、自己資本の十分性につき包括的

な評価を行っている。かかる二方向からのアプローチによって、ラボバンクのリスク特性から生じる潜在的な悪

影響を軽減するために組織が十分な資本を保有することが確保される。当該評価の結果から、ラボバンクは健全

な資本基盤を維持していることが確認されている。

 

規制上の自己資本

規制（ピラー１）上の自己資本要件は、当行のRWAの８％である。当該自己資本要件は、当行に保有が義務付

けられている資本の最小額を意味する。当行の規制上（要求される）自己資本は、2025年12月31日時点で19.1十

億ユーロ（2024年度：20.9十億ユーロ）となり、このうち86％は信用および移転リスク、12％がオペレーショナ

ル・リスク、２％がマーケット・リスクに関係している。

 

事業部門別の規制上の自己資本   

（単位：十億ユーロ） 2025年12月31日 2024年12月31日

国内リテール・バンキング 6.4 6.1

ホールセール・アンド・ルーラル 8.7 9.2

リース 2.6 2.6

不動産開発 0.4 0.4

その他 1.0 2.6

ラボバンク 19.1 20.9
 

 

MREL適格資本バッファ

当行は、万が一ベイル・インが発生した場合にシニア債権者および預金者を保護することを目指している。そ

のため、当行はベイル・イン時に当初損失を吸収する資本、劣後債務および非優先シニア債務による多くのバッ

ファを有している。これに加え、MREL適格優先シニア債務によって構成されるバッファも利用可能となってい

る。

 

MREL要件は、欧州連合の銀行が潜在的な破綻に際して損失を吸収するための十分な自己資本および適格債務を

保有することを確保するために設けられたものである。ラボバンクのMREL要件は、SRBによる決定に基づき、連

結レベルで設定されている。法的拘束力を有する2025年12月31日時点の当行のMREL要件は、RWAの27.9％（段階

的に導入されているコンバインド・バッファ要件（CBR）を含む。）およびレバレッジ比率エクスポージャーの

7.5％に設定されていた。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

143/574



2026年１月１日現在、MREL要件はRWAの27.7％（段階的に導入されているCBRを含む。）およびレバレッジ比率

エクスポージャーの7.4％に設定されている。

 

劣後MRELバッファは、適格資本に、満期日までの残存期間が１年以上のTier 2資本証券（の償却済み分）およ

び満期日までの残存期間が１年以上の非優先シニア債を加えたものとして定義されている。当該バッファは、

78.6十億ユーロから79.1十億ユーロまで増加したが、これはRWAの33.1％（2024年度：30.1％）に相当する。こ

れに加え、MREL適格優先シニア債による1.9％ポイントのバッファも利用可能な状況であった。

 

MREL適格資本バッファ   

（単位：十億ユーロ） 2025年12月31日 2024年12月31日

適格資本 56.5 54.6

適用除外対象であるその他Tier 1資本の非適格部分 0 0

満期日までの残存期間が１年以上のTier 2のうち償却済
みのもの

0.7 1.4

満期日までの残存期間が１年以上の非優先シニア債 21.9 22.5

MREL適格資本および非優先シニア債によるバッファ 79.1 78.6

満期日までの残存期間が１年以上のMREL適格優先シニア
債

4.5 9.1

合計MREL適格バッファ 83.7 87.7

リスク加重資産 239.2 261.5

MREL適格資本および非優先シニア債によるバッファ
／リスク加重資産

33.1％ 30.1％

合計MREL適格バッファ／リスク加重資産 35.0％ 33.5％
 

 

前へ
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５ 【重要な契約等】

該当なし
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６ 【研究開発活動】

該当なし
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

該当なし

 

２ 【主要な設備の状況】

該当なし

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当なし
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

該当なし。

 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーには加盟者はいるものの、株主は存在しない。

 

② 【発行済株式】

該当なし。

 

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当なし。

 

(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

該当なし。

 

上記「（1）株式の総数等」を参照。

 

(4) 【所有者別状況】

該当なし。

 

(5) 【大株主の状況】

該当なし。上記「（1）株式の総数等」を参照。

 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーには加盟者はいるものの、株主は存在しない。2025年12月31日現

在、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーには約2.3百万人の加盟者がいる。
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２ 【配当政策】

経営委員会の決議のもと、参加権への分配金およびその他Tier１商品の分配金の支払に利益を使用することが

できる。

残りの利益は、ラボバンクが保有する一般準備金に繰り入れる。経営委員会はまた、純利益から参加権の保有

者およびその他Tier１商品の保有者への中間分配金を支払うことも決定できる。ラボバンクが存続する間は、全

額または一部を問わず準備金をメンバーに分配することはできない。経営委員会には、参加権やその他Tier１商

品について準備金から分配金を支払う権利がある。仮にいずれかの時点で、ラボバンクの事業を他の事業体また

は組織に引き継がせるためにラボバンクを解散するという決定がなされたときは、準備金は当該事業体または組

織に移管される。
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３ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

(1)　コーポレート・ガバナンスおよび加盟者の影響力

 

当行の現在の協同組合ガバナンスの構造は、2016年１月から採用されている。コーペラティブ・ラボバンクが

19世紀末にオランダに設立されて以来、加盟者はラボバンクの基盤であり、当行のガバナンス組織の複数の階層

において発言権を有し、代表を務めている。地方銀行を含むオランダ国内のラボバンク、海外の支店、駐在員事

務所および代理店は、１つの銀行免許と１つの財務書類を備える、１つの協同組合銀行として運営を行う。日々

の実務において、当行の加盟者ベースのガバナンスの独自の特徴が、その価値、強さおよび柔軟性を証明してい

る。さらに、正式なガバナンス組織における加盟者の代表者は、ラボバンクの社会的資本にとって重要である。

これらの代表者は、ラボバンクにとって価値のある社会とのつながりおよび関係を確かなものにする。

 

ラボバンク・グループの法的体制

ラボバンク・グループとは、（i）コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（オランダ国内の地方銀行なら

びに海外の支店、駐在員事務所および代理店を含む。）（以下「ラボバンク」という。）、（ii）子会社、なら

びに（iii）ラボバンクがオランダ国内外両方において支配権を有するその他の法人をいう。適用法令（外国の

法域が関係する場合など）に基づき、状況に応じて別の定義が適用されることがある。ラボバンクは責任限定協

同組合（「cooperatie U.A.」）であり、本店所在地はオランダのユトレヒトである。ラボバンクの登記上の事

務所はオランダのアムステルダムにある。ラボバンクは複数の商号を利用している。

 

協同組合であるラボバンクには、通常の株主はおらず、加盟者がいる。オランダにおけるラボバンクの顧客

は、ラボバンクの加盟者になる機会がある。後述するとおり、加盟者はラボバンクのガバナンスにおいて重要な

役割を果たしている。2025年度末時点で、ラボバンクには約2.3百万人の加盟者がいる。加盟にあたってラボバ

ンクへの資本拠出を要するものではなく、ラボバンクの資本に対する請求権を伴うものでもない。加盟者および

元加盟者は、ラボバンクの損失に充当するための拠出義務から除外される。

 

ラボバンクは証書（以下「ラボバンク証書」という。）を発行している。ラボバンク証書はラボバンクの自己

資本の一部を構成するものの、ラボバンク証書の保有者はラボバンクにおける議決権を有しない。

 

ラボバンクは、法的形態が異なる複数の子会社をオランダ国内外に有している。ラボバンクが20％以上の資本

持分を保有する企業の概要は、ラボバンクのウェブサイトに掲載されている。
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ラボバンクの協同組合ガバナンスにおける加盟者の影響力

 

ラボバンクは、地方レベルおよび中央レベルの両方で意思決定プロセスを有する組織である。ラボバンクの際

立った特徴として、地方組織は地方の方向性を保っている。ガバナンスは、協同組合と銀行が一体であるという

原則を反映している。

 

オランダにおける加盟者

ラボバンクの加盟者（個人および法人）は、地理的要件（地域（「leefgebieden」））に基づき、部門

（「afdelingen」）に分けられている。現在、78の地域が存在し、それに応じて78の部門が存在する。各地域内

で、地方銀行および地方取締役も存在する。

 

これらの地方取締役は、地方の方向性を保障し、地域内の地方銀行をしっかりと支えるよう経営委員会から命

じられている。地方取締役は、地域におけるラボバンクの代表者（「boegbeeld」）と、地方加盟者理事会およ

び地方監督委員会の主な連絡窓口を務めており、また、オランダのリテール・バンキング事業においても役職を

有している。

 

部門に所属している加盟者は、地方加盟者理事会の構成員の任命、停職および解任について責任を負ってい

る。
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地方加盟者理事会

各部門には30から50名の構成員で構成される地方加盟者理事会が存在する。地方加盟者理事会は、耳目の役割

を果たし、地域における顧客サービスおよび社会的実績につき、地方取締役と議論する。コーペラティブ配当の

枠組みおよび条件の決定は、地方加盟者理事会にのみ留保された独自の責任である。毎年度、コミュニティの福

祉および社会的移行に寄与する地方・地域のイニシアチブに対して、全国で最大75百万ユーロが利用可能となっ

ている。このコーペラティブ配当の用途の決定は、地方加盟者理事会に委ねられている。さらに、地方加盟者理

事会には複数の正式な任務および責任があり、これには、一般加盟者理事会における代表者（以下、「一般加盟

者理事会構成員」という。）を含む地方監督委員会の構成員の（地方監督委員会による指名に基づく）任命、停

職および解任が含まれる。

 

地方監督委員会

各部門には、３名から５名の構成員で構成される地方監督委員会が置かれている。地方監督委員会は協同組合

の監督を行い、地方銀行の顧客サービスと社会的な実績のいずれにも注力する。機能的な使用者としての役割を

地方取締役の階層的マネージャーと共有する地方監督委員会は、地方取締役の任命を承認する。地方監督委員会

は、銀行と地域コミュニティとのつながりを強化することを目指している。

 

支部

地域は14の支部（「kringen」）に分けられている。各支部には、支部レベルでラボバンクを代表する協同組

合取締役がおり、様々なエコシステムをつなぐ役割を担っている。支部は現在、５つの地域で構成されている。

 

各支部は地方理事会を開催し、その支部および地域における社会的影響について議論する。また、地方内での

統合された地方理事会もあり、これにはラボバンク代表者と一般加盟者理事会構成員が出席する。これらの理事

会では、一般加盟者理事会の事項、地域的実績、顧客サービスおよび社会的実績が議論される。
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一般加盟者理事会

一般加盟者理事会は、ラボバンクを将来の世代に引き継ぐことに寄与し、そのため健全な経済的および社会的

リターンを重視するという意味において、管理者（「rentmeester」）の役割を果たしている。各部門は一般加

盟者理事会の一般加盟者理事会構成員によって代表されている。一般加盟者理事会が、ラボバンクのガバナンス

構造における最高意思決定構成員機関である。一般加盟者理事会構成員はそれぞれ１票の議決権を有する。一般

加盟者理事会構成員は自らの議決権を自由に行使する権利を有するものの、地方の意見も考慮している。一般加

盟者理事会は、当行の継続性を保護し、共通の価値観および協同組合の価値観を管理する者としても機能する。

一般加盟者理事会は、ラボバンクの戦略的枠組み、アイデンティティ、重要な投資、予算に係る主要な点および

財務業績に焦点を当てている。一般加盟者理事会は、これらにつき承認や採択をしたり、相談を受けたりする権

利を有している。これには、例えば、ラボバンクの戦略的枠組みやラボバンクのアイデンティティに対する重大

な変更の承認、ラボバンクの年次計算書類の採択、そして他社への重要な投資（または他社との長期的な協力関

係の締結もしくは終了）に関する協議を受ける権利が含まれる。ラボバンクの監督委員会の構成員は、監督委員

会による指名を受けて、一般加盟者理事会によって任命される。

 

一般加盟者理事会は、緊急事態委員会、調整委員会および人事・報酬委員会から成る３つの常設委員会を設置

している。

 

2025年度には、サステナビリティ、回復力、IT開発、多様性、公平性および受容性、また、オランダのリテー

ル・バンキング、ホールセール・アンド・ルーラルおよびDLL事業ラインにおける業績に係る最新情報など、い

くつかの戦略的テーマが議論された。一般加盟者理事会はまた、ガバナンス評価による報告および提言を承認し

た。さらに、コーペラティブ・イニシアチブの戦略的枠組みの支援およびオランダにおけるコーペラティブ配当

の増額など、ラボバンクの世界的なインパクトを高めるための重要な決定がなされた。2025年度、一般加盟者理

事会はラボバンクの監督委員会に３名の構成員を新たに任命した。

 

監督委員会

監督委員会は、少なくとも７名の自然人によって構成される。監督委員会の構成員の３分の２はラボバンクの

加盟者でなければならない。監督委員会は監督の役割を果たし、一般加盟者理事会に対し決算報告を行う。この

点について、監督委員会は、経営委員会による業務の遂行ならびにラボバンクおよび関連会社の全般的な業務過

程を監督し、法令の遵守、また、とりわけ、ラボバンクの目標および戦略の実現を監視する。監督委員会は、経

営委員会の重大な意思決定を承認する権利を有する。監督委員会は、経営委員会につき助言を行う役割をも果た

す。監督委員会は現在、リスク委員会、監査委員会、協同組合・サステナビリティ委員会、指名委員会および人

事・報酬委員会から構成される、監督委員会の準備作業および助言を行う５つの常設委員会を設置している。監

督委員会は、特別委員会を設置する場合もある。
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経営委員会

ラボバンクの経営委員会は、ラボバンクの、また、間接的にはラボバンク・グループについても経営の責任を

負う。経営委員会では、事業上の問題、優先事項および運営上の検討事項について議論が行われる。経営委員会

のメンバーは、戦略上および運営上の議論、選択および実行に関与しており、各メンバーが有する固有の知識や

専門性に基づいて意思決定を行う。各メンバーは、グループ全体かつ「一つの銀行」としての観点から緊密に協

力する。

 

経営委員会は、目標の設定および達成、戦略的方針および関連あるリスク特性、財務業績および企業の社会的

責任について最終的な責任を負う。さらには、経営委員会は、ラボバンク・グループの関連ある法令の遵守につ

き責任を負う。特定の経営委員会メンバーは、資産負債管理委員会グループ、リスク管理委員会グループ、中央

信用委員会ラボバンク・グループといった重要性の高い委員会に参加している。経営委員会は、一般加盟者理事

会に対し説明責任を負う。経営委員会メンバーは、監督委員会によって任命される。
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コーポレート・ガバナンスコード

 

オランダ・コーポレート・ガバナンスコード

2025年３月に改訂されたオランダ・コーポレート・ガバナンスコードは上場会社に適用され、同コードには、

一般的に優れたコーポレート・ガバナンスとはどのようなものと考えられているかという点に関する原則とベス

ト・プラクティスの規定が含まれている。ラボバンクは、協同組合としての構造ゆえに、オランダ・コーポレー

ト・ガバナンスコードを遵守する義務はない。もっとも、当行は、可能な限り同コードを遵守するよう取り組ん

でいる。当行は、協同組合としての当行の構造に一部起因し、いくつかの点についてのみ同コードから逸脱して

いる。

 

2025年度のコーポレート・ガバナンスコードの改定により、「フェルクラーリング・オムトレント・リシコベ

ヘール」（VOR）が導入された。VORは、企業に対し、内部リスク管理および統制システムの有効性に関して、具

体的には財務報告リスク、サステナビリティ報告リスク、オペレーショナル・リスクおよびコンプライアンスリ

スクについて、明確に裏付けられた表明を提出するよう求めている。これにより、これらの主要なリスク分野が

どのように特定、管理および監視されているかについて、ステークホルダーの理解を深めることができる。この

声明は、「経営委員会の責任表明」に含まれている。

 

オランダ銀行行動規範

銀行行動規範は、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、監査および報酬の面でオランダの銀行の行動原則

を定めることで、ステークホルダーにとって安定的、サービス志向かつ信頼の置ける銀行であることを保証する

ことを目標としている。ラボバンクは、オランダ銀行行動規範を遵守することで、何を支持し、何に対して責任

を負いたいかを示す。

 

協同組合のためのガバナンスコード

ラボバンクはオランダ協同組合議会（NCR）の会員である。そのため当行は、協同組合の起業家精神、加盟者

エンゲージメントならびに共同体精神および相互関係のレベル向上に貢献することを目指す、協同組合のための

ガバナンスコードを遵守している。ラボバンクは、金融機関としての当行が一部の原則および規則に関して保証

と同時に制約をも受けるという事実を考慮しながら、実質的に全ての原則および規則を遵守する。組合員の主導

権は組合員の活躍および互恵性の程度に関連するとするNCRコードの定めは重大な例外である。ラボバンクにお

いて、これはあてはまらない。さらに、ラボバンクは利益を創出するために経営されており、その利益は銀行の

一般準備金に加算される。

 

次へ
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(2)　リスク管理

 

序章

リスク管理に関する本セクションでは、複雑さを増すグローバルな環境の中で、ラボバンクがどのようにリス

クを特定、評価および管理しているかを包括的に概観する。本セクションはリスク管理枠組みの概説から始ま

り、当行の使命および戦略的優先事項を支えるためにリスク・ガバナンス、リスク文化およびリスク戦略がどの

ように一体となって作用するかを説明する。その後、３つの責任体制、当行のリスク選好度およびESG要素の役

割について詳述する。

 

その後の章では、具体的なリスク種別に話を進める。金融リスクの章は、事業リスク、信用リスク、資金調達

および流動性リスクならびに銀行勘定およびトレーディング勘定におけるマーケット・リスクを網羅する。ポー

トフォリオの実績、自己資本の十分性、流動性指標ならびにマクロ経済、地政学および環境に係る動向の影響を

主に取り上げる。非金融リスクの章は、サイバー脅威、変革に関する課題、データ管理およびレジリエンスを含

むオペレーショナル・リスクや、AML、制裁、不正行為およびデータ機密性等のコンプライアンスリスクを、ラ

ボバンクがどのように管理しているかを述べる。その他のセクションでは、規制モデルの発展、IFRS第９号の動

向およびAIリスク管理の重要性の高まりを含むモデルリスクを扱う。

 

これらの章が合わさって、ラボバンクのリスク特性、定められたリスク選好度内にとどまるために講じられる

措置および長期的な価値の創出を支える、リスク、リターンおよびサステナビリティのバランスを取るために当

行が行っている取組みに関する透明性のある概観を提供する。

 

「2025年度の堅調な業績は当行の組織の強靭さをはっきりと示しているものの、明確な防護柵と統合的なリ

スク管理をもって不確実性を上手く乗り越えることが引続き不可欠である。」

 

チーフ・リスク・オフィサー　フィンセント・マーフテンベルグ　
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リスク管理枠組み

当行のリスク管理・制御モデルは、特定されたリスク種別にまたがる、共通の原則、強固なリスク文化、明確

なグループ・ガバナンス構造および高度なリスク管理プロセスに下支えされている。本セクションでは、ラボバ

ンク・グループが、日々どのようにそのリスクを管理しているかを述べ、「３つの責任体制」というリスク・ガ

バナンス・モデルに基づき、リスク管理機能がどのように組織内に組み込まれているかを説明する。本セクショ

ンはまた、事業リスク、信用リスク、資金調達および流動性リスク、銀行勘定におけるマーケット・リスク、ト

レーディング勘定におけるマーケット・リスク、オペレーショナル・リスク、コンプライアンスリスクおよびモ

デルリスクについて、質的および量的なリスク開示を行う。

 

当行は日々、新規および既存の顧客に関与し、与信を行い、金利およびリース契約を締結し、株式投資を行

い、パートナーシップを形成し、また様々な顧客サービスを提供する中で、情報に基づいたリスク決定を行って

いる。当行はリスク指標を効率的に監視しており、積極的なリスク管理によって、ステークホルダーを満足させ

ながら様々な部門やセクターの顧客にサービスを提供することができている。
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このような管理されたアプローチは、当行の銀行としての継続的な繁栄を支える。当行のビジネス・モデルお

よび支払能力水準は、困難なマクロ経済および地政学的環境における強靱さを実証している。低炭素経済への移

行は大きな機会を提示し、当行の事業戦略に完全に一致しているが、それだけでなくリスクも提示するものであ

ることから、当行は、当行のリスク管理枠組みおよびモデルに（リスク因子として）ESG要素を組み入れてい

る。

 

当行は、意識的なリスク負担アプローチに合わせた強固なリスク管理枠組みの中で、重大リスクを管理するた

めのリスク活動を実施し、制御を確立している。当行は、この枠組みの有効性を継続的に評価し、最新の動向お

よび要件に適応させる。最終的に、当行のリスク管理活動は、いずれもリスク選好度の範囲内で、当行、当行の

顧客およびステークホルダーの目標の実現を支援できるように設計されている。

 

リスク管理

当行のリスク管理活動は、戦略の設計および実行に途切れることなく取り入れられている。新たな戦略イニシ

アチブは機会を創出する可能性があるが、関連するリスクに対して期待されるリターンのバランスを取ること、

またサステナビリティ・インパクトを考慮することが不可欠である。

 

・当行は、新興リスクおよび当行の戦略計画への主要な脅威を特定するために外的動向を監視する。

・当行は、様々な種別のリスクを特定するために定期的に包括的なトップダウンおよびボトムアップのリスク評

価を行い、また、悪化シナリオの潜在的影響を計測するために特定のストレステストを行う。

 

これらのリスクの総括およびこれらに対処するために講じられる措置は、経営委員会および監督委員会により

定期的に見直される。
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リスク・ガバナンス

当行の内部ガバナンスは、ラボバンク全体にまたがる透明性および一貫性のある３つの責任体制を保証してい

る。当行のリスク・ガバナンス枠組みは当行の戦略的優先事項の達成を支援するもので、規制ガイドラインおよ

び市場慣行に基づいている。グローバル方針は、事業戦略の実行、リスク選好度の遵守およびリスクの監視を円

滑に進め、グループ全体を通じた一貫したアプローチを確保する。

 

・事業（サポート機能を含む。）がリスク、リターンおよびサステナビリティを所有し、引き受け、かつ管理を

行う。

・リスクおよびコンプライアンス（CROの職能における第二体制）が、リスクの引受活動に挑みこれに関する助

言を行うとともに、リスク特性を監視する。

・監査（第三体制）が、独立した保証ならびに当行内の内部統制、リスク管理、コンプライアンスおよびガバナ

ンスの質および有効性に関する見解を提供する。

 

リスク管理枠組みは、主要なリスク種別を通じて、既存のリスクおよびESGリスクを含む新興リスクの両方を

対象とする。
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・金融リスク：事業リスク、信用リスク、流動性リスク、銀行勘定におけるマーケット・リスクおよびトレー

ディング勘定におけるマーケット・リスク

・非金融リスク：オペレーショナル・リスク、コンプライアンスリスクおよびモデルリスク

 

リスク特定、重大性評価および分類はリスクの明確な理解を可能にし、リスク管理に関する共通の理解を促進

する。リスク選好度は全ての重大リスクについて定められ、リスク特性および当行の戦略的優先事項に沿って管

理される。

 

３つの責任体制

３つの責任体制という枠組みは、組織全体のリスク管理およびコンプライアンスに関する明確な役割を定め

る。

 

・第一体制は事業およびサポート・ユニットから成り、日々のリスク管理について責任を負う。

・第二体制はコンプライアンスおよびリスク（CRO）部門であり、内部のガバナンスおよび規程に従って活動

し、リスク・プロセスの監督および指導を行う。このアプローチにより、種別ごとのリスク対応における明確

性、協働および有効性が保証され、積極的かつ責任ある行動が促進される。当該モデルは、各役割を理解し尊

重することにより、顧客にとって正しい行為をするとともに、Growing a Better World Together（一体と

なってより良い世界を作る）というラボバンクの使命に沿った効率的なリスク管理を達成する助けとなる。

・第三体制である内部監査は、独立した保証ならびに当行内の内部統制、リスク管理、コンプライアンスおよび

ガバナンスの質および有効性に関する見解を提供する。
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リスク文化

　ラボバンクのリスク文化アプローチは、健全なリスク文化およびリスク成熟度を確保することを目的とする。

望まれるリスク文化へと舵を取り、実際の状況を評価し、これに挑み、報告を行い、また、介入が必要であるか

望ましい場合には検討して行動するために、様々な手段が導入され、始動している。リスク文化アプローチとあ

わせて、世界全体で一貫した業務方法が導入されており、行動を決定するための知見、より適切な報告および最

善の慣行の共有につながっている。リーダーによるコミットメント、行動リスクの強力な管理および可能性を与

える職場環境は、健全なリスク文化を構築し、これに向けて進むための主要な要素である。

 

リスク戦略

　「一体となってより良い世界を作る」という当行の使命は、当行の協同組合としてのルーツを明確に示し、顧

客が目標を達成できるようにするための当行の献身を強調している。

 

ラボバンクのリスク戦略は、当行がその戦略計画を達成するための前提条件として管理する必要のあるリスク

に関する優先事項を定めている。リスク戦略は、(a)利益および利益の伸びを守ること、(b)盤石な貸借対照表を

維持すること、ならびに(c)当行のアイデンティティおよびレピュテーションを保護することに基づいている。

これは、個別のリスク種別水準についてリスク選好度をさらに定めるための出発点として利用される。ラボバン

クは、リスク選好度声明を更新する際に毎年そのリスク戦略を見直しているが、ここ数年間にわたり、高水準の

リスク戦略を安定的に保っている。

 

リスク評価

当行のリスク戦略を効果的に実行するためには、ラボバンクが直面するリスクを理解することが重要である。

リスクの特定・評価に対する当行の構造化されたアプローチは、ラボバンクの使命、展望および戦略的優先事項

に対する現在および将来の潜在的なリスクの双方を特定することを確実にする。

 

当行のリスク分類は、３つの側面に分けられる。より具体的には、

 

・戦略的要素：ラボバンクの戦略の中核にある前提と結果を混乱させるおそれがあるが、将来の成長に向けて機

会をもたらす可能性もある大きな変化。これは、金融リスクおよび非金融リスクにつながり得る要素である。

・金融リスク：リスクの引受けに対して市場が提供するプレミアムから利益を得るために、当行が意識的に受容

するリスク（当行がリスク選好を行うことのできるリスク）

・非金融リスク：当行は選好しないが、銀行の運営に固有のものであるため限度内で許容されるリスク
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戦略的要素としてのESGリスク

ESGは、特定された戦略的要素の一つである。気候変動および自然変動（平均気温の上昇、異常気象および生

物多様性の喪失など）の結果（物理的リスク）ならびに気候中立経済への移行に関連するリスク（移行リスク）

は、当行の使命および戦略の中心に位置づけられている。当行はパリ気候協定の目標に取り組んでいる。また、

ネット・ゼロ・バンキング・アライアンス、オランダ金融セクターの気候コミットメント、生物多様性のための

ファイナンス協定および自然関連財務情報開示タスクフォースに加盟している。ラボバンクは、国連ビジネスと

人権に関する指導原則（UNGP）およびOECD責任ある企業行動に関する指針に取り組んでおり、気候変動対策に取

り組み、自然を尊重し、かつ移行期にある人々に可能性を与えることが共通の責任であると考えている。

 

ラボバンクでは、リスク、リターンおよびサステナビリティ・インパクトの間で事業を最適化している。当行

は顧客と一体となって価値を創出しており、個々の機会がサステナブルな未来に貢献し、かつ当行の戦略に適合

するものである必要がある。当行のリスク管理枠組みは、主要なリスク種別を通じて、既存のリスクおよび新興

リスクの両方を対象とする。当行は、銀行のあらゆる側面に組み込まれる、ESGリスクに対する完全で徹底した

アプローチを採用してきた。当行は、気候リスク管理のためのツール、プロセスおよび機能を開発し、当行の方

針枠組み、リスク評価および事業プロセスにおいてこれらを実行することで、気候変動リスクを統合する当行の

アプローチをさらに改善し続けた。

 

当行のリスク管理枠組みが、当行の目標、取組み、戦略およびビジネス・モデルの間でどのようにリスクと機

会を管理しているのかに関する詳細な概説については、サステナビリティ報告を参照のこと。

 

ESGリスク因子の影響は、下表に示されるように、リスク分類内のリスク種別ごとに評価される。
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ラボバンクが直面するリスクに関する従来の外から内への観点に加えて、当行および当行の顧客またはサプラ

イヤーが広範なESGトピックに及ぼし得る影響に関するダブル・マテリアリティ評価により、内から外への観点

も評価された。

 

キャピタル・リスク特性

 

ICAAP

ラボバンクは、その自己資本充実度評価プロセス（ICAAP）にESGリスクを完全に取り入れている。重大なESG

リスクは、リスク特定、リスク選好およびリスク管理を含む当該プロセスの全過程において考慮される。リスク

特定・評価（RIA）プロセスの一環として、ラボバンクがダブル・マテリアリティ評価を通じて主要なESGリスク

因子を特定したところ、これらのESG因子は、信用リスク、事業リスク、オペレーショナル・リスクおよびコン

プライアンスリスクに重大な影響を及ぼすと評価された。ICAAPにおいては、これらのリスク種別の実際／現

在、予測およびストレス時のポジションに対するESGの影響が考慮される。
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ILAAP

ESGリスクは、例えばサイバー攻撃や、レピュテーションあるいは戦略に関する動向を通じて資金調達および

流動性に影響を及ぼすことがあり、（預金の）流出または信用格付の引下げにつながる可能性がある。流動性の

観点からは、ESGは現在、独立した重大なリスク種別としては評価されていない。しかし、ESGに関する動向は、

その他の流動性リスク因子と並行して潜在的因子とみなされており、流動性リスク枠組みに組み込まれている。

資金調達および流動性リスクには、経済的および規範的な主要リスク指標（KRI）におけるESGの影響が含まれ

る。短期流動性リスク指標（LCR、LST等）は、非サステナブルな資産からサステナブルな資産への移行が、特定

の非サステナブルな資産の信用度および市場における流動性に潜在的に影響し得るとみなすことにより、ESGを

考慮する。適切な場合には、流動性が低い資産や格付の低い資産は、流動性バッファ内でより保守的に取り扱わ

れることがある（例えば適格性の検討やヘアカット率の引上げ）。長期流動性リスク指標（NSFR等）は、貸付の

実績に対する潜在的な影響を通じてESGの影響を説明するもので、業績不振エクスポージャーや不良債権化した

エクスポージャーについて、より安定的な資金調達が必要となる場合がある。同様に、短期流動性指標に適さな

い債権についても、長期的手段による、より安定的な資金調達が必要となる場合がある。

 

リスク選好度

 

当行のリスク戦略は、中期計画2026-2028（MTP）ならびに優れた顧客重視、意義ある協同組合、堅実な銀行お

よび活発な従業員という当行の戦略の柱に直結する一連のリスク選好度声明を作り出す。これらの柱は大まかな

限度を定めており、当行はその範囲内でリスク選好を行う。当行は、当行のリスク選好度をリスク種別ごとに定

義し、当行がその事業目的を達成するために許容することをいとわないリスクのレベルを規定する。この全体的

なリスク・エクスポージャーの最大レベルは、対象となる活動におけるリスク・リターン・サステナビリティ特

性に対して望まれるリスク特性を評価するために事業活動において使用される。

 

全体的なレベルでは、リスク選好度は、資本および流動性について、リスク戦略により定められるリスク管理

優先事項に沿う形で示される。経営委員会は、毎年、グループ全体のリスク選好度声明（RAS）を承認する責任

を負う。このプロセスは下流へとつながり、各子会社の取締役会がそれぞれのリスク選好を所有する。当行のリ

スク選好度は、潜在的なリスクが発展する前にこれを監視し積極的なリスク管理を行うことを可能にする早期警

戒基準の採用を含む原則、方針、基準、リスク指標、制限および制御を通じて、ラボバンク全体に根付いてい

る。
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違反管理プロセスとリスク・ガバナンスとの組み合わせにより、当行のリスク選好度を圧迫するか超過したリ

スクに対する適切かつ適時の対応が保証される。リスク選好度は、重大な影響を伴う内外の事由を組み入れるた

め、少なくとも年に一度再検討され、改訂される。事業体別のリスク選好度声明には、グループのリスク選好度

がさらに詳細に規定される。2025年度中、当行のグループ・リスク選好度声明は特定された主要なリスク種別ご

とに分類され、定性的なリスク選好度声明および定量的なリスク選好度指標によりさらに詳述された。
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グループ・リスク選好度声明

 

テーマ 定義 グループ・リスク選好度

ESG：

環境、社会、

ガバナンス

組織の財政状態、財務

業績、キャッシュ・フ

ローおよび短期、中期

あるいは長期の金融資

本または資本コストへ

のアクセスにマイナス

の影響を及ぼし得る、

環境、社会またはガバ

ナンスに関する事項か

ら生じるリスク。

ラボバンクは、当行のリスク管理枠組みにESGリスク評価を組み込ん

でいる。当行の目標、取組み、規制上および監督上の要件により、

当行のビジネス・モデルや戦略、ガバナンスならびにリスク選好

度、リスク管理および開示へのESGリスクの組込みが推進される。ラ

ボバンクは、国際的に認められた人権の侵害を故意に生じさせ、ま

たはこれに寄与する顧客または取引相手との取引の実行について、

リスクを選好しない。当行の使命である「一体となってより良い世

界を作る」の一環として、当行は、金融経済犯罪から顧客、加盟者

および社会を保護するよう支援する。当行は、マネー・ロンダリン

グおよび制裁を含む贈収賄、汚職およびその他の金融経済に係る犯

罪・不正行為の阻止、検知および対応に取り組む。

事業リスク 競争環境の変化または

事業のフランチャイズ

もしくは事業の運営面

の経済性を損なう事象

による損失のリスク。

 

ラボバンクは、規制要件を上回る十分なバッファを備える強力に資

本化された銀行であり、（起こりそうにない出来事ではあるが）ベ

イル・インから優先社債権者を保護する。当行は、異なるポート

フォリオ、商品および地理間の資本（再）分配のため、効率的な費

用を背景に、十分な柔軟性をもってこれを行う。当行は、商品、セ

クターおよび地理の観点において十分に分散された資産ポートフォ

リオに基づき、収益の変動を限定的なものとすることで堅実な業績

を達成する。ラボバンクは、そのリスクを十分に評価し、成長課題

に十分な資本を分配し、より効率的な（デジタル）サービスに移行

する。ラボバンクの業務効率には競争力がある。当行は正しい行為

を適切に行うとともに、当行が引き受けるリスクを意識している。

信用リスク 銀行、借主またはカウ

ンターパーティーが合

意された条件にした

がって債務を履行しな

いリスク。

ラボバンクは、当行の収益性およびレピュテーションに対する減損

費用の影響を制限するために、収益性のある信用ポートフォリオを

管理されたリスク特性をもって維持する。ラボバンクは、集中リス

クに関するリスク特性の低減を確実に行うため、国、セクター、

ポートフォリオおよび一人一人の債務者ごとの明確な限度により信

用ポートフォリオの集中度を管理する。

資金調達およ

び流動性リス

ク

許容し難い損失を負担

しなければ、ラボバン

クが増資および／また

は資産のロールオー

バーを行うための資金

調達ならびに期限の到

来した債務を履行でき

ないリスク。

ラボバンクは、当行の顧客の要望に対する資金提供の可用性および

資金調達費用を最適化するため、リテールおよびホールセール資金

の観点ならびに投資家、金融商品、満期、国および通貨の観点にお

いて、高品質かつ頑強な流動性バッファおよび分散型の世界的な資

金調達基盤を有している。ラボバンクは、契約上の義務や偶発債務

を適時に履行し、ビジネス・モデルを変更することなくストレス時

の流動性状況を乗り切ることのできる、十分な流動性へのアクセス

を有している。

銀行勘定にお

けるマーケッ

ト・リスク

金利リスク、信用スプ

レッドリスクまたは外

国為替／商品価格リス

クに起因して、トレー

ディング外銀行勘定の

価値または収益が変動

するリスク。

ラボバンクは、当行の戦略およびリテール銀行としての役割の転換

に従い、多大なレベルの金利リスクを受容する。これは、当行の収

益の重要な牽引要素となる可能性があるためである。しかし、金利

変更による損失によって、銀行の財務安定性が脅かされてはならな

い。ラボバンクは、持続可能な資金調達源および十分な流動性バッ

ファ資産を含む堅実な貸借対照表を伴う戦略により、銀行勘定にお

ける信用スプレッドリスクを限定的に受容する。ラボバンクは、為

替レートの変動がラボバンク・グループのCET１比率に及ぼす外国為

替換算リスクの影響を限定的なものとすることを目指す。

トレーディン

グ勘定におけ

る マ ー ケ ッ

ト・リスク

市場における価格変動

に起因して、マーケッ

ト・リスクが生じるト

レーディング・ポート

フォリオの価値が変動

するリスク。

ラボバンクは、そのトレーディング環境においては市場の動向に、

その引受業務においては市場選好度に、適度に晒されることを目指

す。
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オペレーショ

ナル・リスク

内部プロセス、人々お

よびシステムの不良ま

たは不全や外的事象に

起因する、財務上およ

び非財務上の影響を含

む損失のリスク。法的

リスクや情報通信技術

（ICT）リスクを含む

がこれらに限らない

（戦略リスクおよびレ

ピュテーション・リス

クは除く）。

ラボバンクは、現行の規則および規制の文言、意図、趣旨および目

的に従って行動する。ラボバンクは、顧客およびステークホルダー

への情報伝達に係る規則および規制の不遵守に関する税務リスクに

ついて、その選好度が低く、税務規則の遵守や顧客向け商品の設

計・提供等、特に重点を置く必要があると特定された分野に具体的

な焦点を当てている。当行は、ラボバンクのアイデンティティおよ

びレピュテーションを保護し、顧客および投資家がラボバンクに寄

せる信頼を守る。当行は、地域社会に対する約束を果たし、言行一

致させるとともに、当行のレピュテーションや独自のアイデンティ

ティを損なうおそれのある顧客、事業およびリスクを回避する。

コンプライア

ンスリスク

当行の信頼が損なわれ

るリスク。これは、当

行の顧客の権利や利益

のほか、ラボバンクの

レピュテーションや信

用性を損ない、法的請

求もしくは規制上の制

裁および／または財務

上の損失につながり得

る。

ラボバンクは、故意または過失により金融経済犯罪に関与すること

を許容しない。当該リスクを完全に排除することが不可能であるこ

とは認めるものの、ラボバンクは、法令（当行の方針に反映され

る。）に従った低減管理措置を実行する。ラボバンクは、マネー・

ロンダリング、テロリストへの資金供与またはその他の犯罪行為に

関与し得る顧客関係に関して、そのリスクの選好度を限定的に維持

する。これは、世界的な金融システムの複雑性により一定の残存リ

スクはあるものの、かかるリスクが強固な管理措置を通じて最小化

されるとラボバンクが見込んでいることを意味する。これらの分野

において重大なリスクを提示する顧客または取引は高度なデュー・

ディリジェンスの対象となり、必要に応じて拒否または終了されな

ければならない。かかる行為への実際の関与または関与の疑いは、

適切な是正措置の実行とあわせて、速やかに上申・調査されなけれ

ばならない。ラボバンクは、制裁違反および拡散金融に関与し得る

顧客関係に関して、そのリスクの選好度を限定的に維持する。ラボ

バンクは、故意による制裁違反を選好しない。これは、世界的な金

融システムの複雑性により一定の残存リスクはあるものの、かかる

リスクが強固な管理措置、積極的な監視および適時の上申を通じて

最小化されるとラボバンクが見込んでいることを意味する。これら

の分野において重大なリスクを提示する関係または取引は高度な

デュー・ディリジェンスの対象となり、必要に応じて拒否または終

了されなければならない。かかる行為への実際の関与または関与の

疑いは、適切な是正措置の実行とあわせて、速やかに上申・調査さ

れなければならない。ラボバンクの事業の性質に鑑みると、贈賄お

よび汚職に関する全てのリスクを排除することは不可能である。ラ

ボバンクは、リスクベースのアプローチ（「RBA」）に従って、これ

らのリスクを阻止、検知および低減する管理措置を実行しており、

ラボバンクがその従業員または第三者を通じて、贈賄および汚職に

関与している可能性があると認識するか合理的にこれを疑う場合に

は、関係の構築または維持に関するリスクを選好しない。顧客が贈

賄または汚職により有罪となった場合には、当行は、これに起因す

る法的リスク、レピュテーション・リスクまたは統制上のリスクの

低減を行えるかどうかを評価し、これらのリスクを管理できない場

合には、顧客との関係解消が進められる。

モデルリスク モデルの誤設計、誤実

装または誤用により、

内外のモデル（外部関

係者から購入するか、

外部関係者が使用する

モデル）の出力に基づ

く誤った決定の結果と

して組織が被り得る、

潜在的な損失またはそ

の他の悪影響。

ラボバンクは、信頼性があり、強固で持続可能なモデルの責任ある

使用に取り組んでいる。モデルリスクは、モデルの設計や実装にお

ける欠陥または誤用による出力の誤りにより、当行またはステーク

ホルダーに対する財務上、規制上またはレピュテーション上の損害

をもたらす可能性がある。
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金融リスク

 

以下の章では、主要な金融リスク種別ごとのリスク特性についてより詳細な概要を記載する。

 

事業リスク

ラボバンクはグローバルな環境の中で事業運営を行っていることから、「動向、進展、展望」の章に記載され

る外的な動向およびリスクが金融リスクおよび非金融リスクの管理に関連性を有する。グローバルな環境におい

て、当行の事業は、リスク、リターンおよびサステナビリティ・インパクトの間で最適化される。

 

想定外あるいは一時的な変化を原因とする、取引高、（商業）マージン、報酬、手数料その他の収入の減少ま

たは（営業）費用の増加は、損失をもたらすことがある。事業リスクは、ラボバンクのビジネス・モデルに最も

関連性のあるリスクの分析を通じて、その多くが管理および測定されている。かかる分析は、リスクについての

経営陣による評価、影響測定および管理を支援する。MTPプロセスは、事業リスク管理の鍵となる。MTPプロセス

において、経営陣は、様々なシナリオに基づいて今後数年間の事業方針を定める。ラボバンクは、事業リスクの

負担資本金額を定めるシナリオアプローチの更新を行った。これらのシナリオにより、必要とされる資本の計算

および定量化の基準と、想定される広範囲の変化の下でラボバンクの取引高、マージン、費用、報酬および手数

料が受ける影響への定性的な知見の両方が提示される。バーゼルIVの導入により、資本水準が大幅に改善し、当

行の事業リスクポジションは改善された。

 

リスク特性パフォーマンス

 

信用リスク

ポートフォリオ信用リスクとは、顧客または取引先、あるいは顧客グループまたは取引先グループが、ラボバ

ンクに対するその支払義務を履行しないことによる損失のリスクをいい、ポートフォリオ全体およびマクロ経済

環境における分散、集中および相関効果が考慮される。

 

2025年度中、当行の信用ポートフォリオの質は引き続き堅調であった。不良債権（NPL）比率は1.4％に減少

し、貸倒引当金繰入は764百万ユーロとなり、十分に当行のリスク選好度内にある。強固な資産の質は主に、ラ

ボバンクの堅実な引受方針ならびにオランダ市場、ベンダー・ファイナンス、国際的な食品・農業セクターおよ

びエネルギー移行のための銀行業務への戦略的な注力によるものである。
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当行の貸付ポートフォリオの信用度はDRBおよびW&Rで堅固に保たれているが、ブラジル・ポートフォリオにお

けるマイナスの動向の継続に主に起因して、DLL内の信用リスクは高まった。ステージ２のエクスポージャーは

減少したものの、インタレスト・オンリー住宅ローンの顧客に関する従前の規制上の対応およびモデルの改訂に

より、高い水準にとどまっている。地政学的緊張の長期化は、継続する経済的な不確実性および気候関連事象の

影響の増大と相まって、不断の警戒および適応性のあるリスク管理の重要性を際立たせる。

 

信用ポートフォリオ

民間セクター向け貸付ポートフォリオは、民間個人顧客向けオランダ住宅ローン（45％）、オランダにおける

企業貸付（17％）、ホールセール・アンド・ルーラル（29％）およびDLL（９％）に関係する。

 

貸倒引当金繰入は2024年度（468百万ユーロ）に比べて高く、764百万ユーロ（年換算値で17ベーシス・ポイン

ト）で、約20ベーシス・ポイントのTTC値を下回った。減損費用は、主にDLLおよびルーラルにおけるステージ３

の減損から生じている。より最近の損失データを利用できることにより再評価が必要となり、ステージ３の引当

金が増加した。管理調整は、（インタレスト・オンリー）住宅ローン（86百万ユーロ）、地政学的リスク（128

百万ユーロ）、気候・環境リスク（88百万ユーロ）および企業買収ファイナンス（CAF）ポートフォリオへの追

加（38百万ユーロ）を対象とする。

 

ステージ２の比率は12.5％（2024年度：14.1％）に減少し、64.9十億ユーロ（2024年度：69.6十億ユーロ）の

エクスポージャーとなった。かかる減少の大部分は、モデルの実装およびオランダ住宅ローン・ポートフォリオ

に係る住宅価格の高騰によるものである。

 

ラボバンクは、総NPL引当率（NPL引当率、NPL担保比率およびプルデンシャル・バックストップを組み合わせ

たもの）の変動を注視し、引当金水準の適切性および資本バッファの十分性を確保する。総NPL引当率は93.3％

（2024年度：94.9％）で、他の銀行に比べて高い値を保っている。

 

NPL引当率は20.2％（2024年度：16.1％）に上昇したが、これはステージ３の引当金の再評価によるものであ

る。当該上昇の一部は、全額が引当計上された顧客の評価減により相殺された。評価減は資産の質を改善し、

NPL引当率を引き下げる。銀行間のNPL引当率の差異は、ポートフォリオの構成、担保化（評価規則および強制可

能性を含む。）、会計基準、評価減方針および貸倒引当金方針における差異を反映している。
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民間セクター向け貸付ポートフォリオ－信用リスク

2025年度末      2024年度末

事業ユニット
DRB民間個人
顧客

DRB法人貸付 ホ ー ル セ ー
ル・アンド・
ルーラル

リーシング 民間セクター
向け貸付ポー
トフォリオ

民間セクター
向け貸付ポー
トフォリオ

エクスポージャー合計

(単位：百万ユーロ)
1 205,211 79,188 132,051 43,384 459,834 447,316

ステージ１（％） 81.8％ 83.5％ 93.0％ 78.8％ 85.9％ 83.9％

ステージ２（％） 17.7％ 13.5％ 5.3％ 17.7％ 12.5％ 14.1％

ステージ３（％） 0.5％ 3.0％ 1.7％ 3.5％ 1.6％ 2.0％

減損費用
(単位：百万ユーロ)

25 85 255 399 764 468

ステージ１純増
（単位：百万ユーロ）

6 18 -88 13 -51 40

ステージ２純増
（単位：百万ユーロ）

57 52 45 -27 127 -239

ステージ３純増
（単位：百万ユーロ）

-34 43 341 447 797 770

回収金
（単位：百万ユーロ）

-4 -28 -43 -34 -109 -103

引当金
（単位：百万ユーロ)

155 877 1,024 575 2,631 2,615

ステージ１
 (単位：百万ユーロ)

16 93 171 89 369 451

ステージ２
 (単位：百万ユーロ)

115 193 167 105 580 490

ステージ３
 (単位：百万ユーロ)

24 591 686 381 1,682 1,674

       

NPL引当率（％） 2.5％ 24.2％ 20.8％ 24.2％ 20.2％ 16.1％

総NPL引当率（％） 103.8％ 94.1％ 94.7％ 82.6％ 93.3％ 94.4％

PD（％） 0.6％ 1.9％ 1.1％ 3.1％ 1.2％ 1.1％

LGD（％） 7.9％ 21.8％ 31.5％ 31.8％ 19.5％ 18.6％
 

 

1　
エクスポージャー合計は、各サブ・ポートフォリオについて予想される信用損失を除いた貸付残高を示す。

 

住宅用不動産

オランダ住宅ローン・ポートフォリオは、NPL引当率が2.2％（2024年度：4.3％）、また貸倒引当金繰入が１

ベーシス・ポイント（2024年度：-３ベーシス・ポイント）と低いことに反映されるとおり、低リスクであるこ

とを特徴とする。このような好ましいリスク特性は、堅実な引受基準、堅調な住宅価格および構造的な住宅不足

に支えられている。平均住宅価格は2025年度に8.6％（2024年度：8.7％）上昇し、ラボ・リサーチでは、2026年

度および2027年度に価格がさらに上昇すると予想している。
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オランダ住宅ローン・ポートフォリオの総エクスポージャーは204十億ユーロであり、好調を保っている。

ポートフォリオでは、ローン・トゥ・バリュー（LTV）比率が48.1％（2024年度：48.3％）に減少し、全国住宅

ローン保証スキーム（NHG）の割合が17.2％（2024年度：16.3％）に上昇した。インタレスト・オンリー住宅

ローン（IOM）の割合は、当行のポートフォリオ・リスク回避戦略に沿って、46.8％（2024年度：49.2％）に減

少した。ラボバンクは2026年１月22日に、2026年５月11日に発効するIOM貸付に係るより厳格な基準を発表し

た。

 

商業用不動産

ラボバンクの融資戦略の一つは商業用不動産（CRE）のオランダ市場に重点を置くものであり、とりわけ、住

宅不足やエネルギー移行等の主要な社会課題への取組みに貢献する低リスクのサブ・セクターに焦点を置いてい

る。当行のCREポートフォリオは約23十億ユーロ（2024年度：22.7十億ユーロ）で安定を保っており、民間セク

ター向け貸付ポートフォリオの５％（2024年度：５％）を占める。2025年度には、オランダにおける当行のCRE

貸付をリスクが管理された方法で成長させるという当行の目標を支援するために、約１十億ユーロの大規模なリ

スク移転取引が完了した。CREポートフォリオの資産の質は強靱であり、ステージ２の割合は２％を、NPL比率は

１％を下回っている。

 

ラボバンクのCREポートフォリオの資産の質は堅調を保っている。ポートフォリオの平均LTVは49％で、80％を

超えるLTVを有するエクスポージャーは２％未満であった。

 

資金調達および流動性リスク

資金調達および流動性リスクは、許容し難い損失を被らなければ、ラボバンク・グループが契約上の義務また

は偶発債務を予定どおりに履行するための十分な流動性を得られないとき、またはその資産およびオフ・バラン

ス・シート活動を支える十分に分散された資金調達源を持続的に維持できないときに生じる。

 

ラボバンクの資金調達および流動性管理枠組みは、当行の日常業務または財務健全性に影響を及ぼすことなく

想定内および想定外のキャッシュ・フローおよび担保のニーズを満たす、十分な流動性ポジションを備えてい

る。これは、安定的に資金供給された貸借対照表、十分かつ高品質な流動性バッファ、多様な資金調達特性、限

られた構造的な通貨ミスマッチおよびリスク限度を目標とし、その範囲内で管理される流動性基準に支えられて

いる。いかなる状況においても、許容できない損失を被ることなく、資産に資金を供給し、かつ期日を迎えた契

約上の金融債務を履行するラボバンク・グループの能力を維持することが目標である。
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健全な貸借対照表および周到な資金調達および流動性リスク管理の重要性は、ラボバンクの戦略、予算、手続

きおよび測定に完全に組み込まれている。流動性および資金調達リスクは、通常業務時には資産・負債委員会

（ALCO）および／またはストレス時には流動性緊急対策チーム（LCT）の責任の下、グループのトレジャリーが

中心となって管理を行う。

 

ラボバンクは、ラボバンクの資金調達および流動性リスクを十分にカバーする、広範な規範的および経済的リ

スク指標ならびに市場指標を有している。リスク管理および貸借対照表の利用に不可欠であるとされる基準は、

当行のリスク選好度声明（RAS）に含まれる。

 

資金調達特性

資金調達および流動性リスク枠組みは、顧客から預託された資金や長期ホールセール資金で構成される安定し

た資金調達に重点を置く。ラボバンクは、単一のホールセール資金調達源に過度に依存することを避けるため、

様々な対策を講じている。これには、満期、通貨、投資家、地理および市場に関してバランスよく分散された資

金調達源、高度な無担保資金調達（とそれによる担保差入資産の制限）および積極的かつ一貫したIR方針が含ま

れる。

 

当行の資金調達構成は、顧客からの預金、発行済債権およびエクイティという３つの基礎から成る。当行の大

規模かつ安定した貯蓄性個人預金基盤はこの資金調達構成の最重要要素とみなされ、個人顧客からの安定的な資

金調達額は2025年度にさらに増加した。かかる預金基盤は、大手の企業および金融機関から集中的に調達される

トレジャリー預金によって補完される。

 

預金に加えて、ラボバンクは債券の発行を通じた資金調達を誘引している。これには、資本要件（Tier２／

MREL）に応じた優先シニア（PS）債および非優先シニア（NPS）債の発行が含まれる。ラボバンクは、その債券

の堅実な満期特性を保ち、顧客に関連する預金に比べて、規模、期間および通貨の面で当行の貸借対照表の柔軟

性を高めつつ、信頼性のある資金調達基盤を維持する。下表は、当行の発行済債券の内訳を示す。

 

(単位：十億ユーロ) 2025年12月 2024年12月 増減額

発行済債券 118.2 126.4 -8.2

　うち短期債券 29.4 28.2 1.2

CD／CP 26.5 25.3 1.2

ABCP 2.9 2.9 0.0

　うち長期債券 88.8 98.2 -9.4

優先シニア 30.3 34.8 -4.5

非優先シニア 23.2 23.6 -0.4

RMBSおよびABS 6.5 8.5 -2.0

カバードボンド 22.8 22.8 0.0

劣後債 6.0 8.5 -2.5
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2025年度には、発行済債券の金額は、8.2十億ユーロ減少して118.2十億ユーロとなった。長期債券は9.4十億

ユーロ減少した。発行済債券の変動は、不透明なマクロ経済展望、2025年度第４四半期における市況、十分に分

散された資金調達特性の維持およびMREL要件を考慮した資金調達管理を反映するものである。資金調達および流

動性は一元的に管理されている。すなわち、各拠点が、独自の資金調達に努め地域ごとの流動性の乖離を最小化

しつつ、安定的で分散されかつ最適化された資金調達構成をグループレベルで維持するという戦略的原則を遵守

しているということである。安定的な資金調達の戦略的原則は、通貨別のレベルにも適用される。ラボバンクの

資金調達および流動性リスク指標レベル（下表を参照のこと。）は十分に当行のリスク選好度内にあり、規制要

件を満たしている。預貸率（LtD）は、ホールセール資金調達への依存度を測定する。これは、貸付金および預

金の詳細な定義に基づく、預金合計に対する貸付金合計と定義される。2025年度中、LtDは107％前後で安定を

保っていた。担保差入資産（AE）は、特定の債務の担保として提供する資産の結果を示す。これは、支払不能の

場合に、差し入れた資産の流動化による便益を得られない無担保債権者にリスクをもたらす。当該割合は９％前

後で安定しており、十分に目標の範囲内にある。

 

貸借対照表リスク    

2025年度 2024年度 増減率

安定調達比率（NSFR） 135％ 135％ 0.4％

預貸率（LtD） 107％ 110％ -3.0％

担保差入資産比率 8.4％ 9.2％ -0.8％
 

 

短期流動性レジリエンス

資金調達および流動性管理のもう１つの重要な要素は、相当量の適格流動資産（HQLA）／流動性バッファを維

持することである。これらの資産はレポ取引において中央銀行への担保として利用することができ、また直ちに

流動性を創出するために市場で直接売却することもできる。

 

さらに、ラボバンクは住宅ローンおよび中小企業向け貸付ポートフォリオの一部を内部で証券化しており、す

なわち中央銀行への担保としてこれを利用することができる。2025年度には、保有する担保の残高は6.9十億

ユーロ（市場価値）増加し、流動性の流出を吸収するラボバンクの能力を改善した。これは内部の証券化に関す

るものであるため、連結貸借対照表には反映されていない。

 

当行の流動性バッファは、中央銀行における現金および適格流動資産（HQLA）を有する様々なトレジャリー勘

定における適格証券から成る。

 

流動性バッファの構成    

単位：十億ユーロ 2025年度 2024年度 増減額

現金および中央銀行の受取勘定 57.7 80.6 -22.9

レベル１資産 31.7 22.7 9.0

レベル２資産 3.7 3.3 0.4

コア・バッファ（HQLA） 93.1 106.6 -13.5
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流動性バッファは、LCRおよび内部ストレステストの結果に反映されるとおり、ストレスシナリオにおける純

流出量をカバーするのに十分な容量を有している。2025年度を通してラボバンクの流動性バッファは堅実な水準

を保っており、LCRは規制上の限度および内部目標を上回る状態で管理されていた。

 

流動性カバレッジ比率    

2025年度 2024年度 増減率

グループLCR 182％ 175％ 6.9％
 

 

銀行が潜在的な危機的状況に確実に備えられるよう、不測の事態における資金調達に関する詳細な計画が作成

されている。かかる不測の事態における資金調達計画については、定期的な運用テストが実施されている。流動

性ストレステストは、資金調達および流動性への圧力を低減するための十分な流動性バッファをラボバンクが維

持できるかどうかを評価することで、当行が確実に深刻な流出に対処し、定められたストレスシナリオの下で顧

客支援を継続できるようにする。加重前カウンターバランス能力は235.4十億ユーロに相当し、加重後カウン

ターバランス能力は197.2十億ユーロであった。

 

リスク特性パフォーマンス

2025年度中、ラボバンクは、資金調達および流動性の観点で堅実性を維持した。流動性バッファは高く維持さ

れ、62％近いバッファが中央銀行において現金で保有されている。ラボバンクは、ラボバンク・グループのLCR

およびNSFRについて、内部で定められたリスク限度を問題なく上回る状態で管理していたため、2025年度を通じ

て規制上の最低要件を十分に上回った。米ドル貸借対照表はラボバンクにとって戦略的に重要である。米ドルに

特化したLCRおよびNSFRを含む、米ドルの資金調達および流動性ポジションの詳細な監視および報告が実施され

ている。

 

ラボバンクは、その流動性および資金調達管理枠組みにサステナビリティ・リスクを統合している。サイバー

脅威や戦略的課題などのサステナビリティ・リスクは、預金の流出および／または信用格付の低下を引き起こし

得る。これらの影響は、経済的および規範的な主要リスク指標（KRI）の両方に反映されている。短期流動性指

標（LCR、LST等）は投資家の行動の監視を支援するもので、サステナブルな資産への移行および非サステナブル

なエクスポージャーに関する債務不履行の割合の高まりを警告する。非流動的または格付けの低い資産は、流動

性バッファから除外されるか、ヘアカット率が引き上げられる。長期指標（NSFR等）は、貸付の実績を通じてサ

ステナビリティに関する検討事項を組み入れ、要注意債権または不良債権に対するより安定した資金調達を要請

する。非LCR適格債権も、NSFRに基づくより高い水準の安定資金調達要件を備える。
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サステナブル・ファイナンス

サステナブル・ファイナンスをめぐる状況は、規制上および地政学的観点の両方において市場の発展が急速で

あることを特徴とする。ラボバンクは補助金制度や市場原則等のEUタクソノミーその他の情報源を活用し、当行

がサステナブル・ファイナンスを定義および運用するのに役立てる。サステナブル・ファイナンスは、中期計画

プロセス、貸借対照表管理およびリスク・リターン・サステナビリティのトレード・オフに関する戦略的選択に

含まれている。リスク・リターン・サステナビリティのトレード・オフの運用は、時とともにさらに成長すると

見込まれる。

 

2016年度以来、ラボバンクは、当行のサステナビリティへの取組みを支援する持続可能な資金調達枠組み

（SFF）を実施している。SFFにより、様々な形態のグリーン金融商品（担保付および無担保債権、CP、譲渡性預

金証書ならびにホールセール預金を含む。）を発行することができる。SFF適格グリーン資産基準は、EUタクソ

ノミーの実質的な貢献に関する専門的な審査基準に基づく。2016年度以来、オプフィオンは、独立したグリーン

債枠組みにおいてグリーンRMBSを発行している。

 

当行の持続可能な資金調達目標は最善努力原則に基づいており、データの可用性、サステナブルな資産の可用

性、金融市場の状況、投資家の需要ならびに市場および規制上の動向に左右される。

 

銀行勘定におけるマーケット・リスク

銀行勘定におけるマーケット・リスクは、金利リスク、信用スプレッドリスクまたは外国為替／商品価格リス

クに起因してトレーディング外銀行勘定の価値または収益が変動するリスクである。

 

ラボバンクは、銀行勘定における金利リスク（IRRBB）、銀行勘定における信用スプレッドリスク（CSRBB）お

よび銀行勘定における外国為替・商品（価格）リスクから資産および負債のポジションを保護するために、貸借

対照表の管理を行う。

 

IRRBB

2025年度中の物価高の緩和および地政学的緊張の高まりを背景に、イールド・カーブは急峻化した。金利の変

動は、銀行の経済的価値および収益に影響を与える。金利の変動に対応するため、期間の変更の可能性を伴う

IRRBB戦略が実行されている。繰上返済リスクの引受けおよびヘッジは、とりわけ金利の変動および最新の住宅

市場の動きを反映すべく、継続的に監視され、再検討される。金利の低下は、流動性預金のマージンの圧縮につ

ながり得る。
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貸借対照表のエクスポージャーを監視するために、収益および経済的価値の観点（アーニング・アット・リス

ク、修正デュレーション、エクイティの経済的価値に係る異常値監視テスト（EVE SOT）および純受取利息に係

る異常値監視テスト（NII SOT）を含む。）から金利リスクを測定する一連の有効なリスク指標が設けられてい

る。2025年度中、エクスポージャーは、定められた内部のリスク選好度上限および規制要件の範囲内で管理され

た。

 

銀行勘定における金利リスク    

2025年度 2024年度 増減

修正デュレーション（％） 2.9％ 3.5％ -0.6％

アーニング・アット・リスク（百万） -708 -557 151

EVE SOT（％） 7.2％ 8.4％ -1.2％

NII SOT -2.4％ -1.7％ -0.7％
 

 

リスク特性パフォーマンス

2025年度中、IRRBBのポジショニングは極めて安定を保っていた。リスク選好度の限度内で、通常の戦略的な

トレジャリーのポジショニングを行ったことおよび貯蓄残高の増加への対応を行ったことに関連する変動があっ

た。

 

銀行勘定における信用スプレッドリスク（CSRBB）

銀行勘定における信用スプレッドリスク（CSRBB）は、信用リスク、流動性プレミアムおよび信用の面でリス

クの高い商品の潜在的なその他の構成要素の価格に対する市場認識の変化により引き起こされるリスクを指し、

IRRBBまたは予想される信用／ジャンプ・トゥ・デフォルト・リスクでは説明されない価格変動をもたらす。

 

ラボバンクは、盤石な貸借対照表、持続可能な資金調達源および十分な流動性バッファの維持に重点を置く

CSRBB戦略に従って、銀行勘定における信用スプレッドリスクを限定的な水準でのみ許容する。エクスポー

ジャーは、ALCO委員会が定める戦略に沿い定められたリスク限度内で管理され、その主因はHQLAポートフォリオ

内で保有される証券に起因する。当行は、CSRBBへのエクスポージャーを管理するために、集約レベルでの変動

を監視する一連のリスク指標により支えられる、一元化されたアプローチを採用している。これらの指標は、主

に経済的価値および収益への影響に焦点を当て、ALCOおよびリスク委員会に月次で報告される。

 

外国為替・商品価格リスク（銀行勘定）

ラボバンクは、その国際的な事業運営および国境を越えた活動により、外国為替リスクに晒される。当行の資

本および資金調達の流れの一部は国境をまたぐもので、複数の通貨が関与する。銀行勘定において、商品価格リ

スクは仕組在庫商品事業から生じるが、それによるエクスポージャーは経済的観点から言えば最小である。
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外国為替換算リスク（FXTR）は、外国為替の変動が、外国通貨で表示される事業運営の資産および負債の親会

社の機能通貨への換算に際してマイナスの影響を及ぼすリスクである。CRUAの機能通貨はユーロである。換算リ

スクは、ラボバンクのエクイティ・ポジション、リスク加重資産および資本比率に影響を及ぼす。ラボバンク

は、その商品エクイティTier 1（CET１）比率に関するFXTRを、外国通貨に基づくかかるリスクを低減するため

に意図的にポジションおよび／またはヘッジを引き受けることにより管理している。

 

外国為替・商品（価格）リスク（銀行勘定）    

2025年度 2024年度 増減率

外国為替に基づくCET１比率への影響 -5.4 -11.6 -53％
 

 

ラボバンクは、非構造的な外国為替エクスポージャーに晒されないことを目指す。すなわち、銀行勘定におけ

る通貨リスクは軽微で、ラボバンクは、オープン通貨ポジション（OCP）の最低基準である２％を遵守してい

る。ラボバンクはまた、銀行勘定における商品（価格）リスクにも晒されないことを目指す。

 

リスク特性パフォーマンス

2025年度中、IRRBBのポジショニングは極めて安定を保っていた。リスク選好度の限度内で、通常の戦略的な

トレジャリーのポジショニングを行ったことに関連する変動があった。ラボバンクのCSRBB特性は、ラボバンク

の流動性バッファにおける資産分配を最適化するための適格債権の保有（ほとんどがEUR AAA格付けの有価証

券）の増加により上昇しているが、ポジションはリスク選好度内で管理されている。当行は、2026年度にもこの

傾向が続くものと予想している。

 

ラボバンクの連結CET１比率への為替変動の影響は、2025年度を通じて定められたリスク選好度指標内に保た

れ、当行のリスク選好度内に維持される見込みである。

 

トレーディング勘定におけるマーケット・リスク

トレーディング勘定におけるマーケット・リスクは、市場における価格変動によりマーケット・リスクが生じ

た際に、トレーディング・ポートフォリオの価値が変動するリスクである。

 

トレーディング環境においてラボバンクが晒される主要なリスクは、金利リスク（ベーシスリスクを含

む。）、信用スプレッドリスク、商品リスクおよび為替リスクである。

 

当行は、顧客リスクの再分配およびヘッジによる動的管理をもって、トレーディング環境における相場の変動

へのエクスポージャーを抑えることを戦略の一部として目指す。トレーディング環境におけるマーケット・リス

クは、少なくとも日次で監視される。トレーディング勘定におけるマーケット・リスク全般を測定するために使

用される主要なリスク指標は、以下のとおりである。
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・イベントリスク：感応度、仮説および過去のストレスシナリオを使用した、リスク要因における極端ではある

が妥当な変動により算出される損失見込みに基づく。ラボバンクの場合、トレーディング環境におけるイベン

トリスクは、主に金利、クロスカレンシー・シナリオおよび信用関連シナリオにより引き起こされる。

・最大損失予想額（VaR）：過去１年間のデータを使用するヒストリカル・シミュレーションに基づく。金利リ

スクおよび信用スプレッドリスクがVaRの主要な要因となる。

 

トレーディング勘定におけるマーケット・リスク  

単位：百万ユーロ  2025年度

 VAR（／日、97.5％） イベントリスク

平均 3.0 29

最高 5.1 39

最低 1.9 21
 

 

ラボバンクは、トレーディング勘定におけるマーケット・リスクを監視するために、広範な補完的パラメータ

および制御を用いている。

 

貸付引受業務の主要なリスク指標は、信用リスク・スコアに応じたショックが適用されるストレス上限および

市場の価格変動が非常に深刻である場合に潜在的な損失を発生させる債権の市場分類である。当行は、潜在的な

市場ストレス要因、最新の市況および絶対的なエクスポージャー水準を考慮するため、各取引について厳格な貸

付引受・承認プロセスを設けている。

 

2025年度中、金融市場は世界中の取引相手国を対象とした米国の貿易関税に関する経済政策による支配を受

け、国際的な経済展望への懸念が高まった。かかる不確実性は、主に世界の株式および債券市場における市場不

安定性を増大させたほか、投資の流れが米ドル資産からヨーロッパ市場に転換する要因となった。また、これに

より米国長期国債にも影響が及び、ユーロを含む主要通貨に対して米ドルが下落することとなった。さらに、財

政政策の変更および防衛支出の増加に関する懸念から、ヨーロッパのソブリン債のイールドが上昇した。2025年

度中、中央銀行は、市場の予想どおり金利の引下げを継続した。

 

ラボバンクのトレーディング・デスクは市場の不確実性に上手く対応した。トレーディング・デスクは、不安

定さの増大を考慮すれば、概してリスクを賢明に管理した。

 

貸付引受市場の活動は貿易関税をめぐる不確実性により低迷し、４月には発行市場が取引を停止した。発行市

場と流通市場のいずれも、部分的な方針転換および追加の関税合意を受けて勢いを増し、投資適格債およびレバ

レッジ部門の両方で堅調に発行が行われ、混乱前の水準まで回復した。
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今後、当行では、地政学的緊張および貿易制限をめぐる不確実性が依然として来年度の主題になると予想して

いる。これらの要因は、国内成長にさらに悪影響を及ぼし、物価高を進める可能性があり、中央銀行の金融政策

の調整の余地が限られることとなる。現状の低リスク・エクスポージャーは、金利および信用リスク要因に関連

する将来の不確実性に対処できるよう、戦略的に当行を位置付けている。リスク特性は、設定されたリスク選好

度の範囲内に十分にとどまると予想される。

 

非金融リスク

 

以下の章では、主要な非金融リスク種別ごとのリスク特性についてより詳細な概要を記載する。

 

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクは、組織の運営方法における失敗に伴う。これは、通常の事業運営を阻害する社内

の機能停止または外的なショックに結びつく。オペレーショナル・リスクは、内部プロセス、人々およびシステ

ムの不良もしくは不全や外的事象（法的リスクや情報通信技術（ICT）リスクを含むがこれらに限らない。戦略

リスクおよびレピュテーション・リスクは除く。）に起因するリスクと定義されるが、これらはラボバンクの事

業活動において避けられない部分である。ラボバンクは、当行の組織の複雑さおよび規模に見合う、リスク選好

度により設定された限度内でこれらのオペレーショナル・リスクを管理するとともに、当該リスクを積極的に監

視し、必要に応じて措置を講じる。オペレーショナル・リスクの管理は、リスクおよび管理活動に下支えされる

当行の事業手法に不可欠な要素である。

 

組織における転換リスク

当行は業務効率および顧客体験を高めることを目的とする重要な転換イニシアチブを引続き進めている。かか

る転換リスクは、人々、プロセスおよびITへの課題を提示し続けるが、強固なプロジェクト・ガバナンス、頻繁

なリスク評価および変更の影響の注視を通じて積極的に管理される。

 

商品ガバナンス

商品ガバナンスは、顧客および組織を新興リスクから保護するための優先事項であり続けた。当行の商品は、

顧客のニーズに適合し、ラボバンクのサステナビリティ構想に合致するものでなければならない。通常の商品ラ

イフサイクル点検は、規制要件および内部の基準の遵守を確保するために実施され、責任あるイノベーションお

よびリスク・エクスポージャーの最小化を支えている。
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オペレーショナル・レジリエンス

世界的なサイバー脅威は、地政学的緊張の長期化およびサプライチェーンの脆弱性により、依然として高いま

まである。生成AIの悪用を含む新興技術が、リスクをめぐる状況をさらに複雑にしている。ラボバンクは顧客

データを保護する取組みを続けており、中断されないサービスの可用性と信頼の維持を保証している。これらの

目標を達成するため、ラボバンクは、脅威への防御を強化し、複雑さを増すデジタル環境の中でレジリエンスを

高めるべく、イノベーションの活用を継続する。

 

ラボバンクは2025年度中、４つの重要な分野でオペレーショナル・レジリエンスを強化した。事業継続性管理

（BCM）では、グループ全体の事業継続計画の品質向上を通じた強化が行われ、地政学的課題および環境課題に

対処するシナリオ分析を統合した。情報セキュリティでは、管理の改善、積極的なインテリジェント監視ならび

に巧妙さを増すサイバー脅威および生成AIの悪用に対抗するための先端技術による強化が為された。情報技術の

改善には、生成AIおよび量子コンピューティングによる新興リスクを管理するための機敏性を維持しつつ、IT

ポートフォリオの合理化に関する測定・運用方法の制度化およびプロセスの標準化を行うことが含まれた。最後

に、サード・パーティー・リスクの管理では、外部のサプライヤーへの依存、集中リスクおよびベンダーの可用

性に対する地政学的緊張の影響にさらに重点的に取り組んだ。

 

データ管理枠組みにおける改善としては、顧客データを保護しながら、顧客に対して安全で有用な銀行商品を

提供することを増強した。

 

リスク特性パフォーマンス

2025年度中、オペレーショナル・リスクの管理はさらなる進歩を遂げた。全体的な特性は高い水準を保ってい

た。新たに報告された事象の件数および価額は安定的である。オペレーショナル・リスク特性を減少させ続ける

ための是正プログラムが実行されている。2025年度におけるラボバンクのオペレーショナル・リスクによる損失

の大半は、実行、提供およびプロセス管理に関連するものであった。

 

コンプライアンスリスク

コンプライアンスは、ラボバンクの完全性を損なうリスクを監視する。ラボバンクの完全性を守ることは、当

行の顧客の権利や利益のほか、ラボバンクのレピュテーションや信用性を保護するために不可欠である。

 

ラボバンクは、全ての適用法令を遵守し、法の精神を守るよう尽力する。この原則は当行の事業運営の基礎を

成し、当行の意思決定のあらゆる側面に影響を及ぼす。当行の堅固なコンプライアンス枠組みは、コンプライア

ンスリスクの効率的な管理を可能にする構造およびプロセスを提供する。
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金融経済犯罪

金融ゲート・キーパーとして、ラボバンクは、金融犯罪の阻止、検知および報告において極めて重要な責任を

負っている。当行は、マネー・ロンダリング、テロリストへの資金供与、制裁違反および贈賄に対して強力な統

制を行っている。当行は、様々な業界フォーラムに積極的に参加することにより、規制機関との関わりを持ち、

全てのAML規制について、リスクに基づき状況に応じた、顧客重視の実施を行うよう推進している。

 

DNBによる指導および是正

オランダのマネー・ロンダリング防止およびテロリスト資金供与防止法（「ヴェット・テル・フォルコーミン

グ・ファン・ヴィットワーセン・フィナンシーリング・ファン・テロリスメ」）に関するコンプライアンスに係

る欠陥の是正の完了後、ラボバンクは引続き、その日々の事業プロセスに強固かつ運用上有効な管理を組み込

み、これを維持している。当行は、DNBやオランダ財務省等の公的なステークホルダーと協議の上、当行の顧客

の事務的の負担を軽減するためにこれらの措置をふさわしい形で適用する。

 

制裁

ラボバンクは、政府当局および国際機関により設定される適用ある全ての制裁体制を遵守し、そのサービスお

よび事業運営全体にわたって遵守を確保する。制裁規制の遵守を確保するため、またDNBおよび／または資金情

報機関（FIU）その他の地方所轄官庁への適切な報告を確実に行うための厳格な監視、リスク評価および堅固な

内部統制が実施されている。ラボバンクは紛争地域における動向を監視し、既存の制限措置への追加的な措置を

含め、適用ある新たな制裁パッケージが公表された場合にはこれを実行する。制裁をめぐる状況は、非常に不安

定かつ複雑であり続けることが予想される。ラボバンクは、制裁の動向について、DNBおよびオランダ財務省と

緊密に連携を取っている。

 

不正

ラボバンクは、技術革新、地政学的動向および市場の不確実性により引き起こされる不正リスクの進化への対

処について、警戒を続けている。AIやディープフェイク等の新興技術が新たな複雑性をもたらす一方で、今後の

規制が当行のアプローチを形成する。当行は、不正検知を強化し、リスクおよび管理枠組みを改善し、さらに従

業員および顧客の認知を促進する。当行の専門家チームは、適時のコンプライアンスと効果的な予防措置を確実

に行う。当行の戦略にとって、協働が重要である。当行は、他の金融機関と共に、また官民連携を通じて、不正

リスクを管理し社会にプラスの貢献をすべく協働を行っている。
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汚職防止および贈賄防止

ラボバンクは、完全性をもって事業運営を行い、経済的、社会的および生態学的責任に沿うことにより、サス

テナブルな社会への貢献に取り組んでいる。ラボバンクは全ての関連する贈賄・汚職防止法令を遵守し、その贈

賄・汚職防止枠組みの改善に努めている。ラボバンクは、実際に認識するか合理的な根拠がある場合、いかなる

形式の贈賄または汚職も禁止する。ラボバンクの従業員は、ラボバンクの内部通報に係る世界的方針に従って、

（内部通報）報告チャネルを通じて贈賄および汚職等の犯罪行為を含む不正行為または不法行為に関する疑念を

報告するよう励行されている。

 

取引報告

当行は、発展を続ける世界的な要件を満たすため、当行の取引報告枠組みの改善を行っている。2025年度中、

当行は、香港金融管理局およびカナダのデリバティブ報告に関連する変更を実施した。当行は、金融商品市場規

則（MiFIR）、欧州市場インフラ規制（EMIR）および証券金融取引規制（SFTR）に基づく、監督機関および市場

参加者双方の報告負担を軽減するためのESMAの簡素化に向けた取組みに加えて、英国における金融行為規制機構

の類似のイニシアチブを支持している。

 

データ機密性

ラボバンクは、個人データを保護し、プライバシーを保障することを目指す。2025年度中、当行は、グローバ

ル・プライバシー・ポリシー枠組みおよび記録管理に係る世界的方針を更新し、コンプライアンスを強化すると

ともに今後の規制上の変更に合致させた。この方針枠組みは、AIを含むデジタル化における個人データの責任あ

る使用を規定し、データドリブンな銀行としての当行の地位を支える。マネー・ロンダリング防止規制（AMLR）

は、個人データの処理に関して新たな義務的要件をもたらすと予想され、当行は、AMLRの実施を通じてプライバ

シー・バイ・デザインの原則を取り入れている。ラボバンクは、データ保護およびプライバシー慣行の強化を継

続する。2025年度において、ラボバンクは、さらに強固なプライバシーの実装・監督の基礎となる新たなプライ

バシー管理プラットフォームを実施した。外的動向の継続的な監視、定期的な従業員教育および技術的・組織的

な方策の維持により、当行が新たなリスクに適応し、当行の顧客およびステークホルダーが当行に寄せる信頼を

守ることが確保される。

 

顧客を公平に扱うこと

顧客を公平に扱うこと（TCF）は、ラボバンクの優先事項である。当行は、適切な助言、執行のみのサービ

ス、責任ある貸付および明確な商品情報の提供、差別の防止、利便性の確保ならびに顧客のフィードバックから

の学習に焦点を当てている。当行の顧客向けのサステナブルな商品およびESG要件は、顧客への商品およびサー

ビスの不可欠な一部を形成する。欧州アクセシビリティ法（EAA）が2025年６月28日に施行された。さらに、オ

ランダの消費者向けの責任ある消費者信用へのアクセスを維持するため、ラボバンクはABNアムロと提携し、ア

ルファム社の事業をラボバンクに統合した。
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さらにラボバンクは、特定の消費者信用商品の金利について、オランダ金融関連紛争処理機関（Kifid）が提

示した基準相場に沿って一貫した調整を行っていなかったことから、積極的に特定の顧客への補償を行ってい

る。当行は、現在補償の対象となっている残りの顧客に対して書簡を発行した。今後補償の対象となる可能性が

ある顧客については、通常の事業運営に組み込んで対応が行われる。3.5百万ユーロの残余引当金が存在してい

る。

 

グリーンウォッシュ

2025年度中、ラボバンクは、発展を続ける規制上の期待に沿うため、日々の慣行にグローバル・グリーン

ウォッシュ基準を組み込み、監督を強化することに注力した。ラボバンクは、透明性およびステークホルダーの

信頼に対するその積極的な取組みを反映して、外部コミュニケーションに対する強力なガバナンスおよび厳格な

統制の組入れを継続する。規制機関およびNGOによる精査の増加は、これらの措置の重要性をよりいっそう実証

するものであり、適切な基準を維持するという当行の判断を補強している。

 

ラボバンクは、サステナビリティ関連の規制の簡素化を目指すEUの様々なイニシアチブを含め、当行が事業を

行う広範な法域にわたる規制上の相違および発展するサステナビリティ要件の対処への注力を続けている。

 

リスク特性パフォーマンス

コンプライアンスに関連するリスクの管理は、2025年度中にさらに前進した。全体的なコンプライアンスリス

ク特性は改善し、2026年度についても見通しは良好である。最大リスクの是正において、重要な進展があった。

2025年度には、制裁違反、データ機密性および外部不正に関するリスクの低減が達成され、いっそうのリスク低

減のため、2026年度にはさらなる是正マイルストーンが計画されている。

 

モデルリスク

モデルリスクは、モデルの誤設計、正しいモデルの誤実装または正しいモデルの誤用のリスクである。

 

モデルは、現在ではラボバンクのDNAに根付いており、顧客中心のソリューションを提供し、データドリブン

な決定を可能にするために、プロセス、商品およびサービスに原動力を与えている。絶え間なく変化する環境に

おいて、モデルは単なるツールではなく、当行がその意義と競争優位を保つことを支援する戦略的資産である。
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機会には責任が伴う。モデルリスクの管理は、健全な意思決定、財務安定性および規制上のコンプライアンス

のために重要である。当行の包括的なモデルリスク管理枠組みは、始動・開発から独自の検証・ガバナンスに至

るまでの全ライフサイクルにまたがっており、モデルが信頼でき強固であること、また責任をもって使用される

ことを保障している。

 

当行は、以下の点について大規模な投資を継続する。

・簡素化を行いながらの、統制の強化およびリスクの低減

・規制上のコンプライアンスの前進

・サステナブルなイノベーションを可能にするモデル戦略の運用

 

2025年度のハイライト

信用モデルに関しては、全般的な規制上の義務と並行して、コンプライアンス回帰（RtC）プログラムにおい

て重要な進展があった。主要なマイルストーンとして、IPREの稼働開始ならびに住宅ローン、リテールSMEおよ

びルーラルの格付システムに関する現場でのIMIの完了がある。最終決定書の受領後、2026年度第１四半期に住

宅ローン格付システムの稼働を開始することが計画されている。また最終決定書の受領は保留中であるものの、

2026年度にリテールSMEおよびルーラルの格付システムの稼働を開始することが計画されている。IFRS第９号

コーポレート・モデルは実施され始め、その他のIFRS第９号のモデルの実施は現在進行中である。

 

住宅ローン早期警戒シグナル（EWS）モデルは、2025年度第１四半期に実施され始めた。新たなEWSモデルは、

ルーラルおよびコーポレート・ポートフォリオ内の小規模な部門について開発されており、適用範囲を広げるた

めに住宅ローンEWSモデルの改善が行われている。これら３つのモデルは、2026年度に実施を開始することが計

画されている。

 

コンプライアンスモデルに関しては、他の多くのコンプライアンスモデルとあわせてRNLの是正対象のモデル

の検証が行われ、FEC是正プログラムの完了が可能となった。

 

AIリスク

2025年度中、CROの領域では、EUのAI法の要件に一致して方針を更新することにより強固なAIリスク管理の基

礎を築き、頑健なAIリスク・ガバナンスを構築した。今後３年間において、統合的なAIリスク管理を当行のDNA

に根付かせることに重点が置かれる。主要なマイルストーンとして、AIを企業間共通のリスク因子として組み込

むこと、またリスクの監視に関する共通のツールを実装することがある。ロードマップでは、領域を越えた強力

な協働、事業分野にまたがる一貫した慣行および完全なAIライフサイクルを支える戦略的な資金調達も重視され

ている。一体化した統合的なAIリスク管理は、責任あるAIイノベーションと、組織全体にわたる持続的な規制上

のコンプライアンスを確かなものとするだろう。
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(3)　動向、進展、展望

 

私たちを取り巻く世界は急速に変化しており、金融サービスの未来を再定義している。銀行は、変化する地政

学的な情勢、急激な技術の進歩、変化する顧客の期待、激化する競争、規制および法律の発展、サステナビリ

ティに対する要求の高まりに対応している。当行の回復力を強化し、将来に備えるために、当行は主要な動向お

よびそれらが当行の戦略に及ぼす影響を監視している。本章では、金融業界を形作る６つの主要な動向を取り上

げる。

 

 

地政学的・経済的な不確実性

地政学的な緊張は引続き市場を混乱させ、貿易およびサプライチェーンを作り替えており、世界経済の分断化

を助長している。インフレは2022年度のピークからほぼ正常化し、金融政策は2025年度においてさらに緩和され

た。基本予測は、向こう１年間における緩やかな成長およびさらなる金融緩和を示唆しているものの、これらの

予測は地政学的な不確実性の高まりの背景に影響される。今年度、米国と中国の対立は激化し、これは貿易再

編、サプライチェーンの多様化、そして投資規制の強化を引き起こすことが予想される。米国の同盟国は米国と

の貿易および投資関係を強化しており、世界経済の変化を示唆している。同時に、規制の分断化および金融政策

の分岐は、グローバル企業にとって複雑さを増加させている。ロシア・ウクライナから中東に至るまで、長引く

紛争は国際的な安全保障に重くのしかかり続けている。
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各国の政府は増大する財政圧力に直面している。防衛、気候変動対策やデジタルインフラへの投資の必要性が

生じている一方で、高齢化社会に伴うコスト上昇や債務返済負担の増加も同時に進行している。バランスシート

の正常化および権能の拡大によって財政政策の線引きが曖昧になる中、中央銀行は自らの役割の見直しを行って

いる。国際会議（G20やG7など）では、特に防衛支出が増加している欧州において主権や戦略的自律が重視され

る中で、緊張の兆しが見られている。事業者は、回復力および戦略的柔軟性が要求される、地政学的再編の継

続、ガバナンス上の課題、そして市場の変動に備えるべきである。

 

競争環境の変化

これまで、銀行は、世界的な富のピークや金利の上昇に牽引された堅調な収益率といった良好な市況の恩恵を

受けてきた。こうした有利な条件が薄れていく中で、銀行は成長の鈍化および収益性への圧力の高まりに直面し

ている。市況が陰りを見せている結果として、金融セクター内の競争環境は、マクロ経済の動向のみならず、よ

り厳しい状況に適した価値観主導型の戦略の的確な展開によっても形成されると当行は予想している。こうした

戦略の例としては、顧客の細分化から（超高度に進んだ）個別化への移行、資本効率化、技術進歩や合併・買収

などが挙げられる。当行は、銀行がさらに大きな規模の経済圏、コスト削減および先進技術の活用を引続き模索

すると予想している。さらに、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の台頭は、多くの場合、従来型の市場

参加者と提携して、フィンテックやネオバンクを含む革新的なプラットフォームの成長を引続き加速させる。大

手IT企業のようなノンバンク競合企業の台頭は、すでに激しい競争をさらに激化させる。金融環境における動向

の変化を踏まえ、従来型の銀行は、組込型金融やテクノロジー主導の新規参入者からの高まる圧力に耐えられる

よう、戦略を適応させ、アジャイルかつ積極的でなければならない。

 

社会の転換

世代交代が社会および事業の形を変えつつある。2030年度までに、ミレニアル世代とＺ世代が世界の労働人口

の70％超を占めるようになる。高齢化や出生率の低下と相まって、この傾向は労働市場、福祉制度および金融

サービスに圧力をかけ続けることになる。銀行業界にとってこれは、高齢者顧客、若い世代や移民といった多様

なセグメントに対し、同時にサービスを提供できるよう適応することを意味する。銀行は、長寿化する人々のた

めの退職計画および退職後の支援を再考する必要があり、これに加え、デジタルファーストの体験、サステナビ

リティおよび社会的価値を優先する若い顧客の期待にも応えなければならない。同時に、働き方の未来は急速な

技術の進歩によって変化している。AIリテラシーの構築は、技術的な役割だけでなく、全ての機能において不可

欠になる。顧客は、自身の個人データを全て管理できることを期待しており、銀行がその情報を透明性、信頼

性、そして配慮を持って取り扱うことを要求している。信頼性を維持し、規制および社会の期待に応えるために

は、プライバシーおよびID管理の枠組みを構築することが重要になる。最後に、組織は、福祉、柔軟性、そして

生活中心的なアプローチに対するより強い要求に直面している。従業員、顧客およびパートナーを留めるため

に、銀行はイノベーションを促進し、受容性を重視し、回復力を構築しなければならない。
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サステナビリティ

自然災害が世界に及ぼす影響はますます深刻になっている。異常気象や生物多様性の喪失は目に見えるもので

あり、世界中のコミュニティや経済に影響を及ぼしている。気候レジリエンス、水不足や水質、そして土地劣化

は、重大な環境問題である。都市部は、熱問題、食料不安および不平等にますます直面している。エネルギー問

題は、送電網の信頼性やバッテリーの可用性と結びついている。一方で、技術革新は、解決策を作り出し、ク

リーンエネルギーの導入およびより高度なリスク検出から、炭素回収および排出量削減技術に至るまで、様々な

進歩を加速させることができる。他方では、規制やコミットメントに関するEUの動向、ネット・ゼロ・バンキン

グ・アライアンス（NZBA）の加盟ベースによる「コミットメント」から非加盟ベースの「枠組み」への移行、オ

ムニバス法案の遅れ、米国におけるESG規制への反発などは、サステナビリティに対する規制主導のインセンチ

ブが弱まっていることを示唆している。事業者は、サプライチェーンの影響やリスク管理により、サステナビリ

ティに対するビジネスケースが強化されていることを確認している。CEOの大半は、サステナビリティへのコ

ミットメントを維持または拡大する予定である。このビジネスの観点において、競争力を維持するためには、コ

ンプライアンスの枠を超えた、具体的な戦略およびビジネスソリューションが求められる。しかし、グリーン

ウォッシングのリスクや気候変動訴訟の増加により、対外的なメッセージ発信については依然として慎重な姿勢

が取られている。
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技術・デジタル化

金融業界は、人工知能、クラウド・コンピューティングおよびブロックチェーンの進歩により、急激なデジタ

ル変革を経験しつつある。AIは、リスク管理、不正検出や顧客のパーソナライズを改善するためにより一層用い

られるようになっており、生成AIは運用やソフトウェア開発の効率化を行っている。また、各機関が技術革新と

戦略的自律性のバランスを模索する中、保護貿易主義、安全保障、EUの主権、そして技術的独立性に関する議論

がますます重要になっている。クラウドの導入は加速し続けており、スケーラビリティおよびコスト効率を実現

している。しかし、米国のベンダーへの依存度が高いことから、回復力に焦点を当てたアプローチが求められて

いる。ブロックチェーン、分散型金融およびトークン化は、決済システムに変革をもたらしている。オープンバ

ンキングおよびAPI主導のエコシステムは、従来型の機関とフィンテックの間の協働を強化し、新しい収益源お

よび競争環境を生み出している。同時に、規制圧力および地政学的リスクが高まる中、サイバーセキュリティお

よびデジタルトラストは依然として重要な優先事項である。AIおよび生成AIの利用が拡大するにつれ、ステーク

ホルダーが銀行に対してアルゴリズムの責任ある管理を求めていることから、倫理的な利用、バイアスの軽減お

よび透明性への注目が高まっている。データ分析、AIやクラウドを戦略に組み込んだ組織はアジャイルさと回復

力を得られる一方で、遅れをとっている機関は、ますますデジタルファースト化が進む市場において適合性を失

うリスクがある。一方、エージェント型AIは、自律的な意思決定およびリスク予測を可能にするプロアクティブ

なテクノロジーとして台頭しており、今後重要な役割を果たすことが期待されている。量子コンピューティング

も実用化が見込まれており、現在の暗号化標準を破壊し、金融データを保護するための新しい暗号化アプローチ

が必要となる可能性がある。競争および新興技術は引続きオペレーショナル・レジリエンスを試し、金融サービ

スの提供を変化させ、顧客エクスペリエンスおよび従業員の期待を高める。収益を最大化し、費用効率を最適化

することが優先される。安全なデジタル・サービス、デジタル包摂および賢明なAIソリューションを通じて顧客

の信頼を維持することが重要である。
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規制・法律

2025年度において、規制をめぐる状況は大幅に変化した。EUは、資本要件規制（CRR Ⅲ）および資本要件指令

（CRD Ⅳ）を通じてバーゼルⅢ改正を進め、新たな信用リスクおよびオペレーショナル・リスクの基準を導入し

た。監督機関は、リスクに基づく、データ主導の監督を強化し、暗号資産の市場濫用に係るガイドラインを公表

し、持続可能な金融に係る開示に対する要求を厳格化すると同時に、欧州オムニバス・アジェンダを通じた簡素

化も進めた。今後、各国当局が世界的な調和よりも国内の競争力を優先することで、世界的な金融規制は分断化

され、クロスボーダー企業にとって複雑さを生じさせることが予想される。業界の見通しでは、ステーブルコイ

ンおよびトークン化された預金が目先の混乱要因として注視されており、銀行は発行、保管および処理について

戦略的な意思決定を迫られている。欧州の規制政策は技術革新によって形作られ、監督の優先事項はデジタル資

産およびAIガバナンスに移行することが予想される。トークン化された預金、ステーブルコインおよびアルゴリ

ズムによる意思決定から生じるリスクに対処するための、新たな枠組みが登場する可能性が高い。オペレーショ

ナル・レジリエンスおよびサイバーセキュリティは、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）の

下でも最優先事項であり続け、堅実なITリスク管理および第三者による監督が求められる。規制要求が高まる中

で、監督当局はコンプライアンス・ギャップを埋めるための監視および執行を強化している。組織は、サービス

の質を維持し、新たな基準を満たし、変化する要件を把握するために、プロセスを適応させなければならない。

政治的不確実性および地政学的緊張はさらなる複雑さをもたらし、また、コンプライアンスへの圧力の高まりは

業務を停滞させるリスクがある。こうした環境を乗り切るためには、監督当局との積極的な関与と、格付機関、

検察および投資家の期待に注意を払うことが依然として不可欠である。
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(4)　経営委員会の責任表明

 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（ラボバンク）の経営委員会は、同委員会が知る限りにおいて、以

下を表明する。

 

－財務書類が、ラボバンクおよび連結財務書類に含まれる会社の資産、負債、財政状態および利益に関する真正

かつ公正な見解を示すものであること。

－経営報告書が、報告日におけるラボバンクおよび財務書類にその情報が含まれている関連会社の状況、ならび

にこれらの会計年度中における状況の経過に関する真正かつ公正な見解を示すものであること。

－財務報告リスクにおける内部統制に関する情報が、「財務報告に係る内部統制に対する経営陣からの報告」の

セクションに記載されていること。

－サステナビリティの報告リスクにおける内部統制に関する情報が、「サステナビリティ報告」のセクションに

記載されていること。

－2025年度に関する本報告に記載されている通り、ラボバンクは、本報告に記述された方法および範囲におい

て、オペレーショナル・リスクおよびコンプライアンスリスクを管理している。経営委員会は、当行の内部リ

スク管理および統制システムが、リスク選好度を考慮した上で、ラボバンクが直面するオペレーショナル・リ

スクおよびコンプライアンスリスクが、効果的に管理されているという十分な確信を提供できないとは認識し

ていない。ただし、このようなシステムの固有の限界も考慮すべきである。リスク選好度の逸脱が生じた場

合、それらは適切に管理される。詳細については、「リスク管理」のセクションを参照のこと。

－この文脈において、経営報告書が、内部リスク管理および制御システムの有効性に関する欠陥について十分な

見識を提供するものであること。

－経営報告書に、今後12ヶ月間におけるラボバンクの継続性に関連する範囲での、主要なリスクおよび不確実性

が含まれていること。

 

経営委員会

会長 ステファーン・デクラーネ

CFO  バス・ブラウワース

CRO  フィンセント・マーフテンベルグ

委員  カルロ・ファン・ケメナーデ

委員 アレクサンダー・ズヴァルト

委員 ララ・ヨカリーニ

委員 エルス・カンプホフ

委員 ジャニノ・フォス

委員 フィリップ・ヴォロー
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(5)　財務報告に係る内部統制に対する経営陣からの報告

 

ラボバンクの経営委員会は、財務報告に係る適正な内部統制を確立し、維持する責任を負っている。経営陣に

はまた、連結財務諸表の作成とその公正な表示の責任がある。年次報告書の対象期間の終了時に、ラボバンクの

経営陣は、最高経営責任者（CEO）および最高財務責任者（CFO）の監督の下、両者も参加して、財務報告に係る

内部統制の制度設計および運用状況の有効性の評価を実施した。ラボバンクの財務報告に係る内部統制は、一般

に公正妥当と認められた会計原則に則り対外開示目的で財務諸表を作成する際の、財務報告の信頼性に関して合

理的な保証を提供することを目的としたプロセスである。

 

内部統制システムには、その設計がいかに優れていたとしても固有の限界というものがある。その限界のた

め、財務報告に係る内部統制では虚偽表示を防止または発見できない可能性もある。また内部統制の有効性に関

する評価に基づく将来予測についても、状況の変化により内部統制の措置が不十分になる恐れ、あるいは方針や

手続の遵守の度合いが低下する恐れがある。

 

経営陣は、トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）が2013年に設定した「内部統制の統合的枠組み」におい

て定義された基準に基づき、2025年12月31日現在のラボバンクの財務報告に係る内部統制の有効性を評価した。

 

その評価に基づき、ラボバンクの経営委員会は、内部統制システムが、財務報告に重大な不正確さが含まれて

いないという合理的な保証を提供していると結論付けた。

 

2025年12月31日に終了した年度のラボバンクの連結財務諸表を監査したプライスウォーターハウスクーパー

ス・アカウンタンツ・エヌ・ブイもまた、ラボバンクの財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営陣の評価

を検証した。プライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブイの保証報告書は「その他の情

報」セクションに含まれている。

 

ステファーン・デクラーネ　　　　　　　　　バス・ブラウワース

 

ユトレヒト、2026年３月５日

 

内部統制に関する上記の記述は、サーベンス・オクスリー法第404条規定の要件に則した報告であると解釈す

べきではない。
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(2) 【役員の状況】

男性の役員の数：６名、女性の役員の数：３名（女性の役員の割合：33％）

 

①　(a) 監督委員会

2026年６月10日現在の当社監督委員会の構成員は次表のとおりである。

 

氏名 生年月日 役職 就任日 主要略歴
所有株式の
種類および
数

マリヤン (M.) トロンペッター 1963年11月１日 会長 2015年９月23日
監督取締役／
経営コンサル
タント

該当なし

ヨハン (J.) ファン・ホール 1960年２月24日 副会長 2021年12月８日
専門監督
取締役

該当なし

サンドラ・ベレンドセン 1973年11月27日  2024年12月11日
専門監督
取締役／
酪農場主

該当なし

ドリーク (D.H.B.) デスメット 1966年９月15日  2025年４月９日
専門監督
取締役

該当なし

ミリアム・ファン・ドンヘン 1969年４月16日  2024年９月25日
専門監督
取締役

該当なし

マシュー・エルダーフィールド 1966年１月12日  2023年６月28日
専門監督
取締役

該当なし

ブライアン・ヒルマン 1969年８月７日  2025年９月17日
専門監督
取締役

該当なし

ゲイル・クリントワース 1963年３月７日  2023年６月28日
専門監督
取締役

該当なし

マルク (M.R.C.) ペンサール 1964年10月16日  2020年４月８日
専門監督
取締役

該当なし

バート・ゼーガース 1982年９月26日  2025年９月17日
専門監督
取締役

該当なし
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(b) 経営委員会

2026年６月10日現在の当社経営委員会の構成員は次表のとおりである。

 

氏名 生年月日 役職 就任日 主要略歴
所有株式の
種類および
数

ステファーン (S.L.G.) ・デク
ラーネ

1964年11月24日 会長 2023年１月１日

2023年
ラボバンク入社
銀行業務経験
37年

該当なし

バス (B.C.) ブラウワース 1972年１月５日  2016年１月１日

2016年
ラボバンク入社
銀行業務経験
28年

該当なし

フィンセント・マーフテンベルグ 1976年９月19日  2023年４月１日

2023年
ラボバンク入社
銀行業務経験
26年

該当なし

ジャニノ (B.J.) フォス 1972年11月７日  2017年９月１日

2016年
ラボバンク入社
銀行業務経験
10年

該当なし

フィリップ (P.G.R) ヴォロー 1967年２月５日  2022年10月１日

2022年
ラボバンク入社
銀行業務経験
34年

該当なし

エルス (E.G.) ・カンプホフ 1967年10月10日  2023年９月１日

2006年
ラボバンク入社
銀行業務経験
34年

該当なし

アレクサンダー (A.G.J.M.) ・ズ
ヴァルト

1973年２月10日  2023年12月１日

2008年
ラボバンク入社
銀行業務経験
18年

該当なし

カルロ (C.G.M.) ・ファン・ケメ
ナーデ

1964年６月24日  2024年４月４日

1990年
ラボバンク入社
銀行業務経験
35年

該当なし

ララ・ヨカリーニ 1980年11月15日  2024年６月５日

2020年
ラボバンク入社
銀行業務経験
９年

該当なし
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②　役員の報酬

 

経営委員会

経営委員会は、ラボバンク・グループの経営について責任を負っている。その権能は、顧客価値を提供し、将

来性のある戦略を推し進め、財政的レジリエンスを維持し、全ての業務にわたって当行の協同組合としてのアイ

デンティティを守ることに重点が置かれている。経営委員会は、各メンバーが戦略上および運営上の議論に意味

のある貢献をし、集合的意思決定に参加する、積極的関与の文化を育んでいる。そうすることで、各メンバーの

特定の専門知識が、当行の長期的な成功をサポートするために十分に活用される。

 

経営委員会の報酬方針は、ラボバンクの戦略の実行をサポートし、持続可能な成長を促進し、当行の協同組合

としてのアイデンティティを強化することを目的としている。これは、報酬がラボバンクの長期的かつ持続可能

な利益、ステークホルダーの期待およびリスク方針と整合していることを確保しつつ、優秀な執行役員を引きつ

け、確保することを目指している。協同組合銀行として、報酬方針に協同組合の原則がしっかりと組み込まれ、

公平な賃金、適度な報酬哲学および社会的責任が、全体に反映された重要な要素となっていることが不可欠であ

る。報酬方針の変更は、GMC人事・報酬委員会との協議および関与の後、採択のため一般加盟者理事会にかけら

れる。

 

経営委員会のメンバーは４年間の任期で任命され、メンバーらの個々の報酬は、その特定期間について決定さ

れる。各経営委員会メンバーの報酬およびその他の雇用条件は、経営委員会報酬方針およびグループ報酬方針の

範囲内で監督委員会によって決定される。個々の給与水準の決定は、経営委員会メンバー間の集団責任の原則に

基づいて行われる。これにより、多様性および得られる能力・経験を最大限に活用することが奨励され、チーム

のメンバー間が必要に応じて知識やスキルを活用し、互いに助け合ってサポートすることにつながる。協働はこ

のようなチーム文化の中で強化され、経営委員会メンバーは、もしそうすることで付加価値を提供できるのであ

れば、自身の主な責任の直接的な領域の外で活動することも推奨されている。経営委員会の集団責任に加え、

個々の経営委員会メンバーの役職の市場価値ならびにスキルおよび経験も、個々の報酬を決定する際に考慮され

る。

 

公正かつ競争力のある報酬を確保するため、業界基準および市況に対して定期的なベンチマークが行われてい

る。２年に１度のペースで、経営委員会のポジションは、オランダ国内の業界間他社および欧州全体の銀行業界

他社によって構成された同業他社集団に対して評価される。これらの他社集団は、地理、組織規模、人材市場の

適合性や、目的主導型のまたは協同組合としての基礎を有するかどうかといった要素に基づき選ばれる。外部の

市場比較に加えて、法令、報酬哲学、取締役会構成、内部給与比率、利害関係者の期待、内部・社会の動向もま

た、経営委員会の報酬水準を決定する際に考慮される。
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合計報酬

経営委員会の合計報酬は、基礎的および副次的な構成要素の両方から構成され、以下の要素が含まれる。

・　経営委員会の報酬の構成比率は完全に固定給与のみであり、変動報酬は含まれていない。

・　確定拠出年金制度に基づく年金制度。2025年１月１日現在、年金を生じさせられる最高収入（法律により

規制される。）は、137,800ユーロとなった。

・　加えて、経営委員会のメンバーは、年金支給対象限度額の閾値を超過した個別の年間固定収入の24％に相

当する個別の年金予算を受領する。

・　経営委員会のメンバーのために、通勤および出張のためのモビリティ・ポリシーが整えられている。

 

個別報酬

2025年１月より、経営委員会メンバー全員の給与額が４％引き上げられた。以下の概況は、2025年度における

経営委員会メンバー全員の個別報酬を示している。

 

2025年度経営委員会報酬

単位：千ユーロ 固定報酬  変動報酬

特別
項目

年金

費用
１

合計
報酬

合計報酬
の

固定割合
２

経営委員会
メンバー

基本
給与

報酬
福利

厚生
３

変動
報酬
（１年）

変動
報酬
(複数年)

ステファーン・デク

ラーネ－CEO
４ 1,255 - - - 78 - 326 1,659 100％

バス・ブラウワース
－CFO

1,057 - - - - - 277 1,334 100％

エルス・カンプホフ
－ホールセール・ア

ンド・ルーラル
５

869 - - - 48 - 230 1,147 100％

カルロ・ファン・ケ
メナーデ
－リテールNL

978 - - - - - 252 1,230 100％

フィンセント・マー
フテンベルグ

－CRO
６

869 - - - 43 - 224 1,136 100％

フィリップ・ヴォ

ロー－CFECO
７ 1,416 - - - 122 - 374 1,912 100％

ジャニノ・フォス
－CHRO

869 - 2 - - - 227 1,098 100％

ララ・ヨカリーニ
－ベンダー・ファイ

ナンス
８

869 - - - 30 - 224 1,123 100％

アレクサンダー・ズ
ヴァルト－CITO

869 - 2 - - - 226 1,097 100％

合計 9,051 - 4 - 321 - 2,360 11,736 100％
 

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

196/574



１　年金費用には、年金支給対象給与の上限額に基づく年金および年金支給対象給与の上限額についての報酬が含まれ

る。

２　経営委員会の報酬は固定給与のみであり、メンバーは変動報酬を受ける資格を有さない。報告された変動報酬は、以

前の経営委員会以外の役職、バイアウトまたはサインオンからの変動報酬に関するものである。

　　したがって、これらの変動報酬額は、合計報酬の固定部分の算出には考慮されていない。

３　福利厚生は様々であり、財務アドバイザリー・サービスや住宅ローン金利の割引が含まれる。

４　2023年度における同氏の任命より、前雇用主における繰延変動報酬の損失を補償するために、バイアウトが付与され

ている。権利確定部分は複数年の変動報酬として考慮されている。

５　複数年にわたる変動報酬は、以前の（経営委員会以外の）役職からの繰延報酬の権利確定部分に関連している。

６　2023年度における同氏の任命より、前雇用主における繰延変動報酬の損失を補償するために、バイアウトが付与され

ている。権利確定部分は複数年の変動報酬として考慮されている。

７　チーフ・ファイナンシャル・エコノミック・クライム・オフィサーの役職は、金融経済犯罪の分野における詳細かつ

国際的な専門知識が必要であり、これは固定給与への増補給与によって評価されている。2022年度における同氏の任

命より、前雇用主における繰延変動報酬の損失を補償するために、バイアウトが付与されている。権利確定部分は複

数年の変動報酬として考慮されている。

８　複数年にわたる変動報酬は、以前の（経営委員会以外の）役職からの繰延報酬の権利確定部分に関連している。
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2024年度経営委員会報酬

単位：千ユーロ 固定報酬  変動報酬

特別
項目

年金

費用
１

合計
報酬

合計報酬
の

固定割合
２

経営委員会
メンバー

基本
給与

報酬
福利

厚生
３

変動
報酬
（１年）

変動
報酬
(複数年)

ステファーン・デク

ラーネ－CEO
４ 1,193 - - - 76 - 312 1,581 100％

バス・ブラウワース
－CFO

1,017 - - - - - 266 1,283 100％

エルス・カンプホフ
－ホールセール・ア

ンド・ルーラル
５

827 - - - 55 - 220 1,102 100％

カルロ・ファン・ケ
メナーデ

－リテールNL
６

701 - - - - - 180 881 100％

フィンセント・マー
フテンベルグ－CRO
７

827 - - - 42 - 214 1,083 100％

フィリップ・ヴォ

ロー－CFECO
８ 1,374 - - - 119 - 358 1,851 100％

ジャニノ・フォス
－CHRO

827 - - - - - 216 1,043 100％

ララ・ヨカリーニ
－ベンダー・ファイ

ナンス
９

485 - - - - - 124 609 100％

アレクサンダー・ズ
ヴァルト－CITO

827 - 2 - - - 215 1,044 100％

          

旧メンバー          

カーステン・コンス

ト－法人顧客
10 200 - - - - 344 53 597 100％

マリエル・リヒテン

ベルク－民間顧客
11 200 - 1 - - 650 53 903 100％

合計 8,478 - 3 - 292 994 2,211 11,977 100％
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１　年金費用には、年金支給対象給与の上限額に基づく年金および年金支給対象給与の上限額についての報酬が含まれ

る。

２　経営委員会の報酬は固定給与のみであり、メンバーは変動報酬を受ける資格を有さない。報告された変動報酬は、以

前の経営委員会以外の役職、バイアウトまたはサインオンからの変動報酬に関するものである。したがって、これら

の変動報酬額は、合計報酬の固定額の算出において考慮されていない。

３　福利厚生は様々であり、財務アドバイザリー・サービスや住宅ローン金利の割引が含まれる。

４　2023年度における同氏の任命に伴い、前雇用主における繰延変動報酬の損失を補償するために、バイアウトが付与さ

れている。権利確定部分は複数年の変動報酬として考慮されている。

５　複数年にわたる変動報酬は、以前の（経営委員会以外の）役職からの繰延報酬の権利確定部分に関連している。

６　カルロ・ファン・ケメナーデは、2024年４月４日付でリテールNLの経営委員会メンバーに任命された。

７　2023年度における同氏の任命に伴い、前雇用主における繰延変動報酬の損失を補償するために、バイアウトが付与さ

れている。権利確定部分は複数年の変動報酬として考慮されている。

８　チーフ・ファイナンシャル・エコノミック・クライム・オフィサーの役職は、金融経済犯罪の分野における詳細かつ

国際的な専門知識が必要であり、これは固定給与への増補給与によって評価されている。2022年度における同氏の任

命より、前雇用主における繰延変動報酬の損失を補償するために、バイアウトが付与されている。権利確定部分は複

数年の変動報酬として考慮されている。

９　ララ・ヨカリーニは、2024年６月５日付でベンダー・ファイナンスの経営委員会メンバーに任命された。

10　カーステン・コンストは、2024年４月４日付で経営委員会メンバーを辞任し、「特別項目」に記載されている退職金

を受領する権利を有している。2025年１月１日まで、同氏はサステナビリティに関する経営委員会のアドバイザーに

任命され、同等水準の報酬を受け取っていた。その後、当該従業員に６ヶ月分の給与が支払われる通知期間が開始し

た。

11　マリエル・リヒテンベルクは、2024年４月４日付で経営委員会メンバーを辞任し、「特別項目」に記載されている退

職金を受領する権利を有している。2024年６月１日まで、同氏は業務の引き継ぎを行い、いくつかの残りの仕事を完

了し、同等水準の報酬を受け取っていた。その後、６ヶ月の通知期間が開始した。同氏の雇用は2024年12月１日に終

了した。
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個々の貸出金

2025年12月31日時点で経営委員会に在籍するメンバーの貸出金残高および平均金利は下記のとおりであった。

 

経営委員会貸出金   

単位：百万ユーロ 貸付残高 平均金利（％）

2025年12月31日付   

バス・ブラウワース 0.68 1.50

エルス・カンプホフ 0.33 1.25

カルロ・ファン・ケメナーデ 0.88 1.96

ジャニノ・フォス 1.11 1.58

ララ・ヨカリーニ 0.06 1.08

アレクサンダー・ズヴァルト 0.12 5.30
 
 

 

表に含まれていない経営委員会のメンバーは、2025暦年末時点で、貸出金、前払金および保証金を一切受領し

ていない。

 

監督委員会

監督委員会の役割についての報酬額水準は、一般加盟者理事会によって採択されている。これらの報酬は、オ

ランダにおける業界間他社および欧州全体の銀行業界の同業他社との比較によって、２年に１度ベンチマークさ

れる。監督委員会は、報酬に年間物価スライド方式を適用することができる。2025年度については、監督委員会

は報酬額を４％引き上げることを決定した。

 

2025年度における報酬体系は下記のとおりである。

 

2025年１月１日現在の報酬体系

単位：ユーロ 報酬

会長 239,096

メンバー 97,812

  

追加報酬  

監督委員会の会長代理 32,604

監査委員会の会長 21,736

リスク委員会の会長 21,736

協同組合問題委員会の会長 21,736

人事・報酬委員会の会長 10,868

指名委員会の会長 10,868

金融経済犯罪委員会の会長およびメンバー
１ 10,868

 

 

１　臨時委員会

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

200/574



オランダで実際に出席する必要があり、複数日にわたる監督委員会の各公式会議について、海外在住の監督委

員会メンバーは報酬を受け取る。この報酬は、一般加盟者理事会によって採択されたものであり、追加的な所要

時間ならびに移動費および宿泊費に対する報酬である。当該報酬額は、メンバーの居住国に基づき決定される。

オランダに居住する監督委員会メンバーは、標準的な１キロメートル当たりのレートによる報酬を受け取る。

 

2025年度監督委員会報酬  

単位：千ユーロ 固定報酬

監督委員会メンバー
基本

給与
１

追加

報酬
２

出席

報酬
３

合計
報酬

合計報酬
の

固定割合
４

マリヤン・トロンペッター（会長） 239 11 - 250 100％

ヨハン・ファン・ホール（副会長） 98 65 - 163 100％

サンドラ・ベレンドセン 98 - - 98 100％

ドリーク・デスメット
５ 72 - 28 100 100％

ミリアム・ファン・ドンヘン 98 21 - 119 100％

マシュー・エルダーフィールド 98 33 36 167 100％

ブライアン・ヒルマン
６ 28 - - 28 100％

ゲイル・クリントワース 98 - 28 126 100％

マルク・ペンサール 98 11 6 115 100％

バート・ゼーガース
７ 28 - - 28 100％

      

旧メンバー      

ペイトリ・ホフステー
８ 16 1 - 17 100％

合計 971 142 98 1,211 100％
 

 

１　ラボバンクの監督委員会メンバーとしての報酬

２　監督委員会会長としての報酬

３　オランダ国外に居住する監督委員会メンバーの出席報酬

４　監督委員会メンバーは変動報酬を受ける資格を有さない。

５　ドリーク・デスメットは2025年４月９日付で監督委員会メンバーに任命された。

６　ブライアン・ヒルマンは2025年９月17日付で監督委員会メンバーに任命された。

７　バート・ゼーガースは、2025年９月17日付で監督委員会のメンバーに任命された。

８　ペイトリ・ホフステーは、2025年３月３日付で監督委員会のメンバーを辞任した。
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2024年度監督委員会報酬  

単位：千ユーロ 固定報酬

監督委員会メンバー
基本

給与
１

追加

報酬
２

出席

報酬
３

合計
報酬

合計報酬
の

固定割合
４

マリヤン・トロンペッター（会長） 227 10 - 238 100％

ヨハン・ファン・ホール（副会長） 93 31 - 124 100％

サンドラ・ベレンドセン
５ 5   5 100％

ミリアム・ファン・ドンヘン
６ 25   25 100％

マシュー・エルダーフィールド 93 19 56 168 100％

ペイトリ・ホフステー 93 31 - 124 100％

ゲイル・クリントワース 93 - 44 137 100％

マルク・ペンサール 93 22 35 150 100％

      

旧メンバー      

アリアン・カンプ
７ 88 20 - 107 100％

パスカル・フィゼー
８ 88 10 - 98 100％

合計 899 143 135 1,177 100％
 

 

１　ラボバンクの監督委員会メンバーとしての報酬

２　監督委員会会長としての報酬

３　オランダ国外に居住する監督委員会メンバーの出席報酬

４　監督委員会メンバーは変動報酬を受ける資格を有さない。

５　サンドラ・ベレンドセンは、2024年12月11日付で監督委員会メンバーに任命された。

６　ミリアム・ファン・ドンヘンは、2024年９月25日付で監督委員会メンバーに任命された。

７　アリアン・カンプは、2024年12月11日付で監督委員会メンバーを辞任した。

８　パスカル・フィゼーは、2024年12月11日付で監督委員会メンバーを辞任した。

 

個々人の貸出金

2025年12月31日時点で監督委員会に在籍するメンバーの未払貸出金および平均金利は下記のとおりであった。

 

監督委員会のメンバーごとの貸出金

単位：百万ユーロ 貸付残高 平均金利（％)

2025年12月31日現在   

サンドラ・ベレンドセン 1.25 3.77

マリヤン・トロンペッター 0.58 2.95

バート・ゼーガース 0.63 1.98
 

 

表に含まれていない監督委員会のメンバーは、2025暦年末時点で、貸出金、前払金および保証金を一切受領し

ていない。
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③　役員が受けている特別の利益

2025年度における経営委員会に対する当社の貸出金、前渡金ないし保証金の額は3.18百万ユーロ（2024年度：

3.3百万ユーロ）であった。2025年度における監督委員会の構成員に対する当社の貸出金、前渡金ないし保証金

の額は2.46百万ユーロ（2024年度：2.1百万ユーロ）であった。
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(3) 【監査の状況】

①　監督委員会の活動状況

 

会合および出席状況

2025年度中、監督委員会は通常会合スケジュールに従って、経営委員会と合同で９回招集された。通常会合

とは別に、監督委員会は社外での会合を２回ならびに特定の議題および／または実際の動きに対するフォロー

アップを目的とした専用の会合を、関係する経営委員会委員の出席のもと複数回開催した。

また監督委員会は内部会合（経営委員会の議長も参加する場合があった。）も11回開催した。当該内部会合

は、主に機密事項および採用または指名に関する事項につき協議するためのものであった。監督委員会および

その各委員会の会合に係る詳細は、以下の表のとおりである。

常設委員会会合に加え、臨時のFEC委員会が６回招集された。当該会合には、委員会構成員であるマルク・ペ

ンサールおよびマシュー・エルダーフィールドが出席し、マリヤン・トロンペッターおよびヨハン・ファン・

ホールも参加した。

 

2025年度の監督委員会およびその各委員会の概況

 

監督委員会およびその常設委員会の構成および会合出席率（2025年12月31日現在）

会合
監督
委員会

リスク
委員会

監査
委員会

協同組合・
サステナビリティ

委員会

報酬・人事
委員会

指名
委員会

開催回数 ９回 ９回 ７回 ５回 ５回 ６回

サンドラ・ベレンドセン ９/９ ５
1 ７/７ ５/５ - -

ドリーク・デスメット
2 ６/６ ５/５ ４

1
２
1

１
1 -

ミリアム・ファン・ドンヘン ９/９ ８/９
７/７
(会長) １

1
１
1 -

マシュー・エルダーフィール
ド

９/９
９/９
(会長)

７/７ ３
1 - -

ヨハン・ファン・ホール
９/９

(副会長) ５
1 ７/７

５/５
(会長)

５/５
(会長)

６/６

ブライアン・ヒルマン
2 ３/３ ２

1
１
1

１
1 - -

ペイトリ・ホフステー
4 -/２ -/２ -/２ -/２ - -

ゲイル・クリントワース ９/９ ８/９ ５
1 ５/５ ５/５ ６/６

マルク・ペンサール ９/９ ９/９ ３
1 ５/５ - -

マリヤン・トロンペッター
９/９
(会長)

９/９ ７
1 ５/５ ５/５

６/６
(会長)

バート・ゼーガース
3 ３/３ １

1
３
1 - ２

1
２
1

 

 

１　監督委員会の構成員は、自身の裁量において、いずれの委員会会合にも参加することができる。

２　ドリーク・デスメットは、2025年４月に行われた一般加盟者理事会の会合において、監督委員会の構成員に指名され

た。同時に、同氏は2025年４月９日付でリスク委員会にも加入した。

３　ブライアン・ヒルマンおよびバート・ゼーガースは、2025年９月に行われた一般加盟者理事会の会合において、監督

委員会の構成員に指名された。

４　ペイトリ・ホフステーは、2025年３月３日付で監督委員会の構成員を退任した。
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リスク委員会

一般的な任務および職務

リスク委員会は、リスク・ガバナンス枠組み、リスク管理システムおよびリスク選好度に係る当行の動向お

よび実施状況につき、監督委員会がその完全性および質を監督するための判断材料を準備する。これには、と

りわけリスク分析シナリオの見直しおよび効果的な再検討、ならびに強固なリスク文化の下でのリスク認識の

喚起が含まれる。

 

会合

2025年度中、リスク委員会は通常会合を９回開催した。過年度同様、当該会合のうち１回は、ICAAP/ILAAPス

トレス・テストの結果を協議することを目的とした、リスク委員会と監督委員会の合同会合であった。リスク

委員会の通常会合とは別に、リスク委員会と監査委員会は合同会合のため５回招集された。

 

毎年繰り返し協議される議題

リスク委員会は、全てのタイプの財務・非財務リスクを網羅する四半期ごとの統合リスク報告書を検討し

た。地政学およびマクロ経済に係る課題について、リスク・ダッシュボードを通じてCROからアップデートが提

供された。当該アジェンダは、オペレーショナル・リスクおよび情報セキュリティ等の具体的な非財務リスク

に関する集中的な報告について取り上げた。定期的なブリーフィング事項には、ラボバンクのモデルの状況、

SREP、プロダクト・ガバナンス、規制要件（BCBS239およびDORA）、ITリスク特性、住宅ローン・ポートフォリ

オおよびグローバル・ポリシーの変更が含まれていた。

チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサーからも定期的に報告があったことで、リスク委員

会は情報セキュリティ・リスク（特にサイバーセキュリティ）がどのように管理されているか理解を深めるこ

とができた。リスク委員会は、ICAAP/ILAAP、グループのリスク選好度声明（ラボバンクの中期計画および予算

に沿ったもの）、ラボバンク・グループ再生計画ならびにグループの報酬方針といった、規制に関わる主要議

題の承認についても、監督委員会を導いた。

リスク委員会は、（本国の）監督当局との関係（指摘事項および調査を含む。）について最新状況を常に把

握するため、監督当局関係担当部門から継続的に情報のアップデートを受けた。年間を通じて、様々な現場調

査に係る結果およびフォローアップ活動について詳細な議論がなされた。

コンプライアンス報告書、プライバシー状況報告書および法務報告書がリスク委員会と監査委員会の合同会

合において協議された。
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当年度特有の議題および追究事項

2025年度中、リスク委員会は、規制および地政学的動向について頻繁に協議し、変化する米国の政策、貿易

関税および世界的緊張といった、特に信用リスク、流動性リスクおよびカントリーリスクに影響のある事項に

ついて常に注目していた。繰り返し協議されたこれらの議題のほか、ラボバンク・グループ・サバイバル計画

の策定も明らかな焦点であった。これには危機管理手続きの改善、経営委員会および監督委員会の正式な役割

および責任の明確化、ならびに事業継続性、データセンターのレジリエンスおよび流動性リスクに係る措置の

強化が含まれていた。

リスク委員会は、地政学的動向、ラボバンクの不動産ポートフォリオおよびリスク管理アプローチを踏まえ

て、ストレス・テスト・シナリオの結果についても確認および再検討した。

オペレーショナル・リスクおよび統制の有効性は、2025年度中、持続的に注目の対象となっていた。リスク

委員会は、ITおよびサイバーリスク（第三者リスクを含む。）に対する改善計画の進捗を監視し、脆弱性管

理、ランサムウェアからの回復、アイデンティティおよびアクセスの管理に関して深く追究する会合を開き、

事業継続性管理の強化を目的とした当行全体向けのプログラムについて定期的にアップデートを受けた。

かかる協議の中には以下の様々な議題について深く追究するものもあった。

・　ラボバンクのインタレスト・オンリー住宅ローン・ポートフォリオ（リスク回避措置、規制要件と顧客へ

の影響および注意義務のバランス、コミュニケーション戦略）

・　（ハイ）レバレッジ取引

・　事業継続性

・　ラボバンクの不動産ポートフォリオおよび市場の動向

・　地域別の動向（欧州、アフリカおよびアジア地域）

・　プライベート・エクイティおよびプライベート・クレジット市場に係るトレンド

・　バーゼルIVの施行

・　DLLのリスク特性および構造改革の実施への介入

・　リスク文化

・　情報セキュリティ（ランサムウェアからの回復および脆弱性管理を含む。）

 

監査委員会

一般的な任務および職務

監査委員会は、ラボバンク・グループの財務報告およびサステナビリティ報告、ラボバンク・グループの内

部統制システム枠組みの効果、外部監査人の報告および機能、ラボバンク・グループの内部監査機能に係る報

告およびその作動、ならびにラボバンク・グループのコンプライアンスおよびリスク機能の作動につき、監督

委員会がその完全性および質に係るあらゆる事項につき判断する上での材料を準備する。監査委員会は、監督

委員会の要請を受けまたは自発的に、手続規則に記載の事項につき監督委員会に対して推奨案を提出する。
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会合

2025年度中、監査委員会は７回招集されたほか、2026年度予算案に係る協議の準備のためのワーキング・

セッションが１回開催され、リスク委員会との合同会合も５回開催された。内部監査役および外部監査人は監

査委員会の全ての会合に出席し、チーフ・コンプライアンス・オフィサーはアジェンダの内容に応じて出席し

た。加えて、監査委員会は各内部監査役および各外部監査人のそれぞれとの間で非公開の会議も開催した。

2026年度以降、アーンスト・アンド・ヤングが新たな外部会計監査人となるため、2025年12月以降の監査委員

会の会合にはアーンスト・アンド・ヤングも（当初はオブザーバーとして）出席した。

 

毎年繰り返し協議される議題

四半期ごとに監査委員会はラボバンク・グループの財務業績および当該成績の感応度について協議した。監

査委員会は、当該会合において、とりわけグループの業績、および当該年度につき設定された目標を達成する

上での当該業績の主要指標の、動向および舵取りについて再検討した。監査委員会において協議および再検討

対象の議題として取り上げられたその他の議題は、金融市場の動向のうち当行に関わるものに係る最新情報、

ベンチマーク報告、世界の税務に係る動向、内部監査に係る四半期報告、およびコンプライアンスに係る四半

期報告であった。2025年に行われたコーポレート・ガバナンスコードの改正により、「フェルクラーリング・

オムトレント・リシコベヘール」（VOR）が導入された。監査委員会は、当行の設計ならびに内部リスク管理お

よび統制システムの運営上の有効性のほか、財務およびサステナビリティ報告の完全性および質についても監

督した。監査委員会は、VORおよび外部監査人のフォローアップの実現方法を含め、これらに係る監督委員会の

審議および判断材料を準備した。

監督委員会による予算案の承認および中期計画の協議に先立ち、監査委員会は、DLLのCFOおよびチーフ・サ

ステナビリティ・オフィサーを含む、該当するグループ部署および事業部門の担当CFOも交えたワーキング・

セッションにおいて、当該事業に係る財務業績および予算についてより詳細に協議した。その後、監査委員会

はとりわけラボバンクの目標、成長力およびリスク選好度、サステナビリティ影響目標およびファイナンス

ド・エミッション制限、ならびにその他の想定される重要な仮定を踏まえ、予算案を見直した。協議されたも

のの中でも、各ビジネスラインにおける資本利益率の動向は重要な議題であった。加えて、コストの動向につ

いても協議した。

監査委員会は、財務諸表を含む中間報告書および年次報告書、プレスリリースおよびインパクト・レポート

を確認した。監査委員会は、これらの報告書を確認する過程で、また内部監査役および外部監査人の作成する

監査報告書に基づき、慎重な判断および予測を要する、重大な会計方針および報告事項の適用につき再検討し

た。当該検討事項には、貸出金減損、貸倒引当金のモデル結果につきトップレベルで行われる調整、法律上の

要求および法律規定の評価、ならびに税務およびその他のポジションに係る動向が含まれる。CSRDに基づく報

告が初めて行われ、PwCはこれに対して「限定的保証」を提供した。監査委員会は、かかる報告はCSRDを遵守し

ているものの、より成熟度を増す必要があると指摘した。
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加えて、監査委員会は、主要非財務データの開示、およびサステナビリティに係る報告を含めた統合型報告

アプローチについても見直した。監査委員会は、当行が年次報告書およびインパクト・レポートにおける非財

務業績およびサステナビリティに関する報告を引続き充実させていることを歓迎する。監査委員会は、財務報

告に係る内部統制についての経営陣からの報告を検討し、特にITセキュリティ、アクセス管理、貸出金の分類

および貸出金減損に係る統制に注目した。

監査委員会は毎年、内部監査役の監査計画につき協議した上で監督委員会にその承認について助言し、内部

監査規程を見直す。監査委員会は、内部監査に係る四半期報告書を参照しつつ、当行の統制環境の質、監査上

判明した事項への対応状況、および内部監査機能の働きにつき協議した。監査委員会は、外部評価の前向きな

結果、および判明事項とそれに対して合意された措置に係る協議内容をもとに、実績、当該機能および監査ア

プローチの進歩、ならびに当該機能が監査の質を重視していることおよびその有効性を高く評価している。

さらに監査委員会は、資金調達計画につき見直しおよび協議を行い、また更新された年間コンプライアンス

計画について協議した上で監督委員会にその承認につき助言した。

同委員会は、外部監査人（プライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブイ（PwC））の

監査計画を承認し、半期報告書、年次報告書、COREPおよびFINREP報告書ならびに非財務情報のそれぞれに対す

る外部監査人の監査報告書について協議した。監査委員会は外部監査人の独立性を監視してきた。同委員会

は、監査人からの洞察に満ちた報告および監査人との協議、ならびに監査チームによる年次評価に対する監査

人の対応およびエンゲージメントを称賛している。

 

当年度特有の議題および追究事項

2025年度中、金利政策に係るアップデートおよびバーゼルIVの施行を含む特定の議題について深掘りする協

議を複数回開催した。グループ企業であるDLLおよびBPDの財務業績およびリスク業績について深く追究する会

合も行われた。

 

協同組合・サステナビリティ委員会

一般的な任務および職務

協同組合・サステナビリティ委員会は、ラボバンクの協同組合としての構造、組織およびアイデンティティ

に係るあらゆる事項につき監督委員会に対して助言を行い、監督委員会が必要な判断を行う際の材料を準備す

る。その中身は次のとおりである。

１.ラボバンクの協同組合としての組織および運営に係る経営委員会作成の報告書を評価すること。

２.協同組合に関する問題につき、経営委員会の要請を受けてまたは自発的に経営委員会に対して助言を提示

すること。

加えて、協同組合・サステナビリティ委員会は、顧客、ステークホルダー、市場またはサービスに関連する

議題（ならびに各事業部によって策定されたサステナビリティ・ターゲットに基づく、サステナビリティに係

る目標、ビジョンおよび戦略に関する議題）につき、経営委員会の要請を受けてまたは自発的に経営委員会に

対して助言を行う。
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協同組合・サステナビリティ委員会は、ラボバンクの協同組合としてのアイデンティティおよびサステナビ

リティ目標が、戦略的方向性、ステークホルダーの期待および市場の動向にどのように転換されていくかにつ

いて評価し、監督委員会に対して助言を行う。また協同組合組織およびインパクトを生む活動についての経営

委員会の洞察を検討し、その判断がラボバンクの加盟者主導型の基盤に沿ったものであり続けるように、ター

ゲットを絞ったガイダンスを提供する。

サステナビリティについては、同委員会は重要議題の特定、戦略的協議の質の向上、および当行を取り巻く

外部環境の変化の監視によって、監督委員会による監督の精度を上げている。同委員会は、監督委員会がラボ

バンクの戦略のうちサステナビリティに係る要素を舵取りし監督する上での支援を行い、目標が地に足のつい

た測定可能なものとして組織全体において一貫して確実に実行されるよう手助けをする。

 

会合

2025年度中、協同組合・サステナビリティ委員会は５回招集された。

 

当年度特有の議題および追究事項

年度と通じて、監督委員会の協同組合・サステナビリティ委員会はラボバンクの協同組合としての基盤の強

化、すなわちガバナンスの簡素化、加盟者エンゲージメントの現代化、および一貫性のある国家的な協同組合

モデルの強化に注力してきた。

当行はより構造的かつ将来を見据えた協同組合組織へと進化した。これは全ての地域を通じてインパクト計

画を展開したこと、および複数年に及んだガバナンス評価プログラムが完了したことによるものであり、かか

るプログラムの完了は2025年４月の一般加盟者理事会の会合において承認され、ガバナンス評価の終了と実行

段階の開始が示された。

ラボバンクは、統一された目的先行型の枠組みの導入によって、当行の意図する社会的影響をよりはっきり

とさせた。独立基金であるラボバンク・インパクト・ファウンデーションの創設により、協同組合イニシアチ

ブは、測定可能なインパクト、強力なガバナンス、および長期的な妥当性に焦点を当てた、より明確な戦略的

アンカーを手に入れた。全般的な方向性としては、協同組合銀行が社会に対してもたらすものについての現代

的な解釈を強調する。

全てのビジネスラインにおいて、サステナビリティが当行の日常業務の中心により深く根付いた。

リテールNL、DLLおよびW＆Rは、国際的な規制が変更され、ステークホルダーの期待値が上昇する中でも、顧

客のレジリエンスを強化し、ポートフォリオの舵取りに気候および自然への配慮を取り入れることで、移行ア

ジェンダをいっそう深めた。

同委員会は、信頼に足る前進を継続すること、データ基盤を改善すること、およびサステナビリティに係る

状況が急速に変化する中でラボバンクがそれを導く協同組合のリーダーであり続けることを確保することに監

督の主眼を置いていた。
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報酬・人事委員会

一般的な任務および職務

報酬・人事委員会（R＆HR）は、報酬、ならびに戦略的人員計画、リスク文化、パフォーマンス管理、従業員

エンゲージメントおよびその他最新の人事問題といった人事および組織一般に係る問題につき、監督委員会が

判断する上での判断材料を準備する。加えて、報酬・人事委員会は、関連する規則および法律の遵守を確保し

ながら、これらの課題が当行のリスクおよびリスク管理にもたらす影響についても、当行のステークホルダー

の長期的な利益および社会慣習上の許容範囲、さらにはラボバンクの長期的な事業、リスク選好度、業績およ

び統制環境をも考慮しながら検討する。報酬・人事委員会は、リスク委員会との協力のもと、報酬制度により

生じるインセンティブの評価を行っており、また管理業務を担う上級管理職の報酬については直接監督してい

る。

固定および変動報酬に係る情報のほか、ラボバンク・グループ内における在籍、退社および入社する者への

諸手当に係る情報も掲載される、年間報告書に基づき、報酬・人事委員会は、監督委員会がラボバンク・グ

ループ報酬方針に関する判断を行う場合に助言し、またラボバンク・グループ内において最も高額な収入を得

ている従業員層に係る報酬実務を評価する。さらに、報酬・人事委員会は、報酬方針およびその実施につき規

定する一般原則を（最低でも年に一度）見直すため、中枢部にて行う独立した内部評価の準備作業を行う。

ラボバンクは良識的かつ節度のあるサステナブルな報酬方針を引続き追求している。

報酬一般および変動報酬に係る情報については、本報告書の「報酬」の項を参照のこと。

 

会合

2025年度中、報酬・人事委員会は５回招集された。

 

毎年繰り返し協議される議題

例年同様、報酬・人事委員会は、経営委員会の各構成員の報酬、（リスク）文化およびワン・ラボバンク・

カルチャー・プラン、役員の報酬方針、戦略的人員計画、人材戦略、不祥事・不正行為および廉潔性に関する

報告、ならびに従業員エンゲージメントについて検討した。

報酬・人事委員会は、経営委員会議長と緊密に連携し、年次グローサイクルに従って、経営委員会の各構成

員の評価を行い、当該査定が適切な文書としてまとめられるように取り計らった。

加えて、報酬・人事委員会は、経営委員会の業績目標および特定スタッフ（詳細については本報告書の報酬

の項の説明を参照のこと。）のグループ目標についても協議した。同委員会は監督委員会のために、ラボバン

ク・グループ全体の変動報酬に係る合計支出とその潜在的リスク評価に関する準備作業、および特定スタッフ

に分類される従業員の個別の変動報酬に関する準備作業を行った。

また報酬・人事委員会は、人材管理に関わる方針の検討にも一定の時間を割いた。

最後に、報酬・人事委員会は年次報告書内の報酬の項につき、GMCの人事・報酬委員会への提出前に検討を

行った。
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当年度特有の議題および追究事項

2025年度中、報酬・人事委員会はベンチマーク調査に基づいて経営委員会の報酬方針につき評価を行い、か

かる議題について監督委員会および一般加盟者理事会の人事・報酬委員会と複数回協議した。その結果、新た

な報酬方針が2025年12月付で一般加盟者理事会によって採択され、これにより今後数年間、市場の動向に沿う

ことが可能となった。同委員会は、2026年１月１日付で、経営委員会の構成員の報酬のうち3.0％を原則として

物価スライド制とし、監督委員会の手当も３％を物価スライド制とすることについて助言を行った。

同委員会は、監督委員会構成員の任命契約について、競業禁止規定を含むものへの更新を助言し、全ての構

成員が当該契約に署名した。

同委員会は、ピープル＠ワーク戦略、（生成）AIと従業員および生産性への影響、イコール・ペイについて

今後導入される新たな規則、多様性・公平性・包括性（DEI）に関する地政学的動向、人材管理、リーダーシッ

プならびに戦略的人員計画といった具体的な人事関連テーマについても深く掘り下げた。

 

指名委員会

一般的な職務および任務

指名委員会は、監督委員会が監督委員会、経営委員会およびそれ以上の上級管理職のポストの構成ならびに

関連する（再）指名につき判断する上での助言を行う。

監督委員会または経営委員会に欠員が生じた場合、一般加盟者理事会の人事・報酬委員会からの助言を受け

た後、まず監督委員会が職務プロフィールを採択する。各欠員の検討につき、監督委員会は監督委員会の概略

的なプロフィールを出発点とする。当該プロフィール（2025年度に更新された。）は、監督委員会全体のタス

クおよび責任、構成、コンピテンシーおよび経験分野を表すものである。監督委員会の複数年度にわたる引継

計画は当該プロフィールに基づいており、監督委員会によって年に一度以上更新され、一般加盟者理事会

（GMC）の人事・報酬委員会との協議の対象となる。

当該職務プロフィールに従い、通常は管理職専門の人材斡旋会社の力も借りながら、候補者のロングリスト

が作成される。何度も検討を繰り返した上で、指名委員会は、監督委員会の構成員ならびに多くの場合は経営

委員会議長およびCHROも同席する一次面接へと進む候補者を数人選抜する。当該面接の結果、相互に肯定的な

見解を得られた場合は、他の監督委員会構成員および対象の職位によっては経営委員会の構成員との複数回の

面接へと進むこととなる。経営委員会の構成員については、選抜過程の一環として外部評価を実施する場合も

ある。候補者が１名に絞られ次第、コンプライアンスおよび誠実性に係る検査が実施され、異論が生じなけれ

ば、外部監督当局による適格性審査手続きが開始され、労使協議会は（経営委員会構成員については）助言ま

たは（監督委員会構成員については）異議なし表明の提供を求められる。そして監督委員会構成員の候補者に

ついては、（再）指名のためノミネートされる前に、GMCの人事・報酬委員会が助言を求められる。経営委員会

の構成員は監督委員会によって（再）指名され、監督委員会の構成員は一般加盟者理事会によって（再）指名

される。
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会合

2025年度中、指名委員会は６回招集された。

 

毎年繰り返し協議される議題

例年同様、指名委員会は、一般加盟者理事会（GMC）の人事・報酬委員会に助言を求めた上で、協議の末、監

督委員会の引継計画の更新を採択した。同委員会は、各委員会の引継計画およびプロフィールに基づき、監督

委員会の全ての人事異動につき監督委員会に対して助言を行い、経営委員会の人事異動については事前に通知

を受けた。

指名委員会は、経営委員会および監督委員会の構成員の継続適性につき評価し、規制に従ってECBおよびDNB

の共同監督チームに対して報告を行った。加えて、指名委員会は、直ちに引き継ぐ場合および長期的な引き継

ぎについて利用可能な人材情報ルートを見直し、経営委員会の引継計画につき協議した。また当行の新任最高

幹部、および行内の有望な人材と、それぞれグループ単位での面談も実施された。

指名委員会は、経営委員会構成員および監督委員会構成員が、ラボバンク外においてどのような立場で利益

を得ているかを（コンプライアンス部門に登録されている情報をもとに）監視した。人材管理の一環として、

また監督委員会および経営委員会の潜在的な候補者を見つけ出し評価する意味においても、指名委員会は定期

的に（ジェンダー）多様性に関する議題を取り扱っている。

 

当年度特有の議題および追究事項

指名委員会は2025年度中、新たな役職であるチーフ・オペレーティング・オフィサーのプロフィールにつき

協議し、当該役職に適任の候補者の選考準備を行った。慎重な検討の末、面接および外部評価に基づき、フィ

リップ・ヴォローが当該役職にノミネートされた。

指名委員会は、同氏の１期目終了の１年前に当たる2026年１月１日付でステファーン・デクラーネの再指名

を提案した。かかる再指名により、ステファーン・デクラーネのラボバンクに対するコミットメントが継続す

ることおよび同氏のリーダーシップの下での現在の好業績が継続することが明確になった。加えて、CHROであ

るジャニノ・フォスの３期目の再指名についても、指名委員会において協議および準備が行われた。監督委員

会は、前提条件が充足された後、全ての者を（再）指名した。

2025年度中、指名委員会による慎重な準備および一般加盟者理事会に対する候補者のノミネートを経て、一

般加盟者理事会は監督委員会の構成員を５名（再）指名した。指名委員会は、2024年度において既に選考済み

であったドリーク・デスメットを、監督委員会の構成員候補として2025年４月に一般加盟者理事会に対してノ

ミネートする準備を行った。同氏の加入により監督委員会にはIT／デジタル／AI／データとのプロフィールが

もたらされる。加えて、その他２名の新たな監督委員会構成員の選考も行われた。ブライアン・ヒルマンおよ

びバート・ゼーガースは、いずれもラボバンクの組織内から採用された（両氏とも地方銀行の監督委員会構成

員であった。）。採用に際してのプロフィールは、地方ラボバンクおよび／または一般加盟者理事会において

委員会構成員の経験を有する経験豊富なオランダの起業家であり、社会の移行および包括性を有する社会につ

いて知識と経験を有する者であることであった。慎重な選考手続きを経て、両氏は2025年９月の一般加盟者理

事会での指名に向け、監督委員会にノミネートされた。
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指名委員会は、マリヤン・トロンペッター（監督委員会会長）およびヨハン・ファン・ホール（監督委員会

副会長）の再指名について助言した。マリヤン・トロンペッターについては、2025年９月に一般加盟者理事会

により再指名されて開始される任期が、オランダ・コーポレート・ガバナンスコードに基づき、ラボバンクに

おける最後の任期となる。再指名の理由は、経営委員会および監督委員会の構成が近年大きく変わったことに

ある。結果として、バンキング、マネジメントおよび協同組合経験（特にラボバンクに関する経験）の水準が

低下してしまった。マリヤン・トロンペッターが業務および任務をこなす方法、ならびに同氏が一般加盟者理

事会の会長としても、ラボバンク特有の協同組合ガバナンスについて深い知識と経験をもたらしていること

を、全てのステークホルダーが高く評価している。

ヨハン・ファン・ホールは、2025年12月の一般加盟者理事会において２期目として再指名された。

 

監督委員会の構成員の詳細については、上記「(2)役員の状況」を参照。

 

②　内部監査の状況等

ラボバンクには、オペレーショナル監査、コンプライアンス監査、IT監査、ローン（評価）監査および財務

報告に対する内部統制に係る監査を行う内部監査部門（「オーディット・ラボバンク」）が存在する。

 

③　外国監査公認会計士等の選任および監査報酬

(イ) 外国監査公認会計士等の選任

2016年１月１日以降、プライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブイがラボバンクの

独立した会計監査人を務めてきた。

オランダにおける監査法人の強制ローテーション制度に従い、2026年度からはアーンスト・アンド・ヤン

グ・アカウンタンツ・エルエルピーが新たな独立した会計監査人となる。

 

(ロ) 外国監査公認会計士等の評価

該当なし。
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(ハ) 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

ラボバンクの独立した会計監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブ

イ（「PwC」）ならびにその提携事務所および／または関連会社が、ラボバンクおよびその子会社に対して

2024年度および2025年度に提供したサービスに係る費用は、以下のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2024年度

 PwCオランダ
PwCネットワークの
その他の事務所

合計

監査業務 11.1 11.1 22.2

その他の監査業務 2.9 - 2.9

税務助言業務 - 0.5 0.5

その他の非監査業務 - - -

合計 14.0 11.6 25.6
 

 

単位：百万ユーロ 2025年度

 PwCオランダ
PwCネットワークの
その他の事務所

合計

監査業務 15.5 11.5 27.0

その他の監査業務 - - -

税務助言業務 - 0.2 0.2

その他の非監査業務 - - -

合計 15.5 11.7 27.2
 

 

上記の監査報酬は、ラボバンクならびにPwCおよび全世界のPwCネットワークに属するその他の提携事務所

（税務サービスおよびアドバイザリー・グループを含む。）の監査を受けるラボバンクの連結グループ事業体

に関連するものである。当該監査報酬は、財務諸表の監査に関連するものであり、当該監査が当該会計年度中

に実施されたか否かは問わない。

 

(ニ) その他重要な報酬の内容

該当なし

 

(ホ) 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

2024年度：税務助言業務

2025年度：税務助言業務

 

(ヘ) 監査報酬の決定方針

該当なし
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(4) 【役員の報酬等】

該当なし。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当なし。
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第６ 【経理の状況】

ラボバンクの個別財務諸表は、オランダ民法典第２編第９章に記載されている財務報告要件に基づいて作成され

ている。これらの会計原則は、参加持分（およびジョイント・ベンチャー）の測定を除き、欧州連合により採択さ

れた国際財務報告基準（以下「IFRS」という）に準拠し、オランダ民法典第２編第９章に記載されている財務報告

要件に基づき作成されているラボバンク・グループの連結財務諸表の作成時に用いられる会計原則と同じである。

参加持分（およびジョイント・ベンチャー）は純資産価値で測定されている。国際会計基準審議会により公表され

たIFRSと日本において一般に公正妥当と認められる会計原則の主要な相違は、「４　国際財務報告基準(IFRS)と日

本における会計原則及び会計慣行の相違」で説明されている。

 

以下に記載されている邦文の2025年度のラボバンク・グループの連結財務諸表およびラボバンクの個別財務諸表

は原文の財務書類を翻訳したものであり、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第328条第１項の規定に従って作成されている。

 

原文のコーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（ラボバンク）の2025年12月31日に終了した年度の個別財務諸

表および連結財務諸表は、オランダにおける当行の独立した監査人かつ公認会計士法第１条の３第７項に規定する

外国監査法人等であるプライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブイの監査を受けており、

それらに関する監査報告書が2026年３月６日付で発行されている。

 

なお、上記2025年度の連結財務諸表および個別財務諸表は金融商品取引法第193条の２第１項第１号および「財

務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第１条の２の規定により、外国監査法人等によ

り監査証明に相当すると認められる証明を受けているため、本邦の公認会計士または監査法人による金融商品取引

法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を受けていない。

 

2025年度のラボバンク・グループの連結財務諸表およびラボバンクの個別財務諸表はユーロで表示されている。

以下の財務書類で表示された円貨額は、利用者の便宜のためであり、財務諸表等規則第331条の規定に従って、

2026年３月11日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場仲値である１ユーロ＝183.85円の換算

レートで換算されたものである。

 

財務書類の円換算表示ならびに「２　主な資産・負債及び収支の内容」、「３　その他」および「４　国際財務

報告基準(IFRS)と日本における会計原則及び会計慣行の相違」はオランダにおいて公表された財務書類には記載さ

れておらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、未監査である。
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１ 【財務書類】

 

連結財政状態計算書
 

連結財政状態計算書 注記 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産      

現金および現金同等物 6 62,771 11,540,448 84,874 15,604,085

金融機関に対する貸出金および預け金 7 33,052 6,076,610 27,035 4,970,385

トレーディング金融資産 8 3,019 555,043 1,740 319,899

強制的に公正価値で測定される金融資産 9 3,018 554,859 3,169 582,621

デリバティブ 10 19,623 3,607,689 23,430 4,307,606

顧客に対する貸出金および預け金 11 472,319 86,835,848 454,485 83,557,067

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産
12

29,554 5,433,503 18,823 3,460,609

関連会社および共同支配企業への投資 13 2,308 424,326 2,062 379,099

のれんおよびその他無形資産 14 650 119,503 689 126,673

有形固定資産 15 3,932 722,898 4,111 755,807

投資不動産 16 1,191 218,965 917 168,590

当期税金資産  166 30,519 148 27,210

繰延税金資産 26 769 141,381 933 171,532

その他資産 17 6,402 1,177,008 6,695 1,230,876

売却目的固定資産 18 112 20,591 142 26,107

資産合計  638,886 117,459,191 629,253 115,688,164
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 注記 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

負債      

金融機関預り金 19 10,217 1,878,395 12,447 2,288,381

顧客預り金 20 433,903 79,773,067 411,436 75,642,509

発行済負債証券 21 110,945 20,397,238
116,762

1 21,466,694

トレーディング金融負債 22 464 85,306 277 50,926

公正価値測定に指定した金融負債 23 2,058 378,363 2,566 471,759

デリバティブ 10 12,862 2,364,679 17,375 3,194,394

その他負債 24 5,585 1,026,802 5,702 1,048,313

引当金 25 442 81,262 594 109,207

当期税金負債  273 50,191 529 97,257

繰延税金負債 26 276 50,743 212 38,976

劣後債務 28 6,010 1,104,939
7,909

1 1,454,070

負債合計  583,035 107,190,985 575,809 105,862,485

　      

資本      

準備金および利益剰余金 30 44,323 8,148,784 40,942 7,527,187

ラボバンクにより発行された資本性金融商品      

－ラボバンク証書 31 6,909 1,270,220 6,909 1,270,220

－資本証券 32 3,980 731,723 4,972 914,102

  10,889 2,001,943 11,881 2,184,322

非支配持分 33 639 117,480 621 114,171

資本合計  55,851 10,268,206 53,444 9,825,679

負債および資本の合計  638,886 117,459,191 629,253 115,688,164
 

 

1 比較数値は、当年度に実施したヘッジ会計に関する表示方法の変更に合わせるために589百万ユーロが修正されている。
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連結損益計算書
 

連結損益計算書 注記

2025年12月31日

に終了した年度

2024年12月31日

に終了した年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

実効金利法を使用して認識する金融資産

からの受取利息
35 24,320 4,471,232 26,714 4,911,369

その他の受取利息 35 245 45,043 282 51,846

支払利息 35 12,564 2,309,891 14,935 2,745,800

純受取利息 35 12,001 2,206,384 12,061 2,217,415

　      

受取手数料 36 2,832 520,663 2,664 489,776

支払手数料 36 402 73,908 362 66,554

純受取手数料 36 2,430 446,756 2,302 423,223

　      

その他の営業活動による収益 37 2,044 375,789 2,068 380,202

その他の営業活動による費用 37 1,528 280,923 1,644 302,249

その他の営業活動による純利益 37 516 94,867 424 77,952

      

関連会社および共同支配企業への投資か

らの利益
38 370 68,025 464 85,306

償却原価で測定する金融資産の認識中止

から生じた利益／（損失）
 8 1,471 11 2,022

損益を通じて公正価値で測定する金融資

産および金融負債に係る利益／（損失）
39 895 164,546 778 143,035

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する金融資産に係る利益／（損失）
 (40) (7,354) (91) (16,730)

その他収益 40 244 44,859 181 33,277

収益合計  16,424 3,019,552 16,130 2,965,501

　      

人件費 41 6,303 1,158,807 6,165 1,133,435

その他一般管理費 42 2,121 389,946 2,019 371,193

減価償却費および償却費 43 286 52,581 327 60,119

営業費用  8,710 1,601,334 8,511 1,564,747

関連会社および共同支配企業への投資に

係る減損費用
 - - 70 12,870

金融資産に係る減損費用 44 764 140,461 468 86,042

規制上の賦課金 45 234 43,021 266 48,904

税引前営業利益  6,716 1,234,737 6,815 1,252,938

法人税 46 1,759 323,392 1,652 303,720

当期純利益  4,957 911,344 5,163 949,218

　      

　      

うち、ラボバンク帰属分  4,262 783,569 4,431 814,639

うち、ラボバンク証書帰属分  449 82,549 464 85,306

うち、資本証券帰属分  195 35,851 203 37,322

うち、非支配持分帰属分 33 51 9,376 65 11,950

当期純利益  4,957 911,344 5,163 949,218
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連結包括利益計算書
 

連結包括利益計算書 注記 2025年度 2024年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

当期純利益  4,957 911,344 5,163 949,218

　      

特定の条件に合致した場合に損益に振り

替えられるその他の包括利益（税引

後）：

     

在外営業活動体に係る為替差損益 30 (1,012) (186,056) 316 58,097

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する負債性金融商品の公正価値の増

加／（減少）

30 210 38,609 (22) (4,045)

ヘッジ・コスト 30 (109) (20,040) 126 23,165

キャッシュ・フロー・ヘッジ 30 (25) (4,596) (5) (919)

関連会社および共同支配企業のその他の

包括利益への持分
30 3 552 14 2,574

　      

損益に振り替えられることのないその他

の包括利益（税引後）：
     

退職後給付債務の再測定 30 4 735 3 552

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品の公正価値の増

加／（減少）

30 10 1,839 (32) (5,883)

関連会社および共同支配企業のその他の

包括利益への持分
30 20 3,677 (22) (4,045)

公正価値測定に指定した金融負債に係る

自己の信用リスクによる公正価値の減

少／（増加）

30 (4) (735) (12) (2,206)

その他の包括利益  (903) (166,017) 366 67,289

包括利益合計  4,054 745,328 5,529 1,016,507

　      

うち、ラボバンク帰属分  3,392 623,619 4,798 882,112

うち、ラボバンク証書帰属分  449 82,549 464 85,306

うち、資本証券帰属分  195 35,851 203 37,322

うち、非支配持分帰属分  18 3,309 64 11,766

包括利益合計  4,054 745,328 5,529 1,016,507
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連結持分変動計算書
 

   

連結持分変動計算書 注記

準備金および

利益剰余金

ラボバンクにより発行され

た資本性金融商品 非支配持分 合計

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

　          

2025年１月１日現在残

高
 40,942 7,527,187 11,881 2,184,322 621 114,171 53,444 9,825,679

　          

当期純利益  4,906 901,968 - - 51 9,376 4,957 911,344

その他の包括利益 30 (870) (159,950) - - (33) (6,067) (903) (166,017)

包括利益合計  4,036 742,019 - - 18 3,309 4,054 745,328

　          

ラボバンク証書に係る

支払額
 (449) (82,549) - - - - (449) (82,549)

資本証券に係る支払額  (195) (35,851) - - - - (195) (35,851)

ラボバンク証書の償還  (6) (1,103) (994) (182,747) - - (1,000) (183,850)

その他  (5) (919) 2 368 - - (3) (552)

2025年12月31日現在残

高
 44,323 8,148,784 10,889 2,001,943 639 117,480 55,851 10,268,206

　          

2024年１月１日現在残

高
 36,242 6,663,092 12,800 2,353,280 599 110,126 49,641 9,126,498

　          

当期純利益  5,098 937,267 - - 65 11,950 5,163 949,218

その他の包括利益 30 367 67,473 - - (1) (184) 366 67,289

包括利益合計  5,465 1,004,740 - - 64 11,766 5,529 1,016,507

　          

ラボバンク証書に係る

支払額
 (464) (85,306) - - - - (464) (85,306)

資本証券に関する支払

額
 (203) (37,322) - - - - (203) (37,322)

ラボバンク証書の償還  (85) (15,627) (916) (168,407) - - (1,001) (184,034)

その他  (13) (2,390) (3) (552) (42) (7,722) (58) (10,663)

2024年12月31日現在残

高
 40,942 7,527,187 11,881 2,184,322 621 114,171 53,444 9,825,679
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連結キャッシュ・フロー計算書
 

 注記

2025年12月31日

に終了した年度

2024年12月31日

に終了した年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前営業利益  6,716 1,234,737 6,815 1,252,938

　      

調整項目：      

      

減価償却費および償却費 43 286 52,581 327 60,119

オペレーティング・リース資産および投資不動産の減価償却費 15, 16 772 141,932 778 143,035

関連会社および共同支配企業への投資に係る減損費用 13 - - 70 12,870

金融資産に係る減損費用 44 764 140,461 468 86,042

有形固定資産に係る減損損失（戻入） 15 - - (3) (552)

その他無形資産に係る減損損失（戻入） 14 - - 4 735

有形固定資産の売却に係る利益／（損失）  1 184 11 2,022

関連会社および共同支配企業への投資からの利益 38 (370) (68,025) (464) (85,306)

子会社の売却からの利益  1 184 - -

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損

失）
39 (895) (164,546) (778) (143,035)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の認識中止に

係る利益／（損失）
40 40 7,354 91 16,730

償却原価で測定する金融資産の認識中止から生じる利益／（損失）  (8) (1,471) (11) (2,022)

引当金 25 90 16,547 110 20,224

自社開発ソフトウェアおよびその他資産の資本費用  (46) (8,457) (35) (6,435)

税引前営業利益に認識されている非現金項目  635 116,745 568 104,427

　      

金融機関に対する貸出金および預け金 7, 44 (6,017) (1,106,225) (579) (106,449)

トレーディング金融資産 8, 39 (384) (70,598) 2,785 512,022

強制的に公正価値で測定される金融資産 9 151 27,761 (397) (72,988)

デリバティブ 10 3,807 699,917 (1,438) (264,376)

顧客に対する貸出金および預け金 11, 44 (18,590) (3,417,772) (15,680) (2,882,768)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得 12 (19,733) (3,627,912) (12,750) (2,344,088)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却と償還による

収入
12 8,249 1,516,579 7,860 1,445,061

オペレーティング・リース資産の取得 15 (1,282) (235,696) (1,449) (266,399)

オペレーティング・リース資産の売却収入 15 266 48,904 376 69,128

関連会社および金融資産からの受取配当金 13 108 19,856 102 18,753

　      

金融機関預り金 19 (2,230) (409,986) (3,376) (620,678)

顧客預り金 20 22,467 4,130,558 20,057 3,687,479

トレーディング金融負債 22 187 34,380 (198) (36,402)

公正価値測定に指定した金融負債 23 (508) (93,396) (244) (44,859)

デリバティブ 10 (4,513) (829,715) 1,942 357,037

その他負債 24 (117) (21,510) 175 32,174

法人税支払額  (1,624) (298,572) (1,753) (322,289)

その他資産 17 293 53,868 (105) (19,304)

その他の変動  (4,401) (809,124) 2,817 517,905

営業活動による／（に使用された）キャッシュ・フロー（純額）  (16,520) (3,037,202) 5,528 1,016,323

　      

投資活動によるキャッシュ・フロー      

関連会社への投資の取得 13 (24) (4,412) (32) (5,883)

関連会社への投資の売却収入 13 75 13,789 66 12,134

子会社の取得  (35) (6,435) (97) (17,833)

子会社の売却収入（現金および現金同等物控除後）  - - - -

有形固定資産および投資不動産の取得 15, 16 (179) (32,909) (152) (27,945)

有形固定資産および投資不動産の売却収入 15, 16 5 919 9 1,655

投資活動による／（に使用された）キャッシュ・フロー（純額）  (158) (29,048) (206) (37,873)
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財務活動によるキャッシュ・フロー      

負債証券の発行による払込金額 21, 34 40,447 7,436,181 48,314 8,882,529

発行済負債証券の償還 21, 34 (40,983) (7,534,725) (58,056)(10,673,596)

劣後債務の発行による払込金額 34 - - - -

劣後債務の償還 34 (1,450) (266,583) (703) (129,247)

ラボバンク証書の購入 31 (53) (9,744) (120) (22,062)

ラボバンク証書の売却 31 53 9,744 120 22,062

ラボバンク証書および資本証券に係る支払額  (644) (118,399) (667) (122,628)

ラボバンク証書の償還  - - (1,001) (184,034)

資本証券の償還  (1,000) (183,850) - -

財務活動による／（に使用された）キャッシュ・フロー（純額）  (3,630) (667,376) (12,113) (2,226,975)

現金および現金同等物残高の増減額（純額）  (20,308) (3,733,626) (6,791) (1,248,525)

期首の現金および現金同等物残高 6 84,874 15,604,085 90,539 16,645,595

現金および現金同等物残高に係る為替差損益  (1,795) (330,011) 1,126 207,015

期末の現金および現金同等物残高 6 62,771 11,540,448 84,874 15,604,085

　      

利息によるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フロー（純

額）に含まれている。
1      

受取利息  24,518 4,507,634 26,863 4,938,763

支払利息  (12,729) (2,340,227) (13,686) (2,516,171)
 

 

1 2024年度の受取利息および支払利息の数値は、経過利息を修正したことによって調整されている。受取利息は478百万ユー

ロ、支払利息は1,417百万ユーロ減少した。
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連結財務諸表注記
 

1　企業情報
 

ラボバンクは、協同組合の原則に基づき事業を行う国際的な金融サービス・プロバイダーである。海外事業で

は食品・農業セクターと特定のエネルギー転換セクターに注力している。オランダでは、当行は多種多様な金融

商品・サービスを個人および法人のお客様に提供している。ラボバンクの子会社であるBPD、オプフィオンおよ

びDLLは、それぞれ不動産、住宅ローン、リースに関するソリューションを提供している。ラボバンクの連結財

務諸表には、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーおよびオランダ国内外のその連結子会社の財務情報が含

まれている。コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーは協同組合型会社であり、アムステルダムに登記上の所

在地を、オランダ国 3521 CB ユトレヒト市クローセラーン18に登記上の事務所を有する。コーペラティブ・ラ

ボバンク・ウー・アーは商工会議所番号第30046259として登録されており、その主たる営業所はオランダであ

る。当グループの最終親会社の名称はコーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーである。

 

2　重要性がある会計方針
 

2.1　作成基準

 

ラボバンクの連結財務諸表は、欧州連合（以下「EU」という）において採択された国際財務報告基準（以下

「IFRS会計基準」という）およびオランダ民法典第２編第９章の該当する条項に準拠して作成されている。連結

財務諸表は本注記に示す会計方針に基づいて作成されている。

 

国際会計基準審議会（以下「IASB」という）により公表され、EUにおいて採択された、当事

業年度に適用されている修正基準

 

IAS第21号「外国為替レート変動の影響」に軽微な修正が加えられており、2025年１月１日以降に開始する事

業年度から適用されている。これらの修正は、通貨が交換可能でない場合における直物為替レートの評価を明確

化するものである。これら修正の適用による損益または資本への影響はなかった。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

224/574



IASBにより公表されたが、EUにおいてまだ採択されていない、当事業年度には適用されない

基準の修正

 

金融商品の分類および測定に関するIFRS第７号およびIFRS第９号の修正

IASBは、環境・社会・ガバナンス（以下「ESG」という）に連動した条件付要素が組み込まれたものを含む金

融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性の評価および電子決済システムを用いて決済される金融負債に関連

する要求事項を修正した。IASBはまた、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品への投

資に関連する開示規定を修正し、基本的な融資に係るリスクおよびコストに直接関連しない条件付要素を有する

金融商品の開示規定も追加した。これらの修正は2026年１月１日以降に開始する事業年度から適用される。

ラボバンクは、ESGに連動した条件付要素が組み込まれた金融商品を提供しており、その大半が、特定のESGの

KPIを顧客が達成した場合に利息の割引きを認めるというサステナビリティに連動した貸出金および住宅ローン

である。これら金融商品のキャッシュ・フローは、条件付要素の有無によって著しく異なるものではないため、

ラボバンクは、これらの修正の適用により金融資産の測定区分が変更されることはなく、よって、損益または資

本に影響が及ぶことはないと予想している。

 

IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」

本基準は、損益計算書、財政状態計算書および持分変動計算書における情報の表示について一般的および具体

的な要求事項を定めたものである。本基準はまた、注記における情報開示に係る要求事項も定めている。本基準

はIAS第１号を置き換えるものであり、2027年１月１日以降に開始する事業年度から適用される。本基準の適用

により、損益または資本への影響はないと考えられ、また財務諸表における各項目の認識または測定が変わるこ

とはないと考えられるものの、損益計算書の表示には影響し、経営者が定義した業績指標（以下「MPM」とい

う）からそれに最も相当するIFRSで特定された小計への調整など、MPMに関する詳細な情報が必要になることが

予想される。

 

IFRS第19号「公的説明責任のない子会社：開示」

本基準は、公的説明責任のない子会社を対象とするものであり、当該企業が他のIFRS会計基準の開示要求事項

に代えて適用することが許容される開示要求事項を定めている。本基準は2027年１月１日以降に開始する事業年

度から適用される。本基準はラボバンクの連結財務諸表には適用されない。

 

その他の修正

「自然依存電力を参照する契約」に関するIFRS第９号とIFRS第７号に軽微な修正が行われ、また、年次改善第

11集を介してIFRS第１号、IFRS第７号、IFRS第９号、IFRS第10号およびIAS第７号に軽微な修正が行われた。こ

れらの修正は2026年1月1日以降に開始する事業年度から適用される。これらの新しい要求事項は現在分析中であ

り、その影響はまだ不明であるが、ラボバンクは、これらの修正の適用が損益または資本に影響を及ぼすことは

ないと予想している。
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継続企業

経営委員会は、本財務諸表の作成に当たり、継続企業の前提を採用したことは適切であると判断している。こ

れは、継続企業の前提を裏付けるラボバンクの中期計画（MTP）および予算編成プロセスに基づいている。

 

判断および見積り

経営陣は、本連結財務諸表の作成に当たり、連結財務諸表日現在の資産および負債の計上金額、偶発資産およ

び偶発債務の計上、ならびに報告期間中の収益および費用の計上金額に影響を与える見積りおよび仮定について

判断を行った。下記の会計原則では、評価および仮定に基づく重要な見積りを必要とする。経営陣の見積りは、

利用可能な財務データや情報を基礎とする、現在の事実および状況に関するこの上なく慎重な評価に基づいて行

われているが、実際の結果はこれらの見積りから乖離する可能性がある。

 

金融資産の減損引当金

ラボバンクは、３つのステージから成る予想信用損失減損モデルを適用して予想信用損失の測定および認識を

行っており、これには経営陣の判断を伴う。同モデルに基づく減損引当金の計上に係る予想信用損失の算出にお

いて、ラボバンクは見積りと経営陣の判断を用いている。特定の状況においては、モデルの結果に加え、ラボバ

ンクは経営陣の調整を適用している。これらは本注記において説明されている。経営陣の調整においては、多く

の場合、経営陣による重要な判断が求められる。

 

モデルに基づく減損引当金に関する詳細な情報は、注記4.3.6「モデルに基づく金融資産の減損引当金に関す

る判断および見積り」に記載している。信用減損している金融資産で個別に評価するものについては、割引

キャッシュ・フローの計算を行う。多くの場合、予想将来キャッシュ・フローの見積りと、使用する（３つの）

シナリオの加重に判断が求められる。

 

地政学リスクに関する経営陣の調整

地政学リスクに関する経営陣の調整は128百万ユーロ（2024年12月31日現在：76百万ユーロ）であり、米国関

税を取り巻く不確実性、ウクライナでの戦争、中東紛争、米中間の緊張の高まりなど地政学的緊張に由来するリ

スクを対象とすることを目指している。
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モーゲージに関する経営陣の調整

モーゲージ（特にインタレスト・オンリー・モーゲージ（以下「IOM」という））に関しては、将来の支払不

能リスクがIFRS第９号に基づくモデルの結果には十分に反映されていない。こうした将来の支払能力リスクに関

する経営陣の調整は再評価されている。モーゲージに関する経営陣の調整の一環として、将来の支払能力を評価

するに当たり十分な最新の情報を入手できない顧客については、IOMバックストップに関する経営陣の調整が５

百万ユーロ（2024年12月31日現在：７百万ユーロ）認識されている。モーゲージに関する経営陣の調整の合計

は、IOMローンが満期を迎える時の集中リスクによる予想デフォルト時損失（LGD）の影響を含めたことを主因と

して86百万ユーロ（2024年12月31日現在：39百万ユーロ）に増加した。IOMについて現在進められている監督当

局の調査が、将来の所要資本および減損の水準に影響を及ぼす可能性がある。

 

気候変動リスクに関する経営陣の調整：畜産

畜産に関する経営陣の調整は29百万ユーロ（2024年12月31日現在：23百万ユーロ）であり、これはオランダの

畜産ポートフォリオ全体に適用されている。畜産セクターの農家についてはビジネスモデルの収益性と持続可能

性のスコアリングを行い、これに基づいて、関連する追加的な予想信用損失を算定している。

 

気候変動リスクに関する経営陣の調整：将来予測的な気候変動および環境（以下「C&E」という）リスク

規制が一段と強化され、それに伴い移行リスクが生じ、将来的に恒常的な気候変動が予測されるため、その結

果として干ばつや洪水などの事象（物理的リスク）の発生確率上昇し、発生規模が増大するなど、リスクは主に

将来的に顕在化することが予想される。気候変動リスクに関する経営陣の調整は、将来予測的なC&Eリスクのこ

のような恒常的な上昇をカバーするものであり、その額は59百万ユーロ（2024年12月31日現在：87百万ユーロ）

であった。この経営陣の調整は、住宅ローン・ポートフォリオおよびDLLを含む法人向け貸出金ポートフォリオ

全体を対象としている。また、C&Eリスクに関する経営陣の調整の大部分（26百万ユーロ）は法人向けポート

フォリオに関する新たなIFRS第９号のモデルに直接含まれており、これが減少の主な要因である。

 

個別に評価するステージ３のエクスポージャーの新たな算定方法に関する経営陣の調整

個別引当金に関して、ラボバンクは、個別の判断に起因する偏りを減らし、一貫性を向上させるべく、シナリ

オの加重幅を削減した。2025年12月31日現在、W&Rセグメントに関するステージ３の個別引当金の算出方法の変

更により予想される影響について、43百万ユーロ（2024年12月31日現在：ゼロ）の経営陣の調整が必要となっ

た。
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ステージ３の企業買収向けファイナンスに対するエクスポージャーに関する経営陣の調整

DRBセグメントにおけるステージ３の高レバレッジの企業買収向けファイナンス（以下「CAF」という。）に関

するこの新たな経営陣の調整は、38百万ユーロ（2024年12月31日現在：ゼロ）である。これらのCAFローンは通

常、プライベートエクイティ（以下「PE」という。）のスポンサーによって裏付けられる顧客へ供与され、その

結果、リスク軽減策として担保資産ではなくキャッシュ・フローに基づく貸出金に依拠するというアセットライ

トなビジネスモデルになっている。経営陣は、このサブポートフォリオについてはIFRS第９号のモデルによる算

定結果が不十分であり、追加的な経営陣の調整が必要であると判断した。

 

その他の経営陣の調整

残りの経営陣の調整は総額67百万ユーロ（2024年12月31日現在：105百万ユーロ）である。

 

金融資産および金融負債の公正価値

金融資産および金融負債の公正価値の決定に関する情報は注記4.8「金融資産および金融負債の公正価値」お

よび注記10「デリバティブ」に記載されている。

 

のれん、その他無形資産、ならびに関連会社および共同支配企業への投資の減損

その他無形資産ならびに関連会社および共同支配企業への投資は、特定のトリガーが識別された時点で減損テ

ストを実施するのに対し、のれんは、少なくとも年１回、減損テストを実施する。回収可能額が帳簿価額を下回

る場合、減損損失が認識される。これらの資産の減損の評価に当たり、回収可能額を決定するには、市場価格、

比較対象企業の価格、現在価値もしくはその他の評価手法、またはそれらの組み合わせに基づく見積りが必要と

なり、経営陣は、主観的な判断および仮定を行うことが求められる。基礎となる状況が変化した場合、これらの

見積りや仮定により、計上額に大幅な差異が生じる可能性があることから、それらの見積りは極めて重要と考え

られる。のれんの回収可能額を決定するための重要な仮定については注記14「のれんおよびその他無形資産」に

記載されており、関連会社および共同支配企業への投資に関する仮定については注記13「関連会社および共同支

配企業への投資」に記載されている。

 

課税

法人税ならびに関連する当期税金資産および負債ならびに繰延税金資産および負債の決定に際しては見積りを

使用する。取引の税務上の取扱いは常に明確または確実であるとは限らず、複数の国において過年度の納税申告

が多くの場合確定しないまま、長期に亘り税務当局による承認の対象となる場合がある。本報告書に計上されて

いる税金資産および負債は、入手可能な最善の情報、および適切な場合、外部の助言に基づいて決定されたもの

である。最終結果と当初の見積りの差異は、取扱いが合理的に確実になった期間に当期税金資産および負債なら

びに繰延税金資産および負債として会計処理される。
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引当金

IAS第37号の適用において、現在の債務が存在するか否かの決定、ならびに資源流出の可能性、時期および金

額を見積もる際には判断が伴う。引当金に関する判断についての詳細は注記25「引当金」に、法的手続および仲

裁手続の詳細は注記4.9「法的手続および仲裁手続」にそれぞれ記載されている。

 

2.2　連結財務諸表

 

2.2.1　子会社

ラボバンクが支配している参加持分はその子会社（ストラクチャード・エンティティを含む）に対するもので

あり、当該子会社は連結されている。投資家が参加持分への関与により生じる変動リターンを受け取る権利、お

よび当該参加持分に対するパワーを通じてこのリターンに影響を及ぼす能力を有する場合、当該参加持分は支配

されている。これらの会社の資産、負債および損益は100％連結されている。

 

子会社は、ラボバンクが有効な支配を獲得した日から連結され、この支配を喪失する日に連結が中止される。

ラボバンクと子会社の間の取引、残高および取引の未実現損益は消去される。

 

主な子会社の一覧は、注記50「主要子会社」に記載されている。

 

2.2.2　関連会社および共同支配企業への投資

関連会社および共同支配企業への投資は取得原価（のれんを含む）で当初認識され、その後、持分法会計を使

用して会計処理される。取得後の損益に対するラボバンクの持分は、損益計算書に認識され、取得後の準備金変

動に対するラボバンクの持分はその他の包括利益に直接認識される。取得後の累積変動額は投資の帳簿価額に含

まれている。

 

関連会社とは、ラボバンクが重大な影響力を行使することができ、通常、議決権の20％から50％を所有する

が、支配権を有していない事業体を指す。共同支配企業とは、当事者が共同の支配権を有すると同時に、契約の

下で純資産に対する共同の権利を有する１つまたは複数の当事者間の契約を指す。ラボバンクとその関連会社お

よび共同支配企業の間の取引に係る未実現利益は、個々の関連会社および共同支配企業に対するラボバンクの持

分に按分比例して消去される。未実現損失も、取引の基礎をなす資産に関して減損損失を認識すべきことが取引

で示される場合を除き、消去される。
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2.3　デリバティブおよびヘッジ

 

デリバティブには、一般的に外国為替契約、通貨先物および金利先物、金利先渡契約、通貨スワップおよび金

利スワップならびに通貨オプションおよび金利オプション（売りまたは買い）が含まれている。デリバティブは

公正価値（取引費用を除く）で認識される。その公正価値を決定する基準となるのは、取引所における取引価額

（ビッド・アスク幅のあるユーロ、米ドルおよび英ポンド建のデリバティブには仲値が用いられる）、トレー

ダーのオファー価額、割引キャッシュ・フロー・モデル、ならびに基礎となる商品の現在の市場価格と契約価額

に基づき、貨幣の時間価値、イールド・カーブおよび基礎となる資産・負債のボラティリティを反映したオプ

ション評価モデルである。デリバティブは、その公正価値がプラスの場合は資産勘定に、マイナスの場合は負債

勘定に計上される。

 

ヘッジに使用されていないデリバティブ

トレーディング目的で保有されているデリバティブに係る実現および未実現の損益は、「損益を通じて公正価

値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損失）」に認識される。

 

ヘッジに使用されているデリバティブ

デリバティブは、金利リスク、信用リスクおよび為替リスクに関わる資産負債管理のために使用される。ラボ

バンクは、非ポートフォリオ・ヘッジ会計にIFRS第９号を適用している。IFRS第９号は、金利リスクのポート

フォリオ・ヘッジに関する公正価値ヘッジ会計の解決策を提供していない。ラボバンクは、このようなポート

フォリオ・ヘッジ会計について、IFRS第９号に関するEUの方針の選択肢を利用し、引き続きIAS第39号を適用す

ること（EUのカーブアウト）を選択した。

 

会計上のヘッジ関係の開始時に、デリバティブは次のいずれか１つとして指定される。（１）財政状態計算書

の資産、資産グループまたは負債の公正価値に対するヘッジ（以下「公正価値ヘッジ」という）、（２）財政状

態計算書上の資産または負債、予定取引あるいは確定契約に割り当てられる将来キャッシュ・フローのヘッジ

（以下「キャッシュ・フロー・ヘッジ」という）、（３）在外営業活動体に対する純投資のヘッジ（以下「純投

資ヘッジ」という）。ヘッジ会計は、以下を含む特定の要件を満たしている場合に、上述の方法で指定されたデ

リバティブに適用される。

・　ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジの目的、ヘッジ戦略およびヘッジ関係の正式な文書化

・　ヘッジの非有効部分の発生原因の評価および分析、ならびにヘッジ比率の決定方法に関する文書化（IFRS

第９号）

・　全報告対象期間中、ヘッジされるリスクに起因するヘッジ対象の公正価値の変動をカバーするヘッジの有

効性が80％から125％の範囲（IAS第39号）

・　ヘッジの開始時からの継続的な有効性

・　ヘッジ対象とヘッジ手段の間の経済的な関係（IFRS第９号）
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1. 公正価値ヘッジ会計に利用されるデリバティブ

公正価値ヘッジとして指定され、かつヘッジ対象リスクに関して有効であるデリバティブの公正価値の変動

は、ヘッジ対象資産または負債の公正価値における対応する変動と共に、損益計算書の「損益を通じて公正価値

で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損失）」に認識される。

 

ヘッジが（公正価値ヘッジ・モデルを適用する）ヘッジ会計の基準を満たさなくなった場合、ヘッジの対象と

なっている利付金融商品の公正価値の累積的調整額は、関連する金利のリプライシング期間に亘り損益を通じて

償却される。

 

2. キャッシュ・フロー・ヘッジ会計に利用されるデリバティブ

キャッシュ・フロー・ヘッジに指定され（かつ適格な）デリバティブの公正価値変動で、ヘッジ対象リスクに

関して有効なものは、その他の包括利益に認識される。デリバティブの公正価値の変動の非有効部分は、損益計

算書に認識される。その他の包括利益に計上された繰延金額は、ヘッジ対象の予想キャッシュ・フローが損益計

算書に影響を与える期間に、損益計算書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利

益／（損失）」に計上される。

 

3. 純投資ヘッジ会計に利用されるデリバティブ

在外営業活動体への純投資をヘッジするために利用されたヘッジ手段は公正価値で測定され、公正価値の変動

は、有効と判断されたヘッジの部分がその他の包括利益に認識される。為替レートの変動に伴う、ヘッジ対象の

資本性金融商品の変動も、その他の包括利益に認識される。当該資本性金融商品が処分された場合、その他の包

括利益に累積された利益／損失は損益に再分類される。

 

4. ヘッジ・コスト

ヘッジ会計において、償却原価で認識されている外貨建の発行済債券および貸出金（機能通貨が異なる事業体

間でのグループ内貨幣性項目）と共に指定された、クロスカレンシー金利スワップおよび（更新可能な）クロス

カレンシー・ベーシススワップのクロスカレンシー・ベーシススプレッドは指定から除外されている。クロスカ

レンシー・ベーシススプレッドのボラティリティは、その他の包括利益を通じてヘッジ・コストとして計上さ

れ、当該発行済債券または貸出金が満期を迎えるまでは、ヘッジ対象の予想将来キャッシュ・フローが損益に影

響を及ぼすのと同じ期間に損益に再分類される。

 

ラボバンクが管理するリスク・ポジションの下で、経済的なヘッジとして利用されているデリバティブはある

が、一定のデリバティブ契約は、特定のIFRS規則に基づいてヘッジ会計の適用が適格とならない。経済的なヘッ

ジ目的で保有されるデリバティブの利息は、デリバティブの受取レグおよび支払レグのいずれも支払利息勘定に

表示される。
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2.4　トレーディング金融資産および金融負債

 

トレーディング金融資産は、価格もしくはトレーディング・マージンの短期的変動から利益を生み出す目的で

取得される金融資産、または短期的な利益参加のパターンによって特徴付けられるポートフォリオの一部を構成

する金融資産である。トレーディング金融資産は、市場の買い呼値に基づいて公正価値で認識され、そこから発

生するすべての実現および未実現損益は、「損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る利益／

（損失）」に認識される。金融資産から稼得した利息は受取利息として認識される。トレーディング金融資産に

関する受取配当金は「損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る利益／（損失）」に認識され

る。

 

トレーディング金融負債は、主にデリバティブのマイナスの公正価値、および証券の空売りにより発生した現

物引渡義務のマイナスの公正価値である。証券の空売りは、短期的な価格変動による収益を実現するために行わ

れる。空売りを決済するために必要な証券は証券貸借およびレポ取引契約により入手する。空売りされた証券は

報告日の公正価値で認識される。

 

2.5　公正価値測定に指定した金融資産および金融負債

 

金融資産および金融負債は、当初認識時に「公正価値測定に指定した金融資産および金融負債」として分類さ

れることがある。ただし、この会計処理により、異なる会計方針に基づいて当該資産または負債を測定または損

益を認識する際に、従来であれば発生するような矛盾した処理を排除または大幅に減らすことができる場合に限

る。

 

かかる資産および負債から稼得する利息は受取利息として、かかる資産および負債について支払う利息は支払

利息として認識される。これら金融商品の公正価値を再評価する際のその他の実現および未実現損益は、「損益

を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る利益／（損失）」に認識される。ただし、公正価値測定

に指定した金融負債に関する自己の信用リスクに起因する公正価値の変動を除く。これらの公正価値の変動（税

引後）は、その他の包括利益（以下「OCI」という）の「公正価値測定に指定した金融負債に係る自己の信用リ

スクによる公正価値の変動」の勘定科目に表示される。信用リスクの変動に伴うこれらの影響をOCIに表示する

ことで、損益における会計上のミスマッチが生成される、または増大することはない。
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2.6　初日利得／損失

 

金融商品に公正価値会計を当初使用した時点の、取引価額と公正価値との間のプラスまたはマイナスの差額

（以下「初日利得／損失」という）は、その評価方法が活発な市場からの観察可能なインプットに基づく場合、

直ちに「損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る利益／（損失）」に計上される。それ以外

のすべての場合、初日利得／損失は全額繰延べられ、「その他負債」または「その他資産」として会計処理され

る。当初認識後、要因の変化（時間効果を含む）から利益／損失が発生した範囲内で、繰延べられた初日利得／

損失を利益／損失として認識する。

 

2.7　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

 

契約上のキャッシュ・フローの回収および売却のために保有される負債性金融商品は、当該資産のキャッ

シュ・フローが元本と残存元本額に係る利息の支払のみに該当する場合、その他の包括利益を通じて公正価値で

測定され、「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」として表示される。

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、取引費用を含め、公正価値で当初認識される。非

上場資本性金融商品の公正価値は、それぞれの発行体に関する特定の条件を反映するために調整した適切な株価

収益率に基づいて見積られる。

 

帳簿価額の変動はOCIを通じて計上されるが、減損損失、受取利息および為替換算損益は損益に認識される。

当該金融資産の認識が中止された場合、従前はOCIに認識されていた累積損益は資本から損益に再分類される。

これらの金融資産からの受取利息は実効金利法を使用して純受取利息として認識される。

 

減損損失は損益計算書の「金融資産に係る減損費用」として認識される。

 

ラボバンクが、持分投資に係る公正価値損益をOCIに表示することを選択した場合、当該投資の認識中止後に

公正価値損益が損益に再分類されることはない。かかる投資からの配当は、その支払を受けるラボバンクの権利

が確定した時点で、引き続き「その他収益」として損益に認識される。

 

2.8　レポ契約およびリバース・レポ契約

 

レポ契約を条件として売却された金融資産は、場合に応じ連結財政状態計算書の「トレーディング金融資産」

または「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含まれる。取引相手に対する負債は、場合

に応じ「金融機関預り金」または「顧客預り金」に含まれる。
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リバース・セールおよびリバース・レポ契約に基づき取得した金融資産は、連結財政状態計算書に認識されな

い。金融資産を購入するために支払われた対価は、場合に応じ「金融機関に対する貸出金および預け金」または

「顧客に対する貸出金および預け金」として認識される。売却価額と買戻価額の差額は、実効金利法を使用し

て、契約期間に亘る受取利息または支払利息として認識される。

 

2.9　金融資産および金融負債の証券化および認識（の中止）

 

金融資産および金融負債の認識

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債、ならびに規制上定められた期間内にまたは市場慣

行に従って受け渡すことを要求される、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の購入および売

却は、取引日に認識される。償却原価で保有される金融商品は決済日に認識される。

 

金融資産および金融負債の証券化および認識の中止

ラボバンクは、様々な金融資産を証券化および売却している。これらの資産は時として特別目的事業体（以下

「SPE」という）に売却され、その後、当該SPEが投資家に証券を発行することがある。ラボバンクはこれら資産

に対する持分を、劣後金利ストリップ、劣後証券、スプレッド勘定、サービシングの権利、保証、プットおよび

コール・オプション、またはその他の取引の形で保有する選択権を持っている。

 

金融資産（または金融資産の一部分）は以下のいずれかに該当する場合に認識が中止される。

・　資産から得られるキャッシュ・フローに対する権利が消滅した場合

・　資産から得られるキャッシュ・フローに対する権利および資産の所有に伴うリスクおよびリターンのほぼ全

部が移転した場合

・　資産から得られるキャッシュ・フローを移転する契約上の義務を負い、リスクおよびリターンのほぼ全部が

移転した場合

・　リスクおよびリターンのほぼ全部が移転されても保持されてもおらず、資産に対する支配が保持されていな

い場合

 

ラボバンクがほぼ全部のリスクおよびリターンを保持または移転しておらず、支配を保持している場合、継続

的な関与が認識される。資産は、ラボバンクの関与が継続している範囲で認識される。金融負債またはその一部

は、それが存在しなくなった場合、すなわち契約上の義務が履行されるか、取消された場合、またはそれが失効

した場合に認識が中止される。
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取引が、認識の中止に関するこれらの要件を満たさない場合は、担保が供されている金融資産として認識され

る。金融資産の移転が認識の中止の基準を満たさない範囲内で、それらの商品および移転した資産の認識、また

は移転に起因する負債の認識により、当該権利および義務が重複して認識される場合、ラボバンクの契約上の権

利はデリバティブとして別途認識されない。

 

証券化および売却取引に係る損益は、移転した資産の帳簿価額に一部依存している。これらの資産の帳簿価額

は、売却日のこれらの持分の相対的公正価値を使用して、売却された持分と留保された持分に配分される。損益

は移転時に認識される。売却した持分と留保した持分の公正価値の決定は、取引所における市場価格、または信

用損失や割引率、イールド・カーブ、支払頻度またはその他の要因に関する複数の仮定が絡んだ価格決定モデル

に基づいて計算された、将来キャッシュ・フロー見込額の現在価値に基づいてなされる。

 

2.10　現金および現金同等物

 

現金同等物は、投資その他を目的とするのではなく、当座の現金支払義務を履行するために中央銀行にて保有

している、極めて流動性の高い短期資産である。これらの資産の満期は開始時から90日未満である。現金同等物

とは、既知の金額の現金に直ちに換金できるもので、価値の変動リスクが重要でないものをいう。

 

2.11　金融資産および金融負債の相殺

 

認識された金額を相殺する法的権利があり、かつ、将来キャッシュ・フロー見込額を純額で決済するか、資産

の処分と負債の決済を同時に行うことが意図されている場合、金融資産および金融負債は相殺されて純額が財政

状態計算書に認識される。これは主にデリバティブおよびリバース・レポ契約に関連している。税金の相殺につ

いては注記2.26「税金」で説明している。

 

2.12　外国通貨

 

外国事業体

ラボバンク内の個々の事業体の財務諸表に記載されている取引および残高は、個々の事業体の基礎的な事業環

境の経済的実態を最もよく反映する通貨（以下「機能通貨」という）で計上されている。
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本連結財務諸表は、親会社の機能通貨であるユーロ建で表示されている。在外営業活動体の損益計算書および

キャッシュ・フロー計算書は、取引日における実勢為替レートでラボバンクの表示通貨に換算される。これは、

報告期間における平均為替レートにほぼ等しいものである。財政状態計算書は、報告期間末の実勢為替レートで

換算される。在外営業活動体に対する純投資および貸出金から生じる為替差額、ならびにそれら投資のヘッジに

指定された他の通貨建商品から生じる換算差額は、その他の包括利益において認識される。在外営業活動体が売

却された場合、それらの換算差額は売却損益の一部として損益計算書に振り替えられる。

 

外国通貨建取引

外国通貨建取引は、取引日の実勢為替レートで機能通貨に換算されている。取引の決済から発生する差額、ま

たは外国通貨建の貨幣性資産および負債の換算から発生する差額は、損益計算書の「為替換算損益」に認識さ

れ、純投資ヘッジとして適格な差額は、その他の包括利益において認識される。損益を通じて公正価値で計上さ

れている非貨幣性項目に係る換算差額は公正価値損益の一部として認識される。その他の包括利益を通じて公正

価値で測定する非貨幣性資産に係る換算差額は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品

の再評価準備金に含まれる。

 

2.13　利息

 

受取利息および支払利息は、実効金利法を使用して損益計算書に認識される。この方法は、金融資産または金

融負債の償却原価の計算、ならびに関連する期間への受取利息または支払利息の配分に使用される方法である。

この計算には、実効金利、取引費用およびその他のすべてのプレミアムまたはディスカウントの不可欠の部分で

ある、契約当事者間で支払われた、または受け取ったすべての手数料を含める。受取利息は、金融資産（信用減

損した金融資産を除く）の総帳簿価額に実効金利を乗じて計算する。これら金融資産について、ラボバンクは事

後の報告期間において、金融資産の償却原価に実効金利を乗じている。実効金利法を使用する金融資産の受取利

息には、「現金および現金同等物」、「金融機関に対する貸出金および預け金」、「顧客に対する貸出金および

預け金」、「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」および「公正価値ヘッジ会計に利用され

るデリバティブ」の受取利息が含まれる。経済的なヘッジ目的で保有されるデリバティブの利息は、デリバティ

ブの受取レグおよび支払レグのいずれも支払利息勘定に表示される。マイナス金利の金融負債に係る利息は受取

利息として表示される。マイナス金利の金融資産に係る利息は支払利息として表示される。
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2.14　手数料

 

ラボバンクは、顧客に提供する多種多様なサービスから受取手数料を稼得している。決済サービスや保険の仲

介、アドバイザリー手数料など、サービス提供の対価として稼得する手数料は一般的にサービスを提供した時点

で認識される。第三者のために取引（例えば、貸出金、株式もしくはその他証券のポートフォリオの取得、また

は会社の売却や購入など）の交渉を行ったことまたは交渉に関与したことの対価として受領した手数料は、原取

引が完了した時点で認識される。支払手数料は主に決済サービスに関連するものであり、サービスを受けた期間

に亘り認識される。

 

2.15　顧客に対する貸出金および預け金ならびに金融機関に対する貸出金および預け金

 

契約上のキャッシュ・フローの回収のために保有されている金融資産は、そのキャッシュ・フローが元本と残

存元本額に係る利息の支払のみである場合に償却原価で測定され、「金融機関に対する貸出金および預け金」ま

たは「顧客に対する貸出金および預け金」として表示される。ラボバンクは当初認識時に、金融資産の取得に直

接起因する取引費用を加算した公正価値でこれらの金融資産を測定する。

 

これらの金融資産からの受取利息は実効金利法を使用して純受取利息に計上される。認識の中止から生じた利

益または損失は、損益に直接認識され、「償却原価で測定する金融資産の認識中止から生じた利益／（損失）」

に表示される。

 

減損損失は損益計算書の「金融資産に係る減損費用」として認識される。

 

2.16　金融資産に係る減損引当金および信用関連の偶発債務

 

減損引当金は、償却原価で測定する金融資産およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の

ほか、リース債権、契約資産、売掛金、一部のローン・コミットメントおよび金融保証に適用される。当初認識

時において、今後12ヶ月以内に発生する可能性のある債務不履行による予想信用損失額に相当する引当金を計上

する（ステージ１）。当初認識以降、信用リスクが著しく増大した（ただしまだ信用減損（credit impaired）

していない）場合、その金融資産の予想存続期間中に発生する可能性のある債務不履行から発生する予想信用損

失と同額の引当金の計上が必要である（ステージ２）。その金融商品が信用減損した場合も、引当金は全期間の

予想信用損失（以下「ECL」という）のままである（ステージ３）。そうした金融商品から生じる受取利息は、

正味帳簿価額（減損引当金控除後）に実効金利を適用することによって認識する。金融商品が信用減損するの

は、見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える１つまたは複数の事象が発生した場合である。ラボバン

クは、信用リスクが低い場合の除外規定を利用していない。
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IFRS第９号の減損に関する要求事項の基本的な要素は、a）12ヶ月の予想信用損失と全期間の予想信用損失の

測定方法、およびb）12ヶ月のECL、全期間のECL（非信用減損）または全期間のECL（信用減損）のいずれを適用

すべきかの決定に使用される基準（「ステージ判定基準」とも呼ばれる）の２つである。

 

a）予想信用損失の決定方法

ECLを決定するために、ラボバンクは、対象となるポートフォリオの大部分についてポイント・イン・タイム

の「デフォルト確率（以下「PD」という）x デフォルト時損失（以下「LGD」という）x デフォルト時エクス

ポージャー（以下「EAD」という）」のモデルを使用する。予想信用損失を決定するために、３つのマクロ経済

的シナリオが当該モデルに組み込まれ、確率加重されている。予期しない外部の展開またはデータ品質の問題に

対してECLモデルの結果が十分に対処できない場合、経営陣の調整が行われる（「判断および見積り」の2.1項を

参照のこと）。

 

b）ステージ判定基準

対象となる金融商品を、ステージ１、ステージ２およびステージ３のいずれかのカテゴリーに割り当てるため

に、ラボバンクは定性的要因および定量的要因から成る枠組みを有している。金融商品をステージ３に割り当て

る基準は、例えば、90日延滞の状況や、当行が担保を換金しない限り、債務者が信用債務を返済できなくなる可

能性が高い場合など、債務不履行の状況となる基準と完全に一致している。金融商品をステージ１およびステー

ジ２に割り当てるために、ラボバンクは、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降著しく増大している（以下

「SICR」とう。）か否かを評価する。

 

個別のPDがないポートフォリオ、またはPDの更新頻度が低いためにPDの変化に対する評価が不可能である場合

には、共通の信用リスク特性を有する金融商品グループに対して集合的評価が行われる。

 

信用リスクの著しい増大（以下「SICR」という）

ラボバンクは各報告日において、金融商品の信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているかどうかを評価

する。金融商品のSICRの評価において考慮に入れる主なパラメータは、全期間におけるデフォルト確率と、当初

認識から報告日までのその変動である。絶対的基準と合わせて、所定の基準を上回る相対的変動は、信用リスク

の著しい増大の指標であるとみなされる。ローン・コミットメントについては、ラボバンクはローン・コミット

メントが関連している貸出金について、全期間におけるデフォルト発生確率の変動を検討する。金融保証契約に

関しては、ラボバンクは所定の債務者が契約債務不履行に陥るリスクの変動を検討する。信用リスクの変動を評

価するための分析は、多元的で全体論的な分析である。ある特定の要因に関連性があるか否か（また他の要因と

比較してのウェイト）は、金融商品・サービスの種類、金融商品および借手の特性、ならびに地域に左右され

る。PDの相対的基準と絶対的基準に関する詳細は、注記4.3.5「信用リスクの著しい増大に該当するかの判断基

準」を参照のこと。
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ラボバンクは、SICRの識別および評価に当たり定性的な指標をいくつか使用している。これらの指標には、以

下が含まれる。

・　内部信用格付：財政的困難（顧客が金融コミットメントの履行に当たり困難に直面しているまたは直面し

そうな状態）

・　債務不履行でないエクスポージャーに対する返済猶予状況

・　バックストップとしての30日延滞

・　脆弱なセクター

 

債務不履行の定義

ラボバンクが採用している債務不履行の定義は完全に、外部規則であるEUの規則（資本要件規制（以下

「CRR」という）および欧州銀行監督機構（以下「EBA」という））に基づくものである。つまり、ⅰ）エクス

ポージャーの実質的な期日経過が90日を超えた場合、またはⅱ）金融機関が担保実行などの手段に訴えることな

くして債務者が自己の信用債務を全額支払う見込みがないとラボバンクが判断した場合に、債務不履行とみなさ

れる。

 

集合的評価および個別評価

要因または指標の中には、個々の金融商品のレベルでは識別可能でないものもある。そのような場合には、当

該要因または指標は、全期間のECLの認識に関する要件が満たされているのかどうかを判定するために、金融商

品の適切なポートフォリオ、ポートフォリオのグループまたはポートフォリオの一部について評価する。信用リ

スクの変動があるのかどうかを集合的に評価するための金融商品の集約は、金融商品のグループまたは個々の金

融商品についての新たな情報が利用可能となるにつれて、時とともに変化する場合がある。

 

金融商品の性質や特定の金融商品グループについて利用可能な信用リスク情報の性質により、ラボバンクは

個々の金融商品に係るSICRとなっている状況を当該金融商品が期日経過となる前に識別できない場合がある。こ

れに当てはまる可能性があるのが、リテール貸付などの金融商品で、顧客が契約条件に違反するまで、個々の金

融商品について定期的に入手されモニターされている、更新された信用リスク情報がほとんどまたは全くないも

のである。個々の金融商品に係る信用リスクの変動を、期日経過となる前に把握できない場合には、個々の金融

商品レベルでの信用情報のみに基づく損失評価引当金は、当初認識以降の信用リスクの変動を正しく表示しな

い。

 

ラボバンクは、全期間のECLを個々の金融商品のベースで測定するための、過大なコストや労力を掛けずに利

用可能な合理的で裏付け可能な情報を有していない場合がある。その場合には、期日経過の情報だけでなく、す

べての関連性のある信用情報（将来予測的なマクロ経済情報を含む）を織り込んだ包括的な信用リスク情報を考

慮して全期間のECLが集合的に認識される。これは、当初認識以降に個々の金融商品のレベルでSICRとなった場

合に全期間のECLを認識した結果と近似するようにするためである。
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SICRであると判定し集合的ベースでの損失評価引当金を認識するために、ラボバンクは、SICRを適時に識別す

るための分析を容易にする目的で、金融商品を共通の信用リスク特性に基づいてグルーピングする。しかし、当

初認識以降に信用リスクが著しく増大したと考えられる金融商品を、ラボバンクが共通の信用リスク特性に基づ

いてグルーピングできない場合には、ラボバンクは、信用リスクが著しく増大しているとみなされる金融商品の

一部分について全期間のECLを認識する。

 

共通の信用リスク特性には、金融商品の種類、信用格付け、担保の種類、当初認識の日、満期までの残存期

間、業種、所在地、PDに影響がある場合には、金融商品との比較での担保の価値（例えば、一部法域におけるノ

ンリコース・ローンまたはLTV比率）が含まれるが、これらに限らない。

 

2.17　条件変更

 

金融資産の契約条件は、商業上の理由または条件緩和措置のために変更されることがある。商業的な条件変更

は、（金融資産の）従前の契約条件を修正し、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を

変更するものである。ラボバンクは基本的に、例えば、固定金利期間、返済の種類または債務者の変更といっ

た、契約の複数要素に同時に影響するものでない限り、大幅な条件変更とは見なさない。ラボバンクでは通常、

条件緩和措置は大幅な条件変更ではないとしている。

 

大幅な条件変更は当該金融資産の認識中止となり、大幅ではない条件変更は会計処理方法の変更となる。その

場合、ラボバンクは当該金融資産の修正後のキャッシュ・フローに基づいて総帳簿価額を再計算し、条件変更に

伴う利益／損失を損益に認識する。新しい総帳簿価額は、当初の実効金利で修正後のキャッシュ・フローを割り

引いて再計算される。

 

2.18　のれんおよびその他無形資産

 

のれん

のれんは、子会社の対価として支払った取得価格が、当該事業体の純資産および偶発債務に対する持分の取得

日における公正価値を上回る金額である。個々の取得に伴い、それ以外の非支配持分が、公正価値または被取得

事業体の識別可能な資産および負債に対するその割合に応じて認識される。テストを年１回、または兆候から必

要と判断された場合にはさらに頻繁に行い、減損が発生しているかどうかを判定する。

 

ソフトウェア開発費を含むその他無形資産

認識可能な単一ソフトウェア製品で、ラボバンクが支配を有し、かつ１年超の期間に亘って費用を上回る経済

的収益を生むと予想されるものに関して直接発生した費用は、その他無形資産として認識される。直接的費用に

は、ソフトウェア開発チームの人件費、資金調達費用および適切な割合の間接費が含まれる。
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当初の仕様と比較した場合のソフトウェアのパフォーマンス改善のための支出は、当初のソフトウェア費用に

加算される。ソフトウェア開発費はその他無形資産として認識され、最長５年間の定額法で償却される。ソフト

ウェアのメンテナンスに関連する費用は、その発生時に費用として認識される。

 

のれんに係る減損損失

のれんは、減損テストの目的で資金生成単位に配分される。減損テストは、おおむね独立したキャッシュ流入

を生み出す資産の最低水準で実施される。各年度の第４四半期中に、または減損の兆候がある場合にはより頻繁

にのれんの減損テストが行われ、回収可能額を上回る帳簿価額の超過額が引当計上される。回収可能額とは、使

用価値と売却コストを差引いた公正価値のいずれか高い方の金額をいう。

 

キャッシュ・フロー生成単位の使用価値は、当該キャッシュ・フロー生成単位の将来キャッシュ・フロー見込

額（税引前）の現在価値として算定される。キャッシュ・フロー・モデルにおいて用いられる重要な仮定は、イ

ンプット・データに基づいて決定され、リスクフリー・レートや当該事業体固有のリスクを反映したプレミアム

など、判断を要する様々な財務的および経済的変数を反映している。のれんに係る減損は、該当がある場合、損

益計算書の「のれんに係る減損損失」に含まれる。

 

その他無形資産に係る減損損失

各報告日に、その他無形資産について減損の兆候があるかどうかの評価が行われる。かかる兆候が存在する場

合は、その他無形資産の帳簿価額が全額回収可能かどうかを判断するため、減損テストが実施される。回収可能

額は個別資産について見積られる。個別資産の回収可能額を見積ることが不可能な場合は、当該資産が属する資

金生成単位の回収可能額が算定される。帳簿価額が回収可能額を上回る場合、減損損失が認識される。減損損失

および減損の戻し入れは、損益計算書の「その他一般管理費」に含まれる。

 

減損の兆候の有無にかかわらず、利用可能な状態に至っていない無形資産については、帳簿価額と回収可能額

とを比較する減損テストを年１回実施する。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

241/574



2.19　有形固定資産

 

自己使用の有形固定資産

自己使用の不動産は主に事務所用建物で構成され、自己使用の設備と同様、減価償却累計額および減損累計額

控除後の取得原価で認識される。資産は、以下の見積耐用年数に亘り残存価額に至るまで定額法により減価償却

される。

 

不動産

－土地　　　　　　　　　減価償却対象外

－建物　　　　　　　　　25年～40年

設備

－コンピュータ機器　　　１年～５年

－その他設備および車両　３年～８年
 

 

有形固定資産に減損の兆候があるかどうかについては、年１回評価が行われる。資産の帳簿価額がその見積回

収可能額を上回る場合は、帳簿価額が回収可能額まで引き下げられる。減損損失および減損の戻し入れは、損益

計算書の「その他一般管理費」に含まれる。有形固定資産の売却に伴う損益はそれらの帳簿価額に基づいて決定

され、「その他一般管理費」に含まれる。

 

修繕およびメンテナンスの作業は、費用発生時に損益計算書に認識される。土地および建物の耐用年数を引き

延ばすため、またはその経済的価値を当初の経済的価値と比較して増大させるために必要とされる支出は資産化

され、その後、減価償却される。

 

2.20　投資不動産

 

投資不動産は主として事務所用建物および住宅であり、ラボバンクまたはその子会社による使用のためではな

く、長期的な賃料収入を目的として保有される。投資不動産は長期投資として認識され、減価償却累計額および

減損累計額控除後の取得原価で財政状態計算書に計上される。投資不動産は、見積耐用年数である40年に亘り、

残存価額に至るまで定額法により減価償却される。

 

2.21　その他資産

 

在庫仕組商品

ラボバンクは、コモディティ・ファイナンスに関連するいくつかの商品を提供している。これらの商品の一部

はコモディティを担保とする貸出金として、別の一部は組込デリバティブを伴う貸出金として、さらに別の一部

はコモディティとして認識されている。この分類は、主にコモディティのリスクおよびリターンが顧客からラボ

バンクに移転するかどうかに基づいている。
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建設用地

建設用地は、配分利息ならびに用地の購入および建設のための造成に係る追加的費用を含む取得原価、または

正味実現可能価額のいずれか低い方の価額で計上される。特定の目的で区分されていない土地については、その

土地の上に建設することが確実でない限り、利息を財政状態計算書に認識しない。関連する土地の指定用途が将

来変更された結果として発生する可能性のある下落は、土地の原価ではなく、正味実現可能価額の算定に含まれ

る。

 

すべての建設用地の正味実現可能価額は、少なくとも年１回、または減損の兆候がある場合はそれより早期に

見直される。建設用地の正味実現可能価額は、直接実現可能価額または間接実現可能価額のいずれか高い方であ

る。直接実現可能価額とは、売却時の見積価額からその売却実現に要する見積費用を差し引いた額をいう。間接

実現可能価額とは、通常の事業の範囲内における見積売却価額から見積完工費用およびその売却実現のために必

然的に発生する見積費用を差し引いた額をいう。間接実現可能価額の計算は、可能な限り多くの用地固有の側面

および企業固有のパラメータや条件を組み入れたシナリオの分析に基づいて行われる。帳簿価額が正味実現可能

価額を上回った場合、評価減が認識される。

 

建設用地上の不動産は、ラボバンクが１件以上のオペレーティング・リース契約のもと賃貸目的で保有してい

る場合は、投資不動産として分類されている。

 

仕掛品

仕掛品は、未販売の商業用不動産プロジェクトのほか、建設中または計画中の、未販売の住宅プロジェクトに

関係している。仕掛品は、発生した取得原価に配分利息を加算した額または正味実現可能価額のいずれか低い方

で計上される。関連する履行義務が充足された時点で不動産の建設プロジェクトからの収益が認識される。プロ

ジェクトに関する予想損失は直ちに仕掛品から控除される。顧客が割賦を支払う前にラボバンクがプロジェクト

（の一部）を顧客に引き渡す場合、ラボバンクは契約資産を認識する。ラボバンクがプロジェクト（の一部）を

顧客に引き渡す前に顧客が割賦を支払う場合、または、ラボバンクが割賦に対して無条件の権利を有する場合、

ラボバンクは契約負債を認識する。

 

未販売の仕掛品の帳簿価額は、価額の下落の兆候を調べるために年１回レビューされる。かかる兆候がある場

合、仕掛品の間接実現可能価額が見積られる。ほとんどの場合、この見積りは内部的または外部的査定によって

行われる。間接実現可能価額とは、通常の事業の範囲内における見積売却価額から見積完工費用およびその売却

実現のために必然的に発生する見積費用を差引いた額をいう。帳簿価額が予想間接正味実現可能価額を上回る場

合、ラボバンクがその差額を負担しなければならない範囲内で、下落に係る価値調整額が認識される。
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完成不動産

自社開発の未販売の居住用および商業用不動産は、取得原価または正味実現可能価額のいずれか低い方の額で

計上される。完成不動産の正味実現可能価額は、少なくとも年１回、または価額の下落の兆候がある場合はそれ

より早期にレビューされる。完成不動産の場合、正味実現可能価額は通常、直接実現可能価額に等しい。直接実

現可能価額はほとんどの場合、内部的または外部的査定によって決定される。帳簿価額が予想直接正味実現可能

価額を上回る場合、当該差額がラボバンクの負担となる範囲で、下落に係る価値調整額が認識される。

 

2.22　リース

 

ラボバンクが借手の場合

ラボバンクが借手の場合、リース対象の原資産を使用する権利に当たる使用権資産と、リース料を支払う義務

に当たる対応する負債を、リース資産が使用可能となった日に認識する。リース料はそれぞれ、リース負債と支

払利息に配分する。支払利息は、各期間における負債の残存額に係る期間利子率が一定になるように、リース期

間に亘り損益に計上する。使用権資産は、定額法によりリース期間に亘り減価償却する。リース負債はリース料

の現在価値にて測定する。リース料は、リース期間中に原資産を使用する権利の対価として支払われる次の料金

のうち、リース開始日に支払われないものから成る。

・　固定リース料から受け取ったリース・インセンティブ（該当がある場合）を控除した額

・　変動リース料のうち、指数またはレートに応じて決まる金額。当初測定には開始日現在の指数またはレー

トを用いる。

・　残価保証に基づいて借手が支払うと見込まれる予想金額

・　購入オプションを借手が行使することが合理的に確実である場合の、当該オプションの行使価格

・　リースの解約に対するペナルティの支払額（リース期間が借手によるリース解約オプションの行使を反映

している場合）

 

当該リース料の現在価値は、リースの計算利子率を用いて算定される。当該利子率を算定できない場合には、

借手が、同様の経済環境において、同様の条件にて、同様の価値の資産を取得するのに必要な資金を借り入れる

ために支払わなければならないであろう利子率に相当する、借手の追加借入利子率を使用する。ラボバンクは追

加借入利子率を、内部資金調達コスト（資金移転価格（以下「FTP」という）レート）に資産固有のプレミアム

を加算した利子率であると定めている。

基礎としてFTPレートを用いることで、割引率を各期間区分について算出する。割引率は次の要素で構成され

る。

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

244/574



・　基準金利：無リスク金利

・　信用スプレッド：グループ会社の信用リスクに基づく

・　国別リスク：グループ会社の所在地に基づく

・　為替リスク：グループ会社の機能通貨に基づく

 

使用権資産は、リース負債と同じ額に、リース開始日以前に支払ったリース料から、受け取ったリース・イン

センティブと当初直接コストおよび原状回復費用を控除した額を調整して測定する。短期リースと少額資産の

リースに関するリース料は、損益計算書に費用として定額法で認識する。短期リースとは、リース期間が12ヶ月

以下のリースをいう。ラボバンクは連結財政状態計算書において、使用権資産を「有形固定資産」に、リース負

債を「その他負債」に含めて表示している。

 

ラボバンクが貸手の場合

 

ファイナンス・リース

ファイナンス・リースは、リースに対する純投資に等しい金額で、場合に応じ「金融機関に対する貸出金およ

び預け金」または「顧客に対する貸出金および預け金」の受取債権として認識される。リースに対する純投資

は、名目最低支払リース料および無保証残存価額の現在価値である。リースにおける総投資と純投資の差額は、

未稼得金融収益として認識される。リース収益は、正味投資法によりリース期間に亘る受取利息として認識され

る。これにより投資に関する一定の収益率が得られる。

 

オペレーティング・リース

オペレーティング・リースでリース提供した資産は財政状態計算書の「有形固定資産」に計上されている。当

該資産は、同様の有形固定資産に適用される予想耐用年数に亘り減価償却される。賃貸料収益（減額および借手

に対する割引の控除後）はリース期間に亘り定額法で「その他の営業活動による純利益」に計上される。

 

2.23　引当金および偶発債務

 

引当金

過去の事象の結果として債務（法的および推定的のいずれも）が発生し、当該債務を清算するために資源の流

出を要求される可能性があり、その債務額を信頼をもって見積ることができる場合に、当該債務について引当金

が計上される。ラボバンクが例えば保険契約などにより補填金を受け取る事がほぼ確実な場合に限り、補填金は

別途資産として認識される。引当金は将来キャッシュ・フロー見込額の割引現在価値で計上されている。引当金

の追加および戻入れは損益計算書の「その他一般管理費」に計上される。
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事業再構築

事業再構築引当金は、人員整理計画に伴う支払、および事業再構築計画に直接帰属可能なその他の費用で構成

される。これらの費用は、法律上または実際の支払債務が発生し、人員整理手当に係る具体的な計画が作成さ

れ、関係当事者間で当該事業再構築が実施されることが現実に見込まれる期間に認識される。

 

法務上の問題

法務上の問題に対する引当金は、法務に関する助言を考慮に入れた上で、報告期間終了時点における入手可能

な最善の見積りに基づいている。紛争の結果および関係する時期は予測不能なため、これらの引当金の現金支出

時期は不確定である。

 

その他引当金

その他引当金には、有償契約、潜在的な和解および信用関連の偶発債務にかかわる引当金が含まれる。信用関

連の偶発債務に係る減損引当金の会計方針については、注記2.16を参照のこと。

 

偶発債務

偶発債務とは、過去の事象から発生し得る義務のうち、その存在が確認されるのが、ラボバンクが完全には統

制できない将来の１つまたは複数の不確実な事象の発生または不発生によってのみである義務、もしくは過去の

事象から発生した現在の義務であるが、義務決済のために経済的便益の流出が必要となる可能性が高くないまた

は義務の金額が十分な信頼性をもって測定できないため債務として認識されていないものをいう。偶発債務は財

政状態計算書に認識していないが、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き注記に開示している。

 

2.24　従業員給付金

 

ラボバンクは、事業を展開している各国の現地事情および現地の慣行に基づき、多様な年金制度を実施してい

る。これらの制度は一般的に、保険会社または受託者が管理する基金への拠出金を資金源としており、その金額

は定期的な年金数理計算に基づいて決定されている。確定給付年金制度は合意された年金給付金額を支払う義務

を盛込んだ制度で、これは通常年齢や勤続年数、報酬金額などいくつかの要因を基礎にしている。確定拠出制度

は、独立した事業体（年金基金）に確定拠出金が支払われる制度で、たとえ基金の保有する資産が、制度の会員

である従業員に対する債務を履行するのに不十分であるとしても、雇用主が法的または推定的債務を負うことは

ない。
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年金債務

確定給付年金制度の下における債務は、資金投資の公正価値を差引いた、報告期間終了時点における確定給付

年金債務の現在価値である。確定給付債務は、年１回、独立したアクチュアリーにより予測単位積立方式

（projected unit credit method）に基づいて計算される。確定給付債務の現在価値は、対応する債務と類似し

た期間を持つ高格付社債の利率に基づく資金の将来キャッシュ・アウトフロー見込額として決定される。年金制

度の大部分は、全勤務期間平均方式である。これらの制度の費用（従業員拠出金および利息控除後の当該期間の

純年金費用）は「人件費」に含まれている。純支払利息／純受取利息は、当該確定給付年金制度の資産または負

債に対して報告期間開始時点における割引率を適用することにより算定される。

 

諸事象および／または年金数理上の仮定の変更により生じる年金数理差損益は、包括利益計算書において認識

される。

 

確定拠出制度

確定拠出制度の下で、公的にまたは民間により運営されている年金保険制度に対し、強制的、契約上、または

任意のベースで拠出金の支払が行われている。これらの定期的に行われる拠出金は、それを支払うべき年度に費

用として認識され、「人件費」に計上される。

 

その他の退職後給付債務

ラボバンクの事業ユニットの一部は、その他の退職後給付を提供している。そのような給付の資格を得るため

には、従業員が定年退職まで勤務を継続することと、最低勤続年数を充足することが通常要求される。これらの

給付の予想費用は、確定給付年金制度の場合と同様のシステムに基づき、勤務期間に亘って発生する。この債務

は、年１回、独立したアクチュアリーにより計算される。

 

変動報酬

無条件に、かつ現金で支払われる変動報酬は、従業員が役務を提供する年度に認識される。条件付現金報酬

は、従業員から役務提供を受ける年度および権利確定期間の残りの３年間（すなわち、４年間）に亘り、定額法

で損益計算書の人件費に計上される。この負債は「その他負債」に認識される。資本性金融商品に基づく支払の

会計処理は、注記2.25に開示されている。
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2.25　資本性金融商品に基づく変動報酬

 

一部の特定の役職員については、提供された役務に係る報酬は、ラボバンク証書に類似した、これと同様の特

徴を持つ資本性金融商品に基づく現物支払の形で決済される。提供される役務の費用は、付与日における資本性

金融商品の公正価値に基づいており、年１回、公正価値に合わせて修正再表示される。従業員の雇用期間におけ

る資本性金融商品の付与に関連する費用は、付与された年度および権利確定期間の残りの３年間（すなわち、４

年間）に亘り、損益計算書の人件費に計上される。負債は「その他負債」に認識される。

 

2.26　税金

 

当期の未収還付税金および未払税金は、その相殺を法的に執行する権利がある場合、および同時の処理または

決済が意図される場合に、相殺される。繰延税金資産および繰延税金負債は、その相殺を法的に執行する権利が

ある場合、およびそれらが同一の課税当局に関連し、および同一の課税対象事業体から発生する場合に、相殺さ

れる。

 

資産・負債の課税ベースと財務報告目的のその帳簿価額との間の一時差異に係る繰延税金が、負債法を使用し

て計上される。これらの一時差異は、主に保有有形固定資産の減価償却、特定の金融資産および金融負債（デリ

バティブを含む）の再評価、従業員給付、貸出金減損引当金およびその他の減損、税務上の欠損金ならびに企業

結合において取得した純資産の公正価値の調整から発生する。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産、およびその他の包括利益に直接計上されるキャッシュ・フロー・ヘッジの再評価においても、繰延税金

資産および繰延税金負債が認識される。繰延べられた各々の損益が実現されると同時に繰延税金は取り崩され、

損益計算書に認識される。繰延税金資産は、将来損失を使用できる十分な課税利益が得られる可能性が高い場合

にのみ認識され、報告日において適用または実質的に適用されている実効税率により測定される。近年、継続し

て欠損を計上している場合、未使用の欠損金から生じる繰延税金資産は、十分な将来加算一時差異が存在する、

または未使用の欠損金を使用して相殺できる十分な課税所得を稼得できるという合理的な説明が可能な証拠が存

在する範囲に限り認識される。ラボバンクは、繰延税金をすべて固定資産と見なしている。

 

法人税等はラボバンクが事業を行う関係法域における税法に従って計算され、利益が実現した期間に費用とし

て認識される。損失の繰越による税効果は、将来においてその損失を使用できる課税利益が予想される場合に、

資産として認識される。
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2.27　金融機関預り金、顧客預り金および発行済負債証券

 

これらの負債は、公正価値、すなわち発行価額から発行に直接起因する取引費用を控除した金額で当初認識さ

れ、その後は償却原価で計上される。自身で発行した負債性金融商品が買戻された場合、認識が中止され、その

帳簿価額と支払われた代金との差額が損益計算書に認識される。

 

2.28　ラボバンク証書

 

ラボバンク証書の発行の受取金は、ラボバンクが無期限に利用可能であり、すべての負債および資本証券に劣

後する。元本の支払（返済）または配当支払の義務がないことから、ラボバンク証券は資本に分類されている。

分配の支払は完全に任意であるため、受取金およびそれに基づいて支払われる配当は資本の部に直接認識され

る。

 

2.29　資本証券

 

元本の支払（返済）または配当支払の義務がないことから、資本証券は資本に分類され、これらの金融商品に

関して支払われる配当は資本の部に直接認識される。

 

2.30　金融保証

 

金融保証契約では、債務者が関連負債性金融商品の条件に基づいて債務を弁済できない場合、発行者が、発生

した損失について保有者に補償することが要求される。この保証は当初公正価値で認識され、その後は、減損引

当金額と累積償却額控除後の当初認識額のうちいずれか高い方で測定される。

 

2.31　セグメント情報

 

事業セグメントとは、収益を稼得し、費用を支出する可能性のある事業活動に従事するラボバンクの構成単位

である。ラボバンクの経営委員会は、各セグメントに配分するリソースについて決定し、業績を評価するために

定期的に事業セグメントの業績をレビューしており、各セグメントについて独立した財務情報が入手可能であ

る。
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2.32　キャッシュ・フロー計算書

 

現金および現金同等物には、現金資源、マネー・マーケット預け金および中央銀行への預け金が含まれる。

キャッシュ・フロー計算書は間接法を使用して作成され、当該年度に利用可能となった現金および現金同等物の

発生源ならびに、当該年度における現金および現金同等物の使途に関する詳細が記載されている。営業活動によ

るキャッシュ・フロー純額（税引前）は、損益計算書における非現金項目および財政状態計算書項目の現金以外

の変動に関して調整されている。

 

連結キャッシュ・フロー計算書においては、営業活動、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローが

それぞれ分けて表示されている。営業活動によるキャッシュ・フローには、貸出金および預け金、銀行間預金、

顧客預り金ならびに金融投資の取得、売却および返済の純変動が含まれている。投資活動には、子会社、関連会

社投資および有形固定資産の取得および売却が含まれている。財務活動には、ラボバンク証書、資本証券、劣後

債務および負債証券の発行および返済が含まれている。

 

キャッシュ・フロー計算書に表示されている純変動と財政状態計算書に記載されている現金および現金同等物

の変動との間の差額は、為替差額によるものである。

 

次へ
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3　支払能力および資本管理
 

ラボバンクは適切な支払能力の水準を維持することを目指している。そのために複数の支払能力比率を使用し

ている。主な比率は普通株等Tier１比率（以下「CET１」という）、Tier１比率、総資本比率および自己資本比

率である。ラボバンクは、監督当局の最低要件を上回る独自の内部目標を使用している。この際、市場の期待お

よび法規制の動向を考慮に入れている。ラボバンクは方針文書に準拠して支払能力を管理している。支払能力お

よびその目標は、経営委員会のリスク管理委員会および資産負債管理委員会、ならびに監督委員会によって定期

的にレビューされている。

 

ラボバンクは、「資本要件規制（以下「CRR」という）」および「資本要件指令（以下「CRD V」という）」が

定める最低支払能力要件を遵守している。支払能力ポジションは比率に基づいて決定される。それらの比率は、

適格資本（以下「総資本比率」という）、Tier１資本（以下「Tier１比率」という）および中核的自己資本（以

下「普通株等Tier１比率」という）をリスク調整後資産の合計額と比較するものである。最低比率はCRD／CRRに

基づいて決定され、これには、ラボバンクがその他Tier１資本およびTier２資本で第２の柱の総所要資本比率

（1.9％）を部分的に満たすことを認めるCRD V第104a項の適用が反映されている。

 

最低資本バッファー

 
 CET１ AT１ Tier１ Tier２ 総所要資本比率

第１の柱 4.50％ 1.50％ 6.00％ 2.00％ 8.00％

第２の柱 1.07％ 0.36％ 1.43％ 0.47％ 1.90％

資本保全バッファー 2.50％ - 2.50％ - 2.50％

システミック・バッファー 1.52％ - 1.52％ - 1.52％

カウンターシクリカル・バッファー 1.26％ - 1.26％ - 1.26％

総所要比率 10.85％ 1.86％ 12.71％ 2.47％ 15.18％
 

 

リスク・ウェイト資産は、信用リスク、オペレーショナルリスクおよび市場リスクの各々について、別個の異

なる方法に基づいて決定される。信用リスクの場合、リスク・ウェイト資産は資産の性質に応じて数種類の方法

により決定されている。ほとんどの資産では、リスク・ウェイトは社内格付けおよび当該資産に固有の複数の特

性を参照して決定される。オフ・バランスシートの項目については、最初に社内の変換係数に基づいて財政状態

計算書上の対応額が計算され、次に、結果として得られる対応額に、リスク・ウェイトが割り当てられる。オペ

レーショナルリスクについては、標準的手法モデルを用いてリスク・ウェイト資産の金額を決定している。市場

リスクについては、対象エクスポージャーの大半に内部モデル手法を適用しており、標準的手法を適用している

エクスポージャーは極めて少ない。2025年12月31日現在、普通株式等Tier１（CET１）比率は20.3％（2024年：

16.9％）である。ラボバンクのCET１比率の変動の主因は、純利益の利益剰余金への振替によるCET１資本の増加

である。リスク・ウェイト資産は、（261.5十億ユーロから239.2十億ユーロへと）22.2十億ユーロ減少した。こ

れは主にCRR3（第３次資本要求規則）の導入と為替による押下げ効果に起因しており、事業動向によって一部相

殺された。
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その他Tier１資本およびTier２資本による第２の柱の所要自己資本の一部充足に関するCRD V第104a項を全部

適用すると、期末時点のCET１所要自己資本比率は10.9％（2024年：11.0％）であった。

 

自己資本比率

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

準備金および利益剰余金 44,323 40,942

予想分配金 (1) (2)

ラボバンク証書 6,909 6,909

規制上の調整額 (2,598) (3,685)

普通株等Tier１資本 48,633 44,164

資本証券 3,980 4,972

規制上の調整額 (75) (73)

その他Tier１資本 3,905 4,900

Tier１資本 52,538 49,063

適格資本として取扱われる一部の劣後債務 4,056 5,671

規制上の調整額 (90) (89)

Tier２資本 3,966 5,582

適格資本 56,504 54,646

　   

リスク・ウェイト資産 239,223 261,452

　   

普通株式等Tier１比率 20.3％ 16.9％

Tier１比率 22.0％ 18.8％

総資本比率 23.6％ 20.9％
 

 

規制上の調整額における要素は、不良債権（NPL）に関するプルデンシャル・バックストップ、のれん、その

他無形資産、将来の課税利益に左右される繰延税金資産、信用リスクの調整に係る内部格付手法（IRB）適用に

よる引当不足額ならびに公正価値測定に指定した金融負債に対する当行自身の信用リスクの変動による累積損益

に関連する調整で構成されている。
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4　金融商品に係るリスク・エクスポージャー
 

4.1　リスク管理組織

 

経営委員会は、ラボバンクおよびその子会社のリスク戦略やリスク選好度、文化を含め、戦略の決定および実

行について最終的な責任を負う。経営委員会がガバナンスの体制および手順を定め、ラボバンクの戦略実現に伴

うリスクの管理を図っている。これには、従業員の技能の継続的強化や、当行の戦略的目的およびあらゆるリス

ク負担活動を十分支えるに足る万全かつ効果的なリスク管理機能の確保に必要な、リスク管理の仕組み、方針、

手順、定量モデルおよび報告の改善も含まれる。監督委員会は、リスク特性、リスク方針およびリスク管理活動

に関して経営委員会を監督する責任を負う。監督委員会に設置されているリスク委員会は、監督委員会のメン

バーで構成される。リスク委員会は、ラボバンクによるリスク選好度とリスク管理の枠組みの完全性と質の監督

に関する監督委員会の意思決定の準備を行う。

 

リスク選好度

当行のリスク戦略では、2026-2028年中期計画と「顧客重視の徹底」、「有用な協同組合」、「健全な銀行」

および「従業員への権限付与」という戦略の柱に直接的に関連性のあるリスク選好度ステートメントを作成して

いる。これらの柱を基に、当行のリスク選好度の大まかな運用範囲が決まる。当行は、リスクタイプ別にリスク

選好度を定め、当行の事業目的を達成するために受け入れる用意のあるリスク水準を特定している。リスク・エ

クスポージャーに関するこうした総合的な上限水準は、事業活動において用いられ、望ましいリスク特性を、各

活動のリスクとリターンの持続可能性の特性と照らして評価している。

 

4.2　金融商品の運用に関する戦略

 

ラボバンクの業務は本来的にデリバティブを含む金融商品の運用と関連している。ラボバンクは、提供する

サービスの一環として、顧客から様々な条件の固定金利および変動金利の預金を受け入れている。ラボバンク

は、それらの資金を質の高い資産に投資すること、ならびに商業分野およびリテール分野の借手に貸出を行うこ

とにより受取利息を稼得している。ラボバンクはまた、期限の到来する債務に充当するための十分な現金資源を

維持しつつ、リスク限度内で銀行勘定残高の金利ポジションを積極的に管理することによって、それらの業務の

マージンを増加させることを目指している。ラボバンクは、オン・バランスシートのローンに加え、信用状、履

行保証書およびその他の保証文書などオフ・バランスシートの保証の提供による信用リスクに晒されている。
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4.3　信用リスク

 

信用リスクとは、取引相手が契約上の義務を履行できないことにより当行が経済的損失に直面するリスクと定

義される。

 

当行における信用リスクの管理は、全社的な中央信用リスク方針によって規定され、詳細については個別の信

用リスクごとの基準および手続書により規定されている。信用リスクの管理と監視に対する主な責任は、主たる

責任者たる事業部門が負う。事業部門は、信用リスク・ポートフォリオの潜在的な脆弱性を識別、評価、管理、

監視および報告することが求められる。信用リスク・エクスポージャーが事業ラインのリスク選好度に合致する

水準に限定されるよう、継続的に監視が行われる。

 

加えて、信用ポートフォリオのリスクは全行レベルおよび事業体レベルで毎月および四半期ごとに測定および

監視されるとともに、不定期にてリスク動向および集中度に特に注意を払ったポートフォリオの報告および分析

が実施される。

 

4.3.1　信用リスク管理

 

信用引受

ラボバンクの信用引受方針は、顧客および、供与された貸出金に対する顧客の（継続的な）返済能力に関する

慎重な評価をその特徴とする。したがって、経済環境が良好な状況下であっても、貸出金ポートフォリオの許容

可能なリスク特性を有する。ラボバンクは、顧客と当行の双方に有益な長期的関係を顧客との間に築くことを目

標としている。法人向け貸出金についての引受方針は、まず「顧客の本人確認（know your customer）」手続を

行うことから始まる。すなわち当行は、企業顧客に関して言えば、経営が倫理的かつ適格であるとラボバンクが

判断した顧客に対してのみ貸出金を供与する。またラボバンクは、顧客が営業活動を行っている業界の動向を緊

密に監視しており、当該業界における顧客の財務業績を適切に評価することができる。また、持続可能性と持続

可能な資金供給について、信用プロセスで利用するための指針が設定されている。
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一般には、キャッシュ・フロー生成の可能性がある顧客またはプロジェクトに信用が供与されるが、顧客が債

務不履行に陥った場合には、担保が当行のポジションを改善する。企業顧客に関しては、担保は、顧客の事業内

容とは無関係の資産および／または顧客の事業資産の場合がある。ラボバンクの担保評価および担保管理に関す

る方針については「信用リスク低減に関するグローバル基準」に記載されている。評価方法は担保の種類によっ

て異なる。資産担保の場合、評価の情報源となりうるのは、顧客の貸借対照表（例えば、設備、機器および商品

在庫）、額面価額（例えば、現金および現金同等物）、市場価額（例えば、証券およびコモディティ）、独立評

価（商業用不動産）および市場指標（居住用不動産）である。（適格）担保はすべて市場価額以下で評価され、

担保価額は定期的に監視される。適切に信用リスクを担保するために、担保は十分な流動性が必要であり、その

価値が長期的に十分安定していなければならない。ラボバンクの方針の枠組みにおいては、担保は種類別に管理

される。

 

担保の主な種類には、居住用不動産、商業用不動産、棚卸資産（設備、機器、商品在庫等）、コモディティ、

受取債権および保証がある。国内の住宅ローン・ポートフォリオが相当な規模に上るため、信用リスクの低減に

おいて居住用不動産には集中リスクが考慮されている。担保の質は当初与信設定前に評価され、与信変更プロセ

スで監視される（担保の再評価および監視に関するラボバンクの方針については下表参照）。再評価の頻度は、

顧客の信用の質（正常または不良）および担保の種類によって異なり、CRRで定められた規程に沿って行われ

る。企業顧客の保証人の主な種類は政府、地方政府、（中央）銀行および法人である。金融機関、保険事業者お

よび輸出信用機関については、一定以上の信用格付が要求される。

 

不動産エクスポージャー／不動産担保 再評価の最低頻度 監視の最低頻度

不良エクスポージャー 年１回 ６ヶ月に１回、エクスポージャーが

１百万ユーロ未満の場合は年１回

正常エクスポージャー   

a) ３百万ユーロ超のエクスポージャー／全種類

の担保

３年に１回 年１回

b) エクスポージャーが３百万ユーロ以下の全商

業用不動産

事業単位が決定 年１回

c) エクスポージャーが３百万ユーロ以下の居住

用不動産

事業単位が決定 ３年に１回

 

 

信用委員会および与信承認

経営委員会は、リスク管理委員会の定めた枠内において、取引委員会および事業体レベル、地域レベルまたは

中央レベルで業務を遂行する与信決定承認責任者に意思決定権を付与している（４つの目の原則）。体系的な判

断および均衡の取れた決定を下すため、信用委員会と承認責任者は与信案に係る重要なリスクをすべてレビュー

する。ラボバンクは、様々なレベルの与信決定の権限を定めている。承認責任者の権限を超える申請は、他の決

定により補完され、より上位の信用委員会に提出し最終判断を仰ぐ。
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信用リスク承認の枠組み（CRAF：Credit Risk Approval Framework）は与信方針に組み込まれており、信用リス

クに係る意思決定を委員会または承認責任者が行う際の土台がこれに説明されている。当該信用が専用のシステム

で与信可能と評価されている場合、またはあらかじめ定められた基準を充足する（与信が意思決定ツールに準拠し

ている）場合、システム化された意思決定を行うこともできる。評価および承認の全面IT化は、厳密な条件下で認

められている。

 

信用委員会に関する業務指示書（ToR）は、その義務、責任および範囲、階層関係、構成員、権限レベルならび

に形式を規定している。信用委員会は、現地の規制で多数決が義務付けられていない限り、総意に基づいて判断す

る。総意の形成とは、決議に対して概ね合意が形成されるか、または構成員の誰も基本的に反対していない場合を

いう。総意の形成に至らない場合は、申請は却下されたとみなされる。多数決の場合には、リスク分野の代表者に

拒否権が与えられており、拒否権が行使された場合は、経営委員会が決定する。

 

CRC（信用リスク分類）優良または早期警戒の顧客については、各事業部門（ホールセール・アンド・ルーラ

ル、DRB、DLL）に意思決定の権限がある。CRC財政難および債務不履行の顧客については、FR&Rに意思決定の権限

がある。いずれの場合も、権限は承認責任者または信用委員会に付与されている。次の中央信用委員会が設置され

ている：

 

・　ラボバンク・グループ中央信用委員会（Central Credit Committee Rabobank Group：CCCRG）－法人による

与信申請のうち、担当事業部門の権限を越えるものに対してについて与信判断を行う。

 

・　財務再建・再生に関する信用委員会（Credit Committee Financial Restructuring & Recovery：CC-FR&R）

－分類された（CRC財政的困難または債務不履行）顧客に対する申請のうち、事業部門のFR&R部門の権限を

越えるもにうちて与信判断を行う。

 

・　国および金融機関委員会（Country & Financial Institutions Committee：CFIC）－カントリー・アンド・

フィナンシャル・インスティテューションズ・リスクの権限を超える与信申請に対して与信判断を行う組織

であり、金融機関および政府や国に対するエクスポージャーについてリスク管理を担当する。

 

・　減損引当金委員会（Loan Loss Provision Committee：LLPC）－予想信用損失引当金の水準を決定する（ま

た、適宜、経営委員会へ提言をする）責任を負う。この責任は、モデルに基づき評価されるエクスポー

ジャー（ステージ１、ステージ２、およびステージ3a）と個別に評価するされたエクスポージャー（ステー

ジ3b）、ならびにマネジメント・アジャストメント委員会（以下「MCA」という。）の提案する経営陣の調整

を対象としている。MACは、手法の一貫した適用や十分に実証されているかなど経営陣の調整手続について責

任を負う。
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信用委員会は、ラボバンクの信用リスク分析基準の一貫性の確保、信用方針の遵守、および格付けモデルの一

貫した使用を徹底する上で重要な役割を果たしている。特定の取引相手の種類や業種を限定または禁止する方針

も策定されている。原則として、（法人顧客の）内部格付けは全て、少なくとも年１回見直しが行われる。取引

相手の評価の頻度はリスク次第である。つまり、リスク特性の高い取引相手については、より頻繁に評価の見直

しが行われる。与信承認部門が見直しの頻度を上げるよう要請することもできる。信用委員会および承認責任者

も見直しの頻度を上げるよう要請できる。

 

4.3.2　貸出金の構成

ラボバンクはオランダにおいて、居住用住宅ローン貸出について重要な市場シェアを有している。これらの

ローンはリスク特性が低く、2025年度における減損引当金への正味繰入額は１ベーシスポイントである。2025年

度において、民間セクターに対する貸出のうち食品・農業セクター向け貸出比率は26％、商業・工業・サービス

業向け貸出比率は28％であった。商業・工業・サービス業向け貸出金ならびに食品・農業セクター向け貸出金

は、多くの国々の幅広い産業に分散している。それらの個別のセクターの中で、民間セクターに対する全貸出の

10％を超えるものはない。

 
単位：百万ユーロ 2025年  2024年  

顧客に対する貸出金および預け金総額 472,319  454,485  

内訳：     

政府系取引先 1,471  1,740  

リバース・レポ取引、証券借入契約および

決済勘定
21,773  15,509  

ヘッジ会計の調整 (10,759)  (10,079)  

民間セクター顧客への貸出金 459,834  447,315  

　     

民間セクター顧客への貸出金の地域別内

訳：
    

オランダ 304,444 66％ 293,438 65％

他の欧州諸国 51,146 11％ 46,386 10％

北米 50,204 11％ 51,962 12％

中南米 17,171 4％ 17,318 4％

アジア 6,378 1％ 6,723 2％

オセアニア 30,274 7％ 31,258 7％

アフリカ 217 0％ 230 0％

民間セクター顧客への貸出金合計 459,834 100％ 447,315 100％

　     

民間セクター顧客への貸出金の事業セク

ター別内訳
    

個人 212,372 46％ 204,520 46％

商業・工業・サービス業（以下「TIS」とい

う）
129,865 28％ 122,951 27％

食品・農業 117,597 26％ 119,844 27％

民間セクター顧客への貸出金合計 459,834 100％ 447,315 100％
 

 

地域別内訳は、貸出先の居住国に基づいている。個人への貸出のほぼすべてが、事業セグメント別では国内リ

テール・バンキングに、地域別ではオランダに組み入れられている。TISおよび食品・農業への貸出のセクター別

および事業セグメント別内訳は以下のとおりである。
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商業・工業・サービス業向け貸出金ポートフォリオの業種別分析

 

単位：百万ユーロ

国内リテー

ル・バンキ

ング W&R リース 不動産開発

その他のセ

グメント 合計

2025年12月31日現在       

製造（非食品・農業） 4,497 6,441 2,584 - - 13,522

エネルギー 775 14,062 160 - - 14,997

建設 4,050 463 2,285 178 - 6,976

卸売・小売（食品・農業およびエネル

ギー以外）
6,482 3,029 5,605 - - 15,116

運輸・保管 4,717 3,141 1,625 - - 9,483

宿泊・飲食業 3,107 2,662 244 - - 6,013

情報通信 1,018 2,121 940 - 1 4,080

金融・保険業 3,147 11,321 867 - - 15,335

不動産業 14,841 6,358 356 - - 21,555

専門・科学・技術サービス 1,618 966 1,302 - - 3,886

管理・支援サービス 2,088 1,935 3,336 - - 7,359

教育 160 1 619 - - 780

保健衛生・社会事業 3,131 46 2,993 - - 6,170

芸術・娯楽・レクリエーション 739 281 521 - - 1,541

その他の非食品・農業 604 1,084 1,364 - - 3,052

合計 50,974 53,911 24,801 178 1 129,865
 

 

単位：百万ユーロ

国内リテー

ル・バンキ

ング W&R リース 不動産開発

その他のセ

グメント 合計

2024年12月31日現在       

製造（非食品・農業） 4,475 6,138 2,929 - - 13,542

エネルギー 702 12,156 194 - - 13,052

建設 3,654 542 2,246 157 - 6,599

卸売・小売（食品・農業およびエネル

ギー以外）
6,396 2,934 6,059 - - 15,389

運輸・保管 4,219 2,303 1,668 - - 8,190

宿泊・飲食業 2,851 2,472 238 - - 5,561

情報通信 871 1,264 1,013 - 1 3,149

金融・保険業 3,094 10,593 795 - - 14,482

不動産業 15,282 5,850 361 1 - 21,494

専門・科学・技術サービス 1,658 639 1,321 - - 3,618

管理・支援サービス 1,785 1,429 3,301 - - 6,515

教育 135 2 610 - - 747

保健衛生・社会事業 2,895 46 3,119 - - 6,060

芸術・娯楽・レクリエーション 658 213 501 - - 1,372

その他の非食品・農業 411 1,364 1,406 - - 3,181

合計 49,086 47,945 25,761 158 1 122,951
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食品・農業向け貸出金ポートフォリオの業種別分析

 

単位：百万ユーロ

国内リテー

ル・バンキ

ング W&R リース 不動産開発

その他のセ

グメント 合計

2025年12月31日現在       

コモディティ 2,627 21,585 4,893 - - 29,105

食肉等 3,416 17,511 3,001 - - 23,928

飲料 133 5,355 144 - - 5,632

消費者向け食品 2,184 10,071 431 - - 12,686

乳製品 7,658 11,348 1,547 - - 20,553

農業投入財 1,069 5,734 3,895 - - 10,698

生鮮食品 5,419 5,753 2,675 - - 13,847

その他の食品・農業 28 648 472 - - 1,148

合計 22,534 78,005 17,058 - - 117,597
 

 

単位：百万ユーロ

国内リテー

ル・バンキ

ング W&R リース 不動産開発

その他のセ

グメント 合計

2024年12月31日現在       

コモディティ 2,548 21,110 5,673 - - 29,331

食肉等 3,134 17,640 2,720 - - 23,494

飲料 124 5,582 140 - - 5,846

消費者向け食品 1,938 10,091 447 - - 12,476

乳製品 7,599 11,978 1,487 - - 21,064

農業投入財 1,208 6,353 4,199 - - 11,760

生鮮食品 5,208 7,157 2,469 - - 14,834

その他の食品・農業 26 562 451 - - 1,039

合計 21,785 80,473 17,586 - - 119,844
 

 

デリバティブ

ラボバンクはオープン・ポジションについて、金額および期間に厳格なリミットを設定している。ISDA（国際

スワップおよびデリバティブ協会）基準が適用される場合または同等の条件を含む基本契約が取引相手との間で

締結されている場合で、取引相手の法域で相殺が認められている場合は、ネット・オープン・ポジションのモニ

タリングおよび報告が行われる。この信用リスクは、取引先に対する全般的貸出リミットの一部として管理され

る。必要な場合、ラボバンクはこれらの取引に固有の信用リスクを軽減するために担保またはその他の信用補完

を取得している。信用リスク・エクスポージャーは、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約を考慮した

場合に、プラスの市場価値が計上されるすべての未決済デリバティブ契約の、現在の公正価値を表している。

 

信用関連の偶発債務

ラボバンクが第三者に供与する金融保証およびスタンドバイ信用状は、取引先が当該第三者への債務を履行で

きない場合に信用リスクに晒されることとなる。ラボバンクは、特定の条件を充足した場合に一定の金額を上限

としてラボバンクから第三者への支払いを認める荷為替信用状や商業信用状、ならびに為替手形を発行してい

る。これらの取引は、関連貨物の引渡によって担保されているため、このような商品のリスク・エクスポー

ジャーは、直接的な貸出よりも小さい。信用状の条件に基づき文書を受け入れた時点から支払まで、ラボバンク

は資産および負債を認識する。
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ローン・コミットメントは、あらかじめ定められた条件に基づいて信用を提供する確定契約である。ラボバン

クは、貸出金の供与を約束した時点で信用リスクに晒される。コミットメントは、顧客が特定の貸出条件を満た

していることが条件であるため、損失が発生した場合の金額は未使用枠の合計額より小さくなる可能性が高い。

一般に長期コミットメントは短期コミットメントよりリスクが高いため、ラボバンクはローン・コミットメント

の残存期間を監視している。

 

4.3.3　信用リスク・エクスポージャーおよび信用の質

ラボバンクは、融資承認プロセスにおいてラボバンク・リスク・レーティングを使用する。ラボバンク・リス

ク・レーティングは、貸出に関連して１年間における破綻リスクまたはデフォルト確率（以下「PD」という）を

反映している。貸出の質のカテゴリーは、内部のラボバンク・リスク・レーティングに基づいて決定される。ラ

ボバンク・リスク・レーティングは21の履行格付（R0‐R20）および４つの債務不履行格付（D1‐D4）から成っ

ている。履行格付は１年以内における債務不履行の確率を評価したものであり、格付は原則として周期的に中立

に決定される。D1‐D4の格付は債務不履行の分類を表している。D1は重要な契約上の支払に関して90日を超える

延滞を表し、D2は、当行が担保の現金化などの措置により請求権を行使しない限り、債務者が債務を全額弁済す

る確率が低いことを示している。D3は、不良資産の売却または再編が行われており、その結果、信用関連の経済

的損失が生じる可能性が高いことを指し、D4は破産状態を示している。債務不履行格付は、信用減損しているエ

クスポージャー合計に相当する。下表は、格付区分別に開示している減損の対象となる金融資産の信用の質を示

したものであり、これは信用リスクの管理目的で主要な経営幹部に報告している数値と一致する。以下の金融資

産の総帳簿価額は、かかる資産の最大信用リスク・エクスポージャーに相当する。
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金融機関に対する貸出金および預け金の内部格付に基づく信用リスク特性

 
単位：百万ユーロ

2025年12月31日現在 総帳簿価額

 非信用減損 信用減損  

合計 12ヶ月のECL適用 全期間のECL適用 全期間のECL適用

R0-R1（AAA） 109 - - 109

R2-R4（AA） 9,420 - - 9,420

R5-R7（A） 19,966 - - 19,966

R8-R10（BBB） 745 - - 745

R11-R13（BB） 1,660 - - 1,660

R14-R16（B+） 289 1 - 290

R17-R19（B-） 461 - - 461

R20（CCC+） - - - -

債務不履行格付（D） - - 1 1

格付なし 400 - - 400

合計 33,050 1 1 33,052

　     

2024年12月31日現在     

R0-R1（AAA） 49 - - 49

R2-R4（AA） 6,242 19 - 6,261

R5-R7（A） 17,109 4 - 17,113

R8-R10（BBB） 1,048 1 - 1,049

R11-R13（BB） 1,248 2 - 1,250

R14-R16（B+） 494 2 - 496

R17-R19（B-） 291 1 - 292

R20（CCC+） - - - -

債務不履行格付（D） - - 1 1

格付なし 525 - - 525

合計 27,006 29 1 27,036
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顧客に対する貸出金および預け金の内部格付に基づく信用リスク特性

 
単位：百万ユーロ

2025年12月31日現在 総帳簿価額

 非信用減損 信用減損  

合計 12ヶ月のECL適用 全期間のECL適用 全期間のECL適用

R0-R1（AAA） 714 2 - 716

R2-R4（AA） 15,186 846 - 16,032

R5-R7（A） 95,954 11,043 - 106,997

R8-R10（BBB） 138,836 13,232 - 152,068

R11-R13（BB） 108,529 14,689 - 123,218

R14-R16（B+） 40,215 15,492 - 55,707

R17-R19（B-） 6,534 6,877 - 13,411

R20（CCC+） 448 2,620 - 3,068

債務不履行格付（D） - - 8,050 8,050

格付なし 6,254 68 - 6,322

合計 412,670 64,869 8,050 485,589

　     

2024年12月31日現在     

R0-R1（AAA） 310 1 - 311

R2-R4（AA） 8,777 905 - 9,682

R5-R7（A） 82,899 11,737 - 94,636

R8-R10（BBB） 133,399 16,446 - 149,845

R11-R13（BB） 103,049 16,468 - 119,517

R14-R16（B+） 46,797 15,109 - 61,906

R17-R19（B-） 8,257 6,321 - 14,578

R20（CCC+） 550 2,101 - 2,651

債務不履行格付（D） - - 9,875 9,875

格付なし 3,495 504 - 3,999

合計 387,533 69,592 9,875 467,000
 

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の外部格付に基づく信用リスク特性

 
単位：百万ユーロ

2025年12月31日現在 総帳簿価額

 非信用減損 信用減損  

合計 12ヶ月のECL適用 全期間のECL適用 全期間のECL適用

AAA‐A 28,778 - - 28,778

BBB‐B 651 - - 651

CCC‐C - - - -

D - - - -

格付なし - - - -

合計 29,429 - - 29,429

　     

2024年12月31日現在     

AAA‐A 18,111 - - 18,111

BBB‐B 600 - - 600

CCC‐C - - - -

D - - - -

格付なし - - - -

合計 18,711 - - 18,711
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ローン・コミットメントおよび金融保証の内部格付に基づく信用リスク特性

 
単位：百万ユーロ

2025年12月31日現在 信用リスクに対するエクスポージャー

 非信用減損 信用減損  

合計 12ヶ月のECL適用 全期間のECL適用 全期間のECL適用

R0-R1（AAA） 1,247 1 - 1,248

R2-R4（AA） 5,955 206 - 6,161

R5-R7（A） 19,429 723 - 20,152

R8-R10（BBB） 22,187 1,075 - 23,262

R11-R13（BB） 17,204 2,731 - 19,935

R14-R16（B+） 3,313 1,353 - 4,666

R17-R19（B-） 170 320 - 490

R20（CCC+） 22 95 - 117

債務不履行格付（D） - - 517 517

格付なし 20,310 17 - 20,327

合計 89,837 6,521 517 96,875

　     

2024年12月31日現在     

R0-R1（AAA） 1,326 - - 1,326

R2-R4（AA） 3,674 180 - 3,854

R5-R7（A） 20,862 321 - 21,183

R8-R10（BBB） 20,704 1,301 - 22,005

R11-R13（BB） 15,336 1,811 - 17,147

R14-R16（B+） 3,760 1,126 - 4,886

R17-R19（B-） 314 261 - 575

R20（CCC+） 8 33 - 41

債務不履行格付（D） - - 929 929

格付なし 22,101 984 - 23,085

合計 88,085 6,017 929 95,031
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4.3.4　金融資産および信用関連の偶発債務に係る減損引当金

以下の表に、金融資産および信用関連の偶発債務に係る減損引当金の期首残高から期末残高への調整を示す。

 

金融機関に対する貸出金および預け金に係る減損引当金

 
単位：百万ユーロ  

 12ヶ月のECL適用

全期間のECL適用

－非信用減損

全期間のECL適用

－信用減損

 

合計

2025年１月１日現在の残高 1 - - 1

当初認識および取得に伴う増加 1 - - 1

認識中止に伴う減少 - - - -

信用リスクの変動に伴う変動 (1) - - (1)

当年度の不良債権の償却 - - - -

その他の変動 (1) - - (1)

2025年12月31日現在の残高 - - - -

　     

2024年１月１日現在の残高 1 - - 1

当初認識および取得に伴う増加 - - - -

認識中止に伴う減少 - - - -

信用リスクの変動に伴う変動 - - - -

当年度の不良債権の償却 - - - -

その他の変動 - - - -

2024年12月31日現在の残高 1 - - 1
 

 

顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金

 
単位：百万ユーロ  

 12ヶ月のECL適用

全期間のECL適用

－非信用減損

全期間のECL適用

－信用減損

 

合計

2025年１月１日現在の残高 388 456 1,592 2,436

当初認識および取得に伴う増加 122 30 73 225

認識中止に伴う減少 (51) (55) (246) (352)

信用リスクの変動に伴う変動 (115) 143 989 1,017

当年度の不良債権の償却 (6) (4) (727) (737)

その他の変動 (6) (17) (54) (77)

2025年12月31日現在の残高 332 553 1,627 2,512

　     

2024年１月１日現在の残高 393 706 1,810 2,909

当初認識および取得に伴う増加 183 21 152 356

認識中止に伴う減少 (70) (87) (216) (373)

信用リスクの変動に伴う変動 (104) (179)  860 577

当年度の不良債権の償却 (10) (4) (1,020) (1,034)

その他の変動 (4) (1) 6 1

2024年12月31日現在の残高 388 456 1,592 2,436
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その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る減損引当金

 
単位：百万ユーロ  

  

 

 

12ヶ月のECL適用

全期間のECL適用

－非信用減損

全期間のECL適用

－信用減損

 

合計

2025年１月１日現在の残高 5 - - 5

当初認識および取得に伴う増加 2 - - 2

認識中止に伴う減少 (1) - - (1)

信用リスクの変動に伴う変動 4 - - 4

当年度の不良債権の償却 - - - -

その他の変動 (1) - - (1)

2025年12月31日現在の残高 9 - - 9

　     

2024年１月１日現在の残高 1 - - 1

当初認識および取得に伴う増加 4 - - 4

認識中止に伴う減少 - - - -

信用リスクの変動に伴う変動 - - - -

当年度の不良債権の償却 - - - -

その他の変動 - - - -

2024年12月31日現在の残高 5 - - 5
 

 

ローン・コミットメントおよび金融保証に係る減損引当金

 
単位：百万ユーロ  

  

 

 

12ヶ月のECL適用

全期間のECL適用

－非信用減損

全期間のECL適用

－信用減損

 

合計

2025年１月１日現在の残高 53 34 74 161

当初認識および取得に伴う増加 2 - 3 5

認識中止に伴う減少 (84) (62) (103) (249)

信用リスクの変動に伴う変動 59 55 78 192

当年度の不良債権の償却 - - - -

その他の変動 (3) (1) (3) (7)

2025年12月31日現在の残高 27 26 49 102

　     

2024年１月１日現在の残高 26 27 125 178

当初認識および取得に伴う増加 11 - 8 19

認識中止に伴う減少 (51) (24) (114) (189)

信用リスクの変動に伴う変動 66 31 55 152

当年度の不良債権の償却 - - - -

その他の変動 1 - - 1

2024年12月31日現在の残高 53 34 74 161
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以下の表に、顧客に対する貸出金および預け金の総帳簿価額が当年度中に著しく変動したことによる、減損引

当金合計の変動の概要を示している。

 

顧客に対する貸出金および預け金の総帳簿価額の変動

 
単位：百万ユーロ 総帳簿価額

 非信用減損 信用減損  

 12ヶ月のECL適用 全期間のECL適用 全期間のECL適用 合計

2025年１月１日現在の残高 387,533 69,592 9,875 467,000

金融資産の譲渡 (5,723) 4,498 1,225 -

新たに当初認識または取得した

金融資産
170,002 12,345 2,141 184,488

認識が中止された金融資産 (130,436) (20,763) (4,267) (155,466)

償却 (13) (4) (758) (775)

その他の変動 (8,693) (799) (166) (9,658)

2025年12月31日現在の残高 412,670 64,869 8,050 485,589

　     

2024年１月１日現在の残高 396,879 47,674 8,997 453,550

金融資産の譲渡 (35,244) 31,939 3,305 -

新たに当初認識または取得した

金融資産
150,366 6,763 1,985 159,114

認識が中止された金融資産 (124,609) (16,920) (3,333) (144,862)

償却 (14) (5) (1,029) (1,048)

その他の変動 155 141 (50) 246

2024年12月31日現在の残高 387,533 69,592 9,875 467,000
 

 

4.3.5　信用リスクの著しい増大（以下「SICR」という）に該当するかの判断基準

　定量的なSICRの評価において考慮に入れるパラメータは、全期間におけるデフォルト確率と、当初認識日から

報告日までのその変動である。所定の閾値を超える相対的変化に加え絶対値に基づく閾値を超える場合には、信

用リスクの著しい増大の兆候とみなされる。当初認識時の全期間PDと報告日時点の全期間PDの相対的変化は、当

該金融資産取得時の格付と報告日時点の格付の両者を（一時点における）PD曲線に転換して計測する。ステージ

１からステージ２への振替えの閾値は全期間PDの2.0倍（2024年度：2.0倍）の上昇である。これに加え、ステー

ジ１からステージ２への振替えには、絶対値によるデルタ（増分）PDが0.5％（2024年度：0.5％）以上であるこ

とが判断基準である。これらの閾値は、すべての枠組みで同一である。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

266/574



4.3.6　モデルに基づく金融資産の減損引当金に関する判断および見積り

　ラボバンクは、３つのステージから成る予想信用損失減損モデルを適用して予想信用損失の測定および認識を

行っており、これには経営陣による重要な判断が伴う。この減損手法では、12ヶ月の予想信用損失に相当する金

額で測定した引当金（ステージ１）、当初認識以降に信用リスクが著しく増大したものの、信用減損していない

金融資産について全期間の予想信用損失に相当する金額で測定した引当金（ステージ２）、信用減損した金融資

産について全期間の予想信用損失に相当する金額で測定した引当金（ステージ３）を認識する。ラボバンクは、

モデルに基づく減損引当金のための予想信用損失を算定するに当たり、見積りおよび経営陣の判断を使用してい

る。IFRS第９号のモデルはオーバーレイモデルとして開発されている。つまり、このモデルはAIRBの枠組みに基

づき構築されており、インプットとしてAIRBの最善の見積りに依拠している。判断および見積りはモデル手法内

で適用される。最も重要な要素は以下の通りである。

 

モデルのガバナンス・プロセスの一環として、新規のまたは更新されたIFRS第９号のモデルは、内部の評価機関

によって評価され、モデル＆AIリスク委員会によって使用が承認される。その後、モデルのアウトプットの信頼

性を確保するために監視手続が整備され、必要に応じてモデルの調整が行われる。専門家の判断を使用した結

果、IFRS第９号のモデルのアウトプットに注記2.1に記載の経営陣の調整を行った。

 

SICRの感応度

　資産をステージ１からステージ２へ振り替えるには判断が求められる。PDの閾値に対するECLの感応度を評価

するために、すべての資産がPDの閾値未満であると仮定して12ヶ月のECLを割り当てる分析を行った。同じ資産

を基礎として、すべての資産がPDの閾値を超えると仮定して全期間のECLを割り当てる分析も行った。いずれの

分析も経営陣の調整の影響を考慮に入れずに実施し、その結果、ECLはそれぞれ632百万ユーロ（2024年度：671

百万ユーロ）および1,682百万ユーロ（2024年度：1,700百万ユーロ）であった。2025年12月31日現在のステージ

１およびステージ２の減損引当金の合計は947百万ユーロ（2024年12月31日現在：937百万ユーロ）である。

 

将来予測的情報およびマクロ経済シナリオ

　各ステージの予想信用損失の見積りおよび信用リスクの著しい増大の評価においては、過去の事象や現在の状

況に関する情報、ならびに将来の事象および経済情勢に関する合理的かつ裏付け可能な予測（以下「将来予測的

情報」という）を使用する。ラボバンクは、ECLモデルにおいて、確率加重した３つのマクロ経済シナリオ（基

本シナリオ、下振れシナリオ、上振れシナリオから成る）を使用して予想信用損失を算出している。マクロ経済

に関する基本シナリオの発生確率は最も高い60％（2024年12月31日現在：60％）としており、他方下振れシナリ

オの発生確率は20％（2024年12月31日現在：20％）、上振れシナリオの発生確率は20％（2024年12月31日現在：

20％）としている。
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上振れ・下振れシナリオの決定

ラボバンクは、全英経済研究所世界経済モデル（以下「NiGEM」という）の統計的シミュレーション法を用いて

上振れシナリオと下振れシナリオを生成している。同決定の手順は以下の２つのステップから成る。

１.　NiGEMの確率関数を適用し、上振れおよび下振れシナリオが基本シナリオから乖離する第３四半期以降の

1,000のシナリオを実行する。NiGEMは、モデル方程式から過去の残差（ランダムに選択）を用いて予測期間

中のショックを与えることになる（モンテカルロ・シミュレーション）。結果として、発生する可能性のあ

るマクロ経済的帰結の分布が得られる。

２.　発生する可能性のあるマクロ経済的帰結の分布から、20％の上振れシナリオと20％の下振れシナリオに該当

する２つのシナリオを選ぶ。

 

最も重要なマクロ経済変数

重要な変数は国内総生産の成長率、失業率および民間セクター投資である。これら将来のマクロ経済的な予測に

は判断が必要であり、概ねラボバンク内部の調査を基にしている。ステージ１、ステージ２、およびモデルに基づ

くステージ３の引当金計上のためのECLモデル・プロセスにおいて使用した将来のマクロ経済に関する主なイン

プットの感応度分析、および３つのシナリオのそれぞれに適用した確率加重が以下に示されている。経営陣の調整

による影響は考慮されていない。分析対象の国は、報告されるECLに対して全体に占める金額的観点から最も重要

な国である。よってラボバンクは、これらのポートフォリオが金融資産の帳簿価額を調整する結果になる最も重要

なリスクを示していると考えている。
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経営陣の調整前の主要なマクロ経済インプットおよび関連ECL

 

       

加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

オランダ

  2026年 2027年 2028年 加重前ECL 確率

2025年

12月31日

2024年

12月31日

上振れ

 

国民１人当た

りのGDP 1.65％ 1.40％ 0.34％     

 失業率 3.58％ 2.96％ 2.84％ 907 20％   

 

民間セクター

投資

 

-0.01％

 

1.02％

 

-0.12％     

基本

 

国民１人当た

りのGDP 0.73％ 0.81％ 0.90％     

 失業率 4.08％ 4.26％ 4.43％ 995 60％ 997 730

 

民間セクター

投資

 

-0.29％

 

0.59％ -0.04％     

下振れ

 

国民１人当た

りのGDP -0.22％ 0.19％ 1.50％     

 失業率 4.55％ 5.47％ 5.93％ 1,094 20％   

 

民間セクター

投資 -0.56％ 0.13％ 0.05％     
 

 

       

加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

米国

  2026年 2027年 2028年 加重前ECL 確率

2025年

12月31日

2024年

12月31日

上振れ

 

国民１人当た

りのGDP 2.14％ 2.20％ 1.24％     

 失業率 4.10％ 3.09％ 2.62％ 116 20％   

 

民間セクター

投資 -0.64％ 0.56％ 0.08％     

基本

 

国民１人当た

りのGDP 1.25％ 1.22％ 1.49％     

 失業率 4.63％ 4.45％ 4.30％ 133 60％ 133 137

 

民間セクター

投資 -0.88％ 0.14％ 0.00％     

下振れ

 

国民１人当た

りのGDP 0.34％ 0.17％ 1.72％     

 失業率 5.12％ 5.74％ 5.89％ 152 20％   

 

民間セクター

投資 -1.12％ -0.31％ -0.08％     
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加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

ブラジル

  2026年 2027年 2028年 加重前ECL 確率

2025年

12月31日

2024年

12月31日

上振れ

 

国民１人当た

りのGDP 1.87％ 3.35％ 2.02％     

 失業率 4.10％ 3.09％ 2.62％ 90 20％   

 

民間セクター

投資 0.10％ -1.56％ -0.22％     

基本

 

国民１人当た

りのGDP 1.19％ 2.86％ 2.24％     

 失業率 4.63％ 4.45％ 4.30％ 100 60％ 100 70

 

民間セクター

投資 -0.09％ -1.79％ -0.35％     

下振れ

 

国民１人当た

りのGDP 0.49％ 2.33％ 2.45％     

 失業率 5.12％ 5.74％ 5.89％ 111 20％   

 

民間セクター

投資 -0.29％ -2.01％ -0.46％     
 

 

       

加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

加重後ECL

（単位：百万

ユーロ）

オースト

ラリア  2026年 2027年 2028年 加重前ECL 確率

2025年

12月31日

2024年

12月31日

上振れ

 

国民１人当た

りのGDP 1.95％ 1.99％ 1.31％     

 失業率 3.76％ 2.91％ 2.54％ 41 20％   

 

民間セクター

投資 0.07％ 0.83％ 0.22％     

基本

 

国民１人当た

りのGDP 1.40％ 1.39％ 1.38％     

 失業率 4.38％ 4.50％ 4.50％ 44 60％ 44 33

 

民間セクター

投資 -0.18％ 0.25％ -0.05％     

下振れ

 

国民１人当た

りのGDP 0.84％ 0.78％ 1.46％     

 失業率 4.96％ 6.01％ 6.36％ 47 20％   

 

民間セクター

投資

 

-0.42％

 

-0.33％

 

-0.30％     
 

 

仮に下振れシナリオと上振れシナリオの確率加重をいずれも15％（2024年度：15％）とし、基本シナリオを70％

（2024年度：70％）とした場合、ステージ１、ステージ２、およびモデルに基づくステージ３のエクスポージャー

に係る加重後のECL合計は１百万ユーロ（2024年度：１百万ユーロ）減少することになる。仮に下振れシナリオと

上振れシナリオの確率加重をいずれも25％（2024年度：25％）とし、基本シナリオを50％（2024年度：50％）とし

た場合、ステージ１、ステージ２、およびモデルに基づくステージ３のエクスポージャーに係る加重後のECL合計

は１百万ユーロ（2024年度：１百万ユーロ）増加することになる。
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ステージ１およびステージ２の顧客に対する貸出金の総帳簿価額

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

オランダ 302,619 290,946

米国 48,731 49,204

ブラジル 11,187 11,414

オーストラリア 21,382 21,636
 

 

予想信用損失の測定

予想信用損失の見積りには、デフォルト確率（以下「PD」という）、デフォルト時損失（以下「LGD」という）

およびデフォルト時エクスポージャー（以下「EAD」という）をECLモデルのインプットとして用いている。これら

のECLモデルによって想定外の外部の事象またはデータの質に関する問題が十分網羅されない場合は、判断および

見積りに基づき調整を加える。またインプットも次のように見積りが必要である。

・　PD－デフォルト確率は、ある一定の時間枠において債務不履行が発生する可能性の見積りである。

・　LGD－デフォルト時損失は、ある時点で債務不履行が生じた場合に発生する損失の見積りである。これ

は、契約上のキャッシュ・フローと、ラボバンクが受け取ると予想されるキャッシュ・フロー（担保およ

びその他の信用補完から生じると見込まれるキャッシュ・フローを含む）との差額に基づく。

・　EAD－デフォルト時エクスポージャーは、将来債務不履行が生じた日におけるエクスポージャーの見積り

である。見積りに当たっては、期限前償還による報告日後におけるエクスポージャーの変動予測を加味す

る。

 

　下表に、デフォルト確率（PD）、担保価値および全額期限前償還率の変動による基本シナリオのECLへの影響

を示す。

 
ECLへの影響 2025年 2024年

PD格付の１段階悪化（PD） 279 294

PD格付の１段階改善（PD） (269) (231)

担保価値の10％下落（LGD） 56 102

担保価値の10％上昇（LGD） (38) (85)

全額期限前償還率の50％低下（EAD） 66 82

全額期限前償還率の50％上昇（EAD） (49) (66)
 

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

271/574



4.3.7　信用リスクの軽減

 

ラボバンクの信用リスク・エクスポージャーは、必要に応じて担保およびその他の信用補完を取得することに

よって部分的に軽減されている。必要となる担保の金額および性質は、取引相手向け貸出金の信用リスク評価に

よってある程度決まる。ラボバンクは、異なる種類の担保を受け入れ評価する目的で、ガイドラインを導入して

いる。主な担保の種類として以下が挙げられる。

・　居住用不動産向け住宅ローンに対する担保

・　（主に法人向けローンのための）商業用不動産および動産に対する担保、棚卸資産および売掛金に対する担

保

・　主にデリバティブ、証券貸出取引およびリバース・レポ取引のための現金および証券

 

またラボバンクは、信用リスクを管理するためクレジット・デリバティブ商品を用いると同時に、取引規模の

大きい相手とマスター・ネッティング契約を締結している。取引は、注記2.11に記載する相殺の基準を満たして

いる取引を除き、通常グロスで決済されるため、一般的にマスター・ネッティング契約は財政状態計算書に計上

された資産および負債をネッティングするものではない。信用リスクはマスター・ネッティング契約により限定

されるものの、その範囲は、キャンセルまたはあるイベントが発生した場合において、取引相手が関与している

すべての金額が凍結され、ネット決済できるという程度にとどまる。ネッティング契約が適用されるデリバティ

ブに係る信用リスク・エクスポージャー総額は、新規取引の締結および既存取引の満了ならびに市場における金

利および為替の変動に大きく影響される。
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金融商品の相殺

 
 財政状態計算書上で相殺

単位：百万ユーロ 相殺前の金額 IAS第32号に基づく相殺 帳簿価額（純額）

2025年12月31日現在    

金融機関に対する貸出金および預

け金
33,052 - 33,052

デリバティブ 131,243 (111,620) 19,623

顧客に対する貸出金および預け金 473,184 (865) 472,319

その他資産 6,402 - 6,402

合計 643,881 (112,485) 531,396

    

金融機関預り金 10,414 (197) 10,217

顧客預り金 440,253 (6,350) 433,903

デリバティブ 118,800 (105,938) 12,862

その他負債 5,585 - 5,585

合計 575,052 (112,485) 462,567

    

2024年12月31日現在    

金融機関に対する貸出金および預

け金
27,045 (10) 27,035

デリバティブ 141,415 (117,986) 23,429

顧客に対する貸出金および預け金 456,097 (1,612) 454,485

その他資産 6,695 - 6,695

合計 631,252 (119,608) 511,644

    

金融機関預り金 16,152 (3,705) 12,447

顧客預り金 413,592 (2,156) 411,436

デリバティブ 131,122 (113,747) 17,375

その他負債 5,702 - 5,702

合計 566,568 (119,608) 446,960
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 財政状態計算書上で相殺されていないもの

エクスポー

ジャー純額

単位：百万ユーロ

マスター・

ネッティン

グ契約

証券および

現金担保 不動産担保

その他の

担保 金融保証  

2025年12月31日現在       

金融機関に対する貸出金および預

け金
- (27,817) - - - 5,235

デリバティブ (8,030) (7,236) - - - 4,357

顧客に対する貸出金および預け金 - (21,858) (304,247) (109,650) (4,754) 31,810

その他資産 - - - - - 6,402

合計 (8,030) (56,911) (304,247) (109,650) (4,754) 47,804

       

金融機関預り金 - (34) - - - 10,183

顧客預り金 - (73) - - - 433,830

デリバティブ (8,030) (2,452) - - - 2,380

その他負債 - - - - - 5,585

合計 (8,030) (2,559) - - - 451,978

       

2024年12月31日現在       

金融機関に対する貸出金および預

け金
- (19,595) - - - 7,440

デリバティブ (10,358) (7,791) - - - 5,280

顧客に対する貸出金および預け金 - (15,699) (297,050) (102,308) (5,233) 34,195

その他資産 - - - - - 6,695

合計 (10,358) (43,085) (297,050) (102,308) (5,233) 53,610

       

金融機関預り金 - (400) - - - 12,047

顧客預り金 - (146) - - - 411,290

デリバティブ (10,358) (4,040) - - - 2,977

その他負債 - - - - - 5,702

合計 (10,358) (4,586) - - - 432,016
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次の表は、信用リスクを低減するために抵当として保有されている担保に関して信用減損した金融資産を示し

たものである。ラボバンクは、個別に評価したエクスポージャーについて、余剰担保のため減損引当金を認識し

ていない場合がある。

 

信用減損した金融資産に対する担保およびその他の信用補完

 

単位：百万ユーロ

信用減損した金融

資産の総帳簿価額

 

減損引当金

減損引当金控除後の

帳簿価額

担保およびその他の

信用補完

2025年12月31日現在     

金融機関に対する貸出金お

よび預け金
1 - 1 1

顧客に対する貸出金および

預け金
8,050 1,627 6,423 5,399

その他の包括利益を通じて

公正価値で測定する金融資

産

- - - -

合計 8,051 1,627 6,424 5,400

     

2024年12月31日現在     

金融機関に対する貸出金お

よび預け金
1 - 1 1

顧客に対する貸出金および

預け金
9,875 1,592 8,283 7,257

その他の包括利益を通じて

公正価値で測定する金融資

産

- - - -

合計 9,876 1,592 8,284 7,258
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次の表は、減損に関するIFRS第９号の要求事項の対象ではない金融商品に関してラボバンクが晒されている、

信用リスクに対する最大エクスポージャーを表している。ここでは、いかなる担保、または信用リスク制限策も

考慮に入れていない。表はまた、提供された担保またはその他の種類の信用リスク縮小策による財務上の影響も

示している。資本性金融商品の残高は帳簿価額には含まれているが、以下に示す信用リスクに対する最大エクス

ポージャーに含まれていないため、時として、表示金額が財政状態計算書の帳簿価額から乖離する場合がある。

 

減損対象外の金融資産の信用リスクに対する最大エクスポージャー

 
単位：百万ユーロ   

 

信用リスクに対する

最大エクスポージャー

 

担保およびその他の信用補完

2025年12月31日現在   

トレーディング金融資産 2,643 -

強制的に公正価値で測定される金融資産 859 247

デリバティブ 19,623 5,932

合計 23,125 6,179

   

2024年12月31日現在   

トレーディング金融資産 1,619 -

強制的に公正価値で測定される金融資産 955 267

デリバティブ 23,430 6,763

合計 26,004 7,030
 

 

償却方針

ラボバンクは、実務的な回収方法をすべて実施し尽くし、回収の合理的な見込みがないと結論を下した場合

に、債権を償却する。回収の合理的な見込みがないことを示す指標には、(ⅰ)履行を求める活動の中止、および

(ⅱ)回収方法が担保権の行使であり、担保価値で債権の全額回収が合理的に見込めない場合が含まれる。ラボバ

ンクは、履行請求中の債権を償却する場合がある。2025年度において一部または全部の資産を償却した契約金額

残高は376百万ユーロ（2024年度：1,431百万ユーロ）であった。

 

ラボバンクは、当年度中に担保の所有権を得ることで2025年12月31日現在において見積価値38百万ユーロ

（2024年度：34百万ユーロ）の金融および非金融資産を取得した。これらの資産を合理的に予見可能な将来に売

却するのがラボバンクの方針である。売却益は貸出残高の返済に割り当てられる。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

276/574



4.3.8　条件変更後の資産

 

以下の表は、全期間のECLを測定する金融資産のうち当年度中にキャッシュ・フローが変更されたものに関す

る情報を示したものである。

 

全期間のECLにて減損引当金を測定する条件変更後の金融資産

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

条件変更前の償却原価 1,054 1,554

条件変更に伴う正味利益／損失 (5) 2

当初認識時後に条件変更された金融資産 1,049 1,556
 

 

条件変更後の資産が債務不履行に陥るリスクは、報告日において評価され、当初認識時の当初の条件下におけ

るリスクと比較される。ラボバンクは、これら条件緩和による条件変更後の資産のその後の履行を監視し、信用

リスクの著しい改善に伴い当該資産をステージ３またはステージ２（全期間のECL）からステージ１（12ヶ月の

ECL）に移行すると決定することがある。2025年12月31日現在で保有されている当該資産の総帳簿価額は294百万

ユーロ（2024年度：231百万ユーロ）であった。

 

4.3.9　財務諸表とサステナビリティ報告書との関連性

 

ラボバンクは、財務リスクの観点から見て重要である、サステナビリティに関する複数のトピックを、2025年

ダブルマテリアリティ評価（DMA）に基づき識別した。財務諸表とサステナビリティ報告書との関連性は、信用

リスクと非金融リスクの分野に明示的に反映されている。

 

まず、気候変動および自然変動の影響（物理的リスク）、ならびにインパクト・ニュートラル経済への移行に

関連するリスク（移行リスク）が挙げられる。ESGリスクは、複数のルートを通じてIFRSに基づく減損引当金に

織り込まれる。減損引当金は、マクロ経済の動向を通じてIFRS第９号のECLモデルで捕捉され、個別の顧客評価

に組み込まれ、セクター別脆弱性評価に含められ、さらに、気候および自然の影響を受けるセクターまたは地域

に関しては、経営陣の調整が行われる。「気候変動への順応」、「気候変動の軽減」および「土地利用」に対す

る顧客のリスクに関連するECLに関する経営陣の調整については、注記2.1の「判断および見積り」における「気

候変動リスクに関する経営陣の調整：将来予測的な気候変動および環境リスク」を参照のこと。
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「汚染」に関連するリスクは、ラボバンクにおいては、窒素削減の措置に反映されているが、これはオランダ

の農業セクターにおける不確実性をもたらしており、この不確実性に対してECLに関する経営陣の調整を認識し

ている。注記2.1の「判断および見積り」における「気候変動リスクに関する経営陣の調整：畜産」を参照のこ

と。

 

サステナビリティのトピックである「情報・安全関連の影響」および「金融経済犯罪」については、注記4.7

「非金融リスク」と注記4.9「法的手続および仲裁手続」にそれぞれ開示している。

 

金融経済犯罪は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止法（以下「Wwft」という）に準拠するため

にラボバンクが果たしている役割と強い結びつきがある。詐欺やラボバンクのインフラの犯罪利用を防止する取

組については、注記4.7.2「コンプライアンス」を参照のこと。
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4.4　銀行勘定における市場リスク

 

ラボバンクは、保有する資産・負債ポジションを、銀行勘定における金利リスク（以下「IRRBB」という）、

銀行勘定における信用スプレッド・リスク（以下「CSRBB」という）、ならびに銀行勘定における為替リスクお

よびコモディティ（価格）リスク（以下「FXCPRBB」という）から守るためにバランスシートの管理を行ってい

る。

 

4.4.1　銀行勘定における金利リスク

 

「銀行勘定における金利リスク」とは、銀行勘定の業績および経済価値またはどちらか一方が市場金利の変動

により悪影響を受け得るというリスクを指す。

 

ラボバンクの金利リスクは、貸出と資金調達のリプライシングおよび満期のミスマッチ、ならびに顧客向け商

品に含まれるオプションにより発生する。銀行勘定における金利リスクは、顧客行動が重要な決定要因となる。

したがって、顧客行動のモデル化が金利リスクの枠組みの中心的な要素の１つをなす。住宅ローンの返済、貯蓄

性預金および当座預金については、行動モデルおよび仮定が特に整備されている。

 

ラボバンクは、銀行勘定において一定量の金利リスクを許容しているが、これは銀行業務に欠かせないもので

ある。しかし同時に、当行は金利の変動に起因する業績および経済価値の予期せぬ重要な変動を回避することを

目指している。したがって、監督委員会により監視される経営委員会は、金利リスクに係るリスク選好度および

それに応じた金利リスクの限度額を年次で承認している。

 

グループのレベルにおいて、ラボバンクの金利リスクは、最高財務責任者が委員長を務めるグループ資産負債

委員会によって統制されている。トレジャリー部門（Treasury）は同委員会の決定事項を実施する責任を負い、

リスク管理部門は第２線として責任を負う立場にいることから独立して金利リスク・ポジションの監視の責任を

負う。

 

金利リスク管理の指標としての資本の経済価値は、資本の会計上の価値とは異なっている。金利リスク管理に

おいて、資本の経済価値は、資産の現在価値から負債の現在価値とオフ・バランスシート項目の現在価値を加え

た額を差引いた額として定義される。ヘッジ会計が使用されているため、また財政状態計算書の大部分が（IFRS

上の）償却原価で計上されていることから、経済価値の観点から見た損失が必ずしも会計上の損失と一致するわ

けではない。

 

ラボバンクは、その金利リスク方針の一部として、金利リスクの管理および統制のために特に下記の指標を用

いている。
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・　アーニング・アット・リスク（以下「EaR」という）：EaRは、様々な金利シナリオの結果、今後12ヶ月間

の予想純受取利息に生じる不利な方向への最大変動額である。

・　修正資本デュレーション（MDoE）

・　ベーシスポイント・バリュー（以下「BPV」という）

・　デルタ特性（期間ごとのBPV）

・　エコノミック・バリュー・アット・リスク

・　EVEに関するスーパーバイザリー・アウトライアー・テスト（SOT：Supervisory Outlier Test）

・　NIIに関するスーパーバイザリー・アウトライアー・テスト（SOT）

・　IRRBB & CSRBBエコノミック・キャピタル

 

以下に、「アーニング・アット・リスク」ならびに「修正デュレーション」の状況が詳述されている。

 

アーニング・アット・リスク

アーニング・アット・リスクは標準金利感応度分析に基づいて月１回計算される。この指標は、各種２つのシ

ナリオを契機とする今後12ヶ月間の予定純受取利息の変動を示すものである。具体的には、すべての市場金利が

段階的に２パーセンテージ・ポイント上昇するシナリオとすべての市場金利が段階的に最大で２パーセンテー

ジ・ポイント下落するシナリオ（このシナリオの金利は現実的とみなされた水準を下限とする）、金利が直ちに

１パーセンテージ・ポイント上昇および下落する２つのシナリオ、ならびにイールド・カーブがスティープ化ま

たはフラット化する２つのシナリオを検討する。

 

2025年度におけるラボバンクの純受取利息の感応度は、金利の下振れシナリオに対するものが最も高かった。

2025年12月31日現在のアーニング・アット・リスクはマイナス708百万ユーロとなり、2024年12月31日（マイナ

ス557百万ユーロ）と比較して増加した。

 

アーニング・アット・リスク

 
 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

アーニング・アット・リスク (708) (557)

主要通貨別内訳   

アーニング・アット・リスク－ユーロ (696) (556)

アーニング・アット・リスク－米ドル (20) (9)
 

 

修正デュレーション

資本の修正デュレーション（以下「MD」という）は、市場の金利が１パーセンテージ・ポイント上昇する場合

における資本の経済価値の下落率を示す。2025年度について経営委員会は、6.0％をMDの上限と定めている。

2025年度において修正デュレーションは低下し、2024年12月31日現在の3.5％から2025年12月31日には2.9％に

なった。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

280/574



4.4.2　銀行勘定における信用スプレッド・リスク（CSRBB）

 

信用リスクの価格、流動性プレミアム、および価格の変動をもたらす信用リスクの高い金融商品のその他要素

に関する市場の認識の変化に左右されるリスクのうち、IRRBBまたは予想信用リスク／（ジャンプ・トゥ・）デ

フォルト・リスクによって説明できないリスク。

 

ラボバンクは、銀行勘定における信用スプレッドの管理およびコントロールに、信用スプレッド感応度（以下

「CS01」という）を使用している。CSRBBの価値と収益の両方の側面を網羅するリスク指標として、アーニン

グ・アット・リスク（EaR）、CSRBBエコノミック・バリュー・オブ・エクイティ（CSRBB EVEatR）、アーニン

グ・アット・リスク・プラス（以下「EaR+」という）もある。

 

信用スプレッド感応度（CS01）

CS01は、信用スプレッドの１ベーシスポイント上昇に起因する資産の市場価値の変動を測定するものである。

当年度において、流動ポートフォリオの規模が増大した結果、CS01指標は上昇した。

 

CS01

 
（単位：百万ユーロ） 2025年12月31日 2024年12月31日

CS01 (14.7) (10.3)
 

 

4.4.3 銀行勘定における為替リスクおよびコモディティ（価格）リスク（FXCPRBB）

 

為替リスクおよびコモディティ（価格）リスクとは、外国為替レートおよびコモディティ価格の（不利な）変

動が銀行の銀行勘定に（マイナスの）影響を及ぼし、その結果、その財務上の数値および比率にも影響が生じる

リスクをいう。

 

FXCPRBBは、銀行勘定における金利リスク（IRRBB）および銀行勘定における信用スプレッド・リスク

（CSRBB）と並んで、リスク管理およびリスク・タクソノミーに関するラボバンクのグローバル方針の定める、

銀行勘定における市場リスクのリスク区分の１つである。FXCPRBBに関するグローバル基準に、識別し評価した

外国為替リスクおよびコモディティ価格リスクの管理、監視および報告に必要な内容が規定されている。

 

為替換算リスク（銀行勘定）

為替換算リスクとは、外貨建の営業上の資産および負債を親会社の機能通貨へ換算する際に、為替の変動に

よって悪影響が生じるリスクをいう。なお、ラボバンクの機能通貨はユーロである。為替換算リスクは、ラボバ

ンクの株式ポジション、リスク・ウェイト資産、自己資本比率に影響を及ぼす。
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為替換算リスクの管理には、為替の変動に起因するラボバンクのCET１比率の感応度の管理も含まれる。通貨

に応じて、フルレシオ・ヘッジ、アブソルート・キャピタル・ヘッジ、中間アプローチ（パーシャル・レシオ・

ヘッジ）といった戦略をとる。ラボバンクは、為替レートの変動に伴う為替換算リスクのCET１比率に対する影

響を限定的に抑えることを目指している。

 

通貨リスク（銀行勘定）

通貨リスクとは、為替レートの（不測の）変動が、銀行勘定における未決済の外国通貨の持高に（マイナス

の）影響を及ぼすリスクをいう。銀行勘定の資産と負債における通貨のミスマッチは、為替レートの変動に対す

る感応度を高め、このリスクを引き起こす。ラボバンクは、銀行勘定において為替のミスマッチを抱えることを

回避している。

 

コモディティ（価格）リスク（銀行勘定）

コモディティ（価格）リスクとは、銀行勘定がコモディティ価格の（マイナスの）変動に晒されるリスクをい

い、ラボバンクは、自己の銀行勘定においてこのリスクに晒されないことを目指している。

 

4.5　トレーディング勘定における市場リスク

 

トレーディング環境における市場リスクは、金利、信用スプレッド、通貨、コモディティおよび株価の変動の

影響によるトレーディング勘定のポジションにおける損失のリスクから発生する。顧客から取得したリスク・ポ

ジションは、他の顧客に再配分するか、リスクの転換（ヘッジ）を通じて管理することができる。トレーディン

グ・デスクは、（流動性および価格の提供により）金利デリバティブ、コモディティ、外国為替、ならびに債券

（ラボバンク債券およびラボバンク証書を含む）の流通市場におけるマーケット・メーカーとしての役割も果た

している。

 

トレーディング環境における市場リスクは、市場リスクの枠組みの範囲内で少なくとも毎日監視されている。

この枠組みが、トレーディング勘定における市場リスクの測定、監視および管理を担っており、その対象は、ト

レーディング勘定におけるすべてのデリバティブおよび債券ポジション、ならびにシンジケートローン勘定にま

で及んでいる。この枠組みの重要な部分は、適切な限度額およびトレーディング・コントロールの仕組みであ

る。経営委員会は、年に１回、ラボバンクのリスク選好度を決定している。その上で、限度額は、ラボバンクの

連結レベルからマーケッツ事業部門、さらには原資産ポートフォリオまで落とし込まれるような形で、下のレベ

ルにいくほど詳細になるカスケード構造を採用して設定している。
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顧客へのリスク再配分やリスクヘッジに関するラボバンクの戦略により、市場リスクに係るリスク選好度は比

較的控え目な水準にある。リスク管理委員会には毎月、経営陣には毎週、そしてポートフォリオレベルでは毎日

リスクを報告するという定期的なリスク報告により、リスクの重要な変動が遅滞なく伝達されるよう徹底してい

る。緊急対応が必要なリスク変動は、通常の報告サイクルとは別にその都度伝達される。リスクが限度額を超え

たときは、リスクエクスポージャーをリスク選好度の範囲内に戻すための是正措置が講じられる。

 

連結レベルでは、リスク選好度をいくつかのリスク指標について定めている。トレーディング勘定のイベント

リスクおよび貸出金の引受におけるストレス・テストが最も重要な指標である。他にも、リスク選好度のある指

標として、VaR、金利デルタ、トレーディング勘定の市場リスクに対する所要自己資本、信用評価調整のための

所要自己資本、シンジケートローン勘定における通常およびつなぎ融資の限度額やレバレッジ（の高い）取引の

引受についてのストレス・テスト上の限度額を定めている。

 

イベントリスクは、トレーディング勘定における市場リスクの重要リスク指標であるとラボバンクは考えてい

る。トレーディング勘定のイベントリスクは、感応度、仮定上および過去のストレスシナリオを用いることで、

極端だが可能性のあるリスク要因の動きから生じる損失の見積りを導き出し、これを基にする。それらシナリオ

にて想定しているリスク要因には、テナー・ベーシス・スワップ・スプレッド、金利、信用スプレッド、為替

レート、コモディティ先物、ボラティリティが含まれる。金利に関しては、ローテーションのシナリオも含まれ

る。シナリオに応じて、個別のリスク要因または複数のリスク要因にストレスが加えられる。

 

予め定めたすべてのシナリオの中で最も大きな損失額を用いて測定するイベントリスクは、2025年12月31日現

在25百万ユーロと、十分に所定の限度内であった。イベントリスクは21百万ユーロから39百万ユーロの間で推移

し、平均は29百万ユーロであった。

 

トレーディング環境外では、ストレス・テスト上の限度額を引受業務に適用している。ストレス・テストは、

債務の格付けと市場における債務の分類が反映された内部信用リスク・スコアに基づいている。2025年12月31日

現在のストレス・テストの結果は227百万ユーロ、2024年12月31日現在は121百万ユーロと、十分に所定の限度内

であった。

 

VaRは、過去１年分の市場変動に基づき、「通常の」市場条件の下における所定の信頼水準および対象期間に

係る最大損失額を示すものである。ラボバンクは内部リスク管理上、信頼水準97.5％および対象期間１日を用い

ている。以下の表はVaRの構成とその変動幅を示したものである。2025年度には、VaRは1.9百万ユーロから5.1百

万ユーロの間で推移し、平均は3.0百万ユーロであった。2025年12月31日現在のVaRは2.1百万ユーロであった。
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VaR（１日、97.5％)（単位：百万ユーロ）

 

 金利 信用 通貨 株式

コモディ

ティ 分散化 合計

2025年12月31日現在 1.9 0.4 0.2 0.0 0.5 (0.9) 2.1

2025年―平均 2.3 1.2 0.3 0.0 0.5  3.0

2025年―最高 3.8 3.6 1.7 0.0 1.2  5.1

2025年―最低 1.6 0.3 0.1 0.0 0.2  1.9

　        

2024年12月31日現在 2.5 1.3 0.2 0.0 0.4 (1.3) 2.7

2024年―平均 2.7 2.1 0.3 0.0 0.5  3.8

2024年―最高 6.0 5.6 0.8 0.0 1.0  9.0

2024年―最低 1.5 1.0 0.2 0.0 0.2  2.2
 

 

金利デルタは、イールド・カーブが平行的に１ベーシスポイント（すなわち、0.01パーセンテージ・ポイン

ト）上昇した場合にポジションの価額がどれだけ変化するかを測定するものである。以下の金利デルタの表は、

主要通貨のイールド・カーブの変化に対するポジションの感応度を示したものである。2025年12月31日現在でト

レーディング勘定の金利デルタはマイナス0.18百万ユーロであった。報告期間中、金利デルタは所定の限度内に

十分とどまっていた。

 

金利デルタ

 
単位：百万ユーロ 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

米ドル (0.11) (0.01)

ユーロ (0.04) 0.09

英ポンド (0.01) (0.02)

その他 (0.01) 0.04

合計 (0.18) 0.10
 

 

4.6　流動性リスク

 

流動性リスクとは、ラボバンクがすべての支払および返済義務を期限内に履行できなくなるリスク、および資

産拡大の資金調達が可能だとしても、妥当な価格で調達できなくなるリスクをいう。こうした事態は、例えば、

顧客またはプロである取引相手が予想以上の資金を突然引き出し、その結果、当行の現金資源によって、市場に

おける資産の売却もしくは担保差し入れによって、または第三者からの資金借入によってそれを補填できない可

能性がある場合に発生する。ラボバンクは、公的資金および資本市場への妨げのないアクセスを確保するという

点で、十分な流動性ポジションおよびプロである市場参加者とリテール顧客の両方の信頼の維持が不可欠である

と考えている。

 

ラボバンクは、適切な流動性管理の枠組みを整備しており、流動性の十分あるポジション（リスク限度内に収

めることを目標としかつ十分に達成できている流動性対策の下で、安定した資金のあるバランスシート、十分か

つ質の高い流動性バッファー、多様な資金調達構成、限定的な構造上の通貨のミスマッチ）を有している。
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流動性リスク管理はいくつかの構成要素から成る。主要な構成要素は、質の高い流動性資産の十分なバッ

ファーを保持することである。中央銀行で保持される預金残高に加えて、これらの資産は、レポ取引において中

央銀行へ担保として差し入れる、または直ちに流動性を創出するために市場において直接売却することができ

る。流動性バッファーの規模は、ラボバンクがその財政状態計算書を通じて晒されているリスクに合わせて調整

されている。さらに、ラボバンクは住宅ローンおよび中小企業向けローンのポートフォリオの一部を内部的に証

券化しているが、これは中央銀行に担保として差し入れることが可能となり、追加的な流動性バッファーとして

機能することを意味する。これは留保された証券化に関わるものであるため、連結財政状態計算書には反映され

ていない。

 

他にも、流動性リスク管理の構成要素には、高い信用格付、高い資本水準および慎重な資金調達方針がある。

ラボバンクは、単一の資金調達源に過度に依存するようになることを避けるため様々な措置を講じている。そう

した措置には、満期、通貨、投資家、地域および市場に関する資金調達源の分散化、高水準の無担保の資金調達

による資産への担保権設定の限定、ならびに積極的かつ一貫した投資家向け広報活動の方針が含まれる。

 

また、ホールセール・バンキング事業内における現金流出額の上限に厳格な制限を設けることも、流動性リス

ク管理の欠かせない要素である。特に、ラボバンクは今後12ヶ月間に予想される現金流出入額を日次で計測およ

び報告している。そうした現金流出については、通貨別および地域別の限度額が設定されている。当行は、起こ

りうる危機的状況に確実に備えるため、緊急時対応の資金調達について詳細な計画（緊急時対応資金調達計画）

を作成している。これらの計画については業務上のテストが定期的に実施されている。

 

さらに、内部ストレス・テストの枠組みを整備しており、流動性ストレスが深刻な時でも、ラボバンクはそれ

に関連して増加する資金流出に長期に亘り十分対応できる能力を有している。この枠組みは、市場全体のストレ

スシナリオ、ラボバンクのストレスシナリオ、それらを組み合わせたストレスシナリオを網羅している。これら

様々なシナリオの下で、流動性バッファーは、予想されるストレス時における契約上の正味流出額および偶発的

な正味流出額と比較される。

 

以下の表は、割引前負債を、報告日から契約上の返済予定期日までの残存流動期間に応じて区分けしたもので

ある。この表は、元本と将来利払いの両方に関連する契約上の割引前キャッシュ・フローに基づいているため、

合計額は、連結財政状態計算書の金額と正確には一致していない。デリバティブは、流動性リスクの管理にとっ

て、または上級経営陣への報告にとって不可欠ではないことから、この表には含まれておらず、また、契約上の

期日に基づく分析を実施していない。キャッシュ・フロー・ヘッジに使用されるデリバティブの満期プロファイ

ルは、注記10.2「ヘッジ手段に指定したデリバティブ」に記載されている。
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契約上の返済期日

 

単位：百万ユーロ 要求払い ３ヶ月未満

３ヶ月

から１年

１年から

５年 ５年超 満期なし 合計

2025年12月31日現在        

負債        

金融機関預り金 1,992 1,542 1,381 2,987 971 1,792 10,665

顧客預り金 377,876 8,170 14,314 12,686 20,100 4,073 437,219

発行済負債証券 5,338 10,564 31,367 43,604 30,576 - 121,449

その他負債（従業員給付

金およびリース負債を除

く）

1,734 779 1,619 339 26 171 4,668

リース負債 7 12 28 179 93 - 319

売買目的金融負債 - 464 - - - - 464

公正価値測定に指定した

金融負債
221 159 52 801 1,012 - 2,245

劣後債務 26 29 1,522 3,567 3,496 - 8,640

金融負債合計 387,194 21,719 50,283 64,163 56,274 6,036 585,669

金融保証 4,650 - - - - - 4,650

ローン・コミットメント 64,047 - - - - - 64,047
 

 

単位：百万ユーロ 要求払い ３ヶ月未満

３ヶ月

から１年

１年から

５年 ５年超 満期なし 合計

2024年12月31日現在        

負債        

金融機関預り金 3,867 790 1,800 3,246 815 2,367 12,885

顧客預り金 351,520 10,856 15,153 11,986 21,597 4,426 415,538

発行済負債証券 5,610 9,894 29,563 52,231 31,410 - 128,708

その他負債（従業員給付

金およびリース負債を除

く）

1,884 431 1,672 547 59 312 4,905

リース負債 13 16 40 197 117 - 383

売買目的金融負債 - 277 - - - - 277

公正価値測定に指定した

金融負債
491 205 194 826 1,010 - 2,726

劣後債務 29 64 1,737 5,296 4,091 - 11,217

金融負債合計 363,414 22,533 50,159 74,329 59,099 7,105 576,639

金融保証 6,054 - - - - - 6,054

ローン・コミットメント 61,258 - - - - - 61,258
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以下の表は資産および負債を報告日から契約上の返済期日までの残存期間に応じて区分けしたものである。こ

れらの金額は連結財政状態計算書に記載された金額に対応している。

 

流動および非流動金融商品

 

単位：百万ユーロ 要求払い

３ヶ月

未満

３ヶ月

から１年

１年から

５年 ５年超 満期なし 合計

2025年12月31日現在        

金融資産        

現金および現金同等物 62,203 - - - - 568 62,771

金融機関に対する貸出

金および預け金
9,933 11,903 8,969 67 10 2,170 33,052

売買目的保有金融資産 211 1,244 76 364 748 376 3,019

強制的に公正価値で測

定される金融資産
352 81 19 69 497 2,000 3,018

デリバティブ 958 1,896 2,297 3,727 10,745 - 19,623

顧客に対する貸出金お

よび預け金
56,429 17,753 32,382 130,357 233,933 1,465 472,319

その他の包括利益を通

じて公正価値で測定す

る金融資産

204 584 1,010 10,735 16,887 134 29,554

その他資産（従業員給

付金を除く）
186 701 612 2,988 252 1,654 6,393

金融資産合計 130,476 34,162 45,365 148,307 263,072 8,367 629,749

　        

金融負債        

金融機関預り金 1,989 1,525 1,332 2,741 838 1,792 10,217

顧客預り金 377,910 8,154 14,495 11,840 17,431 4,073 433,903

発行済負債証券 5,323 10,476 30,332 38,436 26,378 - 110,945

デリバティブ 601 1,383 1,148 2,865 6,865 - 12,862

売買目的金融負債 - 464 - - - - 464

その他負債（従業員給

付金およびリース負債

を除く）

1,623 1,043 1,630 561 76 119 5,052

リース負債 7 11 25 154 94 - 291

公正価値測定に指定し

た金融負債
220 155 39 695 949 - 2,058

劣後債務 23 23 1,327 2,835 1,802 - 6,010

金融負債合計 387,696 23,234 50,328 60,127 54,433 5,984 581,802

純残高 (257,220) 10,928 (4,963) 88,180 208,639 2,383 47,947
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単位：百万ユーロ 要求払い

３ヶ月

未満

３ヶ月

から１年

１年から

５年 ５年超 満期なし 合計

2024年12月31日現在        

金融資産        

現金および現金同等物 84,093 51 - 10 - 720 84,874

金融機関に対する貸出

金および預け金
14,337 5,927 3,302 95 8 3,366 27,035

売買目的保有金融資産 206 257 52 379 726 120 1,740

強制的に公正価値で測

定される金融資産
334 129 142 40 453 2,071 3,169

デリバティブ 1,714 1,754 1,824 5,298 12,840 - 23,430

顧客に対する貸出金お

よび預け金
47,004 17,048 38,631 132,073 217,967 1,762 454,485

その他の包括利益を通

じて公正価値で測定す

る金融資産

155 636 705 4,581 12,629 117 18,823

その他資産（従業員給

付金を除く）
(139) 907 654 3,042 180 2,042 6,686

金融資産合計 147,704 26,709 45,310 145,518 244,803 10,198 620,242

　        

金融負債        

金融機関預り金 3,861 777 1,737 3,011 693 2,368 12,447

顧客預り金 351,537 10,835 15,244 11,196 18,198 4,426 411,436

発行済負債証券 5,586 9,732 28,441 46,755 26,248 - 116,762

デリバティブ 2,053 1,863 2,381 3,993 7,085 - 17,375

売買目的金融負債 - 277 - - - - 277

その他負債（従業員給

付金およびリース負債

を除く）

1,775 696 1,705 714 121 133 5,144

リース負債 9 14 34 173 105 - 335

公正価値測定に指定し

た金融負債
489 202 182 723 970 - 2,566

劣後債務 26 52 1,491 4,292 2,048 - 7,909

金融負債合計 365,336 24,448 51,215 70,857 55,468 6,927 574,251

純残高 (217,632) 2,261 (5,905) 74,661 189,335 3,271 45,991
 

 

上記の概要は契約上の情報に基づいて作成されており、これらの金融商品の実際の動きを表したものではな

い。日々の流動性リスク管理はこれを考慮に入れて行っている。その一例として顧客の貯蓄性預金が挙げられ

る。契約では、これらの貯蓄性預金は要求払いで支払われる。経験上は、貯蓄性預金はラボバンクにとって非常

に安定した長期的資金調達手段である。監督当局の流動性規制も、これを１つの要因として考慮している。

 

2025年12月31日現在の「流動性カバレッジ比率」（以下「LCR」という）は182％（2024年12月31日現在：

175％）であり、ラボバンクはオランダ中央銀行（以下「DNB」という）が定めた100％という最低要件を遵守し

ている。
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金融保証に基づく支払を行うための流動性要件は、通常、第三者がそのような契約に基づき資金引出しを行う

ことをラボバンクが想定していないため、負債の想定元本を大きく下回っている。契約に基づく信用供与義務の

残高合計は、その多くの部分が資金調達の必要なしに終了または解除されるため、必ずしもラボバンクの将来に

おけるキャッシュ・リソースの需要を表すものではない。

 

4.7　非金融リスク

 

4.7.1　オペレーショナルリスク

 

不十分もしくは機能不全なプロセス、人員、システム、および／または外部の事象は、ラボバンクの事業活動

上避けられない要素である。ラボバンクは、当行の組織の複雑さと規模に適したリスク選好度を基に設定された

範囲に収まるよう、これらオペレーショナルリスクを管理するとともに、これらリスクを積極的に監視し、必要

に応じて措置を講じている。オペレーショナルリスク管理は、事業運営を構成する不可欠な要素の１つであり、

リスク管理および統制業務によって支えられている。

 

リスク特性の状況

2025年度に、オペレーショナルリスクの管理においてさらなる前進を達成した。全般的なオペレーショナルリ

スク特性は高止まりしているものの、新たに報告された事案については安定している。オペレーショナルリスク

特性を今後も下げるために、是正措置を講じている。2025年度におけるラボバンクのオペレーショナルリスクに

関係する損失の大半が、実行、引渡およびプロセス管理に関するものであった。

 

4.7.2　コンプライアンス

 

外部の不正行為

外部の不正行為は、顧客または第三者が不当または違法な経済的利益を得るために詐欺や不正を意図的に働く

ときに生じる。2025年度において外部の不正行為に起因して当グループが被った損失は2024年度と比較して減少

した。この改善は、当グループの不正リスク管理の枠組みを継続的に強化したことを反映している。信用関連の

不正行為および決済商品を用いた不正行為が、当グループが晒されている不正行為の大きな部分を引き続き占め

ている。今後に目を向けると、決済サービスに関する新たな規制要件が2026年に導入される予定である。当グ

ループの不正管理体制に対するその影響は軽微になると予想される。関連する不正行為および決済商品を用いた

不正行為は、依然として重要な注目分野である。先に目を向けると、決済サービスに関する新たな規制要件が導

入され、不正行為に関する当グループの統制を一段と強化するにあたって課題と機会の両方がもたらされるた

め、2026年度は重要な年になると予想される。
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内部不正行為および誠実性違反

内部不正行為は、従業員が不当または違法な利益を得るまたはそうした不利益を生じさせるために詐欺や不正

を働く意図的な行為を行うときに生じる。こうした事象が発生するリスクを軽減すべく予防・検出のための統制

を当行全体に組み込んでおり、従業員の審査やアクセス権限の制限、内部告発・報告の仕組みなど整備してい

る。ガバナンスは、金融犯罪コンプライアンスに関するラボバンクのグローバル方針および内部不正に関するラ

ボバンクのグローバル基準によって規定されており、これらの方針は定期的に見直されている。ラボバンクのグ

ローバル方針で定められている内部告発のルールは、従業員が内部不正行為や誠実性違反を示す兆候に気づいた

場合には関連部署へ報告することができ、追跡調査がなされるよう徹底している。内部不正行為または誠実性違

反に関する調査は、内部誠実性調査に関するラボバンクのグローバル手続に従ってなされる。ラボバンクは、財

務諸表に重大な虚偽表示が生じるおそれのある現在進行中の内部不正行為事案を認識していない。

 

4.7.3 モデルおよびAIリスク

 

各種モデルは、プロセス、商品およびサービスを強化し、顧客に寄り添ったソリューションを届けることおよ

びデータに基づく意思決定を可能にする。絶えず変化する環境の中、モデルは、ラボバンクの生き残りに資する

戦略的な資産である。モデルリスクの管理は、意思決定、財務の安定、規制遵守にとっては不可欠な存在であ

る。ラボバンクのモデルリスク管理の枠組みは、独立したモデル検証を含め、モデルの全ライフサイクルを網羅

する。こうすることで、信頼できかつ責任をもって使用できるモデルを確立している。

 

ラボバンクは2025年度に、EUのAI法の規定に沿って各種方針を見直すことで、確固たるAIリスク管理に必要な

土台を構築した。包括的・総合的なAIリスク管理により、組織における責任あるAIイノベーションと規制遵守の

維持を徹底する方針である。

 

4.8　金融資産および金融負債の公正価値

 

ラボバンクは公正価値の測定に関して、資産の売却または負債の譲渡の取引は、当該資産または負債の主要市

場、あるいは主要市場が存在しない場合には最も有利な市場で実施されると仮定する。

 

ラボバンクが保有または発行している多くの金融資産および金融負債については市場価格が存在しない。市場

価格が入手できない金融商品の場合、以下の表に示された公正価値は、報告日時点の市況に基づき、現在価値ま

たは他の見積りおよび評価方法の結果を使用して見積られたものである。これらの方法を使用して算出される価

値は、金額ならびに将来キャッシュ・フローの発生時期、割引率および市場で将来起こりうる流動性の逼迫など

に使用された基礎となる仮定に大きく影響される。使用された方法および仮定は次のとおりである。
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現金および現金同等物

現金および現金同等物の公正価値は、その帳簿価額にほぼ等しいと仮定されている。この仮定は、極めて流動

性の高い投資や、その他すべての金融資産および金融負債の短期的な部分にも使用されている。

 

金融機関に対する貸出金および預け金

金融機関に対する貸出金および預け金には、銀行間預金および回収予定金も含まれている。定期的に価額が見

直され、信用リスクが大幅に変動することのない変動金利預金および翌日物預金の公正価値は、それらの帳簿価

額である。固定金利預金の見積公正価値は、同等の信用リスクと残存期間の負債に対する適切なマネー・マー

ケット金利に基づいて計算したキャッシュ・フローの現在価値をベースにしている。

 

売買目的で保有されている金融資産およびデリバティブ

売買目的で保有されている金融資産は、活発な市場において入手可能な市場価格に基づく公正価値で計上され

ている。活発な市場における市場価格が入手できない場合、公正価値は割引キャッシュ・フロー・モデルおよび

オプション評価モデルに基づいて見積られる。

 

デリバティブは、取引所における市場価額（ビッド・アスク幅のあるユーロ、米ドルおよび英ポンド建のデリ

バティブには仲値が用いられる）、トレーダーのオファー価額、割引キャッシュ・フロー・モデル、ならびに基

礎となる商品の現在の市場価格と契約価額に基づき、貨幣の時間価値、イールド・カーブ、および基礎となる資

産・負債のボラティリティを反映したオプション評価モデルに基づいて決定される公正価値で認識されている。

 

店頭（以下「OTC」という）デリバティブの評価には、特定の取引相手に係る不履行リスクに関連する予想信

用損失を反映するために、信用評価調整（以下「CVA」という）を組み込んでいる。CVAは取引相手ごとに決定さ

れ、担保、ネッティング契約その他の関連契約の要因、デフォルト確率および回収率を考慮に入れた予想される

将来のエクスポージャーに基づいて算定されている。CVAはクレジット・デフォルト・スワップ（以下「CDS」と

いう）スプレッドを含む入手可能な市場データに基づいて計算される。CDSスプレッドが入手できない場合、関

連する代用指標が用いられる。OTCデリバティブの評価に際して自己の信用力を組み入れるために債務評価調整

（以下「DVA」という）がなされている。DVAの計算はCVAの枠組みと一致しており、ラボバンクのCDSスプレッド

を使用して算定されている。考慮に入れているもう１つの要因は、資金調達評価調整（以下「FVA」という）で

ある。FVAは、証券によってヘッジされた取引と証券によってヘッジされていない取引の間の評価差額に関する

ものである。有担保デリバティブ取引はオーバーナイト・インデックス・スワップに基づく割引曲線により評価

される。無担保デリバティブ取引はEuriborに市況を反映したスプレッドを加えたものに基づく割引曲線により

評価される。
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強制的に公正価値で測定される金融資産

これらの金融資産は、入手可能な場合、活発な市場における市場価格に基づく公正価値で計上されている。そ

のような市場価格がない場合は、市場における同等の資産から、または適切な割引キャッシュ・フロー・モデル

およびオプション評価モデルを含む評価手法を使用して見積られる。

 

顧客に対する貸出金および預け金

顧客に対する貸出金および預け金の公正価値は、取引相手の信用度を考慮に入れた上で、類似の貸出に対する

現在の市場金利を使用して将来キャッシュ・フロー見込額を割引くことにより見積られる。住宅ローンの公正価

値評価については、契約上のキャッシュ・フローをポートフォリオの期限前返済率で調整している。定期的に価

額が見直され、信用リスクが大きく変動しない変動金利ローンについては、公正価値が帳簿価額に近似する。

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

これらの金融資産は、証券取引所の市場価格に基づく公正価値で測定されている。活発な市場における市場価

格が入手できない場合、公正価値は割引キャッシュ・フロー・モデルおよびオプション評価モデルに基づいて見

積られる。

 

金融機関預り金

金融機関預り金には、銀行間預金、回収予定金および預金も含まれている。定期的に価額が見直され、信用リ

スクが大幅に変動することのない変動金利預金および翌日物預金の公正価値はそれぞれの帳簿価額である。固定

金利預金の見積公正価値は、同等の信用リスクと残存期間の負債に対して適用される有効なマネー・マーケット

金利に基づいて計算した、キャッシュ・フローの現在価値をベースにしている。

 

顧客預り金

顧客預り金には当座預金が含まれる。特定の期日が設定されていない貯蓄性預金および当座預金の残高の公正

価値は、報告日に要求払いされる金額、すなわちその日におけるそれぞれの帳簿価額とされている。これらの預

金の公正価値は、類似契約で測定対象と残存期間が一致する現在のビッド・レートに基づいて計算された、

キャッシュ・フローの現在価値から見積られる。変動金利預金の帳簿価額は、報告日における公正価値の近似値

となっている。

 

売買目的金融負債

売買目的金融負債の公正価値は、活発な市場において入手可能な市場価格を基礎としている。活発な市場にお

ける市場価格が入手できない場合は、公正価値は評価モデルに基づいて見積られる。
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公正価値測定に指定した金融負債

公正価値オプションは、仮にこれらの金融商品が償却原価で計上されたと仮定した場合に、これらの金融商品

と経済的なヘッジを行うためのデリバティブの間に発生するであろう会計上のミスマッチおよび評価の非対称性

を解消するために使用されている。公正価値測定に指定した金融負債には、ヘッジ手段であるデリバティブと併

せて公正価値に基づいて管理および報告されている仕組債および仕組預金が含まれる。これらの負債の公正価値

は、流通市場において入手可能な市場データに基づく信用調整後イールド・カーブを使用して契約上のキャッ

シュ・フローを割引くことにより決定される。他のすべての市場リスクのパラメータは、それらの負債の市場リ

スクをヘッジするために使用されるデリバティブと整合するように評価されている。自己の信用リスクの変動に

起因する公正価値の変動は、「その他の包括利益」に計上されている。自己の信用リスクの変動に起因する公正

価値の変動は、当初認識時の実勢クレジット・カーブに基づいて再計算された公正価値から報告日時点における

仕組債ポートフォリオの現在の公正価値を仕組債ごとに控除し、他のすべての価格設定の構成要素は変更しない

ことによって計算されている。この計算は、それらの負債の当初認識以後におけるラボバンクの自己の信用リス

クの変動に帰することのできる金額を反映するものである。

 

発行済負債証券および劣後債務

これらの商品の公正価値は、活発な市場における市場価格を使用して計算される。活発な市場における市場価

格が入手できない負債証券については、その残存期間に対応する信用調整後イールド・カーブをベースにして、

割引キャッシュ・フロー・モデルを使用する。

 

以下の表は、以下に説明されている評価方法および仮定に基づき償却原価で認識される金融商品の公正価値を

示している。この表は、財政状態計算書においてすべての金融商品が公正価値で認識されているわけではないた

め、ここに掲示されたものである。公正価値とは、評価日に市場参加者の間で実施される標準的な取引におい

て、資産を売却して受け取るであろう価格、または負債を移転するために支払うであろう価格のいずれかを表

す。

 

 2025年 2024年

単位：百万ユーロ 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

資産     

現金および現金同等物 62,771 62,770 84,874 84,875

金融機関に対する貸出金および預け金 33,052 33,052 27,035 27,014

顧客に対する貸出金および預け金 472,319 472,511 454,485 455,448

　     

負債     

金融機関預り金 10,217 10,203 12,447 12,381

顧客預り金 433,903 433,591 411,436 411,921

発行済負債証券 110,945 109,187 116,762 114,790

劣後債務 6,010 6,458 7,909 8,415
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上記の金額は、いくつかの方法と仮定に基づいて経営陣が行った最善の見積りである。活発な市場における市

場価格が入手可能な場合は、それが公正価値の最善の見積りとされる。

 

期間の定めがある証券、資本性金融商品、デリバティブ、コモディティ商品などに関して活発な市場における

市場価格が入手できない場合、ラボバンクは、その投資の信用格付と残存期間に対応する市場金利で割引いた、

将来キャッシュ・フローの現在価値に基づいて見積公正価値を決定する。また、モデルに基づく価格を公正価値

の決定に使用することもできる。

 

ラボバンクは、財政状態計算書上の金融商品の評価のために利用したすべてのモデルを、金融商品の公正価値

を決定するスタッフとは独立した立場にある専門知識を有したスタッフによって検証するという方針に従ってい

る。

 

市場価値または公正価値の決定にあたっては様々な要因を検討している。かかる要因には、貨幣の時間的価

値、ボラティリティ、原オプション、および取引相手の信用の質が含まれる。評価プロセスは、定期的に入手可

能な市場価格が体系的に使用されるように設計されている。仮定の修正は、売買目的および売買目的以外の金融

資産および金融負債の公正価値に影響することもある。

 

以下の表は、金融資産および金融負債の、公正価値決定に使用された公正価値ヒエラルキーを示したものであ

る。内訳は以下のとおりである。

 

・　レベル１：同一の資産または負債に関する活発な市場における市場価格。「活発な市場」とは、当該資産ま

たは負債に関連する取引が、価格情報を恒久的に提供するために十分な頻度と十分な取引量で発生する市場

である。

・　レベル２：レベル１に含まれる市場価格以外のインプットで、資産もしくは負債に関して直接的（すなわ

ち、価格として）または間接的（すなわち、価格からの派生として）に観察可能なもの。

・　レベル３：観察可能な市場データに基づかない、資産または負債に関するインプット。
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経常的に公正価値で測定する金融商品の評価について、ラボバンクは、各報告期間末時点で公正価値ヒエラル

キーのレベルを再評価し、公正価値ヒエラルキーの様々なカテゴリー間の振替が発生したかを判断している。

 
単位：百万ユーロ レベル１ レベル２ レベル３ 合計

2025年12月31日現在     

財政状態計算書において償却原価で計上す

る資産     

現金および現金同等物 62,770 - - 62,770

金融機関に対する貸出金および預け金 - 30,209 2,843 33,052

顧客に対する貸出金および預け金 - 69,953 402,558 472,511
     

財政状態計算書において公正価値で計上す

る資産
    

売買目的金融資産 1,402 73 1,544 3,019

強制的に公正価値で測定される金融資産 445 635 1,938 3,018

デリバティブ 23 19,496 104 19,623

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する金融資産
29,215 222 117 29,554

売却目的固定資産 - - 112 112

　     

財政状態計算書において償却原価で計上す

る負債
    

金融機関預り金 - 10,181 22 10,203

顧客預り金 - 67,500 366,091 433,591

発行済負債証券 70,486 38,631 70 109,187

劣後債務 6,237 221 - 6,458
     

財政状態計算書において公正価値で計上す

る負債
    

デリバティブ 26 12,723 113 12,862

売買目的金融負債 464 - - 464

公正価値測定に指定した金融負債 113 1,945 - 2,058
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単位：百万ユーロ レベル１ レベル２ レベル３ 合計

2024年12月31日現在     

財政状態計算書において償却原価で計上す

る資産     

現金および現金同等物 84,875 - - 84,875

金融機関に対する貸出金および預け金 - 24,253 2,761 27,014

顧客に対する貸出金および預け金 - 67,086 388,362 455,448

     

財政状態計算書において公正価値で計上す

る資産
    

売買目的金融資産 1,140 107 493 1,740

強制的に公正価値で測定される金融資産 311 619 2,239 3,169

デリバティブ 34 23,343 53 23,430

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する金融資産
18,427 279 117 18,823

売却目的固定資産 - - 142 142

     

財政状態計算書において償却原価で計上す

る負債
    

金融機関預り金 - 12,350 31 12,381

顧客預り金 - 69,847 342,074 411,921

発行済負債証券 65,531 49,259 - 114,790

劣後債務 8,160 255 - 8,415

     

財政状態計算書において公正価値で計上す

る負債
    

デリバティブ 15 17,297 63 17,375

売買目的金融負債 277 - - 277

公正価値測定に指定した金融負債 270 2,296 - 2,566
 

 

レベル３の金融商品の評価に、より有利な合理的仮定を用いた場合の損益計算書への潜在的な税引前影響額は

244百万ユーロ（2024年度：190百万ユーロ）であり、その他の包括利益への潜在的な税引前影響額は０百万ユー

ロ（2024年度：０百万ユーロ）である。レベル３の金融商品の評価に、より不利な合理的仮定を用いた場合の損

益計算書への潜在的な税引前影響額はマイナス243百万ユーロ（2024年度：マイナス189百万ユーロ）であり、そ

の他の包括利益への潜在的な税引前影響額は０百万ユーロ（2024年度：０百万ユーロ）である。

 

レベル３に分類される公正価値で測定する金融資産は主に、プライベート・エクイティ持分（2024年度：メカ

ニクス・バンクに対する株式持分も含む）から成り、2025年12月31日現在の合計額は1,711百万ユーロ（2024年

度：2,065百万ユーロ）であった。プライベート・エクイティ持分の評価に係る重要な観察不能なインプットは

EBITDAに適用されている倍数である。加重平均倍数は10.7（2024年度：10.9）で、倍数のマイナス１（不利）か

らプラス１（有利）の幅がある。

 

表は、財政状態計算書に公正価値で計上され、レベル３に分類されている金融商品の変動を示している。資本

に含まれるレベル３における公正価値調整額は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評

価準備金として会計処理されている。
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2025年度には、レベル１とレベル２の間に重要な振替はなかった。

 

単位：百万ユーロ

2025年

１月１日

現在の残高

損益に組入

れられる

公正価値

の変動

OCIに組入れ

られる

公正価値の

変動 購入額 売却額 決済額

レベル

３への（か

らの）振替

売却目的保

有資産への

振替

2025年

12月31日

現在の残高

資産          

売買目的金融資産 493 7 - 1,495 (409) (42) - - 1,544

強制的に公正価値で

測定される金融資産 2,239 49 - 268 (289) (17) (312) - 1,938

デリバティブ 53 56 - - - - (5) - 104

その他の包括利益を

通じて公正価値で測

定する金融資産 117 - 11 8 - - (19) - 117

          

負債          

デリバティブ 63 49 - - - 1 - - 113

公正価値測定に指定

した金融負債 - - - - - - - - -
 

 

単位：百万ユーロ

2024年

１月１日

現在の残高

損益に組入

れられる

公正価値

の変動

OCIに組入れ

られる

公正価値の

変動 購入額 売却額 決済額

レベル

３への（か

らの）振替

売却目的保

有資産への

振替

2024年

12月31日

現在の残高

資産          

売買目的金融資産 741 30 - 681 (890) (69) - - 493

強制的に公正価値で

測定される金融資産 2,150 102 - 319 (132) (200) - - 2,239

デリバティブ 57 2 - - - (5) (1) - 53

その他の包括利益を

通じて公正価値で測

定する金融資産 137 - (31) 15 (4) - - - 117

          

負債          

デリバティブ 79 (8) - - - (8) - - 63

公正価値測定に指定

した金融負債 - - - - - - - - -
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レベル３の資産および負債に関連して損益計算書に認識された損益合計額は、以下の表に示すとおりである。

 

単位：百万ユーロ

報告期間末に保

有されている商

品

報告期間末にも

はや保有されて

いない商品 合計

2025年12月31日現在    

資産    

売買目的金融資産 7 - 7

強制的に公正価値で測定される金融資産 2 47 49

デリバティブ 55 1 56

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - - -

    

負債    

デリバティブ 49 - 49

公正価値測定に指定した金融負債 - - -

    

2024年12月31日現在    

資産    

売買目的金融資産 (1) 31 30

強制的に公正価値で測定される金融資産 129 (27) 102

デリバティブ 2 - 2

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - - -

    

負債    

デリバティブ (8) - (8)

公正価値測定に指定した金融負債 - - -
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4.9　法的手続および仲裁手続

 

ラボバンクは、相当の訴訟リスクを引き起こす法律・規制上の環境の中で活動している。ラボバンクはオラン

ダおよび他の諸国において訴訟、仲裁および規制手続に関与している。以下では、ラボバンク・グループに負債

を発生させる可能性のある、最も関連性の深い法律・規制上の訴訟について述べる。法的主張に対する引当金

は、過去の事象の結果として債務が生じ、その債務を決済するために資源の流出が必要になる可能性が高い場合

で、かつ債務額について信頼性のある見積りができる場合に認識される。その主張により資源の流出が発生する

可能性が発生しない可能性よりも高い（すなわち、可能性が50％を超えている）かどうかを判断するに当たっ

て、ラボバンクは複数の要因を考慮に入れる。これらの要因には、主張の種類および根底にある事実関係、各事

案の訴訟の経緯、法的機関および仲裁機関の判決・裁定、ラボバンクの経験および類似事案に関与した第三者の

経験（既知の場合）、類似事案における過去の（第三者による）和解（既知の場合）、利用可能な（潜在的な）

求償権、ならびに法務アドバイザーおよびその他専門家の助言や意見が含まれる（がこれらに限らない）。類似

の事案はひとつにまとめられており、また事案によっては複数の主張が含まれていることもある。特定の事案に

関する見積損失額の情報が、他の当事者との紛争における当行の立場に深刻な不利益を及ぼすことが見込まれる

とラボバンクが判断した場合、この情報を個別には開示していない。潜在的な見積損失額および引当金は、その

時点で入手可能な情報に基づくものであり、その大部分は判断ならびに複数の異なる仮定、変数および既知・未

知の不確実性を前提としている。かかる不確実性には、ラボバンクが入手可能な情報の不正確性および不完全性

が含まれることがある（特に、事案の初期段階の場合）。また、ラボバンクが、法的もしくはその他の事例の将

来の判決、または監督機関もしくはラボバンクの相手方が取ると見込まれた行動もしくは態度に関して立てた仮

定が、誤っていたと判明することもある。さらに、法的紛争に関連して発生する可能性のある損失の見積りは、

判断や見積りのために一般的に使用される統計的またはその他の定量的分析手段を使用して処理することが往々

にして不可能である。ラボバンクが、将来的な資金流出のリスクについて、発生する可能性が発生しない可能性

よりも高いと判断する事案グループは、時間と共に変化する。当行が潜在的な損失額を見積ることのできる事案

数についても、同じことが言える。実務では、見積りがなされたこれらの事案において、最終結果が、潜在的な

見積損失額を大幅に上回ったり下回ったりすることがあり得る。ラボバンクはまた、損失発生の可能性は高くな

いと思われるものの、極めて低いわけでもなく、かつ引当金を認識していない法務リスクから損失を被ることも

ある。(a)資金流出が発生する可能性が高くはない（not probable）ものの、ほとんどないとは言えない場合、

または(b)資金流出が発生する可能性が発生しない可能性よりも高い（more likely than not）ものの、潜在的

な損失額を信頼性をもって見積ることができない場合、偶発債務が開示される。ラボバンクは、罰金が課される

前または賠償責任が決定される前に、訴訟もしくは規制手続または調査で和解することがある。和解の理由は、

たとえラボバンクが自らを防御する十分な論拠があると判断した場合でも、(i)その段階で費用および／もしく

は経営陣の労力を回避したいという判断、(ii)その他のビジネスへの悪影響の回避、ならびに／または(iii)賠

償責任に関連する紛争の継続による規制・評判上の影響を防止することなどである。さらに、ラボバンクは同じ

理由により、法律上要求されないと判断する状況でも、第三者に損失補償を行うことがある。
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マネーロンダリング防止、テロリスト資金供与防止

オランダ検察庁（DPP：Dutch Public Prosecutor）は2022年12月、ラボバンクをマネーロンダリング防止およ

びテロリスト資金供与防止法（Wwft）違反（疑い）に関する被疑者として特定し、捜査を開始したと発表した。

2025年４月９日付の報道発表にてDPPは、ラボバンクの召喚を決定し、捜査が最終段階にある旨を明らかにし

た。2025年12月、起訴状の草案を受け取った。同草案は具体的な内容が欠落しているため、DPPが当行にかけて

いる嫌疑の正確な内容は不明である。現時点では、今後の捜査に要する時間や捜査の結果は依然として不明であ

る。したがって、潜在的影響の性質および重要性についても、信頼をもって見積ることはできず、重要な影響を

及ぼす可能性があると述べる以上のことはできない。

 

欧州連合競争法に関する手続

欧州委員会が2023年11月22日に報道発表を通じて公表した通り、同委員会はドイツ銀行とラボバンクの少数の

行員間の過去のやり取りがEU競争法に違反すると結論付け、ラボバンクに対して26.6百万ユーロの罰金を科し

た。これらの手続きは、欧州経済領域（EEA）におけるユーロ建SSA（国際機関債、外国ソブリン債、準ソブリン

債／政府機関債）と政府保証債の流通市場にて2006年から2016年にかけて行われた行為に関するものである。ラ

ボバンクは同委員会の調査に協力してきたが、結果については納得していない。ラボバンクは欧州委員会（EC）

の決定を不服としてEU一般裁判所に上訴し、現在係属中である。罰金は全額支払済みである。これに関連して、

2022年12月９日、ラボバンクと別の銀行１行に対して、推定上の集団訴訟がニューヨーク州南部地区連邦地方裁

判所に提起された。2024年９月11日、裁判所は同請求を棄却した。

 

指標金利訴訟

ラボバンクは、他の多数のパネル行およびディーラー間ブローカーと共に、米国の連邦裁判所における様々な

推定上の集団訴訟および個別の民事訴訟の被告とされている。これらの訴訟は、米ドル（USD）Libor、日本円

（JPY）Libor、Tibor（注：ラボバンクはTiborのパネル行を務めたことはない）およびEuriborに関するもので

ある。また、ラボバンクは、金利ベンチマークに関連する民事訴訟でオランダとアルゼンチンの裁判所への出廷

をラボバンクに命じる召喚状を受け取った（いずれも集団d訴訟）。上記の民事訴訟は、本質的に不確実性に晒

されているため、その結果を予測することは困難である。ラボバンクはこれらの訴訟に対し実質的かつ説得力の

ある法律および事実関係に基づく抗弁を有するという立場を取っている。ラボバンクはこれらの訴訟に対して引

き続き争う方針である。ラボバンクは、資金流出が発生する可能性が高くはないものの、ほとんどないとは言え

ないと考えているため、これら指標金利訴訟を偶発債務と捉えている。ラボバンクは、この偶発債務によって予

想される資金流出合計額について現時点においては信頼をもって見積ることはできない。引当金は計上していな

い。
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その他の事案

ラボバンクが対象になっている、引当金を認識した法的手続は他にもある。これらの事案は各々が比較的小規

模であることから個別に開示していない。引当金額を上に明記していないこれらの事案を合わせた引当金合計額

は36百万ユーロ（2024年12月31日現在：63百万ユーロ）である。上記以外の請求に関連する、発生する可能性が

ほとんどないとは言えない測定可能な偶発債務の金額は最大で45百万ユーロ（2024年12月31日現在：37百万ユー

ロ）である。

 

前へ　　　次へ
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5　セグメント別報告
 

5.1　事業セグメント

 

ラボバンクが会計報告に使用している事業セグメントは、経営上の視点から定義されたものである。これは、

各セグメントがラボバンクの戦略的経営の一部としてレビューされ、異なるリスクおよびリターンを伴う事業に

関する意思決定のために使用されることを意味している。

 

ラボバンクは、国内リテール・バンキング、ホールセール・アンド・ルーラル（以下「W&R」という）、リー

ス、不動産開発、およびその他のセグメントという５つの主要事業セグメントを設けている。

 

・　国内リテール・バンキングは、主としてリテールNL、オプフィオン、ヴィスタ・ヒポテーケン、およびフレ

オが行う事業から成っている。

・　ホールセール・アンド・ルーラル（W&R）はオランダのホールセール事業を含んでいる。またオランダ国外

では、食品・農業セクターとエネルギー転換セクターに重点を置いている。このセグメントは企業向けバン

キング事業を展開すると共に、マーケッツ、マージャーズ・アンド・アクイジション、コーポレート・ファ

イナンス・オリジネーション、コア・レンディング、プロジェクト・ファイナンス、トレード・アンド・コ

モディティ・ファイナンス、バリューチェーン・ファイナンス、ラボ・インベストメンツなどのグローバル

な業務を行う部門も統括している。またこのセグメントには、ラボバンクのブランドのもとでの国際ルーラ

ル事業も含まれている。

・　リース・セグメントの中では、DLLがリース事業に責任を負い、幅広いリース商品を提供している。DLLは、

アセット・ファイナンス関連の商品の販売において世界中の製造企業、ベンダーおよび販売企業を支援して

いる。

・　不動産開発は、主にBPDの事業で構成されている。中核事業は居住用不動産の開発である。

・　ラボバンク内のその他のセグメントには様々なサブセグメントが含まれるが、いずれも独立セグメントとし

て掲記すべきものはない。この事業セグメントは主に関連会社（特にアフメア・B.V.）への投資、トレジャ

リーおよびラボバンク・グループ・オーガニゼーションの財務実績で構成される。

 

ラボバンクの収益合計の10％超を占める顧客はいない。様々な事業セグメント間の取引は、通常の商取引条件

に基づいて行われる。事業セグメント間には、事業活動によるものを除き、他の重要な包括利益は存在しない。

セグメントに使用されている財務報告の原則は、注記「重要性がある会計方針」の項に記載されたものと同じで

ある。経営陣は、主に純受取利息に依拠して各セグメントの業績を評価し、セグメントに配分するリソースに関

する意思決定を下すため、セグメントの受取利息は支払利息控除後の金額で表示されている。
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単位：百万ユーロ

国内

リテール・

バンキング W&R リース 不動産開発

その他の

セグメント 連結効果 合計

2025年12月31日に終了した年度        

純受取利息 7,554 2,994 1,380 (55) 129 (1) 12,001

純受取手数料 1,870 461 95 2 2 - 2,430

その他収益 68 664 399 238 624 - 1,993

収益 9,492 4,119 1,874 185 755 (1) 16,424

人件費 3,494 1,710 767 124 207 1 6,303

その他一般管理費 1,121 386 299 36 364 (85) 2,121

減価償却費および償却費 72 88 29 9 3 85 286

営業費用 4,687 2,184 1,095 169 574 1 8,710

関連会社および共同支配企業への

投資に係る減損費用
- - - - - - -

金融資産に係る減損費用 110 254 397 2 1 - 764

規制上の賦課金 131 82 18 1 2 - 234

税引前営業利益 4,564 1,599 364 13 178 (2) 6,716

法人税 1,203 520 58 64 (85) (1) 1,759

純利益 3,361 1,079
1 306 (51)

2 263 (1) 4,957

        

収益に対する費用の比率（規制上

の賦課金を含む、単位：％）
3 50.8 55.0 59.4 91.9 n/a n/a 54.5

金融資産に係る減損費用（民間セ

クター向け貸出金ポートフォリオ

の平均に対する比率、単位：ベー

シスポイント）
4

4 20 87 n/a n/a n/a 17

        

外部資産 286,895 159,779 47,639 4,575 139,998 - 638,886

のれん 322 - 12 21 - - 355

民間セクター向け貸出金ポート

フォリオ
284,399 132,050 43,068 178 139 - 459,834

 

 
1 純利益は、前年度に生じた繰延税金資産に対して計上していた評価性引当金の取崩58百万ユーロを2025年度上半期に認識したことによる影響を受け

た。

2 純利益は、前年度に生じた、ドイツのBPDにおける過年度からの繰越欠損金対して認識していた繰延税金資産の取崩67百万ユーロに起因して、2025

年度上半期に減少した。

3 営業費用に規制上の賦課金を加算した金額を、収益で除した比率。

4 金融資産に係る減損費用を、民間セクター向け貸出金ポートフォリオの12ヶ月間の平均値で除した比率。

 

単位：百万ユーロ

国内

リテール・

バンキング W&R リース 不動産開発

その他の

セグメント 連結効果 合計

金融資産に係る減損引当金        

2025年１月１日現在の残高 1,057 1,038 507 1 - - 2,603

当初認識および取得による増加 76 78 79 - - - 233

認識中止による減少 (281) (312) (9) - - - (602)

信用リスクの変動による変動 363 490 359 - - - 1,212

当年度の不良債権の償却 (182) (207) (348) - - - (737)

その他調整 (4) (65) (17) - - - (86)

2025年12月31日現在の残高 1,029 1,022 571 1 - - 2,623

　        

減損引当金：12ヶ月のECL 108 171 89 - - - 368

減損引当金：全期間のECL－非信

用減損
307 167 105 - - - 579

減損引当金：全期間のECL－信用

減損
614 684 377 1 - - 1,676

2025年12月31日現在の残高 1,029 1,022 571 1 - - 2,623
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単位：百万ユーロ

国内

リテール・

バンキング W&R リース 不動産開発

その他の

セグメント 連結効果 合計

2024年12月31日に終了した年度        

純受取利息 7,833 2,928 1,425 (58) (67) - 12,061

純受取手数料 1,755 453 106 - (8) (4) 2,302

その他収益 79 617 358 130 585 (2) 1,767

収益 9,667 3,998 1,889 72 510 (6) 16,130

人件費 3,468 1,678 743 104 175 (3) 6,165

その他一般管理費 1,187 494 285 35 109 (91) 2,019

減価償却費および償却費 96 89 25 10 14 93 327

営業費用 4,751 2,261 1,053 149 298 (1) 8,511

関連会社および共同支配企業へ

の投資に係る減損費用 - - - (2) 72 - 70

金融資産に係る減損費用 (166) 329 303 - 2 - 468

規制上の賦課金 166 82 16 1 1 - 266

税引前営業利益 4,916 1,326 517 (76) 137 (5) 6,815

法人税 1,288 332 108 (35) (41) - 1,652

純利益 3,628 994 409 (41) 178 (5) 5,163

        

収益に対する費用の比率（規制上

の賦課金を含む、単位：％）
1

50.9 58.6 56.6 208.3 n/a n/a 54.4

金融資産に係る減損費用（民間セ

クター向け貸出金ポートフォリオ

の平均に対する比率、単位：ベー

シスポイント）
2

(6) 26 67 n/a n/a n/a 11

        

外部資産 276,557 159,867 49,483 4,397 138,949 - 629,253

のれん 322 - - 16 - - 338

民間セクター向け貸出金ポート

フォリオ 273,835 128,553 44,768 159 - - 447,315
 

 
1 営業費用に規制上の賦課金を加算した金額を、収益で除した比率。

2 金融資産に係る減損費用（民間セクター向け貸出金ポートフォリオの平均に対する比率、単位：ベーシスポイント）。

 

単位：百万ユーロ

国内

リテール・

バンキング W&R リース 不動産開発

その他の

セグメント 連結効果 合計

金融資産に係る減損引当金        

2024年１月１日現在の残高 1,433 1,218 438 1 - - 3,090

当初認識および取得による増加 101 195 83 - - - 379

認識中止による減少 (336) (215) (11) - - - (562)

信用リスクの変動による変動 80 383 266 - - - 729

当年度の不良債権の償却 (221) (549) (264) - - - (1,034)

その他調整 - 6 (5) - - - 1

2024年12月31日現在の残高 1,057 1,038 507 1 - - 2,603

        

減損引当金：12ヶ月のECL 99 267 81 - - - 447

減損引当金：全期間のECL－非

信用減損 222 136 132 - - - 490

減損引当金：全期間のECL－信

用減損 736 635 294 1 - - 1,666

2024年12月31日現在の残高 1,057 1,038 507 1 - - 2,603
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5.2　地理的情報（国別の報告）

 

ラボバンクは７つの主要な地理的地域において事業を営んでいる。ラボバンクの所在地国はオランダである。

以下の情報は、特定の地理的立地／地域内の特定の経済環境内で商品および／またはサービスを提供するラボバ

ンクの区別可能な構成単位別に報告されている。分類は、取引が開始された個々の子会社／支店の立地に基づい

ている。収益は、損益計算書上に表示された収益合計に支払利息、支払手数料、その他の営業活動による費用を

加えたものであると定義されている。

 
2025年12月31日現在

単位：百万ユーロ

地理的立地 国 部門名 事業の種類

 

収益

平均常勤

換算内部

従業員数

税引前

営業利益 法人税

オランダ オランダ ラボバンク、DLL、オ

プフィオン、ラボ・

ヴァストゴードグ

ループ、BPD

国内リテール・バンキン

グ、ホールセール・アン

ド・ルーラル、リース、

不動産開発

30,166 31,951 5,187 1,230

　        

オランダを除く

ユーロ圏諸国

フランス DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

227 191 76 19

 ベルギー DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

37 75 6 1

 ドイツ DLL、ラボバンク、ラ

ボ・ヴァストゴード

グループ、BPD

リース、ホールセール・

アンド・ルーラル、不動

産開発

596 727 (56) 78

 イタリア DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

154 227 40 13

 ルクセンブルク ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル

- - - -

 アイルランド DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

809 214 95 16

 フィンランド DLL リース 12 17 3 1

 オーストリア DLL リース 7 1 2 1

 ポルトガル DLL リース 13 19 1 -

 スペイン DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

93 157 18 5
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地理的立地 国 部門名 事業の種類

 

収益

平均常勤

換算内部

従業員数

税引前

営業利益 法人税

上記以外の欧州

諸国（ユーロ圏

諸国を除く）

英国 DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル

1,126 875 150 41

 ノルウェー DLL リース 88 60 11 3

 スウェーデン DLL リース 95 163 2 1

 デンマーク DLL リース 37 41 5 1

 スイス DLL リース 10 5 1 -

 ポーランド DLL リース 39 103 3 -

 トルコ ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル

20 29 12 4

　        

北米 米国 DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル

6,941 3,003 572 210

 カナダ DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル

496 365 77 20

　        

中南米 メキシコ DLL リース 41 69 10 5

 ブラジル DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル

1,155 927 13 (23)

 チリ DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル

77 129 18 4

 アルゼンチン DLL リース 4 14 (1) -

 ペルー ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル

1 7 - -

　        

アジア インド DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル
11 175 5 -

 シンガポール DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル
262 96 31 5

 中国 ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル
16 30 3 1

 香港 DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル
427 168 41 8

 韓国 DLL リース 17 30 3 1

　        

オーストラリア オーストラリア DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル
2,223 1,573 235 71

 ニュージーランド DLL、ラボバンク リース、ホールセール・ア

ンド・ルーラル
838 549 153 43

　        

その他 ケニア、ウガンダ ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル
3 22 - -

 連結効果  連結効果 (15,123) - - -

    30,918 42,012 6,716 1,759
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2024年12月31日現在

単位：百万ユーロ

地理的立地 国 部門名 事業の種類

 

収益

平均常勤

換算内部

従業員数

税引前

営業利益 法人税

オランダ オランダ ラボバンク、DLL、オ

プフィオン、ラボ・

ヴァストゴードグ

ループ、BPD

国内リテール・バンキン

グ、ホールセール・アン

ド・ルーラル、リース、

不動産開発

 

32,208

 

31,131

 

5,315

 

1,246

　        

オランダを除く

ユーロ圏諸国

フランス DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

193 187 65 17

 ベルギー DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

37 71 5 1

 ドイツ DLL、ラボバンク、ラ

ボ・ヴァストゴード

グループ、BPD

リース、ホールセール・

アンド・ルーラル、不動

産開発

684 729 (55) (15)

 イタリア DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

145 220 44 15

 ルクセンブルグ ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル

- - - -

 アイルランド DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

878 211 107 32

 フィンランド DLL リース 11 16 3 1

 オーストリア DLL リース 7 1 2 1

 ポルトガル DLL リース 13 20 1 -

 スペイン DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

85 157 15 4

　        

上記以外の欧州

諸国（ユーロ圏

諸国を除く）

英国 DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

1,472 871 112 30

 ノルウェー DLL リース 73 56 7 2

 スウェーデン DLL リース 107 156 2 (3)

 デンマーク DLL リース 41 39 6 2

 スイス DLL リース 10 6 1 1

 ポーランド DLL リース 42 100 1 -

 ハンガリー DLL リース 4 16 - 1

 トルコ DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

22 31 15 4

　        

北米 米国 DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

8,105 3,096 522 147

 カナダ DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

557 335 70 18

　        

中南米 メキシコ DLL リース 42 72 7 2

 ブラジル DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

1,111 935 65 (1)

 チリ DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

95 132 24 5

 アルゼンチン DLL リース 9 13 3 1

 ペルー ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル

1 7 2 1

 

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

307/574



 

地理的立地 国 部門名 事業の種類

 

収益

平均常勤

換算内部

従業員数

税引前

営業利益 法人税

アジア インド DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

16 119 13 2

 シンガポール DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

340 103 28 4

 中国 ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル

32 39 5 12

 香港 DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

682 178 36 7

 韓国 DLL リース 17 28 2 -

 アラブ首長国連邦 DLL リース - - - -

 

オーストラリア オーストラリア DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

2,370 1,546 247 75

ニュージーランド DLL、ラボバンク リース、ホールセール・

アンド・ルーラル

1,171 546 145 40

 

その他 ケニア、ウガンダ ラボバンク ホールセール・アンド・

ルーラル

3 23 - -

連結効果 連結効果 (17,512) - - -

   33,071 41,190 6,815 1,652
 

 

ラボバンクは2025年度と2024年度において、政府補助金を受け取っていない。

 

5.3　固定資産の地理的情報
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

 国内 国外 国内 国外

のれんおよびその他無形資産 542 108 581 108

有形固定資産および投資不動産 2,425 2,698 2,224 2,804

その他資産 4,386 2,016 4,580 2,115

売却目的固定資産 56 56 32 110

合計 7,409 4,878 7,417 5,137
 

 

6　現金および現金同等物
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

現金 568 531

中央銀行に対する預金 62,203 84,343

現金および現金同等物合計 62,771 84,874
 

 

オランダについて保有すべき平均最低準備金は、2025年12月において3,801百万ユーロ（2024年12月：3,528百

万ユーロ）であった。
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7　金融機関に対する貸出金および預け金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

当座預金および受取債権 5,754 7,017

リバース・レポ取引および証券借入契約 27,031 19,594

貸出金 153 309

その他 114 116

金融機関に対する貸出金および預け金の総帳簿価額 33,052 27,036

金融機関に対する貸出金および預け金に係る貸出金減損引当金 - (1)

金融機関に対する貸出金および預け金合計 33,052 27,035
 

 

8　トレーディング金融資産
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

政府債券 778 800

その他負債証券 343 339

貸出金 1,522 481

資本性金融商品 376 120

トレーディング金融資産合計 3,019 1,740
 

 

9　強制的に公正価値で測定される金融資産
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

負債証券 184 314

貸出金 675 641

資本性金融商品 2,159 2,214

強制的に公正価値で測定される金融資産合計 3,018 3,169
 

 

10　デリバティブ
 

ラボバンクでは、当行の様々な事業から発生するリスクの少なくとも一部を低減する目的でデリバティブを使

用している。例えば、資産と負債間の満期の差異から生じる金利リスクをヘッジするために金利スワップを使用

している。他にも、当行が外貨建の負債性金融商品を発行した後に晒される為替リスクをヘッジするためにクロ

スカレンシー・スワップを使用している。ヘッジ目的以外にも、ラボバンクは法人顧客とデリバティブ契約を締

結し、それら顧客が為替エクスポージャーや金利エクスポージャーをヘッジするためのリスク管理に寄与してい

る。
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通貨先渡契約および金利先渡契約は、実勢為替レートまたは金利に基づいて純額を受け取りもしくは支払う、

または将来、組織化された金融市場において特定の価格で外国通貨もしくは金融商品を購入もしくは売却すると

いう、契約上の義務である。先渡契約には現金、現金同等物または市場性証券が担保として提供され、先渡契約

の価格変動は主に中央清算機関を通じて毎日決済されるため、信用リスクは低い。ラボバンクの信用リスク・エ

クスポージャーは、取引相手が債務不履行に陥った場合にスワップを代替するために必要となる潜在的コストに

相当する。リスクは、現在の公正価値、契約の想定元本金額の一部および市場の流動性を対象に、継続的に監視

されている。信用リスク管理プロセスの一環として、ラボバンクは取引相手の評価に、自身の貸出業務を評価す

る際と同じ手法を使用している。

 

10.1　トレーディング目的で保有するデリバティブ

 

トレーディング目的で発行または保有するデリバティブは、経済的リスクのヘッジのために使用されるものの

ヘッジ会計として適格でないもの、また、法人顧客が金利リスクや為替リスクをヘッジするためにラボバンクと

契約するデリバティブである。法人顧客とのデリバティブに起因するエクスポージャーは通常、所定の取引限度

内で単独または複数のプロ投資家である取引相手と反対ポジションの契約を締結することによりヘッジされる。

 

10.2　ヘッジ手段に指定したデリバティブ

 

ラボバンクは、金利リスクや為替リスクを含む経済的リスクをヘッジする目的で様々なデリバティブを保有し

ている。これらは公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジまたは純投資ヘッジにおけるヘッジ手段として

適格なものである。

 

公正価値ヘッジ

IAS第39号ポートフォリオの公正価値ヘッジ

ラボバンクは、金利スワップを用いて、金利の変動を原因とする公正価値の潜在的変動をヘッジしている。

ヘッジ対象は、住宅ローンや発行済負債証券、当座預金、定期預金など、自国通貨建と外貨建の両方の固定利付

金融資産および負債である。ラボバンクは、統計的な回帰分析モデルを基に、IAS第39号におけるポートフォリ

オの公正価値ヘッジに関してヘッジの有効性を将来に向かってと遡及的の両方においてテストしている。
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IFRS第９号ポートフォリオ以外の公正価値ヘッジ

ラボバンクは、金利スワップやクロスカレンシー金利スワップを用いて、金利や為替レートの変動を原因とす

る公正価値の潜在的変動をヘッジしている。ヘッジ対象は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債

証券、外貨建発行済負債証券など、自国通貨建と外貨建の両方の固定利付金融資産および負債である。ラボバン

クは、IFRS第９号におけるポートフォリオ以外の公正価値ヘッジについて非有効部分の発生原因を分析してい

る。外貨建発行済負債証券について特定した非有効部分の発生原因は、クロスカレンシー金利スワップの変動金

利部分（証拠金を除く）である。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債証券については、非有効部

分の発生原因は同一通貨内のベーシスリスクである。ヘッジ比率は、外貨建発行済負債証券の額面金額に対する

クロスカレンシー金利スワップの想定元本の比率、またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債証

券の額面金額に対する金利スワップの想定元本の比率である。

 

ラボバンクの主な通貨に関して、公正価値ヘッジとしてヘッジ会計で使用されている金利スワップの平均固定

金利は、ユーロが1.94％（2024年度：1.88％）、米ドルが3.25％（2024年度：2.85％）である。

 

以下の表は、公正価値ヘッジに指定したデリバティブの想定元本をヘッジ手段の残存期間別に示している。

 

公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段の残存期間構成

 

単位：百万ユーロ  残存期間

 想定元本合計 １年未満 １-５年 ５年超

2025年12月31日現在     

公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段 263,288 113,765 35,842 113,681

　     

2024年12月31日現在     

公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段 172,332 42,089 41,436 88,807
 

 

以下の表は、公正価値ヘッジに指定したデリバティブの帳簿価額およびヘッジの非有効部分の計算に用いた公

正価値の変動を示している。この表における帳簿価額は、担保との相殺前のデリバティブの公正価値に相当す

る。注記10.3に表示している額は、担保との相殺後の帳簿価額に相当する。
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金利リスクの公正価値ヘッジにおいて指定したヘッジ手段

 

単位：百万ユーロ

デリバティブ金融

資産の帳簿価額

デリバティブ金融

負債の帳簿価額

ヘッジの非有効部

分の計算に用いた

公正価値の変動

2025年12月31日現在    

顧客に対する貸出金および預け金のヘッジ 4,778 1,087 1,489

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産のヘッジ 410 240 227

顧客預り金のヘッジ 31 108 10

金融機関預り金のヘッジ 410 567 (403)

発行済負債証券のヘッジ 410 1,321 (11)

劣後債務のヘッジ 2 574 20

　    

2024年12月31日現在    

顧客に対する貸出金および預け金のヘッジ 7,302 939 (754)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産のヘッジ 443 359 (45)

顧客預り金のヘッジ 1 27 60

金融機関預り金のヘッジ - - -

発行済負債証券のヘッジ 945 869 328

劣後債務のヘッジ
1

30 320 60
 

 

1 劣後債務に関連するヘッジ会計を個別に開示するために表示を調整している。

 

公正価値ヘッジにおけるヘッジの非有効部分はマイナス35百万ユーロ（2024年度：マイナス24百万ユーロ）で

あり、損益計算書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損失）」に計上

される。相殺規定が適用されないため、帳簿価額は注記10.4に表示されている額とは一致しない。
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金利リスクの公正価値ヘッジにおいて指定したヘッジ対象

 

単位：百万ユーロ 帳簿価額

ヘッジ対象の

帳簿価額に含

めたヘッジ対

象に係る公正

価値ヘッジ調

整累計額

ヘッジの非有

効部分の計算

に用いた公正

価値の変動

ヘッジ損益に

係る調整を中

止したヘッジ

対象について

残っている公

正価値ヘッジ

調整累計額

2025年12月31日現在     

顧客に対する貸出金および預け金 67,987 (10,759) (1,411) (9,616)

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する金融資産
27,343 - (224) -

顧客預り金 9,274 (105) (12) (93)

金融機関預り金 29,236 (400) 388 (109)

発行済負債証券 34,605 (724) (17) (86)

劣後債務 4,701 (453) (21) (321)

　     

2024年12月31日現在     

顧客に対する貸出金および預け金 53,626 (10,079) 746 (7,209)

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する金融資産
16,696 - 52 -

顧客預り金 1,604 (81) (61) (81)

金融機関預り金 - - - -

発行済負債証券 46,623 (701) (351) (211)

劣後債務
1 7,260 (588) (60) (351)

 

 

1 劣後債務に関連するヘッジ会計を個別に開示するために表示を調整している。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ

ラボバンクのキャッシュ・フロー・ヘッジは主に、次の２種類のキャッシュ・フロー・ヘッジから成る。

 

・外貨建発行証券の固定スプレッドを為替レートの変動に備えてクロスカレンシー・スワップによりヘッジすると

いうキャッシュ・フロー・ヘッジ

・クロスカレンシー・ベーシス・スワップを用いた外貨建資産または負債のキャッシュ・フロー・ヘッジ。これら

のヘッジについては、会計上のミスマッチはすべてクロスカレンシー・ベーシス・スプレッドの変動によるクロ

スカレンシー・ベーシス・スワップの再評価に関連して発生する。そうした再評価はその他の包括利益を通じて

「再評価準備金－ヘッジ・コスト」に計上される。よって、キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ調整は計上さ

れない。

 

ラボバンクは、IFRS第９号におけるキャッシュ・フロー・ヘッジについて非有効部分の発生原因を分析してい

る。IFRS第９号におけるキャッシュ・フロー・ヘッジは100％有効である。
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キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ手段の残存期間構成と平均価格・レート

 

単位：百万ユーロ  残存期間

 想定元本合計 １年未満 １-５年 ５年超

2025年12月31日現在     

クロスカレンシー・スワップ（米ドル・

ユーロ）     

ヘッジ手段の想定元本 15,729 3,594 11,929 206

平均為替レート（米ドル・ユーロ）  1.17 1.16 1.14

　     

クロスカレンシー・スワップ（英ポンド・

ユーロ）
    

ヘッジ手段の想定元本 192 - 138 54

平均為替レート（英ポンド・ユーロ）  n/a 0.84 0.85

　     

クロスカレンシー・スワップ（他の通貨）     

ヘッジ手段の想定元本 3,850 1,973 1,861 16

　     

2024年12月31日現在     

クロスカレンシー・スワップ（米ドル・

ユーロ）
    

ヘッジ手段の想定元本 14,629 5,137 9,122 370

平均為替レート（米ドル・ユーロ）  1.06 1.07 1.15

　     

クロスカレンシー・スワップ（英ポンド・

ユーロ）
    

ヘッジ手段の想定元本 593 207 322 64

平均為替レート（英ポンド・ユーロ）  0.83 0.84 0.85

　     

クロスカレンシー・スワップ（他の通貨）     

ヘッジ手段の想定元本 6,513 2,507 3,986 20
 

 

以下の表は、キャッシュ・フロー・ヘッジに指定したデリバティブの帳簿価額およびヘッジの非有効部分の計

算に用いた公正価値の変動を示している。
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金利および為替リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジ、指定したヘッジ手段

 

単位：百万ユーロ

デリバティブ金融

資産の帳簿価額

デリバティブ金融

負債の帳簿価額

ヘッジの非有効部

分の計算に用いた

公正価値の変動

2025年12月31日現在    

クロスカレンシー金利スワップ（米ドル・ユー

ロ）
96 102 57

クロスカレンシー金利スワップ（英ポンド・ユー

ロ）
4 11 20

クロスカレンシー金利スワップ（その他の通貨） 254 10 1

合計 354 123 78

    

2024年12月31日現在    

クロスカレンシー金利スワップ（米ドル・ユー

ロ）
21 460 (51)

クロスカレンシー金利スワップ（英ポンド・ユー

ロ）
9 17 (21)

クロスカレンシー金利スワップ（その他の通貨） 131 6 1

合計 161 483 (71)
 

 

その他の包括利益に認識したヘッジ手段の価値の変動およびキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金から損益への

振替額については、注記30「準備金および利益剰余金」を参照のこと。ヘッジの非有効部分はなく、もしあれ

ば、損益計算書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損失）」に含まれ

る。

 

金利および為替リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジ、指定したヘッジ対象

 

単位：百万ユーロ

ヘッジの非有効部

分の計算に用いた

公正価値の変動

継続ヘッジに関す

るキャッシュ・フ

ロー・ヘッジ剰余

金

ヘッジ会計の適用

を中止したヘッジ

関係からの残って

いるキャッシュ・

フロー・ヘッジ剰

余金

2025年12月31日現在    

発行済負債証券 (22) (17) (19)

劣後債務 (56) (54) -

　    

2024年12月31日現在    

発行済負債証券 30 (13) (21)

劣後債務
1 41 (31) -

 

 

1 劣後債務に関連するヘッジ会計を個別に開示するために表示を調整している。
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純投資ヘッジ

ラボバンクは在外営業活動体に対する純投資に係る為替換算リスクの一部をヘッジするため、為替予約を使用

している。

 

純投資ヘッジにおけるヘッジ手段の残存期間構成と平均レート

 

  2025年12月31日現在の残存期間

単位：百万ユーロ 想定元本合計 １年未満 １-５年 ５年超

為替予約     

ヘッジ手段の想定元本 4,012 4,012 - -

　     

 想定元本合計 2024年12月31日現在の残存期間

為替予約     

ヘッジ手段の想定元本 6,425 6,425 - -
 

 

2025年度に純投資ヘッジ会計で使用された主要通貨の平均為替レートは、ユーロ／豪ドルが1.75（2024年度：

1.64）、ユーロ／ニュージーランド・ドルが1.94（2024年度：1.79）、ユーロ／ブラジル・レアルが6.31（2024

年度：5.83）であった。

 

単位：百万ユーロ

金融資産の

帳簿価額

金融負債の

帳簿価額

ヘッジの非有効部

分の計算に用いた

公正価値の変動

2025年12月31日現在    

為替予約 17 52 213

　    

2024年12月31日現在    

為替予約 58 35 201
 

 

その他の包括利益に認識したヘッジ手段の価値の変動および純投資ヘッジ剰余金から損益への分類変更額につ

いては、注記30「準備金および利益剰余金」を参照のこと。ヘッジの非有効部分はなく、もしあれば、損益計算

書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損失）」に含まれる。

 

為替リスクの純投資ヘッジ、指定したヘッジ対象

 

単位：百万ユーロ

ヘッジの非有効部

分の計算に用いた

公正価値の変動

継続ヘッジに関す

る為替換算剰余金

ヘッジ会計の適用

を中止したヘッジ

関係からの残って

いる為替換算剰余

金

2025年12月31日現在    

純投資 (213) 654 134

　    

2024年12月31日現在    

純投資 (201) 528 136
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10.3　デリバティブの想定元本金額および公正価値

 

財政状態計算書に表示しているデリバティブの想定元本金額と公正価値を下表に示す。

 

デリバティブの想定元本金額と公正価値

 
  
 2025年12月31日現在

 

単位：百万ユーロ

想定元本金額 公正価値

 資産 負債

トレーディング目的で保有するデリバティブ 7,266,765 18,915 11,800

ヘッジ手段に指定したデリバティブ 285,688 708 1,062

デリバティブ合計 7,552,453 19,623 12,862

　    

トレーディング目的で保有するデリバティブ    

通貨デリバティブ    

通貨スワップ 408,873 5,893 4,654

通貨オプション－購入および売却 6,697 68 71

上場売買可能契約 344 8 4

通貨先物 597 12 10

通貨デリバティブ合計 416,511 5,981 4,739

　    

金利デリバティブ    

OTC金利スワップ 6,612,431 11,770 6,039

OTC金利オプション 103,334 494 469

上場金利スワップ 116,706 1 1

金利デリバティブ合計 6,832,471 12,265 6,509

　    

クレジット・デリバティブ 4,110 192 38

資本性金融商品／指数デリバティブ - 1 -

その他デリバティブ 13,675 477 515

トレーディング目的で保有するデリバティブ合計 7,266,767 18,916 11,801

　    

ヘッジ手段に指定したデリバティブ    

公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段に指定したデリバティブ    

金利スワップおよびクロスカレンシー金利スワップ 263,289 337 913

キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ手段に指定した

デリバティブ
 

  

通貨スワップおよびクロスカレンシー金利スワップ 19,770 354 123

純投資ヘッジにおけるヘッジ手段に指定したデリバティブ    

通貨先物契約 2,629 17 26

ヘッジ手段に指定したデリバティブ合計 285,688 708 1,062
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 2024年12月31日現在

単位：百万ユーロ

想定元本金額 公正価値

 資産 負債

トレーディング目的で保有するデリバティブ 6,448,777 22,663 16,422

ヘッジ手段に指定したデリバティブ 197,892 767 953

デリバティブ合計 6,646,669 23,430 17,375

　    

トレーディング目的で保有するデリバティブ    

通貨デリバティブ    

通貨スワップ 421,267 7,575 8,427

通貨オプション－購入および売却 6,656 99 61

上場売買可能契約 364 2 2

通貨先物 732 4 28

通貨デリバティブ合計 429,019 7,680 8,518

　    

金利デリバティブ    

OTC金利スワップ 5,788,604 13,348 6,723

OTC金利オプション 111,548 748 763

上場金利スワップ 101,651 2 1

金利デリバティブ合計 6,001,803 14,098 7,487

　    

クレジット・デリバティブ 3,419 56 26

資本性金融商品／指数デリバティブ - 1 -

その他デリバティブ 14,536 828 391

トレーディング目的で保有するデリバティブ合計 6,448,777 22,663 16,422

　    

ヘッジ手段に指定したデリバティブ    

公正価値ヘッジにおけるヘッジ手段に指定したデリバティブ    

金利スワップおよびクロスカレンシー金利スワップ 172,332 548 456

キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ手段に指定した

デリバティブ
   

通貨スワップおよびクロスカレンシー金利スワップ 21,734 161 483

純投資ヘッジにおけるヘッジ手段に指定したデリバティブ    

通貨先物契約 3,826 58 14

ヘッジ手段に指定したデリバティブ合計 197,892 767 953
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11　顧客に対する貸出金および預け金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

民間セクターの顧客に対する貸出金：   

当座貸越 10,023 10,188

住宅ローン 201,991 194,734

ファイナンス・リース 22,300 22,271

企業貸出金 210,521 209,587

その他 17,642 12,965

政府系取引先に対する貸出金：   

ファイナンス・リース 197 183

その他 1,144 1,164

リバース・レポ取引、証券借入契約、決済勘定 21,772 15,908

顧客に対する貸出金および預け金の総帳簿価額 485,590 467,000

ヘッジ会計による調整 (10,759) (10,079)

顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金 (2,512) (2,436)

顧客に対する貸出金および預け金合計 472,319 454,485
 

 

ファイナンス・リース

顧客に対する貸出金および預け金にはファイナンス・リースの受取債権も含まれている。内訳は以下のとおり

である。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

ファイナンス・リースによる総投資額からの受取債権   

１年以内 8,041 8,307

１年超２年以内 6,056 5,728

２年超３年以内 4,485 4,183

３年超４年以内 2,927 2,908

４年超５年以内 1,687 1,459

５年超 1,187 1,825

ファイナンス・リースによる総投資額 24,383 24,410

　   

ファイナンス・リースによる未稼得繰延金融収益 2,135 2,226

ファイナンス・リースによる投資純額 22,248 22,184

　   

ファイナンス・リース債権に対する減損引当金 249 270

ファイナンス・リースの総帳簿価額 22,497 22,454

   

純投資による金融収益 1,205 1,312
 

 

ファイナンス・リースは主に設備や車両のリースならびにファクタリング商品に関わるものである。貸手にお

ける無保証の残存価額は2,769百万ユーロ（2024年度：2,697百万ユーロ）であった。
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12　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

政府債券 20,765 11,999

その他負債証券 8,655 6,707

資本性金融商品 134 117

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 29,554 18,823
 

 

ラボバンクは、外国金融機関への持分投資については、短期での売却目的ではなく戦略的な目的のために保有

しているため、当初認識時にこれらをその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定した。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

外国金融機関への持分投資 98 81

その他の持分投資 36 36

資本性金融商品合計 134 117
 

 

2025年度においてラボバンクは14百万ユーロの配当金を認識し、そのうち、2025年度に認識を中止した持分投

資に関係する額は０百万ユーロであった。当期中に行った資本の中での累計損益の振替は、注記30の「再評価準

備金－その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品」の変動表に開示している。

 

前へ　　　次へ
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13　関連会社および共同支配企業への投資
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

期首残高 2,062 1,793

為替換算差額 (12) 13

購入 24 35

売却 (75) (68)

関連会社および共同支配企業の利益に対する持分 381 474

支払配当金（および資本返済） (88) (77)

再評価 23 (8)

関連会社への投資に係る減損 - (74)

共同支配企業への投資に係る減損の戻し入れ - 4

その他 (7) (30)

関連会社および共同支配企業への投資合計 2,308 2,062
 

 

13.1　関連会社への投資

 

ラボバンクが保有する資本持分の規模の点で主な関連会社はアフメアである。

 
2025年12月31日現在 持株 議決権

オランダ   

アフメア・B.V. 29％ 29％
 

 

アフメアは保険商品に関するラボバンクの戦略的パートナーである。アフメア・グループのブランドの１つで

あるインターポリスはラボバンクと密接な協力関係にある。アフメアの本社はオランダのザイストにある。アフ

メアへの持分投資については取引所の市場価格が入手できない。アフメアへの持分投資は持分法に従って評価さ

れており、帳簿価額は1,697百万ユーロである。

 

アフメアへの投資については、年次で外部評価が実施されている。当該評価の結果、帳簿価額は公正価値と近

似しており、減損または減損の戻入は生じなかった。評価は外部の専門家によってなされている。アフメアの公

正価値を算定するにあたり、以下の評価手法の組み合わせを使用している。

 

1.会社の株式価値を、その会社の将来の配当金額または将来キャッシュ・フローから純負債額を控除した金額を割

引した金額で見積るキャッシュ・フロー評価法。オランダの事業に関して使用された割引率は7.5％から10.3％

の間である。

2.同業他社の財務情報と市場データの間のマルチプルを利用する類似企業比較分析法。最も重要なインプットは次

のとおりである。

1.同業他社の株価純資産倍率と同社の予想株主資本利益率の回帰分析から導出された株価純資産倍率。最も重要

な株価純資産倍率は0.8倍から1.5倍の間である。

2.同業他社の当年度の利益ならびに１年後および２年後の将来予測利益に基づく株価収益率。最も重要な株価収

益率は8.1倍から10.3倍の間である。
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アフメアの評価は、上記２つの評価手法により算定された見積額を50％ずつ採用したものである。

 

2025年度にラボバンクがアフメアから受け取った配当金は72百万ユーロにのぼった（2024年度：59百万ユー

ロ）。アフメアは「その他のセグメント」事業セグメントの一部である。

 

アフメア

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

現金および中央銀行預け金残高 1,757 2,131

投資 77,501 74,683

その他資産 6,079 5,402

資産合計 85,337 82,216

　   

保険関連準備金 42,581 43,866

借入金 25,391 25,549

その他負債 5,478 3,386

負債合計 73,450 72,801

　   

収益 29,417 28,177

純利益 1,197 1,303

その他の包括利益 35 20

包括利益合計 1,232 1,323
 

 

アフメアに対する持分の帳簿価額調整

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

アフメアの資本合計 11,050 9,410

控除：ハイブリッド資本 1,100 500

控除：優先株および未払配当金 13 5

株主資本 9,937 8,905

ラボバンクの持分 29.20％ 30.16％

　 2,902 2,686

減損累計額 (1,205) (1,243)

帳簿価額 1,697 1,443
 

 

その他の関連会社からの損益

 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

継続事業からの損益 46 84

純利益 46 84

その他の包括利益 2 (26)

包括利益合計 48 58
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13.2　共同支配企業への投資

 

ほぼすべての共同支配企業がBPDの投資である。その帳簿価額の総額は105百万ユーロ（2024年度：103百万

ユーロ）である。共同支配企業は持分法に従って認識されている。

 

BPDはしばしば、総合的な住宅地の開発を目的とするパートナーシップを締結している。多くの場合、パート

ナーシップに参加する各メンバーが最終的な議決権を有しており、意思決定は全員一致によってのみ下すことが

できる。したがって、それらのパートナーシップの大部分は「共同支配の取決め」の条件を満たしている。

 

個々のパートナーシップは、当事者のニーズや要求に応じて独自の法的構造をとる。通常利用される法的形態

（事業構造）は、オランダの「CV-BV」構造（リミテッド・パートナーシップ－非公開有限責任会社）もしくは

「VOF」構造（ジェネラル・パートナーシップ）または同等の構造である。CV-BVの場合、パートナーのリスクは

通常、発行済資本に限定され、パートナーはその事業体の純資産のみに対する権利を有している。ジェネラル・

パートナーシップ（以下「VOF」という）の場合は、各当事者が原則として無限責任を負い、また原則として資

産に対する比例的な権利およびその事業体の負債に関する義務を有する。法的形態に基づいて言えば、CV-BV構

造は「共同支配企業」の条件を満たしているのに対し、VOF構造は「共同支配事業」の条件を満たしている。な

お、契約条件ならびにその他関連する事実および状況によっては分類が異なる可能性がある。

 

各プロジェクトには個別の法的構造が確立しており、プロジェクトごとに参加するパートナーが異なること、

また、個別のプロジェクトの規模が大きくないことから、2025年度および2024年度において、BPDに重要な共同

支配の取決めはなかった。

 

共同支配企業からの損益

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

継続事業からの損益 16 15

非継続事業からの税引後損益 - -

純利益 16 15

その他の包括利益 - -

包括利益合計 16 15
 

 

共同支配企業に対する偶発債務

BPDは不動産プロジェクトに関する契約を締結し、第三者ら（下請業者および建築士を含む）と38百万ユーロ

（2024年度：50百万ユーロ）にのぼる契約を締結した。建設用地に関する契約額は63百万ユーロ（2024年度：68

百万ユーロ）である。
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14　のれんおよびその他無形資産
 

単位：百万ユーロ のれん

社内開発

ソフトウェア

その他の

無形資産 合計

2025年12月31日に終了した年度     

期首残高 338 221 130 689

為替換算差額 - (6) - (6)

取得 12 49 15 76

処分 - - (5) (5)

その他 7 4 (2) 9

償却費 - (62) (49) (111)

減損 (2) - - (2)

期末残高 355 206 89 650

　     

取得原価 357 1,433 434 2,224

償却累計額および減損累計額 (2) (1,227) (345) (1,574)

帳簿価額（純額） 355 206 89 650

　     

2024年12月31日に終了した年度     

期首残高 322 250 165 737

為替換算差額 - 2 (1) 1

取得 16 38 22 76

処分 - (6) (5) (11)

その他 - 9 (1) 8

償却費 - (68) (50) (118)

減損 - (4) - (4)

期末残高 338 221 130 689

　     

取得原価 338 1,399 456 2,193

償却累計額および減損累計額 - (1,178) (326) (1,504)

帳簿価額（純額） 338 221 130 689
 

 

2025年12月31日現在ののれんは、国内リテール・バンキング・セグメントの資金生成単位の１つである地方ラ

ボバンクの集合体に割り当てられている。回収可能価額は、使用価値に基づく。使用価値は、財務予測に基づ

き、近い将来において予想されるキャッシュ・フローを用いて決定される。回収可能価額が帳簿価額を大幅に上

回ったため、この資金生成単位に配分されたのれんは減損していないとラボバンクは結論付けた。ラボバンク

は、主要な仮定について発生しうる最大の変化は、割引率の10％上昇または将来キャッシュ・フローの10％減少

と考えている。こうした変化が生じても、帳簿価額が回収可能価額を上回らないことから、減損は生じていない

と考えられる。

 

自社開発ソフトウェアおよびその他の無形資産の減損は、個別では重要性がない。自社開発ソフトウェアの減

損は合計０百万ユーロ（2024年度：４百万ユーロ）であった。
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15　有形固定資産
 

15.1　保有有形固定資産
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

土地建物 597 692

設備 202 183

オペレーティング・リース資産 2,881 2,954

保有有形固定資産 3,680 3,829

使用権資産 252 282

有形固定資産合計 3,932 4,111
 

 

単位：百万ユーロ 土地建物 設備

オペレーティン

グ・リース資産

保有有形

固定資産

2025年12月31日に終了した年度     

期首残高 692 183 2,954 3,829

為替換算差額 (3) (6) (211) (220)

購入 55 48 1,282 1,385

処分 (11) 7 (266) (270)

売却目的資産への振替 (84) 15 (132) (201)

減価償却 (42) (53) - (95)

オペレーティング・リース資産の減価償却 - - (748) (748)

その他 (10) 8 2 -

12月31日現在の期末残高 597 202 2,881 3,680

　     

取得原価 1,493 672 4,739 6,904

減価償却累計額および減損累計額 (896) (470) (1,858) (3,224)

12月31日現在の帳簿価額（純額） 597 202 2,881 3,680
 

 

単位：百万ユーロ 土地建物 設備

オペレーティン

グ・リース資産 有形固定資産

2024年12月31日に終了した年度     

取得原価 1,851 689 4,655 7,195

減価償却累計額および減損累計額 (1,093) (512) (1,901) (3,506)

１月１日現在の帳簿価額（純額） 758 177 2,754 3,689

　     

期首残高 758 177 2,754 3,689

為替換算差額 1 1 81 83

購入 57 67 1,449 1,573

処分 (2) (7) (376) (385)

売却目的資産への振替 (48) - (139) (187)

投資不動産への振替 (14) - - (14)

減損 (8) (2) - (10)

減損の戻入 13 - - 13

減価償却 (64) (58) - (122)

オペレーティング・リース資産の減価償却 - - (753) (753)

その他 (1) 5 (62) (58)

12月31日現在の期末残高 692 183 2,954 3,829

　     

取得原価 1,747 690 4,932 7,369

減価償却累計額および減損累計額 (1,055) (507) (1,978) (3,540)

12月31日現在の帳簿価額（純額） 692 183 2,954 3,829
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15.2 借手としてのリース契約

ラボバンクは借手として数件のリース契約を有しているが、その大半は事業所として使用される不動産および

従業員用自動車に関するものである。連結財政状態計算書にはリースに関連する以下の金額が含まれている。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

不動産リース 201 234

自動車リース 49 47

その他のリース 2 1

使用権資産合計 252 282

リース負債合計 291 335
 

 

2025年度の使用権資産の新規取得は24百万ユーロ（2024年度：29百万ユーロ）であった。連結損益計算書には

リースに関連する以下の金額が含まれている。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

不動産リース 56 63

自動車リース 22 22

その他のリース 2 2

使用権資産の減価償却費 80 87
   

支払利息 13 14

短期リース関連費用 - -

少額資産のリース関連費用 - -

リース負債に含まれない変動リース料に関連する費用 6 5
 

 

2025年度におけるリースに係るキャッシュ・フロー合計は52百万ユーロ（2024年度：57百万ユーロ）の支出で

あった。

 

15.3 貸手としてのオペレーティング・リース契約

ラボバンクは貸手として様々なオペレーティング・リース契約を結んでいる。オペレーティング・リースから

受け取る予定の割引前リース料の内訳は、以下のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

１年以内 794 805

１年超２年以内 593 603

２年超３年以内 399 392

３年超４年以内 243 217

４年超５年以内 136 106

５年超 97 80

オペレーティング・リースによるリース料債権の合計 2,262 2,203
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16　投資不動産
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

取得原価 1,066 771

減価償却累計額および減損累計額 (149) (68)

１月１日現在の帳簿価額（純額） 917 703

　   

期首残高 917 703

購入 76 27

売却 (1) -

不動産プロジェクトからの振替 234 225

土地および建物からの振替 - 14

減価償却 (24) (25)

減損 (3) (37)

減損の戻入 26 1

その他 (34) 9

12月31日現在の期末残高 1,191 917

   

取得原価 1,355 1,066

減価償却累計額および減損累計額 (164) (149)

12月31日現在の帳簿価額（純額） 1,191 917
 

 

投資不動産の公正価値は、1,494百万ユーロ（2024年度：1,091百万ユーロ）であった。投資不動産の外部評価

は、外部の有資格者により、RICS評価基準またはその他同等の基準に準拠して実施された。投資不動産の公正価

値の算定は、当該不動産の種類に応じて最も適した手法に基づいている。これには、割引キャッシュ・フロー評

価法および比較対象取引の当初の純イールドに基づく収益還元法が含まれる。

 
評価 2025年 2024年

外部評価 92％ 94％

内部評価 8％ 6％
 

 

投資不動産の大半は独自のものである。多くの場合、それらと同一地域および同一条件の類似不動産を扱う活

発な市場は存在しない。各種不動産投資の評価は、既存の契約や市場情報からできる限り多数のパラメータを導

き出し、それらを基に行っている。ある程度の判断や見積りが不可避となる。このため、IFRS第13号の公正価値

分類に基づき、投資不動産はすべてレベル３に指定されている。不動産投資の公正価値を算定するに当たって使

用するパラメータは、不動産の種類に応じて異なるが、１平方メートル当たりの現行および予想市場賃料、現行

および予想空室率、対象不動産の所在地、対象不動産の市場性、平均割引率、開発予算および信用リスクなどが

含まれる。
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17　その他資産
 

その他資産

 
単位：百万ユーロ 注記 2025年 2024年

受取債権および前払金  1,534 1,692

商品および倉庫証券  1,429 1,755

不動産プロジェクト  2,441 2,478

未収収益  471 340

従業員給付金 27 9 9

その他資産  518 421

その他資産合計  6,402 6,695
 

 

不動産プロジェクト

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

建設用地 1,846 1,839

仕掛品 454 530

完工物件 141 109

不動産プロジェクト合計 2,441 2,478
 

 

2025年度に、区域計画の対象となっていない建設用地すべての正味実現可能価額が計算され、帳簿価額と比較

された。この結果、95百万ユーロの引当金の戻し入れ（2024年度：18百万ユーロの引当金の追加計上）が発生し

た。

 

不動産プロジェクトに係る引当金の変動

 

単位：百万ユーロ  

2025年１月１日

現在の残高

追加／

戻入

取崩し／

その他の変動

2025年12月31日

現在の残高

建設用地  496 (80) (30) 386

仕掛品  54 17 (61) 9

完工物件  10 2 (5) 7

合計  560 (61) (96) 402
 

 

単位：百万ユーロ  

2024年１月１日

現在の残高

追加／

戻入

取崩し／

その他の変動

2024年12月31日

現在の残高

建設用地  456 39 1 496

仕掛品  32 4 18 54

完工物件  2 8 - 10

合計  490 51 19 560
 

 

仕掛品

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

準備中および建設中の居住用不動産 1,085 978

開発中および建設中の商業用不動産 4 3

割賦のうち事前に請求済のもの－居住用不動産 (635) (451)

仕掛品合計 454 530
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18　売却目的固定資産
 

売却目的固定資産は112百万ユーロ（2024年度：142百万ユーロ）であり、国内リテール・バンキング・セグメ

ントで保有する様々な種類の不動産56百万ユーロ（2024年度：31百万ユーロ）ならびにホールセール・アンド・

ルーラル・セグメントの貸出金ポートフォリオおよび外国子会社56百万ユーロ（2024年度：110百万ユーロ）が

含まれる。その帳簿価額は、継続使用ではなく売却によって実現される見込みである。

 

19　金融機関預り金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

要求払預り金 632 617

定期預り金 9,511 11,424

レポ契約 34 399

その他金融機関預り金 40 7

金融機関預り金合計 10,217 12,447
 

 

20　顧客預り金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

当座預り金および翌日物預金 314,352 299,776

満期について合意済みの預り金 66,601 72,469

通知預り金 52,884 39,042

レポ契約 66 149

顧客預り金合計 433,903 411,436
 

 

11十億ユーロ（2024年度：10十億ユーロ）の中央銀行からの資金供給以外の預り金は、「満期について合意済

みの預り金」に含まれている。

 

21　発行済負債証券
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

譲渡性預金証書 18,668 17,880

コマーシャル・ペーパー 10,757 10,367

発行済債券 31,969 32,599

カバードボンド 22,806 22,782

その他負債証券 26,745 33,134

発行済負債証券合計 110,945 116,762
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22　トレーディング金融負債
 

トレーディング金融負債は主に、デリバティブのマイナスの公正価値と、証券の空売りにより発生した現物引

渡義務のマイナスの公正価値である。証券の空売りは、短期的な価格変動による収益を実現するために行われ

る。空売りを決済するために必要な証券は証券貸借および証券レポ取引契約により入手する。空売りした証券お

よび債券の公正価値は、464百万ユーロ（2024年度：277百万ユーロ）である。

 

23　公正価値測定に指定した金融負債
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

発行済負債証券 1,274 1,732

預金 784 834

公正価値測定に指定した金融負債合計 2,058 2,566
 

 

ラボバンクの自己信用リスクの変動に起因する、公正価値測定に指定した金融負債の公正価値の累積的変動

は、86百万ユーロ（2024年度：84百万ユーロ）である。自己信用リスクの変動に起因する公正価値の変動は、他

のすべての価格決定要素を不変として、当初認識時における市場のクレジット・カーブを基に再計算した公正価

値から、報告日時点のこれら負債の最新の公正価値を債券ごとに控除して計算している。このように計算するこ

とで、それら負債の当初認識以降におけるラボバンクの自己信用リスクの変動に起因すると説明できる金額が反

映される。

 

当期中の資本内での損益累計額の振替と、認識中止時点で実現したその他の包括利益に表示した額は、注記30

の「再評価準備金－公正価値測定に指定した金融負債に係る自己信用リスクに伴う公正価値変動」の変動表に開

示している。

 

公正価値測定に指定した発行済負債証券および預金の帳簿価額は、ラボバンクがそれら負債証券の保有者に返

済する契約上の義務がある金額よりも276百万ユーロ（2024年度：426百万ユーロ）少ない。

 

24　その他負債
 

単位：百万ユーロ 注記 2025年 2024年

未払金  5,011 5,099

リース負債  291 335

従業員給付金 27 242 223

その他  41 45

その他負債合計  5,585 5,702
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25　引当金
 

単位：百万ユーロ 注記 2025年 2024年

事業再構築引当金  92 105

法務上の問題に対する引当金  36 77

ローン・コミットメントおよび金融保証に係る減損引当金 4.3.4 102 161

その他引当金  212 251

引当金合計  442 594
 

 

 

単位：百万ユーロ

事業再構築

引当金

法務上の問題に

対する引当金

 

その他引当金

 

合計

2025年１月１日現在の期首残高 105 77 251 433

追加 75 29 69 173

期中取崩し (60) (46) (83) (189)

戻入 (28) (24) (25) (77)

2025年12月31日現在の期末残高 92 36 212 340

　     

2024年１月１日現在の期首残高 34 105 295 434

追加 102 32 16 150

期中取崩し (19) (39) (52) (110)

戻入 (12) (21) (8) (41)

2024年12月31日現在の期末残高 105 77 251 433
 

 

法務上の問題に対する引当金の追加繰入に関するその他の情報については、注記4.9「法的手続および仲裁手

続」を参照のこと。

 

単一破綻処理基金に関する取消不能コミットメント（以下「IPC」という）

単一破綻処理基金への拠出について、ラボバンクは過年度に、取消不能支払コミットメントを通じて負債の一

部を履行するオプションを選択した。ラボバンクは、この取消不能な支払コミットメントについて、予測キャッ

シュ・アウトフローが非常に遠い将来まで発生しないと見込まれることから、引当金額をゼロと測定している。

当該債務の額面価額は270百万ユーロ（2024年度：270百万ユーロ）である。ラボバンクはIPCに現金担保を差し

入れており、これは償却原価で測定し金融資産に分類している。

 

引当金の満期期日

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

１年以下 320 399

１年超５年未満 104 174

５年超 18 21

合計 442 594
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26　繰延税金
 

繰延税金資産および負債は、すべての一時差異に対し、負債法を使用して測定されている。繰越欠損金および

将来減算一時差異に関係して認識した繰延税金資産は、将来において課税所得が発生した場合に使用できる。

 

不動産開発セグメントとホールセール・アンド・ルーラル・セグメントでは、過年度から未使用の繰越欠損金

および一時差異により生じた一定の繰延税金資産について、2025年度に、各納税主体が将来的に十分な課税所得

を稼得できるという合理的な説明が可能な証拠が不十分であることから、繰延税金資産の取崩を行った。その他

セグメントでは、過去の課税年度に関連する不確実な繰延税金資産ポジションについて計上していた評価性引当

金の取崩が行われ、税金費用のマイナスを認識している。その結果、繰延税金資産を認識していない未使用の税

務上の欠損金は473百万ユーロ（2024年度：121百万ユーロ）に増加し、うち382百万ユーロ（2024年度：121百万

ユーロ）は期限の無い欠損金に関するものである。これら未使用の税務上の欠損金による税務上の影響額は142

百万ユーロ（2024年度：35百万ユーロ）である。

 

繰延税金として認識した法人税額でその他の包括利益の構成要素に関連するものは、下表に開示するとおりで

ある。

 

単位：百万ユーロ

繰延税金

資産

繰延税金

負債

繰延税金

費用

その他の

包括利益に

対する税金

2025年12月31日現在     

年金およびその他の退職後給付 21 2 - 1

金融資産に係る減損引当金 208 (46) 72 -

引当金 11 (12) 16 -

ヘッジ会計 218 39 59 -

繰越欠損金 135 (5) 17 -

税額控除 1 (1) - -

のれんおよびその他無形資産 11 - - -

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産の再評価準備金
(18) 2 - 76

再評価準備金－キャッシュ・フロー・ヘッジ 29 (1) - 22

再評価準備金－ヘッジ・コスト (46) - - (37)

再評価準備金－公正価値測定に指定した金融

負債に係る自己信用リスクに伴う公正価値変

動

24 2 - (1)

有形固定資産（オペレーティング・リースを

含む）
125 265 4 -

その他の一時差異 50 31 21 -

合計 769 276 189 61
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単位：百万ユーロ

繰延税金

資産

繰延税金

負債

繰延税金

費用

その他の

包括利益に

対する税金

2024年12月31日現在     

年金およびその他の退職後給付 22 1 (3) -

金融資産に係る減損引当金 280 (61) (136) -

引当金 41 (2) (20) -

ヘッジ会計 273 35 28 -

繰越欠損金 164 (6) (21) -

税額控除 1 (1) 5 -

のれんおよびその他無形資産 8 - - -

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産の再評価準備金
47 (3) - (9)

再評価準備金－キャッシュ・フロー・ヘッジ 20 (2) - (20)

再評価準備金－ヘッジ・コスト (84) - - 44

再評価準備金－公正価値測定に指定した金融

負債に係る自己信用リスクに伴う公正価値変

動

24 2 - (3)

有形固定資産（オペレーティング・リースを

含む）
93 243 104 -

その他の一時差異 44 6 25 -

合計 933 212 (18) 12
 

 

外貨を使用する外国支店およびグループ事業体の為替換算ならびに関連ヘッジ取引に関連する当期税金資産で、

2025年12月31日現在のその他の包括利益に認識している額は、173百万ユーロの当期税金資産である（2024年度：

85百万ユーロの当期税金負債）。

 

27　従業員給付金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

従業員給付金－資産 (9) (9)

従業員給付金－負債 242 223

従業員給付金合計 233 214

　   

年金制度 16 17

その他の従業員給付金 217 197

従業員給付金合計 233 214
 

 

27.1　年金制度

ラボバンクはラボバンク年金基金でオランダ年金制度を運用している。この年金制度は、IAS第19号に基づく

確定拠出制度として適格であり、年金受給開始年齢は68歳、また、従業員拠出5.5％を含め年金基金の27％が定

額で拠出される。リスク保険料および管理費用は、雇用主が別途支払う。投資費用は未払年金資本から控除され

る。ラボバンクは、年次の年金プレミアムを支払うことでそのすべての年金債務を履行しており、したがってラ

ボバンクは、基礎となる加入年数およびこれまでに確定した受給権に関連するいかなる金融負債も有していな

い。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

333/574



2025年１月１日付で、旧フリースランド・バンクの年金制度は確定給付年金制度の分類から除外された。2025

年12月31日現在、少数の小規模な制度のみが依然として確定給付年金制度として適格である。これらは、退職時

の従業員報酬に関連し、通常は年金を支払う、ファンドまたはその他の方法によって管理される生涯平均給与方

式を用いた確定給付年金制度である。年間拠出額は、各国の法的要件に準じて計算された制度の未払債務に適切

に資金を充当するために必要な比率においてファンドに支払われる。年金制度関連資産は、受託者によって管理

される分離されたファンドで、ラボバンクの資産とは独立に保有されている。債務は毎年独立したアクチュア

リーによりIFRSに規定された方法に基づいて評価されている。直近の年金数理評価は、2025年度末に実施されて

いる。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

確定給付債務 107 342

制度資産の公正価値 91 325

純確定給付債務 16 17
 

 

制度資産および負債の変動は以下のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

確定給付債務   

期首残高 342 340

為替換算差額 (6) 7

支払利息 5 13

支払給付 (3) (18)

清算 (229) -

その他 (4) 1

実績による調整 2 (4)

人口動態上の仮定の変動から生じる年金数理差損益 2 -

財務上の仮定の変動から生じる年金数理差損益 (2) 3

12月31日現在の確定給付債務 107 342

　   

制度資産の公正価値   

期首残高 325 313

為替換算差額 (7) 5

受取利息 5 12

雇用主が拠出した金額 - 12

支払給付 (3) (17)

清算 (229) -

その他 - 1

実績による調整 - (6)

制度資産に係る財務上の仮定の変動に起因する再測定 - 5

12月31日現在の制度資産の公正価値 91 325
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損益において認識した費用は以下の表に示すとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

負債に係る支払利息 5 13

制度資産に係る受取利息 (5) (12)

縮小、清算および費用に係る損失／（利益） 1 -

確定給付制度の費用合計 1 1
 

 

金額が極めて少額になったため、主な年金数理上の仮定の加重平均、感応度分析、拠出金見積額、平均デュ

レーションを示す各表の開示を中止した。

 

27.2　その他の従業員給付金

その他の従業員給付金は、主として永年勤続報奨に対する債務および従業員向けサステナビリティ活動のため

の従業員給付金債務から構成されている。

 

28　劣後債務
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

ラボバンクによる発行 6,010 7,909

劣後債務合計 6,010 7,909
 

 

以下の表に、劣後債務の発行に関する詳細を示している。

 

ラボバンク発行の劣後債務

 
単位：百万

額面価額

 

発行通貨

 

クーポンレート

 

発行年

 

償還期限

90 豪ドル 5.454％ 2022年 2037年

60 豪ドル 5.00％ 2022年 2037年

750 ユーロ 3.875％ 2022年
2032年、

早期償還日は2027年

1,500 米ドル 3.75％ 2016年 2026年

1,250 米ドル 5.25％ 2015年 2045年

1,000 英ポンド 4.625％ 2014年 2029年

1,250 米ドル 5.75％ 2013年 2043年

500 英ポンド 5.25％ 2012年 2027年

7,000 日本円 1.23％ 2022年
2034年、

早期償還日は2029年

300 豪ドル 7.07％ 2022年
2032年、

早期償還日は2027年

200 豪ドル 7.35％ 2022年
2032年、

早期償還日は2027年

20,000 日本円 1.55％ 2023年
2033年、

早期償還日は2028年
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29　偶発債務
 

信用関係偶発債務

ラボバンクは、取消不能のローン・コミットメントのほか、顧客に対する金融保証やスタンドバイ信用状から

成る偶発債務を供与している。これらの契約に基づき、第三者が履行義務を果たさない場合に、ラボバンクは、

契約に基づく義務を履行するか、または受益者に対して支払を行わなければならない。以下の表は、信用関係偶

発債務の潜在的な最大発生額を示している。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金融保証 4,650 6,054

ローン・コミットメント
64,047

61,258
1

その他のコミットメント 28,956 25,234

信用関係偶発債務 97,653 92,546
 

 

1 DLLの一部のオフバランス項目はローン・コミットメントに該当しないと判断された。2024年度の比較数値は946百万ユーロ

減少している。

 

訴訟に関する偶発債務

ラボバンクは、ラボバンクの業務から生じた、ラボバンクによって提起された訴訟およびラボバンクに対して

提起された訴訟に関連して、オランダおよびその他の国における複数の法的手続および仲裁手続に関与してい

る。追加情報については、注記4.9「法的手続および仲裁手続」を参照のこと。

 

その他の偶発債務

仕掛品および投資不動産の取得、建設、ならびに開発に関連する契約上のコミットメント額は1,208百万ユー

ロ（2024年度：1,172百万ユーロ）である。
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30　準備金および利益剰余金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

外国為替換算準備金 (1,586) (609)

再評価準備金－その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 (30) (265)

再評価準備金－キャッシュ・フロー・ヘッジ (89) (64)

再評価準備金－ヘッジ・コスト 133 242

再測定準備金－年金 (31) (69)

再評価準備金－公正価値測定に指定した金融負債に係る自己の信用リスクに起

因する公正価値の変動

(64) (62)

利益剰余金 45,990 41,769

期末現在の準備金および利益剰余金合計 44,323 40,942
 

 

準備金の変動は以下のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

外国為替換算準備金   

期首残高 (609) (938)

在外営業活動体に係る為替換算差額 (1,194) 116

ヘッジ手段の変動 213 201

関連会社および共同支配企業における変動 2 12

損益への振替 2 -

期末残高 (1,586) (609)

　   

再評価準備金－その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品   

期首残高 (101) (81)

為替換算差額 (2) (1)

関連会社および共同支配企業における変動 1 2

公正価値変動 176 (92)

損益への振替 36 71

期末残高 110 (101)

　   

再評価準備金－その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品   

期首残高 (164) (107)

利益剰余金への振替 11 -

関連会社および共同支配企業における変動 3 (25)

公正価値変動 10 (32)

期末残高 (140) (164)

　   

再評価準備金－キャッシュ・フロー・ヘッジ   

期首残高 (64) (59)

為替換算差額 (88) 53

公正価値変動 54 (60)

損益への振替 9 2

期末残高 (89) (64)
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単位：百万ユーロ 2025年 2024年

再評価準備金－ヘッジ・コスト   

期首残高 242 116

為替換算差額 (3) (1)

公正価値変動 (66) 129

損益への振替 (40) (2)

期末残高 133 242

　   

再測定準備金－年金   

期首残高 (69) (75)

為替換算差額 1 (1)

関連会社および共同支配企業における変動 17 3

確定給付制度の再測定 3 4

清算 17 -

期末残高 (31) (69)

　   

再評価準備金－公正価値測定に指定した金融負債に係る自己信用リスクに伴う

公正価値変動

  

期首残高 (62) (52)

公正価値変動 (4) (12)

認識中止による実現 2 2

期末残高 (64) (62)

　   

利益剰余金   

期首残高 41,769 37,438

純利益 4,906 5,098

資本性金融商品に係る支払 (644) (667)

ラボバンク証書の償還 - (85)

資本証券の償還 (6) -

年金制度の清算 (17) -

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の処分 (11) -

その他 (7) (15)

期末残高 45,990 41,769

準備金および利益剰余金合計 44,323 40,942
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31　ラボバンク証書
 

2025年６月25日付で、ラボバンク証書はスティヒティング・アドミニストラティー・カントゥール・ラボバン

ク証書財団が発行するのではなく、ラボバンクが直接発行することになった。ラボバンク証書はユーロネクス

ト・アムステルダムに上場している。ラボバンクの所有分を含むラボバンク証書の総数は313,005,461口（2024

年12月31日現在：313,005,461口）であり、１口当たりの額面価格が25ユーロ、総額は7,825百万ユーロ（2024年

12月31日現在：7,825百万ユーロ）である。2025年12月31日現在、資本に認識されているラボバンク証書は6,909

百万ユーロ（2024年12月31日現在：6,909百万ユーロ）で、これは、ラボバンクが外部に発行した総数

276,352,572口（2024年12月31日現在：276,352,572口）の証書を表章し、ラボバンクの普通株等Tier１資本に区

分される。

 

2025年度に支払われた証書１口当たりの現金による分配金は1.625ユーロであった。以下の表に示されている

金額は資本に認識されており、ラボバンク証書１口当たり25ユーロの額面価額に基づいている。当期中のラボバ

ンク証書の変動から生じるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書に含まれている。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

期中の変動：   

期首残高 6,909 7,825

ラボバンク証書の償還 - (916)

期中のラボバンク証書の変動 - -

期末残高 6,909 6,909
 

 

32　資本証券
 

32.1 資本証券

ラボバンクが発行した資本証券はすべて無期限の証券であり、満期日の定めがない。発行ごとの資本証券の自

由裁量の配当は下記のとおりである。

 

750百万ユーロの発行

クーポンは年率3.10％であり、発行日（2021年４月21日）から半年ごとに後払いされる。第１回配当日は2021

年６月29日であった。これらの資本証券は無期限であり、2028年６月29日に初めて償還可能となる。2028年12月

29日時点で、当該資本証券が早期償還されていない場合、配当は５年間設定されるが、ステップアップはなく、

５年物ユーロスワップ金利に3.234％を加えたものとなる。クーポンは、完全に自由裁量によるものである。
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1,250百万ユーロの発行

クーポンは年率3.25％であり、発行日（2019年９月９日）から６ヶ月ごとに後払いされる。第１回配当日は

2019年12月29日であった。これらの資本証券は無期限であり、2026年12月29日に初めて償還可能となる。2026年

12月29日時点で、当該資本証券が早期償還されていない場合、配当は５年間設定されるが、ステップアップはな

く、５年物ユーロスワップ金利に3.702％を加えたものとなる。クーポンは、完全に自由裁量によるものであ

る。

 

1,000百万ユーロの発行

クーポンは年率4.375％であり、発行日（2020年７月14日）から６ヶ月ごとに後払いされる。第１回配当日は

2020年12月29日であった。これらの資本証券は無期限であり、2027年６月29日に初めて償還可能となる。2027年

12月29日時点で、当該資本証券が早期償還されていない場合、配当は５年間設定されるが、ステップアップはな

く、５年物ユーロスワップ金利に4.679％を加えたものとなる。クーポンは、完全に自由裁量によるものであ

る。

 

1,000百万ユーロの発行

クーポンは年率4.875％であり、発行日（2022年４月６日）から６ヶ月ごとに後払いされる。第１回配当日は

2022年６月29日であった。これらの資本証券は無期限であり、2029年６月29日に初めて償還可能となる。2029年

12月29日時点で、当該資本証券が早期償還されていない場合、配当は５年間設定されるが、ステップアップはな

く、５年物ユーロスワップ金利に3.717％を加えたものとなる。クーポンは、完全に自由裁量によるものであ

る。

 

32.2　当報告年度中に償還された資本証券

 

ラボバンクは、2018年９月11日に発行した資本証券1,000百万ユーロを、契約条項に従い第１回償還日である

2025年12月29日付で償還した。

 

33　非支配持分
 

この項目は、ラボバンク子会社に対する非支配持分に関するものである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

期首残高 621 599

純利益 51 65

為替換算差額 (33) (1)

連結／非連結に含まれる事業体 41 5

配当 (40) (43)

その他 (1) (4)

期末残高 639 621
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非支配持分を最も多く有するラボバンクの子会社は、AGCO・ファイナンス・SASおよびAGCO・ファイナンス・

LLCである。いずれの事業体もリース・セグメントに計上される。

 

AGCO・ファイナンス・SASはフランスのボーヴェを本拠地とし、ラボバンクは51％の資本および議決権を有し

ている。この事業体に関する非支配持分は194百万ユーロ（2024年度：160百万ユーロ）である。以下の財務デー

タが適用される。

 

AGCO・ファイナンス・SAS

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

収益 82 70

純利益 49 37

その他の包括利益 - -

包括利益合計 49 37

　   

非支配持分に帰属する利益 24 18

非支配持分への支払配当金 - -

　   

金融資産 2,862 2,612

その他資産 29 57

金融負債 2,374 2,243

その他負債 122 99
 

 

AGCO・ファイナンス・LLCは米国のジョンストンを本拠地とし、ラボバンクは51％の資本および議決権を有し

ている。この事業体に関する非支配持分は115百万ユーロ（2024年度：117百万ユーロ）である。以下の財務デー

タが適用される。

 

AGCO・ファイナンス・LLC

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

収益 83 86

純利益 42 53

その他の包括利益 - -

包括利益合計 42 53

　   

非支配持分に帰属する利益 21 26

非支配持分への支払配当金 9 7

　   

金融資産 3,036 3,727

その他資産 56 25

金融負債 2,683 3,326

その他負債 175 188
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34　財務活動から生じた負債の変動
 

単位：百万ユーロ 発行済負債証券 劣後債務 合計

2025年12月31日に終了した年度    

期首残高 116,762 7,909 124,671

財務キャッシュ・フローによる変動 (536) (1,450) (1,986)

為替レートの変動の影響 (5,424) (559) (5,983)

その他の非現金項目の変動 143 110 253

期末残高 110,945 6,010 116,955

　    

2024年12月31日に終了した年度    

期首残高 122,519 8,817 131,336

財務キャッシュ・フローによる変動 (9,742) (703) (10,445)

為替レートの変動の影響 2,538 377 2,915

その他の非現金項目の変動 1,447 (582) 865

期末残高 116,762 7,909 124,671
 

 

35　純受取利息
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

受取利息   

現金および現金同等物 2,322 3,983

金融機関に対する貸出金および預け金 843 1,120

顧客に対する貸出金および預け金 20,665 21,494

公正価値ヘッジ会計に利用されるデリバティブに係る収益／（費用） (335) (421)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 825 538

実効金利法を用いて測定する金融資産からの受取利息 24,320 26,714

トレーディング金融資産 114 137

強制的に公正価値で測定される金融資産 25 18

その他 106 127

その他の受取利息 245 282

受取利息合計 24,565 26,996

　   

支払利息   

金融機関預り金 574 900

顧客預り金 7,725 8,840

発行済負債証券 4,033 4,837

トレーディング金融負債 37 37

経済的にヘッジする目的で保有されるデリバティブに係る（収益）／費用 (255) (345)

公正価値測定に指定した金融負債 81 79

劣後債務 366 405

その他 3 182

支払利息合計 12,564 14,935

純受取利息 12,001 12,061
 

 

適格資産に帰属する資産計上された利息は19百万ユーロ（2024年度：14百万ユーロ）であった。資産計上され

るべき支払利息を決定する際に適用された平均利率は３％から５％（2024年度：２％から７％）の範囲であっ

た。信用減損した金融資産に関して発生した受取利息は455百万ユーロ（2024年度：572百万ユーロ）である。
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36　純受取手数料
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

受取手数料   

支払サービス 1,123 1,062

貸出 520 441

その他金融資産の購入および売却ならびに取扱手数料 458 382

保険手数料 464 455

リース関連手数料 39 40

その他の受取手数料 228 284

受取手数料合計 2,832 2,664

　   

支払手数料   

支払サービス 278 254

その他金融資産の購入および売却ならびに取扱手数料 67 60

カストディアン報酬および証券サービス 11 13

その他の支払手数料 46 35

支払手数料合計 402 362

純受取手数料 2,430 2,302
 

 

37　その他の営業活動による純利益
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

不動産事業からの収益 944 962

不動産事業による費用 762 818

不動産事業からの純利益 182 144

   

オペレーティング・リース事業からの収益 1,042 1,061

オペレーティング・リース事業による費用 748 754

オペレーティング・リース事業からの純利益 294 307

   

投資不動産からの収益 58 45

投資不動産による費用 18 72

投資不動産からの純利益 40 (27)

   

その他の営業活動による純利益 516 424
 

 

オペレーティング・リース事業からの収益のうち、所定の指数またはレートに依拠しない変動リース料に係る

ものは120百万ユーロであった（2024年度：104百万ユーロ）。投資不動産による費用はすべて、リース不動産に

関連するものである。
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38　関連会社および共同支配企業への投資からの利益
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

関連会社および共同支配企業への投資からの利益に係るラボバンク持分 381 474

関連会社および共同支配企業への投資の売却に係る損益 (11) (10)

関連会社および共同支配企業への投資からの利益 370 464
 

 

39　損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／

（損失）
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

トレーディング金融資産および金融負債ならびにトレーディング・デリバティ

ブに係る利益／（損失）
754 687

強制的に損益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る利益／（損失） 156 100

公正価値測定に指定した金融負債および当該金融負債の金利リスクをヘッジす

るために使用されるデリバティブに係る利益／（損失）
(15) (9)

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損

失）合計
895 778

 

 

公正価値測定に指定した金融負債および当該金融負債の金利リスクをヘッジするために使用されるデリバティ

ブに係る利益／（損失）は主として、損益に直接認識された０百万ユーロ（2024年度：３百万ユーロ）の仕組債

ポートフォリオの公正価値変動に関連しており、それは、i)市場金利およびii)初日利得の変動に起因してい

る。市場金利の変動に伴う仕組債の公正価値変動に係る損益のほとんどは、この金利リスクをヘッジするために

使用されるデリバティブの公正価値変動により相殺されている。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金利金融商品に係る利益／（損失） 1,182 206

資本性金融商品に係る利益／（損失） 201 18

外国為替商品に係る利益／（損失） (861) 317

外国為替に係る利益／（損失） 171 (33)

その他 202 270

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る利益／（損

失）
895 778

 

 

40　その他収益
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

償却原価で認識されていた金融負債の認識中止により生じた利益／（損失） 80 10

グループ企業の売却に係る損益 (1) -

その他 165 171

その他収益 244 181
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41　人件費
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

賃金および給与 3,929 3,714

社会保険拠出金および保険料 446 412

年金費用－確定拠出制度 559 516

年金費用－確定給付年金制度 1 1

研修および旅費交通費 161 163

その他の退職後給付引当金の繰入／（戻入） 63 44

その他の人件費 1,144 1,315

人件費 6,303 6,165
 

 

常勤従業員数に換算したラボバンク内部および外部の従業員数は48,202人（2024年度：49,272人）である。

 

ラボバンクは「グループ報酬方針」を有している。この方針は定期的に改訂され、「金融企業の報酬方針に関

するオランダ法」に基づく規定が含まれる。オランダの従業員が引き続き変動報酬の受給資格を有している場

合、その金額は固定収入の平均値の20％を超えることができない。オランダ国外では、いかなる変動報酬も固定

収入の100％を超えることができない。特定の役職員（ラボバンク・グループのリスクプロファイルに対して重

要な影響力を及ぼす可能性がある従業員）が変動報酬の受給資格を有する場合、その変動報酬は、対象となる業

務活動に関連するリスクを適切に考慮した期間について付与される。変動報酬のうちの大部分の支払は繰延べら

れる。すなわち、変動支払額のうち40％は繰延支払となる。変動支払額合計が500,000ユーロを超える場合は、

変動支払額合計の60％が繰延べられる。変動報酬の直接支払部分は無条件であるのに対し、繰延部分は条件付で

ある。繰延部分の４分の１が１年毎に無条件になる（つまり権利が確定する）。上級経営陣に関しては、変動報

酬の40％が直接支払部分、つまり無条件であり、繰延部分は60％である。同繰延部分の５分の１が１年毎に無条

件になる（権利が確定する）。特に、関連する変動報酬が別の観点から付与された際には、財務評価の著しい低

下またはリスク管理の著しい変化が、ラボバンクまたは事業単位の１つにおいてあったかどうかをラボバンクは

評価する。原則として、条件付きで付与された報酬に対する権利は当該役職員の雇用が終了した時点で消滅す

る。変動報酬の直接支払部分および繰延部分のうち50％は現金で支給される。直接支払部分のうちの現金部分は

直ちに権利が確定する。繰延部分のうちの現金部分は、権利確定後（４年または５年以内）に初めて従業員に支

払われる。変動報酬の直接支払部分および繰延部分のうち50％は金融商品（金融商品部分）、すなわち繰延報酬

証書（以下「DRN」という）の形で支給される。直接支払部分のうちの金融商品部分は直ちに権利が確定する。

繰延部分のうちの金融商品部分は、権利確定後（４年または５年以内）に初めて従業員に支払われる。
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DRNの価額は、ユーロネクスト・アムステルダム上場のラボバンク証書（RC）の価格と直接連動している。金

融商品部分は業績評価対象年度の終了時の支給時にDRNに転換される。DRNの口数は、ユーロネクスト・アムステ

ルダム取引所における、業績評価対象年度の各月の最初の取引日におけるラボバンク証書の終値に基づいて決定

される。これは、変動報酬の直接支払部分および繰延部分両方の金融商品部分である。繰延部分に関連するDRN

の最終的な価額は、権利確定の時点（４年または５年以内）に設定される。上記金融商品部分の支払には、１年

間の留保期間が条件として課される。当該期間の満了時に、従業員は、各DRN（またはその一部）について、そ

の時点におけるDRNの価額に対応する金額の現金を受け取る。

 

変動報酬の支払は、IAS第19号「従業員給付」に従って測定される。変動報酬の直接支払部分が業績評価対象

年度に認識されるのに対し、繰延部分は権利確定前の各年度に認識される。概ね同一の報酬制度が非特定の役職

員にも適用されるが、最初の130,000ユーロには繰延方針が適用されず、直接支払部分および繰延部分の両方が

全額現金で支払われる。よってDRNは支給されない。

 

2025年12月31日現在において、資本性金融商品に基づく支払の費用は18百万ユーロ（2024年度：17百万ユー

ロ）であり、41百万ユーロの負債が認識され（2024年度：37百万ユーロ）、そのうち16百万ユーロ（2024年度：

16百万ユーロ）の権利が確定した。現金で支払われた変動報酬の費用は282百万ユーロ（2024年度：287百万ユー

ロ）であった。付与済のDRNの口数は下表に示すとおりである。

 
単位：千口 2025年 2024年

期首残高 1,859 1,595

期中付与 628 707

期中支払 (550) (432)

前年度からの変動 - (11)

期末残高 1,938 1,859
 

 

DRNの価額はラボバンク証書の価格と直接連動している。変動報酬としてなされる支払の見積りは下表に示す

とおりである。

 
2025年12月31日現在 支払年度

単位：百万ユーロ 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 合計

変動報酬（DRNを除く） 280.4 9.1 7.9 6.3 2.2 0.1 - 306.0

DRN 17.0 17.1 7.5 6.2 4.3 2.2 0.1 54.4

合計 297.4 26.3 15.4 12.5 6.5 2.3 0.1 360.4
 

 

2024年12月31日現在 支払年度

単位：百万ユーロ 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 合計

変動報酬（DRNを除く） 284.0 8.9 8.9 7.6 2.4 0.2 - 312.0

DRN 14.9 16.5 6.5 5.5 4.3 2.4 0.1 50.2

合計 298.9 25.4 15.4 13.1 6.7 2.6 0.1 362.2
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42　その他一般管理費
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

引当金の繰入および戻入 96 109

ITおよびソフトウェア費用 695 644

コンサルタントおよびその他の専門サービス費用 461 529

広報費用 144 148

有形（無形）資産の認識中止および減損に係る損益 1 13

その他費用 724 576

その他一般管理費 2,121 2,019
 

 

43　減価償却費および償却費
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

保有有形固定資産の減価償却費 95 122

使用権資産の減価償却費 80 87

無形資産の償却費 111 118

減価償却費および償却費 286 327
 

 

44　金融資産に係る減損費用
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

顧客および金融機関に対する貸出金および預け金 921 582

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 4 4

償却後の回収額 (109) (102)

ローン・コミットメントおよび金融保証 (52) (16)

金融資産に係る減損費用 764 468
 

 

45　規制上の賦課金
 

規制上の賦課金は、銀行税、銀行負担金、単一破綻処理基金に対する拠出金および預金保証制度に対する拠出

金で構成される。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

オランダの銀行税 185 184

   

単一破綻処理基金への拠出金 1 1

預金保証基金への拠出金 48 81

規制上の賦課金 234 266
 

 

46　法人税
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

法人税   

報告期間 1,713 1,792

過年度の当期税金の調整 (146) (121)

過年度の繰延税金の調整 157 -

過年度に認識されていなかった税務上の欠損金の認識 (2) (2)

繰延税金 37 (16)

法人税合計 1,759 1,652
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実効税率は26.2％（2024年度：24.2％）であり、オランダの法定法人税率とは異なる。この差異は以下のとお

りである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

税引前営業利益  6,716  6,815

適用税率 25.8％ 1,733 25.8％ 1,758
     

税額の増（減）は以下に起因する：     

非課税収益 (1.8％) (121) (2.0％) (133)

外国税率の影響 (0.1％) (6) 0.0％ 1

損金不算入費用 2.5％ 165 2.7％ 181

過年度に認識されていなかった税務上の欠損金の認識 (0.0％) (2) (0.0％) (2)

その他の永久差異 (1.0％) (67) (1.0％) (70)

過年度分調整 (1.7％) (114) (1.8％) (121)

税率の変更に伴う調整 0.1％ 4 (0.0％) (1)

繰延税金の取り崩し 1.9％
1 125 (0.0％) (1)

その他特別税目 0.6％ 42 0.6％ 40

法人税合計 26.2％ 1,759 24.2％ 1,652
 

 

1 ホールセール・アンド・ルーラル・セグメントおよび不動産開発セグメントにおける繰越欠損金により生じた一定の繰延税

金資産については、直近数年間に欠損金が生じていること、および将来的に十分な課税所得を稼得できるという合理的な説

得が可能なその他の証拠が不十分であることから、認識が取崩された。その結果、過年度に係る法人所得税費用としてホー

ルセール・アンド・ルーラル・セグメントでは58百万ユーロ、また不動産開発セグメントでは67百万ユーロが計上されてい

る。

 

損金不算入費用は主に、銀行税とオランダの銀行に対する過小資本規制の対象となる支払利息に関するもので

ある。その他の永久差異は主として、資本証券に係る支払利息の税務上の影響から成る。過年度分調整は、納税

申告書の作成および提出時に説明している。

 

第２の柱の法制に基づきラボバンクは、各法域における自身のGloBE（グローバル税源浸食防止ルール）上の

実効税率と最低税率15％との差異についてトップアップ税を支払う義務を有する。ラボバンクは、財務諸表を基

に、未払トップアップ税はゼロまたはその金額に重要性がないと評価している。ラボバンクは、第２の柱の法人

税に関連する繰延税金資産および負債の認識および関連情報の開示に対する例外規定を適用した。

 

47　関連当事者との取引
 

財務上もしくは経営上の決定に関して、一方の当事者が他方の当事者に対する支配力を行使している場合、ま

たは他方の当事者に対する重大な影響力を有する場合、両者は関連当事者とみなされる。通常の業務において、

ラボバンクは、関係当事者との間で、貸出、預金および外貨建取引など、様々な取引を行う。また関連当事者間

の取引には、関連会社、年金基金、共同支配企業、経営委員会および監督委員会との取引も含まれる。これらの

取引は商取引上の条件のもと市場価格に照らして行われている。グループ内取引は連結財務諸表において開示さ

れない。
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ラボバンクの通常の業務運営においては、関連当事者との銀行取引も行われている。これには貸出、預金およ

び外貨建取引が含まれている。これらの取引は商取引上の条件のもと市場価格に照らして行われている。関連当

事者間の取引量、期末現在の未決済残高、および対応する年間の収益および費用は、下表に示されている。経営

委員会メンバーおよび監督委員会メンバーとの取引および残高は注記49に開示されている。年金基金との取引は

注記27に開示されている。

 

 関連会社への投資 その他の関連当事者

単位：百万ユーロ 2025年 2024年 2025年 2024年

貸出金     

期首残高 25 15 16 102

期中供与額 19 12 16 1

期中返済額 (29) (2) - (87)

その他 - - - -

12月31日現在の総貸出金 15 25 32 16

控除：貸出金減損引当金 - - - -

12月31日現在の貸出金合計 15 25 32 16

　     

金融機関からの預金および顧客からの預金     

期首残高 5,522 5,882 72 38

期中預入額 1,007 995 150 190

期中払出額 (1,109) (1,355) (164) (156)

その他 - - - -

12月31日現在の預り金合計 5,420 5,522 58 72

　     

信用関連の偶発債務 198 193 - -

     

収益     

純受取利息 14 11 - -

純受取手数料 299 285 - -

関連当事者との取引による収益合計 313 296 - -

     

費用     

支払利息 167 193 - -

純支払手数料 37 30 - -

関連当事者との取引による費用合計 204 223 - -
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48　外部監査人に係る費用
 

ラボバンクの独立監査法人であるプライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブイ（以下

「PwC」という）ならびにそのメンバーファームおよび／または関連会社によって2025年度にラボバンクおよび

その子会社に提供された役務の費用は、以下に示すとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

 PwCオランダ

PwCの他のネ

ットワーク・

ファーム 合計 PwCオランダ

PwCの他のネ

ットワーク・

ファーム 合計

監査費用 15.5 11.5 27.0 11.1 11.1 22.2

監査関連費用 - - - 2.9 - 2.9

税務アドバイザリー費用 - 0.2 0.2 - 0.5 0.5

その他の非監査業務 - - - - - -

合計 15.5 11.7 27.2 14.0 11.6 25.6
 

 

上記の監査費用は、税務サービス・グループおよびアドバイザリー・グループなど、PwCおよびそのグローバ

ルネットワーク内のその他のメンバーファームによる監査を受けた、ラボバンクおよびその連結グループ事業体

に関連するものである。当該監査費用は、財務諸表の監査に関わるものであり、かかる監査が当年度中に行われ

たかどうかは問わない。

 

ラボバンクの独立監査法人であるプライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブイは、当

行およびその支配企業に対し、法定監査の対象期間において、法定財務諸表の監査のほか、以下のサービスを提

供した（EU規則537／2015、セクション10、サブセクション2.g）。

 

法令上もしくは規制上の要件に基づき必要なその他の監査サービス

・DNB/ECBに提出する規制上の財務報告書の監査

・オランダ金融市場庁（AFM）に提出するコスト・プライス・モデルに関する保証業務

・DNBの預金保証制度に関するISAE 3402保証業務

・単一破綻処理基金に関する合意された手続き

 

以下を含むその他の監査サービス

・サステナビリティ・レポートに関する保証業務

・コスト・アロケーションに関する合意された手続

・財務報告に係る内部統制の有効性に関する保証業務

・資金調達プログラムの更新および同プログラムの下での資金引出に関連して発行されるコンフォート・レ

ター業務

・支配企業および関連企業に対する特定目的の財務諸表監査
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49　監督委員会および経営委員会に係る報酬
 

監督委員会メンバーおよび経営委員会メンバーは、本連結財務諸表の注記54に記載されている。ラボバンクは

経営委員会および監督委員会のメンバーを重要な経営幹部とみなしている。経営委員会メンバーは注記41に開示

されている特定の役職員に含まれる。経営委員会のメンバーに対する報酬は以下のとおりである。

 

 

従業員

短期給付金 退職後給付金 合計

単位：千ユーロ 給与 その他 年金制度

個人年金

拠出金  

ステファーン・デクラーネ、CEO 1,255 78 29 297 1,659

バス・ブラウワース、CFO 1,057 - 32 245 1,334

エルス・カンプポフ、ホールセール・ア

ンド・ルーラル
869 48 34 195 1,147

カルロ・ファン・ケメナーデ、リテール

NL
978 - 29 224 1,230

フィンセント・マーフテンベルク、CRO 869 43 29 195 1,136

フィリップ・ヴォロー、COO 1,416 122 34 340 1,912

ジャニノ・フォス、CHRO 869 2 32 195 1,098

ララ・ヨカリーニ、ベンダー・ファイナ

ンス
869 30 29 195 1,123

アレクサンダー・ツワート、CITO 869 2 31 195 1,097

2025年度合計 9,051 325 279 2,081 11,736

経営委員会現メンバー 8,078 294 443 1,662 10,477

経営委員会旧メンバー 400 995 26 80 1,500

2024年度合計 8,478 1,289 469 1,742 11,977
 

 

2025年度末現在において、経営委員会メンバーに対するDRNの発行済口数は25,523口である（2024年度：

37,772口）。経営委員会メンバーの年金制度は集団型確定拠出制度に分類される。経営委員会メンバーの年金積

立の基準となる2025年度の最大収入は137,800ユーロである。この金額を超える収入は年金給付の対象とならな

い。同収入部分については、経営委員会メンバーは個人年金拠出を受け取っている。経営委員会メンバーには自

動車をリースする権利が認められている。
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監督委員会のメンバーの報酬は以下のとおりである。この報酬は、各種委員会での職務にも依存している。そ

れらの委員会の構成の詳細は年次報告書に記載されている。報酬の内訳は以下のとおりである。

 
単位：ユーロ 報酬

会長 239,096

メンバー 97,812

  

追加報酬  

監督委員会副会長 32,604

監査委員会 21,736

リスク委員会 21,736

協同組合総務委員会 21,736

人事・報酬委員会 10,868

任命委員会 10,868

金融経済犯罪委員会委員長およびメンバー
1 10,868

 

 

1 臨時委員会

 

下表は、個々の監督委員会メンバーの報酬を示している。

 
単位：千ユーロ 報酬額

マリヤン・トロンペッター 250

ヨハン・ファン・ホール 163

サンドラ・ベレンドセン 98

ドリーク・デスメット 100

ミリアム・ファン・ドンゲン 119

マシュー・エルダーフィールド 167

ブライアン・ハーマン（2025年９月17日メンバー就任） 28

ゲイル・クリントワース 126

マルク・ペンサール 115

バート・ゼヘルス（2025年９月17日メンバー就任） 28

ペイトリ・ホフステー（2025年３月３日メンバー退任） 17

2025年度合計 1,211

2024年度合計 1,177
 

 

ラボバンクでは、監督委員会の委員長は、メンバー評議会総会議長など、協同組合に関連する複数の職務を

担っている。

 
単位：百万ユーロ 経営委員会 監督委員会

貸出金、前払金および保証金 2025年 2024年 2025年 2024年

１月１日現在残高 3.3 3.7 2.1 2.2

期中供与額 0.2 - - -

期中返済額 (0.3) - (0.2) (0.4)

辞任に伴う減額 - (1.4) - (1.3)

就任に伴う増額 - 1.1 0.7 1.5

12月31日現在残高 3.2 3.3 2.5 2.1
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在職中の経営委員会メンバーのうち、ラボバンク証書に個人的に投資をしているメンバーはいない。在職して

いた経営委員会メンバーに係る貸出金、前払金および保証金、ならびに平均金利は以下のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 貸付残高 平均金利（％）

2025年12月31日現在   

バス・ブラウワース 0.7 1.5

エルス・カンプポフ 0.3 1.3

カルロ・ファン・ケメナーデ 0.9 2.0

ジャニノ・フォス 1.1 1.6

ララ・ヨカリーニ 0.1 1.1

アレクサンダー・ツワート 0.1 5.3
 

 

単位：百万ユーロ 貸付残高 平均金利（％）

2024年12月31日現在   

バス・ブラウワース 0.7 1.5

エルス・カンプポフ 0.4 1.3

カルロ・ファン・ケメナーデ 0.9 1.9

ジャニノ・フォス 1.1 1.6

ララ・ヨカリーニ 0.1 1.1

アレクサンダー・ツワート 0.1 5.3
 

 

在職していた監督委員会メンバーに係る貸出金、前払金および保証金、ならびに平均金利は以下のとおりであ

る。

 
単位：百万ユーロ 貸付残高 平均金利（％）

2025年12月31日現在   

サンドラ・ベレンドセン 1.3 3.8

マリヤン・トロンペッター 0.6 3.0

バート・ゼヘルス 0.6 2.0
 

 

単位：百万ユーロ 貸付残高 平均金利（％）

2024年12月31日現在   

サンドラ・ベレンドセン 1.5 3.8

マリヤン・トロンペッター 0.6 3.0
 

 

上表に記載されていない監督委員会メンバーは2025年度末現在において貸出金、前払金および保証金を受けて

いなかった。経営委員会メンバーおよび監督委員会メンバーを相手方とするこれらの取引は、従業員向け条件に

基づいて、および／または監督委員会メンバーについては市場金利に基づいて、本人と直接締結された。金利

は、通貨、合意された固定金利期間および取引が完了した時点または新たな固定金利が適用された時点を含む要

因によって決まる。
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50　主要子会社
 

2025年12月31日現在 持株 議決権

主要子会社   

オランダ   

DLL・インターナショナル・B.V. 100％ 100％

BPD・ヨーロッパ・B.V. 100％ 100％

オプフィオン・N.V. 100％ 100％

北米   

ユトレヒト・アメリカ・ホールディング・インク 100％ 100％

南米   

バンコ・ラボバンク・インターナショナル・ブラジル・S.A. 100％ 100％

オーストラリアおよびニュージーランド   

ラボバンク・オーストラリア・リミテッド 100％ 100％

ラボバンク・ニュージーランド・リミテッド 100％ 100％
 

 

上表記載の子会社はすべて連結されている。2025年度において、配当の支払または借入金の返済および前受金

の返済に重大な制約があった子会社はなかった。子会社がラボバンクに配当を支払う可能性は、現地の規制上の

要件、法定準備金および業績を含む様々な要因に左右される。

 

W&Rセグメントのいくつかのストラクチャード・エンティティについては、ラボバンクが過半数の議決権を保

持している場合も連結対象外とされる。それらのストラクチャード・エンティティが連結されていないのは、関

連する活動とその変動リターンが契約の第三者によって決定されるためである。

 

ラボバンクは、過半数に満たない議決権しか保持していないものの、ベンダー・リース事業の一部として

「リース」セグメントのいくつかの事業体を支配している。これは、支配権が議決権ではなく経営参加によって

決定されるためである。
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51　金融資産の譲渡および担保として提供された金融資産
 

51.1　リバース・レポ取引および証券借入取引

ラボバンクが締結しているリバース・レポ取引および証券借入契約は、「金融機関に対する貸出金および預け

金」または「顧客に対する貸出金および預け金」に含まれており、その金額は下記のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金融機関に対する貸出金および預け金 27,031 19,594

顧客に対する貸出金および預け金 21,771 15,907

リバース・レポ取引および証券借入取引合計 48,802 35,501
 

 

リバース・レポ取引および証券借入契約の条件に従ってラボバンクは担保を受領しており、その条件によれ

ば、ラボバンクは担保を第三者に担保として再設定するまたは売却することができる。この契約条件に基づき受

領した証券の公正価値総額は、2025年12月31日現在において49,675百万ユーロ（2024年度：35,294百万ユーロ）

であった。契約の条件に従い、その証券の一部は、担保として再設定されたか、または売却された。これらの取

引は、標準的なリバース・レポ取引および証券借入契約の通常の条件に基づき実行された。ほぼすべての関連す

るリスクおよび便益が取引相手に帰属することから、当該証券は財政状態計算書において認識していない。担保

として支払われた金額と同等の価額の受取債権が認識されている。

 

51.2　レポ取引および証券貸出契約

ラボバンクが締結しているレポ取引および証券貸出契約は、「金融機関預り金」および「顧客預り金」に含ま

れており、その金額は下記のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金融機関預り金 34 399

顧客預り金 66 149

レポ取引および証券貸出契約合計 100 548
 

 

ラボバンクは2025年12月31日現在、帳簿価額107百万ユーロ（公正価値と同額）（2024年度：546百万ユーロ）

の利付証券をレポ取引の担保として提供している。取引相手はこれらの証券を売却するまたは担保として再設定

する権利を保持している。ラボバンクはこれらの取引を、標準的なレポ取引および証券貸出取引契約の通常の条

件に基づき実施した。当行は、証券の価値が変動した場合、証券または現金を担保として提供または受領するこ

とがある。信用および市場リスクを含め、ほぼすべての関連するリスクおよび便益がラボバンクに帰属すること

から、当該証券の認識は中止されていない。担保として受け取った金額と同等の価額の負債が認識されている。
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51.3　証券化

ラボバンクの財務活動および流動性管理の一環として、および信用リスクを縮小する目的で、特定の金融資産

からのキャッシュ・フローは第三者に移転される（真正売買取引）。これらの取引の対象となる金融資産のほと

んどは、特別目的事業体に移転した住宅ローンおよび他のローン・ポートフォリオで、その特別目的事業体は連

結している。その資産は、証券化の後も引き続き、主に「顧客に対する貸出金および預け金」の項目の下でラボ

バンクの財政状態計算書において認識される。証券化資産は、注記2.15において言及された会計方針に従って測

定される。

 

自己資産の証券化に関連して移転された金融資産の帳簿価額は61,486百万ユーロ（2024年度：67,485百万ユー

ロ）で、関連する負債は61,009百万ユーロ（2024年度：66,657百万ユーロ）である。移転された資産の約90％

（2024年度：87％）は流動性の目的のために内部で証券化されている。ラボバンクがスポンサー（ニエー・アム

ステルダム）となっている資産の帳簿価額は、3,102百万ユーロ（2024年度：3,118百万ユーロ）であり、関連す

る負債は3,103百万ユーロ（2024年度：3,118百万ユーロ）であった。ラボバンクは規制上の理由から、ニエー・

アムステルダムが発行するコマーシャル・ペーパーの５％から６％を保持している。

 

51.4　（偶発）債務の担保として提供した金融資産の帳簿価額

下記の資産を、取引相手に保証を提供する目的で（偶発）債務の担保として提供した（レポ取引、証券貸出お

よび自己資産の証券化に係る担保を除く）。ラボバンクが債務不履行に陥った場合、取引相手は担保を用いて債

務を清算できる。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

現金および現金同等物 55 190

金融機関に対する貸出金および預け金 2,092 3,305

顧客に対する貸出金および預け金 33,694 34,097

トレーディング金融資産 23 193

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 472 437

担保として提供した資産合計 36,336 38,222
 

 

52　ストラクチャード・エンティティ
 

52.1　連結ストラクチャード・エンティティ

ストラクチャード・エンティティは、議決権または同等の権利が、誰が事業体に対する支配力を行使している

かを判断するにあたって決定的な要因とならないように組成された事業体である。ラボバンクは、資金調達活動

や流動性管理の一貫としておよび信用リスクの低減を目的として住宅ローンおよびその他のローン・ポートフォ

リオを証券化するために、ストラクチャード・エンティティを使用している。それらの貸出金は実際にストラク

チャード・エンティティに移転される。自己資産の証券化は、ラボバンク、オプフィオンおよびDLLによってな

されている。ラボバンクは融資枠の供与に加え、すべての自己資産の証券化についてスワップの相手方となって

取引を行っている。
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ラボバンクは、ニエー・アムステルダム・レシーバブルズ・コーポレーションにおいてスポンサーとなってい

る。ニエー・アムステルダムは様々な通貨建の資産担保コマーシャル・ペーパー（以下「ABCP」という）を発行

し、コマーシャル・ペーパー市場を通じてラボバンクの顧客に流動性を提供している。ラボバンクは、助言を提

供すると共にこのプログラムを管理し、ABCPを販売し、原取引およびこのプログラム自体のために現金の融資

枠、信用リスク補完およびその他の融資枠を提供している。

 

ラボバンクは、自己資産の証券化ビークルおよびニエー・アムステルダムへの関与に関して変動的な収益に対

するエクスポージャーを有する、または当該収益に対する権利を有することから、それらの事業体を連結してい

る。さらに、ラボバンクは、それらの事業体に対する支配権を有することにより、投資家の収益金額に影響を与

える選択権も有している。

 

52.2　非連結ストラクチャード・エンティティ

非連結ストラクチャード・エンティティとは、ラボバンクが支配権を有していないすべてのストラクチャー

ド・エンティティを指す。それらの持分は主に、証券化ビークルの負債証券およびプライベート・エクイティ持

分から成っている。それらの負債証券の金額は、ほとんど常に当該ビークルの総資産に比較して限定的である。

ラボバンクは通常、発行済負債証券または信用枠によりそれら証券化ビークルに資金を補充している。

 

下表は、非連結ストラクチャード・エンティティに対するラボバンクの持分の性質およびリスクを一覧にした

ものである。非連結ストラクチャード・エンティティの規模は一般に、資産および偶発債務の帳簿価額を反映す

る。最大エクスポージャーは、以下の表に開示されている帳簿価額に等しい。

 

ラボバンクが持分を有していないスポンサー付、非連結ストラクチャード・エンティティからの利益はない

（2024年度：なし）。

 
単位：百万ユーロ 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

ラボバンクが認識した資産 証券化 その他 合計 証券化 その他 合計

トレーディング金融資産 - 8 8 - 11 11

強制的に公正価値で測定される金融資

産

- 1,432 1,432 - 1,425 1,425

デリバティブ - - - - - -

顧客に対する貸出金および預け金 507 168 675 527 151 678

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する金融資産

- - - - - -

関連会社への投資 1 149 150 - 175 175

ラボバンクが認識した金融資産合計 508 1,757 2,265 527 1,762 2,289

       

ラボバンクが認識した負債       

デリバティブ 53 - 53 12 - 12

顧客預り金 220 - 220 268 - 268

ラボバンクが認識した負債合計 273 - 273 280 - 280
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53　後発事象
 

開示すべき後発事象は特にない。

 

54　財務諸表の承認
 

本財務諸表は、監督委員会および経営委員会により2026年３月５日に署名された。本財務諸表は、2026年４月

８日開催予定のメンバー評議会総会において、承認を受けるために提出する予定である。ラボバンクの財務諸表

の承認に関し定款は次のとおり定めている。「財務諸表の承認決議は、メンバー評議会総会における有効投票の

絶対多数の賛成によって成立する。」

 

経営委員会

ステファーン・デクラーネ、会長

バス・ブラウワース、CFO

フィンセント・マーフテンベルク、CRO

エルス・カンプホフ、メンバー

カルロ・ファン・ケメナーデ、メンバー

フィリップ・ヴォロー、メンバー

ジャニノ・フォス、メンバー

ララ・ヨカリーニ、メンバー

アレクサンダー・ツワート、メンバー

 

監督委員会

マリヤン・トロンペッター、会長

ヨハン・ヴァン・ホール、副会長

サンドラ・ベレンドセン

ドリーク・デスメット

ミリアム・ファン・ドンゲン

マシュー・エルダーフィールド

ブライアン・ハーマン

ゲイル・クリントワース

マルク・ペンサール

バート・ゼヘルス
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財政状態計算書
 

財政状態計算書

（利益処分前）
注記 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産          

現金および中央銀行預

け金残高
1  60,697  11,159,143  83,528  15,356,623

短期政府証券 2  174  31,990  227  41,734

金融機関相互間の

証券取引
 26,094  4,797,382  19,266  3,542,054  

金融機関に対するその

他の貸出金および預け

金

 13,934  2,561,766  16,109  2,961,640  

金融機関に対する貸出

金および預け金
3  40,028  7,359,148  35,375  6,503,694

公共セクターへの

貸出金
 1,139  209,405  1,047  192,491  

民間セクターへの

貸出金
 416,081  76,496,492  398,972  73,351,002  

金融機関相互間の

証券取引
 22,210  4,083,309  16,367  3,009,073  

顧客に対する貸出金お

よび預け金
4  439,430  80,789,206  416,386  76,552,566

利付証券 5  28,676  5,272,083  18,075  3,323,089

株式 6  315  57,913  70  12,870

グループ会社に対する

持分
7  17,987  3,306,910  17,641  3,243,298

その他の持分投資 8  1,743  320,451  1,490  273,937

無形資産 9  274  50,375  330  60,671

有形固定資産 10  870  159,950  955  175,577

その他資産 11  3,387  622,700  3,673  675,281

デリバティブ 12  20,323  3,736,384  24,183  4,446,045

資産合計   613,904  112,866,250  601,933  110,665,382
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注記 2025年12月31日現在 2024年12月31日現在

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

負債          

金融機関相互間の

証券取引
 34  6,251  399  73,356  

金融機関に対するその

他の負債
 12,152  2,234,145  13,599  2,500,176  

金融機関預り金 14  12,186  2,240,396  13,998  2,573,532

貯蓄性預金  190,219  34,971,763  173,662  31,927,759  

金融機関相互間の

証券取引
 66  12,134  52  9,560  

その他顧客預り金  227,873  41,894,451  221,868  40,790,432  

顧客預り金 15  418,158  76,878,348  395,582  72,727,751

発行済負債証券 16  102,423  18,830,469  106,698  19,616,427

その他負債 17  2,988  549,344  3,725  684,841

デリバティブ 12  16,397  3,014,588  20,565  3,780,875

引当金 18  530  97,441  633  116,377

劣後債務 19  6,010  1,104,939  7,909  1,454,070

   558,692  102,715,524  549,110  100,953,874

ラボバンク証書  6,909  1,270,220  6,909  1,270,220  

資本証券  3,980  731,723  4,972  914,102  

再評価準備金  19  3,493  (73)  (13,421)  

法定準備金  (83)  (15,260)  463  85,123  

その他準備金  39,481  7,258,582  35,454  6,518,218  

当期純利益  4,906  901,968  5,098  937,267  

資本 20  55,212  10,150,726  52,823  9,711,509

資本および負債合計   613,904  112,866,250  601,933  110,665,382
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損益計算書
 

損益計算書 注記
2025年12月31日

に終了した年度

2024年12月31日

に終了した年度

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息 21 20,557 3,779,404 22,898 4,209,797

支払利息 21 11,536 2,120,894 13,921 2,559,376

純受取利息 21 9,021 1,658,511 8,977 1,650,421

      

受取手数料 22 2,581 474,517 2,417 444,365

支払手数料 22 347 63,796 318 58,464

純受取手数料 22 2,234 410,721 2,099 385,901

　      

持分からの利益 23 1,520 279,452 1,099 202,051

      

外部取引先とのトレーディング・ポート

フォリオからの利益／（損失）
 738 135,681 633 116,377

グループ会社とのトレーディング・ポー

トフォリオからの利益／（損失）
 (324) (59,567) 401 73,724

投資ポートフォリオからの利益／（損

失）
 (24) (4,412) (27) (4,964)

財務取引からの純利益  390 71,702 1,007 185,137

      

その他収益  161 29,600 91 16,730

収益合計  13,326 2,449,985 13,273 2,440,241

　      

人件費 24 4,911 902,887 4,761 875,310

その他一般管理費  1,553 285,519 1,467 269,708

減価償却費  224 41,182 264 48,536

営業費用  6,688 1,229,589 6,492 1,193,554

関連会社への投資に係る減損  - - 72 13,237

金融資産に係る減損費用  318 58,464 (46) (8,457)

規制上の賦課金 25 199 36,586 232 42,653

税引前営業利益  6,121 1,125,346 6,523 1,199,254

法人税 26 1,215 223,378 1,425 261,986

当期純利益  4,906 901,968 5,098 937,267
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個別財務諸表注記
 

1　作成基準
 

金融監督法第１：１条で言及されている信用機関であるコーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーの個別財務

諸表は、オランダで一般的に公正妥当と認められている会計方針に従って作成されており、オランダ民法典第２

編第９章に含まれている財務報告要件を遵守している。個別財務諸表の会計方針は、オランダ民法典第２編第

362節の８に基づき、ラボバンクの連結財務諸表の作成に用いる会計方針と同一である。会計方針については、

連結財務諸表の注記２「重要性がある会計方針」を参照のこと。ただし、グループ企業に対する持分の測定が純

資産価額に基づいて行われている点が唯一の例外事項である。連結財務諸表のヘッジ会計の仕訳は、コンビネー

ション３（オプション３ RJ）を利用して個別財務諸表にも適用されている。基礎となるヘッジ対象資産が特定

のグループ会社に帰属する場合、この項目は当該グループ会社の資産と負債の組み合わせであることから、ヘッ

ジ会計上の調整は貸借対照表科目「グループ会社に対する持分」に含まれる。ヘッジ会計に関する開示について

は、連結財務諸表を参照のこと。

 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー、ならびにグループの一部を構成する法人事業体および会社は、協

同組合の原則に基づき事業を行う国際的な金融サービス・プロバイダーである。ラボバンクは、アムステルダム

に登記上の事務所を有し、商工会議所番号30046259として登録されている。

 

2　金融商品に係るリスク・エクスポージャー
 

ラボバンクは、組織内の様々なレベルにおいてリスク管理を実施している。最も高いレベルでは、経営委員会

（監督委員会の監理下にある）が、実施するリスク戦略、リスク選好度、方針の枠組みおよび限度額を決定して

いる。監督委員会は、ラボバンクの各業務およびポートフォリオに付随するリスクを定期的に評価している。経

営委員会のメンバーでもある最高リスク管理責任者は、ラボバンク内のリスク管理方針の責任者である。

 

ラボバンクは、単体レベルのリスクを連結レベルのリスクと同様に考えている。したがって、ここでは、連結

財務諸表の注記４「金融商品に係るリスク・エクスポージャー」を参照のこと。単体レベルの支払能力に関する

追加的な情報を以下に表示する。
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支払能力

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（単体）は、法律に定められた複数の最低支払能力ポジションを遵

守しなければならない。支払能力ポジションは比率に基づいて決定される。それらの比率は、適格資本（総資本

比率）、Tier１資本（Tier１比率）および中核的自己資本（普通株等Tier１比率）をリスク調整後資産の合計額

と比較するものである。最低比率はCRD V／CRRに基づいて決定されている。

 

最低資本バッファー

 
 CET１ AT１ Tier１ Tier２ 総所要資本比率

第１の柱 4.50％ 1.50％ 6.00％ 2.00％ 8.00％

資本保全バッファー 2.50％ - 2.50％ - 2.50％

カウンターシクリカル資本バッファー 1.44％ - 1.44％ - 1.44％

システミック・バッファー 0.02％ - 0.02％ - 0.02％

総所要比率 8.46％ 1.50％ 9.96％ 2.00％ 11.96％
 

 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（単体）のCET１比率は20.7％（2024年度：16.6％）である。

 

法的手続および仲裁手続

ラボバンクは、法的手続および仲裁手続にかかる単体レベルでのリスクは連結レベルのリスクと同様に評価さ

れている。これらの手続の説明については、連結財務諸表の注記4.9「法的手続および仲裁手続」を参照のこ

と。コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーに関する法的手続および仲裁手続の内訳金額は、以下のとおり

である。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

訴訟引当金 25 64

偶発債務 29 28
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財政状態計算書に関する注記
 

1　現金および中央銀行預け金残高
 

この項目は、ラボバンクが事業を営む国の中央銀行に預けている要求払預金および最低準備金政策に基づき義

務付けられているデ・ネダーランディッシュ・バンク（オランダ中央銀行）への要求払預金の残高で構成されて

いる。

 

2　短期政府証券
 

この項目は、当初満期が２年までの政府証券に関するものである。短期政府証券の取得原価と市場価値は実質

的に同じである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

投資ポートフォリオ認識分 174 227

短期政府証券合計 174 227
 

 

3　金融機関に対する貸出金および預け金
 

この項目は、利付証券の形態である場合を除く、金融機関に対する貸出金および預け金を表す。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金融機関に対する貸出金および預け金 31,495 25,972

グループ会社に対する貸出金および預け金 8,533 9,403

金融機関に対する貸出金および預け金合計 40,028 35,375

内　劣後部分 1,039 324

　   

金融機関に対する貸出金および預け金の期間別内訳は以下のとおりである：   

要求払い 8,867 14,253

３ヶ月以下 12,038 6,873

３ヶ月超１年以下 10,833 5,590

１年超５年以下 6,110 5,315

５年超 56 49

満期なし 2,124 3,295

金融機関に対する貸出金および預け金合計 40,028 35,375
 

 

有価証券の形態で受け入れた担保の公正価値は26,881百万ユーロ（2024年度：19,268百万ユーロ）である。
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4　顧客に対する貸出金および預け金
 

この項目は、金融機関からの受取債権と利付証券を除く、事業活動の一環として生じた貸出金および預け金で

構成される。

 

有価証券の形態で受け入れた担保の公正価値は21,858百万ユーロ（2024年度：15,699百万ユーロ）である。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

顧客に対する貸出金および預け金の内訳：   

公共セクターへの貸出金 1,139 1,047

民間セクターへの貸出金 416,081 398,972

金融機関相互間の証券取引 22,210 16,367

顧客に対する貸出金および預け金合計 439,430 416,386

　   

この項目には、以下が含まれる：   

内　グループ会社向 98,413 94,399

内　住宅ローン 160,582 156,316

　   

トレーディング・ポートフォリオに認識された貸出金 1,522 481

投資ポートフォリオに認識された貸出金 - -

損益を通じて公正価値で測定する投資ポートフォリオに認識された貸出金 639 630

償却原価で測定する貸出金 437,269 415,275

顧客に対する貸出金および預け金合計 439,430 416,386

　   

貸出金および預け金の期間別内訳は、以下のとおりである：  

要求払い 55,476 52,446

３ヶ月以下 17,455 15,630

３ヶ月超１年以下 28,314 26,621

１年超５年以下 114,746 108,561

５年超 220,093 211,083

満期なし 1,185 934

償却原価で測定する貸出金 437,269 415,275

   

貸出金（政府へのローン、リバースレポを除く）は特定の事業セクターへの

集中度に応じて次のように分類できる：

  

食品・農業 20％ 21％

商業・工業・サービス業 29％ 28％

個人セクター 51％ 51％

合計 100％ 100％
 

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

365/574



5　利付証券
 

この項目は、短期政府証券を除く利付証券である。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

以下の発行体によって発行された利付証券：   

政府 19,476 10,895

その他の発行体 9,200 7,180

利付証券合計 28,676 18,075

　   

利付証券の内訳：   

トレーディング・ポートフォリオ 1,122 1,159

投資ポートフォリオ 27,553 16,913

損益を通じて公正価値で測定する投資ポートフォリオ 1 3

利付証券合計 28,676 18,075

　   

ポートフォリオには以下も含まれる：   

グループ会社発行証券 184 202

　   

ポートフォリオのうち上場証券 28,233 17,716

非上場証券およびグループ会社発行証券 443 359

利付証券合計 28,676 18,075
 

 

6　株式
 

この項目は、株式およびその他非利付証券により構成される。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

内訳は以下のとおりである：   

投資ポートフォリオ 29 27

トレーディング・ポートフォリオ 286 43

株式合計 315 70

　   

ポートフォリオのうち上場株式 272 41

ポートフォリオのうち非上場株式 43 29

株式合計 315 70
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7　グループ会社に対する持分
 

この項目には、グループ会社に対して直接保有する持分が含まれる。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

持分投資の内：   

金融機関 4,746 4,668

その他の事業体 13,241 12,973

グループ会社に対する持分合計 17,987 17,641

　   

持分投資の増減：   

１月１日現在の帳簿価額 17,641 16,925

期中の追加・資本参加 283 632

期中の売却、処分および清算 - (384)

利益 1,207 737

配当／資本償還 (293) (194)

再評価 (850) (76)

その他 (1) 1

12月31日現在の帳簿価額 17,987 17,641
 

 

8　その他の持分投資
 

この項目には、アフメア・B.V.をはじめとする関連会社に対する参加持分が含まれる。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

持分投資の内訳：   

金融機関 - -

その他の事業体 1,743 1,490

その他の持分投資合計 1,743 1,490

　   

持分投資の増減：   

１月１日現在の帳簿価額 1,490 1,245

期中の取得 1 5

期中の処分 (10) (10)

利益／（損失） 323 369

再評価 14 14

減損 - (72)

配当 (75) (61)

12月31日現在の帳簿価額 1,743 1,490
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9　無形資産
 

無形資産は主にソフトウェアから成る。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

１月１日現在の帳簿価額 330 393

期中の取得 50 45

期中の処分 (4) (7)

減価償却 (100) (108)

減損損失 - (4)

為替換算差額およびその他 (2) 11

12月31日現在の帳簿価額 274 330

　   

減価償却累計額および減損損失累計額 1,504 1,437
 

 

10　有形固定資産
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

自己使用の土地・建物 571 660

設備 134 108

使用権資産 165 187

有形固定資産合計 870 955
 

 

単位：百万ユーロ

自己使用の

土地・建物 設備

2025年１月１日現在の帳簿価額 660 108

期中の取得 55 34

期中の処分 - (4)

減価償却 (40) (37)

自己使用の土地・建物と設備間の振替 (31) 31

その他資産への振替 (69) -

為替換算差額およびその他 (4) 2

2025年12月31日現在の帳簿価額 571 134

   

減価償却累計額および減損損失累計額 826 378
 

 

単位：百万ユーロ   

2024年１月１日現在の帳簿価額 724 107

期中の取得 39 45

期中の処分 (2) (5)

減価償却 (61) (39)

減損損失 (8) (1)

減損損失の戻入 13 -

その他資産への振替 (49) -

為替換算差額およびその他 4 1

2024年12月31日現在の帳簿価額 660 108

　   

減価償却累計額および減損損失累計額 984 405
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11　その他資産
 

この項目は、当期税金資産および繰延税金資産、ならびに他の項目に分類できない資産に関するものである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

この項目の内訳は以下のとおりである：   

当期税金資産 83 68

繰延税金資産 581 607

従業員給付資産 9 8

商品および倉庫証券 1,429 1,755

その他 1,285 1,235

その他資産合計 3,387 3,673
 

 

法人税上の連結納税グループ

ラボバンクは複数の国内子会社と共に法人税上の連結納税グループを構成している。当該連結納税グループに

おいて、各参加法人は、当該連結納税グループの法人税の税金負債について連帯責任を負う。

 

12　デリバティブ
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

資産   

この項目の内訳は以下のとおりである：   

第三者とのデリバティブ契約 19,446 22,899

グループ会社とのデリバティブ契約 877 1,284

デリバティブ合計 20,323 24,183

　   

負債   

この項目の内訳は以下のとおりである：   

第三者とのデリバティブ契約 12,673 17,084

グループ会社とのデリバティブ契約 3,724 3,481

デリバティブ合計 16,397 20,565
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以下の表は、ラボバンクのデリバティブ契約の想定元本金額ならびにプラスおよびマイナスの公正価値を示し

ている。

 
単位：百万ユーロ 想定元本金額 公正価値

2025年12月31日現在の残高  資産 負債

デリバティブ    

OTC 7,018,214 13,041 10,057

上場 114,600 1 1

金利契約 7,132,814 13,042 10,058

　    

OTC 447,221 6,612 5,789

上場 - - -

通貨契約 447,221 6,612 5,789

　    

クレジットデリバティブ 4,110 192 38

　    

OTC 13,803 477 512

上場 - - -

その他の契約 13,803 477 512

　    

デリバティブ合計 7,597,948 20,323 16,397
 

 

単位：百万ユーロ 想定元本金額 公正価値

2024年12月31日現在の残高  資産 負債

デリバティブ    

OTC 6,128,489 15,148 10,761

上場 100,002 2 1

金利契約 6,228,491 15,150 10,762

　    

OTC 463,358 8,181 9,372

上場 - - -

通貨契約 463,358 8,181 9,372

　    

クレジットデリバティブ 3,419 56 26

　    

OTC 14,752 796 405

上場 - - -

その他の契約 14,752 796 405

　    

デリバティブ合計 6,710,020 24,183 20,565
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13　トレーディング・ポートフォリオおよび投資ポートフォリオ
 

トレーディング・ポートフォリオおよび投資ポートフォリオの内訳

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

トレーディング・ポートフォリオ   

短期政府証券 - -

顧客に対する貸出金および預け金 1,522 481

利付証券 1,122 1,159

株式 286 43

トレーディング・ポートフォリオ合計 2,930 1,683

　   

投資ポートフォリオ   

短期政府証券 174 227

顧客に対する貸出金および預け金 - -

利付証券 27,553 16,913

株式 29 27

投資ポートフォリオ合計 27,756 17,167

　   

グループ会社の投資ポートフォリオに含まれる額 183 182

　   

　   

投資ポートフォリオの増減   

１月１日現在の残高 17,167 12,067

為替換算差額 (331) 153

期中の取得 18,510 11,494

期中の処分 (7,366) (6,746)

公正価値の変動 10 (128)

その他 (234) 327

12月31日現在の残高 27,756 17,167

　   

投資ポートフォリオの期間別内訳は、以下のとおりである：

要求払い 204 159

３ヶ月以下 221 215

３ヶ月超１年以下 696 309

１年超５年以下 9,848 3,792

５年超 16,758 12,665

満期なし 29 27

投資ポートフォリオ合計 27,756 17,167

　   

損益を通じて公正価値で測定する投資ポートフォリオ   

利付証券 1 3

顧客に対する貸出金および預け金 639 630

損益を通じて公正価値で測定する投資ポートフォリオ合計 640 633
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14　金融機関預り金
 

この項目は、負債証券と劣後債務以外の、以下の金融機関に対する負債額を表す。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金融機関預り金 7,469 9,239

グループ会社預り金 4,590 4,636

中央銀行からの資金供給 - -

その他の持分投資取引に係る預り金 127 123

金融機関預り金合計 12,186 13,998

　   

要求払い 5,701 7,856

３ヶ月以下 1,830 565

３ヶ月超１年以下 999 1,236

１年超５年以下 1,405 1,484

５年超 459 491

満期なし 1,792 2,366

金融機関預り金合計 12,186 13,998
 

 

15　顧客預り金
 

この項目は負債証券以外の顧客預り金で構成されている。顧客預り金には、11十億ユーロ（2024年度：10十億

ユーロ）の中央銀行からの資金供給に対応する顧客預り金も含まれる。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

その他の顧客預り金 409,813 386,763

グループ会社預り金 3,063 3,431

その他の持分投資取引に係る預り金 5,282 5,388

顧客預り金合計 418,158 395,582
 

 

その他の顧客預り金は、自然人、企業、非営利団体・財団のすべての預金勘定および貯蓄勘定、ならびに譲渡

不能の貯蓄債券により構成されている。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

要求払い 370,185 344,368

３ヶ月以下 5,718 8,751

３ヶ月超１年以下 10,602 10,288

１年超５年以下 10,163 9,674

５年超 17,434 18,121

満期なし 4,056 4,380

顧客預り金合計 418,158 395,582
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16　発行済負債証券
 

この項目は、譲渡性預金証書などの非劣後債券およびその他の利付証券に関連している。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

売買可能負債証券 57,248 62,347

その他の負債証券 45,175 44,351

発行済負債証券合計 102,423 106,698

　   

要求払い 3,404 4,691

３ヶ月以下 8,592 6,298

３ヶ月超１年以下 29,141 26,547

１年超５年以下 34,850 42,879

５年超 26,436 26,283

発行済負債証券合計 102,423 106,698
 

 

17　その他負債
 

この項目には、当期税金、証券のショート・ポジション、人件費に係る負債ならびに借入金など、他の項目に

分類できない負債が含まれる。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

この項目の内訳は、以下のとおりである：   

当期税金負債 60 301

その他の負債 2,928 3,424

その他負債合計 2,988 3,725
 

 

18　引当金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

年金制度引当金およびその他退職後給付引当金 189 172

繰延税金負債に関する引当金 4 5

ローン・コミットメントおよび金融保証に係る減損引当金 94 150

その他引当金 243 306

引当金合計 530 633
 

 

従業員給付引当金

従業員給付引当金は、３百万ユーロ（2024年度：４百万ユーロ）の年金制度引当金と186百万ユーロ（2024年

度：168百万ユーロ）のその他の退職後給付引当金からなる。
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その他引当金

 

単位：百万ユーロ

事業再構築

引当金

法務上の問題に

対する引当金

 

その他 合計

2025年１月１日現在の期首残高 63 64 179 306

追加 65 24 63 152

期中取崩し (39) (42) (76) (157)

解除 (21) (21) (16) (58)

2025年12月31日現在の期末残高 68 25 150 243

　     

2024年１月１日現在の期首残高 23 94 234 351

追加 69 25 8 102

期中取崩し (19) (36) (60) (115)

解除 (10) (19) (3) (32)

2024年12月31日現在の期末残高 63 64 179 306
 

 

19　劣後債務
 

これは、劣後借入金に関連する借入金を示している。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

劣後借入金 6,010 7,909

12月31日現在の残高 6,010 7,909
 

 

以下の表に、劣後債務の発行に関する詳細を示している。

 

劣後債務

 
額面価額

（単位：百万）

 

通貨

 

クーポンレート

 

発行年

 

償還期限

90 豪ドル 5.454％ 2022年 2037年

60 豪ドル 5.00％ 2022年 2037年

750
ユーロ 3.875％ 2022年 2032年、

早期償還日は2027年

1,500 米ドル 3.75％ 2016年 2026年

1,250 米ドル 5.25％ 2015年 2045年

1,000 英ポンド 4.625％ 2014年 2029年

1,250 米ドル 5.75％ 2013年 2043年

500 英ポンド 5.25％ 2012年 2027年

7,000 日本円 1.23％ 2022年 2034年、

早期償還日は2029年

300 豪ドル 7.07％ 2022年 2032年、

早期償還日は2027年

200 豪ドル 7.35％ 2022年 2032年、

早期償還日は2027年

20,000 日本円 1.55％ 2023年 2033年、

早期償還日は2028年
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20　資本
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

この項目の内訳は以下のとおりである：   

ラボバンク証書 6,909 6,909

資本証券 3,980 4,972

再評価準備金 19 (73)

法定準備金 (83) 463

その他準備金 39,481 35,454

当期純利益 4,906 5,098

資本合計 55,212 52,823
 

 

ラボバンク証書

2025年６月25日付で、ラボバンク証書はスティヒティング・アドミニストラティー・カントゥール・ラボバン

ク証書財団が発行するのではなく、ラボバンクが直接発行することになった。ラボバンク証書はユーロネクス

ト・アムステルダムに上場している。ラボバンクの所有分を含むラボバンク証書の総数は313,005,461口（2024

年12月31日現在：313,005,461口）であり、１口当たりの額面価格が25ユーロ、総額は7,825百万ユーロ（2024年

12月31日現在：7,825百万ユーロ）である。2025年12月31日現在、資本に認識されているラボバンク証書は6,909

百万ユーロ（2024年12月31日現在：6,909百万ユーロ）で、これは、ラボバンクが外部に発行した総数

276,352,572口（2024年12月31日現在：276,352,572口）の証書を表章し、ラボバンクの普通株等Tier１資本に区

分される。

 

2025年度に支払われた証書１口当たりの現金による分配金は1.625ユーロであった。以下の表に示されている

金額は、ラボバンク証書１口当たり25ユーロの額面価額に基づいている。期中のラボバンク証書の変動から生じ

たキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書に表示している。

 

ラボバンク証書

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

期中の変動：   

期首残高 6,909 7,825

ラボバンク証書の償還 - (916)

期末残高 6,909 6,909
 

 

資本証券

発行と償還に関しては連結財務諸表の注記32「資本証券」を参照のこと。
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資本証券

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

変動は以下のとおりである：   

１月１日現在の残高 4,972 4,975

資本証券の償還 (994) -

その他 2 (3)

12月31日現在の残高 3,980 4,972
 

 

再評価準備金

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

再評価準備金の内訳は以下のとおりである：   

キャッシュ・フロー・ヘッジ (89) (64)

利付証券 108 (102)

株式および非利付証券 (133) (149)

ヘッジ・コスト 133 242

再評価準備金合計 19 (73)

   

変動は以下のとおりである：   

１月１日現在の残高 (73) (107)

為替換算差額 (103) 57

再評価 176 (78)

その他 4 (16)

損益振替額 4 71

利益剰余金への振替 11 -

12月31日現在の残高 19 (73)
 

 

法定準備金

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

法定準備金の内訳は以下のとおりである：   

関連会社への投資に係る利益剰余金 1,305 862

内部開発ソフトウェア 199 210

為替換算差額 (1,587) (609)

法定準備金合計 (83) 463
 

 

変動は次のとおりである：   
１月１日現在の残高 463 (209)

その他準備金から法定準備金への振替 432 343

為替換算差額 (978) 329

12月31日現在の残高 (83) 463
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その他準備金

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

その他準備金の内訳は以下のとおりである：   

年金の再測定 (31) (69)

公正価値測定に指定した金融負債に関する自己の信用リスクに起因する公正価

値の変動 (64) (62)

利益剰余金 39,576 35,585

その他準備金合計 39,481 35,454
 

 

年金の再測定の変動：   

１月１日現在の残高 (69) (75)

年金の再測定 21 6

清算 17 -

12月31日現在の残高 (31) (69)
 

 

公正価値測定に指定した金融負債に関する自己の信用リスクに起因する公正価

値の変動：   

１月１日現在の残高 (62) (52)

公正価値の変動 (4) (12)

認識中止時の実現 2 2

12月31日現在の残高 (64) (62)
 

 

利益剰余金の変動：   

１月１日現在の残高 35,585 32,398

前期利益 5,098 4,287

第三者への分配金 (644) (667)

法定準備金への振替 (432) (343)

再評価準備金への振替 (19) (9)

ラボバンク証書の償還 - (85)

資本証券の償還 (6) -

年金制度の清算 (17) -

その他の変動額 11 4

12月31日現在の残高 39,576 35,585
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準備金はメンバー間で分配できない。

 

ラボバンクの連結財務諸表は、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーおよびそのグループ会社の財務デー

タが含まれている。ラボバンクの連結純利益は4,957百万ユーロ（2024年度：5,163百万ユーロ）、個別財務諸表

におけるラボバンクの純利益は4,906百万ユーロ（2024年度：5,098百万ユーロ）であった。差額の51百万ユーロ

（2024年度：65百万ユーロ）は、その他非支配持分に帰属する利益に該当する。

 

以下の表は、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーの資本金と連結グループ企業の資本金との間の調整を

示したものである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

オランダ民法典第２編第９章に基づくラボバンクの資本金 55,212 52,823

非支配持分 639 621

IFRSに基づく資本金（連結財務諸表に表示された金額） 55,851 53,444
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損益計算書に関する注記
 

21　純受取利息
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

受取利息   

現金および現金同等物 2,250 3,914

金融機関に対する貸出金および預け金 1,130 1,708

顧客に対する貸出金および預け金 16,756 17,635

トレーディング金融資産 114 137

強制的に公正価値で測定される金融資産 22 11

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 708 425

デリバティブ (452) (976)

その他 30 44

受取利息合計 20,558 22,898

　   

支払利息   

金融機関預り金 624 1,058

顧客預り金 6,915 7,940

発行済負債証券 3,507 4,216

トレーディング金融負債 37 37

公正価値測定に指定した金融負債 81 79

劣後債務 360 399

その他 12 192

支払利息合計 11,536 13,921

純受取利息 9,022 8,977
 

 

22　純受取手数料
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

受取手数料   

決済サービス 1,126 1,064

貸出 522 448

その他金融資産の購入および売却ならびに取扱手数料 455 375

保険手数料 363 333

その他の受取手数料－グループ会社 1 2

その他の受取手数料 114 195

受取手数料合計 2,581 2,417

　   

支払手数料   

決済サービス 278 253

取扱手数料 23 26

カストディアン報酬および証券サービス 11 13

グループ会社へのその他の支払手数料 4 3

その他の支払手数料 31 23

支払手数料合計 347 318

純受取手数料 2,234 2,099
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23　持分からの利益
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

株式からの受取配当 - 3

グループ会社の持分からの損益 1,207 737

その他の持分投資からの損益 323 369

持分の処分からの損益 (10) (10)

持分からの利益合計 1,520 1,099
 

 

24　人件費
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

賃金および給与 3,012 2,828

社会保険拠出金および保険料 336 313

年金費用 483 442

研修および旅費交通費 122 122

その他の人件費 958 1,056

人件費合計 4,911 4,761
 

 

内部および外部の平均従業員数は39,500人（2024年度：40,247人）で、その内、オランダ国外の従業員は

2,974人（2024年度：3,031人）である。常勤換算従業員に換算した場合の内部および外部の平均従業員数は

38,838人（2024年度：39,460人）である。

 

25　規制上の賦課金
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

オランダの銀行税 152 154

預金保証制度への拠出金 47 78

規制上の賦課金 199 232
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26　法人税
 

単位：百万ユーロ 2025年 2024年

法人税   

当期税金費用 1,333 1,457

過年度分調整 (116) (114)

繰延税金 (2) 82

法人税合計 1,215 1,425

　   

実効税率 19.8％ 21.8％

適用税率 25.8％ 25.8％
 

 

2025年度に生じた実効税率と適用税率との差異は、主にグループ企業からの収益の純額が含まれていることお

よび資本証券の支払利息が控除されていることによる。

実効税率は19.8％（2024年度：21.8％）であり、オランダ法人税率を適用した結果生じる理論値とは異なる。

この差異は以下のとおりである。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

税引前営業利益  6,121  6,523

適用税率 25.8％ 1,579 25.8％ 1,683

税額の増減は以下に起因する：     

グループ会社に対する持分による増減 (5.1％) (311) (2.9％) (190)

非課税収益 (0.8％) (50) (1.4％) (90)

外国税率の影響 (0.2％) (10) (0.1％) (8)

損金不算入費用 2.5％ 154 2.5％ 166

過年度繰延税金未認識欠損金 (0.0％) (1) 0.0％ (1)

その他の永久差異 (0.8％) (50) (0.8％) (51)

過年度分調整 (1.9％) (116) (1.7％) (114)

税率の変更に伴う調整 - - - -

繰延税金の取り崩し - - 0.0％ (2)

その他の非経常的な税金項目 0.3％ 20 0.5％ 33

法人税合計 19.8％ 1,215 21.8％ 1,425
 

 

損金不算入費用は主に、銀行税とオランダの銀行に対する過小資本規制の対象となる支払利息に関するもので

ある。
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財務諸表に関するその他の注記
 

27　金融機関相互間の証券取引および自由処分権のない資産
 

ラボバンクが締結しているリバース・レポ取引および証券借入契約は、以下の表のとおり「金融機関に対する

貸出金および預け金」または「顧客に対する貸出金および預け金」に含まれている。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金融機関に対する貸出金および預け金 26,094 19,266

顧客に対する貸出金および預け金 22,210 16,367

合計 48,304 35,633
 

 

ラボバンクが締結しているレポ取引および証券貸出契約は、以下の表のとおり「金融機関預り金」および「顧

客預り金」に含まれている。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

金融機関預り金 34 399

顧客預り金 66 52

合計 100 451
 

 

以下の表に示す資産（金融機関相互間の証券取引を除く）は、（偶発）債務の担保として取引相手に提供され

た。仮にラボバンクが債務不履行に陥った場合、取引相手は当該担保を用いて債務を決済することができる。

 
単位：百万ユーロ  2025年 2024年

自由処分権のない資産： 被担保債務の種類：   

金融機関に対する貸出金および預け金 デリバティブ 2,092 3,305

顧客に対する貸出金および預け金 顧客預り金、発行済負債証券 27,038 26,418

利付証券 顧客預り金 495 630

合計  29,625 30,353
 

 

28　偶発債務
 

ラボバンクは、取消不能のローン・コミットメントのほか、顧客に対する金融保証やスタンドバイ信用状から

成る偶発債務を供与している。これらの契約に基づき、第三者が履行義務を果たさない場合に、ラボバンクは、

契約に基づく義務を履行するか、または受益者に対して支払を行わなければならない。以下の表は、偶発債務の

潜在的な最大発生額を示している。

 
単位：百万ユーロ 2025年 2024年

偶発債務の内訳は以下のとおりである：   

金融保証 6,168 8,052

ローン・コミットメント 56,471 55,738

その他のコミットメント 30,051 26,760

偶発債務合計 92,690 90,550

内：   

グループ会社への偶発債務 10,161 10,772
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債務に係る責任の引受

オランダ民法典第２編第403条に基づき、ラボバンクは以下のグループ会社に係る法律上の取引から発生する

債務の責任を引き受けている。

 

・ボーデムグート・B.V.

・デ・ラーヘ・ランデン・インターナショナル・B.V.

・ラボ・ダイレクト・フィナンシーリング・B.V.

・ラボ・ファクタリング・B.V.

・ラボ・フィナンシャル・ソリューションズ・ホールディング・B.V.

・ラボ・グルーン・バンク・B.V.

・ラボ・リース・B.V.

・ラボ・マーチャント・バンク・N.V.

 

ラボバンクは、ラボ・グルーン・バンク・B.V.に係る流動性保証を発行した。

 

法人税上の連結納税グループ

ラボバンクは複数の国内子会社と共に法人税上の連結納税グループを構成している。当該連結納税グループに

おいて、各参加法人は、当該連結納税グループの法人税の税金負債について連帯責任を負う。
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29　主要グループ会社
 

2025年度にグループ会社のいずれも、配当の支払または借入金の返済および前受金の返済に重大な制約を受け

ることはなかった。グループ会社がラボバンクに配当を支払う選択は、現地の規制上の要件、法定準備金および

業績を含む様々な要因に左右される。

 
2025年12月31日現在 持　分 議決権

主要グループ会社   

オランダ   

DLL・インターナショナル・B.V. 100％ 100％

BPD・ヨーロッパ・B.V. 100％ 100％

オプフィオン・N.V. 100％ 100％

北　米   

ユトレヒト・アメリカ・ホールディング・インク 100％ 100％

オーストラリアおよびニュージーランド   

ラボバンク・オーストラリア・リミテッド 100％ 100％

ラボバンク・ニュージーランド・リミテッド 100％ 100％
 

 

30　監督委員会および経営委員会に係る報酬
 

経営委員会メンバーおよび監督委員会メンバーは、注記33に記載されている。経営委員会および監督委員会の

メンバーに対する報酬については、連結財務諸表の注記49「監督委員会および経営委員会に係る報酬」に記載し

ている。

 

31　ラボバンクの利益処分案
 

経営委員会の決議に従い、4,906百万ユーロの利益のうち、644百万ユーロがラボバンク証書と資本証券の保有

者に支払われる。残りの利益は、ラボバンクが保有する一般準備金に繰り入れることをラボバンクは提案してい

る。

 

32　後発事象
 

開示すべき後発事象は特にない。
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33　財務諸表の承認
 

本財務諸表は、監督委員会および経営委員会により2026年３月５日に署名された。本財務諸表は、2026年４月８日

開催予定のメンバー評議会総会において、承認を受けるために提出する予定である。ラボバンクの財務諸表の承認

に関し定款は次のとおり定めている。「財務諸表の承認決議は、メンバー評議会総会における有効投票の絶対多数

の賛成によって成立する。」

 

経営委員会

ステファーン・デクラーネ、会長

バス・ブラウワース、CFO

フィンセント・マーフテンベルク、CRO

エルス・カンプポフ、メンバー

カルロ・ファン・ケメナーデ、メンバー

フィリップ・ヴォロー、メンバー

ジャニノ・フォス、メンバー

ララ・ヨカリーニ、メンバー

アレクサンダー・ツワート、メンバー

 

監督委員会

マリヤン・トロンペッター、会長

ヨハン・ヴァン・ホール、副会長

サンドラ・ベレンドセン

ドリーク・デスメット

ミリアム・ファン・ドンゲン

マシュー・エルダーフィールド

ブライアン・ハーマン

ゲイル・クリントワース

マーク・ペンサール

バート・ゼヘルス
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２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

ラボバンクの2025年度の連結および個別財務書類を参照。

 

３ 【その他】

 

(1) 後発事象

第３の３「事業等のリスク」および第６の３(２)「訴訟」を参照のこと。

 

(2) 訴訟

法的手続および仲裁手続

ラボバンク・グループは、重大な訴訟リスクを引き起こす法律・規制上の環境の中で活動している。その結

果、ラボバンク・グループはオランダおよび米国などの他の諸国において訴訟、仲裁および規制手続に関与し

ている。以下では、ラボバンクおよびラボバンク・グループの財政状態または収益性に重大な影響を及ぼすお

それがあるか、かかる影響をこれまでに及ぼした、2026年５月19日以前の12ヶ月間における政府、法律または

仲裁に関する手続き（ラボバンクが認識している、係争中または発生のおそれがある手続きを含む。）の情報

について述べる。
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マネーロンダリング防止およびテロリスト資金供与防止

2021年末に、オランダ中央銀行（DNB）はラボバンクに対して、オランダのリテール部門のWwftの遵守に関

する不備を是正するよう命じた。指摘された不備は主に、顧客デューディリジェンスの実施、記録および外部

委託、取引のモニタリング、ならびに異常な取引の報告に関するものである。2025年６月、ラボバンクのオラ

ンダのリテール部門は是正プログラムを完了させた。2025年度の残りの期間、ラボバンクは、運用上の完全か

つ持続的な効率を確保するため、是正措置の成果を通常業務にさらに組み入れた。DNBによる是正措置の結果

の検証は2025年度第３四半期に開始され、2026年度中に完了する見込みである。

 

2022年12月、オランダ検察庁（DPP）は、ラボバンクがWwft違反（疑い）に関連した捜査対象となってお

り、刑事捜査を開始したことを発表した。2025年４月９日付のプレスリリースにおいて、DPPはラボバンクを

召喚することを決定し、刑事捜査が最終段階にあることを明らかにした。2025年12月、オランダ税取締調査局

（FIOD）は、（過去および現在の）顧客に関する情報を含む大量のデータの差押えを行った。また、当行は起

訴状の初稿を受領した。この起訴状の草案には具体的な詳細が欠けており、ラボバンクがDPPから具体的など

のような疑いをかけられているのかは不明である。ラボバンクは、かかる差押えの範囲および方法のいずれも

が不適切であると考えており、裁判所に対し正式な苦情申立てを行った。裁判所は2026年３月24日、本申立て

を棄却した。ラボバンクは、最高裁判所に対し上告を行った。現時点で、本件に関する期間および予想される

結果は依然として不透明である。したがって、潜在的な影響の性質や重大性については、重大なものとなる可

能性があると述べる以外に、信頼性をもって見積もることはできない。

 

欧州連合競争法に関する手続き

欧州委員会が2023年11月22日に報道発表を通じて公表した通り、同委員会はドイツ銀行とラボバンクの少数

の行員間の過去のやり取りがEU競争法に違反すると結論付け、ラボバンクに対して26.6百万ユーロの罰金を科

した。これらの手続きは、EEAにおけるユーロ建「SSA」（国際機関債、外国ソブリン債、準ソブリン債／政府

機関債）と政府保証債の流通市場にて2006年から2016年にかけて行われた行為に関するものである。ラボバン

クは同委員会の調査に協力してきたが、結果については落胆している。ラボバンクはECの決定を不服としてEU

一般裁判所に上訴し、これは現在係争中である。罰金はその全額が支払済みである。

 

これに関連して、2022年12月９日、ラボバンクと別の銀行１行に対して、民間原告らによる集団代表訴訟が

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起された。2024年９月11日、裁判所は確定力のある決定として本

訴訟を棄却した。
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ベンチマーク訴訟

ラボバンクは、他の多数のパネル行およびディーラー間ブローカーと共に、米国の連邦裁判所における様々

な推定上の集団訴訟および個別の民事訴訟の被告とされている。これらの訴訟は、米ドル（USD）Libor、日本

円（JPY）Libor、Tibor（注：ラボバンクはTiborのパネル行を務めたことはない）およびEuriborに関するも

のである。また、ラボバンクは、金利ベンチマークに関連する民事訴訟（いずれも集団訴訟）でオランダおよ

びアルゼンチンの様々な裁判所への出廷をラボバンクに命じる訴状および召喚状を受け取った。これらの訴訟

は、ラボバンク・グループ側に責任を生じさせる可能性がある。上記の民事訴訟は、本質的に不確実性を伴う

ため、その結果を予測することは困難である。ラボバンクはこれらの訴訟に対し実質的かつ説得力のある法的

および事実的抗弁を有するという立場を取っている。ラボバンクはこれらの訴訟に対して引続き争う方針であ

る。ラボバンクは、資金流出が発生する可能性が高いともほとんどないとも言えないことから、このベンチ

マーク訴訟のグループを偶発債務と捉えている。ラボバンクは、この偶発債務によって予想される資金流出合

計額について信頼性をもって見積ることはできない。引当金は計上していない。

 

その他の事案

ラボバンクは、引当金が計上されている他の法的手続の対象となっている。これらの事案は、個々での規模

が小さいため、別途開示されていない。上記にて引当金の金額が明示されていない事案に関する引当金の総額

は2025年12月31日時点で36百万ユーロ（2024年12月31日：63百万ユーロ）である。上記にて明示されていない

請求に関する、発生する可能性がほとんどないとは言えない測定可能な偶発債務の最大額は2025年12月31日時

点で45百万ユーロ（2024年12月31日：37百万ユーロ）である。

 

法的請求に関する引当金は、過去の事象の結果として生じる債務について、当該債務を履行するために資金

流出が必要となる可能性が高く、かつ債務額について信頼できる見積りが可能な場合に認識される。ラボバン

クは、訴訟のうち、資金流出を引き起こす可能性がそうでない可能性よりも高い（すなわち、可能性が50％を

上回る）ものがどれであるかを判断するに当たり、複数の要因を考慮に入れている。かかる要因には、訴訟の

種類および根底にある事実関係、各事案の手続プロセスおよびそれまでの経緯、法的機関および仲裁機関の判

決・裁定、ラボバンクの経験および類似事案に関与した第三者の経験（既知の場合）、それまでの類似事案に

おける（第三者の）和解（既知の場合）、利用可能な（潜在的な）償還、ならびに法務アドバイザーおよびそ

の他専門家の助言や意見が含まれる（がこれらに限らない）。同種の事案はまとめられ、また事案によっては

多数の訴訟が含まれていることがある。
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潜在的な見積損失額および引当金は、その時点で入手可能な情報に基づくものであり、その大部分は判断な

らびに多数の異なる仮定、変数および既知・未知の不確実性を前提としている。かかる不確実性には、ラボバ

ンクが入手可能な情報の不正確性または不完全性が含まれることがある（特に、事案の初期段階の場合）。ま

た、ラボバンクが、将来の法的もしくはその他の事例の判決、または監督機関もしくはラボバンクの相手方の

予想される行動もしくは態度に関して立てた仮定が、誤っていたと判明することもある。さらに、法的紛争に

関連して発生する可能性のある損失の見積りは、判断や見積りのために一般的に使用される統計的またはその

他の定量的分析手段を使用して処理することが往々にして不可能である。

 

ラボバンクが、将来的な資金流出のリスクについて、発生する可能性が発生しない可能性よりも高い(more

likely than not)と判断する事案グループは、時間と共に変化する。ラボバンクが潜在的な損失額を見積るこ

とのできる事案数についても、同じことが言える。実務では、見積りがなされたこれらの事案において、最終

結果が、潜在的な見積損失額を大幅に上回ったり下回ったりすることがあり得る。ラボバンクはまた、損失発

生の可能性は高くないと思われるものの、極めて低いわけでもなく、かつ引当金を認識していない法務リスク

から損失を被ることもある。（a）資金流出が発生する可能性は高くないものの、ほとんどないとは言えない

場合、または（b）資金流出が発生する可能性が発生しない可能性よりも高い(more likely than not)もの

の、潜在的な損失額を信頼性をもって見積もることができない場合、偶発債務が開示される。

 

ラボバンクは、罰金が課される前または賠償責任が決定される前に、訴訟もしくは規制手続または捜査で和

解することがある。和解の理由は、(i) 費用および／もしくは経営陣の労力を回避したいという判断、(ii)そ

の他の事業への悪影響の回避、ならびに／または(iii)たとえ、ラボバンクが自らを防御する十分な論拠があ

ると判断した場合でも、賠償責任に関連する紛争の継続による規制・評判上の影響を防止することなどであ

る。さらに、同様の理由により、法律上要求されていないとラボバンクが判断する場合であっても、第三者の

損失を補償することがある。

 

ラボバンクの2025年度連結財務諸表注記「4.9　法的手続および仲裁手続」を参照のこと。
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４【国際財務報告基準(IFRS)と日本における会計原則及び会計慣行の相違】

 

項目
国際財務報告基準(IFRS)

（2025年12月31日現在のもの）

日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

（2025年12月31日現在のもの）

(1) 表示が求められ

る会計期間

(IAS1.38, 38A)

財務諸表で報告されるすべての金額に

ついて、最低１会計期間分の比較情報

を開示しなければならない。

前連結会計年度および当連結会計年度の財務諸

表を併記する。

 

(2) 財政状態計算書

（貸借対照表）と包

括利益計算書（損益

計算書）等の様式

(IAS1.10)

下記の財務諸表※1、2の作成を求めて

いる。

►　連結財政状態計算書

►　連結純損益および包括利益計算書

（１計算書方式）、または連結純損

益計算書と連結包括利益計算書を別

個に作成（２計算書方式）※3

►　連結持分変動計算書

►　連結キャッシュ・フロー計算書

►　会計方針および注記

※1　各計算書の名称については他のも

のを使用することも可。

※2　過去に遡って会計方針を適用（遡

及適用）した場合、財務諸表項目の修

正再表示を行った場合、および財務諸

表項目の組替を行った場合には、上記

財務諸表に加えて、開示される最も古

い比較年度の期首財政状態計算書の作

成も求められる。

※3 １計算書方式と２計算書方式のい

ずれでも可。

下記の財務諸表※1の作成を求めている。

►　連結貸借対照表

►　連結損益計算書および包括利益計算書（１

計算書方式）または連結損益計算書と連結包

括利益計算書を別個に作成（２計算書方

式）※2

►　連結株主資本等変動計算書

►　連結キャッシュ・フロー計算書

►　連結附属明細表

※1　会計方針を遡及適用した場合、財務諸表の

修正再表示を行った場合、および財務諸表の組

替えを行った場合でも、IFRSが求めるような開

示されるもっとも古い比較年度の期首貸借対照

表の追加作成は不要。

※2　１計算書方式と２計算書方式のいずれでも

可。

(3) 特別（異常）損

益の表示

(IAS1.87)

 

収益または費用のいかなる項目も、異

常項目として、包括利益計算書もしく

は損益計算書（表示されている場合）

または注記のいずれにも表示してはな

らない。

特別損益に属するものはその内容を示す名称を

付した科目をもって表示する。
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項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(4) 連結の範囲

(IFRS10.7)

 

支配の概念による。

以下の要件を全て満たす場合に支配を

有するものと判断される。

►　投資先に対してパワーを有してい

る。

►　投資先への関与から生じる変動リ

ターンにさらされている、もしくは

変動リターンに対する権利を有して

いる。

►　投資者のリターンの金額に影響を

与えるようなパワーを、投資先に対

して行使することができる。

 

（IFRS10, B22, B47）

支配の有無を判断する際には、実態を

伴う潜在的議決権を考慮する。その際

は、投資者が保有する潜在的議決権の

みならず、他の当事者が保有する議決

権も踏まえて判断する。

 

（IFRS10, B41, B42）

投資者が投資先の議決権のうち、過半

数に満たない部分しか保有していない

場合であっても、いわゆる「事実上の

支配」が成立する可能性がある。

 

（IFRS10, 18, B58）

支配の有無の判断にあたり、意思決定

保有者が意思決定権を本人として自身

の利益のために行使するか、代理人と

して他の当事者のために行使するかを

考慮しなければならない。

（連結財務諸表に関する会計基準（以下「連結

会計基準」第6項,第7項,第13項）

支配力の概念による。

親会社が、他の企業の財務および営業または事

業の方針を決定する機関（意思決定機関）を支

配している場合、当該他の企業に対する支配が

存在する。

 

日本基準には、支配の有無の判断にあたり、潜

在的議決権の影響や、意思決定権の行使が本人

と代理人のいずれの立場として行われるか等を

考慮することを明示的に求める規定は存在しな

い。

 

一方、IFRS第10号の「事実上の支配」に一部類

似する考え方として、自らの議決権が過半数に

満たない場合であっても、「緊密な者」と「同

意している者」が所有する議決権を合わせた判

断を行うこと、取締役会の構成、資金調達の状

況および方針決定を支配する契約の存在等を考

慮することを求める規定が存在する。

 

 

(5) 連結の範囲

（例外）

 

 

（IFRS10 付録A）

IFRS第10号に伴い、すべての子会社を

連結しなければならない。日本基準の

ような例外はない。ただし、以下の投

資企業に関する例外規定が適用された

場合は除く。

 

（IFRS10, 31-33）

一定の要件を満たす投資企業について

は、子会社を連結せず、当該投資を

IFRS第９号に基づき、純損益を通じて

公正価値で測定する。

自身が投資企業ではない親会社は、そ

の連結財務諸表において投資企業の会

計処理を適用することは認められな

い。すなわち、米国基準のようなroll-

up処理は認められない。

（連結会計基準第14項）

以下の子会社は連結の範囲から除かれる。

►　支配が一時的であると認められる企業

►　利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれ

のある企業
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項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(6)特別目的事業体

（SPE）およびスト

ラクチャード・エン

ティティ―（SE）

(IFRS10.7)

 

投資者が支配を有すると判断されるス

トラクチャード・エンティティ―

（SE）についても連結対象に含める。

 

 

（連結会計基準第7-2項）

（投資事業組合に関する実務上の取扱い）

一定の特別目的会社につき、一定の要件を満た

す場合には、オリジネーターの子会社に該当し

ないものと推定する。

投資事業の場合、基本的には業務執行権限の有

無により判断する。

(7) 共同支配の取決

め（ジョイント・ア

レンジメント）

（IFRS11.20, 24）

 

共同契約のうち、共同支配事業（ジョ

イント・オペレーション）は、自らの

資産、負債、収益および費用ならびに/

または当事者に共通して発生したそれ

らに対する持分相当額を認識する方法

により会計処理される。ジョイント・

ベンチャーは、持分法により会計処理

される。

共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投

資について、連結財務諸表上、持分法を適用す

る。

 

(8) のれんの当初認

識と非支配株主持分

の測定方法

（IFRS3.19, 32）

 

企業結合ごとに、以下のいずれかを選

択できる。

1)非支配持分も含めた被取得企業全体

を公正価値で測定し、のれんは非支配

持分に帰属する部分も含めて認識する

方法（全部のれんアプローチ）。

 

2)非支配持分は、被取得企業の識別可

能純資産の公正価値に対する比例持分

相当額として測定し、のれんは取得企

業の持分相当額についてのみ認識する

方法（購入のれんアプローチ）。

のれんとは、被取得企業または取得した事業の

取得原価が、取得した資産および引き受けた負

債に配分された純額を超過する額として算定さ

れる（購入のれんアプローチのみ）。

 

（連結会計基準第20項）

全面時価評価法により、子会社の資産および負

債のすべてを支配獲得日の時価により評価す

る。

 

※IFRSで選択できるような、非支配株主持分自

体を支配獲得日の時価で評価する処理は認めら

れていない。

(9) のれんの取扱い

(IFRS3.B63(a),

IAS36.88,90)

規則的な償却は行わず、減損の兆候が

無くても毎期１回、さらに減損の兆候

がある場合には追加で、減損テストの

対象となる。

20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定

額法その他合理的な方法により償却する。ただ

し、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、

当該のれんが生じた事業年度の費用として処理

することができる。

のれんに減損の兆候がある場合に減損損失を認

識するかどうか判定する。

(10) 自己創設研究

開発費

(IAS38.52-62)

研究費は発生した時点で費用として認

識する。

開発費については、技術上の実行可能

性や使用または売却するという企業の

意図等、一定の要件がすべて立証可能

な場合のみ、無形資産として認識する

（満たさない場合には発生時に費用処

理しなければならない）。

コンピュータ・ソフトウェアの研究開

発費に関する個別の指針はない。

研究開発費は、すべて発生時に費用として処理

しなければならない。

ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当す

る部分も研究開発費として費用処理する。
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項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(11) 借入費用の資

産計上

(IAS23.5,8)

適格資産とは、意図した使用または売

却が可能になるまでに相当の期間を必

要とする資産をいう。

企業は、適格資産の取得、建設または

製造に直接帰属する借入費用を当該資

産の一部として資産化しなければなら

ない。また、上記に該当しない借入費

用を発生時に費用として認識しなけれ

ばならない。

固定資産を自家建設した場合には、適正な原価

計算基準に従って製造原価を計算し、これに基

づいて取得原価を計算する。建設に要する借入

資本の利子で稼動前の期間に属するものは、こ

れを取得価額に算入することができる。

(12) 有形固定資産

解体および除却費用

ならびに原状回復費

用等

(IAS16.16(C), 18,

IAS37.10, 14, 19,

45, 47, IFRIC1.3,

8)

IAS第37号に従い、引当金の認識要件を

満たす解体および除却費用ならびに原

状回復費用等は、有形固定資産の取得

原価に含める。IAS第37号の引当金に

は、法的債務および推定的債務が含ま

れる。

 

有形固定資産が原価モデルで測定され

ており、引当金に係る割引率が事後的

に変更された場合は、引当金を再測定

し、変動額を有形固定資産の取得原価

に加減する。

 

引当金の割引に関する振戻しは、金融

費用として費用計上する。

 

日本基準にある敷金に関する例外処理

は、認められない。

資産除去債務計上額を関連する有形固定資産の

帳簿価額に加える。

資産除去債務は、有形固定資産の除去に関して

法令または契約で要求される法律上の義務およ

びそれに準ずるものを計上する。

 

資産除去債務の割引率は負債計上時に決定し、

その後の変更は行わない（ただし、将来CFの見

積額が増加した場合は、その時点の割引率に変

更し、減少した場合は負債計上時の割引率を用

いる）。

時の経過による資産除去債務の調整額は、損益

計算書上、当該資産除去債務に関連する有形固

定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上す

る。

敷金が資産計上されている場合、簡便的に敷金

の回収が見込めないと認められる金額を合理的

に見積り、当期の負担に属する金額を費用に計

上する方法によることができる。

(13) 有形固定資産

および無形資産の事

後測定

(IAS16.29-31,

IAS38.72, 75)

原価モデルまたは再評価モデルのどち

らかを会計方針として選択し、同一種

類のすべての有形固定資産および無形

資産に適用しなければならない。

再評価モデルを選択した場合、帳簿価

額が報告期間の期末日における公正価

値と大きく相違しないよう、再評価を

定期的に実施しなければならない。

取得原価から減価償却累計額および減損損失累

計額を控除した金額で測定する（再評価は認め

られていない）。

 

(14) 投資不動産　

当初認識後の測定

(IAS40.30)

原価モデルまたは公正価値モデルの選

択が必要である。資産の存続期間にわ

たって選択したアプローチが変更され

る可能性は非常に低い。

（注記による開示だけであるため、特に明示さ

れた基準はなく）原価モデルのみ。
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項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(15) 投資不動産公

正価値モデルでの測

定

(IAS40.33, 35,

53A, 53B, 54)

公正価値モデルを選択する企業は、一

定の場合を除き、すべての投資不動産

を公正価値で評価しなければならな

い。

投資不動産の公正価値の変動は、発生

した期の損益として処理される。

建設中の投資不動産に関しても原則と

して同じ考え方であるが、実務を配慮

した特別な取扱いが定められている。

該当する基準はない。

(16) 減損プロセス

－減損の認識判定に

用いる数値

(IAS36.59)

１段階アプローチ

減損の兆候が存在する場合には、資産

の帳簿価額がその回収可能価額を上回

る場合に、その差額を減損損失として

認識する。

回収可能価額は処分費用控除後の公正

価値と使用価値のいずれか高い金額と

なる。

２段階アプローチ

減損の兆候が存在する場合には、最初に回収可

能性テスト（資産の帳簿価額を、使用および最

終的処分を通じて発生する割引前将来キャッ

シュ・フローの総額と比較する）を行う。その

結果、資産の帳簿価額が割引前キャッシュ・フ

ローの総額よりも大きいため、回収不能と判断

された場合、資産の帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額と使用価値のいずれか高い金

額）まで減額するように減損損失を認識する。

(17) 減損損失の戻

入れ

(IAS36.110, 117,

124)

のれんに関し、その戻入れは禁止され

ているが、他の資産については、毎

年、減損の兆候について検討しなけれ

ばならない。戻入れが必要な場合は、

過年度に減損がなかったとした場合の

（償却または減価償却控除後の）帳簿

価額を上限として、減損損失を戻し入

れる。

あらゆる資産について禁止される。
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(18) リース

借手の会計処理

当初測定

(IFRS 16.6,8,23,

24, 26)

「使用権」資産および対応する金融負

債は財政状態計算書に認識される。

使用権資産および対応するリース負債

は、リース期間にわたり未だ支払われ

ていないリース料の現在価値に相当す

る金額で測定される。

 

短期リース

短期リースはリース期間が12ヶ月以内

のリースと定義されている。借手は、

短期リースについて認識の免除を選択

することができる。この場合、リース

料はリース期間にわたり定額法、また

は借手の便益のパターンをより適切に

表す他の規則的な基礎のいずれかで費

用として認識される。この選択は、使

用権が関連する原資産のクラスごとに

行わなければならない。

 

原資産が少額であるリース

借手は、原資産が少額であるリースに

ついて認識の免除を選択することがで

きる。この場合、リース料はリース期

間にわたり定額法、または借手の便益

のパターンをより適切に表す他の規則

的な基礎のいずれかで費用として認識

される。

リース取引はオペレーティング・リースおよび

ファイナンス・リースに分類される。ファイナ

ンス・リースは解約不能かつフルペイアウトの

要件を充足するリース取引をいい、以下の判定

基準が用いられる。

►　リース期間にわたる解約不能のリース料総

額の現在価値が、見積現金購入価額の概ね

90％以上

►　解約不能のリース期間が、当該リース物件

の経済的耐用年数の概ね75％以上

ファイナンス・リース取引については、通常の

売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

 

リース資産およびリース債務の価額は以下のと

おり。

〈貸手の購入価額が明らかな場合〉

所有権移転：貸手の購入価額

所有権移転外：貸手の購入価額、または、リー

ス料総額（残価保証額を含む）の割引現在価値

のいずれか低い金額

〈貸手の購入金額が不明の場合〉

リース料総額（所有権移転の場合は割安購入選

択権の行使価額を含む）の割引現在価値また

は、借手の見積現金購入価額のいずれか低い金

額

ただし、以下のいずれかを満たす場合、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う

ことができる。

►　重要性が乏しい減価償却資産で、購入時に

費用処理する方法が採用され、リース料総額

が当該基準額以下のリース取引

►　リース期間が１年以内のリース取引

►　（所有権移転外のみ）事業内容に照らして

重要性の乏しい、契約１件当たりのリース料

総額が300万円以下のリース取引

(19) リース

借手の会計処理

減価償却方法

(IFRS 16.31)

借手は、使用権資産を減価償却する際

にIAS第16号「有形固定資産」の減価償

却の要求事項を適用しなければならな

い。

所有権移転外ファイナンス・リースについて

は、企業の実態に応じたものを選択適用する。

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と

同一である必要はない。

所有権移転ファイナンス・リースについては、

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と

同一の方法を適用する。
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(20) リース

借手の会計処理

償却期間

(IFRS 16.32)

リース開始日から使用権資産の耐用年

数の終了時までの期間と、リース開始

日からリース期間の終了時までの期間

のいずれか短い期間を償却期間とす

る。

ただし、リース期間の終了時に所有権

が移転する場合または購入オプション

の行使が使用権資産の取得原価に反映

されている場合（つまり、購入オプ

ションの行使が合理的に確実である場

合）には、リース開始日から原資産の

耐用年数の終了時までの期間を償却期

間とする。

所有権移転外ファイナンス・リースの償却期間

は、リース期間（再リース期間をリース期間に

含めている場合は、再リース期間を含む年数）

である。

所有権移転ファイナンス・リースの償却期間

は、リース資産の経済的耐用年数である。

(21) リース

貸手の会計処理

分類

(IFRS 16.61-65)

リースは、原資産の所有に伴うリスク

と経済価値のほとんどすべてを移転す

る場合には、ファイナンス・リースに

分類される。それ以外の場合にはオペ

レーティング・リースに分類される。

数値基準はない。

リースは、所有に伴うリスクと経済価値のほと

んどすべてが借手に移転する場合には、ファイ

ナンス・リースに分類される。

ファイナンス・リースの分類には数値基準があ

る。上記（18）を参照のこと。

(22) リース

貸手の会計処理

ファイナンス・リー

スの会計処理

(IFRS 16.67,

付録 A)

開始日において、貸手はファイナン

ス・リース債権を正味リース投資未回

収額に等しい金額で認識しなければな

らない。正味リース投資未回収額は、

リース料と無保証残存価値をリースの

計算利子率で割り引いた現在価値であ

る。

ファイナンス・リースの貸手は、リース開始日

にリース債権（リース投資資産）を認識する。

利息相当額は、次のいずれかの方法を継続的に

適用して各期へ配分される。

(1) リース取引開始日に売上高と売上原価を計

上

(2) リース料受取時に売上高と売上原価を計上

(3) 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配

分

各期における利息相当額は、いずれの方法を採

用しても、同額となる。

(23) リース

貸手の会計処理

オペレーティング・

リースの会計処理

(IFRS 16.81)

リース料は定額法で、または他の規則

的な基礎の方が原資産の使用による便

益が減少するパターンをより適切に表

す場合には当該基礎を適用して、収益

として認識される。

リース料はリース期間にわたり収益として認識

される。
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(24) 金融商品の当

初測定

（初日の利得／損

失）

 

通常は取引価格が金融商品の当初認識

日における公正価値の最善の証拠とさ

れる。

ただし、金融商品の当初認識時の公正

価値が取引価格と異なると判断される

場合、その当初認識時の公正価値につ

いて、同一の資産または負債の活発な

市場における相場価格の証拠があると

き、または観察可能な市場からのデー

タのみを用いた評価技法に基づいてい

るときには、当初認識時の公正価値と

取引価格との差額は初日の利得または

損失として認識する。

これに対して、上記条件を満たさない

評価技法に基づく当初認識時の公正価

値が取引価格と異なる場合には、当初

認識時の公正価値と取引価格との差額

は初日の利得または損失として認識し

ない。(IFRS9.B5.1.2A、B5.2.2A)

時価と取引価格が異なる場合、差額は取引の実

態に応じて処理するものとされ、具体的な取扱

いは明記されていない。（金融商品会計に関す

る実務指針 243）
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(25) 金融資産の分

類

 

►　負債性金融商品に対する投資

負債性金融商品に対する投資は、事業

モデルと契約上のキャッシュ・フロー

特性に基づいて以下の3つの測定区分に

分類される。

(1) 償却原価：契約上のキャッシュ・

フローを回収するために金融資産を保

有することを目的とする事業モデルの

中で金融資産が保有されており、か

つ、対象となる金融資産の所定の日に

生じる契約上のキャッシュ・フローが

元本と利息の支払いのみ（SPPI）から

なる場合

(2) その他の包括利益を通じて公正価

値（FVOCI）：契約上のキャッシュ・フ

ローの回収および売却の両方により目

的が達成される事業モデルの中で金融

資産が保有されており、対象となる金

融資産の所定の日に生じる契約上の

キャッシュ・フローがSPPIからなる場

合

(3) 純 利 益 を 通 じ て 公 正 価 値

（FVPL）：金融資産が上記のいずれに

も該当しない場合

 

►　資本性金融商品に対する投資

資本性金融商品に対する投資は純損益

を通じて公正価値で測定される。しか

し、当初認識時に、売買目的で保有さ

れていない資本性金融商品の公正価値

の変動を、その他の包括利益に表示す

るという取消不能な選択をすることが

できる（OCIオプション）。その他の包

括利益に表示された金額を事後的に純

損益に振り替えてはならない。しか

し、企業が利得または損失の累計額を

資本の中で振り替えることはできる。

（ IFRS 9.4.1.1, 4.1.2, 4.1.2A,

4.1.3, 4.1.4, 5.7.5, B5.7.1,

B5.7.1A）

金融資産は、原則として法的形態をベースに、

有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブな

どに分類して規定が定められている。さらに、

有価証券については、売買目的有価証券、満期

保有目的の債券、子会社および関連会社株式、

その他有価証券に分類される。
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(26) 金融資産の認

識の分類の変更

 

企業は、金融資産の管理に関する事業

モデルを変更した場合に、かつその場

合にのみ、影響を受けるすべての金融

資産を分類変更しなければならない。

金融資産を分類変更する場合には、企

業は分類変更日から将来に向かって分

類変更を適用しなければならない。

(IFRS 9.4.4.1, 5.6.1)

原則として、有価証券の保有目的区分は当初の

意図に基づくものであり、正当な理由がなく変

更することはできない。

満期保有目的の債券からの再分類を行った場合

には、その後２事業年度内の満期保有目的の債

券への分類を禁止する規定がある。

なお、資金運用方針の変更または法令もしくは

基準などの改正もしくは適用に伴い、有価証券

のトレーディング取引を行わないこととした場

合には、すべての売買目的有価証券をその他有

価証券に振り替えることができる。

逆に、有価証券のトレーディング取引を開始す

ることとした場合、または有価証券の売買を頻

繁に繰り返したことが客観的に認められる場合

には、その他有価証券を売買目的有価証券に振

り替えなければならない。

(27) 金融資産の認

識の中止

(IFRS 9)

リスク経済価値アプローチに基づき、

金融資産の認識を中止する。

金融資産の所有に係るリスクと経済価

値のほとんどすべてを移転したわけで

も、ほとんどすべてを保持しているわ

けでもない場合は、「支配」の有無を

検討する。引き続き支配を保持してい

る場合は、継続的関与アプローチに基

づき認識を継続する。

財務構成要素アプローチに基づき、金融資産の

消滅を認識する。

 

(28) 公正価値オプ

ション

 

►　金融資産

IFRS第９号では、測定または認識の不

整合（「会計上のミスマッチ」と呼ば

れることがある。）を除去または大幅

に低減する場合にのみ当初認識時にお

いて金融資産を純損益を通じて公正価

値で測定するものとして取消不能の指

定をすること（公正価値オプション）

が認められる。

►　非金融資産

非金融資産にデリバティブが組込まれ

ている場合に公正価値オプションを適

用できる（ただし、組込デリバティブ

がキャッシュ・フローの大幅な変更を

もたらさない場合、または、類似の混

合金融商品が最初に検討される際に組

込デリバティブの分離が禁じられるこ

とがほとんど分析なしに明らかな場合

を除く）。

(IFRS 9.4.1.5, 4.3.5)

公正価値オプションの概念は存在しない。
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(29) 測定

 

企業は、当初認識時に金融資産を公正

価値で測定し、損益を通じて公正価値

で測定されない金融資産の場合は、金

融資産の取得に直接起因する取引コス

トを加算する。組込デリバティブを伴

う金融資産は、そのキャッシュ・フ

ローが元本と利息の支払いのみで構成

されているか否かの判断時に全体的に

検討される。デリバティブは、公正価

値で当初認識され、その後も損益を通

じて公正価値で測定される。

(IFRS 9.5.1.1)

 

負債性金融商品

►　償却原価（AC）

これらの金融資産は、償却原価で測定

され、これらの金融資産からの受取利

息は実効金利法を使用して純受取利息

として認識される。認識の中止から利

益または損失が発生した場合、直接損

益 に 認 識 さ れ る 。 (IFRS 9.5.4.1,

5.7.2)

►　その他の包括利益を通じた公正価

値（FVOCI）

これらの負債性金融商品は、その他の

包括利益を通じて公正価値で測定され

る。その帳簿価額の変動はOCIを通じて

計上されるが、減損損益、受取利息お

よび為替換算損益は損益に認識され

る。当該金融資産の認識が中止された

場合、それまでOCIに認識されていた累

積損益は資本から損益に再分類され

る。これらの金融資産からの受取利息

は実効金利法を使用して純受取利息と

して認識される。(IFRS 9.5.7.10)

 

►　損益を通じた公正価値（FVPL）

当初認識後にFVPLで測定される負債性

金融商品に係る利益または損失は、こ

れが発生した期間における損益を通じ

て公正価値で認識される。 (IFRS

9.5.7.1)

 

売買目的有価証券は時価で測定され、時価の変

動は損益に認識される。

なお、時価とは、算定日において市場参加者間

で秩序ある取引が行われると想定した場合の、

当該取引における資産の売却によって受け取る

価格または負債の移転のために支払う価格をい

う。

満期保有目的の債券は償却原価で測定され、原

則として利息法によるものとするが、継続適用

を条件として、簡便法である定額法を採用する

ことができる。

その他有価証券は、時価で測定する。時価の変

動額（評価差額）は、a)純資産の部に計上さ

れ、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ

計上される、もしくは（継続適用を条件に）b)

個々の有価証券について、時価が取得原価を上

回る場合には純資産の部に計上し、下回る場合

には損益計算書に計上する。

債権は償却原価で測定され、原則として利息法

によるものとするが、契約上、元利の支払いが

弁済期限に一括して行われる場合または規則的

に行われる場合に、定額法を採用することがで

きる。

非上場株式は市場価格のない株式等として取り

扱われ、取得原価で測定される。市場価格のな

い株式等については、株式の発行会社の財政状

態の悪化により実質価額（保有株式数に、一株

あたり純資産を乗じて計算される）が著しく低

下したときに、減損損失が認識される。
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 資本性金融商品

企業は、当初認識後にすべての資本性

金融商品を公正価値で測定しなければ

ならない。株式投資に係る公正価値損

益をOCIに表示することを選択した場

合、当該商品の認識を中止した後に事

後的に公正価値損益を損益に再分類す

ることはない。

損益を通じて公正価値で測定する金融

資産の公正価値の変動は、損益計算書

に認識される。

(IFRS 9.5.2.1, 9.5.7.1, B5.2.3,

B5.7.1)

 

(30) 外貨建金融資

産

企業は、IAS第21号を、IAS第21号に

従った貨幣性項目であり、かつ、外貨

で表示されている金融資産および金融

負債に適用する。IAS第21号は、貨幣性

資産および貨幣性負債についての為替

の利得および損失を純損益に認識する

ことを求めている。

例外は、キャッシュ・フロー・ヘッ

ジ、純投資のヘッジまたはOCIオプショ

ンに従って公正価値の変動をその他の

包括利益に表示することを企業が選択

した資本性金融商品の公正価値ヘッジ

のいずれかにおいてヘッジ手段として

指定されている貨幣性項目である。

(IFRS 9.B5.7.2)

外貨建その他有価証券の評価差額に関して、取

得原価または償却原価に係る換算差額も評価差

額と同様に処理する。

すなわち、外貨建の売買目的有価証券および満

期保有目的の債券の換算差額は損益計算書で認

識され、外貨建のその他有価証券の換算差額は

a) 純資産の部に計上され、売却、減損あるいは

回収時に損益計算書へ計上される、もしくはb)

個々の有価証券について、時価が取得原価を上

回る場合には純資産の部に計上し、下回る場合

には損益計算書に計上される。

上記に加え、外貨建債券については、外国通貨

による時価の変動に係る換算差額を評価差額と

し、それ以外の差額については為替差損益とし

て処理することもできる。
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(31) 減損

適用範囲

減損（損失評価引当金）の対象となる

金融商品は次のとおり。

►　償却原価で測定する金融資産

（IFRS 9.4.1.2）

►　FVOCIで測定される金融資産

（IFRS 9.4.1.2A）

►　IFRS16「リース」に従って会計処

理されるリース債権

►　IFRS15「顧客との契約から生じる

収益」に従って認識および測定される

契約資産

►　ローン・コミットメント（IFRS 9.

2.1(g), 4.2.1(d)）（＊）

► 　金 融 保 証 契 約 （ IFRS 9.4.2.1

（c））（＊）

＊純損益を通じて公正価値で測定する

ものは含まない。

（IFRS 9.5.5.1）

なお、FVPLで測定される金融資産およ

びOCIオプションを選択した資本性金融

商品には減損（損失評価引当金）の要

求事項は適用されない。

貸倒引当金の対象となる金融商品は、法的形式

が債権であるもの（売掛金、受取手形、売掛

金、貸付金、リース債権等）である。

当座貸越契約および貸出コミットメントは金融

商品会計基準の対象であるが、会計処理の定め

はない。貸手は、未使用のコミットメント残高

を注記する。

債務保証契約は、引当金の要件に該当する場合

には引当金を計上し、それ以外の場合は債務保

証の金額を注記する。
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項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(32) 減損

予想信用損失の測定

一般的なアプローチ

損失評価引当金は、金融商品の「信用

リスクが当初認識時以降に著しく増

大」しているかどうかを判断し、判断

結果に応じて測定する。

 

(1) 信用リスクが当初認識時以降に著し

く増大していない金融商品（「ス

テージ１」）：「12ヶ月の予想信用

損失」と同額で損失評価引当金を測

定

12ヶ月の予想信用損失とは、全期間の

予想信用損失のうち、ある金融商品に

ついて報告日後12ヶ月以内に生じ得る

「債務不履行」事象から生じる予想信

用損失を表す部分をいう。

 

(2) 信用リスクが当初認識時以降に著し

く増大している金融商品（「ステー

ジ２」、「ステージ３」）：「全期

間の予想信用損失」と同額で損失評

価引当金を測定

全期間の予想信用損失とは、当該金融

商品の存続期間にわたるすべての生じ

得る「債務不履行」事象から生じる

「予想信用損失」をいう。

（IFRS 9.5.5.3, 5.5.5,付録Ａ）

貸倒引当金の算定は、以下の（1）から（3）

の区分に応じて測定する。

(1) 一般債権

過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見

積高を算定する。貸倒損失の過去のデータから

貸倒実績率を算定する期間は、一般には、債権

の平均回収期間が妥当とされている。

(2) 貸倒懸念債権

以下のいずれかの方法による。

►　債権額から担保の処分見込額および保証に

よる回収見込額を減額し、その残額について債

務者の財政状態および経営成績を考慮して貸倒

見積高を算定する方法

►　債権の元本および利息に係るキャッシュ・

フローを合理的に見積り、当期末まで当初の約

定利子率または実効利子率で割り引いた金額の

総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高と

する方法

(3) 破産更生債権等

債権額から担保の処分見込額および保証による

回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高と

する方法

（注）IFRS第９号のような当初認識後の信用リ

スクの増大を考慮した相対的アプローチではな

く、現時点における信用リスクを考慮した絶対

的アプローチによっていると考えられる。ま

た、基本的には常に全期間の予想信用損失を考

慮していると考えられる。

（金融商品に関する会計基準第27項、28項、金

融商品会計実務指針第109項-117項）

(33) 減損の戻入れ

(IFRS 9)

 

減損損失の減少は、減損認識後の事象

と客観的に関連付けられる場合、戻し

入れなければならない。

減損の戻入れは行われない。

(34) 貸出コミット

メント

当初認識時において、貸出コミットメ

ントが、公正価値オプションとして指

定されている場合、現金または他の金

融商品の引渡しまたは発行による純額

決済が可能である場合、または、市場

金利を下回る金利で貸付金を提供する

コミットメントの場合、公正価値で評

価される。

上記以外は、IFRS第９号の（当初認識

時の）適用範囲から除外されている。

ただし、この場合でも、当初認識後は

IFRS第９号の減損の要求事項が適用さ

れる。

（IFRS 9.2.1(g), 2.3, 5.1.1）

(金融商品実務指針第139項)

貸出コミットメントはオフバランス取引であ

る。

当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。) およ

び貸出コミットメントについて、貸手である金

融機関等は、その旨および極度額または貸出コ

ミットメントの額から借手の実行残高を差し引

いた額を注記する。
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(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(35) 金融負債と資

本の区分

(IAS32.11, 16A-

16D, 15, 18)

IAS第32号にて、金融負債と資本の区分

に関する包括的な規定が設けられてお

り、金融商品の契約の実質ならびに金

融負債、資本性金融商品の定義に基づ

き区分しなければならない。

金融負債と資本の区分に関する包括的な規定は

存在しない。

(36) 自己の信用リ

スク

(IFRS 9)

金融負債は、純損益を通じて公正価値

で測定する金融負債（売買目的負債お

よび公正価値オプション）および償却

原価で測定される金融負債に分類され

る。

 

公正価値オプションを適用した金融負

債について、当該負債の信用リスクの

変動に起因する公正価値の変動はその

他の包括利益に表示しなければならな

い。ただし、この処理が純損益におけ

る会計上のミスマッチを創出または拡

大する場合は、負債の信用リスクの変

動の影響を含む全ての利得または損失

を純損益に表示しなければならない。

（ IFRS 9.4.2.1, 4.2.2, 5.7.7,

5.7.8）

支払手形、買掛金などの金銭債務は、債務額を

もって貸借対照表価額とし、社債については社

債金額より低いまたは高い価額で発行した場合

には償却原価で評価する必要がある。

 

(37) 組込デリバ

ティブの分離要件

（金融資産が主契約

の場合）

(IFRS 9)

 

（IFRS 9.4.3.2）

主契約がIFRS第９号の範囲内の金融資

産である場合は、組込デリバティブを

分離せず、当該金融商品全体について

分類の判定を行う。

複合金融商品に組込まれた組込デリバティブ

は、次のすべての要件を満たした場合、主契約

から区分して時価評価される。

►　組込デリバティブのリスクが現物の金融資

産または金融負債に及ぶ可能性がある

►　組込デリバティブと同一条件の独立したデ

リバティブが、デリバティブの特徴を満たす

►　当該複合金融商品について、時価の変動に

よる評価差額が当期の損益に反映されない

上記の要件を満たさない場合でも、管理上組込

デリバティブを区分して管理している場合には

主契約と組込デリバティブを区分して会計処理

することができる。

(38) 組込デリバ

ティブの分離要件

（非金融商品が主契

約の場合）

(IFRS 9)

 

（IFRS 9.4.3.3）

組込デリバティブは、次のすべての要

件を満たす場合、かつ、その場合にの

み、主契約から区分して公正価値評価

する。

►　組込デリバティブの経済的特徴およ

びリスクが、主契約の経済的特徴お

よびリスクに密接に関連していない

►　組込デリバティブと同一条件の別の

デリバティブが、デリバティブの定

義を満たす

►　当該混合金融商品について、公正価

値変動が純損益に反映されない

非金融商品が主契約となる組込デリバティブに

関する規定は存在しない。
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(39) ヘッジ会計の

手法

(IAS39, IFRS 9)

公正価値ヘッジ（ヘッジ対象の特定の

リスクに係る公正価値の変動と、ヘッ

ジ手段の公正価値の変動を、ともに損

益として認識・計上する）、キャッ

シュ・フロー・ヘッジ（ヘッジ手段の

公正価値変動のうち、有効部分を資本

の部に直接計上する）、および在外営

業活動体に対する純投資のヘッジにつ

いて、ヘッジ会計の会計処理が行われ

ている。

ラボバンクは、ミクロ・キャッシュ・

フロー・ヘッジ会計についてのみIFRS

第９号を適用している。IFRS第９号は

金利リスクのポートフォリオ・ヘッジ

に関するソリューションを提供してい

ないため、経営陣は、マクロ公正価値

ヘッジ会計について、引き続きIAS第39

号に基づくヘッジ会計のソリューショ

ンを適用している。

原則として、ヘッジ手段に係る損益または評価

差額を、税効果を考慮のうえ、原則、純資産の

部において繰り延べる。

ただし、ヘッジ対象に係る相場変動等を損益に

反映させる時価ヘッジも認められる。

(40) ヘッジ非有効

部分の処理

(IFRS 9)

 

（IFRS9.6.5.3, 6.5.11（c））

ヘッジの非有効部分は、純損益に認識

する必要がある。

OCIオプションを選択した資本性金融商

品に対する投資を公正価値ヘッジの

ヘッジ対象に指定する場合（かつ、そ

の場合のみ）、ヘッジの非有効部分は

その他の包括利益に表示され、純損益

に振り替えられることはない。

(金融商品実務指針第172項)

ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要

件が満たされている場合には、非有効部分につ

いても繰延処理することができる。

非有効部分を合理的に区分できる場合には、当

期の損益に計上することができる。

(41) 金利スワップ

の特例処理

該当する基準はなく、このような処理

は認められない。

(金融商品会計基準第107項)

一定の条件を満たす場合には、金利スワップを

時価評価せず、金利スワップに係る利息を直

接、金融資産・負債に係る利息に加減して処理

することが認められる。

(42) 未払有給休暇

(IAS19.13-18)

累積型については、将来の有給休暇に

対する権利を増加させる勤務を従業員

が提供したときに、有給休暇に係る予

想コストを認識することが求められ

る。

非累積型については、休暇取得時に認

識する。

該当する基準はない。

 

(43) 確定給付制度

－資産計上など

(IAS19.8, 64)

確定給付制度において積立超過がある

場合、正味確定給付制度資産として認

識しうる額は、当該積立超過の額また

はアセット・シーリングのいずれか低

い金額に制限される。

（退職給付に関する会計基準「以下「退職会計

基準」第13項）

 

年金資産の額が退職給付債務を超える場合に

は、資産として計上する（なお、個別財務諸表

については別個の定めがある（「退職会計基

準」第39（1）項）。
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(44) 確定給付制度

－数理計算上の差異

(IAS19.8, 63)

確定給付制度負債（または資産）の純

額を財政状態計算書に認識しなければ

ならない（そのため、数理計算上の差

異の遅延認識は認められない）。その

他の包括利益で認識された当該差異の

純損益への振替は認められない。

（退職会計基準第15項、第24項，注7，退職給付

に関する会計基準の適用指針（以下「退職給付

適用指針」第33-40項，第43項）

数理計算上の差異は、原則として各期の発生額

について、平均残存勤務期間以内の一定の年数

で按分した額を毎期費用処理する。また、当期

に発生した未認識数理計算上の差異は税効果を

調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の

部に計上する（なお、個別財務諸表については

別個の定めがある（「退職会計基準」第39（1）

項）。

 

その他の包括利益累計額に計上されている未認

識数理計算上の差異のうち、当期に費用処理さ

れた部分について、その他の包括利益の調整

（組替調整）を行う（なお、個別財務諸表につ

いては組替調整は行わない（「退職会計基準」

第39（2）項）。

 

数理計算上の差異については、未認識数理計算

上の差異の残高の一定割合を費用処理する方法

によることができる。数理計算上の差異につい

ては、当期の発生額を翌期から費用処理する方

法を用いることができる。

 

過去勤務費用と数理計算上の差異の費用処理年

数は別個に設定することが可能である。

(45) 確定給付年金

制度－確定給付制度

債務の期間配分方法

(IAS19.67, 70)

原則：給付算定式方式

例外：定額方式（後期の年度の勤務が

初期の年度より著しく高い水準の給付

を生じさせる場合）

（退職会計基準第19項、退職給付適用指針第11

項，第12項，第13項）

計算方法は、以下の選択適用となる。

・期間定額基準

・給付算定式基準（IAS19号と同様）

なお、給付算定式基準に従う給付額が著しく後

加重であるときには、当該後加重である部分の

給付については、当該期間（退職給付に関する

会計基準の適用指針第13項参照）の給付が均等

に生じるとみなして、定額で期間帰属させる。

(46) 確定給付年金

制度－割引率

(IAS19.83)

以下の順序で検討する。

割引率は、退職後給付債務と同一通貨

で同様の期日を有する優良社債の（報

告期間の末日現在の）市場利回りを参

照して決定する。

そのような社債について厚みのある市

場が存在しない場合には、報告期間の

末日現在における国債の市場利回りを

使用しなければならない。

（退職会計基準第20項、注6、退職給付適用指針

第24項）

安全性の高い債券の利回りを基礎として決定す

る（検討にあたり順序はない）。

割引率の基礎とする安全性の高い債券の利回り

とは、期末における国債、政府機関債および優

良社債の利回りをいう。
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項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(47) 確定給付年金

制度－期待運用収益

率

(IAS19.123)

期待運用収益という概念はない。

上記で算定された割引率を確定給付制

度負債（資産）の純額に乗ずること

で、確定給付制度負債（資産）の純額

に係る利息純額を算定する。

（退職会計基準第23項、退職給付適用指針第21

項、第25項）

期待運用収益は、期首の年金資産の額（期中に

年金資産の重要な変動があった場合には、これ

を反映させる）に合理的に期待される収益率

（長期期待運用収益率）を乗じて計算する。

長期期待運用収益率は、年金資産が退職給付の

支払に充てられるまでの時期、保有している年

金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運

用方針および市場の動向等を考慮して設定す

る。

(48) 確定給付年金

制度－過去勤務費用

(IAS19.103)

制度が改訂または縮小された時と、会

社が関連するリストラ費用や解雇給付

を認識した時のいずれか早い時期に過

去勤務費用を純損益として認識する。

（退職会計基準第15項、第25項、注9、注10、退

職給付適用指針　第33項、第41項、第42項、第

43項）

過去勤務費用は、原則として各期の発生額につ

いて、平均残存勤務期間以内の一定の年数で按

分した額を毎期費用処理する。また、当期に発

生した未認識過去勤務費用は税効果を調整の

上、その他の包括利益を通じて純資産の部に計

上する（なお、個別財務諸表については別個の

定めがある（「退職会計基準」第39（1）項）。

その他の包括利益累計額に計上されている未認

識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された

部分について、その他包括利益の調整（組替調

整）を行う（なお、個別財務諸表については組

替調整は行わない（「退職会計基準」第39（2）

項）。

 

過去勤務費用については、未認識過去勤務費用

の残高の一定割合を費用処理する方法によるこ

とができる。この場合の一定割合は、過去勤務

費用の発生額が平均残存勤務期間以内に概ね費

用処理される割合としなければならない。数理

計算上の差異については、当期の発生額を翌期

から費用処理することができるが、過去勤務費

用については同様の処理を認める規定が存在し

ない。

 

退職従業員に係る過去勤務費用は、他の過去勤

務費用と区分して発生時に全額を費用処理する

ことができる。

 

過去勤務費用と数理計算上の差異の費用処理年

数は別個に設定することが可能である。
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項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

(49)保険契約

（IFRS17）

IFRS第17号「保険契約」は、当該基準

の範囲に含まれる保険契約の認識、測

定、表示及び開示に関する原則を定め

ている。

日本の会計基準では保険契約の会計処理を取り

扱う会計基準はなく、金融商品に該当すれば金

融商品会計に関する実務指針により会計処理す

ることになる。一方保険会社には「保険業法で

定められた会計」としての保険会計が適用され

る。
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第７ 【外国為替相場の推移】

日本円とユーロの為替相場は国内において時事に関する事項を掲載する２紙以上の日刊新聞紙に最近５年間の事

業年度において掲載されているため、本項の記載は省略する。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

該当なし
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第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

該当なし

 

２ 【その他の参考情報】

これまでに下記の書類を関東財務局長に提出した。

 
書類名  提出日

有価証券報告書  2025年６月16日

半期報告書  2025年９月19日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第１ 【保証会社情報】

該当なし

 

 

 

 

第２ 【保証会社以外の会社の情報】

該当なし

 

 

 

 

第３ 【指数等の情報】

該当なし
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独立監査人の監査報告書（訳文）
 

 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーのメンバー評議会総会および監督委員会　御中

 

 

2025年度財務諸表に関する監査報告

監査意見

当監査法人は、以下について認める。

・ コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーおよびその子会社（以下「グループ」、「ラボバンク」または

「銀行」という）の連結財務諸表は、欧州連合（以下「EU」という）により採用されたIFRS会計基準および

オランダ民法典第２編第９章に準拠して、グループの2025年12月31日現在の財政状態ならびに同日をもって

終了した年度の経営成績およびキャッシュ・フローの状況について、真実かつ公正な概観を与えている。

・ コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（以下「会社」という）の個別財務諸表は、オランダ民法典第２

編第９章に準拠して、会社の2025年12月31日現在の財政状態および同日をもって終了した年度の経営成績に

ついて、真実かつ公正な概観を与えている。

 

監査対象

当監査法人は、添付のアムステルダム市所在のコーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーの2025年度財務諸表

の監査を行った。本財務諸表は、グループの連結財務諸表および会社の個別財務諸表から構成されている。

 

連結財務諸表は以下から構成されている。

・ 2025年12月31日現在の連結財政状態計算書

・ 2025年度における次の計算書：連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、および連結

キャッシュ・フロー計算書

・ 重要性がある会計方針情報およびその他の説明的な情報を含む、連結財務諸表に対する注記

 

個別財務諸表は以下から構成されている。

・ 2025年12月31日現在の財政状態計算書

・ 同日をもって終了した年度の損益計算書

・ 適用した会計方針およびその他の説明的な情報からなる、個別財務諸表に対する注記

 

本財務諸表の作成において適用されている財務報告の枠組みは、連結財務諸表についてはEUにより採用された

IFRS会計基準およびオランダ民法典第２編第９章、個別財務諸表についてはオランダ民法典第２編第９章であ

る。
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監査意見の根拠

当監査法人は、オランダ監査基準を含むオランダの法律に準拠して監査を実施した。これらの基準に基づく当

監査法人の責任については、本監査報告書の「財務諸表監査に対する当監査法人の責任」の区分において説明さ

れている。

 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

独立性

当監査法人は、社会的影響度の高い事業体の法定監査に関する特定の規定に係る欧州規則、「監査法人監督法

（Wet toezicht accountantsorganisaties）」（Wta）、「独立性に関する専門会計士倫理規則（Verordening

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten）」（ViO）、およびオランダにおけ

る関連する他の独立性規則に従って、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーに対して独立性を保持してい

る。さらに、当監査法人は、「オランダ倫理規定（Verordening gedrags- en beroepsregels accountants）」

（VGBA）を遵守している。

 

監査アプローチ

当監査法人は、監査上の主要な検討事項、不正および継続企業の前提、ならびに財務諸表全体に対する監査の

観点から、また当監査法人の監査意見を形成するうえで生じた事項に関する監査手続を立案した。したがって当

監査法人は、各監査上の主要な検討事項に関連する検出事項および指摘事項、ならびに不正リスクおよび継続企

業の前提に対する監査アプローチなど、監査意見の基礎となる情報に対して個別の意見または結論を表明しな

い。

 

概要と背景

ラボバンクは、協同組合の原則に基づいて事業を行う国際的な銀行である。ラボバンクは、オランダ国内での

ユニバーサル・バンキング業務、ならびにオランダ国内外での食品・農業セクター向け融資およびリース業務に

重点を置いて、世界35ヶ国で事業を行っている。ラボバンクの事業には、国内リテール・バンキング、ホール

セール・バンキング、国際ルーラル・バンキング、リースならびに不動産事業の展開が含まれる。グループは複

数の構成単位からなるため、当監査法人はグループ監査の対象範囲とアプローチについて「グループ監査の対象

範囲」の区分に記載のとおりに検討した。当監査法人は、以下のとおり、グループの営業活動に伴う重点分野に

特に注意を払った。

 

グループはデジタル化への継続的な投資を必要とする顧客選好の変動、および法規制遵守に対する社会からの

期待などの影響を受けている。グループの業務、規制および財務報告のプロセスにおいて情報処理の信頼性が重

要であることから、当監査法人は、IT全般統制のデザインおよび運用状況の有効性を監査上の主要な検討事項と

して識別した。
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さらに財務諸表目的において、コンプライアンスや顧客への対応の分野について、経営者が識別していない、

および／または対処していない、あるいは識別や対処が不十分であるという業界特有のリスクで検討が必要なも

のが存在している。これには、オランダのマネーロンダリング防止法およびテロ資金供与対策法（Wet ter

voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme、以下「Wwft」という）違反の疑いで進行中のラボ

バンクに対する犯罪捜査に関して、将来の結果に対する引当金の認識や偶発債務の開示の必要性についての検討

が含まれる。この結果、当監査法人は規制当局および顧客への対応問題に対する偶発債務を監査上の主要な検討

事項として識別した。

 

当監査法人は監査計画立案の一環として、重要性の決定および財務諸表における重要な虚偽表示リスクの評価

を行った。当監査法人は特に、仮定を伴う重要な会計上の見積りや本質的に不確実性を伴う将来の事象に対して

経営委員会が下した重要な判断について検討した。これらの検討においては、特に、気候変動に関連する物理的

リスクおよび移行リスクの見積もりの基礎として用いた仮定に注意を払った。

 

ラボバンクは連結財務諸表注記2.1の「判断および見積り」の段落において、会計方針の適用において判断を伴

う分野および見積りの不確実性をもたらす主な要因について説明している。当監査法人は、見積りの不確実性お

よび重要性に鑑み、また、顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金における重要な虚偽表示の固有リ

スクが高まっていることを考慮し、本監査報告書の「監査上の主要な検討事項」の区分に記載されているとお

り、本項目を監査上の主要な検討事項とした。地政学的緊張および不安定な市場環境により、グループの実施し

た特定の見積りおよび判断が、特にデフォルト確率に適用される将来予測上の仮定やそれに関連するグループの

貸出金ポートフォリオ全体に関するマクロ経済シナリオに与えた影響は大きなものであった。顧客に対する貸出

金および預け金に係る減損引当金に対して実施された手続については、「監査上の主要な検討事項」の区分を参

照のこと。

 

グループは、気候変動が財政状態に及ぼす潜在的な影響を評価した。それらの影響は、グループの信用リス

ク・エクスポージャーとなる潜在的な要素の１つであり、財務諸表に大きな影響を及ぼすものである（詳細は連

結財務諸表の注記4.3.9を参照のこと）。この点について、当監査法人は経営委員会とグループの評価およびガバ

ナンスについて協議し、顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金に関連して適用された基礎となる仮

定および見積りを含む、財政状態への潜在的な影響について評価した。気候変動について予想される影響は、監

査上の主要な検討事項として個別に検討するのではなく、顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金に

おける監査上の主要な検討事項の一部として考慮した。

 

見積り項目を含め、監査上の主要な検討事項とはされていない他の重点項目は、収益認識、経営者による内部

統制の無効化、レベル２および／またはレベル３インプットで測定された金融商品の評価、一部の持分投資の評

価、ならびにヘッジ会計の適切な適用であった。当監査法人の手続には、これらの会計上の事項およびラボバン

クが適用した財務報告フレームワークに準拠した財務諸表上の関連開示の評価が含まれる。
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当監査法人は、グループおよび構成単位レベルのいずれにおいても、銀行監査に必要とされる適切なスキルと

能力を備える監査チームとなるようにした。したがって、特にIT、サイバーセキュリティ、税務、フォレンジッ

ク、金融商品、不動産の評価、従業員給付、マクロ経済予測ならびにヘッジ会計の分野においてチームに専門家

を含めた。

 

当監査法人の監査アプローチの概要は以下のとおりである。

 

グループの重要性の基準値：335百万ユーロ（2024年度：340百万ユー

ロ）

 
当監査法人は、14の構成単位において監査業務を実施した。

次の所在地における構成単位の監査チームとの会議を実施した－オラン

ダ、米国、オーストラリア／ニュージーランドおよびブラジル。

重要な構成単位については、構成単位の監査人の電子ファイルへのアク

セス権を入手の上、構成単位の監査人が実施した作業に関する監査調書を

抽出してレビューを実施した。

米国への往査を実施した。

監査がカバーする範囲：総資産の93％、税引前利益の93％および純受取

利息の89％。

 
・ 顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金

・ 規制当局に対する偶発債務および顧客への対応問題に対する偶発債務

・ IT全般統制のデザインおよび有効性

 
 

 

重要性

当監査法人の監査対象範囲は重要性の適用に影響されるが、これについては「財務諸表監査に対する当監査法

人の責任」の区分に詳述されている。

 

監査人の職業的専門家としての判断によって、当監査法人は、財務諸表全体における重要性の基準値など、重

要性に関して特定の定量的な基準値を以下のとおり決定した。これらは定性的な検討と合わせて、個々の財務諸

表項目および開示内容に対する監査手続の内容、実施時期および範囲を決定する際、ならびに識別された虚偽表

示が、個別にも集計しても、全体としての財務諸表ならびに当監査法人の意見に及ぼす影響を評価する際に役

立った。
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グループの重要性の基準値 335百万ユーロ（2024年度：340百万ユーロ）

 

重要性の基準値の算定根拠 当監査法人は監査人の職業的専門家としての判断によって重要性の基準値を

決定した。判断の根拠として、当監査法人は当期税引前利益の５％を適用し

た。

 

適用されたベンチマークの根拠 当監査法人は、主たるベンチマークとして税引前利益を使用した。これは、

一般に公正妥当と認められた監査実務であり、当監査法人の分析によれば財

務諸表利用者に共通して着目している情報であるとされている。これに基づ

いて、当監査法人は、税引前利益がラボバンクの業績と最も関連性が高い指

標であり、この業界において広く使用されていると判断している。さらに、

監査人の職業的専門家としての判断によって、一般的に認められる経験則の

範囲内で、類似する特徴を有する金融機関に一般的に用いられる閾値の範囲

内であることから、５％を基準値として採用した。

 

構成単位の重要性の基準値 当監査法人は監査対象範囲に含まれる各構成単位に対し、当監査法人の判断

に基づき、グループの重要性の基準値を超えない範囲の重要性の基準値を割

り当てた。構成単位に割り当てられた重要性の基準値の範囲は、45百万ユー

ロから188百万ユーロであった。

 
 

 

当監査法人はまた、定性的な理由により重要であると当監査法人が判断する虚偽表示および／または潜在的な

虚偽表示についても考慮した。定性的な理由により監査重点項目とした分野には、顧客に対する貸出金および預

け金に係る減損引当金、公正価値、関連会社への投資の回収可能性、のれんの減損、規制当局に対する偶発債務

ならびに監督委員会および経営委員会の報酬に関する開示の正確性などがある。

当監査法人は、監査中に識別した16.75百万ユーロ（2024年度：17百万ユーロ）を超える虚偽表示のほか、当

監査法人として定性的な理由から報告が必要と考えたそれより少額の虚偽表示についても、監督委員会に報告す

ることを同委員会と合意した。

 

グループ監査の対象範囲

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーは、グループ内企業の親会社である。当該グループの財務情報は

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーの連結財務諸表に含まれている。

 

当監査法人は、連結プロセスに関するものも含め、グループの財務諸表における重要な虚偽表示リスクの識別

および評価に責任を負う。当監査法人は、財務諸表全体に対する意見を表明すべく、財務諸表に対する十分な手

続を全体として実施できるよう、リスク評価に基づき監査対象範囲を決定した。

 

当監査法人は、グループ監査の範囲を決定するにあたり、グループレベルまたは構成単位レベルで実施すべき

監査手続の種類や、構成単位の監査人の関与の必要性について決定した。
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この結果に基づき、当監査法人は、全財務情報の監査（フルスコープ監査）において、リスクや規模の観点か

ら重要であると判断する３つの構成単位を対象とした。また、連結財務諸表項目に対する適切な監査カバレッジ

を確保するため、監査手続を実施する対象として11の構成単位を選定した。

 

全体として、これらの手続の実施により、当監査法人は財務諸表項目について以下のカバレッジを達成した。

 

純受取利息 89％

総資産 93％

税引前利益 93％
 

 

残りの構成単位のうち、グループ総資産、税引前利益または純受取利息の３％超を占める企業はなかった。当

監査法人はそれらの残りの構成単位について、これらの中に重要な虚偽表示リスクはなかったという当監査法人

の評価を裏付けるための監査手続として、特に分析的手続を実施した。

 

オランダのグループ構成単位には、国内のリテール・バンキング、ホールセール・アンド・ルーラル（以下

「W&R」という）、De Lage Landen（以下「DLL」という）といった、リスクや規模の観点から重要であると判断

される構成単位が含まれているが、不動産開発（以下「BPD」という）、オプフィオン、ラボバンクのアフメ

ア・B.V.への持分投資およびこれらより小規模のその他の構成単位（グループ構成単位を含む）もいくつか含ま

れている。グループ監査チームはこれらの企業に関して、構成単位の監査チームによる作業を利用した。米国、

オーストラリア／ニュージーランドおよびブラジルにおける構成単位に関しては、監査業務の実施に関する現地

の法規制に詳しい構成単位の監査人を利用した。当監査法人は、米国における現地の経営者および現地の構成単

位の監査チームとともに往査を実施した。アフメア・B.V.を除き、グループ報告の範囲とされたすべての構成単

位がPwCメンバー・ファームにより監査されている。

 

構成単位の監査人が作業を実施した場合には、構成単位の監査人への指示および監督、ならびにその作業のレ

ビューの内容、実施時期および範囲を決定した。さらに、以下を実施した。

・ 構成単位の監査人の作業に対する期待事項を定め、構成単位の監査人への指示および監督、ならびにその作業

のレビューを円滑に行うべく、構成単位の監査チーム宛にグループ監査インストラクションを発行した。この

インストラクションには、特に当監査法人のリスク評価、重要性の基準値および監査作業の範囲などが含まれ

ていた。

・ 監査計画の一環として、リスク評価手続の実施や、重要な虚偽表示リスクの識別と評価に対する監査対応の内

容、実施時期および範囲の決定などの作業や手続を、グループ監査人として構成単位の監査人へ依頼する時期

などについて、構成単位の監査人と協議した。
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・ グループ監査の期間を通じて、テクノロジーソリューションを活用したバーチャル手段、対面でのミーティン

グ（例えば、構成単位の監査人の担当区域への往査の一環として）、またはこれらの組み合わせにより、構成

単位の監査人と対話を行い、構成単位の監査人の作業の進捗を把握した。これらの継続的なコミュニケーショ

ンには、グループ監査の実施、完了および報告に影響を及ぼす事項が含まれた。

・ グループ監査に関する当監査法人の結論に関連する事項について構成単位の監査人から伝えられた内容を含

め、構成単位の監査人の作業のうち関連する部分をレビューした。当監査法人による構成単位の監査人の作業

のレビューは、監査期間を通じて実施された。これには、構成単位の監査人の監査調書のレビューなど現地で

のレビューおよび／またはバーチャル手段によるレビューが含まれた。

・ 構成単位の監査人が構成単位の経営者および／または規制当局宛に作成した正式な書面によるコミュニケー

ションについて、グループ監査に関連すると当監査法人が判断する範囲においてレビューした。

・ 当監査法人は、オランダ、ブラジル、オーストラリア／ニュージーランドおよび米国の構成単位の監査チーム

と一連の会議を実施した。会議において、現地事業の戦略および業績、ならびに構成単位の監査人の監査計画

と監査手続の実施、重要な監査リスク領域およびその他の関連する監査トピックについて議論した。活発な対

話、明瞭なコミュニケーションおよび技術の活用により、構成単位である監査チームの作業を効果的に指示、

レビューおよび監督することができた。

 

グループ監査チームは、グループ連結、IT全般統制、中央コストセンター、財務諸表の開示、対象範囲の一部

の特定勘定、また、顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金、ヘッジ会計、ならびに関連会社への投

資の評価、ラボバンクののれんの減損評価、オランダの連結納税グループの法人税、規制上の事項および法定の

引当金を含む特定のその他の会計事象など、複数の複雑な項目について、本社で監査手続を実施した。

 

ラボバンクには、業務監査、コンプライアンス監査、IT監査、貸出金（評価）監査および財務報告に係る内部

統制監査を実施する内部監査部門（以下「ラボバンク監査部門」という）がある。
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当監査法人は、ラボバンク監査部門による作業の利用の可否についてオランダ監査基準610「内部監査人によ

る作業の利用」に照らして検討し、特定の統制（主にIT全般統制、貸出金減損引当金およびホールセール・アン

ド・ルーラルの領域における統制の選択）のデザインおよび運用状況の有効性の評価、および個別に評価する信

用減損した貸出金に関して実施された手続を利用することは適切であるという結論を下した。当監査法人はこの

結論に至るまでに、ラボバンク監査部門の適切性および客観性を評価するとともに、その技法や監査アプローチ

について評価した。当監査法人はその後、財務諸表監査においてラボバンク監査部門による作業を利用するため

の詳細なアプローチとモデルを策定した。当監査法人は高リスクの分野および／または重要な判断を要する分野

もしくは手続について、相当程度かつ独立した立場で関与した。監査プロセスにおいて当監査法人はラボバンク

監査部門と密接に連携し、頻繁に状況確認の会合を持ち、また、当該部門の作業を査閲および一部再実施するこ

とにより、当監査法人の当初の評価および依拠アプローチを裏付けることができた。

 

当監査法人は、構成単位が実施した上記の手続を通じて、またグループレベルで追加手続を実施することによ

り、グループの財務情報について、財務諸表に対する当監査法人の意見の基礎として十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。

 

不正リスクに対する監査アプローチ

当監査法人は、不正により財務諸表の重要な虚偽表示が生じるリスクの識別および評価を行った。監査におい

ては、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーおよびその環境、ならびに内部統制システムを構成する要素に

ついて理解した。これには、経営委員会のリスク評価プロセス、経営委員会の不正リスク対応プロセスおよび内

部統制システムのモニタリングプロセス、および監督委員会の監視手法、ならびにその結果の理解が含まれてい

た。ラボバンクの不正リスクの管理および軽減方法については、連結財務諸表注記4.7.1「オペレーショナルリ

スク」を参照のこと。

 

当監査法人は、不正リスクを識別するプロセスの一環として、不正な財務報告、資産の流用、IT関連の不正、

ならびに贈収賄、汚職に関する不正リスク要因を評価した。当監査法人は、フォレンジックの専門家とともに、

これらの要因が不正による財務諸表の重要な虚偽表示リスクの存在を示唆するか評価した。当監査法人はまた、

経営委員会および監督委員会のメンバー、ならびに内部監査部門、法務部門、コンプライアンス部門を含むラボ

バンク内の他のメンバーとインタビューを実施し、ラボバンクの実施した不正リスクの評価および不正リスクを

識別し対応するプロセス、ならびにこれらのリスクを軽減するために経営委員会が策定している内部統制につい

て理解した。当監査法人は、経営委員会、コンプライアンス部門、構成単位レベルの経営者および監督委員会の

メンバーに対し、不正の事実または疑いを認識しているかどうか質問した。

 

当監査法人は、経営者の内部統制の無効化および収益認識における不正リスクを推定不正リスクとして識別し

た。もともと、企業の経営者は、経営者自身が会計記録を操作し、有効に運用されている統制を無効化して不正

な財務諸表を作成することができるため、不正を行うには特殊な立場にある。
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当監査法人は、不正による重大な虚偽表示リスクを示す可能性のある経営者の見積りや判断における偏向の有

無の評価を含めて、経営者によるこの内部統制の無効化リスクに対応した（この点については、監査上の主要な

検討事項の「顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金」および「規制当局および顧客への対応問題に

対する偶発債務」を参照のこと）。

 

評価されたリスクに対応する監査手続には、特に、不正リスクの軽減を目的とした内部統制（例えば、仕訳帳

の処理およびレビュー）のデザインおよび運用状況の評価、前期見積りのバック・テスト、ならびにデータ分析

に裏付けられた通例でない仕訳に関する手続が含まれていた。また、通常の取引過程から外れた重要な取引につ

いても注意を払った。当監査法人のリスク評価手続に基づき、収益認識における不正リスクは、ホールセール・

アンド・ルーラル・セグメントおよび国内リテール・バンキング・セグメントの受取手数料の正確性および実在

性、不動産開発セグメントの不動産開発収益の期間帰属の適切性およびラボ・インベストメンツが保有する持分

投資の評価などの、より複雑で非体系的な、またはマニュアル作業を要する領域の収益認識におけるリスクであ

ると結論付けた。当監査法人は、関連する内部統制のデザインおよび運用状況の評価を含む上記リスクに対応す

る手続、収益認識に関する手続（受取手数料として計上された収益額が正確で既発生であることの試査など）、

不動産開発収益の潜在的な期ずれを識別するためのカットオフ手続、ならびに持分投資の評価に用いられた評価

技法、インプットおよび仮定の適切性の検証を実施した。当監査法人の監査においては、予測不能な要素を織り

込んでいる。また、他の監査手続で得られた結果も考慮し、検出事項があった場合は、それが不正または法規制

の遵守違反の兆候であるか否かを評価した。

 

最後に、当監査法人の手続の一環として、当監査法人は年度を通じてラボバンクの金融犯罪コンプライアンス

（以下「FCC」という）チームと対話を行った。FCCチームは特に、内部のインテグリティ、内部告発および（内

部および外部の）不正の報告に関する案件の調査を行っている。当監査法人は、ラボバンクが実施している手続

の評価を行った。この評価には、調査担当者の能力および調査アプローチの評価、リスクベースの基準に基づい

て個別の複数の案件を選択し、文書、結論、報告およびFCCチームの対応のレビューが含まれていた。当監査法

人はこの手続に当監査法人のフォレンジックの専門家を関与させた。この手続の結果、財務諸表の重要な虚偽表

示をもたらす潜在的な不正の兆候はなかった。

 

法規制の遵守違反に対する監査アプローチ

法規制の遵守違反に関する当監査法人の監査の目的は以下のとおりである。

・ 法規制の遵守違反による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。

・ 適用される法規制の枠組みを検討する際に、不正または誤謬によるかを問わず、全体としての財務諸表に重

要な虚偽表示がないことの合理的な保証を得る。
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オランダ監査基準250に準拠して、当監査法人は、監査アプローチにおいて、以下のような法規制についての

区別を実施した。

・ 財務諸表上の重要な金額および開示の決定に直接的な影響があるもの。このカテゴリーにおいて、当監査法

人は、特に、当該法令および規制上の規定遵守に関する監査証拠を入手した。

・ 財務諸表上の重要な金額および開示の決定に直接的な影響はないが、事業運営面でコンプライアンスが必要

不可欠なもの。これらには、特に、ラボバンクの事業継続能力または重要な罰金を回避する能力が含まれ

る。

 

このカテゴリーにおいて、当監査法人は、監査上の主要な検討事項の「規制当局および顧客への対応問題に対

する偶発債務」に記載されているとおり、財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある当該法規制の遵守違反を

識別するため、特定の監査手続を実施した。

 

法規制の遵守違反の防止および検出に関する主な責任は経営委員会にあり、監督委員会の監視を受ける。

 

継続企業の前提に対する監査アプローチ

連結財務諸表注記2.1「継続企業」に開示されているとおり、経営委員会は、添付の財務諸表の作成おいて継

続企業の前提を適用することが適切であると判断している。

 

経営委員会による継続企業の前提の評価を当監査法人が評価するための手続には、特に、以下のものが含まれ

ていた。

・ 経営委員会の継続企業の前提の評価において、当監査法人が監査の結果認識しているすべての関連情報が含

まれているかを検討する。

・ 特に今後12ヶ月間を対象としたラボバンクの中期計画および予算プロセス（グループの資金計画を含む）を

理解し、評価する。

・ グループの財政状態および資本の状態、ならびに流動性および規制上の所要自己資本のストレス・テスト

（適用されたストレス・シナリオの深刻度を含む）について理解し、評価する。

・ グループの継続企業の前提に重大な疑義を生じさせるような事象または状況を識別するために実施した、当

監査法人の（その他の）リスク評価手続および関連作業の結果を検討する。

・ 評価対象期間を超える期間の継続企業の前提に関するリスクの認識について、経営委員会に質問する。

・ 継続企業の前提に関する連結財務諸表注記2.1「継続企業」の段落を閲覧し、開示が十分であるか評価する。

 

当監査法人が実施した手続の結果、経営委員会が継続企業の前提の適用に用いた仮定および判断と相違するも

のはなかった。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当監査法人の職業的専門家としての判断において、財務諸表監査で最も重要で

あると決定された事項である。当監査法人は、監督委員会に対し、監査上の主要な検討事項を協議した。この監

査上の主要な検討事項は、監査上識別された、および当監査法人が協議したすべての事項が総合的に反映された

ものではない。この区分では、監査上の主要な検討事項について詳述し、これらの事項について当監査法人が実

施した監査手続の要約を含めた。

 

監査上の主要な検討事項の項目は前年度から変更はない。以下に記載される監査上の主要な検討事項は、多く

がグループ全体としての性質に関連するものであり、毎年度発生することが予想される。

 

監査上の主要な検討事項 当監査法人の監査業務および指摘事項
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顧客に対する貸出金および預け金に係る減損引当金

注記2.1「判断および見積り」、注記2.16「金融資産に

係る減損引当金および信用関連の偶発債務」および注記

4.3.4「金融資産および信用関連の偶発債務に係る減損

引当金」ならびに注記11「顧客に対する貸出金および預

け金」を参照のこと。

 

IFRS第９号の要件に準拠し、ラボバンクは３つのステー

ジからなる予想信用損失（以下「ECL」という）減損モ

デルを用いて顧客に対する貸出金および預け金に係る減

損引当金を算出している。ラボバンクは、ステージ１お

よび２の貸出金減損についてはモデルに基づき決定して

おり、またステージ３の貸出金減損についてはモデルに

基づきまたは特定の貸出金ごとに決定している。

 

モデルに基づく貸出金減損の算定は、複雑な見積りであ

る。これには、将来予測に関するマクロ経済変数、将来

予測に関する経済シナリオおよびシナリオの確率加重、

デフォルト確率（以下「PD」という）、信用リスクの著

しい増加が生じたかどうかの評価、デフォルト時損失

（以下「LGD」という）ならびにデフォルト時エクス

ポージャー（以下「EAD」という）など、多数の関連す

るインプットや仮定が含まれるため、経営者の重要な判

断が求めらる。

 

経営者は、モデルに基づく見積りに対して合計450百万

ユーロの調整を実施した。これらは、IFRS第９号のモデ

ルでは考慮されていない外部条件およびデータの限界に

関連するものであり、地政学的リスクおよび気候リスク

に係る調整を含むが、これらに限定されない。

 

個別に評価する信用減損した貸出金については、予想回

収額に基づき予想キャッシュ・フローのシナリオを設計

し、見積キャッシュ・フローを算出するための主要なイ

ンプットを決定する際に、仮定が行われる。

 

会計方針の選択肢の数、経営者の判断、貸出金減損モデ

ルにおいて必要とされるインプットの複雑性および固有

の限界の重要性に鑑み、ECLの決定は、見積りの不確実

性が高く、また誤謬または不正による虚偽表示リスクが

高い。ECL引当金の見積りは複雑であり、大量のデー

タ、相互に関連するインプットおよび仮定が含まれるた

め、監査証拠の評価においては、多くの監査手続および

監査人としての高度な判断が必要とされた。

 

よって、当監査法人はこれを監査上の主要な検討事項に

決定した。

 

当監査法人は、経営者の重要な判断を必要とするよう

な、ECLに最も大きな影響を与える仮定を識別するため

のリスク評価手続を実施した。

 

当監査法人は、ECL引当金の決定に関するキーコント

ロールのデザインを評価し、運用状況の有効性をテスト

した。これには、不良債権を識別するため貸出金の質の

分類、将来キャッシュ・フローおよび担保の評価額の評

価、信用リスクの著しい増加の測定および決定に適用さ

れる技法および統制、PD、LGDおよびEADを用いた減損モ

デルの策定および検証に関するガバナンス、モデル・ア

ウトプットおよびトップ・レベル調整に対する経営者の

査閲および承認プロセスに対する統制が含まれる。

 

当監査法人は、内部のモデルおよび経済の専門家の協力

を得て、モデルに基づく貸出金減損に関する経営者の算

定をテストした。当監査法人の手続には、以下が含まれ

る。

・ モデルに使用された重要な仮定の妥当性および手法

の適切性の評価

・ 予測変数および確率加重を含む、マクロ経済シナリ

オの合理性の評価

・ 主要なモデル・パラメーターのバック・テストの実

施

・ モデルで使用された基礎となるデータのテスト

 

当監査法人は、地政学的リスクや気候リスクに対する調

整を含め、経営者によるモデル結果の調整についての評

価を行うべく、裏付証拠を入手し、代替情報や矛盾する

情報を評価することで、これらの調整が基礎となるモデ

ルおよびデータの限界に合わせるために必要であったか

どうか評価した。これらの調整の重要性および主観性を

考慮し、監査において職業的専門家としての懐疑心を発

揮した。

 

個別に信用減損した貸出金の見積リスクに鑑み、当監査

法人は、サンプルを抽出し、減損引当金に関する重要な

判断および重要な見積りが適切かどうか評価した。当監

査法人の手続には、以下が含まれる。

・予測キャッシュ・フローおよび裏付証拠（担保の価値

を含む）の評価

・ 貸出金の抽出サンプルについて、外部の担保評価の

批判的な評価

・実際の状況に基づいた、経営者のシナリオの確率配分

の評価

 

上記に基づき当監査法人は、顧客に対する貸出金および

預け金に係る減損引当金の算定における技法およびイン

プットは市場および業界の慣行と整合していると評価し

た。当監査法人は、開示は適切であるとの結論を下し

た。

 

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

548/574



規制当局および顧客への対応問題に対する偶発債務

注記4.9「法的手続および仲裁手続」を参照のこと。

 

新たに出現したコンプライアンスの進展

ラボバンクは、法規制の遵守違反リスクを１つの側面と

して有しており、これにはマネーロンダリング防止法お

よびテロ資金供与対策法（以下「Wwft」という）（ラボ

バンクに関係する他の地域のマネーロンダリング（以下

「AML」という）に関する規制を含む）、テロ資金供与

（以下「CTF」という）および制裁、顧客の本人確認

（以下「KYC」という）、市場濫用規制、金融商品市場

規制II（取引報告を含め、以下「MiFID II」という）、

一般データ保護規制（以下「GDPR」という）、自己資本

要求規制（以下「CRR」という）ならびに自己資本要求

指令IV（以下「CRD IV」という）など、財務諸表に間接

的な影響を及ぼす法規制に関するものがある。

 

他方、法規制の遵守違反リスクには、法的請求を受けた

結果として負債や費用が生じうるなど、財務諸表に直接

的な影響を及ぼす可能性がある。この点に関して、ラボ

バンクは注記4.9「法的手続および仲裁手続」に開示し

ている。

・ 2021年12月23日にDNBから受領した指導書簡（DNB

は、ラボバンクがWwftの要件を満たしていないと判

断した）に続き、ラボバンクは2022年12月７日にオ

ランダの検察当局（以下「DPP」という）より、Wwft

違反の疑いで犯罪捜査に着手したと通知を受けた。

2025年４月９日、ラボバンクは、DPPが本件を裁判所

に提訴する意向であると公表した。ラボバンクは、

継続期間または潜在的な結果は、現時点では依然と

して不明であり、潜在的影響の性質および重要性は

信頼性をもって見積もることができず、それらが重

大になる可能性があると述べる以上のことはできな

いと開示している。

 

経営者の判断

引当金の認識および測定、ならびに偶発債務の開示に

は、罰則措置、顧客への対応問題および規制当局の調査

に係る将来の結果に関して、経営者による相当な判断が

必要となる。

 

固有の不確実性および判断を要する性質に鑑み、当監査

法人は、この領域は、経営者の偏向がどの程度存在する

かを含め誤謬または不正による虚偽表示リスクが高いた

め、法規制の遵守違反による偶発債務に関する引当金お

よび開示は監査において特に重要な項目であると判断し

た。

 

よって、当監査法人はこれを監査上の主要な検討事項に

決定した。

 

当監査法人は、ラボバンクの業務に関連する重要な法規

制、また当該法規制を遵守するための適切な内部統制シ

ステムをラボバンクがどのようにデザインおよび運用し

ているかについて理解した。

 

財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある当該法規制

の遵守違反を識別するための特定の監査手続

当監査法人は、新たに出現した潜在的な規制当局に対す

る偶発債務について理解するため、経営委員会のメン

バー、コンプライアンス・オフィサーおよびチーフ・

リーガル・オフィサーと定期的に対話を行った。

 

当監査法人は、最新の業界動向および規制環境に関する

当監査法人の知識と経験に基づき、規制当局に対する偶

発債務に対する経営者の見解を批判的に検討した。

 

財務諸表における新しい引当金または開示が必要となる

可能性のある潜在的な規制当局の調査を識別するため

に、当監査法人は、ラボバンクとオランダ金融市場当局

（以下「AFM」という）、DNB、連邦準備制度（以下

「FRB」という）および欧州中央銀行（以下「ECB」とい

う）などの主要規制当局との関連するやり取り記録を閲

覧した。また、DNBおよびECBの合同監督チームとは当年

度中に二者で会合を持った。

 

当監査法人は年間を通じ、当監査法人の監査報告日ま

で、経営委員会および監督委員会の会議の議事録を閲覧

し、すべてのリスク委員会および監査委員会の会議に出

席した。当監査法人は、監督委員会、監査委員会および

リスク委員会の各議長と定期的に二者会合を持った。

 

当監査法人は、新規および継続中の規制当局の調査に関

するリスク・ポジションを理解するため、ラボバンク内

部のコンプライアンス部門に質問し、法規制遵守に関す

るラボバンクの内部監査部門の報告書および評価をレ

ビューした。

 

当監査法人は、実施した監査手続によってグループ全体

のAMLおよびKYCプロセスの改善を目的として策定された

特定のプログラム、特にオランダにおける遵守違反に対

処するための是正計画が存在することを確認した。これ

らのプログラムは、Wwftの遵守に関する遵守違反の是正

計画を含む、AMLおよびKYCに関する規制当局の調査にも

関連していた。当監査法人は、進捗報告書の閲覧、プロ

グラム所有者、経営委員会および監査委員会への質問、

ならびに当該事項に関するAFM、DNB、連邦準備制度およ

びECBとのやりとり記録の閲覧を通じて是正計画の進捗

を理解し、AMLおよびKYCに関してラボバンクの内部監査

部門が実施した監査手続の結果について協議した。

 

さらに、オランダの検察当局の調査状況に関連して、ラ

ボバンク内外の弁護士と会議を実施し、オランダ検察当

局とのやり取り記録を閲覧した。

 

最後に当監査法人は、連結財務諸表注記4.9「法的手続

および仲裁手続」に含まれる、法規制の遵守違反による

偶発負債に関する不確実性とエクスポージャーを要約し

た開示について評価した。当監査法人は、この点におけ

る注記が適切であるとの結論を下した。
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IT全般統制のデザインおよび有効性

ラボバンクの業務および財務報告システムは、自動手続

やITに依拠したマニュアル統制を含め、ITシステムに大

きく依拠している。ITシステムのIT全般統制（以下

「ITGC」という）には、以下のようなものがある。

・ ITシステムのガバナンスの枠組み

・ IT環境へのアクセスを考慮した、プログラムおよび

データ・ドメインへのアクセス

・ IT環境の変更を考慮した、プログラム変更ドメイン

・ より大規模な変更を考慮した、プログラム開発ドメ

イン

・ジョブスケジューリングやモニタリング、インシデン

ト管理、ならびにバックアップおよびリカバリを含

むIT運用の継続的管理を考慮した、コンピュータ操

作ドメイン

 

ITGCは、アプリケーションによって作成される情報の継

続的な信頼性の判断に用いられ、自動化されたアプリ

ケーションが一貫した方法で効果的に運用されることを

保証する統制である。ITGCにおける不備は、ラボバンク

の内部統制の枠組み全体にわたって広範な影響を及ぼす

可能性があり、また、不正を行う機会を提供する可能性

がある。

 

ラボバンクは長期的かつ戦略的な複数の規制上の転換プ

ロジェクトを有しており、これには、引き続き高度な報

告基準を満たし、運用の有効性、効率性およびデータ品

質に関して利害関係者の期待に応えるための重要なITの

構成単位も含まれる。これは、信頼性のあるITシステ

ム、ひいてはITGCの重要性を浮き彫りにしている。

 

情報処理の信頼性は、グループの業務、規制対応および

財務報告プロセスにおいて重要であり、したがって、当

監査法人は、ラボバンクのIT全般統制を監査上の主要な

検討事項として識別した。

 

当監査法人の手続には、以下の事項に焦点を当てて、財

務報告に関連するITシステムの継続性および完全性に対

する特定の統制のデザインおよび運用状況の有効性の評

価およびテストが含まれる。

・ ITガバナンス、ITリスク管理およびサイバーセキュ

リティ管理を含む、IT部門における情報技術に係る

全社的統制。

・ ネットワークへのユーザーアクセス、アプリケー

ションへのアクセスおよびアプリケーション内の認

証ならびにアプリケーション、データベースおよび

オペレーティング・システムへの特権的アクセス権

を含む、プログラムおよびデータのアクセス管理。

ラボバンクはアクセス権の管理に自動化されたツー

ルを使用しているため、当監査法人はこれらのツー

ルの適切な使用を評価し、これらのツールの有効な

運用のテストを実施した。

・ 変更管理プロセスおよび自動化されたデプロイメン

トの仕組みを用いた本番システムの変更の実行を含

む、アプリケーションおよびITインフラの変更管

理。

・ 戦略的IT転換プロジェクトに係るガバナンスおよび

2025年度監査に対する影響の評価。

・ バッチ処理のモニタリング、バックアップおよび障

害回復テスト、ならびにインシデント管理を含む、

コンピュータ操作。

・ サイバーセキュリティ強化に対するラボバンクのア

プローチの理解および特定の重要領域における実行

状況の評価を含む、サイバーセキュリティ管理。

 

当監査法人は、財務諸表監査の目的に関連する範囲で

ITGCに焦点を当てた。特に識別とアクセス管理に関する

統制の不備が識別された場合、経営者は、その不備によ

り重要な虚偽表示が生じているかどうかを判断するため

に影響度評価を実施した。当監査法人はこれらの影響度

評価を検証および（該当があれば）再実施し、統制の不

備による2025年度財務諸表への重要な影響はないという

十分な証拠を入手したとの結論を下した。
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年次報告書に含まれているその他の情報に関する報告

 

年次報告書には、その他の情報が含まれている。これには、年次報告書の財務諸表およびそれに対する当監査

法人の監査報告書に加えて含まれる、すべての情報が含まれる。

 

以下に記載のとおり実施された手続に基づき、当監査法人はその他の情報について以下の結論を報告する。

・ 財務諸表と整合しており、重要な虚偽表示が含まれていない。

・ オランダ民法典第２編第９章により要求される経営者報告書およびその他の情報、ならびにセクション

2:135bおよび2:145、サブセクション２により要求される報酬報告書に関するすべての情報が含まれている。

 

当監査法人はその他の情報を通読した。当監査法人は、財務諸表監査またはその他の方法により得た知識およ

び理解に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示が含まれているか否かについての検討を行った。

 

当監査法人の手続を実施することにより、当監査法人はオランダ民法典第２編第９章およびセクション

2:135b、サブセクション７ならびにオランダ監査基準720の要件に準拠している。この手続の範囲は、財務諸表

監査で実施した手続の範囲よりも実質的に狭いものであった。

 

経営委員会は、オランダ民法典第２編第９章により要求される経営者報告書およびその他の情報を含む、その

他の情報を作成する責任を有する。経営委員会および監督委員会は、オランダ民法のセクション2:135bおよび

2:145、サブセクション２に従って報酬報告書が作成および公表されることに関する責任を有する。
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その他の法規制に関する報告および欧州単一電子フォーマット（以下「ESEF」という）

 

当監査法人の任命

当監査法人は、2015年６月18日に監督委員会によりコーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーの監査人に任命

された。これは、2015年６月18日に開催されたメンバー評議会総会のメンバーの決議によるものであった。当監

査法人の任命は監督委員会により年に一度更新され、継続的関与の合計期間は当年度で10年間になる。

 

欧州単一電子フォーマット（ESEF）

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーは、年次報告書をESEFにより作成した。これに関する要求事項は、

単一の電子報告フォーマットの仕様に関する規制技術基準（以下、「ESEFに関するRTS」という）として委任規

則（EU）第2019／815号に規定されている。

 

当監査法人は、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーの報告パッケージに含まれる、マークアップされた

連結財務諸表を含むXHTMLフォーマットで作成された年次報告書がすべての重要な点において、ESEFに関するRTS

に準拠していることを認める。

 

経営委員会は、ESEFに関するRTSに従い、財務諸表を含む年次報告書を作成する責任を有しており、経営委員

会は、様々な構成単位を単一の報告パッケージとしてまとめている。

 

当監査法人の責任は、当監査法人の意見を表明するにあたり、当該報告パッケージに含まれる年次報告書が

ESEFに関するRTSに準拠しているかについて合理的な保証を得ることにある。

 

当監査法人は、オランダの法令（オランダの基準3950N「デジタル報告の要件の遵守に関する保証業務」

（ Assuranceopdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal

verantwoordingsdocument））に準拠して検証を行った。

 

当監査法人の検証には、以下のものが含まれていた。

・ 報告パッケージの作成を含む、ラボバンクの財務報告プロセスについて理解すること。

・ 年次報告書がすべての重要な点においてESEFに関するRTSを遵守していないリスクを識別および評価し、監査

意見の基礎となるように、以下を含むそれらのリスクに対応した追加保証手続を計画し、実施する。

・ 報告パッケージを入手し、検証を実施して、インラインXBRL方式のインスタンス文書およびXBRL方式の

拡張タクソノミファイルを含む報告パッケージが、ESEFに関するRTSに含まれる技術的仕様に従い作成

されているか判断する。
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・ 報告パッケージに含まれる連結財務諸表に関連する情報を検証し、要求されるマークアップがすべて適

用されているか、またそれらがESEFに関するRTSに準拠しているかどうかを判断する。

 

提供禁止非監査業務を提供していないこと

当監査法人が知る限りにおいて、当監査法人は社会的影響度の高い事業体の法定監査に関する特定の規定に係

る欧州規則第５条(１)に記載される提供禁止非監査業務を提供していない。

 

実施業務

当監査法人が、法定監査に関連する期間おいて、監査業務の他にラボバンクおよびその被支配事業体に提供し

た業務は連結財務諸表注記48「独立外部監査人に係る費用」に開示されている。

 

財務諸表および監査に対する責任

財務諸表に対する経営委員会および監督委員会の責任

経営委員会は、以下に対して責任を負う。

・ EUにより採用されたIFRS会計基準およびオランダ民法典第２編第９章に準拠した財務諸表の作成および適正

な表示

・ 不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営委員会が必要と判断する内部

統制

 

財務諸表の作成において、経営委員会は、継続企業としてのラボバンクの存続能力の評価に責任を負う。上記

の財務報告の枠組みに基づいて、経営委員会は、継続企業の前提による会計処理を用いて財務諸表を作成すべき

である。ただし、経営委員会がラボバンクを清算または業務を停止する意図を有する場合、あるいはそうするよ

り他に現実的な代替案がない場合はこの限りではない。経営委員会は、財務諸表において、継続企業としてのラ

ボバンクの存続能力に重大な疑義を生じさせるようなあらゆる事象や状況について開示すべきである。

 

監督委員会は、ラボバンクの財務報告プロセスを監視する責任を負う。

 

財務諸表監査に対する当監査法人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができるよ

うに、監査業務を計画し実施することである。当監査法人の監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正また

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合

理的な保証は、高い水準の保証ではあるが、絶対的な水準の保証ではないため、オランダ監査基準に準拠して監

査を実施することで重要な虚偽表示（もしあれば）を必ず発見できるという保証ではない。虚偽表示は、不正ま

たは誤謬から発生する可能性がある。個別にまたは集計すると、当該財務諸表の利用者の経済的意思決定に影響

を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

553/574



重要性は、監査手続の内容、実施時期および範囲、ならびに識別された虚偽表示が当監査法人の意見に与える

影響の評価に影響する。

 

当監査法人は、オランダの監査基準、倫理要件および独立性の要件に従い、監査期間中、職業的専門家として

の判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持した。当監査法人の監査は特に以下の事項から構成され

た。

・ 不正または誤謬によるかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応し

た監査手続を立案、実施し、当監査法人の意見表明の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手するこ

と。不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、

不正には、共謀、偽造、意図的な除外、虚偽の言明、または内部統制の意図的な無効化が伴うためである。

・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解すること。ただし、これ

は、ラボバンクの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。

・ 使用されている会計方針の適切性、ならびに経営委員会によって行われた会計上の見積りおよび関連する開

示の合理性を評価すること。

・ 経営委員会が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について結論を下すこと、および入手

した監査証拠に基づいて、ラボバンクの継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事象お

よび／または状況に関して、重要な不確実性が存在するか否か結論を下すこと。当監査法人は、重要な不確

実性が存在するという結論に至った場合、当監査法人の監査報告書において、財務諸表の関連開示を参照す

るよう促すか、または当該開示が不十分である場合は当監査法人の意見を修正する必要がある。当監査法人

の結論は、監査報告書上の日付までに入手した監査証拠に基づいており、財務諸表全体に対する当監査法人

の意見に照らして出されたものである。しかしながら、将来の事象または状況により、ラボバンクが継続企

業としての存続を中止する可能性もある。

・ 財務諸表の全体的な表示、構成および内容（開示を含む）を評価すること、ならびに財務諸表が、基礎とな

る取引や会計事象を適正に表しているかどうかを評価すること。

 

当監査法人は、グループ内の企業または事業単位の財務情報に関してはグループ監査の意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手することを目的とした、監査の計画と実施に責任を負う。また、グループ監査を

目的として実施された監査業務の指示、監督およびレビューにも責任を負う。当監査法人は、当監査意見につい

て単独で責任を負う。

 

当監査法人は、監督委員会に対し、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査上の重要な検出事

項（監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む）に関して、協議する。この点において、当監査法人

は、社会的影響度の高い事業体の法定監査に関する特定の規定に係るEU規則第11条に準拠して、監査委員会に追

加の報告書を発行した。この追加報告書に含まれる情報は、本監査報告書における当監査法人の監査意見と整合

している。
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当監査法人は、監督委員会に対し、当監査法人の独立性についての職業倫理に関する規則を遵守している旨を

書面で伝達し、また独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係やその他の事項、また該当する場

合には脅威を取り除くための関連措置または適用されるセーフガードについて協議する。

 

監督委員会との協議事項から、当監査法人は、当期の財務諸表監査において最も重要性のある事項、すなわち

監査上の主要な検討事項を決定する。当監査法人は、かかる事項を監査報告書に記載するが、法令もしくは規制

により当該事項の公開が禁止される場合、あるいは極めて稀な状況ではあるが、監査報告書に記載することによ

る悪影響が公共の利益を上回ると合理的に予想される場合は、当該事項を記載しないこととする。

 

 

アムステルダム市、2026年３月６日

プライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツ・エヌ・ブイ

 

 

R.E.H.M. ヴァン・アドリーチェム RA
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Independent auditor’s report
To: the General Members' Council and the Supervisory Board of Coöperatieve Rabobank U.A.

 

Report on the audit of the financial statements 2025

Our opinion

In our opinion:

・  the consolidated financial statements of Coöperatieve Rabobank U.A. together with its subsidiaries (‘the

Group’, ‘Rabobank’ or ‘the Bank’) give a true and fair view of the financial position of the Group as at 31

December 2025 and of its result and cash flows for the year then ended in accordance with IFRS Accounting

Standards as adopted by the European Union (‘EU’) and with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code;

・  the company financial statements of Coöperatieve Rabobank U.A. (‘the Company’) give a true and fair view

of the financial position of the Company as at 31 December 2025 and of its result for the year then ended in

accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

What we have audited

We have audited the accompanying financial statements 2025 of Coöperatieve Rabobank U.A., Amsterdam. The

financial statements comprise the consolidated financial statements of the Group and the company financial
statements.

The consolidated financial statements comprise:

・  the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025;

・  the following statements for 2025: the consolidated statement of income, the consolidated statement of

comprehensive income, the consolidated statement of changes in equity and the consolidated statement of

cash flows; and

・  the notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information and other

explanatory information.

The company financial statements comprise:

・  the statement of financial position as at 31 December 2025;

・  the statement of income for the year then ended; and

・  the notes to the company financial statements, comprising a summary of the accounting policies applied and

other explanatory information.
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The financial reporting framework applied in the preparation of the financial statements is IFRS Accounting

Standards as adopted by the EU and the relevant provisions of Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code for the

consolidated financial statements and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code for the company financial
statements.

 

The basis for our opinion

We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing. We have

further described our responsibilities under those standards in the section ‘Our responsibilities for the audit of the

financial statements’ of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

Independence

We are independent of Coöperatieve Rabobank U.A. in accordance with the European Union Regulation on

specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities, the ‘Wet toezicht accountantsorganisaties’

(Wta, Audit firms supervision act), the ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij

assuranceopdrachten’ (ViO, Code of Ethics for Professional Accountants, a regulation with respect to

independence) and other relevant independence regulations in the Netherlands. Furthermore, we have complied

with the ‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA, Dutch Code of Ethics).

 

Our audit approach

We designed our audit procedures with respect to the key audit matters, fraud and going concern, and the matters

resulting from that, in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion

thereon. Therefore, we do not provide separate opinions or conclusions on information in support of our opinion,

such as our findings and observations related to individual key audit matters and the audit approach to address

fraud risk and going concern.

Overview and context

Rabobank is an international bank operating on the basis of cooperative principles. Rabobank operates globally in

35 countries with a focus on universal banking in the Netherlands, food and agricultural financing as well as leasing

activities in the Netherlands and abroad. Its operations include domestic retail banking, wholesale banking,

international rural banking, leasing and real estate development. The Group is comprised of several components

and therefore we considered our group audit scope and approach as set out in the section ‘The scope of our group

audit’. We paid specific attention to the areas of focus driven by the operations of the Group, as set out below.
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The Group is impacted by changes to customer preferences which require ongoing investments in digitisation and

by expectations from society towards compliance with laws and regulations. The reliability of information

processing is significant to the Group’s operational, regulatory and financial reporting processes and we have

therefore identified the design and effectiveness of IT general controls as a key audit matter.

Furthermore, there is an industry risk that compliance and client care areas have not or not sufficiently been

identified and/or addressed by management that requires considerations for financial statement purposes. This

includes considerations regarding the need for the recognition of a provision or a contingent liability disclosure on

the future outcome of the ongoing criminal investigation in connection with the alleged violation of the Dutch Anti-

Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van

terrorisme, Wwft) by Rabobank. As a result, we have identified regulatory and client care exposures as a key audit
matter.

As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the

financial statements. In particular, we considered where the Managing Board made important judgements, for

example, in respect of significant accounting estimates that involved making assumptions and considering future

events that are inherently uncertain. In these considerations, we paid attention to, amongst others, the assumptions

underlying the physical and transition risk related to climate change.

In paragraph ‘Judgments and Estimates’ in note 2.1 of the financial statements, the Bank describes the areas of

judgement in applying accounting policies and the key sources of estimation uncertainty. Given the significant

estimation uncertainty in combination with the magnitude and the related higher inherent risks of material

misstatement in the impairment allowances on loans and advances to customers, we considered the matter as a key

audit matter as set out in the section ‘Key audit matters’ of this report. The geopolitical tensions and turbulent

market conditions have heightened the impact of certain estimations and judgements made by the Group,

specifically towards forward-looking assumptions applied to the probability of default and the associated

macroeconomic scenarios across the Group’s loan portfolio. We refer to the section on key audit matters for

procedures performed on impairment allowances on loans and advances to customers.

The Group assessed the possible effects of climate change on its financial position. These effects impact the

financial statements mostly as one of the potential drivers of credit risk exposures of the Group, refer to note 4.3.9

of the financial statements. We discussed the Group’s assessment and governance thereof with the Managing Board

and evaluated the potential impact on the financial position including underlying assumptions and estimates applied

in connection with the impairment allowances on loans and advances to customers. The expected effects of climate

change are not considered a separate key audit matter, but we took this into account as part of the key audit matter

on impairment allowances on loans and advances to customers.

Other areas of focus, including estimates, that were not considered to be key audit matters, were revenue

recognition, management override of controls, valuation of financial instruments measured with Level 2 and/or

Level 3 inputs, valuation of certain equity investments, and accurate application of hedge accounting. Our

procedures include assessments of these accounting matters and the relevant disclosures in the financial statements

in accordance with the financial reporting framework applied by the Bank.

EDINET提出書類

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)

有価証券報告書

558/574



We ensured that the audit teams, at both group and component level, included the appropriate skills and

competences which are needed for the audit of a bank. We therefore included experts and specialists in the areas of

amongst others IT, cyber security, taxation, forensics, valuation of financial instruments, real estate valuations,

employee benefits, macroeconomic forecasting and hedge accounting in our team.

The outline of our audit approach was as follows:

Overall materiality: €335 million (2024: €340 million).

We conducted audit work in 14 components.

We held meetings with the component teams of the following

locations: the Netherlands, the USA, Australia/New Zealand, and
Brazil.

For the significant components, we gained digital access to

component files and performed a review of selected working

papers of the work performed by component auditors.

Site visit was conducted to the USA.

Audit coverage: 93% of total assets, 93% of profit before tax and

89% of net interest income.

・  Impairment allowances on loans and advances to customers;

・  Regulatory and client care exposures; and

・  Design and effectiveness of IT General Controls.
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Materiality

The scope of our audit was influenced by the application of materiality, which is further explained in the section ‘

Our responsibilities for the audit of the financial statements’.

Based on our professional judgement we determined certain quantitative thresholds for materiality, including the

overall materiality for the financial statements as a whole as set out below. These, together with qualitative

considerations, helped us to determine the nature, timing and extent of our audit procedures on the individual

financial statement line items and disclosures and to evaluate the effect of identified misstatements, both

individually and in aggregate, on the financial statements as a whole and on our opinion.

Overall group materiality €335 million (2024: €340 million).

Basis for determining materiality We used our professional judgement to determine overall materiality. As a

basis for our judgement, we used 5% of profit before tax of the current

period

Rationale for benchmark applied We used profit before tax as the primary benchmark, a generally accepted

auditing practice, based on our analysis of the common information needs

of the users of the financial statements. On this basis, we believe that profit

before tax is the most relevant metric for the financial performance of the

Bank and is widely used within the industry. Furthermore, we utilised a 5%

threshold, based on our professional judgement, noting it is within the

range of commonly acceptable thresholds and the predominant threshold

used for a bank with similar characteristics.

Component materiality Based on our judgement, we allocate materiality to each component in our

audit scope that is less than our overall group materiality. The range of

materiality allocated across components was between €45 million and €

188 million.
 

 

We also take misstatements and/or possible misstatements into account that, in our judgement, are material for

qualitative reasons. Examples of areas that we focused on due to qualitative reasons are the accuracy of disclosures

on impairment allowances on loans and advances to customers, fair value, recoverability of investments in

associates, impairment of goodwill, regulatory exposures and the remuneration of the Supervisory Board and the

Managing Board.

We agreed with the Supervisory Board that we would report to them any misstatement identified during our audit

above €16.75 million (2024: €17 million) as well as misstatements below that amount that, in our view, warranted

reporting for qualitative reasons.
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The scope of our group audit

Coöperatieve Rabobank U.A. is the parent company of a group of entities. The financial information of this group

is included in the consolidated financial statements of Coöperatieve Rabobank U.A.

We are responsible for the identification and assessment of the risks of material misstatement of the financial

statements of the group, including those with respect to the consolidation process. Based on our risk assessment, we

tailored the scope of our audit to ensure that we, in aggregate, performed sufficient work on the financial statements

to enable us to provide an opinion on the financial statements as a whole.

In setting the scope of our group audit we determined what audit work needed to be performed at group level or

component level and whether involvement of component auditors was necessary.

Based on this outcome, we subjected three components to audits of their complete financial information, as those

components are considered significant due to risk or size. Additionally, we selected eleven components for audit

procedures to achieve appropriate coverage on financial line items in the consolidated financial statements.

In total, in performing these procedures, we achieved the following coverage on the financial line items:

Net interest income 89%

Total assets 93%

Profit before tax 93%
 

 

None of the remaining components represented more than 3% of total group assets, profit before tax or net interest

income. For those remaining components we performed, among other things, analytical procedures to corroborate

our assessment that there were no significant risks of material misstatements within those components.

Group components in the Netherlands include the components that are considered significant due to risk or size

which are Domestic Retail Banking, Wholesale and Rural (‘W&R’), and De Lage Landen (‘DLL’), but also include

Property Development (‘BPD’), Obvion, the Bank’s equity investment in Achmea B.V. and some other smaller

components (including group components). The group engagement team utilised the work of component teams for

these entities. For components in the USA, Australia/New Zealand and Brazil, we used component auditors who are

familiar with the local laws and regulations to perform the audit work. We performed site visits with local

management and local component team in the USA. Except for Achmea B.V., all components in scope for group

reporting are audited by PwC member firms.

Where component auditors performed the work, we determined the nature, timing and extent of direction and

supervision of the component auditors and review of their work. We furthermore:

・  Issued group audit instructions to component auditors to set expectations for the component auditor’s work

and facilitate our direction and supervision of the component auditor and review of their work. These

instructions included amongst others our risk assessment, materiality and scope of the work.
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・  Participated in discussions with component auditors as part of planning the engagement, including when we

as the group auditor assigned tasks or procedures such as the performance of risk assessment procedures or

determining the nature, timing and extent of audit responses to identified and assessed risks of material

misstatement to component auditors.

・  Communicated with component auditors throughout the course of the group audit, either virtually by

leveraging technology solutions, in-person meetings (e.g., as part of a site visit to the component auditor’s

territory), or through a combination of these, in order to monitor the progress of the component auditor’s

work. These ongoing communications included matters affecting the execution, completion and reporting of

the group audit.

・  Reviewed relevant parts of the component auditor’s work including the component auditor’s communication

of matters relevant to our conclusion with regard to the group audit. Our review of the component auditor’s

work took place throughout the engagement. This included on-site and/or virtual reviews, including the

review of component auditor’s working papers.

・  Reviewed formal written communications prepared by the component auditor for management of the

component and/or regulatory authorities of the component, that were, based on our judgment, relevant to the

group audit.

・  We conducted a series of meetings with component audit teams in the Netherlands, Brazil, Australia/New

Zealand and the USA. During these meetings, we discussed the strategy and financial performance of the

local businesses, as well as the audit plan of the component auditors and execution thereof, significant audit

risks and other relevant audit topics. The active dialogues, clear communication and use of technology have

allowed us to effectively direct, review and supervise the performance of our component teams.

The group engagement team performed the audit work on the group consolidation, IT general controls, central cost

centre, financial statement disclosures, certain specific accounts in scope and a number of complex items such as

impairment allowances on loans and advances to customers, hedge accounting, and certain other accounting

matters, such as the valuation of investments in associates, impairment assessment of the Bank’s goodwill, income

tax on the Dutch fiscal unity, regulatory matters and the legal provisions at the head office.

Rabobank has an internal audit department (Audit Rabobank) that performs operational audits, compliance audits,

IT audits, loan (valuation) audits and audits on internal control on financial reporting.

We considered, in the context of Dutch Standard 610 ‘Using the work of internal auditors’, whether we could make

use of the work of Audit Rabobank and we concluded that this was appropriate in the testing of design and

operating effectiveness of certain controls (mainly relating to IT general controls, loan impairment provisioning,

and a selection of controls in the Wholesale & Rural domain), and procedures performed over individually assessed

credit-impaired loans. To arrive at this conclusion, we assessed the competence and objectivity of Audit Rabobank,

and evaluated their methodology and audit approach. Subsequently, we developed a detailed approach and model

to make use of work of Audit Rabobank in our financial statement audit. We were substantially and independently

involved in the higher risk areas and/or in areas or procedures that require significant judgement. During the audit

process we worked closely with Audit Rabobank, had frequent status meetings and reviewed and reperformed some

of their work which confirmed our initial assessment and reliance approach.
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By performing the procedures outlined above at the components, combined with additional procedures exercised at

group level, we have been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence on the Group’s financial

information, to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Audit approach fraud risks

We identified and assessed the risks of material misstatements in the financial statements due to fraud. During our

audit we obtained an understanding of Coöperatieve Rabobank U.A. and its environment and the components of the

internal control system. This included the Managing Board’s risk assessment process, the Managing Board’s

process for responding to the risks of fraud and monitoring the internal control system and how the Supervisory

Board exercised oversight, as well as the outcomes. We refer to note 4.7.1 ‘Operational Risk’ of the financial

statements on how the risk of fraud is managed and mitigated by the Bank.

As part of our process of identifying fraud risks, we evaluated fraud risk factors with respect to financial reporting

fraud, misappropriation of assets, IT related fraud and bribery and corruption. Together with our forensic

specialists, we evaluated whether these factors indicate that a risk of material misstatement due to fraud is present.

We conducted interviews with members of the Managing Board and the Supervisory Board and others within the

Bank, including the internal audit, legal and compliance departments, to obtain an understanding of the Bank’s

fraud risk assessment and of the processes for identifying and responding to the risks of fraud and the internal

controls that the Managing Board has established to mitigate these risks. We asked members of the managing

board, compliance department, component level management and the Supervisory Board whether they are aware of

any actual or suspected fraud.

We identified management override of controls and risk of fraud in revenue recognition as presumed risks of fraud.

Inherently, management of a company is in a unique position to perpetrate fraud, because of management’s ability

to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statements by overriding controls that otherwise

appear to be operating effectively.

We addressed this risk of management override of controls, including evaluating whether there was evidence of

bias in management’s estimates and judgements that may represent a risk of material misstatement due to fraud (we

refer in this respect to the key audit matters ‘impairment allowances on loans and advances to customers’ and ‘

regulatory and client care exposures’).

The audit procedures to respond to the assessed risks include, amongst others, evaluation of the design and the

implementation of internal controls that intend to mitigate fraud risks (such as processing and review of journal

entries), back testing of prior year’s estimates, and procedures on unexpected journal entries with the support of

data analytics. Furthermore, we paid attention to significant transactions outside the normal course of business.

With regards to the risk of fraud in revenue recognition, based on our risk assessment procedures, we concluded

that this risk is related to revenue recognition in areas that are more complex, non-systematic or manual in nature

such as accuracy and existence of fee and commission income in the Wholesale and Rural segment and Domestic

Retail Banking segment, cut-off for property development income in the Property Development segment and the

valuation of equity investments held by Rabo Investments. We performed procedures over this risk, including

evaluation of the design and implementation of relevant internal controls, and procedures over revenue recognition

such as testing a sample of fees and commissions to ensure that the income recorded is accurate and had occurred,

cut-off procedures to identify potential shifts in property development income, and the appropriateness of the

valuation methodologies, inputs and assumptions applied in the valuation of equity investments. We incorporated

elements of unpredictability in our audit. We also considered the outcome of our other audit procedures and

evaluated whether any findings were indicative of fraud or non-compliance with laws and regulations.

Finally, as part of our procedures we had dialogues throughout the year with the Rabobank Financial Crime

Compliance (‘FCC’) team. The FCC team investigates, amongst others, reported internal integrity, whistleblowing

and (internal and external) fraud matters. We assessed the process which the Bank has in place. This assessment
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included: assessing the skills of the investigators, the investigation approach and based on risk-based criteria,

selecting a number of individual cases, and reviewing the documentation, conclusions, reporting and responses

from the FCC team. We involved our forensic specialists in these procedures. This did not lead to indications of

fraud that could potentially result in the financial statements being materially misstated.

Audit approach to non-compliance with laws and regulations

The objectives of our audit, with respect to non-compliance with laws and regulations are:

・  to identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements due to non-compliance

with laws and regulations; and

・  to obtain reasonable assurance that the financial statements, taken as a whole, are free from material

misstatement, whether due to fraud or error when considering the applicable legal and regulatory framework.

In line with Dutch Standard 250 we made in our audit approach a distinction between those laws and regulations
which:

・  have a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial statements. For

this category, we obtained amongst others audit evidence regarding compliance with the provision of those

laws and regulations; and

・  do not have a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial

statements, but where compliance may be fundamental to the operating aspects of the business. Those include

amongst others the Bank’s ability to continue its business or to avoid material penalties.

For this category, we performed specific audit procedures to identify non-compliance with those laws and

regulations that may have a material effect on the financial statements, as described in the key audit matter: ‘

regulatory and client care exposures’.

The primary responsibility for the prevention and detection of non-compliance with laws and regulations lies with

the Managing Board with the oversight of the Supervisory Board.

Audit approach going concern

As disclosed in paragraph ‘Going concern’ in note 2.1 to the financial statements the Managing Board considers it

appropriate to adopt the going concern basis of accounting in preparing the accompanying financial statements.
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Our procedures to evaluate the Managing Board’s going-concern assessment included, amongst others:

・  considering whether the Managing Board’s going-concern assessment included all relevant information of

which we were aware as a result of our audit.

・  understanding and evaluating the Bank’s medium-term planning and budget process (including the Group’s

funding plan), specifically for the next twelve months.

・  understanding and evaluating the Group’s financial and capital position and stress testing of liquidity and

regulatory capital requirements, including the severity of the stress scenarios that were applied.

・  considering the results of our (other) risk assessment procedures and related activities performed to identify

events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.

・  performing inquiries of the Managing Board as to their knowledge of going concern risks beyond the period

of their assessment.

・  reading and evaluating the adequacy of the disclosures in paragraph ‘Going concern’ in note 2.1 to the

financial statements in relation to going concern.

Our procedures did not result in outcomes contrary to the Managing Board’s assumptions and judgements used in

the application of the going-concern assumption.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in the audit of the

financial statements. We have communicated the key audit matters to the Supervisory Board. The key audit matters

are not a comprehensive reflection of all matters identified by our audit and that we discussed. In this section, we

described the key audit matters and included a summary of the audit procedures we performed on those matters.

As compared to last year, there have been no changes in key audit matters. The key audit matters described below

are mostly related to the nature of the Group and are therefore expected to occur every year.
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Key audit matter Our audit work and observations

Impairment allowances on loans and advances to

customers

Refer to note 2.1 section 'Judgments and estimates',

note 2.16 'Impairment allowances on financial assets

and credit related contingent liabilities', note 4.3.4

'Impairment allowances on financial assets and credit

related contingent liabilities' and note 11 'Loans and

advances to customers'.

In accordance with the requirements of IFRS 9,

Rabobank calculated the impairment allowances on

loans and advances to customers using a three-stage

expected credit loss ('ECL') impairment model.

Rabobank determined loan impairments in stage 1 and 2

on a modelled basis whereas the loan impairments in

stage 3 are determined on either a modelled basis or on

a specific loan-by-loan basis.

The model-based loan impairment calculation is a

complex estimate. It requires significant management

judgment because it involves a large number of related

inputs and assumptions such as forward looking

macroeconomic variables; forward looking economic

scenarios and scenario probability weightings;

probability of default ('PD'); the assessment as to

whether a significant increase in credit risk has

occurred; loss given default ('LGD'); and exposure at

default ('EAD').

Management adjustments to the modeled estimate were

made amounting to €450 million in aggregate. These

are in relation to external conditions not captured in the

IFRS 9 models and data limitations, including but not

limited to adjustments for geopolitical and climate risks.

We performed risk assessment procedures to identify

assumptions that required significant management

judgements with the most impact on ECL

We evaluated the design and tested the operating

effectiveness of key controls with regard to the

determination of the ECL allowance. This included

controls relating to loan quality classification to identify

impaired loans, evaluation of future cash flows and

collateral valuation, the methodology and controls

applied in measuring and determining significant

increase in credit risk, governance over the

development and validation of PD, LGD, and EAD

impairment models, and management's review and

approval process for model outputs and top-level

adjustments.

With support from internal model and economic experts,

we tested management’s model based loan impairment

calculation. Our procedures included:

・   Evaluating the reasonableness of the significant

assumptions and appropriateness of the

methodologies used for the models;

・   Assessing the reasonability of macroeconomic

scenarios, including forecast variables and

probability weights;

・   Performing back-testing on key model

parameters; and

・   Testing the underlying data used in the models.
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Key audit matter Our audit work and observations

For credit-impaired loans that are assessed on an

individual basis, assumptions were made in designing

scenarios for expected cash flows based on expected

recoveries and in determining the key inputs to calculate

the estimated cash flows.

Given the significance of the number of accounting

policy choices, judgements made by management, the

complexity and the inherent limitations to the inputs

required by the loan impairment models, determining

ECL is subject to a high degree of estimation uncertainty

and is subject to a higher risk of material misstatement

due to error or fraud. Significant audit effort and high

degree of auditor judgment were necessary to evaluate

audit evidence as the estimation of the allowance for

ECLs is complex and involves a large volume of data,

interrelated inputs and assumptions.

Therefore, we considered this a key audit matter in our

audit.

We evaluated management's adjustments to model

outcomes including the adjustments for geopolitical and

climate risks by obtaining supporting evidence and

evaluating alternative and contradictory information

whether these adjustments were necessary to balance

underlying model and data limitations. We have

exercised professional skepticism in our audit given the

significance and subjective nature of these adjustments.

Given the estimation risk of individually credit-impaired

loans, we selected samples and assessed whether key

judgements and estimates in the impairment allowance

were appropriate. Our procedures included:

・    Evaluating forecasted cash flows and supporting

evidence, including collateral values;

・    Independently challenging external collateral

valuations for selected loans; and

・    Assessing management's scenario probability

allocations based on actual circumstances.

Based on the above, we assessed the methodology and

inputs to be in line with market and industry practice for

the determination of the impairment allowances on loans

and advances to customers. We found the disclosures

to be appropriate.

Regulatory and client care exposures

Refer to note 4.9 ‘Legal and Arbitration Proceedings’.

Developments in emerging compliance areas

We obtained an understanding of the significant laws

and regulations that are relevant to the Bank’s

operations and how the Bank is instituting and operating

appropriate systems of internal control to comply with

those laws and regulations.

Specific audit procedures to identify non-compliance

with those laws and regulations that may have a

material effect on the financial statements.
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Key audit matter Our audit work and observations

The Bank runs the risk of non-compliance with laws and

regulations on the one hand relating to laws and

regulations which have an indirect impact on the

financial statements, such as Anti-Money Laundering

and Anti-Terrorist Financing Act (‘Wwft’) (inclusive

regulations on Anti-Money Laundering (‘AML’) in other

territories relevant for Rabobank), Counter Terrorist

Financing (‘CTF’) and sanctions, Know Your Customer

(‘KYC’), Market Abuse Regulation, Markets in Financial

Instruments Directive II (MiFID II – including transaction

reporting), the General Data Protection Regulation (‘

GDPR’), the Capital Requirements Regulations (‘CRR’)

and Capital Requirements Directive IV (‘CRD IV’).

On the other hand, the risk of non-compliance with laws

and regulations may have a direct effect on the financial

statements which could give rise to liabilities and

expenses as a result of legal claims. In this respect,

Rabobank disclosed in note 4.9 ‘Legal and Arbitration

Proceedings’:

・    following the instruction that was received from

DNB on 23 December 2021 (in which DNB

determined that Rabobank did not meet the

requirements of the Wwft), Rabobank was

informed by the Dutch Public Prosecution Service

('DPP'), on 7 December 2022, that they consider

Rabobank a suspect in a criminal investigation in

connection with violation of the Wwft. On 9 April

2025, Rabobank publicly announced that the

DPP intends to present the case to the court.

Rabobank disclosed that currently the timeframe

or potential outcome remain unclear and the

nature and materiality of the potential impact

cannot be reliably estimated either other than

stating it has the potential to be significant.

Management judgement

We had dialogues with members of the Managing

Board, the compliance officer and chief legal officer on a

regular basis to understand emerging and potential

regulatory exposures.

We challenged management’s view on these regulatory

exposures based upon our knowledge and experience

of emerging industry trends and the regulatory

environment.

To identify potential regulatory investigations that could

lead to the need for potential new provisions or

disclosures in the financial statements, we read the

Bank's relevant correspondence with its key regulators

being the Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’), the

DNB, the Federal Reserve Bank (‘FRB’) and the

European Central Bank (‘ECB’). Also, we met on a

bilateral basis with the joint supervisory team of DNB

and ECB during the year.

We read the minutes of the Managing Board and the

Supervisory Board meetings and attended all Risk and

Audit Committee meetings throughout the year up to the

signing date of our auditor’s report. We held regular

bilateral meetings with the chairs of the Supervisory

Board, Audit Committee and Risk Committee.

We inquired with the Bank’s internal compliance

department to understand the risk position of each new

and ongoing regulatory investigation and reviewed

reports and assessments of the Bank’s internal audit

department relating to compliance with laws and

regulations.

From our audit work, we noted that there are specific

programs in place that aim to improve AML and KYC

processes throughout the Group, and the remediation

plan to address the shortcomings in the Netherlands in

particular. These programs are also connected to the

regulatory investigations related to AML and KYC

(including the remediation plan on the shortcomings on
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Key audit matter Our audit work and observations

The recognition and measurement of provisions and the

disclosure of contingent liabilities require considerable

management judgement around the future outcome of

further punitive actions, client care and regulatory

investigations.

Given the inherent uncertainty and the judgmental

nature, we determined the provisions and disclosures on

contingent liabilities due to non-compliance with laws

and regulations to be of particular importance to our

audit, since this area is subject to a higher risk of

material misstatement due to error or fraud including to

what extent there is evidence of management bias.

Therefore, we determined this to be a key audit matter

in our audit.

compliance with the Wwft). We obtained an

understanding of the progress on the remediation plan

through reading of progress reports, inquiry of the

program owners, Managing Board, Audit Committee,

reading correspondence with AFM, DNB, Federal

Reserve and ECB related to these matters and

discussed the outcomes of audits performed by the

Bank’s internal audit department with respect to AML

and KYC.

Furthermore, we held meetings with the Bank’s internal

and external legal counsel in connection with the status

of the investigation by the Dutch Prosecution Service

and read correspondence with the Dutch Prosecution

Services office.

Finally, we assessed the disclosures that were made in

highlighting the uncertainties and exposures of

contingent liabilities due to non-compliance with laws

and regulations included in note 4.9 ‘Legal and

Arbitration Proceedings’ of the financial statements. We

found the disclosures to be appropriate in this context.

Design and effectiveness of IT General Controls

The Bank’s operations and financial reporting systems

are heavily dependent on IT systems, including

automated procedures and IT dependent manual

controls. The Information Technology General Controls

(ITGCs) over IT systems include:

・    The framework of governance over IT systems;

・    The access to programs and data domain,

considering access to the IT environment;

・    The program change domain, considering

changes to the IT environment;

・    The program development domain, considering

larger scale changes;

Our procedures included evaluating and testing the

design and operating effectiveness of certain controls

over the continuity and integrity of the IT systems that

are relevant to financial reporting, focusing on:

・    entity level controls over information technology

in the IT organization, including IT governance, IT

risk management and cybersecurity

management;

・    management of access to programs and data,

including user access to the network, access to

and authorizations within applications and

privileged access rights to applications,

databases and operating systems. As the Bank

uses automated tools to manage access rights,

we have evaluated the appropriate use of these

tools and tested the effective operation of these

tools;
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Key audit matter Our audit work and observations

・    The computer operations domain, considering the

ongoing management of IT operations, including

job scheduling and monitoring, incident

management and backup and recovery.

ITGCs assist to determine the continued reliability of

information generated by applications and ensure

automated applications operate effectively in a

consistent manner. Deficiencies in ITGCs could have a

pervasive impact across the Bank’s internal control

framework and may provide opportunities to commit

fraud.

The Bank has a number of long-term strategic regulatory

and transformation projects, with important IT-

components to continue to meet the high reporting

standards and expectations from stakeholders relating

to operating effectiveness, efficiency and data quality.

This highlights the critical importance of reliable IT

systems, hence the ITGCs.

The reliability of information processing is significant to

the Group’s operational, regulatory and financial

reporting processes and we have therefore identified the

design and effectiveness of IT general controls as a key

audit matter.

・    management of changes to applications and IT

infrastructure, including the change management

process and the implementation of changes in the

production systems using automated deployment

mechanisms;

・    governance over the strategic IT transformation

projects and assessment of the impact on our

2025 audit;

・    computer operations, including monitoring of

batch processing, back-up and disaster recovery

testing and incident management; and

・    management of cybersecurity, through

understanding of Rabobank’s approach to

enhancing cybersecurity and evaluating the

status of the implementation in certain critical

areas.

We focused on the ITGCs to the extent relevant for the

purpose of our audit of the financial statements. Where

deficiencies are identified in relevant controls,

particularly those concerning identity and access

management, management performed impact

assessments to conclude whether the deficiencies

caused a material misstatement. We have inspected

and reperformed (where applicable) these impact

assessments, and concluded we have sufficient

evidence that the control deficiencies did not have a

material impact over the 2025 financial statements.
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Report on the other information included in the annual report

The annual report contains other information. This includes all information in the annual report in addition to the

financial statements and our auditor’s report thereon.

Based on the procedures performed as set out below, we conclude that the other information:

・  is consistent with the financial statements and does not contain material misstatements; and

・  contains all the information regarding the Management Report and the other information that is required by

Part 9 of Book 2 and regarding the remuneration report required by the sections 2:135b and 2:145 subsection

2 of the Dutch Civil Code.

We have read the other information. Based on our knowledge and the understanding obtained in our audit of the

financial statements or otherwise, we have considered whether the other information contains material
misstatements.

By performing our procedures, we comply with the requirements of Part 9 of Book 2 and section 2:135b subsection

7 of the Dutch Civil Code and the Dutch Standard 720. The scope of such procedures was substantially less than the

scope of those procedures performed in our audit of the financial statements.

The Managing Board is responsible for the preparation of the other information, including the Management Report

and the other information in accordance with Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code. The Managing Board and

the Supervisory Board are responsible for ensuring that the remuneration report is drawn up and published in

accordance with sections 2:135b and 2:145 subsection 2 of the Dutch Civil Code.

Report on other legal and regulatory requirements and ESEF

Our appointment

We were appointed as auditors of Coöperatieve Rabobank U.A. on 18 June 2015 by the Supervisory Board. This

followed the passing of a resolution by the members at the General Members Council held on 18 June 2015. Our

appointment has been renewed annually by the Supervisory Board and now represents a total period of

uninterrupted engagement of 10 years.

 

European Single Electronic Format (ESEF)

Coöperatieve Rabobank U.A. has prepared the annual report in ESEF. The requirements for this are set out in the

Delegated Regulation (EU) 2019/815 with regard to regulatory technical standards on the specification of a single

electronic reporting format (hereinafter: the RTS on ESEF).

In our opinion, the annual report prepared in XHTML format, including the marked-up consolidated financial

statements, as included in the reporting package by Coöperatieve Rabobank U.A., complies in all material respects

with the RTS on ESEF.

The Managing Board is responsible for preparing the annual report, including the financial statements in

accordance with the RTS on ESEF, whereby the Managing Board combines the various components into a single

reporting package.
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Our responsibility is to obtain reasonable assurance for our opinion whether the annual report in this reporting

package complies with the RTS on ESEF.

We performed our examination in accordance with Dutch law, including Dutch Standard 3950N ‘

Assuranceopdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal

verantwoordingsdocument’ (assurance engagements relating to compliance with criteria for digital reporting).

Our examination included amongst others:

・  Obtaining an understanding of the entity’s financial reporting process, including the preparation of the

reporting package.

・  Identifying and assessing the risks that the annual report does not comply in all material respects with the

RTS on ESEF and designing and performing further assurance procedures responsive to those risks to

provide a basis for our opinion, including:

-    obtaining the reporting package and performing validations to determine whether the reporting package

containing the Inline XBRL instance document and the XBRL extension taxonomy files have been

prepared in accordance with the technical specifications as included in the RTS on ESEF;

-    examining the information related to the consolidated financial statements in the reporting package to

determine whether all required mark-ups have been applied and whether these are in accordance with

the RTS on ESEF.

 

No prohibited non-audit services

To the best of our knowledge and belief, we have not provided prohibited non-audit services as referred to in article

5(1) of the European Regulation on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities.

 

Services rendered

The services, in addition to the audit, that we have provided to the Bank, for the period to which our statutory audit

relates, are disclosed in note 48 ‘Cost of external independent auditor’ to the financial statements.

 

Responsibilities for the financial statements and the audit

Responsibilities of the Managing Board and the Supervisory Board for the financial
statements

The Managing Board is responsible for:

・  the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRS Accounting

Standards as adopted by the EU and Part 9 of Book 2 of the Dutch Civil Code; and for
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・  such internal control as the Managing Board determines is necessary to enable the preparation of the financial

statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Managing Board is responsible for assessing the Bank’s ability to

continue as a going concern. Based on the financial reporting frameworks mentioned, the Managing Board should

prepare the financial statements using the going-concern basis of accounting unless the Managing Board either

intends to liquidate the Bank or to cease operations or has no realistic alternative but to do so. The Managing Board

should disclose in the financial statements any event and circumstances that may cast significant doubt on the Bank

’s ability to continue as a going concern.

The Supervisory Board is responsible for overseeing the Bank’s financial reporting process.

 

Our responsibilities for the audit of the financial statements

Our responsibility is to plan and perform an audit engagement in a manner that allows us to obtain sufficient and

appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion. Our objectives are to obtain reasonable assurance

about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error

and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high but not absolute level of

assurance and is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Dutch Standards on Auditing will

always detect a material misstatement when it exists. Misstatements may arise due to fraud or error. They are

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the

economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.

Materiality affects the nature, timing and extent of our audit procedures and the evaluation of the effect of

identified misstatements on our opinion.

We have exercised professional judgement and have maintained professional scepticism throughout the audit in

accordance with Dutch Standards on Auditing, ethical requirements and independence requirements. Our audit

consisted, among other things of the following:

・  Identifying and assessing the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud

or error, designing and performing audit procedures responsive to those risks, and obtaining audit evidence

that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,

forgery, intentional omissions, misrepresentations, or intentional override of internal control.

・  Obtaining an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of

the Bank’s internal control.

・   Evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

and related disclosures made by the Managing Board.
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・  Concluding on the appropriateness of the Managing Board’s use of the going-concern basis of accounting,

and based on the audit evidence obtained, concluding whether a material uncertainty exists related to events

and/or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability to continue as a going concern. If we

conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the

related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.

Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report and are made

in the context of our opinion on the financial statements as a whole. However, future events or conditions

may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

・  Evaluating the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the

disclosures, and evaluating whether the financial statements represent the underlying transactions and events

in a manner that achieves fair presentation.

We are responsible for planning and performing the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence

regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an

opinion on the financial statements. We are also responsible for the direction, supervision and review of the audit

work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with the Supervisory Board regarding, among other matters, the planned scope and timing of the

audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during

our audit. In this respect, we also issue an additional report to the audit committee in accordance with article 11 of

the EU Regulation on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities. The information

included in this additional report is consistent with our audit opinion in this auditor’s report.

We provide the Supervisory Board with a statement that we have complied with relevant ethical requirements

regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be

thought to bear on our independence, and where applicable, related actions taken to eliminate threats or safeguards
applied.

From the matters communicated with the Supervisory Board, we determine those matters that were of most

significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We

describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter

or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report

because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest

benefits of such communication.

Amsterdam, 6 March 2026

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Original has been signed by:

R.E.H.M. van Adrichem RA

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社
が別途保管しております。
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